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序
章 
得
宗
被
官
の
定
義 

 

  

は
じ
め
に 

  

元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
の
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
際
し
て
は
、
北
条
氏
と
と
も
に
多
く
の
「
御
内
人
」
（
得
宗
被
官
）
が
運
命
を
と
も
に
し
た
。
得
宗
家
の
軍
事
的
・
経
済
的
基
盤
で

あ
っ
た
得
宗
被
官
の
研
究
は
、
佐
藤
進
一
氏
が
得
宗
専
制
論
を
提
唱
し
て
以
降
一

、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
分
野
で
あ
る
。
石
井
進
氏
二

、
奥
富
敬
之
氏
三

ら
に
よ
っ
て
得
宗
領
の
検

出
な
ど
が
進
め
ら
れ
る
と
、
同
時
に
得
宗
被
官
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
細
川
重
男
氏
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
得
宗
家
の
家
政
機
関
で
あ
る
得
宗
家
公
文
所

発
給
文
書
の
詳
細
や
、
得
宗
家
公
文
所
執
事
就
任
者
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
四

。 

得
宗
家
公
文
所
は
、
所
領
安
堵
・
訴
訟
手
続
・
裁
許
等
に
関
す
る
文
書
を
発
給
す
る
他
、
年
貢
管
理
な
ど
あ
ら
ゆ
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
五

、
得
宗
家
公
文
所
執
事
を
世
襲
し
た
平
（
長

崎
）
氏
を
中
心
に
、
有
力
得
宗
被
官
は
職
員
と
し
て
得
宗
家
の
家
政
運
営
に
あ
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
有
力
被
官
の
活
動
は
得
宗
の
使
者
や
申
次
、
得
宗
の
子
女
の
養
育
、
得
宗
家
の
仏

事
奉
行
、
儀
式
の
際
の
種
々
の
役
人
な
ど
実
に
多
岐
に
わ
た
り
、
幕
府
の
中
に
お
い
て
も
侍
所
、
小
侍
所
、
評
定
衆
、
引
付
衆
、
越
訴
奉
行
、
東
使
な
ど
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
の
中
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
得
宗
被
官
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
所
領
の
検
出
と
個
別
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。

近
年
は
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
及
び
北
条
得
宗
家
の
興
亡
を
テ
ー
マ
と
し
た
書
籍
が
多
く
発
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
の
六

、
鎌
倉
時
代
の
政
治
的
事
件
に
つ
い
て
得
宗
被
官
の
観
点
か
ら
論
じ
た

研
究
と
い
う
の
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
ま
た
被
官
の
個
別
研
究
に
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で

あ
る
。 

本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
得
宗
被
官
研
究
の
現
状
を
打
開
す
べ
く
、
有
力
得
宗
被
官
の
個
別
研
究
と
、
鎌
倉
幕
府
の
政
治
史
上
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
事
件
の
再
考
察
を
同
時
に
行
う

こ
と
で
、
得
宗
被
官
と
い
う
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
序
章
で
は
、
得
宗
被
官
の
定
義
と
存
在
形
態
、
本
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。 
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第
一
節 

得
宗
被
官
の
定
義 

 

一 

得
宗
被
官
と
は 

 

「
得
宗
被
官
」
と
は
、
北
条
得
宗
家
の
家
臣
・
被
官
の
こ
と
で
、
佐
藤
進
一
氏
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
学
術
用
語
で
あ
り
七

、
史
料
用
語
は
「
御
内
人
」
で
あ
る
。
そ
の
主
君
た
る
「
得

宗
」
は
、
一
般
的
に
は
源
頼
朝
の
舅
と
な
っ
た
北
条
時
政
に
は
じ
ま
り
、
義
時
・
泰
時
・
時
氏
・
経
時
・
時
頼
・
時
宗
・
貞
時
・
高
時
と
続
く
九
人
の
こ
と
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
八

。

そ
れ
で
は
、
ま
ず
用
語
と
し
て
の
「
得
宗
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

『
国
史
大
辞
典
』
の
「
得
宗
」
の
項
目
を
み
る
と
、「
鎌
倉
幕
府
執
権
の
北
条
氏
の
家
督
の
こ
と
。
そ
の
名
の
由
来
は
、
北
条
義
時
の
法
名
徳
崇
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
義
時
は
元
仁
元

年
（
一
二
二
四
）
六
月
に
出
家
・
死
去
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
得
宗
家
の
称
は
北
条
泰
時
以
後
に
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
一
般
に
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
時
政
以
後
の
北
条
氏
家
督

を
得
宗
と
よ
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
」
と
あ
る
。「
得
宗
」
の
由
来
と
な
っ
た
の
が
「
徳
崇
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
義
時
の
法
名
は
「
観
海
」
九

で
あ
り
、
そ
の

子
で
あ
る
泰
時
の
法
名
も
「
観
阿
」
一
〇

、
時
氏
の
法
名
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
経
時
の
法
名
は
「
安
楽
」
で
あ
っ
た
一
一

。
い
ず
れ
も
「
徳
崇
」
に
結
び
つ
く
法
名
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
細
川
重
男
氏
は
「『
得
宗
』
は
『
徳
崇
』
の
当
て
字
も
し
く
は
簡
略
化
で
あ
り
、
時
頼
期
以
降
に
贈
ら
れ
た
禅
宗
系
の
追
号
で
あ
る
可
能
性
」
一
二

を
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
北
条
氏
家
督
が
「
得
宗
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
少
な
く
と
も
時
頼
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
一
三

わ
け
だ
が
、
本
論
文
で
は
義
時
か
ら
「
得
宗
」
と
し
、
そ
の
被
官

に
つ
い
て
も
「
得
宗
被
官
」
と
す
る
。
時
政
を
「
得
宗
」
と
し
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
第
一
章
で
論
じ
た
い
。 

次
に
得
宗
被
官
の
定
義
に
つ
い
て
確
認
し
、
得
宗
被
官
の
活
動
を
具
体
的
に
い
く
つ
か
見
て
い
き
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
得
宗
被
官
の
史
料
用
語
は
「
御
内
人
」
で
あ
る
。
も
と

も
と
「
御
内
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
中
世
、
武
家
で
譜
代
関
係
に
あ
る
家
臣
。
外
様
に
対
す
る
語
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
得
宗
家
の
家
臣
の
み
に
用
い
ら
れ

る
用
語
で
は
な
く
、
武
家
一
般
で
譜
代
関
係
に
あ
る
家
臣
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
、「
御
内
」
は
、「
得
宗
」
及
び
「
得
宗
の
御
内
」
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
幕
府
が
編
纂
し
た
『
吾
妻
鏡
』
で
は
ま
だ
「
御
内
人
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
ず
、
史
料
一
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
得
宗
の
「
祗
候
人
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
人
々

が
得
宗
被
官
に
あ
た
る
一
四

。 
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【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
年
閏
正
月
七
日
条 

武
州
以
二

祗
候
人
等
一

。
去
年
差
二

遣
京
都
一

。
対
二

多
好
方
一

。
令
レ

習
二

神
楽
並
和
琴
秘
曲
一

。
而
好
方
近
日
可
レ

参
二

向
関
東
一

之
由
。
有
二

其
聞
一

。
仍
今
日
重
而
被
レ

遣
二

御

書
於
好
方
一

。
止
二

下
向
儀
一

。
閑
可
レ

授
二

彼
曲
一

之
旨
被
レ

載
之
云

々

。 

史
料
一
の
「
武
州
」
は
泰
時
の
こ
と
で
、「
祗
候
人
」
は
前
年
の
九
月
に
泰
時
に
よ
っ
て
、
和
琴
と
神
楽
の
秘
曲
を
習
う
た
め
に
多
好
方
（
好
節
カ
）
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
た
南
条
七
郎

次
郎
、
横
尾
左
近
将
監
、
美
濃
澤
右
近
次
郎
、
弥
平
太
三
郎
の
こ
と
で
あ
る
一
五

。
南
条
七
郎
次
郎
は
泰
時
に
近
侍
す
る
有
力
被
官
の
一
人
・
南
条
七
郎
時
員
の
子
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
次
の
史
料
二
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
北
条
氏
の
伊
豆
在
住
当
時
か
ら
の
郎
従
・「
主
達
」（
ぬ
し
た
ち
）
は
「
得
宗
被
官
」
に
は
含
ま
な
い
。
北
条
得
宗
家
に
仕
え
て
い
る
と
い

う
点
で
は
同
じ
な
の
だ
が
、『
吾
妻
鏡
』
は
主
達
に
つ
い
て
は
「
祗
候
人
」
と
は
書
い
て
お
ら
ず
、「
祗
候
す
る
」
と
い
う
表
現
も
と
っ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
者

に
と
っ
て
「
主
達
」
は
あ
く
ま
で
も
「
郎
従
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
十
一
月
十
四
日
条 

相
州
年
来
郎
従
皆
伊
豆
国
住
民
也
。
号
二

之
主
達
一

。

之
中
。
以
二

有
功
之
者
一

。
可
レ

准
レ

侍
之
旨
。
可
レ

被
二

仰
下
一

之
由
。
被
レ

望
二

申
之
一

。
内
々
有
二

其
沙
汰
一

。
無
二

御
許
容
一

。
於

レ

被
レ

聴
二

其
事
一

者
。
如
レ

然
之
輩
。
及
二

子
孫
之
時
一

。
定
忘
二

以
往
由
緒
一

。
誤
企
二

幕
府
参
昇
一

歟
。
可
レ

招
二

後
難
一

之
因
縁
也
。
永
不
レ

可
レ

有
二

御
免
一

之
趣
。
厳
密
被
二

仰

出
一
云

々

。 

こ
の
史
料
は
承
元
三
年
に
義
時
が
年
来
の
郎
従
（
「
皆
伊
豆
国
住
人
、
号
二

之
主
達
一

」）
で
功
の
あ
る
者
を
、
御
家
人
に
準
ず
る
よ
う
に
と
三
代
将
軍
・
源
実
朝
に
願
い
出
た
と
こ
ろ
、

実
朝
は
彼
ら
の
子
孫
の
代
に
な
っ
て
由
緒
を
忘
れ
、
そ
の
子
孫
が
自
ら
幕
府
へ
の
参
昇
を
企
て
る
の
を
危
惧
し
て
、
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
有
名
な
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
約
十
年
前

の
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
に
二
代
将
軍
・
源
頼
家
が
、
工
藤
景
光
の
子
・
行
光
の
勇
敢
だ
と
評
判
の
三
人
の
郎
従
に
対
し
て
、
こ
の
う
ち
の
一
人
を
御
家
人
に
加
え
る
よ
う
に
と
命
じ

る
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
一
六

。
こ
の
時
は
行
光
の
ほ
う
が
断
わ
っ
て
い
る
が
、
御
家
人
の
郎
従
が
将
軍
に
よ
っ
て
御
家
人
に
加
え
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
行

光
子
孫
の
布
施
氏
・
大
瀬
氏
は
得
宗
被
官
、
も
し
く
は
一
門
被
官
で
あ
り
、
行
光
の
弟
た
ち
の
子
孫
が
有
力
得
宗
被
官
工
藤
氏
一
族
と
な
っ
て
い
る
。 

得
宗
被
官
に
比
べ
名
前
が
記
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
主
達
だ
が
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
五
月
二
十
七
日
条
に
時
頼
の
も
と
に
仕
え
る
五
郎
四
郎
と
い
う
主
達
が
確
認
で
き
る
。
宝

治
元
年
の
段
階
で
も
主
達
が
存
在
し
て
お
り
、『
吾
妻
鏡
』
は
得
宗
に
仕
え
る
者
た
ち
を
そ
の
身
分
に
よ
っ
て
「
祗
候
人
」（
得
宗
被
官
）
と
「
主
達
」（
郎
従
）
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。 
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こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
得
宗
被
官
の
中
で
も
南
条
氏
、
平
（
長
崎
）
氏
は
主
達
出
身
と
す
る
説
が
あ
っ
た
一
七

が
、
南
条
氏
は
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
っ
て
頼
朝
の
東
大
寺
供
養
の
随
兵
な

ど
を
勤
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
主
達
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
出
自
に
つ
い
て
様
々
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
平
（
長
崎
）
氏
に
つ
い
て

も
、
得
宗
被
官
と
し
て
の
活
動
内
容
か
ら
明
か
に
御
家
人
身
分
の
一
族
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
得
宗
被
官
」
の
定
義
は
「
得
宗
の
被
官
と
な
っ
た
御
家
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
御
家
人
役
を
勤
仕
し
て
い
る
限
り
、
御
家
人
身
分
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
の
一
つ
が
、
史
料
三
で
あ
る
。 

【
史
料
三
】『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
十
一
月
二
十
七
日
条
※
傍
線
部
筆
者 

当
将
軍
家
御
時
関
東
射
手
似
絵
可
レ

被
レ

図
之
由
。
有
二

其
沙
汰
一

。
今
日
以
二

評
定
之
次
一

。
先
注
二

其
人
数
一

。
如
二

陸
奥
掃
部
助
。
若
狭
前
司
。
佐
渡
前
司
。
秋
田
城
介
一

。

為
二

意
見
者
一

被
レ

用
二

捨
之
一

。
自
二

京
都
一

就
レ

被
二

仰
下
一

。
為
レ

被
二

進
覧
一

也
。
而
前
武
州
祗
候
人
。
依
レ

為
二

達
者
一

被
二

召
出
一

之
輩
。
可
レ

被
レ

加
否
。
及
二

再
往
沙
汰
一

。

是
前
武
州
不
レ

可
レ

然
之
旨
有
二

御
色
代
一

之
故
也
。
雖
レ

致
二

彼
家
礼
一

。
為
二

本
御
家
人
一

也
。
又
勤
二

公
役
一

之
上
。
為
二

堪
能
之
族
一

。
依
二

何
憚
一

可
レ

被
レ

除
哉
之
由
。
遂
治
定
。

横
溝
六
郎
。
山
内
左
衛
門
次
郎
等
。
尤
可
レ

為
二

其
人
数
一
云

々

。
但
横
溝
事
。
前
武
州
頻
辞
申
給
。
片
目
有
レ

疵
故
歟
。 

こ
こ
で
は
将
軍
・
頼
経
の
代
に
射
手
の
似
絵
を
描
く
際
、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
優
れ
た
射
手
で
あ
る
泰
時
（
前
武
州
）
の
祗
候
人
を
加
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
結
果

は
、
泰
時
の
家
来
で
あ
っ
て
も
本
来
は
御
家
人
で
あ
り
、
御
家
人
役
も
勤
仕
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
の
問
題
も
な
い
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
た
（
傍
線
部
）
。
さ
ら
に
建
治
元
年
（
一
二

七
五
）
の
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」（
「
建
治
帳
」
）
一
八

に
よ
れ
ば
、
前
年
に
焼
失
し
た
六
条
八
幡
宮
の
再
建
費
用
を
御
家
人
た
ち
に
課
し
た
中
に
、「
鎌
倉
中
」
の
「
平
左
衛
門
入
道
跡
」

（
盛
綱
跡
）
に
八
貫
、「
諏
訪
左
衛
門
入
道
跡
」（
盛
重
跡
）
に
六
貫
、
伊
豆
国
の
「
南
条
七
郎
左
衛
門
入
道
跡
」（
時
員
跡
）
に
三
貫
、
甲
斐
国
の
「
工
藤
右
衛
門
尉
跡
」
に
五
貫
が
配
当

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
得
宗
被
官
が
御
家
人
役
を
勤
仕
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
他
垸
飯
や
的
始
と
い
っ
た
幕
府
の
公
式
行
事
に
も
他
の
御
家
人
と
と
も
に
参
列
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
得
宗
被
官
一
族
は
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
御
家
人
と
し
て
の
身
分
を
有
し
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

奥
富
敬
之
氏
は
、「
御
内
人
と
い
う
の
は
、
将
軍
の
家
臣
で
あ
る
北
条
氏
の
そ
の
ま
た
家
臣
、
つ
ま
り
身
分
的
に
は
陪
臣
で
あ
る
。
一
般
御
家
人
よ
り
一
段
下
位
だ
と
い
う
こ
と
で
、
平

常
か
ら
軽
視
さ
れ
て
い
る
」
一
九

と
し
て
い
る
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
得
宗
被
官
が
平
常
か
ら
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 

細
川
氏
は
「
御
内
人
」
は
得
宗
の
「
御
内
祗
候
人
」
が
縮
ま
っ
た
言
葉
で
あ
る
と
指
摘
し
、『
吾
妻
鏡
』
が
得
宗
被
官
の
こ
と
を
得
宗
の
「
郎
従
」
な
ど
と
い
う
表
現
に
せ
ず
、「
祗
候

人
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
「
北
条
氏
の
従
者
の
多
く
が
御
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
」
と
し
て
い
る
二
〇

。
も
ち
ろ
ん
、
御
家
人
が
御
家
人
を
被
官
化
す
る
こ

と
は
得
宗
家
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
他
の
有
力
御
家
人
や
北
条
一
門
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
得
宗
家
以
外
の
北
条
氏
被
官
に
つ
い
て
は
「
祗
候
人
」
と
表
現
さ
れ
て
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い
る
の
に
対
し
、
他
の
御
家
人
の
被
官
に
つ
い
て
は
「
祗
候
人
」
と
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
御
家
人
身
分
の
ま
ま
御
家
人
で
あ
る
北
条

氏
の
被
官
と
な
っ
た
者
を
「
祗
候
人
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
こ
で
本
論
文
に
お
け
る
北
条
一
門
の
被
官
の
扱
い
に
つ
い
て
明
記
し
て
お
き
た
い
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
沙
汰
未
練
書
』
二
一

に
、「
外
様
者 

将
軍
家
奉
公

地
頭
御
家
人
等
事
也
」
、「
御
内
方
ト
ハ 

相
模
守
殿
御
内
奉
公
人
事
也
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
「
外
様
」「
御
内
方
」
と
い
う
分
類
か
ら
、
北
条
氏
一
門
、
庶
家
の
被
官
も
「
御
内
方
」
に

含
む
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
し
か
し
、
北
条
氏
庶
家
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
被
官
を
獲
得
し
、
家
政
運
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
た
め
、
北
条
一
門
の
被
官
と
得
宗
被
官
と

は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
得
宗
の
庶
子
に
関
し
て
は
、
父
で
あ
る
得
宗
に
よ
っ
て
被
官
が
乳
母
夫
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
も
後
見
と
し
て
得
宗
庶
子
の
家
政
運
営
を
担
っ
て
い
る
が
二
二

、

そ
の
子
の
代
ま
で
被
官
関
係
が
継
続
し
た
か
ど
う
か
は
、
得
宗
庶
子
の
多
く
が
早
く
に
死
去
し
て
し
ま
う
た
め
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
も
あ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
史
料
用

語
の
「
御
内
人
」
で
は
な
く
学
術
用
語
の
「
得
宗
被
官
」
を
用
い
、
得
宗
家
の
被
官
を
「
得
宗
被
官
」、
北
条
一
門
の
被
官
は
「
一
門
被
官
」「
○
○
流
被
官
」「
○
○
被
官
」
な
ど
と
し
て

得
宗
被
官
と
区
別
し
て
い
る
。 

細
川
氏
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
得
宗
被
官
も
御
家
人
も
、「
特
権
的
支
配
層
」
と
そ
れ
以
外
の
階
層
に
分
か
れ
て
い
た
と
し
二
三

、
得
宗
被
官
に
つ
い
て
は
、
①
「
執
事
家
」（
寄
合
衆
家
。

長
崎
・
尾
藤
・
諏
訪
）、
②
「
執
事
補
佐
家
」（
①
の
庶
流
と
工
藤
・
安
東
な
ど
）
③
「
奉
行
人
層
」（
得
宗
家
公
文
書
の
下
級
職
員
）、
そ
し
て
④
「
一
般
得
宗
被
官
」（
在
地
の
得
宗
被
官
）

と
分
類
し
て
い
る
。
①
～
②
に
属
す
る
人
々
が
「
特
権
的
支
配
層
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
得
宗
家
公
文
書
の
構
成
員
を
中
心
と
し
た
分
類
だ
が
、
史
料
上
か
ら
は
得
宗
家
公
文
書
の
職
員
と

し
て
の
活
動
が
確
認
で
き
な
い
南
条
氏
に
つ
い
て
も
、
②
の
「
執
事
補
佐
家
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
に
お
い
て
は
、
①
と
②
に
分
類
さ
れ
る
長
崎
・
尾
藤
・
諏
訪
・
工

藤
・
平
姓
安
東
・
藤
姓
安
東
・
南
条
を
「
有
力
得
宗
被
官
」
と
し
て
い
る
。 

 

二 

得
宗
被
官
の
存
在
形
態 

 

御
家
人
で
あ
り
な
が
ら
北
条
氏
の
被
官
と
な
っ
た
人
物
が
明
確
に
確
認
で
き
る
の
は
義
時
期
以
降
で
あ
る
。
義
時
の
被
官
の
中
心
的
な
人
物
は
金
窪
行
親
と
安
東
忠
家
だ
が
、
鎌
倉
幕

府
滅
亡
ま
で
有
力
被
官
と
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
平
（
長
崎
）
二
四

・
諏
訪
・
尾
藤
・
工
藤
・
安
東
・
南
条
と
い
っ
た
一
族
で
あ
る
。
な
お
、
得
宗
被
官
安
東
氏
に
は
、
安
東
忠
家
の
流
れ

の
平
姓
安
東
氏
と
、
安
東
光
成
の
流
れ
の
藤
原
姓
安
東
氏
（
以
下
「
藤
姓
安
東
氏
」）
が
存
在
す
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
有
力
得
宗
被
官
の
存
在
形
態
を
確
認
し
て
お
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き
た
い
。 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
六
月
二
十
七
日
条
に
よ
っ
て
、
得
宗
家
の
初
代
家
令
「
後
見
」（
の
ち
の
得
宗
家
公
文
所
執
事
）
と
な
っ
た
尾
藤
景
綱
と
、
承
久
の
乱
に
お
い
て

軍
奉
行
と
し
て
見
ら
れ
る
関
実
忠
二
五

の
屋
敷
が
泰
時
亭
の
郭
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

【
史
料
四
】『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
二
年
十
二
月
十
九
日
条 

 

亥
刻
。
武
州
御
亭
御
移
徙
也
。
日
来
御
所
北
方
所
レ

被
二

新
造
一

也
。
被
レ

建
二

桧
皮
葺
屋
并
車
宿
一

。
是
為
二

将
軍
家
入
御
一
云

々

。
御
家
人
等
同
搆
二

家
屋
一

。
南
門
東
脇
尾
藤
太

郎
。
同
西
平
左
衛
門
尉
。
同
並

西
大
田
次
郎
。
南
角
諏
方
兵
衛
入
道
。
北
土
門
東
脇
万
年
右
馬
允
。
同
西
安
東
左
衛
門
尉
。
同
並
南
条
左
衛
門
尉
宅
等
也
云

々

。 

そ
し
て
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
な
る
と
関
実
忠
の
名
は
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
得
宗
亭
の
周
囲
に
は
尾
藤
景
氏
を
は
じ
め
、
平
盛
綱
、
大
田
次
郎
、
諏
方
盛
重
、
万
年
右
馬
允
、

安
東
光
成
、
南
条
時
員
の
家
が
あ
る
（
史
料
四
）。
有
力
被
官
は
得
宗
亭
の
周
囲
に
屋
敷
を
構
え
、
日
頃
か
ら
得
宗
に
近
侍
し
、
得
宗
亭
を
守
護
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
次
の
史
料
五

は
史
料
四
よ
り
百
年
近
く
後
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
金
沢
貞
顕
の
書
状
の
一
部
分
で
あ
る
。 

【
史
料
五
】「
崇
顕
金
沢
貞
顕

書
状
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
一
八
五
号
） 

今
暁
火
事
驚
入
候
、
雖
レ

然
不
レ

及
二

太
守
禅
閤
御
所
一

候
之
間
、
特
目
出
候
、
長
崎
入
道
、
同
四
郎
左
衛
門
尉
・
同
三
郎
左
衛
門
入
道
・
同
三
郎
左
衛
門
尉
・
尾
藤
左
衛
門
入

道
・
南
条
新
左
衛
門
尉
等
宿
所
炎
上
候
了
、
焼
訪
無
二

申
計
一

候
、
可
レ

有
二

御
察
一

候
、
火
本
者
、
三
郎
左
衛
門
尉
宿
所
ニ

放
火
候
云
ゞ
、 

こ
の
史
料
は
長
崎
三
郎
左
衛
門
尉
（
高
頼
）
の
宿
所
が
放
火
さ
れ
、
長
崎
入
道
（
円
喜
）、
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
（
高
貞
カ
）・
長
崎
三
郎
左
衛
門
入
道
（
思
元
）
の
宿
所
と
と
も
に
尾

藤
左
衛
門
入
道
・
南
条
新
左
衛
門
尉
等
の
宿
所
も
炎
上
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
太
守
禅
閤
御
所
、
す
な
わ
ち
高
時
の
御
所
は
無
事
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り

有
力
被
官
た
ち
は
得
宗
亭
周
囲
に
宿
所
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
五
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
諏
訪
氏
や
安
東
氏
の
宿
所
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
有
力
被
官
た
ち
は
、
得
宗
の
使
者
や
申
次
を
勤
め
て
お
り
、
基
本
的
に
は
鎌
倉
に
い
る
た
め
、
自
己
の
所
領
及
び
得
宗
領
在
地
の
経
営
に
は
兄
弟
や
子
息
が
あ
た
っ
て
い

た
。
例
え
ば
南
条
氏
の
中
で
も
、
南
条
時
員
の
弟
・
忠
時
の
流
れ
を
く
む
庶
流
の
人
物
は
駿
河
国
で
給
主
と
し
て
在
地
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
二
六

。
ま
た
、
平
姓
安
東
氏
の
安
東
蓮
聖

の
よ
う
に
在
京
被
官
と
し
て
、
京
都
に
常
住
す
る
者
も
い
る
二
七

。 

以
上
の
よ
う
に
、
泰
時
期
よ
り
鎌
倉
幕
府
滅
亡
に
至
る
ま
で
、
有
力
被
官
た
ち
は
鎌
倉
及
び
山
内
の
得
宗
邸
の
周
囲
に
屋
敷
（
宿
所
）
を
構
え
、
得
宗
権
力
の
増
大
と
と
も
に
そ
の
勢

力
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
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第
二
節 

鎌
倉
時
代
の
日
付
変
更
時
間 

  

さ
て
、
本
論
文
で
は
主
に
建
仁
三
年
～
元
弘
三
年
ま
で
に
起
き
た
事
件
に
つ
い
て
得
宗
被
官
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
に
事
件
が
起
き
た
「
時
間
」
を
重
要
視

し
て
い
る
。
そ
こ
で
当
時
の
時
間
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
と
、
平
安
時
代
の
日
付
が
変
わ
る
時
間
は
午
時
（
午
前
零
時
）
で
は
な
く
、
午
前
三
時
（
寅
刻
）
で
あ
っ
た
、
と
い
う
小
林
賢

章
氏
の
興
味
深
い
論
考
に
出
会
っ
た
二
八

。
実
は
、
鎌
倉
時
代
の
史
料
に
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
史
料
が
多
い
。
例
え
ば
、
日
蓮
が
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
た
文
永
八
年
（
一

二
七
一
）
九
月
十
二
日
の
「
竜
の
口
の
法
難
」
に
関
す
る
時
間
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
ず
は
日
蓮
自
身
が
記
し
た
法
難
に
関
す
る
記
述
を
挙
げ
よ
う
。
文
書
名
は
『
日
蓮
大
聖
人
御
書

全
集
』
（
以
下
『
御
書
』
と
略
す
）
に
よ
る
。
こ
こ
で
は
『
御
書
』
の
頁
数
の
み
を
記
し
、『
鎌
倉
遺
文
』
や
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
の
頁
数
は
省
略
し
た
。 

①
「
文
永
八
年
九
月
十
二
日
申
の
時
に
平
左
衛
門
尉
に
向
つ
て
云
く
日
蓮
は
日
本
国
の
棟
梁
な
り
予
を
失
な
う
は
日
本
国
の
柱
橦
を
倒
す
な
り
、
只
今
に
自
界
反
逆
難
と
て
ど

し
う
ち
し
て
他
国
侵
逼
難
と
て
此
の
国
の
人
人
・
他
国
に
打
ち
殺
さ
る
の
み
な
ら
ず
多
く
い
け
ど
り
に
せ
ら
る
べ
し
」（「
撰
時
抄
」『
御
書
』
二
八
七
頁
） 

 

②
「
去
ぬ
る
文
永
八
年
の
九
月
十
二
日
の
子
丑
の
時
・
日
蓮
が
御
勘
気
を
か
ほ
り
し
時
」（「
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」『
御
書
』
一
一
八
四
頁
） 

③
「
日
蓮
と
い
ゐ
し
者
は
去
年
九
月
十
二
日
子
丑
の
時
に
頚
は
ね
ら
れ
ぬ
」（「
開
目
抄
下
」『
御
書
』
二
二
三
頁
） 

④
「
去
ぬ
る
文
永
八
年
辛
未
九
月
十
二
日
の
夜
は
相
模
の
国
た
つ
の
口
に
て
切
ら
る
べ
か
り
し
が
、
い
か
に
し
て
や
あ
り
け
ん
其
の
夜
は
・
の
び
て
依
智
と
い
う
と
こ
ろ
へ
つ

き
ぬ
」（「
報
恩
抄
」
『
御
書
』
三
二
二
頁
） 

⑤
「
此
の
十
二
日
酉
の
時
・
御
勘
気
・
武
蔵
守
殿
御
あ
づ
か
り
に
て
十
三
日
丑
の
時
に
か
ま
く
ら
を
い
で
て
佐
土
の
国
へ
な
が
さ
れ
候
が
、
た
う
じ
は
ほ
ん
ま
の
え
ち
と
申
す

と
こ
ろ
に
え
ち
の
六
郎
左
衛
門
尉
殿
の
代
官
・
右
馬
太
郎
と
申
す
者
あ
づ
か
り
て
候
が
」（「
土
木
殿
御
返
事
」
『
御
書
』
九
五
一
頁
） 

 

捕
え
ら
れ
た
日
蓮
は
、
九
月
十
二
日
の
申
時
（
午
後
三
時
～
五
時
）
に
頼
綱
に
対
し
て
諌
暁
（
①
）、
酉
時
（
午
後
五
時
～
七
時
）
に
処
刑
を
言
い
渡
さ
れ
（
⑤
）、
子
丑
時
（
午
前
一

時
）
に
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
た
（
②
③
）
が
、
処
刑
失
敗
に
よ
り
佐
渡
に
流
罪
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
十
三
日
丑
時
（
午
前
一
時
～
三
時
）
に
鎌
倉
を
出
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
で

は
午
前
十
二
時
に
日
付
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
た
日
は
十
三
日
に
な
る
が
、
当
時
は
「
子
丑
の
時
」
は
「
十
二
日
の
夜
」（
④
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鎌

倉
時
代
に
お
い
て
も
日
付
が
変
わ
る
時
間
は
午
前
三
時
で
あ
り
、
寅
時
に
夜
が
明
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑤
の
「
十
三
日
丑
の
時
」
は
現
在
で
は
十
四
日
午
前

一
時
か
ら
三
時
の
間
を
指
す
。
事
件
を
考
察
す
る
際
に
は
当
時
の
日
付
変
更
の
時
間
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
論
じ
て
い
き
た
い
。 
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お
わ
り
に 

 

以
上
、
得
宗
被
官
の
定
義
と
存
在
形
態
、
本
論
文
で
の
時
間
の
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
た
。
本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

第
一
部
で
は
「
『
吾
妻
鏡
』
の
中
の
得
宗
被
官
」
と
し
て
、
第
一
章
で
建
仁
三
年
の
比
企
氏
の
乱
と
元
久
元
年
の
牧
氏
事
件
を
扱
い
、
得
宗
家
と
得
宗
被
官
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
二
章
で
は
建
保
元
年
の
和
田
合
戦
に
お
け
る
金
窪
行
親
と
安
東
忠
家
の
活
動
か
ら
初
期
の
得
宗
被
官
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
金
窪
行
親
が
有
力
得
宗
被
官
家
と
し
て
確
立
し
な
か
っ

た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。
第
三
章
で
は
承
久
三
年
の
承
久
の
乱
で
泰
時
と
と
も
に
上
洛
し
た
「
十
八
騎
」
に
注
目
し
、
有
力
得
宗
被
官
に
と
っ
て
承
久
の
乱
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
事
件
だ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
四
章
で
は
義
時
の
死
後
に
起
き
た
伊
賀
氏
事
件
と
時
実
・
時
氏
の
死
か
ら
、
得
宗
家
の
「
死
」
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
の
問
題
点
を
考
察

し
、
主
君
の
死
に
際
し
て
得
宗
被
官
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
に
関
連
し
て
、
第
五
章
で
垸
飯
・
的
始
と
い
う
二
つ
の
鎌
倉
幕
府
正
月
行
事

に
お
け
る
得
宗
被
官
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
第
一
部
で
扱
う
事
件
の
中
で
は
、
得
宗
被
官
の
成
立
か
ら
有
力
被
官
家
が
固
定
化
す
る
ま
で
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
あ
わ
せ
て
『
吾

妻
鏡
』
が
「
描
か
な
か
っ
た
」
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
な
お
、
第
一
部
で
は
文
中
の
年
月
日
は
特
記
し
な
い
限
り
『
吾
妻
鏡
』
の
同
日
条
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
注
は
省
略
し
た
。 

第
二
部
「
北
条
氏
と
得
宗
被
官
の
滅
亡
」
で
は
、
北
条
氏
と
得
宗
被
官
が
滅
亡
す
る
ま
で
の
間
に
起
き
た
事
件
の
中
で
も
、
得
宗
被
官
が
処
罰
・
誅
殺
さ
れ
た
事
件
を
中
心
に
扱
う
。

第
一
章
で
は
文
永
九
年
の
二
月
騒
動
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
、
処
刑
さ
れ
た
被
官
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
章
で
は
平
頼
綱
が
得
宗
貞
時
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
た
永
仁
元
年
の
平
禅
門

の
乱
に
つ
い
て
『
親
玄
僧
正
日
記
』
を
も
と
に
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
嘉
元
三
年
の
嘉
元
の
乱
に
関
し
て
、
第
一
章
の
二
月
騒
動
お
よ
び
第
二
章
の
平
禅
門
の
乱
の
考
察
を
踏
ま
え
た

上
で
、
得
宗
被
官
の
立
場
か
ら
事
件
の
再
解
釈
を
試
み
る
。
そ
し
て
第
四
章
で
は
『
太
平
記
』
の
登
場
人
物
と
し
て
の
得
宗
被
官
に
つ
い
て
、
同
時
代
史
料
を
用
い
て
読
み
解
い
て
い
く
。 

最
後
と
な
る
第
三
部
「
有
力
得
宗
被
官
家
の
系
譜
考
証
」
は
、
有
力
得
宗
被
官
家
の
う
ち
平
（
長
崎
）・
諏
訪
・
尾
藤
・
工
藤
・
南
条
の
五
氏
に
関
す
る
個
別
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

従
来
の
研
究
と
得
宗
被
官
と
し
て
の
活
動
を
整
理
し
、
系
図
の
復
元
を
試
み
る
。 

ま
た
各
章
ご
と
の
表
と
は
別
に
、
本
論
文
を
通
し
て
使
用
す
る
垸
飯
・
的
始
の
記
事
、「
相
模
円
覚
寺
毎
月
四
日
大
斉
番
文
」（
「
大
斉
番
文
」
と
略
す
）、「
北
条
貞
時
十
三
年
忌
供
養
記
」

（
「
供
養
記
」
と
略
す
）
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
本
論
文
の
末
に
付
表
１
・
２
（
垸
飯
）、
付
表
３
～
５
（
的
始
）、
付
表
７
（「
大
斉
番
文
」）・
付
表
８
（「
供
養
記
」）
と
し
て
ま
と
め
て

あ
る
。
ま
た
付
表
６
は
得
宗
被
官
東
使
の
活
動
一
覧
と
な
っ
て
お
り
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
有
力
得
宗
被
官
に
つ
い
て
も
付
表
９
～
18
と
し
て
ま
と
め
た
。 
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注 

 

一 

佐
藤
進
一
Ａ
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
※
初
出
は
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
）。
佐
藤
進
一
Ｂ
『
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
一
年
※
初
出
は
一
九
二
三
年
、
要
書
房
）
な
ど
の
一
連
の
研
究
。 

二 

石
井
進
Ａ
「
北
条
氏
所
領
の
構
造
と
特
質
」
、
同
Ｂ
「
鎌
倉
時
代
の
常
陸
国
に
お
け
る
北
条
氏
所
領
の
研
究
」、
い
ず
れ
も
『
石
井
進
著
作
集
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

所
収
。 

三 

奥
富
敬
之
『
鎌
倉
北
条
氏
の
基
礎
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）。 

四 

細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。 

 

五 

小
泉
聖
恵
「
得
宗
家
の
支
配
構
造
」（
『
お
茶
の
水
史
学
』
四
〇
号
、
一
九
九
六
年
）、
及
び
注
（
五
）
細
川
著
作
。 

六 

岡
田
清
一
『
北
条
得
宗
家
の
興
亡
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
奥
富
敬
之
『
鎌
倉
北
条
氏
の
興
亡
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
細
川
重
男
『
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
）
、
湯
浅
治
久
『
蒙
古
合
戦
と
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）、
秋
山
哲
雄
『
鎌
倉
幕
府
滅
亡
と
北
条
氏
一
族
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一

三
年
）
な
ど
。 

七 

注
（
一
）
佐
藤
著
作
Ａ
。 

八 

泰
時
の
子
・
時
氏
は
早
世
し
て
お
り
実
際
に
は
家
督
を
継
い
で
い
な
い
。 

九 

彰
考
館
文
庫
原
蔵
『
佐
野
本
系
図
』（
東
大
謄
写
）
に
よ
る
。 

一
〇 

『
鎌
倉
年
代
記
』、
『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』
、『
武
家
年
代
記
』
な
ど
。 

一
一 

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
閏
四
月
一
日
条
。 

一
二 

細
川
重
男
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
―
権
威
と
権
力
―
』（
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）
、
二
七
頁
。
歴
代
の
得
宗
で
初
め
て
禅
宗
に
帰
依
し
た
時
頼
の
法
名
が
「
道

崇
」
で
、
貞
時
は
「
崇
演
」（
初
め
崇
暁
）
、
高
時
は
「
崇
鑑
」
で
あ
り
、
禅
宗
系
と
考
え
ら
れ
る
「
崇
」
の
字
が
入
っ
た
法
名
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
義
時
に
「
徳
崇
」
の
追
号

を
贈
っ
た
の
が
、
時
頼
で
あ
る
と
い
う
細
川
氏
の
説
は
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

細
川
氏
は
、
時
頼
が
泰
時
に
追
号
を
贈
っ
た
理
由
と
し
て
、
時
頼
が
本
来
家
督
を
継
ぐ
べ
き
人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
細
川
氏
は
時
頼
に
と
っ
て
曽
祖
父
に
あ
た

る
義
時
も
、
も
と
も
と
は
嫡
子
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
義
時
が
「
北
条
」
よ
り
も
「
江
間
」
で
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
泰
時
に
至
っ
て
は
一
度

も
北
条
の
姓
で
記
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
。
そ
の
後
も
時
政
と
牧
の
方
と
の
子
で
あ
る
政
範
が
時
政
の
後
継
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
時
頼
が
義
時
に
「
徳

崇
」
と
い
う
追
号
を
贈
り
、
義
時
を
顕
彰
し
、
自
身
の
法
名
を
「
道
崇
」
と
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
立
場
の
強
化
を
図
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
（
同
一
八
～
二
八
頁
）。 

一
三 

時
宗
の
法
名
は
「
道
杲
」
と
「
崇
」
の
字
が
入
っ
て
い
な
い
が
、
貞
時
は
「
崇
暁
」
の
ち
「
崇
演
」、
高
時
は
「
崇
鑑
」
で
あ
る
（『
鎌
倉
年
代
記
』
等
）。 

一
四 

「
祗
候
人
」
に
つ
い
て
も
得
宗
被
官
の
み
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
。 

一
五 

『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
元
年
年
九
月
九
日
条
。 

一
六 

『
吾
妻
鏡
』
正
治
二
年
十
月
二
十
一
日
条
。 

一
七 

奥
富
敬
之
「
得
宗
被
官
家
の
個
別
的
研
究
（
一
）
―
南
条
氏
の
場
合
」（『
日
本
史
攷
究
』
二
四
、
一
九
六
九
年
）、
小
野
眞
一
『
南
条
時
光
』（
富
士
史
書
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
）。

注
（
四
）
細
川
著
作
、
第
四
章
。 
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一
八 
海
老
名
尚
・
福
田
豊
彦
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
十
五
集
、
一
九
九
二
年
）
所
収
。
同
論
文
に
お
い
て
『
吾
妻
鏡
』
建
長
二

年
三
月
一
日
条
の
「
閑
院
内
裏
造
営
注
文
」
を
「
建
長
帳
」、
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
を
「
建
治
帳
」
と
し
て
お
り
、
以
降
の
研
究
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
本
論
文
で
も

こ
の
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。 

一
九 

注
（
三
）
奥
富
著
作
、
一
七
四
～
一
七
五
頁
。 

二
〇 

注
（
一
二
）
細
川
著
作
、
五
七
頁
。 

二
一 

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
（
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
所
収
。 

二
二 

例
え
ば
、
執
権
就
任
以
前
の
時
頼
に
は
平
盛
綱
が
つ
け
ら
れ
、
時
頼
の
子
の
時
輔
に
は
南
条
頼
員
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 

二
三 

注
（
四
）
細
川
著
作
。 

二
四 

得
宗
被
官
平
氏
は
平
頼
綱
が
貞
時
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
後
は
、
頼
綱
の
従
兄
弟
で
長
崎
を
名
乗
っ
て
い
た
光
綱
が
そ
の
跡
を
継
い
で
い
る
。 

二
五 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
一
八
日
条
。
関
実
忠
は
後
藤
基
綱
、
金
持
兵
衛
尉
ら
と
と
も
に
負
傷
者
・
死
者
の
交
名
を
記
し
泰
時
に
報
告
し
て
い
る
。 

二
六 

南
条
氏
庶
流
の
人
物
に
つ
い
て
は
第
三
部
第
五
章
で
考
察
す
る
。 

二
七 

安
東
蓮
聖
に
つ
い
て
は
森
幸
夫
「
在
京
得
宗
被
官
考
」
（『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
永
井
晋
「
平
姓
安
東
氏
の
研
究
―
安
東
蓮
聖
像
の
再
検

討
を
中
心
に
―
」（
北
条
氏
研
究
会
編
『
北
条
時
宗
の
時
代
』、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。 

二
八 

小
林
賢
章
『
「
暁
」
の
謎
を
解
く
―
平
安
人
の
時
間
表
現
―
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
三
年
）。
小
林
氏
は
日
付
が
変
わ
る
丑
刻
と
寅
刻
の
間
を
「
日
付
変
更
時
点
」
と
名
付
け

て
い
る
（
同
一
八
頁
）
。 
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①
頻
出
す
る
史
料
・
著
書
・
論
文
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
、
以
降
の
注
で
は
出
版
年
、
出
版
社
等
の
記
載
を
省
略
し
た
。
ま
た
一
部
略
称
を
用
い
て
い
る
。 

②
引
用
し
た
史
料
に
は
原
則
返
り
点
を
付
し
た
。 

③
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
章
の
中
に
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
た
同
一
著
者
の
論
文
が
複
数
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
し
て
区
別
し
た
。 

 

【
史
料
・
史
料
集
】 

 

・
『
吾
妻
鏡
』
…
特
に
記
載
の
な
い
限
り
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
北
条
本
を
定
本
と
す
る
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
三
・
三
四
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

〇
〇
年
を
使
用
。
※
初
版
は
一
九
三
二
年
。
一
部
吉
川
子
爵
家
所
蔵
本
の
『
吉
川
本
吾
妻
鏡
』（
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
八
年
）
も
参
照
し
た
。 

・
『
猪
隈
関
白
記
』
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年 

・
「
伊
東
氏
系
図
」
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本 

・
「
今
富
名
領
主
次
第
」
…
「
若
狭
国
今
富
名
領
主
代
々
次
第
」
（
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
、
訂
正
三
版
）
所
収 

・
『
永
仁
三
年
記
』
…
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
第
十
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
所
収 

・
『
岡
屋
関
白
記
』
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年 

・
『
御
的
日
記
』
（
付
表
５
）
…
内
閣
文
庫
所
蔵 

・
『
鎌
倉
遺
文
』
…
竹
内
理
三
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
一
年
～
※
現
在
補
遺
編
刊
行
中 

・
『
鎌
倉
大
日
記
』
…
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
別
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
、
所
収 

・
『
鎌
倉
年
代
記
』
…
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
別
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
、
所
収 

・
『
鎌
倉
裏
書
』
…
『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』
（
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
別
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
所
収 

・
『
勘
仲
記
』
…
『
史
料
纂
集
』 

古
記
録
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
八
～
※
刊
行
中 

※
弘
安
七
年
以
降
の
も
の
は
『
続
史
料
大
成
』（
三
五
・
三
六
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）
を
使
用
し
た
。 

・
『
関
東
評
定
衆
伝
』
…
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
、
訂
正
三
版
、
所
収 

・
『
吉
続
記
』
…
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
』
第
三
十
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
九
年 

・
『
愚
管
抄
』
…
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年 
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・
「
供
僧
次
第
」
…
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
供
僧
次
第
」
（
『
鶴
岡
叢
書
』
第
四
輯
、
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
所
、
一
九
九
一
年
）
所
収 

・
「
供
養
記
」（
付
表
８
）
…
「
北
条
貞
時
十
三
年
忌
供
養
記
」
（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
二
―
二
三
六
四
） 

・
『
系
図
纂
要
』
…
名
著
出
版
、
一
九
七
三
～
一
九
七
七
年 

・
『
建
治
三
年
記
』
…
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
第
十
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
所
収 

・
「
建
長
帳
」
…
「
閑
院
内
裏
造
営
注
文
」
（『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
三
月
一
日
条
） 

・
「
建
治
帳
」
…
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
（
海
老
名
尚
・
福
田
豊
彦
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
に
つ
い
て
」、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
五
集
、
一
九
九
二
年
、
所
収
） 

・
『
見
聞
私
記
』
…
『
續
群
書
類
從
』
第
三
十
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
五
七
年
所
収 

・
「
光
明
寺
残
編
」
…
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
一
三
五
号 

・
『
御
書
』
…
日
蓮
書
状
。
多
く
の
活
字
史
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
文
書
名
に
つ
い
て
は
堀
日
亨
編
『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』（
創
価
学
会
版
、
一
九
五
二
年
。
以
下

『
御
書
』
と
略
す
）
を
使
用
し
、
併
せ
て
『
鎌
倉
遺
文
』
の
文
書
番
号
を
付
し
た
。『
鎌
倉
遺
文
』
に
未
収
録
の
も
の
は
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖

人
遺
文
』（
一
九
五
二
年
、
以
下
『
昭
和
定
本
』
と
略
す
）
の
収
録
頁
を
記
載
し
た
。 

・
『
実
躬
卿
記
』
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
～
二
〇
一
二
年 

・
「
社
務
記
録
」
…
「
鶴
岡
社
務
記
録
」（
貫
達
人
・
三
浦
勝
男
編
『
鶴
岡
叢
書
』
第
二
輯
、
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
所
、
一
九
七
八
年
）
所
収 

・
「
社
務
次
第
」
…
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
」
（
貫
達
人
・
三
浦
勝
男
編
『
鶴
岡
叢
書
』
第
四
輯
、
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
所
、
一
九
九
一
年
）
所
収 

・
「
所
職
次
第
」
…
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
」
（
貫
達
人
・
三
浦
勝
男
編
『
鶴
岡
叢
書
』
第
四
輯
、
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
所
、
一
九
九
一
年
）
所
収 

・
『
承
久
記
』（
前
田
家
本
）
…
日
下
力
・
田
中
尚
子
・ 
羽
原
彩
編
『
前
田
家
本 

承
久
記
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年 

・
『
承
久
記
』（
古
活
字
本
）
…
日
益
田
宗
編
『
古
活
字
本 
承
久
記
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
所
収
） 

・
『
常
楽
記
』
…
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
、
訂
正
三
版
、
所
収 

・
『
親
玄
僧
正
日
記
』
…
ダ
イ
ゴ
の
会
（『
親
玄
僧
正
日
記
』
を
読
む
会
）『
親
玄
僧
正
日
記
』（『
内
乱
史
研
究
』
十
四
～
十
六
号
、
一
九
九
三
～
九
五
年
、
所
収
） 

・
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
…
塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類
従
』
第
三
輯
下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
年
（
訂
正
三
版
三
刷
）。 

・
『
続
史
愚
抄
』
…
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
三
～
一
五
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年 

・
『
尊
卑
分
脉
』
…
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
五
八
～
六
〇
上
・
下
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
※
初
版
は
一
九
五
七
～
一
九
六
一
年 

・
「
大
斉
番
文
」
…
「
相
模
円
覚
寺
毎
月
四
日
大
斉
番
文
」（
相
模
円
覚
寺
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
二
二
九
七
八
号
） 

・
『
太
平
記
』
…
山
下
宏
明
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』、
新
潮
社
、
一
九
七
七
～
一
九
八
八
年 

・
「
追
加
法
」
…
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻 

（
鎌
倉
幕
府
法
）、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
、
所
収 

・
『
帝
王
編
年
記
』
…
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
所
収 

・
『
天
台
座
主
記
』
…
渋
谷
慈
鎧
編
『
校
訂
増
補
天
台
座
主
記
』
（
第
一
書
房
、
一
九
七
三
年
） 

・
「
当
社
記
録
」
…
「
当
社
記
録
鶴
岡
八
幡
宮
」（
國
學
院
大
學
所
蔵
写
本
） 

・
「
鳥
餅
日
記
」
…
「
鳥
ノ
餅
ノ
日
記
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
『
小
笠
原
礼
書
』
十
七
冊
「
弓
馬
之
百
問
答
」） 

・
『
と
は
ず
が
た
り
』
…
福
田
秀
一
校
注
『
と
は
ず
が
た
り
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
二
〇
、
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
） 

・
『
南
北
朝
遺
文
』
…
東
京
堂
出
版
、
九
州
編
（
一
九
八
〇
～
一
九
九
二
年
）、
中
国
・
四
国
編
（
一
九
八
七
～
一
九
九
三
年
）、
関
東
編
（
二
〇
〇
八
年
～
※
刊
行
中
） 

・
『
花
園
天
皇
宸
記
』
…
村
田
正
志
校
訂
『
史
料
纂
集
』
第
二
一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
二
年
～
一
九
八
六
年 
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・
『
梅
松
論
』
…
矢
代
和
夫
・
加
美
宏
校
注
『
梅
松
論
・
源
威
集
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
五
年 

・
『
百
錬
抄
』
…
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
一
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年 

・
『
武
家
年
代
記
』
…
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
別
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
所
収 

・
『
武
家
裏
書
』
…
『
武
家
年
代
記
裏
書
』
（
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
別
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
九
年
、
所
収
） 

・
「
分
与
帳
」
…
「
白
蓮
本
尊
曼
荼
羅
分
与
帳
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
九
二
三
号
） 

・
『
平
戸
記
』
…
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
』
第
三
二
巻
・
第
三
三
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
五
年 

・
『
北
条
九
代
記
』
…
塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
五
七
年
、
訂
正
三
版
、
所
収 

・
『
保
暦
間
記
』
…
佐
伯
真
一
・
高
木
浩
明
編
『
校
本
保
暦
間
記
』
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年 

・
『
民
経
記
』
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
～
二
〇
〇
七
年 

・
『
明
月
記
』
…
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
〇
～
一
九
七
三
年 

・
「
問
答
記
録
」
…
「
鎌
倉
殿
中
問
答
記
録
」
（『
史
籍
集
覧
』
第
二
七
冊
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
七
年
、
所
収
） 

・
「
蓮
華
寺
過
去
帳
」
…
「
近
江
番
場
宿
蓮
華
寺
過
去
帳
」（『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
一
三
七
号
） 

・
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
…
塙
保
己
一
編
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
、
訂
正
三
版
、
所
収 

 

【
著
書
・
論
文
集
等
】 

 

・
『
吾
妻
鏡
人
名
索
引
』
…
御
家
人
制
研
究
会
編
『
吾
妻
鏡
人
名
索
引
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
） 

・
『
吾
妻
鏡
人
名
総
覧
』
…
安
田
元
久
編
『
吾
妻
鏡
人
名
総
覧
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
） 

・
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
…
細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
） 

・
『
鎌
倉
幕
府
と
東
国
』
…
岡
田
清
一
『
鎌
倉
幕
府
と
東
国
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
六
年
） 

・
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
』
…
細
川
重
男
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
―
権
威
と
権
力
―
』（
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
） 

・
『
守
護
制
度
の
研
究
』
…
佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年 

・
『
訴
訟
制
度
の
研
究
』
…
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
※
初
出
は
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年 

・
『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
…
阿
部
猛
編
『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
（
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
） 

・
『
北
条
時
宗
の
時
代
』
…
北
条
氏
研
究
会
編
『
北
条
時
宗
の
時
代
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
八
年
） 



第
一
部

『
吾
妻
鏡
』
の
中
の
得
宗
被
官
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第
一
章 
比
企
氏
の
乱
・
牧
氏
事
件
と
御
家
人
の
被
官
化 

  

は
じ
め
に 

 

も
と
も
と
御
家
人
で
あ
っ
た
得
宗
被
官
は
被
官
化
後
も
御
家
人
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
被
官
化
時
期
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
主
従
関
係
を
伴
わ
な
い

「
側
近
」
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
被
官
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
判
断
が
一
見
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
少
な
く
と
も
建

保
元
年
（
一
二
一
三
）
ま
で
に
は
初
期
の
得
宗
被
官
で
あ
る
金
窪
行
親
・
安
東
忠
家
・
尾
藤
景
綱
・
南
条
時
員
な
ど
が
、
後
に
有
力
得
宗
被
官
の
役
割
と
し
て
定
着
し
て
い
く
次
の
よ
う

な
行
動
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

（
１
）
得
宗
子
女
の
乳
母
夫
…
尾
藤
景
綱
が
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
誕
生
の
泰
時
次
男
・
時
実
の
乳
母
夫
と
な
る
（
『
吾
妻
鏡
』
安
貞
元
年
六
月
十
八
日
条
）
。 

（
２
）
侍
所
所
司
…
建
保
元
年
五
月
六
日
、
金
窪
行
親
が
義
時
に
よ
り
侍
所
所
司
に
任
命
さ
れ
る
（『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）。 

（
３
）
垸
飯
で
の
馬
引
き
…
建
保
元
年
正
月
二
日
の
義
時
沙
汰
の
垸
飯
で
南
条
時
員
・
曽
我
祐
綱
が
五
の
馬
を
引
く
（『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）。 

得
宗
被
官
の
立
場
が
あ
る
程
度
制
度
化
さ
れ
た
時
頼
期
以
降
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、（
１
）
の
得
宗
子
息
の
乳
母
夫
は
諏
訪
盛
重
（
時
輔
の
乳
母
夫
）
、
平
頼
綱
（
貞
時
な
ど
の
乳
母

夫
）
な
ど
が
担
っ
て
い
る
。
ま
た
（
２
）
の
侍
所
所
司
は
金
窪
行
親
以
降
、
得
宗
家
公
文
書
執
事
と
並
ん
で
ほ
ぼ
平
（
長
崎
）
氏
の
世
襲
職
で
あ
る
一

。（
３
）
は
（
１
）（
２
）
と
は
少

し
性
質
が
異
な
り
、
得
宗
被
官
だ
け
が
務
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
得
宗
も
し
く
は
一
門
の
沙
汰
に
よ
る
垸
飯
に
お
い
て
は
、
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
物
が
北
条
氏
一
族
の
人
物
と
一
緒

に
、
も
し
く
は
自
身
の
一
族
の
者
と
と
も
に
務
め
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
年
次
不
詳
で
は
あ
る
が
、
安
東
忠
家
は
承
久
三
年
以
前
に
義
時
袖
判
奉
書
を
発
給
し
て
お
り
二

、
こ
れ
も
平

盛
綱
以
降
、
得
宗
家
公
文
所
執
事
が
担
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
制
度
化
さ
れ
た
の
ち
の
得
宗
被
官
の
中
心
的
な
役
割
で
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
得
宗
被
官
が
成
立
し
つ
つ
あ
る

時
期
の
こ
れ
ら
の
行
動
の
一
つ
一
つ
が
、
の
ち
の
有
力
得
宗
被
官
の
基
礎
を
作
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 
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そ
し
て
義
時
の
被
官
の
中
心
的
な
人
物
と
い
え
る
金
窪
行
親
の
初
出
と
な
る
の
は
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
の
い
わ
ゆ
る
比
企
氏
の
乱
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
比
企
氏
の
乱
は
執

権
政
治
成
立
に
関
わ
る
事
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
三

、
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
の
曲
筆
に
関
し
て
も
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
四

、
ま
だ
得
宗
被
官
と
い
う
存
在
が
成

立
す
る
前
の
事
件
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
得
宗
被
官
と
関
連
付
け
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
建
仁
三
年
か
ら
建
保
元
年
ま
で
の
十
年
の
間
に
、
後
に
有
力
得
宗
被
官
が

担
う
こ
と
に
な
る
役
割
を
受
け
持
つ
御
家
人
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
得
宗
被
官
成
立
の
前
段
階
と
し
て
一
考
の
余
地
が
あ
る
事
件
と
言
え
る
。
ま
た
、
時

政
が
失
脚
す
る
こ
と
に
な
る
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
の
牧
氏
事
件
に
つ
い
て
も
、
義
時
が
惣
領
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
義
時
の
被
官
と
な
っ
た
武
士
た
ち
が
「
北
条
氏
惣
領
家
の
被

官
」
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
得
宗
被
官
の
成
立
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
事
件
と
い
え
よ
う
。 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
比
企
氏
の
乱
・
牧
氏
事
件
と
い
っ
た
、
得
宗
家
の
成
立
に
関
わ
る
事
件
を
主
な
素
材
と
し
て
、
従
来
の
得
宗
被
官
研
究
で
は
手
薄
だ
っ
た
「
被
官
化
し
つ
つ
あ

る
御
家
人
」
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
『
吾
妻
鏡
』
だ
け
で
は
な
く
、
天
台
座
主
慈
円
の
記
し
た
『
愚
管
抄
』
五

や
同
時
代
史
料
で
あ
る
藤
原
定
家
の
『
明
月

記
』
、
近
衛
家
実
の
『
猪
隈
関
白
記
』
な
ど
の
日
記
も
用
い
て
、
『
吾
妻
鏡
』
が
描
く
事
件
の
矛
盾
点
や
問
題
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

 

第
一
節 

比
企
氏
の
乱
と
御
家
人
の
被
官
化 

 

一 

『
吾
妻
鏡
』
が
描
く
「
比
企
氏
の
乱
」
の
問
題
点 

 

建
仁
三
年
七
月
二
十
日
、
急
な
病
に
倒
れ
た
将
軍
頼
家
は
、
二
十
三
日
に
「
危
急
」
と
な
る
。
八
月
二
十
七
日
に
は
「
御
譲
補
沙
汰
」
が
あ
り
、
関
東
二
十
八
ヵ
国
の
地
頭
職
と
日
本

国
総
守
護
職
を
頼
家
の
長
子
で
六
歳
に
な
る
一
幡
に
、
関
西
三
十
八
ヵ
国
の
地
頭
職
を
頼
家
の
弟
で
十
歳
の
千
幡
（
の
ち
の
実
朝
。
以
下
「
実
朝
」
で
統
一
す
る
）
に
譲
与
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
朝
へ
の
譲
与
に
対
し
、「
家
督
（
一
幡
）
御
外
祖
父
」
で
あ
る
比
企
能
員
は
密
か
に
憤
怨
し
、「
外
戚
之
権
威
」
を
笠
に
着
て
、「
独
歩
志
」
を
抱
い
て
い
た
の
で
、

叛
逆
を
企
て
実
朝
と
「
彼
外
家
已
下
」
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
。
九
月
一
日
に
は
鎌
倉
に
諸
国
の
御
家
人
ら
が
競
い
集
ま
り
、
人
々
は
「
叔
姪
戚
等
不
和
儀
忽
出
来
歟
」
と
、
叔
父
（
実
朝
）

と
甥
（
一
幡
）
の
外
戚
同
士
の
不
和
が
た
ち
ま
ち
起
こ
る
だ
ろ
う
と
語
り
あ
っ
た
と
い
う
。 

九
月
二
日
の
朝
、
能
員
は
娘
の
若
狭
局
（
一
幡
の
母
）
を
通
し
て
、
時
政
一
族
が
存
在
し
て
い
て
は
家
督
の
世
（
一
幡
の
治
世
）
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
、
北
条
氏
を
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討
つ
こ
と
を
頼
家
に
訴
え
た
。
驚
い
た
頼
家
は
能
員
を
枕
許
に
呼
び
、
北
条
氏
追
討
を
大
方
承
諾
す
る
。
こ
の
頼
家
と
能
員
の
「
密
事
」
を
障
子
越
し
に
聞
い
た
政
子
は
時
政
に
伝
え
る

た
め
、
女
房
に
時
政
を
探
さ
せ
た
が
、
仏
事
を
修
す
る
た
め
に
既
に
名
越
に
帰
っ
た
後
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
政
子
は
書
状
を
し
た
た
め
、「
美
女
」
に
託
し
た
（
史
料
一
）。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
二
日
条 

 

而
尼
御
台
所
隔
二

障
子
一

。
潜
令
レ

伺
二

聞
此
密
事
一

給
。
為
レ

被
二

告
申
一

。
以
二

女
房
一

被
レ

奉
レ

尋
二

遠
州
一

。
為
レ

修
二

仏
事
一

。
已
帰
二

名
越
一

給
之
由
。
令
レ

申
之
間
。
雖
レ

非

二

委
細
之
趣
一

。
聊
載
二

此
子
細
於
御
書
一

。
付
二

美
女
一

被
レ

進
之
。
彼
女
奉
レ

奔
二

付
路
次
一

。
捧
二

御
書
一

。 

名
越
に
向
か
う
途
中
で
こ
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
時
政
は
涙
を
流
し
、
し
ば
ら
く
思
案
し
た
後
、
大
江
広
元
の
亭
に
赴
き
相
談
を
す
る
。
広
元
は
「
幕
下
将
軍
御
時
以
降
。
有
下

扶
二

政
道

一

之
号
上

。
於
二

兵
法
一

者
。
不
レ

弁
二

是
非
一

。
誅
戮
否
。
宜
レ

有
二

賢
慮
一

」
と
答
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
度
名
越
亭
に
戻
っ
た
時
政
は
再
び
広
元
を
呼
び
、
広
元
が
午
刻
（
午
前

十
一
時
～
午
後
一
時
）
に
退
出
し
た
後
、
時
政
は
工
藤
五
郎
を
使
者
と
し
て
「
依
二

宿
願
一

。
有
二

仏
像
供
養
之
儀
一

。
御
来
臨
。
可
レ

被
二

聴
聞
一

歟
。
且
又
以
レ

次
可
レ

談
二

雑
事
一

」
と
、

新
造
の
薬
師
如
来
像
の
仏
事
供
養
と
称
し
て
能
員
を
時
政
の
名
越
亭
に
誘
い
出
し
、
天
野
遠
景
・
仁
田
忠
常
に
殺
害
さ
せ
る
。
こ
の
二
人
は
御
家
人
で
あ
り
、
時
政
の
側
近
で
あ
る
。
能

員
の
憧
僕
（
少
年
の
召
使
）
の
知
ら
せ
で
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
比
企
氏
一
族
・
郎
党
が
一
幡
の
い
る
小
御
所
に
立
て
篭
も
る
と
、
謀
反
で
あ
る
と
し
て
未
三
刻
（
午
後
二
時
頃
）
に
政
子

の
命
で
義
時
・
泰
時
以
下
の
武
士
た
ち
（
史
料
二
）
を
大
将
と
す
る
軍
勢
が
派
遣
さ
れ
、
合
戦
と
な
る
。 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
二
日
条 

廷
尉
憧
僕
奔
二

帰
宿
廬
一

。
告
二

事
由
一

。
仍
彼
一
族
郎
従
等
引
二

籠
一
幡
君
御
館
一
。
号
小
御
所
。

謀
叛
之
間
、
未
三
剋
。
依
二

尼
御
台
所
之
仰
一

。
為
レ

追
二

討
件
輩
一

。
被
レ

差
二

遣

軍
兵
一

。
所
謂
。
江
間
四
郎
殿
・
同
太
郎
主
・
武
蔵
守
朝
政
・
小
山
左
衛
門
尉
朝
政
・
同
五
郎
宗
政
・
同
七
郎
朝
光
・
畠
山
二
郎
重
忠
・
棒
谷
四
郎
重
朝
・
三
浦
平
六
兵
衛
尉

義
村
・
和
田
左
衛
門
尉
義
盛
・
同
兵
衛
尉
常
盛
・
同
小
四
郎
景
長
・
土
肥
先
二
郎
惟
平
・
後
藤
左
衛
門
尉
信
康
・
所
右
衛
門
尉
朝
光
・
尾
藤
次
知
景
・
工
藤
小
次
郎
行
光
・
金

窪
太
郎
行
親
・
加
藤
次
景
廉
・
同
太
郎
景
朝
・
仁
田
四
郎
忠
常
已
下
如
二

雲
霞
一

。 

 

比
企
氏
側
の
比
企
三
郎
・
比
企
時
員
・
比
企
五
郎
・
河
原
田
次
郎
（
能
員
の
猶
子
）・
笠
原
親
景
・
中
山
為
重
・
糟
屋
有
季
（
以
上
三
人
は
能
員
の
婿
）
ら
の
死
を
恐
れ
ぬ
戦
い
に
よ
り
、

合
戦
は
申
刻
（
午
後
三
時
～
五
時
）
に
及
び
、
加
藤
景
朝
・
加
藤
景
廉
・
尾
藤
知
景
・
和
田
景
長
な
ら
び
に
郎
従
数
名
が
傷
を
負
い
、
一
度
は
大
き
く
退
却
す
る
。
し
か
し
畠
山
重
忠
が

郎
従
を
入
れ
替
え
て
攻
め
立
て
る
と
、
こ
の
軍
勢
に
は
対
抗
で
き
ず
、
つ
い
に
比
企
氏
側
の
武
士
た
ち
は
館
に
火
を
放
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
一
幡
の
前
で
自
害
し
た
。
一
幡
も
こ
の
火
に
よ
っ

て
死
亡
し
た
と
い
う
。
翌
三
日
に
は
比
企
氏
与
党
の
捜
索
も
行
わ
れ
、
多
く
が
流
刑
や
死
罪
に
処
さ
れ
た
。
ま
た
能
員
の
妻
妾
と
二
歳
の
男
子
は
縁
が
あ
っ
た
た
め
和
田
義
盛
に
預
け
ら
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れ
、
安
房
国
に
配
流
と
な
っ
た
と
い
う
六

。
そ
の
後
も
、
比
企
氏
に
縁
の
あ
る
人
々
が
捕
え
ら
れ
、
所
領
を
没
収
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
七

。 
頼
家
が
一
幡
と
能
員
の
滅
亡
を
知
っ
た
の
は
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
驚
い
た
頼
家
は
時
政
誅
殺
を
和
田
義
盛
と
仁
田
忠
常
に
命
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
政
追
討
の
命
を
記
し
た
頼
家

の
書
を
携
え
て
義
盛
の
許
を
訪
れ
た
堀
藤
次
親
家
は
、
義
盛
が
そ
の
書
を
時
政
に
献
上
し
た
た
め
に
捕
え
ら
れ
、
時
政
の
命
を
受
け
た
工
藤
行
光
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
る
。
そ
の
後
頼
家

は
七
日
に
政
子
の
命
で
出
家
さ
せ
ら
れ
、
十
日
に
は
実
朝
を
将
軍
に
立
て
る
た
め
の
沙
汰
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
伊
豆
国
の
修
善
寺
に
下
向
・
幽
閉
さ
れ
た
頼
家
八

は
元
久
元
年
七
月
十

八
日
に
同
地
で
死
去
し
た
と
い
う
九

。 

以
上
が
、『
吾
妻
鏡
』
が
描
く
「
比
企
氏
の
乱
」
の
概
要
と
頼
家
の
最
期
で
あ
る
。
永
井
晋
氏
は
こ
の
建
仁
三
年
九
月
二
日
条
の
記
事
と
『
愚
管
抄
』
と
の
相
違
点
に
注
目
し
て
比
企
氏

の
乱
の
構
造
を
再
構
成
し
て
い
る
。
永
井
氏
が
『
愚
管
抄
』
の
記
事
か
ら
指
摘
し
て
い
る
『
吾
妻
鏡
』
の
問
題
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
『
愚
管
抄
』
が
記
す
よ
う
に
頼
家
が
大
江

広
元
亭
で
昏
睡
状
態
に
陥
っ
た
と
す
れ
ば
、
頼
家
と
能
員
が
北
条
氏
追
討
の
相
談
を
し
た
場
所
、
政
子
が
そ
れ
を
障
子
越
し
に
聞
い
た
場
所
、
時
政
が
広
元
に
最
初
に
相
談
し
た
場
所
は

い
ず
れ
も
広
元
亭
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
、
②
政
子
に
聞
こ
え
る
ほ
ど
の
声
で
話
し
て
い
れ
ば
密
談
と
は
言
え
ず
、
こ
の
密
談
の
事
実
自
体
が
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
、
③
一
幡
は
小
御

所
合
戦
で
死
亡
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
、
こ
の
三
点
で
あ
る
一
〇

。 

①
の
肝
心
の
政
子
と
頼
家
の
居
場
所
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
事
件
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
次
項
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。
②
の
問
題
点
は
、

『
吾
妻
鏡
』
も
頼
家
が
比
企
氏
の
滅
亡
を
知
っ
た
の
は
五
日
の
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
間
騒
動
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
「
危
急
」
の
状
態
に
あ
っ
た

頼
家
が
、
時
政
打
倒
の
相
談
を
政
子
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
声
で
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
③
の
一
幡
の
生
存
に
関
す
る
問
題
は
『
吾
妻
鏡
』
と
『
愚
管
抄
』
で

記
述
が
異
な
っ
て
お
り
、『
吾
妻
鏡
』
が
小
御
所
で
焼
死
し
た
と
記
す
一
一

の
に
対
し
、『
愚
管
抄
』
で
は
合
戦
の
前
に
乳
母
に
抱
か
れ
て
逃
げ
た
と
し
、
同
年
十
一
月
三
日
に
義
時
が
差
し

向
け
た
「
藤
馬
」（
藤
原
姓
の
右
馬
允
の
意
）
と
い
う
「
郎
党
」
の
手
で
刺
殺
さ
れ
埋
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
得
宗
被
官
研
究
の
観
点
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
点
で
、『
鎌
倉
裏
書
』

も
一
幡
を
誅
殺
し
た
の
は
「
義
時
使
藤
右
馬
允
」
と
記
し
て
い
る
。「
右
馬
允
」
と
い
う
官
職
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
時
年
来
の
郎
従
「
主
達
」
で
は
な
く
、
御
家
人
身
分
の
者
で

あ
ろ
う
一
二

。 

一
幡
の
生
存
に
つ
い
て
は
、
『
猪
隈
関
白
記
』
九
月
七
日
条
（
史
料
三
）
に
も
「
後
聞
、
頼
家
卿
子
息
不
レ

被
レ

撃
云
々
」
と
一
幡
が
こ
の
段
階
で
は
殺
害
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
追
記

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
愚
管
抄
』
の
記
述
の
ほ
う
が
信
憑
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。 
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【
史
料
三
】『
猪
隈
関
白
記
』
建
仁
三
年
九
月
七
日
条 

関
東
征
夷
大
将
軍
従
二
位
行
左
衛
門
督
頼
家
去
朔
日
薨
去 

 

之
由
、
今
朝
申
レ

院
云
々
、
日
者
所
労
云
云
、
生
年
廿
二
云
々
、
故
前
右
大
将
頼
朝
卿
子
也
、
件
頼
家
卿
一

腹
舎
弟
童
年
十
二
云
々

、
今
夜
任
ニ

征
夷
大
将
軍
一

、
叙
ニ

従
五
位
下
一

、
名
字
実
朝
云
々
、
自
レ

院
被
レ

定
云
々
、
上
卿
内
大
臣
、
執
筆
左
大
弁
云
々
、
官
奏
之
次
云
々

、
頼
家
卿
子
息
年
六
歳
云
々

、
并
検
非

違
使
能
員
件
能
員
頼
家
卿
子
息
祖
父
也

、
為
ニ

今
大
将
軍
実
朝
一

去
二
日
被
レ

撃
云
々
、
後
聞
、
頼
家
卿
子
息
不
レ

被
レ

撃
云
々
、
於
ニ

能
員
一

者
撃
了
云
々
、 

 

二 

『
吾
妻
鏡
』
の
曲
筆
と
被
官
化
す
る
御
家
人 

 

永
井
氏
の
指
摘
以
外
に
も
、
比
企
氏
の
乱
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
は
疑
問
点
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
明
月
記
』
と
『
猪
隈
関
白
記
』
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。
な
お
頼
家
の

病
気
に
つ
い
て
は
、『
明
月
記
』
建
仁
三
年
八
月
二
十
五
日
条
に
頼
家
が
重
病
で
前
後
不
覚
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
京
都
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
次
の
史
料
は
『
明
月
記
』
の
同
年
九
月
七
日
条
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
猪
隈
関
白
記
』
の
同
日
の
記
事
（
史
料
三
）
と
併
せ
て
見
て
い
き
た
い
。 

【
史
料
四
】『
明
月
記
』
建
仁
三
年
九
月
七
日
条 

左
衛
門
督
頼
家
卿
薨
、
遺
跡
郎
従
争
レ

権
、
其
子
六
歳
、
或
四
歳
、

外
祖
為
ニ

遠
江
国
司
時
政
一
金
吾
外
祖
、

被
レ

討
、
其
所
従
等
於
ニ

京
家
々
一

追
捕
磨
滅
云
々
、
金
吾
弟
童
可
レ

継
レ

家
由

申
宣
旨
云
々
、 

 

史
料
三
に
よ
っ
て
、「
頼
家
の
死
」
が
七
日
の
朝
に
院
に
奏
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
か
ら
の
使
者
で
あ
る
東
使
は
六
日
の
夜
も
し
く
は
七
日
未
明
に
は
京
に
到
着
し
た
と
推
察

さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
こ
の
東
使
は
頼
家
が
ま
だ
存
命
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
頼
家
が
死
亡
し
た
こ
と
」
を
伝
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
お
、
同
年
九
月
十
五
日

条
の
『
吾
妻
鏡
』
は
「
頼
家
将
軍
記
」（
巻
十
七
）
と
「
実
朝
将
軍
記
」（
巻
十
八
）
に
そ
れ
ぞ
れ
内
容
の
異
な
る
記
事
が
あ
る
が
、「
実
朝
将
軍
記
」
の
九
月
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
七
日

に
実
朝
へ
の
従
五
位
下
の
位
記
と
征
夷
大
将
軍
の
宣
旨
が
出
さ
れ
、
そ
の
文
書
が
到
着
し
た
の
が
十
五
日
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
史
料
三
・
史
料
四
の
記
事
と
一
致
す
る
。 

 

当
時
、
京
・
鎌
倉
間
を
行
き
来
す
る
使
者
の
行
程
は
、
通
常
五
日
～
六
日
、
早
馬
で
あ
れ
ば
三
日
（
天
候
に
よ
っ
て
は
四
日
）
程
度
で
あ
る
。
こ
の
時
の
使
者
が
早
馬
で
あ
っ
た
場
合
、

三
日
乃
至
四
日
に
鎌
倉
を
出
立
し
て
六
日
に
到
着
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
の
行
程
で
も
能
員
追
討
後
す
ぐ
に
鎌
倉
を
経
て
ば
六
日
夜
か
七
日
未
明
に
到
着
す
る
こ
と
も
可

能
か
も
し
れ
な
い
。い
ず
れ
に
し
て
も
東
使
が
派
遣
さ
れ
る
段
階
で
頼
家
は
生
き
て
お
り
、『
吾
妻
鏡
』が
実
朝
を
将
軍
に
推
戴
す
る
と
い
う
決
定
が
出
さ
れ
た
と
し
て
い
る
十
日
以
前
に
、
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す
で
に
京
都
お
い
て
実
朝
を
将
軍
に
す
る
と
の
宣
旨
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
後
に
京
都
に
も
頼
家
死
去
の
知
ら
せ
が
誤
報
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、

『
猪
隈
関
白
記
』
九
月
三
十
日
条
に
「
関
東
左
衛
門
督
頼
家
逝
去
僻
事
云
々
、
但
出
家
如
レ

無
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。 

永
井
氏
は
、
能
員
は
一
幡
が
鎌
倉
殿
の
地
位
を
、
時
政
は
幕
府
に
影
響
力
を
残
す
こ
と
の
で
き
る
財
産
の
継
承
を
承
認
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
の
対
立
は
避
け
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
事
件
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
「
能
員
の
娘
若
狭
局
に
将
軍
生
母
の
地
位
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
政
子
」
で
あ
り
、「
比
企
氏
の
乱
を
構
想
し
て
時
政
を
唆

嗾
し
た
の
は
政
子
・
義
時
の
姉
弟
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
一
三

。
史
料
一
を
見
る
と
、
確
か
に
頼
家
と
能
員
の
密
事
を
聞
い
た
の
は
政
子
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
八
月
二
十
七
日

の
「
御
譲
補
沙
汰
」
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
た
と
い
う
時
政
と
能
員
の
対
立
も
、
問
題
を
先
送
り
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

そ
れ
で
は
九
月
二
日
当
日
、
事
件
の
当
事
者
た
ち
が
ど
こ
に
い
た
の
か
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。『
吾
妻
鏡
』
は
頼
家
の
病
や
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、『
愚
管
抄
』

は
「
世
ノ
中
心
チ
ノ
病
」（
流
行
病
）
で
あ
り
、「
八
月
晦
ニ
カ
ウ
ニ
テ
出
家
シ
テ
、
広
元
ガ
モ
ト
ニ
ス
エ
タ
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
月
三
十
日
の
「
ニ
更
」
一
四

に
出
家
し
、
広
元
の
も

と
で
療
養
し
て
い
た
と
あ
る
。
頼
家
の
療
養
先
に
広
元
邸
が
選
ば
れ
た
可
能
性
は
、
広
元
邸
が
御
所
の
南
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
地
理
的
な
近
さ
や
、
広
元
の
政
所
別
当
と
い
う
立
場
、

時
政
と
能
員
に
比
べ
て
中
立
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
時
政
・
能
員
双
方
に
と
っ
て
も
納
得
の
い
く
場
所
と
い
え
よ
う
。 

 
 

頼
家
が
広
元
邸
で
療
養
し
て
い
た
と
す
る
と
、
事
件
当
日
に
頼
家
が
別
の
場
所
に
移
動
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。『
吾
妻
鏡
』
が
頼
家
の
居
場
所
を
記
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、『
吾

妻
鏡
』
の
編
纂
者
や
北
条
氏
に
と
っ
て
、
頼
家
が
広
元
邸
に
い
た
こ
と
は
都
合
の
悪
い
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
九
月
二
日
の
朝
、
頼
家
の
病
床
に
若
狭
局
・
能
員
・
政
子
が
訪
れ
、

頼
家
と
能
員
の
「
密
事
」
を
知
っ
た
時
政
も
広
元
亭
を
訪
れ
た
と
す
る
と
、
事
件
の
関
係
者
が
す
べ
て
頼
家
の
い
る
広
元
邸
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

九
月
二
日
に
は
葉
上
律
師
（
栄
西
）
を
導
師
と
し
、
時
政
が
日
頃
か
ら
造
ら
せ
て
い
た
薬
師
如
来
像
の
供
養
を
自
邸
で
行
う
予
定
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
実
際
に
こ
の
供
養
が
予
定
さ

れ
て
い
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
頼
家
の
回
復
を
願
っ
て
造
ら
せ
て
い
た
薬
師
如
来
像
の
供
養
を
行
う
と
し
て
、
将
軍
の
舅
た
る
能
員
を
呼
び
出
す
口
実
に
は
成
り
得
る
。

『
吾
妻
鏡
』
は
能
員
が
僮
僕
を
連
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
単
身
・
平
服
で
時
政
の
館
に
赴
い
て
殺
害
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、『
愚
管
抄
』
も
「
能
員
ヲ
ヨ
ビ
ト
リ
テ
、
ヤ
ガ
テ
遠
カ
ゲ
入
道

ニ
シ
テ
イ
ダ
カ
セ
テ
、
新
田
四
郎
ニ
サ
シ
コ
ロ
サ
セ
テ
」
と
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
能
員
が
時
政
の
も
と
に
誘
き
寄
せ
ら
れ
て
天
野
遠
景
と
新
田
（
仁
田
）
忠
常
に
刺
殺
さ
れ
た
こ
と

は
確
実
で
あ
ろ
う
。 

『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
能
員
依
レ

企
ニ

謀
叛
一

。
今
日
可
ニ

追
伐
一

。
各
可
レ

為
ニ

射
手
一

」
と
言
っ
た
時
政
に
対
し
て
「
不
レ

能
レ

発
ニ

軍
兵
一

。
召
ニ

寄
御
前
一

。
可
レ

被
レ

誅
レ

之
。
彼
老
翁
有
ニ

何
事
一

之
哉
」
と
答
え
、
能
員
を
誘
き
寄
せ
て
殺
害
す
る
こ
と
を
進
言
し
た
の
は
天
野
遠
景
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
謀
叛
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
軍
兵
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
な
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い
の
だ
ろ
う
か
。
能
員
殺
害
に
当
た
っ
て
、
合
戦
と
い
う
手
段
が
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、『
吾
妻
鏡
』
と
『
愚
管
抄
』
の
記
事
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
間
違
い
な
い
と
す
る
と
、

軍
兵
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
能
員
の
「
謀
叛
」
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
政
と
遠
景
の
や
り
取
り
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
遠
景
は
謀
叛
の
事
実
の
な
い
能
員
追
討
の
責
任
が
自
身
に
及
ぶ
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

本
郷
和
人
氏
が
「
家
督
相
続
の
話
自
体
が
、
あ
と
づ
け
の
創
作
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
一
五

と
し
、
家
督
相
続
の
話
は
能
員
殺
害
を
正
当
づ
け
る
た
め
に
御
家
人
の
間
に
広
め
ら
れ
た

の
だ
と
推
測
し
て
い
る
よ
う
に
、
能
員
が
北
条
氏
を
倒
そ
う
と
頼
家
と
「
密
談
」
し
た
こ
と
も
、
そ
の
密
談
を
政
子
が
聞
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
能
員
誅
殺
の
正
当
性
を
主
張
す
る

た
め
に
政
子
を
中
心
と
し
た
北
条
氏
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
天
野
遠
景
と
と
も
に
能
員
を
殺
害
し
、
一
方
で
頼
家
か
ら
は
時
政
暗
殺
を
命
じ
ら
れ
た

仁
田
忠
常
は
九
月
六
日
、
加
藤
景
廉
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
て
い
る
一
六

。
こ
れ
は
忠
常
が
一
幡
の
乳
母
夫
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。 

『
吾
妻
鏡
』
は
頼
家
の
死
亡
理
由
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
『
鎌
倉
年
代
記
』『
鎌
倉
裏
書
』『
武
家
年
代
記
』
は
い
ず
れ
も
「
誅
さ
れ
た
」
と
記
し
て
お
り
一
七

、
中
で
も
『
武

家
年
代
記
』
は
「
元
久
元
七
十
九
於
修
善
寺
卒
、
平
義
時
殺
レ

之
云
々
」
と
義
時
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
愚
管
抄
』
は
刺
殺
し
た
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
首
に
紐
を
つ
け
、
陰
嚢
を
取
る
な
ど
し
て
殺
し
た
と
し
て
い
る
。『
保
暦
間
記
』
に
も
「
修
禅
寺
ノ
浴
室
」
に
て
襲
わ
れ
た
と
あ
る
の
で
、
無
防
備
な
入
浴
中
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

一
八

。
元
久
元
年
七
月
二
十
四
日
に
金
窪
行
親
が
義
時
の
命
に
よ
り
頼
家
与
党
の
御
家
人
を
誅
殺
し
て
い
る
（
史
料
五
）
こ
と
、
一
幡
殺
害
を
藤
右
馬
允
に
指
示
し
た
の
も
義
時
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
考
え
る
と
、
『
武
家
年
代
記
』
が
記
す
よ
う
に
頼
家
暗
殺
の
刺
客
を
放
っ
た
の
は
義
時
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

【
史
料
五
】『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
七
月
二
十
四
日
条 

左
金
吾
禅
閤
御
家
人
等
隠
二

居
于
片
土
一

。
企
二

謀
叛
一

。
縡
発
覚
之
間
。
相
州
差
二

遣
金
窪
太
郎
行
親
已
下
一

。
忽
以
被
レ

誅
二

戮
之
一

。 

そ
れ
で
は
建
仁
三
年
の
段
階
で
の
得
宗
被
官
候
補
の
行
動
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
史
料
二
に
は
北
条
義
時
・
北
条
泰
時
・
平
賀
朝
雅
・
小
山
朝
政
・
小
山
宗
政
・
結
城
朝
光
・
畠

山
重
忠
・
棒
谷
重
朝
・
三
浦
義
村
・
和
田
義
盛
ら
と
と
も
に
、
金
窪
行
親
や
尾
藤
景
綱
の
父
・
尾
藤
知
景
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
金
窪
行
親
は
前
述
の
通
り
、
元
久
元
年
七
月
に
も

頼
家
の
御
家
人
誅
伐
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
（
史
料
五
）、
被
官
化
し
て
い
る
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
も
の
の
、
義
時
の
側
近
と
し
て
行
動
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
の
行

親
の
行
動
に
被
官
化
の
兆
候
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
四
月
二
日
条
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
安
東
忠
家
と
と
も
に
和
田
胤
長
の
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
義

時
が
屋
敷
を
「
与
え
る
」
と
い
う
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
時
と
行
親
・
忠
家
の
間
に
は
主
従
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
企
氏
の
乱
以
前
、

あ
る
い
は
比
企
氏
の
乱
を
き
っ
か
け
に
義
時
の
側
近
と
な
っ
た
行
親
は
、
建
保
元
年
ま
で
の
間
に
被
官
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
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尾
藤
知
景
は
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
十
一
月
七
日
条
に
見
ら
れ
る
「
尾
藤
次
」
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
二
月
二
十
一
日
条
に
見
ら
れ
る
尾
藤
知
宣
の

弟
で
あ
る
一
九

。
知
景
は
小
御
所
合
戦
で
傷
を
負
っ
た
た
め
か
こ
れ
が
終
出
と
な
る
が
、
十
年
後
の
建
暦
二
年
に
は
子
の
景
綱
が
時
実
の
乳
母
夫
に
な
っ
て
お
り
、
建
保
元
年
五
月
二
日
の

和
田
合
戦
時
に
も
泰
時
に
近
侍
し
て
泰
時
に
盃
を
賜
っ
て
い
る
の
で
、
知
景
の
家
督
を
継
い
だ
景
綱
が
比
企
氏
の
乱
以
降
に
義
時
・
泰
時
父
子
と
主
従
関
係
を
結
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

第
二
節 

牧
氏
事
件
と
得
宗
家
・
得
宗
被
官
の
成
立 

 

一 

牧
氏
事
件
と
義
時
・
政
子
政
権
の
誕
生 

  

将
軍
家
の
外
戚
と
し
て
、
北
条
氏
に
比
肩
し
う
る
力
を
持
っ
て
い
た
比
企
氏
を
滅
ぼ
し
、
時
政
は
政
所
別
当
と
な
っ
た
。
そ
の
時
政
自
身
が
失
脚
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
元
久
二
年

に
起
き
た
「
牧
氏
の
変
」「
牧
氏
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
る
二
〇

。
牧
の
方
は
牧
宗
親
二
一

の
女
で
あ
り
、
時
政
の
正
室
と
な
っ
て
い
た
。『
愚
管
抄
』
に
「
時
正
ワ
カ
キ
妻
ヲ
設
ケ
テ
」

二
二

と
あ
る
の
が
牧
の
方
で
あ
る
。
本
節
で
は
『
吾
妻
鏡
』
が
描
く
牧
氏
事
件
の
構
造
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
牧
氏
事
件
の
前
年
に
起
き
た
北
条
政
範
の
死
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
得
宗

家
と
得
宗
被
官
の
成
立
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
は
牧
氏
事
件
の
直
前
に
起
き
た
畠
山
重
忠
・
重
保
父
子
殺
害
事
件
か
ら
牧
氏
事
件
ま
で
の
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
を
簡
単
に
確

認
し
て
お
き
た
い
。 

元
久
二
年
四
月
十
一
日
、
鎌
倉
に
近
国
の
者
た
ち
が
群
参
し
武
具
を
整
え
て
い
る
と
の
風
聞
が
流
れ
る
。
武
蔵
国
に
蟄
居
し
て
い
た
稲
毛
重
成
が
時
政
の
招
き
に
よ
り
従
者
を
率
い
て

鎌
倉
に
参
上
す
る
と
、
人
々
は
怪
し
み
風
説
が
流
れ
た
。
こ
の
騒
動
は
五
月
三
日
に
は
静
ま
り
、
集
ま
っ
て
い
た
御
家
人
た
ち
は
命
令
に
よ
っ
て
大
半
が
帰
国
し
て
い
る
。
し
か
し
六
月

二
十
日
に
な
り
、
稲
毛
重
成
の
招
き
に
よ
っ
て
畠
山
重
保
が
武
蔵
国
よ
り
鎌
倉
に
到
着
す
る
と
、
翌
日
に
は
畠
山
重
忠
・
重
保
父
子
誅
殺
の
謀
議
が
内
々
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
時

政
と
牧
の
方
の
娘
婿
・
平
賀
朝
雅
が
、
昨
年
十
一
月
四
日
の
酒
宴
に
お
い
て
畠
山
重
保
か
ら
悪
口
を
受
け
た
と
牧
の
方
に
訴
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
が
、
重
忠
も
時
政
の
先
妻
の
娘
婿

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
義
時
・
時
房
は
重
忠
を
討
つ
こ
と
に
異
を
唱
え
て
い
る
。 

そ
し
て
二
十
二
日
、
重
保
を
由
比
ヶ
浜
に
誘
き
寄
せ
る
と
、
三
浦
義
村
の
命
を
受
け
た
佐
久
満
太
郎
ら
が
取
り
囲
み
殺
害
す
る
。
さ
ら
に
父
重
忠
が
参
上
す
る
と
の
風
聞
を
受
け
て
、

道
中
で
誅
殺
す
る
よ
う
に
と
の
命
が
出
さ
れ
、
義
時
以
下
の
軍
兵
が
悉
く
出
陣
し
、
武
蔵
国
二
俣
河
で
重
忠
を
討
つ
。
合
戦
後
に
重
忠
が
無
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
残
党
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の
所
領
に
至
る
ま
で
召
し
上
げ
ら
れ
、
勲
功
の
あ
っ
た
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
恩
賞
は
政
子
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
二
三

、
政
子
の
女
房
五
・
六
人
も
畠
山

氏
の
遺
領
の
中
か
ら
新
た
に
恩
賞
を
与
え
ら
れ
て
い
る
二
四

。 

同
年
閏
七
月
十
九
日
、
今
度
は
牧
の
方
が
時
政
亭
に
い
る
実
朝
を
廃
し
、
平
賀
朝
雅
を
将
軍
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
風
聞
が
流
れ
た
た
め
、
政
子
は
長
沼
宗
政
（
小
山
）・
結
城
朝

光
・
三
浦
義
村
・
三
浦
胤
義
・
天
野
政
景
ら
を
遣
わ
し
て
実
朝
を
義
時
邸
に
迎
え
入
れ
た
。
時
政
が
集
め
た
勇
士
は
皆
義
時
邸
に
行
き
実
朝
を
守
護
し
た
た
め
、
時
政
は
同
日
出
家
、
翌

日
伊
豆
国
に
向
か
い
、
北
条
の
地
に
隠
居
し
た
。
平
賀
朝
雅
は
二
十
六
日
に
京
都
に
お
い
て
誅
殺
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
日
の
『
明
月
記
』
に
は
「
或
説
ニ
云
、
時
政
嫡
男
相
模
守
義
時
背

ニ

時
政
一

、
与
ニ

将
軍
実
朝
母
子
一

同
心
、
滅
ニ

継
母
之
党
一

云
々
、
是
又
不
レ

知
ニ

実
否
一

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
牧
の
方
は
京
都
に
追
放
さ
れ
て
い
る
。 

永
井
氏
は
「
比
企
氏
の
乱
で
動
揺
す
る
武
蔵
国
の
運
営
を
め
ぐ
る
北
条
氏
と
畠
山
氏
の
対
立
が
鎌
倉
の
政
局
に
波
及
し
、
そ
れ
が
北
条
政
子
・
義
時
姉
弟
に
よ
る
時
政
の
追
放
に
い
た

る
政
争
に
ま
で
発
展
し
た
」
二
五

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
義
時
や
政
子
の
立
場
が
事
件
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
義
時
は
元
久
元
年
三
月
六
日
に
四
十
二

歳
で
従
五
位
下
相
模
守
に
叙
任
さ
れ
て
お
り
二
六

、
『
吾
妻
鏡
』
に
は
七
月
二
十
四
日
条
（
史
料
五
）
よ
り
「
相
州
」
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
「
江
間
四
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
無
位
無
官
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
久
元
年
四
月
十
二
日
、
政
範
は
若
干
十
六
歳
で
従
五
位
下
左
馬
権
助
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
二
七

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
時
政
と
牧
の
方
と
の
間

の
子
で
あ
る
政
範
が
時
政
の
後
継
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
二
八

。
『
明
月
記
』
同
年
閏
七
月
二
十
六
日
条
に
は
「
時
政
嫡
男
相
模
守
義
時
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
世
間

で
は
義
時
が
時
政
の
「
嫡
男
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
北
条
氏
内
部
に
お
い
て
は
、
政
範
を
嫡
子
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
政
範

が
時
政
の
死
後
家
督
を
継
い
だ
な
ら
ば
、
義
時
は
北
条
氏
庶
子
家
の
一
つ
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
範
が
在
京
中
に
突
然
死
亡
し
、
さ
ら
に
は
時
政
が
失
脚
し

た
こ
と
で
、
義
時
が
政
所
別
当
職
を
引
き
継
ぎ
北
条
氏
の
惣
領
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

政
子
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
頼
朝
に
嫁
し
た
身
で
あ
り
時
政
亡
き
あ
と
は
牧
氏
が
後
家
と
し
て
北
条
氏
の
家
政
を
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
政
子
自
身
将
軍
家
の
「
後

家
」
と
し
て
の
力
を
行
使
し
て
い
る
だ
け
に
、
後
家
の
持
つ
力
に
つ
い
て
は
十
分
に
存
知
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。『
吾
妻
鏡
』
の
「
頼
家
将
軍
記
」
の
最
後
と
な
る
建
仁
三
年
九
月
十
五

日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
政
子
の
許
を
訪
れ
た
妹
の
阿
波
局
は
、
実
朝
が
時
政
亭
に
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
牧
の
方
が
守
役
と
し
て
信
頼
で
き
な
い
と
伝
え
、
政
子
は
す
ぐ
に
義
時
・
三

浦
義
村
・
結
城
朝
光
を
派
遣
し
て
実
朝
を
迎
え
入
れ
て
い
る
。
こ
の
時
は
時
政
が
駿
河
局
を
介
し
て
陳
謝
し
、
実
朝
が
成
人
す
る
ま
で
は
政
子
の
も
と
で
養
育
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
。
と
こ
ろ
が
実
朝
元
服
の
記
事
が
同
年
十
月
八
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
成
人
す
る
ま
で
」
と
い
っ
て
も
わ
ず
か
な
期
間
し
か
な
い
た
め
不
可
解
な
記
事
と
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
政
子
は
こ
の
時
点
で
幕
府
の
実
権
を
時
政
・
牧
の
方
夫
妻
に
渡
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
、
平
賀
朝
雅
を
将
軍
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
「
風
聞
」
も
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政
子
が
意
図
的
に
流
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
後
、
時
政
は
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
正
月
六
日
に
腫
れ
物
の
た
め
同
地
で
死
去
し
、
二
度
と
歴
史
の
表
舞
台
に
戻

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
二 
北
条
政
範
の
死
と
得
宗
被
官
の
成
立 

  

こ
こ
で
、
時
間
を
牧
氏
事
件
の
前
年
に
戻
し
、
政
範
の
死
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
政
範
が
左
馬
権
助
に
補
任
さ
れ
た
の
は
先
述
の
通
り
元
久
元
年
四
月
十
二
日
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
年
の
十
一
月
五
日
、
政
範
は
京
都
に
お
い
て
突
然
死
亡
し
た
。
政
範
が
上
洛
し
て
い
た
の
は
、
実
朝
の
御
台
所
と
な
る
坊
門
信
清
の
娘
を
迎
え
る
た
め
で
、
実
朝
が
「
直
」
に
メ
ン
バ

ー
を
定
め
た
「
容
儀
花
麗
之
壮
士
」
二
九

の
一
人
と
し
て
十
月
十
四
日
に
鎌
倉
を
出
発
し
（
史
料
六
）、
十
一
月
三
日
に
京
に
到
着
し
て
い
た
。
そ
し
て
十
三
日
に
京
よ
り
鎌
倉
に
到
着
し

た
飛
脚
が
「
自
二

路
次
一

病
悩
」
で
あ
っ
た
た
め
、
つ
い
に
死
に
至
っ
た
の
だ
と
伝
え
て
い
る
。 

【
史
料
六
】『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
十
月
十
四
日
条 

坊
門
前
大
納
言
信
清
卿

。
息
女
。
為
二

将
軍
家
御
台
所
一

。
依
レ

可
下

令
二

下
向
一

給
上

。
為
二

御
迎
一

人
々
上
洛
。
所
謂
。
左
馬
權
助
・
結
城
七
郎
・
千
葉
平
次
兵
衛
尉
・
畠
山
六
郎
・

筑
後
六
郎
・
和
田
三
郎
・
土
肥
先
次
郎
・
葛
西
十
郎
・
佐
原
太
郎
・
多
々
良
四
郎
・
長
井
太
郎
・
宇
佐
美
三
郎
・
佐
々
木
小
三
郎
・
南
条
平
次
・
安
西
四
郎
等
也
。 

二
十
日
に
鎌
倉
に
帰
参
し
た
政
範
の
僮
僕
に
よ
る
と
、
政
範
の
遺
骸
は
死
去
の
翌
日
、
六
日
に
東
山
の
辺
り
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。
最
初
に
政
範
の
死
を
知
ら
せ
た
飛
脚
が
十
三
日
に

鎌
倉
に
到
着
し
て
い
る
が
、
六
日
の
埋
葬
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
史
料
六
に
記
載
さ
れ
て
い
る
迎
え
の
武
士
は
十
五
名
だ
が
、
信
清
の
娘
の
出
立
の
様
子
を

記
し
た
『
明
月
記
』
同
年
十
二
月
十
日
条
（
史
料
七
）
に
よ
る
と
、
実
際
の
人
数
は
二
十
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
定
家
が
二
十
人
の
う
ち
二
人
（「
馬
助
」
と
「
兵
衛
尉
」）

が
死
去
し
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
十
名
の
内
「
馬
助
」（
左
馬
権
助
）
で
あ
る
政
範
の
他
に
も
う
一
名
「
兵
衛
尉
」
が
死
去
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
死
去
し
た
二
人
の
替
わ
り

と
し
て
中
原
親
能
の
子
が
加
わ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一
人
は
欠
け
た
ま
ま
だ
っ
た
た
め
、
前
陣
に
九
名
、
後
陣
に
十
名
と
い
う
体
制
の
も
と
鎌
倉
に
向
け
て
出
立
し
て
い
る
。 

【
史
料
七
】『
明
月
記
』
元
久
元
年
十
二
月
十
日
条 

来
レ

迎
武
士
廿
人
之
中
二
人
死
去
馬
助
、
兵
衛
尉

、
其
替
親
能
入
道
子
雖
レ

加
、
今
一
人
猶
欠
、
前
陣
侍
九
人
、
各
水
干
小
袴

縢
（
行
脱
カ
）

無
非
二

錦
繡
一

、
次
ヒ
ス
マ
シ
二
人
騎
馬
、
著
二

直
垂
小
袴
一

、
次
雑
仕
二
人
、（
中
略
）
次
又
関
東
侍
十
人
、
前
後
合
十
九
人
、 
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史
料
六
に
見
ら
れ
る
人
物
の
中
で
は
兵
衛
尉
は
千
葉
常
秀
だ
け
だ
が
、
常
秀
は
以
後
も
『
吾
妻
鏡
』
に
活
動
が
確
認
で
き
る
た
め
、
候
補
か
ら
は
除
外
で
き
る
。
つ
ま
り
、
史
料
六
で

は
省
略
さ
れ
て
い
る
五
人
の
中
に
死
亡
し
た
人
物
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
元
仁
元
年
ま
で
存
命
の
可
能
性
が
あ
り
、
以
降
の
生
存
が
確
認
で
き
な
い
「
兵
衛
尉
」
が
そ
の
候
補
と
な
る
わ

け
だ
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
人
物
の
中
で
、
明
確
に
元
仁
元
年
を
境
に
見
ら
れ
な
く
な
る
人
物
と
い
う
の
は
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
な
い
。
多
く
は
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
の
頼

朝
の
東
大
寺
供
養
の
随
兵
と
し
て
見
ら
れ
る
の
が
終
出
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
南
条
平
次
も
建
久
六
年
の
次
が
こ
の
史
料
六
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
大
寺
供

養
の
随
兵
と
し
て
見
ら
れ
る
人
物
な
ど
三
〇

は
一
応
候
補
と
し
て
お
い
て
も
よ
か
ろ
う
。 

『
明
月
記
』
は
二
人
の
死
因
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
短
期
間
で
二
人
も
死
亡
し
、
実
朝
将
軍
記
に
関
し
て
は
『
明
月
記
』
を
参
考
に
し
て
い
る
は
ず
の
『
吾
妻
鏡
』
が
「
兵

衛
尉
」
の
死
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
こ
と
、
実
朝
が
「
直
」
に
人
選
に
携
わ
っ
た
と
い
う
わ
り
に
そ
の
人
数
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
政
範
の
死
が
本
当
に
病
に
よ

る
死
で
あ
っ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。 

二
十
名
の
人
選
に
は
当
然
実
朝
や
政
子
・
時
政
・
義
時
を
中
心
と
す
る
幕
府
の
重
臣
が
あ
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
政
範
に
関
し
て
は
時
政
・
牧
の
方
の
意
向
、
政
子
・
義
時
の
意
向

な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
十
九
名
の
中
に
は
時
政
か
ら
政
範
を
守
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
人
物
や
、
義
時
か
ら
政
範
暗
殺
の
命
を
受
け
た
御
家
人
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
畠
山
重
保
と
平
賀
朝
雅
と
の
口
論
に
つ
い
て
も
再
検
討
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。 

『
吾
妻
鏡
』
は
牧
氏
事
件
の
発
端
を
、
十
一
月
四
日
に
平
賀
朝
雅
の
六
角
東
洞
院
の
邸
宅
で
行
わ
れ
た
酒
宴
に
お
い
て
起
き
た
朝
雅
と
畠
山
重
保
と
の
口
論
と
す
る
。
こ
の
口
論
は
「
会

合
ノ
輩
」
に
よ
っ
て
宥
め
ら
れ
、
そ
の
場
は
何
も
な
く
退
散
し
た
と
の
風
聞
が
あ
っ
た
と
い
う
三
一

。
重
保
と
と
も
に
上
洛
し
た
史
料
六
の
御
家
人
た
ち
も
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
二
人
の
口
論
は
こ
の
御
家
人
た
ち
に
よ
っ
て
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
朝
雅
は
こ
の
時
に
重
保
に
悪
口
を
受
け
た
と
し
て
牧
の
方
に
「
讒
言
」
し
た
た
め
、
畠
山
重
忠
・
重
保

父
子
は
誅
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
牧
氏
の
愛
息
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
悲
し
み
に
加
え
、
牧
氏
自
身
の
子
の
中
で
は
唯
一
の
男
子
で
あ
っ
た
政
範
の
死
に
よ

っ
て
、
牧
の
方
の
立
場
が
不
安
定
な
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
娘
婿
を
将
軍
に
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
口
論
か
ら
半
年
以
上
経
っ
て
か
ら
の
「
讒

言
」
に
は
疑
問
も
あ
る
。
し
か
も
そ
の
間
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
朝
雅
の
動
向
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
口
論
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
政
範
の
埋
葬
を
知
ら
せ
る
記
事
の
中
に
出
て
く
る
の
み
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
人
々
の
関
心
を
政
範
の
死
か
ら
逸
ら
し
、
牧
氏
事
件
を
正
当
化
す
る
た
め
に
意
図
的
に
こ
の
口
論
を
強
調
し
た
、
も
し
く
は
口
論
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
す

ら
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
『
吾
妻
鏡
』
は
時
政
が
命
じ
た
暗
殺
（
比
企
能
員
）
に
つ
い
て
は
そ
の
状
況
を
記
す
一
方
、
一
幡
殺
害
の
よ
う
に
義
時
が
命
じ
た
暗
殺
に
関
し

て
は
本
当
の
死
因
を
記
さ
な
い
と
い
う
編
纂
方
針
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
記
事
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
義
時
の
力
だ
け
で
は
実
行
に
移
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す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
政
子
の
力
が
加
わ
れ
ば
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。 

そ
こ
で
改
め
て
史
料
六
に
見
ら
れ
る
御
家
人
を
見
て
い
く
と
、
政
範
を
除
け
ば
結
城
朝
光
・
千
葉
常
秀
・
畠
山
重
保
・
八
田
智
尚
・
和
田
宗
実
・
土
肥
惟
平
・
葛
西
十
郎
・
佐
原
景
連
・

多
々
良
明
宗
・ 
長
井
時
秀
・
宇
佐
美
祐
茂
・
佐
々
木
盛
季
と
い
っ
た
有
力
御
家
人
の
子
息
が
主
な
構
成
員
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
城
朝
光
は
政
子
の
妹
・
阿
波
局
（
阿
野
全
成
の
妻
）

か
ら
梶
原
景
時
の
讒
訴
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
有
力
御
家
人
六
十
六
名
が
訴
状
を
作
成
、
景
時
失
脚
の
原
因
を
作
っ
た
人
物
で
あ
り
、
政
子
と
は
近
い
立

場
に
あ
る
。
後
に
討
た
れ
て
し
ま
う
が
、
畠
山
重
保
は
父
の
重
忠
が
時
政
先
妻
の
娘
婿
で
あ
り
、
や
は
り
政
子
や
義
時
と
近
い
立
場
に
あ
る
。
事
件
の
発
端
と
さ
れ
る
人
物
で
も
あ
る
だ

け
に
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
人
物
と
言
え
る
。
し
か
し
、
も
し
政
範
が
暗
殺
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
を
実
行
し
た
人
物
は
省
略
さ
れ
て
い
る
五
人
の
中
に
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
死
亡
し
た
「
兵
衛
尉
」
も
そ
の
候
補
と
言
え
る
が
、
巻
き
込
ま
れ
て
死
亡
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
五
人
の
中
に
は
、
単
に
有
名
な
一
族
で
な
い
た
め
に
省
略
さ
れ
た
人
物
も

い
る
だ
ろ
う
が
、『
吾
妻
鏡
』
編
纂
者
が
意
図
的
に
省
略
し
た
人
物
も
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
被
害
者
の
立
場
が
非
常
に
似
て
い
る
事
件
が
泰
時
期
に
起
き
て
い
る
。
そ
れ
が
、
尾
藤
景
綱
が
乳
母
夫
と
な
っ
て
い
た
泰
時
次
男
の
時
実
が
、
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）

六
月
十
八
日
に
家
人
の
高
橋
二
郎
に
殺
害
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
も
触
れ
る
が
、
『
民
経
記
』
の
同
年
六
月
二
十
二
日
条
に
「
武
蔵
守
泰
時
男
二

郎
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
兵
衛
尉
ヽ
ヽ
被
レ

誅
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
姓
は
不
明
な
が
ら
「
兵
衛
尉
」
が
一
人
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
政
範
も
時
実
も
と
も
に
十
六
歳
で
あ
っ
た
と
い

う
共
通
点
も
あ
る
。
景
綱
は
大
内
裏
の
焼
失
に
つ
い
て
泰
時
の
使
者
と
し
て
五
月
十
日
に
上
洛
し
、
六
月
十
五
日
に
鎌
倉
に
戻
っ
て
き
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
翌
日
に
行
わ
れ
る
丈
六
堂

供
養
（
政
子
の
三
回
忌
の
追
善
の
た
め
に
泰
時
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
た
）
の
た
め
に
集
ま
っ
て
い
た
御
家
人
た
ち
が
駆
け
付
け
、
高
橋
二
郎
は
生
捕
と
さ
れ
た
。
捕
え
た
の
は
伊
東

祐
時
の
郎
従
で
あ
り
、
祐
時
は
景
綱
と
と
も
に
上
洛
し
（
祐
時
は
将
軍
の
使
者
）、
や
は
り
鎌
倉
に
戻
っ
て
い
た
。
高
橋
二
郎
も
京
の
住
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
件
は
京
都

と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
牧
の
方
が
京
都
に
追
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
合
わ
せ
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
件
と
い
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
単
な
る
家
人
に

よ
る
殺
害
事
件
で
は
な
く
、『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
者
が
殺
害
動
機
を
書
か
な
か
っ
た
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

そ
の
他
に
も
、
北
条
五
郎
（
時
政
の
従
兄
弟
・
時
綱
の
子
）
が
承
久
三
年
五
月
二
十
二
日
条
に
お
い
て
泰
時
に
従
っ
て
上
洛
し
た
「
十
八
騎
」
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
六
月

十
八
日
条
の
死
亡
者
の
交
名
に
名
前
が
あ
る
の
み
で
、
死
亡
し
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
寛
元
の
政
変
で
は
、
朝
時
の
子
・
時
幸
が

自
害
し
た
の
を
病
死
と
す
る
三
二

な
ど
、
『
吾
妻
鏡
』
が
北
条
氏
一
族
の
死
に
関
し
て
真
実
を
記
さ
な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
範
の
死
に
関
し
て
も
何
ら
か
の
作
為
が

加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。 
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鎌
倉
で
政
範
の
殺
害
に
及
べ
ば
当
然
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
時
政
と
政
範
が
離
れ
る
こ
の
機
会
は
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
言
え
る
。
政
範
の
死
は
家
督
簒
奪
を
目
指
す
義

時
と
、
一
族
内
に
お
け
る
立
場
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
政
子
の
利
害
が
一
致
し
た
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
牧
氏
事
件
が
あ
る
の
で
あ

る
。
得
宗
家
が
初
代
を
時
政
で
は
な
く
義
時
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
時
頼
が
「
徳
崇
」
と
い
う
追
号
を
義
時
に
贈
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
義
時
が
惣
領
と

な
っ
た
こ
と
で
、
本
当
の
意
味
で
の
「
得
宗
家
」
は
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
序
章
で
義
時
以
降
を
「
得
宗
」
と
す
る
と
述
べ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
必
然
的
に
義
時
の
被

官
と
な
っ
た
御
家
人
は
、
北
条
氏
惣
領
家
の
被
官
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
こ
に
「
得
宗
被
官
」
も
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。 

一
口
に
御
家
人
と
い
っ
て
も
、
郎
従
が
数
人
し
か
い
な
い
御
家
人
か
ら
、
三
浦
氏
や
千
葉
氏
な
ど
の
武
士
団
を
形
成
す
る
よ
う
な
御
家
人
ま
で
、
そ
の
勢
力
に
は
差
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
北
条
氏
に
限
ら
ず
、
中
・
小
御
家
人
が
他
の
有
力
御
家
人
の
被
官
と
な
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
頼
朝
と
主
従
関
係
を
結
ん
で
御
家
人
と
な
っ
た
も
の
の
、

勢
力
の
小
さ
い
一
族
に
と
っ
て
は
、
有
力
御
家
人
の
被
官
と
な
る
こ
と
は
家
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
道
と
い
え
る
。
し
か
も
、
御
家
人
と
し
て
の
身
分
は
御
家
人
役
を
勤
仕
し
続

け
て
い
る
限
り
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
得
宗
被
官
と
な
っ
た
人
物
を
見
て
い
く
と
、
一
族
の
中
で
は
本
来
嫡
流
で
は
な
い
人
物
の
ほ
う
が
多
い
点
に
も
注
目
し
た
い
。
例
え
ば
、
本
章
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

南
条
時
員
は
曽
我
小
太
郎
祐
綱
（
曽
我
兄
弟
の
養
父
と
な
っ
た
曽
我
祐
信
の
子
）
と
と
も
に
、
建
保
元
年
正
月
二
日
に
義
時
沙
汰
の
垸
飯
で
の
馬
引
き
を
務
め
て
い
る
が
、
惣
領
は
史
料

六
に
見
ら
れ
る
南
条
平
次
（
南
条
次
郎
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
の
「
建
治
帳
」
で
は
伊
豆
国
の
「
南
条
七
郎
左
衛
門
入
道
跡
」（
時
員
跡
）
に

三
貫
が
配
当
さ
れ
て
お
り
、
惣
領
は
明
ら
か
に
時
員
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

南
条
氏
の
名
字
の
地
で
あ
る
伊
豆
国
南
条
は
、
北
条
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
北
条
と
地
理
的
に
も
近
く
、
南
条
氏
は
も
と
も
と
北
条
氏
と
近
い
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
関
係
か
ら
平
次
は
時
政
と
近
い
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
元
久
元
年
の
上
洛
の
際
に
も
政
範
を
守
る
べ
く
二
十
人
の
中
に
加
え
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

時
政
が
失
脚
し
た
こ
と
に
よ
り
、
義
時
と
主
従
関
係
を
結
ん
だ
時
員
が
一
族
内
に
お
け
る
立
場
を
上
昇
さ
せ
、
結
果
と
し
て
嫡
流
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
時
員
は
義
時

の
被
官
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
垸
飯
と
い
う
行
事
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
よ
う
。 

な
お
、
曽
我
祐
綱
の
場
合
は
、
義
理
と
は
い
え
、
兄
弟
が
敵
討
ち
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
で
、
厳
し
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
、
被
官
化
し
た
の
も
こ
の
よ
う
な

事
情
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

南
条
氏
だ
け
で
な
く
、
甲
斐
工
藤
氏
も
庶
流
の
人
物
の
流
れ
が
有
力
得
宗
被
官
と
な
っ
て
い
る
。
比
企
氏
の
乱
の
際
、
工
藤
行
光
は
時
政
の
命
に
よ
っ
て
堀
親
家
を
誅
殺
し
て
い
る
が
、
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時
頼
期
に
小
侍
所
所
司
と
な
っ
た
工
藤
光
泰
、
貞
時
期
に
得
宗
家
公
文
所
執
事
と
な
っ
た
工
藤
杲
暁
（
杲
禅
）
な
ど
、
有
力
得
宗
被
官
と
し
て
活
躍
す
る
の
は
惣
領
で
あ
る
行
光
の
流
れ

で
は
な
く
、
弟
の
六
郎
重
光
の
流
れ
で
あ
る
三
三

。
行
光
は
時
政
の
失
脚
後
は
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
ま
で
『
吾
妻
鏡
』
に
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
再
び
姿
を
見
せ
た
二
つ
の
記
事
も
射

手
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
義
時
と
の
被
官
関
係
を
裏
付
け
る
史
料
は
な
い
。
ち
な
み
に
行
光
の
子
孫
は
「
布
施
」・「
大
瀬
」
を
名
乗
り
、
そ
れ
ぞ
れ
名
越
氏
や
大
仏
・
佐
介
氏
と

い
っ
た
北
条
一
門
の
被
官
と
な
っ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
南
条
氏
や
工
藤
氏
の
例
を
見
る
と
、
時
政
の
命
を
受
け
て
行
動
し
て
い
た
人
物
の
子
孫
は
、
得
宗
被
官
と
は
な
ら
な
か
っ
た
（
も
し
く
は
な
れ
な
か
っ
た
）
と
も
言
え

る
。
当
時
の
時
政
の
力
を
考
え
れ
ば
、
時
政
の
被
官
と
な
っ
た
御
家
人
も
当
然
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
時
政
の
被
官
は
「
得
宗
被
官
」
と
は
言
え
な
い
の

で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

頼
朝
の
死
後
、
数
年
の
う
ち
に
起
き
た
比
企
氏
の
乱
・
畠
山
事
件
・
牧
氏
事
件
と
い
っ
た
政
治
的
事
件
は
、
多
く
の
御
家
人
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
義
時
は
畠

山
氏
を
倒
す
と
と
も
に
、
時
政
を
失
脚
さ
せ
、
北
条
氏
の
家
督
の
地
位
を
手
に
入
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
関
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
あ
え
て
記
さ
れ
て
い
な
い
事
実
が
あ

る
こ
と
、
編
纂
者
の
作
為
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
作
為
を
見
抜
く
上
で
も
、
義
時
の
命
を
受
け
て
実
際
に
行
動
し
て
い
る
得
宗
被
官
候
補
の
人
物
た
ち

の
動
き
に
注
目
し
て
事
件
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
金
窪
行
親
や
安
東
忠
家
が
義
時
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
二
人
が
実
務
能
力
に
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
行
親
の
発
給
に
よ
る
文
書
は
残
っ
て

い
な
い
が
、
侍
所
所
司
と
な
る
以
前
か
ら
す
で
に
謀
反
人
の
追
討
、
首
実
検
な
ど
の
侍
所
の
職
務
を
担
っ
て
い
る
。
安
東
忠
家
は
行
親
の
副
官
的
な
立
場
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
義
時

の
奉
書
を
発
給
す
る
な
ど
、
文
筆
能
力
に
優
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

忠
家
は
宇
治
川
の
合
戦
の
最
中
に
川
に
流
さ
れ
て
死
亡
し
て
し
ま
う
た
め
、
平
姓
安
東
氏
の
活
躍
は
時
頼
期
の
安
東
蓮
聖
の
登
場
ま
で
一
端
途
切
れ
て
し
ま
う
が
、
行
親
は
義
時
の
死

後
も
侍
所
所
司
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
の
伊
賀
氏
事
件
の
際
に
泰
時
亭
へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
た
の
は
、
平
盛
綱
・
尾
藤
景
綱
・
関
実
忠
・
安
東
光

成
（
藤
姓
安
東
）・
万
年
右
馬
允
・
南
条
時
員
で
あ
り
、
行
親
は
出
入
り
を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
泰
時
の
邸
宅
の
敷
地
内
に
屋
敷
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を
構
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
は
り
尾
藤
景
氏
（
景
綱
の
養
子
）、
平
盛
綱
、
諏
方
盛
重
、
万
年
右
馬
允
、
安
東
光
成
、
南
条
時
員
で
あ
り
、
行
親
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
最
も
早
い
段

階
で
得
宗
被
官
と
な
り
な
が
ら
、
行
親
は
「
得
宗
被
官
家
」
と
し
て
確
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
し
た
い
。 

 注 

 

一 

嘉
元
三
年
の
嘉
元
の
乱
の
直
前
に
北
条
宗
方
が
半
年
間
だ
け
侍
所
所
司
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
平
前
門
の
乱
後
の
特
殊
な
状
況
下
の
も
の
と
い
え
る
（
詳
し
く
は
第
二
部
第
三
章
で

触
れ
る
）。 

二 

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
三
（
阿
蘇
文
書
之
一
）
二
二
。
忠
家
は
義
時
の
命
に
背
い
て
蟄
居
し
て
い
た
が
、
承
久
の
乱
の
際
に
泰
時
上
洛
を
聞
き
、
泰
時
の
も
と
に
駆
け
つ
け

付
き
従
い
（『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
五
日
条
）
、
宇
治
川
の
合
戦
で
死
亡
し
て
い
る
（
同
六
月
十
八
日
条
）
た
め
、
そ
れ
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

三 

比
企
氏
の
乱
に
関
す
る
論
考
に
は
安
田
元
久
『
北
条
義
時
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
）、
柏
美
恵
子
「
比
企
氏
の
乱
と
北
条
時
政
」（『
法
政
史
論
』
七
号
、
一
九
八
〇
年
）、
永 

井
晋
「
比
企
氏
の
乱
の
基
礎
的
考
察
―
『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
二
日
条
と
『
愚
管
抄
』
の
再
検
討
か
ら
―
」（『
地
方
埼
玉
市
』
三
七
、
一
九
九
七
年
）、
永
井
晋
『
鎌
倉
源
氏
三
代 

記
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
比
企
氏
一
族
と
さ
れ
て
い
る
日
蓮
門
下
の
大
学
三
郎
能
本
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
清
田
義
英
「『
比
企
氏
の
乱
』
後
の
比 

企
氏
―
鎌
倉
比
企
ヶ
谷
の
住
人
―
」
（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
〇
号
、
一
九
七
四
年
）
が
あ
る
。 

四 

八
代
国
治
『
吾
妻
鏡
の
研
究
』
（
第
三
版
、
明
世
堂
書
店
、
一
九
四
三
年
）
一
七
〇
頁
～
一
七
四
頁
。 

五 

本
章
で
扱
う
『
愚
管
抄
』
の
記
事
の
多
く
は
三
〇
〇
頁
～
三
〇
一
頁
に
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
頁
を
典
拠
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
注
を
省
略

し
た
。 

六 

能
員
亭
の
あ
っ
た
比
企
谷
に
存
在
す
る
日
蓮
宗
長
興
山
妙
本
寺
（
日
蓮
宗
本
山
比
企
谷
妙
本
寺
）
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
二
歳
の
男
子
が
妙
本
寺
の
開
基
と
な
っ
た
本
行
院
日
学

で
あ
り
、
比
企
能
員
の
末
男
で
大
学
三
郎
能
本
と
号
し
、
日
蓮
の
俗
弟
子
で
あ
っ
た
と
す
る
（『
新
編
相
模
風
土
記
稿
』
大
日
本
地
誌
大
系
、
雄
山
閣
、
一
九
七
〇
年
）。
清
田
氏
は
こ

の
寺
伝
に
基
づ
き
、
能
本
の
生
涯
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
（
注
三
清
田
論
文
）。
な
お
、
清
田
氏
は
能
本
を
建
仁
元
年
誕
生
と
し
て
い
る
が
（
同
一
一
頁
）、
当
時
は
数
え
年
な
の
で

建
仁
二
年
誕
生
で
あ
ろ
う
。
妙
本
寺
に
あ
る
能
員
の
妻
の
墓
に
は
「
廷
尉
藤
原
能
員
妻
三
浦
氏
妙
本
墓
」
と
あ
り
、
三
浦
一
族
の
和
田
義
盛
が
預
り
安
房
国
に
配
流
と
な
っ
た
の
は
、

男
子
の
母
が
三
浦
氏
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
大
学
三
郎
」
と
い
う
通
称
は
父
が
「
大
学
（
助
も
し
く
は
允
）」
で
あ
っ
た
者
の
三
男
と
い
う
こ
と
に
な

る
た
め
、
こ
の
寺
伝
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
考
え
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
日
蓮
の
葬
儀
に
は
「
大
学
亮
（
助
）」
と
い
う
人
物
が
「
大
学
三
郎
」
と
と
も
に
参
列
し
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
四
七
二
二
号
）
が
、
清
田
氏
は
こ
の
「
大
学
允
（
清
田
氏
は
「
允
」
と
す
る
）」
は
能
本
の
父
で
は
あ
り
得
な
い
と
し
、
能
本
の
子
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
（
清
田
論
文
一
三

頁
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
建
仁
二
年
生
ま
れ
の
人
物
で
あ
れ
ば
弘
安
五
年
の
日
蓮
の
葬
儀
の
際
に
は
八
十
一
歳
と
か
な
り
高
齢
に
な
っ
て
い
る
。
能
本
が
比
企
氏
一
族
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
能
員
の
子
で
は
な
く
孫
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
し
い
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

七 

『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
四
日
条
。
能
員
に
与
し
血
縁
関
係
を
結
び
、
二
日
の
合
戦
で
能
員
の
子
息
た
ち
と
行
動
を
共
に
し
た
と
し
て
、
小
笠
原
長
経
・
中
野
能
成
・
細
野
兵
衛

尉
が
拘
禁
さ
れ
て
い
る
（
十
九
日
に
能
成
以
下
の
所
領
没
収
が
決
定
さ
れ
て
い
る
）。
た
だ
し
能
成
は
直
後
に
所
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
八
一
号
）。
ま
た
島
津
左

衛
門
尉
忠
久
も
能
員
の
縁
坐
に
よ
っ
て
大
隅
・
薩
摩
・
日
向
国
等
の
守
護
職
を
収
公
さ
れ
て
い
る
。
加
賀
房
義
印
は
降
参
し
て
時
政
の
侍
所
に
出
頭
し
た
と
い
う
。 
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八 
『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
二
十
九
日
条
。 

九 

『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
七
月
十
九
日
条
。
伊
豆
国
か
ら
の
飛
脚
が
酉
刻
に
到
着
し
て
伝
え
て
い
る
。 

一
〇 

注
（
三
）
永
井
著
作
、
一
四
八
～
一
五
〇
頁
。
た
だ
し
永
井
氏
は
九
月
二
日
条
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
た
め
、『
明
月
記
』
と
『
猪
隈
関
白
記
』
の
記
事
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な

い
。
永
井
氏
は
『
吾
妻
鏡
』
と
『
愚
管
抄
』
の
相
違
点
に
つ
い
て
、『
吾
妻
鏡
』
は
「
北
条
氏
の
動
向
を
中
心
に
記
述
」
し
『
愚
管
抄
』
は
「
比
企
氏
に
好
意
的
な
記
述
」
を
し
て
い
る

点
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
注
三
永
井
論
文
、
二
頁
）。
ま
た
『
愚
管
抄
』
の
小
御
所
合
戦
の
記
述
は
『
吾
妻
鏡
』
よ
り
も
詳
し
く
、
比
企
氏
側
の
糟
屋
有
季
の
最
期
を
特
に
取
り
上
げ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
慈
円
が
糟
谷
有
季
の
遺
族
か
ら
情
報
収
集
を
行
っ
て
書
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
五
～
六
頁
）。 

一
一 

『
吾
妻
鏡
』
は
蹴
鞠
の
名
手
・
大
輔
房
源
性
が
一
幡
の
遺
骨
を
拾
お
う
と
し
た
が
、
焼
け
た
死
骸
が
多
く
交
じ
っ
て
お
り
探
せ
ず
、
一
幡
の
乳
母
の
証
言
に
よ
っ
て
、
あ
る
死
骸
の

右
脇
下
に
小
袖
が
一
寸
余
り
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
菊
の
文
様
が
見
て
取
れ
た
た
め
そ
の
遺
骨
を
拾
い
、
高
野
山
奥
院
に
奉
納
す
る
た
め
出
発
し
た
と
し
て
い
る
（
九
月
三
日
条
）。 

一
二 

永
井
氏
は
「
後
に
北
条
義
時
が
郎
党
万
年
右
馬
允
に
殺
さ
せ
た
」
と
、「
藤
馬
」「
藤
右
馬
允
」
を
「
万
年
右
馬
允
」
に
比
定
し
て
い
る
（
注
三
永
井
著
作
、
一
五
〇
頁
）
が
、
そ
の

根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
な
い
。
万
年
氏
の
初
出
は
建
保
五
年
二
月
十
九
日
条
の
万
年
九
郎
で
、
義
時
室
の
伊
賀
氏
が
重
服
の
た
め
万
年
九
郎
宅
に
移
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
時
の

代
か
ら
の
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
現
存
す
る
史
料
に
は
万
年
氏
が
藤
原
姓
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
が
、
万
年
氏
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
っ
て
も
「
右
馬
允
」

を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
藤
右
馬
允
」
が
万
年
右
馬
允
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
万
年
右
馬
允
と
い
う
人
物
が
見
ら
れ
る
の
は
元
仁
元
年
以
降
で

あ
る
。
万
年
氏
に
つ
い
て
は
他
の
得
宗
被
官
と
比
べ
て
史
料
が
少
な
く
（
付
表
18
参
照
）、
藤
右
馬
允
と
万
年
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

一
三 

注
（
三
）
永
井
著
作
、
一
五
〇
～
一
五
一
頁
。 

一
四 

一
夜
を
五
つ
に
分
け
た
二
番
目
の
時
刻
で
、
午
後
九
時
～
午
後
十
一
時
に
あ
た
る
。「
ヤ
ガ
テ
武
士
ヲ
ヤ
リ
テ
、
源
頼
家
ガ
ヤ
ミ
フ
シ
タ
ル
ヲ
バ
、
自
元
広
元
ガ
モ
ト
ニ
テ
病
セ
テ

ソ
レ
ニ
ス
エ
テ
ケ
リ
」
と
広
元
の
も
と
に
武
士
を
使
わ
し
て
監
視
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。 

一
五 

『
現
代
語
訳
吾
妻
鏡
』（
七
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
三
一
頁
。 

一
六 

『
吾
妻
鏡
』
は
忠
常
が
名
越
の
時
政
亭
に
呼
ば
れ
、
帰
り
が
遅
い
こ
と
を
い
ぶ
か
し
ん
だ
忠
常
の
舎
人
が
一
族
に
知
ら
せ
、
義
時
の
い
る
政
子
の
邸
宅
を
襲
撃
し
た
た
め
と
す
る
。 

一
七 

『
鎌
倉
年
代
記
』
（
六
頁
）、『
鎌
倉
裏
書
』
（
三
九
頁
）
、『
武
家
年
代
記
』（
七
三
頁
）。
な
お
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
七
月
十
九
日
に
誅
さ
れ
た
と
記
す
。 

一
八 

『
保
暦
間
記
』
七
五
頁
。「
頼
家
、
少
験
ヲ
得
、
能
員
ヲ
コ
ソ
打
レ
メ
、
目
ノ
前
ニ
テ
一
幡
ヲ
サ
ヘ
打
レ
ヌ
ル
事
無
念
也
ト
テ
、
時
政
ヲ
討
ツ
ヘ
シ
ト
テ
、
諸
人
ヲ
召
ス
処
ニ
、
同
廿 

九
日
、
伊
豆
国
修
禅
寺
へ
移
奉
リ
ヌ
。
然
間
、
時
政
、
将
軍
ノ
執
権
ト
シ
テ
天
下
ノ
事
執
行
フ
。
頼
家
、
猶
謀
叛
ノ
聞
へ
有
ケ
レ
ハ
、
次
年
元
久
元
年
七
月
十
九
日
ニ
、
三
十
三
歳
ニ

シ
テ
修
禅
寺
ノ
浴
室
ノ
内
ニ
テ
討
レ
玉
フ
」
と
あ
る
。
「
三
十
三
歳
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
三
歳
」
の
誤
り
。
な
お
、『
鎌
倉
大
日
記
』
は
「
七
月
十
八
日
薨
於
修
善
寺
廿
三
歳
、
於
浴

室
中
被
害
」
と
あ
り
、
や
は
り
浴
室
で
殺
害
さ
れ
た
と
す
る
（
一
九
三
頁
）。 

一
九 

尾
藤
氏
系
図
に
つ
い
て
は
第
三
部
第
一
章
で
考
察
し
て
い
る
。 

二
〇 

牧
の
方
及
び
牧
氏
事
件
に
関
し
て
の
論
考
と
し
て
は
、
杉
橋
隆
夫
「
牧
の
方
の
出
身
と
政
治
的
位
置
」（
井
上
満
郎
・
杉
橋
隆
夫
『
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
四
年
所
収
）
、
細
川
重
男
・
本
郷
和
人
「
北
条
得
宗
家
成
立
試
論
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
十
一
号
、
二
〇
〇
一
年
※
細
川
重
男
氏
の
執
筆
に
よ
る
部
分
は
の
ち

に
同
氏
の
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
）、
野
口
実
「
伊
豆
北
条
氏
の
周
辺
―
時
政
を
評
価
す
る
た
め
の
覚
書
―
」（『
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所 

研
究
紀
要
』
二
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

二
一 

宗
親
は
池
大
納
言
頼
盛
の
家
人
で
あ
り
、
駿
河
国
大
岡
牧
を
名
字
の
地
と
す
る
一
族
で
あ
る
。
細
川
・
本
郷
両
氏
は
時
政
の
長
子
宗
時
の
「
宗
」
は
牧
宗
親
か
ら
の
偏
諱
で
あ
る
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
二
〇
細
川
・
本
郷
論
文
、
三
頁
）
。 
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二
二 
『
愚
管
抄
』
三
〇
二
頁
。
時
政
と
牧
の
方
の
間
に
生
ま
れ
た
の
は
北
条
政
範
・
平
賀
朝
雅
室
・
宇
都
宮
頼
綱
室
で
あ
る
（
注
二
〇
細
川
・
本
郷
論
文
、
二
頁
）。 

二
三 

『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
七
月
八
日
条
。 

二
四 

『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
七
月
二
十
日
条
。 

二
五 

注
（
三
）
永
井
著
作
、
一
六
八
頁
。 

二
六 

『
鎌
倉
年
代
記
』
七
頁
、
『
武
家
年
代
記
』
七
四
頁
。
義
時
は
応
保
三
年
（
長
寛
元
年
）
の
誕
生
。 

二
七 

『
明
月
記
』
同
年
四
月
十
三
日
条
。
こ
の
時
二
十
三
歳
の
泰
時
に
い
た
っ
て
は
建
暦
元
年
に
修
理
亮
と
な
る
ま
で
無
位
無
官
で
あ
っ
た
。 

二
八 

注
（
二
〇
）
細
川
・
本
郷
論
文
、
五
頁
及
び
細
川
著
作
、
一
九
頁
。 

二
九 

『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
八
月
四
日
条
。 

三
〇 

善
兵
衛
尉
、
豊
島
（
崎
）
兵
衛
尉
、
中
村
兵
衛
尉
の
三
名
。 

三
一 

『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
十
一
月
二
十
日
条
。 

三
二 

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
六
月
一
日
条
。 

三
三 

「
伊
藤
氏
系
図
」
。
能
員
の
も
と
に
使
者
と
し
て
向
か
っ
た
工
藤
五
郎
も
行
光
の
弟
・
五
郎
朝
光
の
可
能
性
が
高
い
。 
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第
二
章 
金
窪
行
親
と
和
田
合
戦 

  

は
じ
め
に 

 

承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
、
和
田
義
盛
は
上
総
介
を
望
み
一

、
北
条
義
時
は
年
来
の
郎
従
「
主
達
」
を
侍
（
御
家
人
）
に
準
ず
る
身
分
に
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
二

が
、
将
軍
源
実
朝
は
い

ず
れ
も
許
さ
な
か
っ
た
。『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
実
朝
は
義
盛
の
上
総
介
補
任
に
関
し
て
は
問
題
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
政
子
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
頼
朝
の
時
代
に

「
侍
受
領
」（
六
位
で
国
司
と
な
る
こ
と
）
は
停
止
す
る
と
決
定
が
あ
り
、
実
朝
が
新
し
い
例
を
始
め
る
の
で
あ
れ
ば
女
性
が
口
を
出
す
こ
と
で
は
な
い
と
返
事
を
し
た
た
め
に
許
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
。
一
方
義
時
の
主
達
の
件
は
、
後
に
彼
ら
が
由
緒
を
忘
れ
て
振
る
舞
う
こ
と
を
危
惧
し
た
実
朝
自
身
の
考
え
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
政
子
の
介

入
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

主
達
を
御
家
人
に
準
ず
る
身
分
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
義
時
の
軍
事
力
を
強
化
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
時
は
御
家

人
身
分
で
あ
る
金
窪
行
親
を
重
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
行
親
は
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
活
動
期
間
は
建
仁
二
年
（
一
二
〇
三
）
～
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
と
比
較
的

長
い
（
付
表
９
）
も
の
の
、
行
親
一
代
限
り
の
得
宗
被
官
で
あ
る
た
め
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
三

、
初
期
の
得
宗
被
官
の
活
動
を
考
察
す
る
上
で
は
重
要
な
人
物
と
言
え
る
。 

ま
た
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
に
な
る
と
、
行
親
と
と
も
に
平
姓
安
東
氏
の
祖
と
な
る
安
東
忠
家
も
義
時
の
被
官
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
忠
家
は
駿
河
国
安
東
郡
を
名
字

の
地
と
す
る
武
士
と
考
え
ら
れ
四

、
和
田
合
戦
で
は
常
に
行
親
と
と
も
に
行
動
し
て
い
る
（
付
表
16
①
）。
本
章
の
目
的
は
、
建
保
元
年
に
起
き
た
和
田
合
戦
五

の
中
で
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
行
親
と
忠
家
の
行
動
か
ら
、
初
期
の
得
宗
被
官
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
見
ら
れ
る
行
親
・
忠
家
の
行
動
を
見
て
い
く

と
と
も
に
、
和
田
合
戦
に
関
す
る
『
明
月
記
』
の
記
事
を
用
い
て
事
件
が
起
き
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
第
二
節
で
は
和
田
合
戦
後
の
行
親
の
行
動
を
他
の
得
宗
被
官
と
比
較

す
る
こ
と
で
、
金
窪
氏
が
得
宗
被
官
家
と
し
て
「
確
立
し
な
か
っ
た
理
由
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。 
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第
一
節 

和
田
合
戦
に
お
け
る
金
窪
行
親
と
安
東
忠
家
の
行
動 

 

一 

泉
親
平
の
乱
か
ら
和
田
合
戦
へ 

 

和
田
合
戦
の
原
因
と
な
っ
た
事
件
は
、
信
濃
国
の
住
人
・
泉
小
次
郎
親
平
が
一
昨
年
よ
り
謀
叛
を
企
て
、
尾
張
中
務
丞
が
養
育
す
る
源
頼

家
の
遺
児
・
栄
実
を
大
将
軍
と
し
て
、
義
時
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
六

。
建
保
元
年
二
月
十
五
日
、
千
葉
介
成
胤
が
阿
静
房
安

念
（
信
濃
国
の
住
人
、
青
栗
七
郎
弟
）
を
捕
ら
え
、
義
時
の
も
と
に
召
し
出
さ
れ
た
安
念
は
尋
問
の
た
め
に
二
階
堂
行
村
の
も
と
へ
送
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
行
親
は
義
時
の
命
に
よ
り
、
行
村
の
補
佐
と
し
て
尋
問
に
あ
た
る
よ
う
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
安
念
の
白
状
に
よ

っ
て
謀
反
人
が
明
ら
か
に
な
り
、
翌
十
六
日
、
捕
ら
え
ら
れ
た
人
々
の
身
柄
は
そ
れ
ぞ
れ
御
家
人
た
ち
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
下

記
の
表
１
が
こ
の
時
謀
叛
人
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
人
物
と
、
身
柄
を
預
か
る
御
家
人
の
一
覧
で
あ
る
七

。
義
時
は
張
本
が
百
三
十
余
人
、

一
味
は
二
百
人
に
も
及
ぶ
謀
叛
人
の
身
柄
を
捕
ら
え
て
鎌
倉
に
進
め
る
よ
う
諸
国
の
守
護
人
に
命
じ
、
小
山
朝
政
・
結
城
朝
光
と
と
も
に
行

親
・
忠
家
が
こ
れ
を
奉
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

表
１
を
見
る
と
、
和
田
義
盛
の
子
・
義
直
と
義
重
、
甥
の
胤
長
が
含
ま
れ
て
お
り
、
義
直
・
義
重
は
工
藤
祐
経
の
子
・
祐
時
と
祐
広
（
廉
）

八

が
そ
れ
ぞ
れ
預
か
り
、
胤
長
は
行
親
と
忠
家
が
二
人
で
預
か
っ
て
い
る
。
た
だ
し
す
べ
て
の
人
物
が
処
罰
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
恩
赦

に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
人
物
も
い
る
。
ま
ず
、
薗
田
成
朝
は
十
八
日
に
上
条
時
綱
の
家
か
ら
脱
出
し
て
逐
電
し
、
祈
祷
僧
敬
音
の
坊
で
出
家
を

勧
め
ら
れ
る
が
、
受
領
を
望
む
思
い
を
達
す
る
こ
と
な
く
出
家
は
で
き
な
い
と
し
て
行
方
を
く
ら
ま
し
て
い
る
。
二
十
日
に
な
っ
て
そ
の
こ

と
が
露
見
す
る
と
、
召
し
出
さ
れ
た
敬
音
に
よ
っ
て
成
朝
の
言
い
分
を
聞
い
た
実
朝
は
成
朝
の
受
領
を
望
む
思
い
に
感
心
し
て
、
成
朝
を
捜

し
出
し
て
恩
赦
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
渋
河
兼
守
は
二
十
五
日
に
安
達
景
盛
に
対
し
て
明
日
（
二
十
六
日
）
の
明
け
方
に
誅
殺

す
る
よ
う
に
と
の
命
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
兼
守
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
十
首
の
和
歌
を
荏
柄
社
の
聖
廟
に
奉
納
す
る
と
、
こ
の

和
歌
を
前
日
の
夜
か
ら
荏
柄
社
に
参
篭
し
て
い
た
工
藤
藤
三
祐
高
が
退
出
の
際
に
見
つ
け
て
御
所
に
持
参
し
た
た
め
、
感
心
し
た
実
朝
は
す

謀反人 備考 身柄預かり 備考

1 一村（市村）小次郎近村 信濃国住人。 匠作(北条泰時)

2 籠山次郎 信濃国住人。 高山小三郎重親 高山重遠の子。

3 宿屋次郎（重氏） 宿屋重尭の子。武蔵児玉党。 山上四郎時元

4 上田原平三父子三人 信濃国の武士。 豊田太郎幹重 豊田政幹子。常陸大掾氏一族。

5 薗田七郎成朝 18日に逐電→実朝によって恩赦。 上条三郎時綱 宇都宮頼綱の子。

6 狩野小太郎 結城左衛門尉朝光 小山政光の子。

7 和田左衛門尉義直 義盛の勲功によって赦免。 伊東六郎祐長 工藤祐経の子。

8 和田六郎兵衛尉義重 義盛の勲功によって赦免。 伊東八郎祐廣(廉カ) 工藤祐経の子で祐長の弟。

9 渋河刑部六郎兼守 実朝によって恩赦。 安達右衛門尉景盛 安達盛長の子。

10 和田平太胤長 和田義盛甥。陸奥国岩瀬郡に配流。 金窪兵衛尉行親・安東次郎忠家 義時被官。

11 磯野小三郎 信濃国の武士。 小山左衛門尉朝政 小山政光の子。

（筆者作成）

表1　建保元年2月16日に捕らえられた謀反人と身柄預かり人
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に
兼
守
の
罪
を
赦
し
て
い
る
。
さ
ら
に
和
田
義
直
・
義
重
も
三
月
八
日
に
上
総
国
伊
北
庄
か
ら
鎌
倉
に
駆
け
つ
け
た
義
盛
が
実
朝
に
愁
訴
し
た
た
め
、
父
の
勲
功
に
免
じ
て
罪
を
赦
さ
れ

て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
義
盛
が
三
月
九
日
に
胤
長
の
赦
免
を
求
め
て
一
族
九
十
八
人
を
引
き
連
れ
て
御
所
の
南
庭
に
列
座
し
、
大
江
広
元
を
申
次
と
し
て
実
朝
に
嘆
願
し
た
際
に
は
、
胤
長
は
謀

叛
の
首
謀
者
で
あ
り
、
特
に
策
謀
を
廻
ら
し
た
と
し
て
赦
さ
れ
ず
、
行
親
と
忠
家
の
手
か
ら
二
階
堂
行
村
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
（
史
料
一
）。
さ
ら
に
義
時
に
よ
っ
て
そ
の
身
柄
を
拘
束

す
る
よ
う
に
と
の
実
朝
の
意
向
が
伝
え
ら
れ
た
。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
三
月
九
日
条 

 

義
盛
着
二

木
蘭
地
水
干
葛
袴
一

。

今
日
又
参
二

上
御
所
一

。
引
二

率
一
族
九
十
八
人
一

。
列
二

座
南
庭
一

。
是
可
レ

被
レ

厚
二

面
囚
人
胤
長
一

之
由
。
依
二

申
請
一

也
。
広
元
朝
臣
為
二

申
次
一

。

而
彼
胤
長
為
二

今
度
帳
本
一

。
殊
廻
二

計
略
一

之
旨
。
聞
食
之
間
。
不
レ

能
二

御
許
容
一

。
即
自
二

行
親
。
忠
家
等
之
手
一

。
被
レ

召
二

渡
山
城
判
官
行
村
方
一

。
重
可
レ

加
二

禁
遏
一

之
由
。

相
州
被
レ

伝
二

御
旨
一

。
此
間
。
面
二

縛
胤
長
身
一

。
渡
二

一
族
座
前
一

。
行
村
令
レ

請
二

取
之
一

。
義
盛
逆
心
職
而
由
レ

之
云

々

。 

『
吾
妻
鏡
』
は
こ
の
時
、
胤
長
を
後
ろ
手
に
縛
り
、
一
族
が
列
座
す
る
前
で
行
村
に
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
が
、
義
盛
の
逆
心
の
由
来
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
結
局
、
胤
長
は
三
月
十

七
日
、
陸
奥
国
岩
瀬
郡
に
配
流
と
な
っ
た
。
な
お
首
謀
者
と
さ
れ
る
泉
親
平
に
つ
い
て
は
、
三
月
二
日
に
鎌
倉
の
違
橋
に
隠
れ
て
い
る
と
の
風
聞
が
あ
っ
た
た
め
工
藤
十
郎
が
遣
わ
さ
れ

た
が
、
合
戦
と
な
り
工
藤
十
郎
は
郎
従
数
人
と
と
も
に
殺
害
さ
れ
、
親
平
は
逐
電
し
て
い
る
。 

三
月
十
九
日
に
は
横
山
時
兼
が
義
盛
の
も
と
を
訪
れ
た
こ
と
で
、
甲
冑
を
着
た
兵
五
十
余
名
が
義
盛
の
宿
所
の
辺
り
を
往
来
し
、
用
心
の
た
め
に
御
所
で
行
わ
れ
て
い
た
和
歌
会
が
中

止
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
十
一
日
に
胤
長
の
長
女
（
六
歳
）
の
死
と
そ
の
母
（
二
十
七
歳
）
の
出
家
の
記
事
が
あ
り
、
二
十
五
日
に
は
闕
所
地
と
な
っ
た
胤
長
の
屋
地
に
関
す
る

記
事
が
あ
る
。
こ
の
胤
長
の
屋
敷
地
は
荏
柄
社
の
前
に
あ
り
、
御
所
の
東
隣
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
実
朝
の
近
習
の
者
が
頻
り
に
望
ん
で
い
た
が
、
義
盛
が
女
房
の
五

条
局
を
通
じ
、
頼
朝
の
時
代
よ
り
一
族
の
所
領
が
没
収
さ
れ
た
時
に
他
人
に
賜
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
の
地
は
宿
直
に
祗
候
す
る
の
に
便
宜
で
あ
る
と
主
張
し
て
拝
領
を
願
い

出
た
と
こ
ろ
、
聞
き
届
け
ら
れ
義
盛
が
拝
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
義
盛
も
喜
ん
で
い
た
が
、
四
月
二
日
に
な
っ
て
突
如
義
時
が
拝
領
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
す
で
に
義
盛

の
代
官
・
久
野
谷
弥
次
郎
が
住
居
を
定
め
て
い
た
の
を
、
行
親
と
忠
家
に
追
い
出
さ
せ
、
二
人
に
分
け
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
史
料
二
）。 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
四
月
二
日
条 

 

相
州
被
レ

拝
二

領
胤
長
荏
柄
前
屋
地
一

。
則
分
二

給
于
行
親
。
忠
家
一

之
間
。
追
二

出
前
給
人
一

。
和
田
左
衛
門
尉
義
盛
代
官
久
野
谷
弥
次
郎
各
所
二

卜
居
一

也
。
義
盛
雖
レ

含
二

鬱
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陶
一

。
論
二

勝
劣
一

。
已
加
二

虎
鼠
一

。
仍
再
不
レ

能
レ

申
二

子
細
一
云

々

。
先
日
相
二

率
一
類
一

。
参
二

訴
胤
長
事
一

之
時
。
敢
無
二

恩
許
沙
汰
一

。
剰
面
二

縛
其
身
一

。
渡
二

一
族
之
眼
前
一

。

被
レ

下
二

判
官
一

。
称
レ

失
二

列
参
之
眉
目
一

。
自
二

彼
日
一

悉
止
二

出
仕
一

畢
。
其
後
。
義
盛
給
二

件
屋
地
一

、
聊
欲
レ

慰
二

怨
念
一

之
処
。
不
二

事
問
一

被
レ

替
。
逆
心
弥
不
レ

止
而
起
云

々

。 

義
盛
は
不
満
を
抱
き
つ
つ
も
、
義
時
と
の
勝
劣
を
論
ず
れ
ば
、
す
で
に
虎
と
鼠
の
よ
う
で
あ
り
、
再
度
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
和
田
氏
一
族
は
胤
長
の
一
件
で
面
目

を
失
っ
た
と
し
て
出
仕
を
や
め
て
い
た
が
、
胤
長
の
屋
地
を
賜
る
こ
と
で
不
満
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
義
盛
に
断
わ
り
無
く
義
時
が
拝
領
す
る
こ
と
と
な
り
、

逆
心
は
い
よ
い
よ
抑
え
難
く
、
決
起
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
四
月
十
五
日
に
実
朝
の
側
近
で
も
あ
る
朝
盛
が
出
家
し
遁
世
す
る
も
、
十
八
日
に
は
連
れ
戻
さ
れ
る
と
い
う
騒
動

や
、
二
十
四
日
に
義
盛
が
長
年
帰
依
し
て
い
た
尊
道
房
を
追
い
出
し
た
こ
と
に
し
て
、
伊
勢
神
宮
で
祈
祷
を
行
わ
せ
て
い
る
と
い
う
流
言
が
「
再
三
」
流
れ
る
な
ど
、
騒
が
し
く
な
る
。 

実
朝
は
四
月
二
十
七
日
に
謀
叛
の
実
否
を
尋
ね
る
た
め
、
義
盛
の
も
と
に
宮
内
兵
衛
尉
公
氏
を
派
遣
し
て
い
る
。
義
盛
は
「
更
無
二

謀
叛
企
一

」
と
述
べ
た
も
の
の
、
古
郡
保
忠
・
朝
夷

名
義
秀
以
下
の
勇
士
が
列
座
し
、
兵
具
を
「
調
置
」
い
た
と
い
う
。
公
氏
が
帰
参
し
て
事
情
を
報
告
す
る
と
、
義
時
が
鎌
倉
に
い
る
御
家
人
を
御
所
に
召
集
し
、「
是
義
盛
日
来
有
二

謀
反

之
疑
一

。
事
已
決
定
歟
。
但
未
レ

及
レ

着
二

甲
冑
一

」
と
言
っ
て
い
る
。
同
日
夕
方
に
は
再
び
実
朝
の
使
者
と
し
て
刑
部
丞
忠
季
が
義
盛
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
義
盛
は
「
於
レ

上

全
不
レ

存
レ

恨
。
相
州
所
為
。
傍
若
無
人
之
間
。
為
レ

尋
二

承
子
細
一

。
可
二

発
向
一

之
由
。
近
日
若
輩
等
潜
以
令
二

群
議
一

歟
。
義
盛
度
々
雖
レ

諫
レ

之
。
一
切
不
レ

拘
。
已
成
二

同
心
一

訖
。
此

上
事
力
不
レ

及
」
と
答
え
た
と
い
う
。 

翌
日
の
二
十
八
日
に
は
義
時
が
御
所
に
参
り
、
大
江
広
元
ら
を
呼
ん
で
相
談
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
同
日
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
供
僧
に
は
大
般
若
経
の
転
読
、
勝
長
壽
院

別
当
法
橋
定
豪
（
東
密
）
に
大
威
徳
法
、
小
河
法
印
忠
快
（
台
密
）
に
不
動
法
、
浄
遍
（
静
遍
）
僧
都
（
東
密
）
に
金
剛
童
子
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
、
陰
陽
道
で
も
天
地
災
変
祭
（
安

部
親
職
）・
天
曹
地
府
祭
（
安
部
泰
貞
）・
属
星
祭
（
安
部
宣
賢
）
を
行
う
よ
う
広
元
の
奉
書
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
和
田
氏
と
の
合
戦
を
意
識
し
て
の
祈
祷
と
い
え

よ
う
。
二
十
九
日
に
は
実
朝
の
勅
勘
を
蒙
り
、
義
時
に
義
絶
さ
れ
て
い
た
朝
時
九

が
義
時
の
飛
脚
に
よ
っ
て
駿
河
国
か
ら
到
着
し
て
お
り
、
義
時
側
も
合
戦
に
備
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

と
こ
ろ
が
、
義
盛
が
挙
兵
し
た
五
月
二
日
、「
義
盛
与
二

時
兼
一

。
雖
レ

有
二

謀
合
之
疑
一

。
非
二

今
朝
之
事
一

歟
由
。
猶
預
之
間
。
於
二

御
所
一

。
敢
無
二

警
衛
之
備
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
義

時
は
義
盛
の
挙
兵
が
「
今
朝
」
で
あ
る
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、
囲
碁
会
を
開
い
て
い
た
。
広
元
の
邸
宅
で
は
酒
宴
が
開
か
れ
て
お
り
、
泰
時
も
酒
宴
の
最
中
だ
っ
た
よ
う
で
、
合
戦
の
最

中
に
二
日
酔
い
で
意
識
が
朦
朧
と
し
て
い
た
と
合
戦
後
に
語
っ
て
い
る
一
〇

。 

合
戦
の
推
移
の
詳
細
に
つ
い
て
は
合
戦
時
の
行
親
・
忠
家
の
行
動
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
省
略
す
る
が
、
坂
井
孝
一
氏
は
義
盛
が
御
所
を
襲
撃
し
た
時
間
が
ま
だ
明
る
い
「
申
」
の

刻
（
午
後
三
時
か
ら
五
時
）
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
挙
兵
情
報
が
漏
れ
始
め
た
こ
と
で
、
横
山
時
兼
の
到
着
を
待
た
ず
し
て
挙
兵
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
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い
る
一
一

。
横
山
時
兼
が
到
着
し
た
の
が
三
日
の
寅
刻
（
午
前
三
時
～
五
時
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
予
定
が
早
ま
っ
た
の
は
確
実
で
あ
ろ
う
一
二

。 
な
お
、
合
戦
の
様
子
を
記
し
た
『
吾
妻
鏡
』
五
月
二
日
条
、
三
日
条
に
は
『
明
月
記
』
の
記
事
を
切
り
貼
り
し
て
書
か
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
箇
所
が
あ
る
。
も
と
と
な
っ
た
の

は
『
明
月
記
』
五
月
九
日
条
で
あ
る
（
史
料
三
、
史
料
四
）。
和
田
合
戦
後
に
鎌
倉
か
ら
派
遣
さ
れ
た
飛
脚
は
五
月
八
日
に
は
京
に
到
着
し
て
い
た
よ
う
で
、
定
家
は
ま
ず
九
日
の
朝
に
伝

聞
に
よ
っ
て
知
っ
た
情
報
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
史
料
三
）。 

【
史
料
三
】『
明
月
記
』
建
保
元
年
五
月
九
日
条
① 

今
朝
聞
、
関
東
勝
事
出
来
云
々
、
伝
々
説
、
和
田
左
衛
門
尉
某
、
号
二

三
浦
党
一

、
横
山
党
両
人
共
其
勢
抜
群
者
云
々
、
合
謀
、
去
二
日
申
時
、
忽
襲
二

将
軍
幕
下
一

、
其
時
将
軍

更
無
二

警
衛
之
備
一

、
或
杯
酌
淵
酔
云
々
、
忽
然
周
章
合
戦
、
其
夜
曙
、
翌
日
又
暮
、
旦
而
戦
、
見
レ

星
未
レ

已
、
将
軍
与
二

外
舅
相
模
守
義
時
、
大
膳
大
夫
広
元
等
一

、
間
行
而

入
山
、
脱
身
而
隙
去
、
賊
又
隔
二

大
威
一

、
而
夜
遂
引
去
、
但
悉
焼
二

城
郭
一

、
室
屋
無
レ

不
二

残
破
一

、
梟
二

首
金
吾
一

又
死
二

戦
場
一

、
散
二

卒
儲
船
一

、
自
二

海
上
一

逃
去
云
々
、
天

下
勝
事
何
事
過
斯
乎
、 

 

表
現
や
表
記
を
変
え
て
い
る
所
も
あ
る
が
、
傍
線
部
は
『
吾
妻
鏡
』
に
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
史
料
三
か
ら
は
御
所
で
は
合
戦
に
備
え
て
の
警
備
が
な
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
、
酒
宴
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
、
実
朝
は
義
時
と
広
元
と
と
も
に
逃
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
定
家
は
同
日
の
戌
刻
（
午
後
七
時
～
九
時
）
に
参
院
し
た
際
に

聞
い
た
情
報
を
書
き
加
え
て
い
る
（
史
料
四
）。
こ
こ
で
は
義
盛
の
実
名
も
記
さ
れ
て
お
り
、
広
元
の
行
動
を
中
心
と
し
た
五
月
二
日
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
義
時
の
こ
と
に

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
広
元
の
書
状
を
持
っ
た
飛
脚
が
「
昨
日
申
刻
許
」
に
到
着
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
一
三

こ
と
か
ら
、
定
家
が
聞
い
た
情
報
は
広
元
が
派
遣
し
た
飛

脚
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

【
史
料
四
】『
明
月
記
』
建
保
元
年
五
月
九
日
条
② 

 

二
日
申
時
和
田
左
衛
門
義
盛

、
宿
所
忽
聞
二

甲
兵
之
音
一

、
去
春
謀
叛
者
結
党
之
由
有
二

風
聞
落
書
等
一

、
件
義
盛
為
二

其
張
本
一

、
而
自
二

披
陳
一

、
聞
二

子
細
一

、
已
以
免
許
、
有

二

和
解
之
気
色
一

、
如
二

尋
常
之
時
一

、
在
二

近
辺
宿
所
一

、
而
猶
有
二

内
内
議
一

、
可
レ

為
二

鯨
鯢
一

之
由
聞
レ

之
、
因
レ

茲
更
聚
レ

党
成
二

其
計
一

、
是
只
以
韓
彭
葅
醢
也
、
其
近
辺
宿

所
者
又
左
衛
門
尉
、

聞
レ

之
、
即
備
二

戎
服
一

、
発
二

使
者
広
元
朝
臣
一

、
于
レ

時
件
朝
臣
賓
客
在
レ

座
、
杯
酌
方
酣
、
亭
主
聞
レ

之
、
独
起
レ

座
、
奔
二

参
将
軍
在
所
一

、
相
共
逃
二

去
其
所

一

、
赴
二

故
将
軍
墓
所
堂
一
、
去
七
八
町
、
或
云
二
階
堂
、

此
間
義
盛
甥
三
浦
左
衛
門
尉
義
村
、
本
自
与
叔
父
、
違
背
為
仇
讐
、

告
二

義
盛
已
出
軍
之
由
一

、
依
而
人
々
告
二

母
儀
妻
室
等
一

、
僅
逃
去
之
間
、

醉
郷
之
士
依
レ

救
二

彼
客
一

、
即
放
二

火
其
城
郭
一

、
室
屋
不
レ

残
二

一
宇
一

、 
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「
去
春
謀
叛
者
結
党
之
由
」
と
あ
る
の
は
二
月
の
泉
親
平
の
乱
の
こ
と
で
、
こ
の
記
事
か
ら
は
泉
親
平
の
乱
に
関
す
る
風
聞
や
落
書
で
は
義
盛

が
「
其
張
本
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
実
朝
と
義
盛
と
は
和
解
し
、
平
常
通
り
義
盛
も
御
所
近
辺
の
宿
所
に

あ
っ
た
が
、
な
お
「
内
々
の
儀
」
が
あ
っ
て
義
盛
を
「
鯨
鯢
」（
大
悪
党
）
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
謀
叛
人
と
し
て
討
と
う
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
）
と
聞
き
、
挙
兵
に
至
っ
た
と
記
し
て
い
る
。「
韓
彭
葅
醢
」（
韓
信
匍
匐
）
と
い
う
の
は
「
韓
信
の
股
く
ぐ
り
」
、
す
な
わ
ち
「
大

志
あ
る
者
は
目
前
の
恥
を
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
譬
え
で
一
四

、
挙
兵
し
て
し
ま
っ
た
義
盛
に
対
す
る
定
家
の
感
想
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
三
浦
義
村
一
五

に
つ
い
て
も
、
「
も
と
よ
り
」
義
盛
に
違
背
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
と
義
盛
に
対
し
て
挑
発
行

為
を
繰
り
返
し
、
和
田
合
戦
直
前
の
四
月
二
十
八
日
に
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
義
時
が
、
五
月
二
日
に
は
御
所
の
警
備
を
特
に
し
て
い
な
か
っ
た
の

は
、
義
時
が
義
村
か
ら
「
本
来
の
挙
兵
日
」
に
関
す
る
情
報
を
得
て
い
た
た
め
、
二
日
に
は
合
戦
が
起
こ
ら
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
義
村
が
義
盛
に
対
し
て
御
所
の
北
門
を
警
護
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
義

時
と
も
通
じ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。 

 

二 

和
田
合
戦
の
戦
後
処
理
と
行
親
・
忠
家
の
立
場 

 

五
月
三
日
の
酉
刻
、
和
田
義
直
が
伊
具
馬
太
郎
盛
重
に
討
ち
取
ら
れ
た
一
六

。
こ
の
こ
と
を
嘆
き
悲
し
ん
だ
義
盛
は
迷
走
し
、
大
江
能
範
の
所
従

に
討
ち
取
ら
れ
、
義
重
・
義
信
・
秀
盛
も
同
じ
く
討
ち
取
ら
れ
た
。
義
秀
は
安
房
国
へ
逃
れ
、
常
盛
・
山
内
政
宣
・
岡
崎
実
忠
・
横
山
時
兼
・
古

郡
保
忠
・
朝
盛
の
「
大
将
軍
」
六
人
は
逐
電
し
た
が
、
二
日
間
に
渡
っ
て
行
わ
れ
た
合
戦
は
終
わ
っ
た
。
死
亡
し
た
義
盛
と
子
息
、
そ
し
て
胤
長

の
享
年
と
、
享
年
か
ら
逆
算
し
た
生
年
、
死
因
を
ま
と
め
た
の
が
表
２
で
あ
る
。 

合
戦
が
終
了
す
る
と
、
再
び
行
親
と
忠
家
の
活
動
が
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
三
日
に
行
親
と
忠
家
は
義
時
の
命
に
よ
り

死
骸
の
実
検
に
あ
た
り
、
二
人
は
仮
屋
を
由
比
浜
の
汀
に
構
え
、
義
盛
以
下
の
首
を
取
っ
て
集
め
て
い
る
。
四
日
に
は
法
華
堂
か
ら
政
子
の
邸
宅

に
移
っ
た
実
朝
の
命
に
よ
り
、
二
階
堂
行
村
を
奉
行
と
し
て
和
田
合
戦
の
際
に
負
傷
し
た
軍
士
た
ち
を
集
め
、
実
検
を
加
え
て
お
り
、
こ
の
際
も

人　名 享年 生　年 死　因 典　拠

1 和田左衛門尉義盛 67歳 久安3年(1147) 大江能範所従に討たれる。 『吾』5.3条

2 和田新左衛門尉常盛 42歳 承安2年(1272) 逐電したが4日に坂東山償原別所で自害。 『吾』5.4条

3 朝夷奈三郎義秀 (38歳) 安元2年(1276) 安房国へ 『吾』5.3条

4 和田四郎左衛門尉義直 37歳 治承1年(1277) 伊具馬太郎盛重に討たれる。 『吾』5.3条

5 和田五郎兵衛尉義重 34歳 治承4年(1180) 大江能範所従に討たれる。 『吾』5.3条

6 和田六郎兵衛尉義信 28歳 文治2年(1186) 大江能範所従に討たれる。 『吾』5.3条

7 和田七郎秀盛 15歳 正治1年(1199) 大江能範所従に討たれる。 『吾』5.3条

8 和田平太胤長 31歳 寿永2年(1183) 配所の陸奥国岩瀬郡鏡沼南辺で誅殺される。 『吾』5.9条

（筆者作成）

表 2 建保元年（ 1213）和田合戦における和田氏の享年と死因一覧

※生年は没年からの逆算による。
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行
親
と
忠
家
が
行
村
の
補
佐
に
当
た
っ
て
い
る
。
ま
た
六
日
、
義
時
は
行
村
・
行
親
・
忠
家
に
命
じ
て
合
戦
に
お
い
て
死
亡
し
た
者
・

生
け
捕
り
に
し
た
者
の
交
名
を
作
成
さ
せ
、
実
朝
に
献
上
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
交
名
作
成
は
、
頼
朝
期
に
は
侍
所
所
司
の
梶
原
景

時
や
頼
朝
の
雑
色
た
ち
が
担
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
一
七

。
交
名
は
合
戦
の
恩
賞
を
決
め
る
際
に
重
要
な
基
礎
資
料
と
な
る
も
の
だ
が
、

そ
の
作
成
に
も
義
時
の
被
官
が
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
一
八

。 

和
田
義
盛
・
横
山
時
兼
以
下
謀
叛
人
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
五
日
に
美
作
・
淡
路
等
の
守
護
職
と
横
山
庄
以
下
の
主
な
所
領
が
没
収

さ
れ
、
義
盛
の
後
任
の
侍
所
別
当
に
は
義
時
が
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
は
じ
め
て
政
所
別
当
と
侍
所
別
当
を
兼
ね
る
「
執
権
」
が
誕
生

し
た
こ
と
に
な
る
。
義
時
の
侍
所
別
当
就
任
に
伴
い
、
翌
六
日
に
は
行
親
が
侍
所
所
司
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
細
川
重
男
氏
は
「
行
親

は
御
家
人
で
あ
り
、
所
司
就
任
に
問
題
は
な
い
が
、
か
つ
て
は
将
軍
側
近
で
あ
り
別
当
義
盛
の
同
輩
で
あ
っ
た
梶
原
景
時
が
就
い
て
い

た
所
司
に
、
別
当
義
時
の
私
的
従
者
が
補
任
さ
れ
た
こ
と
は
、
侍
所
所
司
の
性
格
の
変
質
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
一
九

と
し
て
、「
侍

所
の
北
条
氏
に
よ
る
家
業
化
の
第
一
歩
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
日
に
は
勲
功
の
あ
っ
た
者
に
対
す
る
恩
賞
の
主
な
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
。
そ
の
後
、

七
月
十
一
日
に
は
、
和
田
合
戦
で
生
け
捕
り
に
さ
れ
て
い
た
冨
田
三
郎
親
家
を
実
朝
の
命
に
よ
り
赦
免
す
る
こ
と
に
な
り
、
義
時
は
す

ぐ
に
そ
の
旨
を
行
親
に
命
じ
て
い
る
。
侍
所
所
司
と
し
て
任
務
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

こ
こ
で
和
田
合
戦
前
後
の
行
親
と
忠
家
の
活
動
を
確
認
す
る
と
表
３
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
侍
所
別
当
で
あ
っ
た
和
田

義
盛
が
三
月
八
日
ま
で
上
総
国
に
あ
り
、
風
聞
等
に
よ
っ
て
義
盛
自
身
に
謀
叛
の
嫌
疑
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
侍

所
所
司
に
任
じ
ら
れ
る
以
前
よ
り
行
親
が
そ
の
職
務
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
比
企
氏
の
乱
の
際
に
時
政
の
「
遠
州
侍
所
」
が

あ
っ
た
よ
う
に
二
〇

、
得
宗
家
に
も
「
御
内
侍
所
」
が
存
在
す
る
。
被
官
た
ち
の
詰
所
で
あ
り
、
そ
れ
を
統
括
し
た
の
が
有
力
得
宗
被
官

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
、
鎌
倉
に
到
着
し
た
謀
叛
人
の
身
柄
を
、「
御
内
侍
所
」
工
藤
右
近
将
監
の
沙
汰
と
し
て
、

「
御
内
之
仁
等
」
に
預
け
ら
れ
て
い
る
二
一

。
政
所
別
当
と
な
り
、
北
条
氏
の
惣
領
と
な
っ
た
義
時
の
邸
宅
に
も
お
そ
ら
く
「
相
州
侍
所
」

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、
和
田
胤
長
の
身
柄
も
、「
相
州
侍
所
」
の
中
心
者
で
あ
る
行
親
と
忠
家
に
預
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
義
時

日付 活動内容 人物

① 2.15 阿静房安念を二階堂行村のもとへ送る使者となる。 行親

② 2.16 和田胤長の身柄を預かる。 行親・忠家

③ 3.9 和田胤長を後ろ手で縛り、和田氏一族の前を引きまわして二階堂行村に渡す。 行親・忠家

④ 4.2 胤長邸跡にすでに住んでいた義盛の給人を追い出す。 行親・忠家

⑤ 5.3
義時の命により和田合戦の死骸を実検。仮屋を由比浜の汀に構え、義盛以下の首を取り集め

る。日暮れになったのでそれぞれ松明を取った。
行親・忠家

⑥ 5.4 二階堂行村を補佐し、和田合戦の際に負傷した軍士たちの実検。 行親・忠家

⑦ 5.6 二階堂行村を補佐し、和田合戦で死亡した者・生け捕りした者の交名を注進。 行親・忠家

⑧ 5.7 侍所所司となる。 行親

⑨ 5.7 金窪を拝領。 行親

表３ 和田合戦における金窪行親と安東忠家の活動

（筆者作成）
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の
侍
所
の
中
心
人
物
が
そ
の
ま
ま
幕
府
の
侍
所
の
所
司
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
第
二
節 

和
田
合
戦
後
の
金
窪
行
親 

 

一 

建
保
元
年
五
月
七
日
条
に
お
け
る
「
金
窪
」 

 

そ
れ
で
は
和
田
合
戦
の
恩
賞
の
主
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
建
保
元
年
五
月
七
日
条
（
史
料
五
）
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

【
史
料
五
】『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
七
日
条 

          

 

 
 
 

今
日
。
相
州
自
二

大
倉
一

渡
二

御
若
宮
大
路
御
亭
一

。
其
後
祗
候
人
等
蒙
二

勲
功
之
賞
一
云

々

。 

同
国
由
利
郡
大

弐

局

同
国
三
迫
藤
民

部

大

夫

上
野
国
桃
井
藤

内

左

衛

門

尉

同
国
幾
与
宇
藤

内

兵

衛

尉

上
総
国
飯
冨
庄
武

州

武
蔵
国
長
井
庄
藤

九

郎

次

郎

坂
東
田
原
志

村

次

郎

同
国
岡
崎
近

藤

左

衛

門

尉

同
国
大
井
庄
山

城

判

官

相
模
国
山
内
庄
相

州

同
国
福
地
鎌

田

兵

衛

尉

同
国
古
郡
加

藤

兵

衛

尉

甲
斐
国
波
加
利
本
庄
武

田

冠

者

金
窪
左

衛

門

尉

行

親

同
国
名
取
郡
平

六

左

衛

門

尉

陸
奥
国
遠
田
郡
修

理

亮

常
陸
国
佐
都
伊

賀

前

司

同
国
伊
北
郡
平

九

郎

左

衛

門

尉

横
山
庄
大

膳

大

夫

同
国
渋
谷
庄
女

房

因

幡

局

同
国
懐
嶋
山

城

四

郎

兵

衛

尉

同
国
菖
蒲
同

上

同
国
井
上
大

須

賀

四

郎

同
国
岩
間
伊

賀

二

郎

兵

衛

尉

同
新
庄
鳩

津

左

衛

門

尉
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恩
賞
と
な
っ
た
土
地
は
甲
斐
・
相
模
・
上
総
・
上
野
・
陸
奥
・
信
濃
・
常
陸
な
ど
各
地
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
北
条
氏
一
族
で
は
義
時
が
後
に
北
条
得
宗
家
に
と
っ
て
重
要
な
地
と
な

る
相
模
国
山
内
庄
と
同
国
菖
蒲
を
、
時
房
が
上
総
国
飯
富
庄
、
泰
時
が
陸
奥
国
遠
田
郡
を
拝
領
し
、
行
親
が
「
金
窪
」
を
拝
領
し
て
い
る
。
な
お
、
三
浦
義
村
は
陸
奥
国
名
取
郡
、
胤
義

は
上
総
国
伊
北
郡
を
得
て
い
る
。
ま
た
史
料
五
の
最
後
に
は
「
祗
候
人
等
蒙
二

勲
功
之
賞
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
義
時
が
大
倉
か
ら
若
宮
大
路
の
邸
宅
に
移
っ
た
後
、
義
時
の
「
祗
候
人
」

た
ち
も
勲
功
に
よ
っ
て
賞
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

細
川
氏
は
金
窪
の
地
は
義
盛
の
四
男
で
金
窪
四
郎
左
衛
門
尉
を
称
し
て
い
た
和
田
義
直
二
二

の
所
領
で
あ
る
と
し
、「
行
親
は
和
田
合
戦
以
前
か
ら
陸
奥
国
金
窪
に
係
わ
り
が
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
和
田
義
直
の
旧
領
を
拝
領
し
た
」
と
し
て
い
る
二
三

。
一
方
、
高
橋
秀
樹
氏
は
行
親
が
初
出
の
建
仁
三
年
九
月
二
日
条
の
時
点
で
す
で
に
「
金
窪
太
郎
行
親
」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
他
の
恩
給
地
の
表
記
が
「
国
名
＋
地
名
＋
給
人
の
通
称
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
行
親
の
み
実
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
金
窪
」
の
地
が
収
公
さ
れ
て
行
親
に
給
与
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、「
本
来
、
注
文
作
成
者
の
名
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
『
金
窪
左
衛
門
尉
行
親
』
が
混
入
し
、
御
給
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
」
二
四

と
指
摘
し
て
い
る
。 

そ
こ
で
史
料
五
の
「
金
窪
」
を
よ
く
見
る
と
、「
陸
奥
国
遠
田
郡
」、「
同
国
三
迫
」、「
同
国
名
取
郡
」、「
同
国
由
利
郡
」
と
記
さ
れ
た
後
に
「
金
窪
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
金
窪
」
の

前
の
由
利
郡
は
「
同
国
」
と
あ
る
が
陸
奥
国
で
は
な
く
、
出
羽
国
の
所
領
で
あ
る
二
五

。「
金
窪
」
に
は
「
同
国
」
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
陸
奥
国
あ
る
い
は
出
羽
国
の
所
領
と
は
確
定
し

得
な
い
。
同
じ
く
国
名
表
記
の
な
い
「
横
山
庄
」
は
横
山
氏
の
所
領
で
武
蔵
国
の
所
領
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、「
坂
東
田
原
」
は
古
郡
氏
の
所
領
で
甲
斐
国
都
留
郡
の
「
田
原
」
と

考
え
ら
れ
、
相
模
国
の
所
領
の
後
に
追
記
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
金
窪
氏
に
つ
い
て
は
本
姓
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
不
明
な
点
が
多
い
が
、
太
田
亮
氏

が
金
窪
氏
を
武
蔵
国
児
玉
郡
金
窪
の
武
士
と
し
て
い
る
二
六

よ
う
に
、
和
田
義
直
の
所
領
で
あ
っ
た
「
金
窪
」
も
武
蔵
国
の
所
領
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
、
高
橋
氏
の
指
摘
す
る
人
名
表
記
の
問
題
だ
が
、
行
親
の
行
動
を
見
る
と
、
負
傷
者
や
死
亡
者
の
交
名
注
進
に
は
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
通
常
文
書
等
に
自
ら
の

名
を
記
す
場
合
は
「
金
窪
左
衛
門
尉
行
親
」
と
は
記
さ
ず
、「
左
衛
門
尉
行
親
」「
左
衛
門
尉
」、「
行
親
」
な
ど
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
交
名
注
進
者
で
あ
っ
た
行
親
の
名
前
が
混
入
し
て

し
ま
っ
た
可
能
性
は
低
い
と
い
え
る
。 

古
澤
直
人
氏
は
和
田
合
戦
を
「
駿
河
・
遠
江
・
相
模
・
武
蔵
に
お
い
て
、
国
司
や
守
護
を
兼
帯
（
あ
る
い
は
そ
の
権
能
を
実
質
的
に
行
使
）
し
た
北
条
氏
に
よ
る
、
御
家
人
被
官
化
の

動
き
に
対
す
る
相
武
有
力
御
家
人
の
反
発
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
」 

と
し
、
横
山
時
兼
が
和
田
氏
に
与
し
て
反
乱
の
計
画
を
立
て
た
の
も
、「
単
な
る
姻
戚
関
係
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
相

模
国
に
お
け
る
北
条
氏
に
よ
る
御
家
人
組
織
化
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
が
基
本
的
な
要
因
」
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る 

。
し
か
し
、
建
保
元
年
段
階
で
は
御
家
人
の
被
官
化
が
そ
れ
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ほ
ど
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
ず
、
御
家
人
の
被
官
化
が
乱
の
背
景
に
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
義
時
と
義
村
の
側
に
義
盛
を
討
つ
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
義
時
が
御
家
人
の
被
官
化
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
侍
所
別
当
の
地
位
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
義
村
も
三
浦
氏
の
惣
領
と
し
て
の
立

場
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
義
盛
を
討
つ
必
要
が
あ
っ
た
。
実
際
に
、
和
田
義
盛
の
上
総
国
伊
北
庄
は
義
村
が
得
て
お
り
、
建
仁
二
年
以
降
胤
長
が
つ
と
め
て
い
た
的
始
の
一
番
筆
頭
の
射

手
と
し
て
の
立
場
も
三
浦
氏
が
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
二
七

。 

 

二 

和
田
合
戦
後
の
金
窪
行
親 

 

和
田
合
戦
後
の
金
窪
行
親
の
行
動
は
、
建
保
元
年
八
月
三
日
に
御
所
の
上
棟
の
最
中
に
起
こ
っ
た
騒
動
を
義
時
の
命
で
安
東
忠
家
と
と
も
に
鎮
圧
し
た
の
を
最
後
に
、
建
保
六
年
（
一

二
一
八
）
九
月
十
四
日
条
ま
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
建
保
六
年
の
行
動
は
、
使
者
と
し
て
前
日
に
起
こ
っ
た
鶴
岡
八
幡
宮
で
の
狼
藉
に
つ
い
て
糾
明
に
あ
た
っ
た
も
の
だ
が
、

こ
の
事
件
の
少
し
前
、
七
月
二
十
二
日
に
は
実
朝
の
命
に
よ
り
侍
所
の
職
掌
分
担
が
な
さ
れ
、「
侍
所
司
五
人
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
侍
所
別
当
も
泰
時
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

泰
時
が
侍
所
別
当
と
な
り
二
階
堂
行
村
・
三
浦
義
村
と
と
も
に
御
家
人
の
こ
と
を
奉
行
、
大
江
能
範
が
実
朝
の
御
行
以
下
の
御
所
中
の
雑
事
奉
行
、
伊
賀
光
宗
は
御
家
人
の
供
奉
の
所
役

以
下
に
つ
い
て
の
催
促
に
あ
た
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
行
親
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
泰
時
を
含
む
五
人
で
別
当
の
職
務
を
分
担
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
二
八

、

侍
所
所
司
は
引
き
続
き
行
親
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

そ
し
て
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
正
月
二
十
七
日
に
源
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
た
後
、
阿
野
時
元
二
九

が
二
月
十
一
日
に
多
勢
を
率
い
て
奥
深
い
山
に
城
郭
を
構
え
、
宣
旨
を
賜
り
東
国
を
支

配
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
と
の
知
ら
せ
を
受
け
三
〇

、
行
親
は
二
月
十
九
日
に
義
時
・
政
子
の
命
で
時
元
誅
殺
の
た
め
に
御
家
人
を
率
い
て
駿
河
国
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
二
十
二
日
に
駿

河
国
阿
野
郡
に
到
着
し
た
一
行
は
阿
野
次
郎
・
同
三
郎
を
攻
め
落
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
侍
所
所
司
と
し
て
の
行
動
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
し
ば
ら
く
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
な
く
な

り
、
行
親
が
再
び
『
吾
妻
鏡
』
に
姿
を
見
せ
る
の
は
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
三
月
九
日
条
で
あ
る
。
こ
の
時
、
行
親
は
波
多
野
経
朝
が
前
浜
の
辺
の
民
屋
で
生
け
捕
っ
た
、
後
鳥
羽
の

三
宮
と
称
し
て
陰
謀
を
企
て
た
者
と
そ
の
伴
党
師
四
・
五
人
に
対
し
て
、
泰
時
の
命
に
よ
り
平
盛
綱
と
と
も
に
尋
問
に
あ
た
っ
て
い
る
。「
金
窪
左
衛
門
尉
。
平
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
あ
る

よ
う
に
、
行
親
が
先
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
行
親
が
所
司
で
、
盛
綱
が
こ
れ
ま
で
の
安
東
忠
家
に
替
わ
り
行
親
の
補
佐
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

行
親
は
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
五
月
五
日
に
常
御
所
に
盗
賊
が
入
っ
た
際
に
も
、
泰
時
の
命
に
よ
り
盛
綱
ら
と
と
も
に
大
番
衆
に
命
じ
て
四
方
を
警
護
さ
せ
、
人
の
出
入
り
を
止
め
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て
い
る
（
史
料
六
）。
泰
時
の
代
に
お
い
て
も
行
親
が
所
司
で
あ
る
こ
と
に
変
化
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

【
史
料
六
】『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
五
月
五
日
条 

 

子
剋
。
盗
人
推
二

参
常
御
所
一

。
盗
二

取
御
剣
御
布
衣
等
一

不
レ

知
二

行
方
一

。
武
州
依
レ

令
下

聞
二

此
事
一

給
上

。
則
被
レ

参
。
仰
二

金
窪
左
衛
門
尉
行
親
。
平
三
郎
左
衛
門
尉
盛
綱

等
一

。
令
三

大
番
衆
警
二

護
四
方
一

。
被
レ

止
二

人
之
出
入
一
云

々

。 
 

し
か
し
、
史
料
六
か
ら
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
ま
で
再
び
行
親
の
活
動
は
確
認
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
間
、
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
に
家
令
の
尾
藤
景
綱
が
死
去
し
三
一

、
盛
綱
が

そ
の
後
任
と
し
て
家
令
に
就
任
、
嘉
禎
二
年
（
一
三
二
六
）
に
は
泰
時
邸
の
周
囲
に
被
官
た
ち
が
屋
敷
を
構
え
る
三
二

な
ど
の
変
化
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
人
物
た
ち
の
中
に
行
親
の

名
は
な
い
。
ま
た
、
行
親
自
身
の
行
動
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
行
親
の
行
動
は
す
べ
て
検
断
や
謀
叛
人
の
尋
問
・
処
罰
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
嘉
禎

三
年
十
二
月
十
二
日
条
で
は
属
星
祭
を
行
う
た
め
に
御
所
の
巽
（
南
東
）
の
角
を
掃
除
す
る
こ
と
を
奉
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
の
「
金
窪
右
（
左
）
衛
門
尉
大
夫
行
親
」
と
い
う

表
記
か
ら
行
親
が
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
三
三

。
和
田
義
盛
が
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
上
総
介
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
侍
所
別
当
の
義
盛
で

さ
え
六
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
行
親
の
叙
爵
の
意
味
は
大
き
い
。 

一
方
で
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
五
月
二
日
に
は
泰
時
の
邸
宅
で
行
わ
れ
た
五
十
嵐
豊
次
太
郎
惟
重
と
北
条
朝
時
の
祗
候
人
（
被
官
）・
小
見
左
衛
門
尉
親
家
と
の
相
論
の
対
決
で
親
家

が
敗
訴
す
る
と
、
泰
時
は
「
侍
所
司
」
の
行
親
を
呼
び
、
親
家
の
身
柄
を
預
か
り
守
護
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
行
親
の
侍
所
所
司
と
し
て
の
活
動
は
こ
れ
が
最
後
で
、
仁
治
二
年
（
一

二
四
一
）
八
月
十
五
日
の
鶴
岡
放
生
会
の
際
に
は
将
軍
頼
経
の
御
剣
が
簀
子
の
上
に
落
ち
る
と
い
う
怪
異
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
頼
経
に
対
処
を
尋
ね
ら
れ
、
進
言
し
て
い
る
。

こ
の
放
生
会
に
泰
時
は
参
加
し
て
い
な
い
の
で
、
頼
経
の
意
向
で
呼
ば
れ
た
こ
と
に
な
る
。 

義
時
の
「
祗
候
人
」
と
し
て
侍
所
所
司
に
任
じ
ら
れ
、
北
条
氏
の
権
力
基
盤
の
確
立
に
尽
力
し
た
行
親
だ
が
、
泰
時
に
近
侍
す
る
人
物
は
承
久
の
乱
の
際
に
従
軍
し
た
「
十
八
騎
」
中

の
人
物
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
成
長
し
て
北
条
氏
に
対
抗
す
る
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
将
軍
頼
経
が
、
軍
事
面
を
統
括
す
る
侍
所
所
司
の
行
親
を
引

き
入
れ
よ
う
と
画
策
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
行
親
の
叙
爵
も
頼
経
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
は
御
家
人
で
あ
る
と
い
う
身
分
ゆ
え

に
、
将
軍
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
頼
経
が
宮
騒
動
に
よ
っ
て
京
都
に
送
還
さ
れ
た
こ
と
で
、
行
親
も
ま
た
失
脚
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

な
お
、
文
永
三
年
三
月
二
十
九
日
条
で
難
波
宗
教
が
宗
尊
親
王
に
提
出
し
た
勘
状
三
四

に
、
蹴
鞠
の
際
に
裾
を
「
上
括
」
に
し
た
人
物
の
凶
事
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
中
に
「
同
（
四
条

院
御
宇
）
仁
治
之
比
。
行
親
。
行
盛
上
レ

之
。
至
二

尊
晏
駕
一

。
其
後
。
行
盛
依
二

准
后
事
一

出
家
」
と
行
親
と
行
盛
が
見
え
る
が
、
こ
の
二
人
は
金
窪
行
親
と
二
階
堂
行
盛
で
は
な
く
、
い
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ず
れ
も
九
条
家
に
仕
え
る
人
物
で
、
四
条
天
皇
の
鞠
足
だ
っ
た
人
物
で
あ
る
三
五

。
宗
尊
親
王
が
京
都
に
送
還
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
る
。 

そ
の
後
の
金
窪
氏
が
確
認
で
き
る
史
料
と
し
て
は
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
の
紀
伊
国
那
智
山
（
天
台
宗
の
青
岸
渡
寺
）
住
侶
権
少
僧
都
道
覚
の
紛
失
状
三
六

に
「
善
長
坊
法
橋
長
済

譲
于
円
道
坊
俊
済
状
一
通
、
載
之
云
、
十
間
坊
地
・

蔵
（
内
脱
カ
）

頭
忠

縄
（
綱
カ
）

一
門
・
鎌
倉
鎌
倉
左
衛
門
一
門
・
讃
岐
国
諸
檀
越
云
々
、
逸
見
一
門

」
と
あ
る
の
が
唯
一
で
あ
る
。
文
書
そ
の
も
の
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
詳
細

は
わ
か
ら
な
い
が
、
長
済
は
承
久
元
年
に
宝
善
房
宝
済
に
尊
勝
院
房
（
坊
）
地
と
諸
国
の
檀
越
を
譲
渡
す
る
た
め
の
譲
状
を
書
い
て
お
り
三
七

、
焼
失
し
た
文
書
も
坊
地
と
檀
越
を
俊
済
に

譲
る
こ
と
を
記
し
た
譲
状
と
推
測
で
き
る
。
承
久
元
年
に
は
先
述
の
通
り
行
親
の
活
動
も
確
認
で
き
る
た
め
、
長
済
と
行
親
は
同
時
代
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
こ
の

「
鎌
倉
金
窪
左
衛
門
一
門
」
は
行
親
の
一
門
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
親
の
親
族
が
檀
越
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

お
わ
り
に 

 

得
宗
被
官
家
と
し
て
確
立
し
て
い
く
一
族
と
金
窪
行
親
と
の
間
に
は
、
も
う
一
点
明
確
な
差
が
あ
る
。
そ
れ
は
公
式
行
事
へ
の
参
加
と
い
う
点
で
あ
る
。
得
宗
被
官
家
と
し
て
確
立
し

て
い
く
一
族
の
人
物
は
、
自
身
が
垸
飯
や
的
始
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
子
息
や
兄
弟
を
幕
府
の
公
式
行
事
に
参
加
さ
せ
、
早
い
段
階
で
後
継
者
を
得
宗
に
近
侍
さ
せ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
行
親
は
自
身
が
そ
の
よ
う
な
行
事
へ
の
参
加
が
確
認
で
き
な
い
上
、
一
族
を
参
加
さ
せ
て
い
る
形
跡
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
行
親
に
後
継
者
と
な
る
子
息
が
い
な
か

っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
尾
藤
景
綱
が
景
氏
を
養
子
に
し
た
よ
う
に
、
養
子
を
迎
え
る
と
い
う
手
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

約
四
十
年
近
く
に
渡
っ
て
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
、
義
時
・
泰
時
二
代
の
侍
所
所
司
を
務
め
た
金
窪
氏
が
一
代
限
り
で
姿
を
消
し
た
背
景
に
は
、『
吾
妻
鏡
』
が
記
さ
な
い
得
宗
被
官
と

将
軍
と
の
関
係
や
、
得
宗
被
官
同
士
の
権
力
闘
争
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
だ
得
宗
家
の
家
政
機
関
が
整
っ
て
い
な
い
初
期
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
得
宗
被
官
が
本
来
御
家
人
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
次
期
得
宗
と
主
従
関
係
が
結
ば
れ
な
け
れ
ば
、
御
家
人
に
戻
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
の
義

時
の
死
後
、
泰
時
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
家
令
を
設
置
し
、
家
務
を
定
め
、
被
官
を
自
邸
の
敷
地
内
に
住
ま
せ
る
な
ど
、
次
第
に
制
度
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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注 

 

一 

『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
五
月
十
二
日
条
。 

二 

『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
十
一
月
十
四
日
条
。
序
章
史
料
二
。 

三 

金
窪
行
親
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
細
川
重
男
「
鎌
倉
前
期
・
中
期
の
北
条
氏
被
官
」（『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
第
四
章
第
三
節
）
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ

る
。 

四 

安
東
忠
家
が
駿
河
国
に
蟄
居
し
て
い
た
こ
と
か
ら
の
推
測
で
あ
る
（『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
五
日
条
）。 

五 

和
田
合
戦
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
松
島
周
一
「
和
田
合
戦
の
展
開
と
鎌
倉
幕
府
の
権
力
状
況
」（『
日
本
歴
史
』
五
一
五
号
、
一
九
九
一
年
）、
古
澤
直
人
『
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国

家
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
）
、
高
橋
秀
樹
「
吾
妻
鏡
と
和
田
合
戦
」（『
郷
土
神
奈
川
』
四
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
岡
田
清
一
「『
執
権
』
制
の
確
立
と
建
保
合
戦
」（『
鎌
倉
幕
府

と
東
国
』
第
六
章
）
、
古
澤
直
人
「
和
田
合
戦
と
横
山
時
兼
」（
『
法
政
大
学
多
摩
論
集
』
二
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
坂
井
孝
一
「
源
実
朝
に
と
っ
て
の
和
田
合
戦
」（『
創
価
人
間
学
論

集
』
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

六 

『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
二
月
十
六
日
条
。 

七 

表
１
に
挙
げ
た
以
外
に
、
自
白
に
よ
っ
て
信
濃
国
の
保
科
次
郎
・
粟
沢
太
郎
父
子
・
青
栗
四
郎
、
越
後
国
の
木
曽
滝
口
父
子
、
下
総
国
の
八
田
三
郎
（
知
基
）・
和
田
奥
田
太
・
同
四

郎
、
伊
勢
国
の
金
太
郎
、
上
総
介
八
郎
（
広
常
）
の
甥
臼
井
十
郎
、
狩
野
又
太
郎
な
ど
が
謀
叛
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
。 

八 

「
伊
東
氏
系
図
」
に
祐
時
と
同
母
弟
の
八
郎
祐
廉
が
見
え
る
。
実
朝
が
死
去
し
た
際
に
二
十
五
歳
で
出
家
し
、
高
野
山
に
日
林
寺
に
居
住
し
た
と
い
う
。 

九 

朝
時
が
実
朝
室
の
女
房
に
艶
書
を
送
り
、
女
性
を
誘
い
出
し
た
こ
と
に
よ
る
（『
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
五
月
七
日
条
）。 

一
〇 

『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
三
日
条
。 

一
一 

注
（
五
）
坂
井
論
文
、
一
〇
頁
。 

一
二 

『
愚
管
抄
』
に
も
「
義
盛
左
衛
門
ト
云
三
浦
ノ
長
者
、
義
時
ヲ
深
ク
ソ
ネ
ミ
テ
ウ
タ
ン
ノ
志
有
ケ
リ
。
タ
ヾ
ア
ラ
ハ
レ
ニ
ア
ラ
ハ
レ
ヌ
ト
聞
テ
、
ニ
ハ
カ
ニ
建
暦
三
年
五
月
二
日
義

時
ガ
家
ニ
押
寄
」（
三
〇
五
頁
）
と
あ
る
。 

一
三 

『
明
月
記
』
建
保
元
年
五
月
九
日
条
。 

一
四 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』。
出
典
は
『
史
記
』
。 

一
五 

『
明
月
記
』
は
義
盛
の
甥
と
し
て
い
る
が
、
義
盛
と
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
。 

一
六 

『
続
群
書
類
従
』（
第
六
輯
上
）
の
「
和
田
系
図
」
で
は
「
伊
具
馬
次
郎
盛
重
」
に
討
た
れ
た
と
す
る
。
盛
重
は
後
に
得
宗
被
官
と
な
る
諏
訪
兵
衛
尉
盛
重
と
考
え
ら
れ
る
（
第
一
部

第
三
章
及
び
、
第
三
部
第
三
章
で
考
察
）
。 

一
七 

福
田
豊
彦
「
頼
朝
の
雑
色
に
つ
い
て
」
（『
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内
乱
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）。 

一
八 

以
降
も
合
戦
の
時
に
は
得
宗
被
官
が
交
名
注
進
に
関
わ
っ
て
お
り
、
承
久
の
乱
で
は
関
実
忠
の
記
録
が
交
名
作
成
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
八
日
条
）。 

一
九 

注
（
三
）
細
川
著
作
、
一
五
一
頁
。 

二
〇 

『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
九
月
四
日
条
。 

二
一 

（
嘉
暦
四
年
）
三
月
十
三
日
付
「
崇
円
金
沢
貞
顕

書
状
」
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
五
三
一
号
）。 

 



第 2章 金窪行親と和田合戦 

45 

 

二
二 
『
系
図
纂
用
』
の
「
和
田
」
の
義
直
の
部
分
に
、「
金
窪
四
郎
左
衛
門
尉
。
建
保
元
年
ニ
ノ
十
六
預
伊
東
六
郎
祐
長
。
同
父
討
死
卅
七
」
と
あ
り
、『
続
群
書
類
従
』（
第
六
輯
上
）「
和

田
系
図
」
で
も
「
金
窪
四
郎
左
衛
門
尉 

父
同
被
誅
。
伊
具
馬
次
郎
盛
重
被
誅
。
三
十
七
歳
」
と
あ
る
。
た
だ
し
義
直
の
『
吾
妻
鏡
』
で
の
通
称
は
「
和
田
」
四
郎
左
衛
門
尉
で
あ
り
、

「
金
窪
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

二
三 

注
（
三
）
細
川
著
作
、
一
四
八
頁
。 

二
四 

注
（
五
）
高
橋
論
文
、
五
頁
。 

二
五 

小
早
川
氏
の
所
領
が
「
出
羽
国
由
利
郡
小
友
村
」
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
〇
〇
二
九
号
、
三
二
五
一
九
号
）
に
あ
る
。 

二
六 

太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
（
第
二
巻
、
国
民
社
、
一
九
四
四
年
）。
戦
国
期
以
降
の
史
料
に
「
金
久
保
」「
金
窪
」
と
い
う
地
名
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。 

二
七 

建
仁
二
年
か
ら
建
暦
元
年
ま
で
の
間
に
和
田
胤
長
以
外
で
一
番
筆
頭
の
射
手
と
な
っ
た
の
は
、
建
仁
三
年
の
海
野
小
太
郎
幸
氏
と
建
暦
二
年
の
小
国
源
兵
衛
三
郎
の
み
で
あ
る
（
付

表
４
）。
和
田
合
戦
以
前
に
は
義
村
流
三
浦
氏
の
射
手
は
見
ら
れ
な
い
が
、
和
田
合
戦
後
、『
吾
妻
鏡
』
に
再
び
的
始
の
記
録
が
見
ら
れ
る
貞
応
元
年
以
降
に
な
る
と
、
三
浦
泰
村
が
一

番
筆
頭
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
の
を
始
め
と
し
て
三
浦
氏
が
筆
頭
の
射
手
を
つ
と
め
る
こ
と
が
多
く
な
る
。 

二
八 

承
久
元
年
七
月
二
十
八
日
に
御
所
中
に
小
侍
所
が
で
き
る
と
、
北
条
重
時
が
小
侍
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
項
の
多
く
は
小
侍
所
の
管
轄
と
な
る
。 

二
九 

時
元
は
建
仁
三
年
六
月
二
十
三
日
に
謀
叛
の
疑
い
に
よ
っ
て
誅
さ
れ
た
頼
朝
の
弟
・
阿
野
全
成
の
子
で
、
母
は
時
政
女
・
阿
波
局
で
あ
る
。
時
元
は
三
月
二
十
七
日
に
は
義
朝
の
血

を
引
い
て
い
る
と
い
う
点
で
次
期
将
軍
候
補
に
な
り
う
る
存
在
と
し
て
、
義
時
・
政
子
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
時
元
の
兄
弟
は
他
に
頼
全
・
道
暁
が
い
る
が
、
頼

全
は
全
成
誅
殺
後
、
七
月
十
六
日
に
京
都
の
東
山
延
年
寺
で
誅
さ
れ
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
七
月
二
十
五
日
条
）。 

三
〇 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
元
年
二
月
十
五
日
条
。
申
刻
に
駿
河
国
か
ら
飛
脚
が
到
着
し
た
。 

三
一 

『
吾
妻
鏡
』
文
暦
元
年
八
月
二
十
一
日
条
、
二
十
二
日
条
。 

三
二 

『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
二
年
十
二
月
十
九
日
条
。 

三
三 

行
親
は
延
応
元
年
五
月
二
日
条
、
仁
治
二
年
八
月
十
五
日
条
で
も
「
金
窪
左
衛
門
大
夫
行
親
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

三
四 

弘
長
元
年
（
改
元
前
な
の
で
記
事
の
上
で
は
文
応
二
年
）
正
月
十
日
の
鞠
始
に
お
い
て
「
廷
尉
三
人
」（
二
階
堂
行
有
・
上
野
広
綱
・
足
利
家
氏
）
が
「
上
括
」（
袴
裾
の
括
り
方
の

種
類
で
、
膝
の
下
で
括
る
こ
と
）
で
蹴
鞠
を
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
宗
教
が
「
非
吉
事
」
と
非
難
し
た
が
、
二
条
雅
有
が
過
去
の
例
を
挙
げ
て
問
題
は
な
い
と
し
て
反
論
し

た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
結
果
、
行
有
は
宗
教
の
説
に
従
い
「
下
括
」（
足
首
の
あ
た
り
で
括
る
）
と
し
た
が
、
広
綱
と
家
氏
は
「
上
括
」
で
蹴
鞠
を
行
っ
た
。
勘
状
は
広
綱
が
弘
長

元
年
八
月
十
九
日
の
鞠
会
で
も
上
括
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
記
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

三
五 

細
川
氏
は
行
親
と
二
階
堂
行
盛
と
し
て
い
る
（
注
三
細
川
著
作
、
一
四
九
頁
）
が
、
九
条
道
家
の
置
文
に
見
え
る
行
親
と
行
盛
で
あ
ろ
う
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
〇
四
四
号
）。「
晏
駕
」

は
天
皇
の
崩
御
を
指
し
、
四
条
天
皇
は
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
正
月
九
日
に
十
二
歳
で
死
去
し
て
い
る
。 

三
六 

「
紀
伊
米
良
文
書
」
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
六
六
一
号
）
。 

三
七 

承
久
元
年
十
月
十
八
日
付
「
長
済
譲
状
案
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
四
九
号
）。 
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第
三
章 
承
久
の
乱
に
お
け
る
泰
時
従
軍
「
十
八
騎
」 

  

は
じ
め
に 

  

承
久
の
乱
の
翌
年
、
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
に
誕
生
し
た
日
蓮
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
の
壇
ノ
浦
の
合
戦
で
安
徳
天
皇
が
入
水
し
た
こ
と
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
の
承

久
の
乱
で
後
鳥
羽
・
土
御
門
・
順
徳
の
三
上
皇
が
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
日
蓮
此
の
事
を
疑
い
し
ゆ
へ
に
幼
少
の
比
よ
り
随
分
に
顕
密
二
道
・
並
び
に
諸
宗
の
一
切
の
経

を
・
或
は
人
に
な
ら
い
・
或
は
我
れ
と
開
見
し
勘
へ
見
て
候
へ
ば
故
の
候
い
け
る
ぞ
」
一

と
記
し
て
い
る
。
日
蓮
が
出
家
す
る
に
至
っ
た
動
機
の
一
つ
が
こ
の
二
つ
の
疑
問
を
解
明
す
る

た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
安
徳
天
皇
と
後
鳥
羽
上
皇
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
頼
朝
・
義
時
を
真
言
密
教
に
よ
っ
て
調
伏
し
た
と
こ
ろ
、「
還
著
於
本
人
」
と
な
っ
て
安
徳
天
皇

は
入
水
・
三
上
皇
は
流
罪
と
な
っ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
二

。
特
に
真
言
宗
批
判
の
書
で
は
、
後
鳥
羽
上
皇
の
命
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
真
言
密
教
の
修
法
や
宇
治
川
の
合
戦
の
様
子
な
ど

を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
史
料
一
は
千
葉
氏
被
官
で
日
蓮
門
下
の
中
心
人
物
で
あ
る
富
木
常
忍
へ
の
書
状
の
一
節
だ
が
、
承
久
の
乱
ま
で
の
簡
単
な
経
緯
と
宇
治
川
の
合
戦

直
前
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。 

【
史
料
一
】「
富
城
入
道
殿
御
返
事
」（
『
御
書
』
九
九
三
頁
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
四
九
一
号
） 

去
ぬ
る
承
久
年
中
に
隠
岐
の
法
皇
義
時
を
失
わ
し
め
ん
が
為
に
調
伏
を
山
の
座
主
・
東
寺
・
御
室
・
七
寺
・
園
城
に
仰
せ
付
け
ら
れ
、
仍
つ
て
同
じ
き
三
年
の
五
月
十
五
日

鎌
倉
殿
の
御
代
官
・
伊
賀
太
郎
判
官
光
末
を
六
波
羅
に
於
て
失
わ
し
め
畢
ん
ぬ
、
然
る
間
同
じ
き
十
九
日
二
十
日
鎌
倉
中
に
騒
ぎ
て
同
じ
き
二
十
一
日
・
山
道
・
海
道
・
北
陸

道
の
三
道
よ
り
十
九
万
騎
の
兵
者
を
指
し
登
す
、
同
じ
き
六
月
十
三
日
其
の
夜
の
戌
亥
の
時
よ
り
青
天
俄
に
陰
り
て
震
動
雷
電
し
て
武
士
共
首
の
上
に
鳴
り
懸
り
鳴
り
懸
り
し

上
・
車
軸
の
如
き
雨
は
篠
を
立
つ
る
が
如
し
、
爰
に
十
九
万
騎
の
兵
者
等
・
遠
き
道
は
登
り
た
り
兵
乱
に
米
は
尽
き
ぬ
馬
は
疲
れ
た
り
在
家
の
人
は
皆
隠
れ
失
せ
ぬ
冑
は
雨
に

打
た
れ
て
緜
の
如
し 

こ
の
よ
う
に
日
蓮
の
人
生
に
も
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
承
久
の
乱
三

で
は
、
有
力
得
宗
被
官
家
の
祖
と
な
る
人
物
た
ち
の
活
躍
も
本
格
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
五
月
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二
十
二
日
に
泰
時
と
と
も
に
出
陣
し
た
「
十
八
騎
」
の
人
物
（
史
料
二
）
の
多
く
は
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
得
宗
被
官
家
と
し
て
確
認
で
き
る
一
族
で
あ
る
。 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
二
日
条 

 
夘
剋
。
武
州
進
二

発
京
都
一

。
従
軍
十
八
騎
也
。
所
謂
子
息
武
蔵
太
郎
時
氏
。
弟
陸
奥
六
郎
有
時
。
又
北
条
五
郎
。
尾
藤
左
近
将
監
。
平
出
弥
三
郎
。
綿
貫
次
郎
三
郎
相
従
。

関
判
官
代
。
平
三

郎
兵
衛
尉
。
南
条
七
郎
。
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
。
伊
具
太
郎
。
岳
村
次
郎
兵
衛
尉
。
佐
久
満
太
郎
。
葛
山
小
次
郎
。
勅
使
河
原
小
三
郎
。
横
溝
五
郎
。
安
藤
左
近
将
監
。
塩
河

中
務
丞
。
内
嶋
三
郎
等
也
。
京
兆
招
二

此
輩
一

。
皆
与
二

兵
具
一

。
其
後
。
相
州
。
前
武
州
。
駿
河
前
司
。
同
次
郎
以
下
進
発
訖
。
式
部
丞
為
二

北
陸
大
将
軍
一

。
首
途
云

々

。 

最
大
の
戦
い
と
な
っ
た
宇
治
川
の
合
戦
（『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
宇
治
橋
の
合
戦
」）
に
は
被
官
た
ち
の
具
体
的
な
活
躍
も
描
か
れ
て
お
り
、
中
に
は
こ
の
合
戦
で
死
亡
も
し
く
は
負
傷
し

た
者
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
軍
記
物
語
で
あ
る
『
承
久
記
』
の
中
で
宇
治
川
の
合
戦
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
の
は
「
古
活
字
本
」
と
、
そ
の
「
古
活
字
本
」
を
基
に
作
ら
れ
た
「
前
田
家

本
」
の
み
で
、
諸
本
の
中
で
も
最
古
態
本
と
さ
れ
て
い
る
「
慈
光
寺
本
」
は
宇
治
川
の
合
戦
に
関
す
る
記
述
を
欠
い
て
い
る
四

。
日
蓮
の
書
状
も
残
念
な
が
ら
得
宗
被
官
の
活
動
に
は
触

れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
得
宗
被
官
や
宇
治
川
の
合
戦
を
中
心
に
承
久
の
乱
を
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
『
吾
妻
鏡
』
と
「
前
田
家
本
」・「
古
活
字
本
」『
承
久
記
』
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
ま
ず
第
一
節
で
泰
時
従
軍
十
八
騎
の
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
二
節
で
は
そ
れ
ら
の
人
物
が
合
戦
の
中
で
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
得
宗
被
官
た
ち
に
と
っ
て
「
承
久
の
乱
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
事
件
だ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
本
章
で
使
用
す
る
系
図
及
び
承
久
三
年
六
月
十
八

日
条
記
載
の
交
名
を
ま
と
め
た
表
（
表
２
①
～
⑤
※
五
十
音
順
に
並
べ
変
え
、
も
と
の
掲
載
順
序
も
記
し
た
）
は
本
章
の
末
に
付
し
た
。 

 

第
一
節 

泰
時
従
軍
「
十
八
騎
」 

 

一 

出
陣
ま
で
の
経
緯 

 

ま
ず
は
泰
時
が
出
陣
す
る
ま
で
の
経
緯
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
吾
妻
鏡
』
は
乱
の
原
因
を
後
鳥
羽
上
皇
が
舞
女
・
亀
菊
の
た
め
に
摂
津
国
長
江
庄
・
倉
橋
庄
の
地
頭
職
停
止
の
宣
旨

を
二
度
に
わ
た
っ
て
出
し
、
そ
れ
を
幕
府
が
拒
否
し
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
五

。
承
久
三
年
五
月
十
九
日
、
京
よ
り
伊
賀
光
季
が
十
五
日
に
遣
わ
し
た
飛
脚
が
到
着
し
、
後
鳥
羽
の
御
所

内
に
官
軍
が
召
し
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
大
江
親
広
が
後
鳥
羽
の
召
喚
に
応
じ
た
こ
と
、
光
季
は
右
大
将
藤
原
（
西
園
寺
）
公
経
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
い
た
た
め
、
障
り
が
あ
る
と
言
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っ
て
断
っ
た
と
こ
ろ
勅
勘
を
受
け
そ
う
な
形
勢
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
同
日
、
公
経
の
家
司
・
三
善
長
衡
が
遣
わ
し
た
飛
脚
も
到
着
し
、
こ
の
飛
脚
は
公
経
と
藤
原
実
氏
が
後
鳥

羽
の
命
に
よ
っ
て
弓
場
殿
に
召
し
籠
め
ら
れ
た
こ
と
、
光
季
が
誅
殺
さ
れ
、
義
時
追
討
の
宣
旨
が
五
畿
七
道
に
下
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
す
ぐ
さ
ま
関
東
分
の
宣
旨
を
所
持
し
た

使
者
（
押
松
丸
）
が
召
し
出
さ
れ
、
宣
旨
・
源
光
行
の
副
状
・
東
国
武
士
の
交
名
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
政
子
の
邸
宅
で
開
き
見
ら
れ
た
と
い
う
。 

こ
の
時
、
三
浦
義
村
の
も
と
に
弟
・
胤
義
の
「
応
二

勅
定
一

可
レ

誅
二

右
京
兆
一

。
於
二

勲
功
賞
一

者
可
レ

依
レ

請
」
と
の
書
状
が
到
着
し
た
が
、
義
村
は
返
事
を
せ
ず
に
使
者
を
追
い
返
し
、

書
状
を
持
っ
て
義
時
の
も
と
を
訪
れ
、「
不
レ

同
二

心
弟
之
叛
逆
一

。
於
二

御
方
一

可
レ

抽
二

無
二
忠
一

」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
後
政
子
が
御
家
人
た
ち
を
御
簾
の
も
と
に
招
き
、
秋
田
城
介
（
安

達
）
景
盛
を
介
し
て
伝
え
た
政
子
の
「
不
二

上
洛
一

者
。
更
難
レ

敗
二

官
軍
一

歟
。
相
二

待
安
保
刑
部
丞
実
光
以
下
武
蔵
国
勢
一

。
速
可
二

参
洛
一

」
と
の
言
葉
に
よ
り
、
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
・

甲
斐
・
武
蔵
・
安
房
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
信
濃
・
上
野
・
下
野
・
陸
奥
・
出
羽
な
ど
の
国
々
に
義
時
の
奉
書
を
持
っ
た
飛
脚
が
遣
わ
さ
れ
、
一
族
を
率
い
て
上
洛
す
る
よ
う
家
々
の

長
に
命
じ
ら
れ
た
。 

し
か
し
、
武
蔵
国
の
軍
勢
を
待
っ
て
い
た
た
め
す
ぐ
に
上
洛
と
は
な
ら
ず
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
二
十
一
日
に
な
り
、「
離
二

住
所
一

。
向
二

官
軍
一

。
無
二

左
右
一

上
洛
。
如
何
可

レ

有
二

思
惟
一

歟
」
と
の
異
議
が
出
た
。
大
江
広
元
は
上
洛
と
決
定
さ
れ
て
か
ら
時
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
已
又
異
議
出
来
」
し
、
武
蔵
国
の
軍
勢
を
待
つ
の
も
「
猶
僻
案
也
」
と
、

日
時
を
重
ね
て
い
て
は
武
蔵
国
の
人
々
で
あ
っ
て
も
次
第
に
考
え
を
変
え
、
き
っ
と
心
変
わ
り
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
夜
中
に
泰
時
が
「
一
身
」
で
も
鞭
を
揚
げ
れ
ば
「
東
士
悉
可
レ

如
二

雲
之
従
一
レ

竜
」
と
進
言
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
日
の
内
に
泰
時
は
門
出
し
、
藤
沢
左
衛
門
尉
清
親
の
稲
瀬
河
の
宅
に
宿
泊
し
た
と
い
う
。 

二
十
二
日
卯
刻
、
小
雨
の
降
る
中
泰
時
は
京
に
進
発
し
た
。
泰
時
に
つ
き
従
っ
た
の
は
、
泰
時
の
嫡
子
時
氏
・
弟
有
時
・
北
条
五
郎
と
と
も
に
、
尾
藤
景
綱
・
関
実
忠
・
平
盛
綱
・
南

条
時
員
・
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
・
伊
具
盛
重
・
岳
村
次
郎
兵
衛
尉
・
佐
久
満
（
間
）
太
郎
・
葛
山
広
重
・
勅
使
河
原
則
直
・
横
溝
資
重
・
安
藤
左
近
将
監
・
塩
河
中
務
丞
・
内
嶋
忠
俊
ら

十
八
騎
で
あ
っ
た
（
史
料
二
）。
出
発
の
前
に
義
時
は
彼
ら
を
招
き
、
兵
具
を
与
え
て
い
る
。
泰
時
に
続
き
、
時
房
・
足
利
義
氏
・
三
浦
義
村
・
同
泰
村
以
下
も
進
発
し
た
が
、
義
時
・
大

江
広
元
・
中
原
季
時
・
三
善
康
信
・
二
階
堂
行
村
・
葛
西
清
重
・
八
田
知
家
・
二
階
堂
行
盛
・
加
藤
景
廉
・
小
山
朝
政
・
宇
都
宮
頼
綱
・
二
階
堂
基
行
・
三
善
康
清
・
大
井
実
平
・
中
条

家
長
以
下
の
宿
老
は
上
洛
せ
ず
、
鎌
倉
に
留
ま
り
祈
祷
・
軍
勢
の
徴
発
に
あ
た
っ
た
と
い
う
六

。 

二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
の
明
け
方
ま
で
に
し
か
る
べ
き
東
国
武
士
は
す
べ
て
上
洛
し
、
義
時
の
も
と
で
交
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
総
勢
十
九
万
騎
の
軍
勢
は
東
海
・
東
山
・
北
陸
の

三
道
に
分
か
れ
て
上
洛
を
命
じ
ら
れ
た
。
次
頁
の
表
１
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
大
将
軍
」
は
『
吾
妻
鏡
』
や
『
承
久
記
』
諸
本
で
若
干
異
な
る
が
、
総
勢
が
「
十
九

万
騎
」
で
あ
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。 
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二 

「
十
八
騎
」
の
構
成 

 

泰
時
と
と
も
に
出
陣
し
た
「
十
八
騎
」
だ
が
、
史
料
二
を
見
る
と
十
七
騎
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
内
嶋
三
郎
の
下

に
「
等
」
と
あ
る
よ
う
に
最
後
の
一
騎
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
尾
藤
景
綱
の
み
従
え
て
い
た
郎
従
の
名
が

記
さ
れ
て
い
る
。
尾
藤
景
綱
・
南
条
時
員
は
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
ま
で
に
す
で
に
被
官
化

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
人
物
で
、
平
盛
綱
・
関
実
忠
は
史
料
二
が
初
出
で
あ
る
七

。
第
四
章
で
扱
う
元
久
元
年
（
一
二
二

四
）
の
伊
賀
氏
事
件
の
際
に
は
四
人
と
も
泰
時
に
近
侍
し
て
お
り
、
関
実
忠
を
除
き
後
の
有
力
得
宗
被
官
家
の
祖
と
な
る
人

物
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
承
久
の
乱
時
点
に
お
い
て
被
官
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、
第
三
部
で
も
そ
れ

ぞ
れ
考
察
を
加
え
る
た
め
、
こ
こ
で
は
こ
の
四
人
と
北
条
氏
の
時
氏
・
有
時
・
北
条
五
郎
、
そ
し
て
不
明
な
一
名
を
除
く
十

名
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

（
一
）
安
東
藤
内
左
衛
門
尉 

「
古
活
字
本
」
に
は
「
安
東
兵
衛
、
同
一
門
ナ
リ
ケ
ル
弥
藤
内
左
衛
門
尉
」
と
あ
る
八

が
、「
安
東
兵
衛
」
は
平
姓
の
安
東

忠
家
の
こ
と
で
、「
藤
内
」
は
藤
原
姓
の
人
物
が
内
舎
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
別
の
一
族
で
あ
る
。
藤

内
左
衛
門
尉
は
宇
治
川
の
合
戦
に
お
い
て
死
亡
（
表
２
④
）
し
て
お
り
、
ま
た
負
傷
者
の
中
に
も
安
東
藤
内
が
見
ら
れ
る
（
表

２
③
）
。
「
藤
内
左
衛
門
尉
」
と
い
う
通
称
は
内
舎
人
で
あ
っ
た
人
物
が
左
衛
門
尉
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
九

。
安
東
藤
内
と

安
東
藤
内
左
衛
門
尉
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
親
族
の
可
能
性
が
高
い
一
〇

。
そ
し
て
承
久
三
年
六
月
二
十
九
日
条
を

初
出
と
す
る
光
成
が
「
新
左
衛
門
尉
」
で
あ
り
、
後
に
「
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
付
表
17-

８
、

11
、
20
な
ど
）、
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
は
光
成
の
父
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
二
）
伊
具
太
郎
（
盛
重
） 

初
出
は
建
保
元
年
五
月
三
日
条
で
、
盛
重
は
和
田
合
戦
の
際
に
和
田
義
盛
の
子
・
義
直
を
討
っ
て
い
る
。
史
料
二
以
外
で

表1　承久の乱における軍勢の内訳

1陣 2陣 3陣 4陣 5陣

【吾】相州（時房） 武州（泰時）・同太郎（時氏） 武蔵前司（足利義氏） 駿河前司（三浦義村） 千葉介胤綱

【慈】相模守時房 武蔵守泰時 足利殿（義氏） 佐野左衛門政景・仁田四郎 紀内殿・千葉次郎

【古】相模守時房 武蔵守泰時 足利ノ武蔵前司義氏 三浦駿河守義村 千葉介胤綱

【前】相模守時房 武蔵守泰時 足利武蔵前司泰（義）氏 駿河守義村 千葉介胤綱

【吾】武田五郎信光 小笠原次郎長清 小山新左衛門尉朝長 結城左衛門尉朝光

【慈】武田 小笠原

【古】武田五郎父子八人 小笠原次郎父子七人 遠山左衛門尉 諏方小太郎（検見…伊具右馬允入道）

【前】小笠原次郎長清 武田五郎信光 遠山左衛門尉長村 伊具右馬ノ允入道

【吾】式部丞（北条朝時） 結城七郎朝広 佐々木太郎信実

【慈】式部丞朝時※七万騎

【古】式部丞朝時

【前】式部大輔朝時

（筆者作成）

東海道大将軍（軍勢十万騎）

東山道大将軍（軍勢五万騎）

北陸道大将軍（軍勢四万騎）
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は
「
伊
具
右
馬
（
馬
）
太
郎
盛
重
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
父
親
が
右
馬
允
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
古
活
字
本
」
と
「
前
田
家
本
」
に
は
「
伊
具
右
馬
允
入
道
」
が
東
山
道
の

軍
勢
に
検
見
と
し
て
従
軍
し
て
お
り
（
表
１
）、
事
実
と
す
れ
ば
こ
の
人
物
が
父
親
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
一
一

。
検
見
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

盛
重
は
貞
応
元
年
七
月
三
日
に
一
条
実
雅
の
「
百
日
小
笠
懸
」
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
の
伊
賀
氏
事
件
で
は
実
雅
が
京
都
に
送
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、

式
部
大
夫
（
源
）
親
行
と
と
も
に
特
に
命
令
も
な
く
「
私
的
に
」
つ
き
従
っ
た
た
め
、
親
行
と
と
も
に
出
仕
を
止
め
ら
れ
所
領
を
没
収
さ
れ
て
い
る
一
二

。
こ
の
時
収
公
さ
れ
た
所
領
が
陸

奥
国
伊
具
郡
の
所
領
で
あ
っ
た
可
能
性
か
ら
、
岡
田
清
一
氏
は
盛
重
が
諏
訪
氏
一
族
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
一
三

。
た
だ
し
、
岡
田
氏
は
承
久
三
年
六
月
十
一
日
条
に
「
諏
訪
盛
重
」

と
い
う
人
物
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
得
宗
被
官
諏
訪
氏
の
祖
で
あ
る
諏
訪
盛
重
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
一
四

、
実
は
承
久
三
年
の
「
諏
訪
盛
重
」
は
当
時
諏
訪
社
の
大
祝
で

あ
っ
た
「
敦
信
」
で
あ
り
、
盛
重
で
は
な
い
。
従
っ
て
伊
具
盛
重
が
後
の
諏
訪
兵
衛
尉
盛
重
（
諏
訪
兵
衛
入
道
蓮
仏
）
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
一
五

。
親
行
が
し
ば
ら
く
し
て
幕

府
へ
の
出
仕
を
許
さ
れ
、
流
罪
と
な
っ
て
い
た
義
時
後
室
・
伊
賀
氏
の
兄
弟
・
光
宗
ら
も
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
の
ち
に
盛
重
も
許
さ
れ
、
泰
時
に
近
侍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宇
治
川
の
合
戦
で
郎
党
二
人
が
敵
を
討
ち
取
っ
た
伊
具
六
郎
（
表
２
①
）
も
一
族
と
考
え
ら
れ
る
一
六

。 

（
三
）
岡
村
次
郎
兵
衛
尉 

岡
村
氏
の
初
出
は
文
治
元
年
十
月
二
十
四
日
条
で
、
岡
村
太
郎
が
頼
朝
の
勝
長
壽
院
供
養
に
随
兵
と
し
て
供
奉
し
て
い
る
一
七

。
岡
村
次
郎
兵
衛
尉
は
承
久
三
年
六
月
十
五
日
条
で
泰
時

に
近
侍
し
、
申
次
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
被
官
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
承
久
の
乱
以
降
は
岡
村
三
郎
兵
衛
尉
が
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
に
時
頼
沙
汰
の
垸
飯

に
お
い
て
一
の
御
馬
を
武
蔵
五
郎
時
忠
と
と
も
に
引
い
て
お
り
（
付
表
２
②
）、
ま
た
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
の
「
大
斉
番
文
」
に
岡
村
五
郎
左
衛
門
尉
（
資
行
）
と
岡
村
太
郎
右
衛
門

尉
（
付
表
７
）、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
の
「
供
養
記
」
に
岡
村
右
衛
門
入
道
（
付
表
８
Ｆ
、
Ｈ
）
一
八

と
岡
村
五
郎
左
衛
門
尉
資
行
（
付
表
８
Ｃ
、
Ｄ
）
が
見
ら
れ
る
。
資
行
は｢

供
養

記｣

の
中
で
他
の
得
宗
被
官
と
と
も
に
手
長
役
と
な
っ
て
お
り
、
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
資
行
は
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
～
正
中
元
年
（
一
三
二
四
）
の
間
に

的
始
の
射
手
を
十
五
回
つ
と
め
て
い
る
（
付
表
５
）
一
九

。 

（
四
）
勅
使
河
原
小
三
郎
（
則
直
） 

実
名
は
初
出
と
な
る
建
保
元
年
八
月
二
十
日
条
に
よ
る
。
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
八
月
二
十
八
日
、
勅
使
河
原
後
三
郎
有
直
が
頼
朝
の
使
者
と
し
て
院
庁
下
文
を
賜
る
べ
く
上
洛
し

た
の
が
勅
使
河
原
氏
の
『
吾
妻
鏡
』
初
出
で
あ
る
二
〇

。
武
蔵
国
丹
党
の
武
士
で
有
直
・
則
直
と
も
に
『
系
図
綜
覧
』
に
見
え
、
則
直
は
有
直
の
子
と
な
っ
て
い
る
（
系
図
１
）
二
一

。
則
直

初
出
の
記
事
で
は
新
御
所
移
徙
の
儀
に
お
い
て
実
朝
の
調
度
懸
の
役
を
勤
め
て
い
る
。
承
久
の
乱
で
は
六
月
十
五
日
に
泰
時
に
院
宣
が
読
め
る
者
と
し
て
武
蔵
猪
俣
党
の
武
士
・
藤
田
三
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郎
（
能
国
）
を
注
進
し
て
い
る
他
、
一
族
の
勅
使
河
原
五
郎
兵
衛
尉
の
郎
党
が
敵
一
人
を
討
ち
取
り
、
勅
使
河
原
四
郎
が
敵
一
人
を
手
討
ち
に
し
て
い
る
（
表
２
①
）。
そ
の
後
文
暦
元
年

（
一
二
三
四
）
に
評
定
衆
の
合
奉
行
人
が
始
め
て
置
か
れ
た
際
に
は
奉
行
人
と
な
っ
て
い
る
（
史
料
三
）。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
本
間
元
忠
は
時
房
の
被
官
で
あ
り
二
二

、
吉
良
政
衡
も
時
房

被
官
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
二
三

。
そ
し
て
波
多
野
氏
は
の
ち
に
重
時
被
官
と
し
て
二
四

、
佐
野
氏
は
得
宗
被
官
と
し
て
確
認
で
き
る
二
五

こ
と
か
ら
、
則
直
も
得
宗
家
も
し
く
は
一
門
の
被

官
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
二
六

。「
建
長
帳
」、「
建
治
帳
」
と
も
に
「
勅
使
河
原
後
四
郎
跡
」
に
課
役
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
後
期
の
的
始
に
見
ら
れ
る
人
物
も
「
四
郎
」
を
通
称
と
し
て

い
る
が
二
七

、
「
三
郎
」
を
通
称
と
す
る
人
物
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

 

【
史
料
三
】『
関
東
開
闢
皇
代
并
年
代
記
』 

一
合
奉
行
始
事
文
暦
元
年
三
月
廿
九
日
被
始
置
之
、 

本
間
左
衛
門
尉
元
忠 

 

勅
使
河
原
右
馬
允
則
直 

 

吉
良
大
舎
人
允
政
衡 

佐
野
木
工
権
助
俊
職 

 

波
多
野
左
衛
門
尉
朝
定 

（
五
）
佐
久
満
（
間
・
目
）
太
郎 

初
出
は
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
六
月
二
十
二
日
条
で
あ
る
。
こ
の
時
、
佐
久
満
太
郎
は
由
比
ヶ
浜
に
誘
き
寄
せ
た
畠
山
重
保
を
三
浦
義
村
の
命
に
よ
っ
て
取
り
囲
み
殺
害
し
て
お
り
、

三
浦
氏
一
族
も
し
く
は
三
浦
氏
の
被
官
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。『
系
図
纂
要
』
に
は
和
田
朝
盛
の
子
に
「
家
盛
佐
久
間
六
郎
、
住
安
房
国
佐
久
間

」
と
あ
る
が
、
佐
久
満
太
郎
が
元
久
二
年
に
は
元

服
し
て
い
た
と
す
る
と
、
朝
盛
の
父
・
常
盛
が
元
仁
元
年
当
時
三
十
四
歳
二
八

で
あ
る
か
ら
、
子
な
ら
と
も
か
く
孫
が
成
人
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
佐
久
間
太
郎
と
和
田
家
盛
と
は
別

人
で
あ
ろ
う
。「
前
田
家
本
」
が
「
佐
久
目
太
郎
」
を
「
安
房
国
の
住
人
」
で
「
家
盛
」
と
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
『
系
図
纂
要
』
も
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
系
図
情
報
に
基
づ
き
挿

入
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
実
名
は
不
明
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
承
久
の
乱
後
の
消
息
は
不
明
だ
が
、「
建
治
帳
」
の
尾
張
国
分
に
佐
久
間
二
郎
兵
衛
入
道
に
三
貫
が
割

り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
十
八
騎
と
し
て
出
陣
し
た
背
景
に
は
、
泰
時
の
嫡
子
・
時
氏
の
母
が
三
浦
義
村
女
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
泰
時
と
泰
村
女
は
す

で
に
離
縁
し
て
い
る
が
二
九

、
泰
村
が
時
氏
の
外
祖
父
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
次
節
で
も
触
れ
る
が
、
佐
久
満
太
郎
は
時
氏
に
従
っ
て
宇
治
川
を
渡
っ
た
六
人
の
一
人
で
も
あ
り
、

北
条
氏
と
三
浦
氏
と
を
つ
な
ぐ
時
氏
を
守
護
す
べ
く
、
義
村
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
人
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

（
六
）
葛
山
小
次
郎
（
広
重
） 

実
名
は
『
系
図
綜
覧
』
に
よ
る
（
系
図
２
）
三
〇

。
名
字
の
地
と
な
っ
た
の
は
駿
河
国
駿
河
郡
葛
山
の
地
で
あ
ろ
う
。
広
重
は
負
傷
し
（
表
２
③
）、
葛
山
太
郎
が
敵
を
討
ち
取
っ
て
い
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る
（
表
２
①
）。
葛
山
太
郎
は
系
図
の
中
で
比
定
で
き
る
人
物
は
確
認
で
き
な
い
が
、
親
族
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
葛
山
次
郎
と
い
う
人
物
が
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
八
月
十
五
日
条
で

鶴
岡
八
幡
宮
の
放
生
会
に
際
し
、
頼
経
・
頼
嗣
の
牛
車
の
左
右
に
祗
候
し
て
い
る
の
が
広
重
の
子
・「
葛
山
二
郎
兵
衛
」
惟
時
で
あ
ろ
う
か
三
一

。 

「
大
斉
番
文
」
に
葛
山
左
衛
門
尉
、
葛
山
六
郎
兵
衛
尉
（
付
表
７
）、｢

供
養
記｣

に
葛
山
兵
衛
尉
（
付
表
８
Ｈ
）
三
二

、『
御
的
日
記
』
に
は
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
～
正
和
五
年
（
一

三
一
六
）
に
か
け
て
葛
山
小
次
郎
惟
資
（
延
慶
三
年
以
降
は
葛
山
次
郎
兵
衛
尉
惟
資
）
が
六
回
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
葛
山
孫
六
頼
行
が
見
ら
れ
る
（
付
表
５
）。
広
重
の
代
に
得

宗
被
官
と
な
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
得
宗
被
官
や
一
門
の
被
官
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
一
族
で
あ
る
三
三

。 

（
七
）
横
溝
五
郎
（
資
重
） 

実
名
は
貞
応
元
年
正
月
七
日
条
に
よ
る
。「
伊
東
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
横
溝
氏
は
工
藤
景
光
の
弟
・
時
澄
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
系
図
３
）
三
四

。
資
重
は
史
料
二
が
初
出
で
、
敵
一
人

を
討
ち
取
り
（
表
２
①
）、
ま
た
資
重
の
親
類
と
い
う
藤
次
が
死
亡
し
て
い
る
（
表
２
④
）。
系
図
３
に
「
宇
治
川
七
騎
内
」
と
あ
る
「
資
景
（
重
）」
に
比
定
で
き
よ
う
三
五

。
所
領
と
し

て
は
得
宗
領
陸
奥
国
糠
部
郡
内
三
六

、
筑
後
国
内
高
三
瀦
村
の
地
頭
職
な
ど
が
確
認
で
き
る
三
七

。 

貞
応
元
年
以
降
弟
の
横
溝
六
郎
義
行
と
と
も
に
的
始
な
ど
の
行
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
兄
弟
揃
っ
て
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
中
で
「
祗
候
人
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
三
八

。

し
か
し
景
光
流
工
藤
氏
一
族
が
そ
れ
ぞ
れ
有
力
得
宗
被
官
家
と
な
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
承
久
の
乱
の
記
事
を
除
い
て
横
溝
氏
の
活
動
は
的
始
・
笠
懸
・
犬
追
物
な
ど
の
弓
に
関
係
す
る

記
事
に
限
定
さ
れ
、｢

大
斉
番
文｣

や｢

供
養
記｣

に
も
見
ら
れ
な
い
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
射
手
に
も
横
溝
氏
は
九
名
（
計
三
十
五
回
）
見
ら
れ
、
時
に
は
十
二
名
中
三
名
が
横
溝
氏
と
い
う

年
も
あ
る
（
付
表
５
）
三
九

。 

（
八
）
安
藤
左
近
将
監 

史
料
二
以
外
で
は
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
五
月
二
十
七
日
条
に
見
ら
れ
る
。
宮
内
兵
衛
尉
公
氏
・
周
枳
兵
衛
尉
・
安
藤
二
郎
・
雑
色
の
兵
衛
尉
と
と
も
に
時
氏
の
看
病
の
た
め
に
祗

候
し
、
決
し
て
そ
の
場
を
離
れ
な
か
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
氏
に
近
侍
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
の
中
で
は
「
安
東
」
と
「
安
藤
」
は
区
別
し
て
表
記
し
て
い
る
よ
う
な

の
で
、
（
一
）
の
藤
姓
安
東
氏
、
平
姓
安
東
氏
の
忠
家
と
は
別
の
一
族
で
、
安
部
姓
安
藤
氏
と
考
え
ら
れ
る
四
〇

。 

（
九
）
塩
河
中
務
丞 

『
吾
妻
鏡
』
に
は
史
料
二
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
後
の
活
動
も
不
明
で
あ
る
。
摂
津
国
多
田
神
社
文
書
・
勝
尾
寺
文
書
等
に
見
え
る
塩
河
左
衛
門
尉
四
一

、
塩
河
右
馬
（
馬
）
大
夫
四
二

な
ど

の
多
田
院
御
家
人
と
同
じ
一
族
で
あ
ろ
う
か
。 
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（
一
〇
）
内
島
三
郎
（
忠
俊
） 

実
名
は
『
系
図
綜
覧
』
に
よ
る
（
系
図
４
）
。
武
蔵
七
党
の
う
ち
猪
俣
党
の
武
士
で
、
岡
部
五
郎
国
綱
の
子
が
「
内
嶋
三
郎
」
忠
俊
と
な
っ
て
い
る
四
三

。
敵
二
人
を
討
っ
て
お
り
（
表

２
①
）、
討
死
し
た
内
島
七
郎
は
家
経
で
あ
ろ
う
（
表
２
④
）
四
四

。 

「
建
長
帳
」
、「
建
治
帳
」
の
「
内
島
三
郎
跡
」
は
忠
俊
跡
で
あ
ろ
う
か
ら
、
建
長
二
年
ま
で
に
は
死
去
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
忠
俊
の
活
動
は
実
質
承
久
の
乱
ま
で
で
、
そ
の
後
は

内
島
右
近
入
道
・
内
島
左
近
大
夫
将
監
盛
経
が
確
認
で
き
る
。
横
溝
五
郎
資
重
が
建
長
三
年
八
月
二
十
一
日
に
急
遽
犬
追
物
の
射
手
に
選
ば
れ
た
際
に
、
そ
の
乗
る
馬
に
指
定
さ
れ
た
の

が
、
内
島
右
近
入
道
の
馬
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
時
頼
に
祗
候
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
盛
経
は
建
長
五
年
に
利
買
直
法
、
押
買
の
こ
と
に
つ
い
て
小
野
沢
左
近
大
夫
入
道
と
と
も

に
奉
行
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
系
図
４
に
忠
俊
の
孫
で
「
内
嶋
左
近
将
出
寂
阿
」
と
あ
る
「
盛
綱
」
に
比
定
で
き
よ
う
。「
経
」
か
「
綱
」
ど
ち
ら
か
が
誤
記
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
小
野
沢
氏
も
泰
時
の
使
者
と
し
て
上
洛
す
る
な
ど
得
宗
被
官
と
し
て
の
活
動
が
確
認
で
き
る
人
物
で
あ
る
四
五

。
そ
の
他
、「
大
斉
番
文
」
に
は
内
島
四
郎
左
衛
門
尉
（
光
長
）
四
六

、

内
嶋
後
家
が
見
ら
れ
る
（
付
表
７
）。 

 

以
上
の
考
察
か
ら
、
承
久
の
乱
当
時
す
で
に
被
官
化
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
は
、
尾
藤
景
綱
・
関
実
忠
・
平
盛
綱
・
南
条
時
員
に
（
一
）
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
・（
三
）
岡
村
次
郎

兵
衛
尉
・（
七
）
横
溝
資
重
を
加
え
た
七
名
で
あ
る
。
の
ち
に
得
宗
被
官
化
・
一
門
被
官
化
す
る
、
も
し
く
は
被
官
化
し
た
可
能
性
が
高
い
の
は
（
二
）
伊
具
（
諏
訪
）
盛
重
、（
四
）
勅

使
河
原
則
直
、（
六
）
葛
山
広
重
、（
八
）
安
藤
左
近
将
監
、（
一
〇
）
内
島
忠
俊
の
五
名
で
あ
る
。（
五
）
の
佐
久
間
太
郎
は
三
浦
氏
と
の
関
係
か
ら
従
軍
し
て
お
り
、
不
明
な
の
が
（
九
）

の
塩
河
中
務
丞
と
十
八
騎
目
の
人
物
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

承
久
の
乱
に
お
け
る
得
宗
被
官
の
活
躍 

 

一 

宇
治
川
の
合
戦
と
「
六
騎
」 

 

五
月
二
十
五
日
夕
方
、
泰
時
は
駿
河
国
に
到
着
し
、
そ
こ
で
安
東
忠
家
が
加
わ
り
、
二
十
六
日
に
は
手
越
駅
で
信
濃
国
か
ら
駆
け
付
け
た
春
日
刑
部
三
郎
貞
幸
と
合
流
し
て
い
る
。
貞

幸
は
武
田
・
小
笠
原
に
合
流
す
る
よ
う
命
が
あ
っ
た
が
泰
時
に
従
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
泰
時
は
二
十
八
日
に
遠
江
国
の
天
竜
川
を
歩
い
て
渡
り
四
七

、
六
月
五
日
の
辰
刻
に
な
っ
て
時
房
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と
と
も
に
尾
張
国
一
宮
の
辺
り
に
到
着
し
、
合
戦
の
事
に
つ
い
て
評
議
し
て
い
る
。
時
房
と
泰
時
が
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
た
こ
と
を
後
鳥
羽
院
が
知
っ
た
の
は
五
月
二
十
九
日
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

六
月
十
二
日
に
は
野
路
辺
で
休
息
、
酒
宴
の
最
中
に
辛
島
（
下
河
辺
）
四
郎
行
時
が
小
山
朝
長
以
下
の
親
類
に
従
わ
ず
、
長
年
慕
っ
て
い
た
と
い
う
泰
時
の
も
と
に
駆
け
付
け
、
陣
に

加
わ
っ
て
い
る
。
翌
十
三
日
に
は
野
路
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
分
か
れ
、
泰
時
は
栗
子
山
に
陣
を
構
え
て
い
た
が
、
そ
こ
で
足
利
義
氏
と
三
浦
泰
村
が
泰
時
に
伝
え
ず
し
て
宇
治
橋
の
辺

り
に
向
か
い
、
合
戦
を
始
め
て
し
ま
う
。
官
軍
の
放
つ
矢
に
東
国
武
士
の
多
く
が
当
た
り
、
平
等
院
に
立
て
篭
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
夜
半
に
な
っ
て
義
氏
の
使
者
か
ら
こ
の
こ
と
を
聞

き
驚
い
た
泰
時
は
雨
の
降
る
中
を
宇
治
に
向
か
い
、
景
綱
に
命
じ
て
橋
上
の
戦
い
を
止
め
る
よ
う
制
止
を
加
え
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
退
去
し
た
た
め
、
泰
時
は
平

等
院
で
休
息
を
と
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
戦
い
の
負
傷
者
が
表
２
②
で
あ
る
。
な
お
、「
古
活
字
本
」
で
は
制
止
し
た
の
は
「
侍
所
司
」
の
平
盛
綱
四
八

、「
前
田
家
本
」
で
は
佐
々
木
平

三
郎
兵
衛
尉
盛
綱
と
な
っ
て
い
る
四
九

。 

そ
し
て
十
四
日
、
連
日
の
雨
に
よ
り
宇
治
川
は
増
水
し
て
い
た
た
め
、
泰
時
は
宇
治
川
を
越
え
る
た
め
に
芝
田
橘
六
兼
義
を
呼
び
、
河
の
浅
瀬
を
調
べ
る
よ
う
指
示
を
出
し
た
。
兼
義

は
南
条
時
員
と
と
も
に
真
木
島
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
『
承
久
記
』
で
は
兼
義
が
「
検
見
」
を
給
わ
る
こ
と
を
願
い
出
た
た
め
、
泰
時
が
時
員
を
指
し
添
え
た
と
す
る
五
〇

。
時
員
は
兼
義

が
泳
い
で
浅
瀬
を
調
べ
る
の
を
見
届
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
雨
に
よ
っ
て
河
は
濁
り
、
白
浪
が
溢
れ
落
ち
、
淵
の
底
を
伺
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
泳

ぎ
が
達
者
な
兼
義
は
渡
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
卯
の
三
刻
、
兼
義
と
春
日
刑
部
三
郎
貞
幸
は
宇
治
川
を
渡
る
た
め
に
伏
見
津
の
瀬
に
急
行
し
、
そ
の
後
に
佐
々

木
四
郎
右
衛
門
尉
信
綱
、
中
山
次
郎
重
継
と
並
ん
で
安
東
忠
家
が
続
い
た
が
、
多
く
の
武
士
が
討
た
れ
、
ま
た
流
さ
れ
死
ん
で
い
っ
た
。 

 

日
の
出
の
時
刻
と
な
り
、
泰
時
は
時
氏
を
呼
び
「
吾
衆
擬
二

敗
北
一

。
於
レ

今
者
。
大
将
軍
可
レ

死
之
時
也
。
汝
速
渡
レ

河
入
二

軍
陣
一

。
可
レ

捨
レ

命
」
と
、
河
を
渡
り
官
軍
の
陣
中
に
入

っ
て
命
を
捨
て
る
よ
う
命
じ
る
。
そ
こ
で
時
氏
は
佐
久
満
太
郎
・
南
条
時
員
以
下
の
六
騎
を
率
い
て
宇
治
川
を
渡
り
、
つ
い
に
岸
に
着
い
た
。
こ
の
「
六
騎
」
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』

と
『
承
久
記
』
で
は
異
な
る
人
物
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
六
騎
す
べ
て
を
記
し
た
も
の
は
な
く
、『
吾
妻
鏡
』
で
は
佐
久
満
太
郎
・
南
条
七
郎
時
員
、「
前
田
家
本
」
で
は
佐
久
目
太
郎

家
盛
・
万
年
九
郎
秀
幸
・
加
賀
輪
三
郎
、「
古
活
字
本
」
で
は
小
熊
太
郎
・
関
実
忠
・
万
年
九
郎
秀
幸
で
あ
る
。
「
加
賀
輪
三
郎
」
は
表
２
①
に
見
ら
れ
る
香
河
三
郎
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
一
応
六
名
に
な
る
が
、
小
熊
太
郎
は
「
前
田
家
本
」
で
の
佐
久
目
太
郎
と
同
様
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
佐
久
目
太
郎
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
五
一

。

そ
う
な
る
と
、
あ
と
一
名
が
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
横
溝
資
重
が
系
図
に
「
宇
治
川
七
騎
内
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
（
系
図
３
）。「
七
名
」
と
あ
る
の
は
時
氏
も
入

れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
資
重
が
時
氏
以
外
の
六
名
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
資
重
を
入
れ
れ
ば
、
時
氏
と
と
も
に
宇
治
川
を
渡
っ
た
の
は
以
下
の
六
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名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
氏
を
含
め
七
名
は
無
事
に
渡
り
終
え
た
よ
う
で
、
六
月
十
九
日
に
六
名
を
招
い
て
酒
を
勧
め
、
贈
物
を
し
て
い
る
。 

①
佐
久
満
太
郎
（『
吾
妻
鏡
』・
「
前
田
家
本
」
で
は
佐
久
目
太
郎
家
盛
・「
古
活
字
本
」
で
は
小
熊
太
郎
） 

②
南
条
時
員
（
『
吾
妻
鏡
』
） 

③
関
実
忠
（「
古
活
字
本
」） 

④
万
年
秀
幸
（
「
古
活
字
本
」・
「
前
田
家
本
」） 

⑤
加
賀
輪
（
香
川
）
三
郎
（「
前
田
家
本
」） 

 

⑥
横
溝
資
重
（「
伊
東
氏
系
図
」
） 

 

泰
時
と
足
利
義
氏
は
尾
藤
景
綱
が
平
出
弥
三
郎
に
民
家
を
取
り
壊
し
て
作
ら
せ
た
馬
筏
に
乗
っ
て
河
を
渡
り
、
そ
の
後
、
泰
時
は
「
壮
士
十
六
騎
」
の
み
を
率
い
て
密
か
に
深
草
河
原

に
陣
を
構
え
た
五
二

。
こ
こ
に
西
園
寺
公
経
か
ら
泰
時
が
ど
こ
ま
で
来
た
か
を
見
て
く
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
三
善
長
衡
が
訪
れ
、
泰
時
は
明
日
入
洛
す
る
こ
と
を
伝
え
、
南
条
時
員
を

長
衡
に
つ
け
て
公
経
の
も
と
に
遣
わ
し
、
公
経
の
屋
敷
を
警
護
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
史
料
四
）。 

【
史
料
四
】『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
四
日
条 

武
州
相
二

具
壮
士
十
六
騎
一

。
潜
陣
二

于
深
草
河
原
一

。
右
幕
下
使
長
衡

。
来
二

此
所
一

云
。
迄
二

何
所
一

有
レ

渡
乎
可
レ

奉
レ

見
由
。
有
二

幕
下
命
一
云

々

。
武
州
云
。
明
旦
可
二

入
洛
一

候
。
最
前
可
レ

啓
二

案
内
一

者
。
問
二

使
者
名
一

。
長
衡
名
謁
訖
。
則
以
二

南
条
七
郎
一

付
二

長
衡
一

。
遣
二

幕
下
之
許
一

。
可
レ

警
二

固
其
亭
一

之
旨
。
示
付
云

々

。 
 

 

二 

安
東
忠
家
の
最
期 

 

六
月
十
五
日
に
官
軍
の
敗
北
が
決
定
的
と
な
る
と
、
泰
時
は
十
六
日
に
合
戦
が
無
事
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
関
東
に
伝
え
る
た
め
飛
脚
を
遣
わ
す
。
こ
の
飛
脚
は
二
十
三
日
に
鎌
倉
に
到

着
し
、
す
ぐ
に
「
洛
中
城
外
謀
坂
之
輩
」
の
処
罰
が
定
め
ら
れ
、
翌
二
十
四
日
の
寅
刻
に
は
こ
の
処
置
を
記
し
た
「
関
東
事
書
」
を
持
ち
、
安
東
光
成
が
泰
時
・
時
房
の
も
と
に
届
け
る

た
め
鎌
倉
を
発
っ
て
い
る
。
光
成
は
二
十
九
日
に
六
波
羅
に
到
着
し
、「
洛
中
城
外
謀
坂
之
輩
」
を
断
罪
す
る
よ
う
に
と
の
条
々
を
詳
し
く
伝
え
、
時
房
と
泰
家
は
三
浦
義
村
・
毛
利
季
光

ら
と
評
議
を
行
っ
た
。
ま
た
六
月
十
八
日
に
は
、
中
太
弥
三
郎
を
使
者
と
し
て
戦
功
を
あ
げ
た
者
・
負
傷
者
・
死
亡
者
の
交
名
を
鎌
倉
に
送
っ
て
い
る
。
交
名
の
作
成
に
は
、
判
官
代
（
関
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実
忠
）
・
後
藤
基
綱
・
金
持
兵
衛
尉
ら
の
記
録
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
実
忠
は
十
四
日
の
宇
治
川
の
合
戦
で
敵
を
討
っ
た
人
々
を
記
録
し
て
い
た
。 

さ
て
、
芝
田
義
兼
・
春
日
貞
幸
に
続
き
、
佐
々
木
信
綱
・
中
山
重
継
ら
と
と
も
に
宇
治
川
を
渡
っ
た
安
東
忠
家
だ
が
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
の
中
で
は
生
死
が
わ
か
ら
な
い
五
三

。
し
か

し
、
死
亡
者
を
記
し
た
交
名
（
表
２
④
）
の
中
に
「
安
東
平
次
兵
衛
尉 

安
東
藤
内
左
衛
門
尉
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
平
姓
安
東
氏
と
藤
姓
安
東
氏
が
と
も
に
死
亡
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
承
久
の
乱
に
は
平
姓
安
東
氏
の
忠
家
・
藤
姓
安
東
氏
の
藤
内
左
衛
門
尉
・
藤
内
、
安
部
姓
安
藤
氏
の
左
近
将
監
と
い
う
三
つ
の
「
ア
ン
ド
ウ
氏
」
が
泰
時
に
従
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
藤
姓
安
藤
氏
・
安
部
姓
安
藤
氏
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
考
察
し
た
の
で
、
最
後
に
安
東
忠
家
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
き
た
い
。 

な
お
、
佐
藤
進
一
氏
と
細
川
重
男
氏
は
『
民
経
記
』
寛
喜
三
年
十
月
九
日
条
に
「
守
護
所
左
衛
門
尉
忠
家
」
と
し
て
見
え
る
人
物
を
安
東
忠
家
に
比
定
し
て
い
る
が
五
四

、
こ
の
人
物
は

時
房
の
被
官
・
本
間
左
衛
門
尉
忠
家
五
五

で
あ
り
、
安
東
忠
家
と
は
別
人
で
あ
る
。
忠
家
は
初
出
時
と
承
久
元
年
に
安
東
次
郎
と
し
て
見
ら
れ
る
た
め
次
郎
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、

交
名
で
は
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
と
区
別
す
る
た
め
に
「
平
次
」
が
書
き
加
え
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
死
亡
し
た
「
安
東
平
次
兵
衛
尉
」
は
安
東
忠
家
な
の
で
あ
る
。 

付
表
16
①
が
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
平
姓
安
東
氏
の
活
動
一
覧
だ
が
、
和
田
合
戦
で
義
時
側
の
武
士
と
し
て
死
亡
し
た
安
東
四
郎
兵
衛
尉
を
除
き
、
す
べ
て
忠
家
の
活
動
と
な
っ
て
い

る
。
忠
家
は
和
田
合
戦
に
お
け
る
金
窪
行
親
の
副
官
と
し
て
の
活
動
だ
け
で
は
な
く
、
義
時
袖
判
の
奉
書
を
発
給
す
る
な
ど
、
実
務
的
な
活
動
も
確
認
で
き
る
。
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）

正
月
二
十
七
日
ま
で
は
義
時
に
祗
候
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
承
久
の
乱
ま
で
に
義
時
の
命
に
背
く
こ
と
が
あ
り
、
駿
河
国
に
蟄
居
し
て
い
る
。
史
料
五
は
泰
時
が
上
洛
す
る

こ
と
を
聞
い
た
忠
家
が
、
駿
河
国
に
到
着
し
た
泰
時
の
も
と
に
駆
け
付
け
た
場
面
で
あ
る
。 

【
史
料
五
】『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
五
日
条 

 

今
日
及
二

黄
昏
一

。
武
州
至
二

駿
河
国
一

。
爰
安
東
兵
衛
尉
忠
家
。
此
間
有
下

背
二

右
京
兆
之
命
一

事
上

。
籠
二

居
当
国
一

。
聞
二

武
州
上
洛
一

。
廻
レ

駕
来
加
。
武
州
云
。
客
者
勘
発

人
也
。
同
道
不
レ

可
レ

然
歟
云

々

。
忠
家
云
。
存
レ

義
者
無
為
時
事
也
。
為
レ

棄
二

命
於
軍
旅
一

。
進
発
上
者
。
雖
レ

不
レ

被
レ

申
二

鎌
倉
一

。
有
二

何
事
一

乎
者
。
遂
以
扈
従
云

々

。 

泰
時
は
「
勘
発
人
」、
す
な
わ
ち
義
時
の
譴
責
を
受
け
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
同
道
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
反
対
す
る
が
、
忠
家
は
命
を
戦
で
棄
て
る
た
め
に
進
発
し
た
上
は
、

鎌
倉
に
報
告
せ
ず
と
も
何
事
が
あ
ろ
う
か
、
と
主
張
し
つ
い
に
つ
き
従
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
兼
義
ら
と
の
先
陣
争
い
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
忠
家
に
と
っ

て
、
承
久
の
乱
は
汚
名
返
上
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
表
２
①
に
は
安
東
兵
衛
尉
の
手
の
者
・
肥
前
房
の
小
舎
人
童
が
敵
の
山
口
兵
衛
尉
を
生
け
捕
り
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
勲
功
も
あ

っ
た
忠
家
だ
が
、
後
継
者
た
る
男
子
が
幼
か
っ
た
の
か
、
ま
た
は
い
な
か
っ
た
の
か
、
平
姓
安
東
氏
の
活
動
は
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
ま
で
確
認
で
き
な
い
。
付
表
16
②
と
し
て
平
姓

安
東
氏
と
考
え
ら
れ
る
人
物
の
活
動
を
ま
と
め
た
が
、
安
東
平
右
衛
門
入
道
蓮
聖
五
六

、
安
東
平
次
郎
左
衛
門
入
道
尊
心
、
安
東
平
右
衛
門
尉
、
安
東
平
内
右
衛
門
入
道
な
ど
が
忠
家
の
子
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孫
、
も
し
く
は
一
族
で
あ
ろ
う
。 

一
方
、
同
じ
く
死
亡
者
に
加
え
て
負
傷
者
が
出
た
藤
姓
安
東
氏
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
藤
内
左
衛
門
尉
の
子
と
考
え
ら
れ
る
光
成
が
泰
時
に
近
侍
す
る
よ
う
に
な
り
、
時
頼
期
ま
で
活

躍
し
て
い
る
（
付
表
17
）
。
藤
姓
安
東
氏
が
平
姓
安
東
氏
と
大
き
く
異
な
る
点
は
藤
姓
安
東
氏
が
「
十
八
騎
」
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
泰
時
の
側
近
が
「
十
八
騎
」
の

人
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
構
成
は
鎌
倉
幕
府
滅
亡
ま
で
続
く
こ
と
か
ら
、
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
先
祖
が
「
十
八
騎
」
と
し
て
出
陣
し
た
と
い
う

こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

お
わ
り
に 

 
 

六
月
十
八
日
条
の
交
名
の
最
後
に
、
「
武
蔵
守
殿
御
手
者
」
と
し
て
記
さ
れ
た
人
物
が
十
名
い
る
（
表
２
⑤
）。
こ
の
う
ち
飯
田
左
近
将
監
と
片
穂
刑
部
四
郎
に
つ
い
て
は
表
２
④
に
記

載
が
あ
る
た
め
、
死
亡
者
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
と
安
東
忠
家
は
表
２
④
の
み
で
表
２
⑤
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
泰
時
の
「
御
手
者
」
と

は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
五
郎
殿
」
で
あ
る
。「
殿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
北
条
氏
一
門
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
た
め
、「
十
八
騎
」
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て

い
た
北
条
五
郎
と
同
一
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
北
条
五
郎
は
義
時
の
子
・
実
泰
（
母
は
伊
賀
氏
）
で
は
な
く
、
時
政
の
従
兄
弟
・
時
綱
の
子
で
あ
る
五
七

。『
続
群
書
類
従
』
の
北

条
氏
系
図
に
は
「
承
久
兵
乱
討
死
」
と
あ
り
五
八

、
承
久
の
乱
で
死
亡
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
泰
時
が
後
深
草
河
原
に
陣
を
構
え
た
際
の
「
壮
士
十
六
騎
」（
史
料
四
」）
と
は
、
十
八
騎
の

う
ち
北
条
五
郎
と
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
が
死
去
し
た
た
め
、「
十
六
騎
」
に
減
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

以
上
、
承
久
の
乱
に
つ
い
て
泰
時
従
軍
「
十
八
騎
」、
時
氏
と
と
も
に
宇
治
川
を
渡
っ
た
「
六
騎
」、
後
深
草
河
原
の
「
壮
士
十
六
騎
」
の
構
成
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
乱
の
結
果
、

得
宗
領
は
全
国
に
広
が
り
、
ま
た
六
波
羅
探
題
設
置
に
よ
り
在
京
す
る
被
官
、
京
・
鎌
倉
間
を
往
来
す
る
東
使
と
し
て
活
動
す
る
被
官
、
得
宗
領
在
地
に
代
官
と
し
て
赴
く
被
官
な
ど
、

得
宗
被
官
の
活
動
範
囲
も
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
必
然
的
に
多
く
の
人
材
が
必
要
に
な
り
、
北
条
氏
一
門
に
よ
る
御
家
人
の
被
官
化
は
よ
り
一
層
活
発
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

増
え
た
被
官
を
管
理
す
る
立
場
に
立
っ
た
の
が
尾
藤
景
綱
・
平
盛
綱
・
諏
訪
（
伊
具
）
盛
重
・
南
条
時
員
・
安
東
光
成
た
ち
有
力
被
官
な
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
続
く
有
力
得

宗
被
官
の
基
盤
は
承
久
の
乱
の
際
に
で
き
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。 
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勅

使

河

原

五

丹

二

勅

使

河

原

弥

四

青

木

南

荒

居

堀

口

居

四

南

荒

堀

口

二

原

弥

次

勅

使

河

五

七 六 二 五

左

丹

四

六 五

左

六 十 丹

四

六

二

僧 僧 弥

四

彦

三

小

三

二 七 左

三

正

覚

三

入

二 弥

二

彦

五

彦

七

彦

二

五 弥

二

盛
泰

盛
澄

刑

部

左

真
頼

師
有

時
直

円
照

光
照

時
直

政
直

広
直

直
隆

盛
時

重
直

新

右

馬

允

直
綱

実
直

員
直

宗
直

泰
直

義
直

盛
直

右

馬

允

直
時

直
時

信
直

直
重

重
直

直
兼

則
直

有
直

光
直

家
直

経
直

恆
重

貞
直

彦

三

、

刑

部

丞

弥

二

直

綱

養

子

高
直

直
任

宗
直

光
直

実
直

丹

三

左

恆
直

信
貞

系図１ 勅使河原氏略系図

『系図綜覧』二巻、武蔵七党

系図（丹党）より作成
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門

祐

村

母

小

河

左

衛

資

康

母

寛

仁

三

郎

上

田

殿

云

弁

等

母

也

、

平

山

律

師

行

景

イ

惟

家

室

山

戸

林

尼

入

道

御

宿

五

郎

入

道

四

郎

主 金

屋

宮

原

領

郎

泰

親

母

中

里

小

二

親

母

惟

村

朝

安

達

金

沢

尼

蔵

人

入

道

妻

信

濃

国

村

上

号

宮

原

殿

五

郎

二

郎

六

郎

御

宿

二

郎

四

郎

政

継

母

領

主

惟

秀

妻

奥

州

岩

城

郡

□

郎

兵

衛

葛

山

二

礼

忍

房

左

衛

門

葛

山

与

一

門

経

頼

妻

大

森

左

衛

八

郎

岩

城

入

道

行

全

葛

山

六

郎

法

名

見

政

葛

山

弥

次

郎

衛

門

、

入

道

葛

山

次

郎

左

尼

、

忍

性

房

駿

河

局

景
忠

葛

山

三

郎

女
子

女
子

女
子

令

養

孫

新

二

郎

雅

村

譲

与

景
倫

時

出

家

、

高

野

願

住

房

葛

山

五

郎

、

源

丞

相

薨

惟
清

女
子

女
子

女
子

女
子

女
子

経
重

家
重

広
重

女
子

女
子

惟
継

惟
重

女
子

惟
□

惟
盛

行
景

重
朝

女
子

惟
量

葛

山

小

三

郎

、

承

久

合

戦

之

時

於

尾

張

国

被

討

、

惟
尊

小

次

郎

、

葛

山

左

衛

門

、

入

道

寿

阿

六

郎

、

御

宿

殿

、

建

久

四

年

五

月

八

日

、

頼

朝

富

士

藍

沢

御

狩

時

御

宿

申

、

則

号

御

宿

、

三

位

中

将

重

衡

理

髪

ノ

子

、

初

号

竹

下

孫

八

郎

、

法

名

従

仏

葛

山

一

郎

惟
宗

惟
忠

女
子

女
子

惟
時

葛

山

七

郎

、

入

道

、

澄

有

、

男

女

長

、

譲

与

所

領

於

養

子

金

沢

殿

、

葛

山

四

郎

、

依

無

子

惟
時

惟
行

隆
経

女
子

系図２ 葛山氏略系図

『系図綜覧』二巻、姉小路系図（大森葛山）

より作成

 
 



第 3章 承久の乱における泰時従軍「十八騎」 

60 

 

                  

 

五

内

島

蓮

沼

内

島

三

五 二

兵

小

三

六 新

左

三

六

左

平

左

景
忠

俊
綱

経
俊

□
□

為
忠

泰
俊

則
光

忠
国

則
澄

三

行
忠

家
経

七

国
綱

国
家

忠
俊

俊
盛

忠
季

盛
綱

内

島

左

近

将

出

、

寂

阿

盛
忠

系図４ 内島氏略系図

『系図綜覧』二巻、武蔵七党

系図（猪俣党）より作成

愢

水

三

郎

八

郎

イ

飯

四

郎

渋

見

五

郎

横

溝

四

郎

松

尾

十

郎

工

藤

庄

司

イ

重

イ

重

三

郎

七

郎

宇

治

川

七

騎

内

横

溝

五

郎

丞

大

純

野

二

郎

景
澄

重
光

景
光

景
資

時
澄

光
隆

資
景

時
忠

時
景

行
光

資
政

行
資

系図３ 横溝氏略系図

『南家 伊藤氏藤原姓大系図』より作成
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一 

「
神
国
王
御
書
」
（『
御
書
』
一
五
二
一
頁
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
八
三
七
号
）。 

二 

「
兵
衛
志
殿
御
書
」
（『
御
書
』
一
〇
九
五
～
一
〇
九
六
頁
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
八
五
〇
号
）。 

三 

承
久
の
乱
に
関
す
る
論
考
に
は
、
上
横
手
雅
敬
「
承
久
の
乱
の
歴
史
的
評
価
」（『
史
林
』
三
九
―
一
号
、
一
九
五
六
年
）、
上
横
手
雅
敬
「
承
久
の
乱
の
諸
前
提
」（『
日
本
中
世
政
治

史
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
、
本
郷
和
人
「
武
士
―
承
久
の
乱
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
―
」（『
日
本
歴
史
』
五
一
三
号
、
一
九
九
一
年
）、
本
郷
和
人
「
承
久
の
乱
の
史
的
位

置
」（
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、
白
根
靖
大
「
承
久
の
乱
の
歴
史
的
意
義
」（『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
※
初
出

は
『
日
本
歴
史
』
六
〇
三
号
、
一
九
九
八
年
）、
白
井
克
浩
「
承
久
の
乱
再
考
―
北
条
義
時
追
討
宣
旨
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

通
史
的
な
も
の
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
特
に
近
年
の
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
山
本
幸
司
『
頼
朝
の
天
下
草
創
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
関
幸
彦
『
承
久
の
乱
と
後
鳥
羽
院
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

ま
た
、
日
蓮
の
史
観
に
関
す
る
論
考
に
玉
懸
博
之
「
日
蓮
の
歴
史
観
―
そ
の
承
久
の
乱
に
対
す
る
論
評
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
五
号
、
一
九
七
一
年
）、
川
添
昭
二

「
日
蓮
の
史
観
と
真
言
排
撃
」（
『
日
蓮
と
そ
の
時
代
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
九
年
、
第
五
章
）、
鶴
岡
雅
代
「
日
蓮
聖
人
の
歴
史
認
識
―
承
久
の
乱
の
論
評
を
中
心
に
―
」（『
日
蓮

教
学
研
究
所
紀
要
』
二
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。 

四 

前
田
家
本
は
『
承
久
記 

前
田
家
本
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）、
古
活
字
本
と
慈
光
寺
本
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
四
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
所
収
。
以
下
「
前

田
家
本
」「
古
活
字
本
」「
慈
光
寺
本
」
と
の
み
記
す
。
野
口
実
氏
は
「
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
の
史
料
的
評
価
に
関
す
る
一
考
察
」（『
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
』

一
八
号
、
二
〇
〇
五
年
）
の
中
で
、
「
慈
光
寺
本
」
の
成
立
に
は
三
浦
氏
の
関
係
者
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
こ
の
慈
光
寺
本
こ
そ
承
久
の
乱
解
明
の
た
め
の
基

礎
的
な
史
料
足
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
御
家
人
中
唯
一
、
北
条
氏
に
対
抗
し
う
る
実
力
を
有
し
た
と
さ
れ
な
が
ら
不
明
な
点
の
多
い
宝
治
合
戦
以
前
の
三
浦
氏
の
幕
府
内
に
お
け

る
位
置
を
再
検
討
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
（
四
九
頁
）。 

五 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
十
九
日
条
。 

六 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
三
日
条
。 

七 

関
実
忠
は
『
系
図
纂
要
』
で
は
平
盛
綱
と
兄
弟
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
系
図
の
信
憑
性
は
低
い
。
表
２
④
に
見
ら
れ
る
関
左
衛
門
入
道
（
政
綱
）
は
実
忠
と
は
別
の
一
族
で
、
常

陸
国
関
郡
の
大
方
政
家
（
秀
郷
流
藤
原
氏
。
下
総
国
豊
田
郡
大
方
郷
の
武
士
）
の
子
で
あ
る
。
子
の
政
泰
は
京
方
の
武
士
と
し
て
東
山
道
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年

六
月
三
日
条
）
。 

八 

「
古
活
字
本
」
三
九
四
頁
。 

九 

『
官
職
難
儀
』
（『
新
校
群
書
類
従
』
第
四
巻
、
一
九
三
七
年
）
八
九
頁
。 

一
〇 

安
東
藤
内
の
活
動
は
他
に
寛
喜
二
年
に
石
河
次
郎
と
と
も
に
六
波
羅
よ
り
神
護
寺
に
差
し
遣
わ
さ
れ
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
九
二
五
号
）
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
正
嘉
元
年
正

月
の
将
軍
御
行
始
の
儀
で
引
出
物
の
一
の
御
馬
を
北
条
業
時
と
と
も
に
引
い
て
い
る
安
東
藤
内
は
別
人
か
も
し
れ
な
い
が
、
光
成
も
存
命
で
あ
る
の
で
同
一
人
物
の
可
能
性
も
あ
る
。 

一
一 

「
古
活
字
本
」
三
八
二
頁
。「
前
田
家
本
」
二
四
一
頁
。「
古
活
字
本
」
は
北
条
有
時
の
こ
と
も
「
伊
具
六
郎
」
と
記
す
が
、
こ
れ
は
後
に
有
時
が
陸
奥
国
伊
具
郡
を
領
し
、
子
孫
が

伊
具
を
称
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
承
久
の
乱
当
時
の
有
時
の
通
称
は
「
陸
奥
六
郎
」
で
あ
る
。 

一
二 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
閏
七
月
二
十
三
日
条
、
同
年
十
一
月
十
四
日
条
。 
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一
三 
岡
田
清
一
「
鎌
倉
時
代
の
伊
具
郡
に
つ
い
て
」
（
『
鎌
倉
幕
府
と
東
国
』
※
初
出
は
東
北
福
祉
大
学
岡
田
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
研
究
年
報
第
二
六
輯
『
宮
城
県
丸
森
町
調
査
報
告
書
』、
二
〇

〇
四
年
）。 

一
四 

注
（
一
三
）
岡
田
著
作
、
三
六
三
頁
。 

一
五 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
第
三
部
第
三
章
で
考
察
し
て
い
る
。 

一
六 

岡
田
氏
は
「
伊
具
太
郎
」
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
（
注
一
三
、
岡
田
著
作
、
三
六
一
頁
）。 

一
七 

そ
の
後
も
建
久
元
年
十
一
月
七
日
の
頼
朝
の
上
洛
、
建
久
六
年
三
月
十
日
の
頼
朝
の
東
大
寺
供
養
に
も
供
奉
し
て
い
る
。 

一
八 

「
大
斉
番
文
」
の
岡
村
太
郎
右
衛
門
尉
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
九 

ま
た
嘉
元
元
年
か
ら
嘉
元
三
年
ま
で
「
岡
村
左
衛
門
五
郎
資
行
」、
徳
治
元
年
か
ら
「
岡
村
五
郎
左
衛
門
尉
資
行
」
と
あ
る
た
め
、「
大
斉
番
文
」
の
岡
村
五
郎
左
衛
門
尉
は
資
行
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

二
〇 

そ
の
他
文
治
元
年
十
月
二
十
四
日
に
は
頼
朝
の
勝
長
壽
院
供
養
に
随
兵
と
し
て
供
奉
、
文
治
三
年
八
月
十
五
日
に
は
流
鏑
馬
の
射
手
を
勤
め
、
文
治
五
年
七
月
一
日
に
は
鶴
岡
放
生

会
の
際
に
調
度
懸
、
同
十
九
日
に
は
藤
原
秀
平
討
伐
に
従
軍
し
て
い
る
。
建
久
六
年
ま
で
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
。 

二
一 

『
系
図
綜
覧
』
第
二
、
四
九
二
～
四
九
三
頁
。
た
だ
し
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
通
称
と
は
異
な
り
、
有
直
は
「
弥
二
」
と
な
っ
て
い
る
。
則
直
の
「
右
馬
允
」
任
官
は
確
認
で
き

る
（
「
関
東
開
闢
皇
代
并
年
代
記
」
※
『
国
史
大
系
』
第
五
巻
『
吾
妻
鏡
』、
経
済
雑
誌
社
、
一
九
〇
五
年
所
収
。
八
三
〇
頁
）。 

二
二 

本
間
氏
は
時
房
の
子
孫
大
仏
氏
被
官
と
し
て
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
活
躍
す
る
。
垸
飯
に
は
多
く
の
本
間
氏
が
見
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
時
房
・
時
定
（
時
房
の
子
）
沙
汰
の
垸
飯
で
あ

る
（
付
表
２
②
）。
的
始
に
は
『
吾
妻
鏡
』
に
十
七
回
（
付
表
３
）、『
御
的
日
記
』
に
は
一
族
合
計
七
十
七
回
（
付
表
５
）
と
最
も
多
く
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
一
族
で
あ
る
。
嘉
暦
元

年
に
は
射
手
十
二
人
中
五
人
が
本
間
氏
で
あ
る
。 

二
三 

の
ち
に
足
利
義
氏
の
子
・
長
氏
が
吉
良
を
称
す
る
が
、
仁
治
二
年
ま
で
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
長
氏
は
「
足
利
五
郎
」
を
通
称
と
し
て
お
り
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
吉
良
次
郎

や
吉
良
政
衡
と
は
別
の
一
族
で
あ
る
。
時
房
被
官
の
可
能
性
の
根
拠
は
吉
良
氏
も
時
房
沙
汰
の
垸
飯
で
馬
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
、
嘉
禎
二
年
に
吉
良
次
郎
が
、
仁
治
元
年
に
政
衡
が

見
え
る
。
的
始
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
吉
良
氏
も
足
利
氏
で
は
な
く
、
時
房
流
被
官
の
吉
良
氏
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
は
吉
良
次
郎
の
一
回
の
み
（
付
表
３
）
だ
が
、『
御
的
日
記
』

に
は
吉
良
孫
次
郎
信
衝
・
吉
良
彦
次
郎
会
衡
・
吉
良
彦
三
郎
朝
衡
と
「
衡
」
を
通
字
と
す
る
人
物
が
合
計
十
二
回
射
手
と
な
っ
て
い
る
（
付
表
５
）。
吉
良
次
郎
や
政
衡
の
子
孫
で
あ
ろ

う
。 

二
四 

波
多
野
義
重
が
重
時
代
官
（
『
鎌
倉
遺
文
』
六
三
四
〇
号
）
で
あ
り
、
波
多
野
五
郎
秀
頼
・
波
多
野
小
次
郎
定
経
・
波
多
野
兵
衛
次
郎
定
康
が
建
長
二
年
と
建
長
六
年
の
重
時
沙
汰

の
垸
飯
に
見
ら
れ
る
（
付
表
２
②
）。 

二
五 

永
仁
元
年
の
平
禅
門
の
乱
で
は
佐
野
左
衛
門
入
道
が
平
頼
綱
・
飯
沼
助
宗
と
と
も
に
自
害
し
て
い
る
（『
親
玄
僧
正
日
記
』
永
仁
元
年
四
月
二
十
二
日
条
）。
嘉
元
の
乱
で
は
別
の
佐

野
左
衛
門
入
道
が
北
条
時
村
殺
害
の
下
手
人
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
武
士
を
預
け
先
に
連
行
し
て
お
り
（『
鎌
倉
裏
書
』）、｢

大
斉
番
文｣

に
佐
野
左
衛
門
入
道
、｢

供
養
記｣

に
佐
野
左
衛
門

太
郎
・
佐
野
七
郎
（
付
表
８
Ｈ
）
が
見
え
る
。 

二
六 

建
長
六
年
の
的
調
に
見
ら
れ
る
勅
使
河
原
三
郎
（
小
三
郎
）
が
則
直
の
子
泰
直
で
あ
ろ
う
か
（
付
表
４
）。「
泰
」
は
泰
時
の
偏
諱
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
七 

永
仁
三
年
～
永
仁
五
年
ま
で
勅
使
河
原
左
衛
門
四
郎
重
直
が
三
回
、
正
和
二
年
～
嘉
暦
元
年
の
間
に
勅
使
河
原
後
四
郎
武
直
が
九
回
射
手
と
な
っ
て
い
る
（
付
表
５
）。 

 

二
八 

建
保
元
年
に
死
去
し
た
際
四
十
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
た
め
（『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
四
日
条
）、
逆
算
す
る
と
三
十
四
歳
と
な
る
。 

二
九 

三
浦
義
村
女
（
矢
部
禅
尼
）
は
、
泰
時
と
離
縁
し
た
後
佐
原
盛
連
に
嫁
い
で
い
る
。
矢
部
禅
尼
盛
連
と
の
間
の
子
で
あ
る
光
盛
・
盛
時
・
時
連
の
う
ち
盛
時
の
初
出
が
貞
永
元
年
で
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あ
る
こ
と
か
ら
、
泰
時
と
安
保
実
員
女
と
の
間
に
時
実
が
生
ま
れ
る
建
暦
二
年
以
前
に
は
離
縁
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

三
〇 

『
系
図
綜
覧
』
第
二
、
一
八
八
～
一
九
四
頁
。
藤
原
兼
家
の
子
・
道
隆
の
流
れ
を
汲
む
藤
原
氏
で
、
伊
周
―
忠
親
―
雅
康
と
続
き
、
雅
康
の
子
の
親
康
の
子
孫
は
「
大
森
」
を
名
乗

り
、
惟
兼
の
子
孫
は
「
葛
山
」
を
名
乗
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
惟
兼
の
子
・
惟
忠
が
「
葛
山
一
郎
（
太
郎
カ
）」、
惟
忠
の
子
・
六
郎
惟
重
の
屋
敷
を
建
久
四
年
の
富
士
の
巻
狩
の
際
に

頼
朝
が
宿
と
し
た
こ
と
で
「
御
宿
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
広
重
は
惟
重
の
子
で
、「
小
次
郎
、
葛
山
左
衛
門
、
入
道
□
阿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
同
一
九
三
頁
）。
ま
た

「
小
三
郎
」
と
記
さ
れ
た
弟
・
家
重
は
「
承
久
合
戦
之
時
於
二

尾
張
国
一

被
レ

討
」
と
あ
る
。
な
お
、
建
保
六
年
に
実
朝
に
渡
宋
を
命
じ
ら
れ
、
渡
宋
船
の
準
備
を
し
た
葛
山
五
郎
景
倫

（
願
性
）
は
惟
重
の
弟
・
景
忠
を
父
と
し
て
お
り
、
広
重
と
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
景
倫
は
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
た
た
め
に
出
家
し
高
野
山
金
剛
三
昧
院
に
入
る
。
そ
の
後
政
子
に
よ
っ

て
紀
伊
国
由
良
荘
の
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
地
頭
職
は
嘉
禎
二
年
に
金
剛
三
昧
院
に
寄
進
し
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
四
九
五
六
号
、
四
九
六
〇
号
）。 

三
一 

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
二
年
八
月
十
五
日
条
（
巻
三
十
六
）
。
こ
の
と
き
平
盛
綱
の
子
・
盛
時
も
同
じ
く
牛
車
の
左
右
に
祗
候
し
て
い
る
。 

三
二 

こ
の
兵
衛
尉
は
『
御
的
日
記
』
に
見
ら
れ
る
惟
資
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。 

三
三 

大
森
氏
も｢

大
斉
番
文｣

と｢

供
養
記｣
に
大
森
右
衛
門
入
道
（
付
表
７
、
付
表
８
Ｈ
）
が
見
え
る
が
、
射
手
と
し
て
は
見
ら
れ
な
い
。 

三
四 

た
だ
し
名
字
の
地
と
な
っ
た
「
横
溝
」
の
比
定
地
は
定
か
で
は
な
い
。 

三
五 

系
図
の
通
り
で
あ
れ
ば
工
藤
行
光
と
は
従
兄
弟
と
な
る
が
、
行
光
の
活
動
が
確
認
で
き
る
の
が
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
ま
で
で
、
行
光
は
そ
の
時
に
は
す
で
に
六
十
代
近
い
と
考

え
ら
れ
る
た
め
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
建
久
六
年
三
月
十
日
の
頼
朝
の
東
大
寺
供
養
に
供
奉
し
て
い
る
横
溝
六
郎
が
父
親
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。 

三
六 

糠
部
郡
に
は
嘉
元
四
年
に
平
盛
時
が
北
条
時
頼
に
よ
っ
て
五
戸
地
頭
代
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
七
六
八
号
）
の
で
、
横
溝
氏
も
地
頭
代
も
し
く
は
給
主
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
の
建
武
元
年
、
糠
部
郡
闕
所
地
に
「
三
戸
横
溝
新
五
郎
入
道
跡
」
が
あ
り
（『
大
日
本
史
料
』
南
部
文
書
、
六
編
一
冊
、
五
二
二
頁
）、
横
溝

孫
二
郎
入
道
・
横
溝
六
郎
ら
が
工
藤
氏
や
曽
我
氏
な
ど
と
と
も
に
津
軽
で
反
乱
を
起
こ
し
た
際
に
は
、「
糠
部
郡
南
門
内
横
溝
弥
五
郎
入
道
跡
」「
糠
部
南
門
内
横
溝
六
郎
三
郎
入
道
跡

中
里
村
」
の
給
主
に
与
同
し
な
か
っ
た
横
溝
孫
六
重
頼
や
横
溝
彦
三
郎
祐
貞
が
補
任
さ
れ
て
い
る
（
同
七
八
六
～
七
八
七
頁
。
同
六
編
二
冊
、
二
九
〇
頁
、
五
九
六
頁
。
な
お
、
重
頼

と
祐
貞
の
間
に
相
論
有
り
）。 

三
七 

正
元
元
年
に
資
重
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
横
溝
五
郎
法
印
（
師
カ
）
法
名
生
阿
と
言
う
人
物
が
筑
後
国
内
高
三
瀦
村
の
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
て
お
り
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
四
五
四
号
）、

正
応
六
年
に
横
溝
馬
次
郎
資
為
（
同
一
八
〇
九
九
号
）
、
嘉
元
三
年
に
横
溝
助
三
郎
（
同
二
二
一
五
八
号
）
が
確
認
で
き
る
。 

三
八 

『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
十
一
月
二
十
七
日
条
、
建
長
三
年
八
月
二
十
一
日
条
。 

三
九 

徳
治
元
年
、
延
慶
元
年
、
正
和
三
年
は
三
人
の
横
溝
氏
が
射
手
と
な
っ
て
い
る
。『
太
平
記
』
に
は
鎌
倉
へ
敗
走
す
る
北
条
泰
家
が
討
た
れ
そ
う
に
な
っ
た
際
、
横
溝
八
郎
（
付
表

５-

32
、
33
、
36
に
見
え
る
横
溝
八
郎
高
貞
で
あ
ろ
う
）
が
そ
の
場
に
踏
み
止
ま
り
二
十
三
騎
を
瞬
く
間
に
射
落
と
し
て
討
死
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
弓
の
名
手
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

四
〇 

太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
（
第
一
巻
、
国
民
社
、
一
九
四
四
年
）
二
一
四
頁
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
津
軽
安
藤
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

四
一 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
〇
〇
七
号
。 

四
二 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
〇
四
三
八
号
、
二
〇
四
四
四
号
。 

四
三 

『
系
図
綜
覧
』
。
な
お
、
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
岡
部
泰
綱
・
忠
綱
・
時
綱
、
岡
部
左
衛
門
四
郎
は
藤
原
氏
南
家
乙
麿
流
工
藤
氏
の
一
族
で
、
猪
俣
党
の
岡
部
氏
と
は
別
の
岡
部
氏

で
あ
る
。
船
越
四
郎
大
夫
と
称
し
た
維
綱
の
子
・
清
綱
か
ら
岡
部
を
称
し
て
い
る
（『
尊
卑
分
脉
』）。
そ
の
名
字
の
地
は
駿
河
国
志
太
郡
岡
部
邑
（
静
岡
県
志
太
郡
岡
部
町
）
と
さ
れ
て

い
る
。 
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四
四 
平
治
元
年
の
平
治
の
乱
で
源
義
朝
に
従
い
、
元
暦
元
年
の
一
谷
の
合
戦
で
頼
朝
に
従
い
平
忠
度
を
討
ち
取
っ
た
岡
部
孫
六
野
太
忠
澄
と
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
忠
澄
と
同

じ
世
代
と
考
え
る
と
承
久
三
年
当
時
に
は
忠
俊
も
家
経
も
か
な
り
高
齢
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
は
検
討
が
必
要
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
忠
俊
と
家
経
に
比
定
し
て
お
き
た
い
。 

四
五 

小
野
沢
氏
に
つ
い
て
は
松
吉
大
樹
「
得
宗
被
官
小
野
沢
氏
に
つ
い
て
」（『
文
化
財
学
雑
誌
』
九
号
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。 

四
六 

実
名
は
『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
二
二
四
号
に
よ
る
。 

四
七 

連
日
の
洪
水
で
船
に
支
障
が
あ
る
は
ず
が
、
天
竜
川
に
は
全
く
水
が
な
か
っ
た
（『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
八
日
条
）。 

四
八 

「
古
活
字
本
」
で
は
安
東
忠
家
が
ま
ず
制
止
し
た
が
静
ま
ら
ず
、
次
に
足
利
義
氏
が
制
止
す
る
も
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
平
盛
綱
が
鎧
を
脱
い
で
小
具
足
に
太
刀
ば
か
り
を
帯
し

て
「
各
、
軍
ヲ
仕
テ
ハ
誰
ヨ
リ
ケ
ン
ジ
ヤ
ウ
ヲ
取
ン
ト
テ
、
大
将
軍
ノ
思
召
様
有
テ
静
メ
サ
セ
給
フ
ニ
、
誰
々
進
ン
デ
カ
ケ
ラ
レ
候
ゾ
。
注
シ
申
セ
ト
テ
、
盛
綱
奉
テ
候
也
」
と
申
し

た
と
こ
ろ
、
盛
綱
が
そ
の
時
「
侍
所
司
」
で
あ
り
多
く
の
人
に
見
知
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
一
・
二
人
聞
か
な
い
も
の
が
あ
っ
た
も
の
の
、
静
ま
っ
た
と
す
る
（
三
九
三
頁
）。
当
時
の

侍
所
所
司
は
金
窪
行
親
で
あ
る
た
め
、『
吾
妻
鏡
』
の
尾
藤
景
綱
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

四
九 

「
前
田
家
本
」
二
六
三
～
二
六
四
頁
。
最
初
に
安
東
兵
衛
が
制
止
し
に
い
っ
た
が
、
制
止
で
き
ず
自
ら
も
合
戦
に
加
わ
っ
た
た
め
、
次
に
平
六
郎
兵
衛
が
遣
わ
さ
れ
た
が
や
は
り
制

止
で
き
ず
、
佐
々
木
平
三
郎
盛
綱
が
静
め
て
い
る
。 

五
〇 

「
前
田
家
本
」
二
六
四
頁
。「
古
活
字
本
」
三
九
三
頁
。 

五
一 

河
を
渡
ろ
う
と
す
る
時
氏
を
佐
久
間
太
郎
（
小
熊
太
郎
）
が
止
め
、
そ
れ
を
振
り
切
っ
て
時
氏
が
渡
っ
た
の
で
、
見
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
佐
久
間
太
郎
（
小
熊
太
郎
）

以
下
の
武
士
が
後
に
続
い
て
い
る
（
「
前
田
家
本
」
二
六
七
～
二
六
八
頁
。「
古
活
字
本
」
三
九
五
頁
）。 

五
二 

「
古
活
字
本
」
は
「
武
蔵
守
、
其
子
ノ
太
郎
・
伊
具
次
郎
、
僅
ニ
五
十
騎
計
ノ
勢
ニ
テ
、
深
草
河
原
ニ
陣
ヲ
取
ル
」（
三
九
七
頁
）
と
あ
る
。 

五
三 

「
前
田
家
本
」
で
は
「
失
に
け
り
」
と
死
亡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
二
六
四
～
二
六
五
頁
）。「
古
活
字
本
」
に
も
「
沈
ケ
リ
」
と
あ
る
（
三
九
四
頁
）。 

五
四 

佐
藤
進
一
『
守
護
制
度
の
研
究
』（
三
五
頁
）、
細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』（
一
八
一
～
一
八
二
頁
）。
佐
藤
氏
は
泰
時
に
近
侍
す
る
「
安
東
左
衛
門
尉
」
も
忠
家
に
比
定

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
細
川
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
光
成
で
あ
る
。 

五
五 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
八
二
二
号
。
伊
勢
国
の
守
護
職
は
承
久
の
乱
の
恩
賞
と
し
て
北
条
時
房
が
拝
領
し
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
貞
応
元
年
三
月
三
日
条
）。
本
間
左
衛
門
尉
忠
家
に
関

す
る
史
料
は
他
に
三
三
〇
八
号
、
三
七
九
〇
号
が
あ
る
。 

五
六 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
四
四
九
号
。 

五
七 

北
条
氏
研
究
会
「
北
条
氏
系
図
考
証
」（『
吾
妻
鏡
人
名
総
覧
』
所
収
）、
四
二
六
頁
。『
吾
妻
鏡
人
名
索
引
』
で
は
「
北
条
五
郎
」
は
承
久
三
年
五
月
二
十
二
日
条
の
み
に
見
ら
れ
る

人
物
と
し
て
い
る
が
、
「
五
郎
殿
」
は
実
泰
に
比
定
し
て
い
る
。
し
か
し
「
五
郎
殿
」
が
死
去
し
て
い
る
以
上
、
実
泰
と
は
別
人
で
あ
る
。 

五
八 

『
続
群
書
類
従
』
（
第
六
輯
上
）
。 

  



No. 記載順 敵を討った人物

1 35 蒼海平太 二人（宇治で鳩首）

2 46 県左近将監 二人

3 91 甘糟小次郎 一人

4 23 天野右馬太郎 五人（一人手討）

5 136 天野平内次郎 一人

6 21 伊具六郎 二人（深草六郎が一人、染屋刑部七郎が一人） 18騎の伊具太郎親類か。

7 105 泉八郎 二人

8 106 同（泉）次郎 三人

9 54 猪俣左衛門尉（範政） 一人

10 107 伊予玉井四郎 一人 北条本には「安東兵衛尉手」と記されている。

11 60 岩田七郎 一人

12 120 岩原源八（経直） 一人

13 128 植野次郎 一人

14 34 潮田四郎太郎 一人

15 73 内島三郎（忠俊） 二人 18騎

16 124 宇津幾十郎 一人

17 10 浦太郎 三人

18 118 荏原六郎太郎 一人（下総前司小野盛綱の郎等）

19 119 荏原七郎 一人（郎等が討つ）

20 14 大井左衛門三郎 一人

21 75 大井太郎（光長） 一人

22 89 大<太>田五郎 一人（手討）

23 36 大貫三郎 一人

24 2 小笠原四郎（長光） 一人（付弦袋）

25 133 荻窪六郎 二人（一人は肥前国の佐山十郎）

26 127 興津左衛門三郎 二人（手討）

27 142 荻原小太郎 一人

28 69 小越四郎（有平） 一人

29 74 小越四郎太郎（有年） 二人

30 76 小越右馬太郎（有高） 二人

31 94 小沢太郎入道（正清） 二人（宇治で鳩首） ②10

32 7 押垂三郎兵衛尉（時基） 一人（郎等が討つ）

33 42 小野寺左衛門入道（秀通） 五人（一人手討）

34 17 於呂左衛門四郎 二人（生捕一人）

35 18 同（於呂）五郎 四人（生捕一人）

36 66 於呂小五郎 一人（西面）

37 28 香河小五郎 二人（長輻輪の太刀） ②12

38 90 香河三郎 一人（手討）

39 26 梶原平左衛門太郎手者 一人

40 97 糟屋三郎 一人（手討）

41 98 同（糟屋）四郎 一人（手討）

42 81 風早四郎（胤康） 一人

43 19 葛山太郎 一人（弦袋）

44 139 金持兵衛尉 五人（二位法印尊長の家人）

45 56 金子大倉太郎（時家） 二人

46 57 同（金子）右近将監 二人

47 58 同（金子）三郎（広家） 一人 時家弟。

48 41 河越三郎（重員） 一人（手討）

49 65 河村四郎（行秀） 一人

50 84 河村太郎（時秀） 三人（郎等が討つ）

51 85 同（河村）三郎（秀基） 一人（手討）

52 86 同（河村）五郎四郎（秀遠） 一人（手討、西面）

53 122 河平次郎の手の者 四人（熊野法師、一人は弦袋）

54 78 河原田四郎太<三>郎 一人

55 92 河匂小太郎（好保） 一人（手討）

56 80 木内次郎（胤家） 一人

57 112 清久左衛門尉（秀綱） 二人

58 24 黒田三郎入道 一人（郎等が討つ）

表2　『吾妻鏡』承久3年6月18日条

①　6月14日の宇治川の合戦で敵を討った人々

討たれた人 備　　考



No. 記載順 敵を討った人物

59 50 小手〈平〉左近将監 二人（一人生捕）

60 83 児玉刑部四郎 一人

61 109 権守三郎 一人（甲斐中将藤原範茂の中間）

62 134 西条四郎 一人（郎等が手討）

63 100 佐加良三郎（長頼） 一人（渡部弥三郎兵衛尉、北面、直垂は綾）

64 3 佐々木又太郎右〈左〉衛門尉（秀忠） 一人（付弦袋）

65 143 佐々木四郎右衛門尉（信綱） 一人（手討、佐々木太郎右衛門尉惟綱） 佐々木四郎右衛門尉の「右衛門尉」は吉本にはない。

66 6 佐竹六郎（義茂） 二人（一人手討）

67 25 佐竹別当（重義）手者 二人

68 96 佐田太郎 一人（手討）

69 55 佐貫右衛門十郎 四人

70 63 佐貫七郎（広胤） 一人

71 125 佐貫右<左>衛門十郎 一人（弦袋）

72 49 椎名弥次郎 二人カ

73 31 塩尻弥三郎 一人（出雲国小三郎）

74 15 品河小三郎（実員） 二人

75 16 品河四郎太郎 一人

76 27 四宮右馬允 二人

77 43 渋谷三郎 二人（手討、一人は荻野三郎）

78 44 渋谷権守太郎（光重） 二人（一人手討、一人生捕）

79 45 渋谷又太郎 一人（手討、出雲国の神西庄司太郎）

80 52 渋谷六郎（盛重） 一人（郎等が討つ）

81 11 島津三郎兵衛尉（忠時） 七人（僧侶一人、生捕二人）

82 32 庄四郎（弘季） 一人（生捕）

83 33 同（庄）五郎（弘賢） 一人（生捕）

84 64 小代右馬次郎（俊平） 二人

85 99 小代与田次郎 一人

86 47 神保与三 一人

87 59 須久留兵衛次郎（家時） 一人

88 129 角田太郎

89 20 駿河次郎（三浦泰村）

90 51 善右衛門四郎 三人（手討）

91 103 曽我八郎（宗家） 一人（宰相中将藤原範茂に仕える者）

92 104 同（曽我）八郎三郎 一人（宰相中将藤原範茂に仕える者）

93 113 曽我太郎（祐重） 一人 ③73

94 30 高野〈信乃〉弥太郎 一人

95 48 多胡宗内（親時） 一人

96 1 秩父平次五郎 一人（不知名）

97 70 秩父次郎太郎 一人（上臈）

98 123 土屋三郎兵衛尉 一人

99 87 勅使河原五郎兵衛尉 一人（郎等が討つ）

100 88 勅使河原四郎 一人（手討）

101 8 富田小太郎（近行） 一人

102 9 戸村三郎 三人（一人生捕、一人は勅使左衛門尉入道） 吉本では「勅使大夫入道」

103 29 豊島九郎小太郎 二人（郎等信濃が討つ） 吉本には「信濃」の文字はない。

104 140 豊島十郎 一人（金を付けていた）

105 61 豊田四郎 一人

106 62 同（豊田）五郎 四人 ③83

107 132 内記左近将監 二人（熊野法師の郎等）

108 131 内藤左近将監（盛家） 一人（熊野法師の郎等）

109 53 長布施四郎（重康）

110 101 長布施三郎 一人

111 77 中村四郎 二人

112 141 中村小五郎兵衛尉 一人（生捕、中七左近） 「七」の字吉本にはなし。

113 22 並木弥次郎兵衛尉 一人（法師）

人数の記載なし。関実忠の記録（記載番号1～52）は合計98人
とあるので椎名弥次郎分以外の96人を引くと二人となる。

四人（奴加沢左近将監が一人、小河兵衛尉直行が
一人）

三人（荻野太郎等、佐々木判官高重一族、一人生
捕）

一人（手討、三浦胤義の郎等美六・美八）※二人
カ

討たれた人 備　　考



No. 記載順 敵を討った人物

114 4 奈良五郎（高家） 一人

115 116 奈良兵衛尉 一人（山法師）

116 114 成田五郎 一人

117 115 同（成田）藤次 一人

118 138 仁田次郎太郎 五人（一人生捕、宮分刑部丞） 「宮分」の字吉本にはなし。

119 102 二宮三郎 二人（不知名）

120 110 二藤太郎 一人（佐々木判官高重の一族）

121 95 沼田小太郎 一人（手討、熊野法印快実の子）

122 93 波多野弥藤次（盛高） 一人（手討、宇治で鳩首）

123 130 波多野中務次郎（経朝） 一人（熊野法師、長輻輪の太刀） ②23

124 108 肥前房（安東兵衛尉の手の者） 一人（山口兵衛尉、小舎人童が生捕） 安東忠家（④9）の手の者であることは③88による。

125 79 人見八郎 一人

126 72 藤田兵衛尉 一人（手討。佐々木判官高重の手の者）

127 111 藤巻藤太 一人（三郎法師、生捕）

128 135 古郡四郎 一人（瑠璃王左衛門尉、西面、生捕）

129 117 別府次郎太郎 一人

130 67 松田小次郎（政基） ②29

131 68 同（松田）九郎（有忠）

132 71 三ヶ尻小次郎 「三ヶ」の字は

133 13 宮木小四郎 一人（野次左衛門尉＝小野成時）

134 126 宿屋太郎の手の者 五人

135 82 山城右<左>衛門尉 十六人

136 39 山田八郎 二人（手討）

137 40 同（山田）次郎 二人（手討）

138 137 山田蔵人 三人（生捕、下総前司小野盛綱の郎等）

139 37 大和太郎左衛門尉 三人（一人手討、二人は郎等が討つ）

140 38 大和藤内（久良） 一人

141 121 弓削平次五郎 一人

142 5 横溝五郎（資重） 一人 18騎

143 12 若狭兵衛入道（忠季）手者 三人 ④88に忠季

No. 記載順 負傷者 備　考 No. 記載順 負傷者 備　考

1 16 阿曽沼六郎太郎 18 2 同（富部）町野兵衛尉

2 31 安保右馬允（実員） 19 18 豊田平太

3 28 甘糟小太郎（光忠） 20 19 同（豊田）五郎（景俊）

4 33 井田四郎太郎（政綱） 21 34 沼田小太郎 ①121

5 21 今泉弥三郎兵衛尉 22 35 沼田佐藤太

6 22 同（今泉）五郎 23 8 波多野中務次郎（経朝） ①123

7 23 同（今泉）須河次郎 24 9 同（波多野）五郎（義重）

8 24 同（今泉須河）五郎 25 29 藤田新兵衛尉

9 25 同（今泉須河）堤五郎 26 20 保土原三郎

10 12 小沢太郎入道（正清） ①31 27 10 牧右近太郎

11 13 同（小沢）藤次太郎 28 11 同（牧）中次

12 17 香河小五郎 ①37 29 3 松田小次郎（政基） ①130

13 27 河田七郎 30 4 同（松田）三郎（義基）

14 14 椎名小次郎 31 5 同（松田）五郎

15 30 須賀弥太郎 32 6 同（松田）平三郎

16 26 世山三郎 33 7 同（松田）右衛門太郎

17 1 富部五郎兵衛尉 34 32 目黒小太郎

35 15 横田右馬允

※ただし同じ一族内に関しては記載順に記載している。

※『吾妻鏡』の記事を五十音順に並び変えており、もとの記載順は数字で記した。

※①の討ち取られた人物に「弦袋」とあるのは衛府の官人であることを示す。

二人（一人は甲斐中将藤原範茂の侍・刑部丞）

②　6月13日の宇治橋の合戦で負傷した人々

二人（一人は西面の平内、一人は熊野法印快実一
族）

一人

討たれた人 備　　考



No. 記載順 負傷者 備考 No. 記載順 負傷者 備考

1 106 青根三郎 追加分？ 59 82 同（塩谷）奥太（助家）

2 76 阿曽沼次郎（親綱） 60 83 塩谷小三郎

3 92 天野平内太郎 61 84 同（塩谷）五郎

4 93 安東藤内 62 75 品河四郎

5 94 庵原仲次 63 72 渋谷平太三郎

6 48 井田四郎 64 73 同（渋谷）権守六郎

7 49 岩田八郎五郎 65 74 同（渋谷）七郎

8 41 岩手小四郎 66 66 志水右近将監【河を渡り負傷】

9 42 同（岩手）五郎 67 1 小代小次郎

10 43 同（岩手）余一 68 59 新開弥次郎

11 23 岩原源八(経直） ①12 69 98 神保太郎 追加分？

12 95 魚沼工藤三郎 70 10 須黒兵衛太郎

13 62 宇治次郎（朝定）【河を渡り負傷】 また波多野という 71 13 仙波太郎（信恒）

14 7 宇津幾平太 72 14 同（仙波）左衛門尉（家行）

15 8 同（宇津幾）十郎 ①16 73 4 曽我太郎（祐重） ①93

16 100 江田兵衛尉 追加分？ 74 51 高井小太郎

17 101 江田五郎太郎 追加分？ 75 52 高井小次郎

18 46 大江兵衛尉（能行） 76 99 高井五郎 追加分？

19 47 同（大江）四郎 77 102 高井弥太郎 追加分？

20 25 大内十郎 78 103 同（高井）室三郎 追加分？

21 26 同（大内）弥次郎 79 77 高橋九郎

22 50 大倉小次郎 80 87 玉井小四郎

23 40 岡村次郎兵衛尉 18騎 81 90 寺尾又太郎

24 16 興津左衛門三郎 ①26 82 85 富田太郎（近重）

25 17 同（興津）四郎 83 86 同（富田）五郎（惟近） ①106

26 18 同（興津）六郎 84 33 内記四郎

27 19 同（興津）紀太 85 53 長沢又太郎

28 20 興津八郎太郎 86 61 奈良左近将監【河を渡り負傷】

29 21 同（興津）十郎 87 36 波賀小太郎

30 105 小串五郎 追加分？ 88 64 肥前房（安東忠家の手の者）【河を渡り負傷】 ①124、④9

31 91 鴛四郎太郎 89 67 平河刑部太郎

32 6 女景太郎 90 68 同（平河）又太郎

33 11 加世左近将監 91 69 蛭河刑部三郎（行家）

34 12 加世弥次郎【死去】 92 70 同（蛭河）三郎太郎（行助）

35 35 葛山小次郎（広重） 18騎 93 60 布施左衛門三郎【河を渡り負傷】

36 97 鎌田平三【甲斐】 94 3 古庄太郎

37 44 河原次郎（忠家） 95 37 古谷八郎

38 89 河平三郎 96 38 同（古谷）飯積三郎

39 22 河村藤四郎（行秀） 97 39 同（古谷）十郎

40 24 吉香左衛門次郎（経光） 98 88 俣野小太郎

41 2 行田兵衛尉 99 65 松野左近将監

42 96 熊井小太郎 100 45 皆河太郎

43 27 源七刑部次郎 101 57 妻良五郎

44 28 源三郎太郎 102 104 屋島次郎 追加分？

45 5 源内八郎 103 34 屋代兵衛尉

46 15 国分八郎【相模】 104 56 矢田八郎

47 29 小島三郎（重茂） 105 32 矢部源次郎

48 30 同（小島）六郎 106 9 山口兵衛太郎（恒高）

49 31 同（小島）七郎

50 58 西郷三郎

51 54 佐加江四郎【重態】

52 55 同（佐加江）九郎【重態】

53 63 佐貫右衛門六郎（秀綱）【河を渡り負傷】

54 71 佐野七郎入道

55 78 塩谷左衛門尉（家朝）

56 79 同（塩谷）太郎

57 80 同（塩谷）六郎（経直）

58 81 塩谷弥四郎（信重）

③　6月14日の宇治川の合戦で負傷した人々



No. 記載順 死　亡　者 備　　考 No. 記載順 死　亡　者 備　　考

1 2 県佐藤四郎 45 42 佐貫兵衛太郎

2 87 麻弥屋四郎 46 55 鮫島小四郎

3 88 同（麻弥屋）次郎 47 19 塩谷民部大夫（家経）

4 15 安保刑部丞（実光） 48 69 品河次郎

5 17 同（安保）左衛門次郎 49 70 同（品河）四郎三郎

6 16 同（安保）四郎 50 71 同（品河）六郎太郎

7 18 同（安保）八郎 51 24 渋谷四郎（時国）

8 76 安東藤内左衛門尉 18騎 52 25 同（渋谷）権守五郎

9 75 安東平次兵衛尉（忠家） ①124、③88に手の者 53 83 島名刑部三郎（親高）

10 11 飯田左近将監 ⑤2と重複 54 27 志水六郎

11 32 飯沼三郎（資行） 55 12 志村弥三郎

12 33 同（飯沼）子息一人 56 13 同（志村）又太郎

13 50 石河三郎【討たれた】 57 64 庄三郎【敵に討ち取られた】

14 9 今泉七郎 58 56 新開兵衛尉【橋で討たれた】

15 26 潮田六郎 59 79 新太郎

16 5 内島七郎（家経） 18騎の内島三郎の弟 60 85 神保与一

17 73 浦四郎 61 20 関左衛門入道（政綱）

18 74 江戸四郎三郎 62 14 善右衛門太郎（三善康知）

19 6 荏原六郎 63 78 仙波弥次郎（光時）【負傷し３日後に死亡】

20 7 同（荏原）弥三郎 64 45 相馬三郎

21 34 大河戸小四郎 65 46 同（相馬）太郎【討たれた】

22 65 大河戸六郎【敵に討ち取られた】 66 47 同（相馬)次郎

23 72 大塩次郎【信濃】 67 82 高井三郎

24 8 太田六郎（宗成） 68 3 高野小太郎

25 31 大舎人助 69 39 玉井兵衛太郎

26 57 大山弥藤次 70 59 千竈四郎 得宗被官

27 48 小田切奥太 71 60 同（千竈）新太郎

28 49 小野寺中務丞 72 30 綱島左衛門次郎

29 28 於呂七郎 73 63 寺尾左衛門尉【橋の上で討たれた】

30 4 女影四郎【武蔵】 74 62 藤次【横溝五郎の親類】

31 52 麻続六郎 「麻続（おみ）」 75 44 長江小四郎【討たれた】

32 36 梶原平左衛門次郎 76 43 長江余一【討たれた】

33 22 春日刑部二郎太郎 77 53 中村九郎左近将監

34 23 同（春日）小三郎 78 54 同（中村）三郎

35 10 片穂刑部四郎 ⑤4と重複 79 37 成田兵衛尉（資泰）

36 21 金子大倉六郎 80 38 同（成田）五郎太郎（道忠）

37 61 金子小太郎 81 1 布施右衛門次郎

38 80 桜井次郎【浦太郎の手の者】 82 51 古庄次郎【討たれた】

39 35 幸島四郎（行時）【下河辺とも】 83 81 平次太郎【寺尾四郎兵衛尉の手の者】

40 40 佐貫右衛門五郎 84 77 町野次郎【13日に橋の上で死亡】

41 41 同（佐貫右衛門）八郎 85 86 道智三郎太郎

42 66 佐貫太郎次郎【負傷して河で死亡】 86 84 屋島六郎

43 67 同（佐貫）次郎太郎 87 58 山内弥五郎

44 68 同（佐貫）八郎 88 29 若狭次郎兵衛入道（忠季） ①143に手の者

No. 記載順 死　亡　者

1 8 足洗藤内

2 7 飯田左近将監

3 4 石河平五

4 6 片穂刑部四郎

5 10 後平四郎

6 3 五郎殿

7 5 佐伯左近将監

8 2 少輔房

9 9 中三入道

10 1 平六

④　6月14日の宇治川の合戦で死亡した味方の人々

⑤　泰時の手の者で死亡した者

和田合戦では足洗四郎が討死（建保1.5.6条）

備　　考

④10と重複

④35と重複

豊後の武士

18騎の北条五郎。北条時綱（時政の従兄弟）の子。
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第
四
章 
伊
賀
氏
事
件
と
得
宗
家
の
死
に
関
す
る
諸
問
題 

  

は
じ
め
に 

  

貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
正
月
以
降
、
承
久
の
乱
の
際
に
泰
時
と
と
も
に
出
陣
し
た
十
八
騎
の
武
士
た
ち
の
鎌
倉
で
の
活
動
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
横
溝
資
重
は
弟
の
義
行
と

と
も
に
的
始
の
射
手
と
な
り
（
付
表
３
）
、
七
月
三
日
に
は
伊
具
（
諏
訪
）
盛
重
ら
と
と
も
に
一
条
実
雅
の
「
百
日
小
笠
懸
」
の
射
手
と
し
て
、
毎
日
日
の
出
前
も
し
く
は
夕
方
に
集
ま
る

こ
と
を
約
諾
し
て
い
た
。
承
久
の
乱
で
父
が
討
死
し
、
自
ら
は
義
時
の
使
者
と
し
て
上
洛
し
た
安
東
光
成
も
同
年
十
二
月
十
三
日
、
伊
賀
氏
（
伊
賀
朝
光
の
娘
。
以
下
本
章
に
お
け
る
「
伊

賀
氏
」
は
義
時
後
室
を
指
す
）
が
男
子
（
時
尚
か
）
を
産
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
祈
祷
の
験
者
に
贈
る
馬
を
引
い
て
い
る
。
平
盛
綱
と
尾
藤
景
綱
も
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
二
月
二
十
二

日
に
駿
河
国
の
富
士
新
宮
等
が
消
失
し
た
と
の
使
者
が
鎌
倉
に
到
着
し
た
こ
と
を
受
け
、
翌
日
に
は
義
時
の
使
者
と
し
て
同
国
に
下
向
し
て
い
る
（
史
料
一
）
こ
と
か
ら
、
元
仁
元
年
ま

で
に
は
鎌
倉
に
戻
っ
て
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
二
月
廿
三
日
条 

 

平
三
郎
兵
衛
尉
盛
綱
。
尾
藤
左
近
将
監
景
綱
等
為
二

前
奥
州
御
使
一

。
下
二

向
駿
河
国
一

。
依
二

冨
士
新
宮
等
回
禄
事
一

也
。 

義
時
が
死
去
し
た
の
は
こ
の
年
の
六
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
伊
賀
氏
事
件
」・「
伊
賀
氏
の
変
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
は
、
義
時
の
死
後
に
政
子
に
よ
っ
て
「
起
こ
さ
れ

た
」
事
件
だ
と
い
え
る
。『
吾
妻
鏡
』
は
政
子
が
泰
時
を
執
権
に
任
命
し
た
こ
と
に
腹
を
立
て
た
伊
賀
氏
が
、
政
所
執
事
で
あ
っ
た
兄
弟
の
光
宗
と
共
謀
し
、
将
軍
頼
経
を
廃
し
て
一
条
能

保
の
子
で
娘
婿
の
一
条
実
雅
を
将
軍
に
、
子
の
政
村
を
執
権
に
す
る
こ
と
を
企
て
た
と
す
る
。
そ
こ
に
三
浦
義
村
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
政
子
が
自
ら
義
村
亭
に
赴
き
義
村
を
説

得
し
た
た
め
に
計
画
は
失
敗
に
終
わ
り
、
伊
賀
氏
・
光
宗
兄
弟
と
も
に
流
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
『
吾
妻
鏡
』
に
描
か
れ
た
伊
賀
氏
事
件
の
流
れ
で
あ
る
。 

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
氏
の
陰
謀
の
事
実
は
疑
い
の
な
い
も
の
と
し
て
研
究
さ
れ
て
い
た
が
一

、
永
井
晋
氏
は
家
族
史
・
女
性
史
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
、
伊
賀
氏
は
「
北
条

家
の
家
長
権
を
緊
急
の
処
置
と
し
て
掌
握
し
、
代
行
す
る
立
場
」
に
あ
り
、
政
子
は
頼
経
の
「
養
親
と
い
う
立
場
」
で
は
あ
っ
た
が
、「
北
条
家
内
で
は
義
時
の
姉
、
泰
時
の
伯
母
と
い
う
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立
場
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
二

、
伊
賀
氏
事
件
を
政
子
が
「
世
代
交
代
に
よ
っ
て
低
下
す
る
影
響
力
を
維
持
」
す
る
た
め
、
伊
賀
氏
を
追
放
し
よ
う
と
し
た
「
北
条
家
の
内
訌
」
で
あ
る
三

と

解
釈
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
り
、
筆
者
は
永
井
氏
の
論
を
支
持
し
た
い
。 

本
章
で
は
伊
賀
氏
事
件
と
と
も
に
泰
時
の
子
息
時
氏
・
時
実
の
死
か
ら
得
宗
家
の
死
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
で
有
力
得
宗
被
官
家
が
ど
の

よ
う
に
確
立
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。 

 

第
一
節 

伊
賀
氏
事
件
と
得
宗
被
官 

 

一 

義
時
の
死
と
「
伊
賀
氏
事
件
」 

 
 元

仁
元
年
六
月
十
二
日
、
義
時
は
危
篤
と
な
り
、
翌
十
三
日
に
は
子
の
重
時
を
使
者
と
し
て
三
寅
（
頼
経
）
に
出
家
を
願
い
出
て
寅
刻
に
出
家
、
巳
刻
（
あ
る
い
は
辰
刻
）
に
死
去
し

た
四

。
死
因
に
つ
い
て
、『
吾
妻
鏡
』
は
脚
気
の
上
に
霍
乱
が
重
な
っ
て
い
た
と
記
す
が
、
急
死
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
伊
賀
氏
に
よ
る
毒
殺
説
五

、
近
習
に
よ
る
刺
殺
説
六

な
ど
が
囁
か
れ
て

い
た
。
伊
賀
氏
は
義
時
の
死
後
す
ぐ
に
荘
厳
房
律
師
行
勇
を
戒
師
と
し
て
出
家
し
、
義
時
死
去
の
報
を
京
に
伝
え
る
た
め
の
飛
脚
は
同
日
午
刻
に
鎌
倉
を
発
ち
、
十
六
日
に
入
洛
し
て
い

る
七

。
六
波
羅
探
題
北
方
と
し
て
在
京
し
て
い
た
泰
時
は
十
七
日
丑
刻
（
現
在
の
十
八
日
午
前
一
時
～
三
時
）
に
出
京
し
、
二
十
六
日
に
一
旦
由
比
ヶ
浜
の
辺
り
に
泊
ま
り
、
翌
二
十
七

日
に
小
町
通
り
西
北
の
邸
宅
に
移
っ
て
い
る
。
時
房
と
足
利
義
氏
は
十
九
日
に
出
京
し
、
泰
時
と
同
じ
く
二
十
六
日
に
鎌
倉
に
到
着
し
て
い
る
。
泰
時
が
十
七
日
の
丑
刻
に
出
京
し
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
保
暦
間
記
』
が
記
す
よ
う
に
、
一
旦
伊
豆
に
逗
留
し
八

、
事
前
に
鎌
倉
の
情
勢
を
時
房
や
被
官
に
調
査
さ
せ
て
か
ら
鎌
倉
入
り
し
た
と
み
ら
れ
る
。 

義
時
の
葬
儀
は
泰
時
・
時
房
ら
の
到
着
を
待
た
ず
に
十
八
日
に
行
わ
れ
た
（
史
料
二
）。
北
条
氏
の
中
で
参
列
し
て
い
る
の
は
、
式
部
大
夫
（
朝
時
）・
駿
河
守
（
重
時
）・
陸
奥
四
郎
（
政

村
）・
同
五
郎
（
実
泰
）・
同
六
郎
（
有
時
）
、
御
家
人
の
中
で
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
三
浦
駿
河
二
郎
（
泰
村
）
の
み
で
、
あ
と
は
義
時
の
「
宿
老
祗
候
人
」
が
供
奉
し
て
い
る
。
具

体
的
な
人
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
金
窪
行
親
や
尾
藤
景
綱
、
平
盛
綱
、
安
東
光
成
等
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
十
八
日 

戌
剋
。
前
奥
州
禅
門
葬
送
。
以
二

故
右
大
将
家
法
華
堂
東
山
上
一

為
二

墳
墓
一

。
葬
礼
事
。
被
レ

仰
二

親
職
一

之
処
辞
申
。
泰
貞
又
称
レ

不
レ

帯
二

文
書
一

故
障
。
仍
知
輔
朝
臣
計
二
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申
之
一

。
式
部
大
夫
。
駿
河
守
。
陸
奥
四
郎
。
同
五
郎
。
同
六
郎
。
并
三
浦
駿
河
二
郎
。
及
宿
老
祗
候
人
。
少
々
着
レ

服
供
奉
。
其
外
御
家
人
等
参
会
成
レ

群
。
各
傷
嗟
溺
レ

涙
云

々

。 
永
井
氏
は
こ
の
時
の
政
村
の
位
置
が
「
庶
子
そ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
賀
氏
が
「
葬
礼
に
よ
っ
て
北
条
泰
時
と
家
督
を
争
う
意
志
の
な
い
こ
と
を
示
し
た
」
と
し
て
い
る
九

。

た
し
か
に
、
伊
賀
氏
所
生
の
政
村
と
実
泰
は
朝
時
・
重
時
の
次
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
誕
生
の
六
郎
有
時
一
〇

も
本
来
は
政
村
と
実
泰
一
一

の
兄
だ
が
、
庶

子
で
あ
っ
た
た
め
弟
二
人
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
。 

六
月
二
十
八
日
に
政
子
の
も
と
を
訪
れ
た
泰
時
は
、
時
房
と
と
も
に
三
寅
の
「
御
後
見
」
と
し
て
武
家
の
こ
と
を
行
う
よ
う
に
と
の
仰
せ
を
受
け
た
と
す
る
（
史
料
三
）。 

【
史
料
三
】『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
二
十
八
日
条
※
傍
線
部
筆
者 

武
州
始
被
レ

參
二

二
位
殿
御
方
一

。
觸
穢
無
二

御
憚
一
云

々

。
相
州
。
武
州
。
為
二

軍
營
御
後
見
一

。
可
レ

執
二

行
武
家
事
一

之
旨
。
有
二

彼
仰
一
云

々

。
而
先
々
為
二

楚
忽
一

歟
之
由
。
被

レ

仰
二

合
前
大
膳
大
夫
入
道
覚
阿
一

。
々
々
申
云
。
延
及
二

今
日
一

。
猶
可
レ

謂
二

遅
引
一

。
世
之
安
危
。
人
之
可
レ

疑
時
也
。
可
二

治
定
一

事
者
。
早
可
レ

有
二

其
沙
汰
一
云

々

。
前①

奥
州

禅
室
卒
去
之
後
。
世
上
巷
説
縦
横
也
。
武
州
者
為
レ

討
二

亡
弟
等
一

。
出
二

京
都
一

令
二

下
向
一

之
由
。
依
レ

有
二

兼
日
風
聞
一

。
四
郎
政
村
之
邊
物
忩
。
伊
賀
式
部
丞
光
宗
兄
弟
。
以

レ

謂
二

政
村
主
外
家
一

。
内
々
憤
二

執
権
事
一

。
奥
州
後
室
伊
賀
守
朝
光
女

。
亦
挙
二

聟
宰
相
中
将
実
雅
一

。
立
二

関
東
将
軍
一

。
以
二

子
息
政
村
一

。
用
二

御
後
見
一

。
可
レ

任
二

武
家
成
敗
於

光
宗
兄
弟
一

之
由
。
潜
思
企
。
已
成
二

和
談
一

。
有
二

一
同
之
輩
等
一

。
于
レ

時
人
々
所
レ

志
相
分
云

々

。
武
州
御
方
人
々
粗
伺
二

聞
之
一

。
雖
二

告
申
一

。
武
州
称
下

為
二

不
実
一

歟
之
由
上

。

敢
不
二

驚
騒
給
一

。
剩
要
人
之
外
不
レ

可
二

參
入
一

之
旨
。
被
レ

加
二

制
止
一

之
間
。
平②

三
郎
左
衛
門
尉
。
尾
藤
左
近
将
監
。
関
左
近
大
夫
将
監
。
安
東
左
衛
門
尉
。
万
年
右
馬
允
。

南
条
七
郎
等
計
経
廻
。
太
寂
莫
云

々

。 

 

ま
た
泰
時
の
鎌
倉
下
向
は
弟
の
政
村
を
討
つ
た
め
で
あ
る
と
の
風
聞
が
立
ち
（
傍
線
部
①
）、
政
村
の
周
囲
は
落
ち
着
か
ず
、
伊
賀
光
宗
兄
弟
は
政
村
の
外
戚
の
家
と
い
う
こ
と
で
、「
執

権
事
」
を
憤
り
、
伊
賀
氏
の
陰
謀
に
既
に
賛
同
し
た
者
も
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
武
州
御
方
人
々
」
が
聞
い
て
泰
時
に
伝
え
た
。
し
か
し
泰
時
は
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
全
く
驚
か
ず
、

「
要
人
之
外
不
レ

可
二

參
入
一

」
と
用
の
な
い
も
の
出
入
り
に
制
止
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
泰
時
邸
に
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
平
盛
綱
・
尾
藤
景
綱
・
関
実
忠
一
二

・
安

東
光
成
・
万
年
右
馬
允
・
南
条
時
員
の
み
と
な
り
（
傍
線
部
②
）
、
泰
時
邸
は
静
ま
り
返
っ
て
い
た
と
い
う
。 

 

七
月
五
日
に
は
伊
賀
光
宗
兄
弟
が
何
度
も
三
浦
義
村
（
政
村
の
烏
帽
子
親
）
の
も
と
を
行
き
来
し
た
た
め
、
こ
れ
は
何
か
相
談
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
人
々
は
怪
し
み
、
鎌
倉

中
が
騒
動
し
た
と
い
う
。
そ
の
夜
に
光
宗
兄
弟
は
伊
賀
氏
の
住
居
で
あ
る
義
時
の
旧
跡
に
集
ま
り
、「
不
レ

可
レ

変
二

此
事
一

」
と
各
々
誓
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
「
或
女
房
」
が
聞
き
、「
密

語
」
の
始
め
か
ら
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
様
子
が
不
審
で
あ
る
と
し
て
泰
時
に
告
げ
て
い
る
。
こ
の
女
房
が
実
際
に
彼
ら
の
や
り
取
り
を
聞
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
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建
仁
三
年
九
月
二
日
に
頼
家
と
比
企
能
員
の
「
密
事
」
を
政
子
が
障
子
を
隔
て
て
聞
い
た
と
し
て
、
時
政
に
告
げ
た
の
と
全
く
同
様
の
手
口
で
あ
る
こ
と
か
ら
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
七
月
十
七
日
、
近
国
の
輩
が
競
い
集
ま
る
中
、
政
子
が
女
房
の
駿
河
局
の
計
ら
い
で
義
村
亭
を
訪
問
し
、
義
村
を
問
い
詰
め
た
結
果
、
義
村
か
ら
「
陸
奥
四
郎
全
無
二

逆
心
一

歟
。

光
宗
等
者
有
二

用
意
事
一
云

々

、
尤
可
二

制
禁
一

」
と
い
う
言
葉
を
取
り
付
け
る
と
帰
っ
て
行
っ
た
。
泰
時
が
動
か
な
い
の
で
痺
れ
を
切
ら
し
て
自
ら
が
動
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
実
際
に

伊
賀
氏
一
族
が
処
罰
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
七
月
三
十
日
に
鎌
倉
で
起
き
た
騒
動
で
あ
っ
た
。
騒
動
自
体
は
根
拠
の
な
い
も
の
で
す
ぐ
に
鎮
静
化
し
た
が
、
政
子
は
翌
日
に

将
軍
頼
経
と
と
も
に
泰
時
亭
に
赴
き
、
こ
の
騒
動
の
責
任
を
問
い
、
義
村
を
軟
禁
す
る
と
い
う
強
硬
手
段
に
出
る
。 

閏
七
月
三
日
に
は
政
子
の
御
前
で
世
上
の
事
に
つ
い
て
の
審
議
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
一
条
実
雅
に
つ
い
て
は
京
都
に
送
り
、
罪
名
を
奏
聞
、
伊
賀
氏
と
光
宗
ら
に
つ
い
て
は
流

刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
た
と
え
一
味
の
疑
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
罪
に
は
問
わ
な
い
と
し
た
。
配
流
地
は
伊
賀
氏
が
伊
豆
国
北
条
、
光
宗
が

信
濃
国
、
実
雅
が
越
前
国
で
あ
っ
た
一
三

。
実
雅
は
閏
七
月
二
十
三
日
に
京
に
向
け
て
出
発
し
、
十
月
十
日
に
越
前
へ
の
配
流
が
決
定
す
る
と
、
同
二
十
九
日
に
解
官
の
上
配
流
と
な
っ
た
。

光
宗
は
閏
七
月
二
十
九
日
に
政
所
執
事
の
職
を
改
め
ら
れ
た
上
、
所
領
五
十
二
カ
所
を
収
公
さ
れ
て
外
叔
父
の
二
階
堂
行
村
に
預
け
ら
れ
、
八
月
二
十
九
日
に
配
流
さ
れ
て
い
る
。
後
任

の
政
所
執
事
と
な
っ
た
の
は
二
階
堂
行
盛
で
あ
る
。
伊
賀
氏
も
同
日
に
伊
豆
北
条
郡
に
下
向
し
一
四

、
実
雅
の
上
洛
に
つ
き
従
っ
た
ま
ま
鎌
倉
に
帰
参
し
て
い
な
か
っ
た
朝
行
・
光
重
の
二

人
は
時
盛
（
時
房
の
子
）・
時
氏
一
五

が
身
柄
を
預
か
り
、
京
よ
り
直
接
鎮
西
に
配
流
す
る
よ
う
六
波
羅
に
命
じ
ら
れ
た
。 

永
井
氏
は
政
子
が
「
義
時
の
姉
」
か
ら
「
泰
時
の
伯
母
」
に
立
場
が
変
化
し
た
こ
と
で
「
北
条
氏
の
本
流
」
か
ら
外
れ
た
の
を
理
解
し
な
か
っ
た
た
め
、
泰
時
を
中
心
と
す
る
「
北
条

氏
本
家
」
と
衝
突
し
た
と
す
る
一
六

。
た
し
か
に
事
件
の
構
造
が
比
企
氏
の
乱
や
牧
氏
事
件
と
酷
似
し
て
お
り
、
何
よ
り
政
子
と
北
条
氏
家
督
の
正
室
と
の
対
立
と
い
う
点
で
、
牧
氏
事
件

と
共
通
し
て
い
る
。
政
子
は
こ
れ
ま
で
女
性
た
ち
に
よ
る
風
聞
の
力
で
事
件
を
動
か
し
て
き
た
と
言
え
る
が
、
今
回
も
同
様
に
風
聞
に
よ
っ
て
世
情
不
安
を
も
た
ら
し
、
泰
時
に
伊
賀
氏

一
族
を
討
た
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
事
件
と
は
異
な
り
、
泰
時
は
武
力
行
使
に
移
さ
ず
、
自
邸
へ
の
出
入
り
を
有
力
被
官
の
み
に
制
限
し
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
政
子
は
風
聞
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
騒
動
を
理
由
に
伊
賀
氏
一
族
を
処
分
し
た
。「
伊
賀
氏
事
件
」
は
義
時
の
死
か
ら
四
十
六
日
目
に
政
子
に
よ
っ
て
強
引
に
起
こ
さ
れ
た
事

件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
伊
賀
光
宗
は
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
七
月
十
一
日
に
政
子
が
死
去
す
る
と
、
十
二
月
二
十
二
日
に
は
許
さ
れ
て
鎌
倉
に
帰
参
し
て
お
り
、
本
領

八
ヵ
所
が
返
付
さ
れ
て
い
る
。 
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二 

泰
時
の
家
政
機
関
の
整
備
と
関
実
忠
の
失
脚 

 

改
め
て
史
料
三
で
泰
時
邸
に
出
入
り
を
許
さ
れ
た
六
人
の
人
物
を
見
る
と
、
平
盛
綱
・
尾
藤
景
綱
・
関
実
忠
・
南
条
時
員
の
四
人
は
承
久
の
乱
の
「
十
八
騎
」、
安
東
光
成
は
「
十
八
騎
」

の
安
東
藤
内
左
衛
門
尉
の
子
で
あ
る
一
七

。
万
年
右
馬
允
の
み
史
料
三
が
初
出
だ
が
、
一
族
も
し
く
は
本
人
と
考
え
ら
れ
る
「
万
年
九
郎
秀
幸
」
が
時
氏
と
と
も
に
宇
治
川
を
渡
っ
た
「
六

騎
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
一
八

、
健
保
五
年
ま
で
に
は
被
官
化
が
確
認
で
き
る
一
族
で
あ
る
一
九

。
こ
の
う
ち
尾
藤
景
綱
と
関
実
忠
二
人
は
元
仁
元
年
六
月
二
十
七
日
の
段
階
で
小
町
の

泰
時
邸
郭
内
に
家
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
泰
時
の
鎌
倉
下
向
に
合
わ
せ
て
三
年
間
留
守
に
し
て
い
た
邸
宅
の
修
理
を
行
っ
た
の
も
こ
の
二
人
で
あ
ろ
う
。
義
時
・
泰
時
父
子
に
仕
え
て
い
た

被
官
た
ち
が
速
や
か
に
泰
時
の
も
と
に
祗
候
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
泰
時
が
嫡
子
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
伊
賀
氏
に
と
っ
て
も
異
論
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 

泰
時
は
閏
七
月
二
十
九
日
、
時
政
・
義
時
の
代
に
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
「
家
令
」（「
後
見
」）
に
尾
藤
景
綱
を
任
命
す
る
。
景
綱
は
時
実
の
乳
母
夫
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
泰
時
と
の
つ
な
が
り
は
時
実
が
生
ま
れ
た
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
以
前
に
遡
る
。
承
久
の
乱
の
「
十
八
騎
」
の
中
で
も
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
泰
時
が

最
も
信
頼
す
る
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
永
井
氏
は
泰
時
が
伊
賀
氏
事
件
の
反
省
に
よ
っ
て
家
政
機
関
の
整
備
を
始
め
、「
泰
時
自
身
が
後
見
人
を
指
名
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伊
賀
氏
を
潰
し
て
北
条
氏
本
家
に
対
す
る
発
言
権
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
北
条
政
子
の
干
渉
に
も
備
え
よ
う
と
し
た
」
二
〇

と
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
被
官
た
ち
を
組
織
し
、

統
制
す
る
必
要
性
も
実
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
得
宗
家
の
家
政
機
関
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
中
、
関
実
忠
が
こ
の
伊
賀
氏
事
件
の
最
中
に
失
脚
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。 実

忠
は
閏
七
月
三
日
に
政
子
の
御
前
で
行
わ
れ
た
伊
賀
氏
一
族
に
関
す
る
処
分
の
審
議
を
記
録
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
広
元
と
時
房
の
み
が
参
加
し
て
お
り
、
泰
時
は
参
加
し
て
い

な
い
。
実
忠
は
こ
の
記
事
が
『
吾
妻
鏡
』
の
終
出
と
な
り
、
そ
の
後
も
得
宗
被
官
の
中
に
関
氏
一
族
は
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。『
吾
妻
鏡
』
に
失
脚
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
八
月
二
十
八
日
の
政
所
の
吉
書
始
後
に
、「
家
務
条
々
」
に
つ
い
て
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
際
の
奉
行
も
景
綱
と
盛
綱
に
な
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
有
力
被
官
か
ら
外

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勝
手
に
伊
賀
氏
一
族
の
処
分
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、
泰
時
の
譴
責
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
御
家
人
身
分
で
あ
る
得
宗
被
官
た
ち
は
政
子
や
将
軍
の
命
に
よ
っ

て
動
く
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
も
得
宗
被
官
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
定
め
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

本
章
末
の
表
が
泰
時
期
に
お
け
る
得
宗
被
官
の
活
動
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
垸
飯
・
的
始
や
儀
式
へ
の
供
奉
人
と
し
て
の
活
動
は
入
れ
て
い
な
い
が
、
伊
賀
氏
事
件
の
後
、
実
雅

が
京
都
に
送
還
さ
れ
る
際
に
式
部
大
夫
（
源
）
親
行
と
と
も
に
私
的
に
つ
き
従
っ
た
た
め
に
、
出
仕
を
止
め
ら
れ
所
領
を
没
収
さ
れ
て
い
た
伊
具
盛
重
二
一

が
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
以
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降
に
諏
訪
盛
重
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
尾
藤
景
綱
・
平
盛
綱
・
南
条
時
員
・
安
東
光
成
の
四
人
が
種
々
の
奉
行
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
嘉
禎
二
年
（
一
二
三

六
）
十
二
月
十
九
日
に
は
尾
藤
景
氏
・
平
盛
綱
・
大
田
次
郎
二
二

・
諏
訪
蓮
仏
（
盛
重
）・
万
年
右
馬
允
・
安
東
光
成
・
南
条
時
員
が
新
築
し
た
泰
時
邸
の
周
り
に
家
を
構
え
て
お
り
、
序

章
で
述
べ
た
有
力
得
宗
被
官
の
居
住
形
態
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

第
二
節 

時
実
・
時
氏
の
死 

 

一 

時
実
殺
害
事
件 

 

安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
六
月
十
八
日
の
卯
刻
、
泰
時
次
男
・
時
実
が
家
人
の
高
橋
二
郎
に
殺
害
さ
れ
る
（
史
料
四
）
二
三

。
殺
害
場
所
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
傍
輩
二
、
三
人
も
殺

害
さ
れ
た
と
い
う
二
四

。
時
実
は
十
六
歳
、
母
は
武
蔵
七
党
丹
党
の
武
士
・
安
保
実
員
女
で
泰
時
の
「
当
腹
」（
現
在
の
妻
）
で
あ
る
。 

【
史
料
四
】『
吾
妻
鏡
』
安
貞
元
年
六
月
十
八
日
条 

卯
刻
。
武
蔵
二
郎
時
実
武
州
当
腹
二
男
。
年
十
六
。

為
二

家
人
高
橋
二
郎
一

。
京
高
橋
住
人
也
。

被
二

殺
害
一

給
。
傍
輩
両
三
人
同
被
レ

害
畢
。
此
間
。
明
日
依
レ

可
レ

為
二

丈
六
堂
供
養
一

。
成
レ

群

御
家
人
等
競
走
。
爰
伊
東
左
衛
門
尉
祐
時
郎
従
虜
二

進
件
高
橋
一

。
即
日
於
二

腰
越
辺
一

。
被
レ

処
二

斬
刑
一

。
縡
最
中
。
甚
雨
如
レ

波
。（
中
略
）
及
レ

晩
而
尾
藤
左
近
将
監
景
綱
遂

二

出
家
一

畢
。
依
レ

為
二

武
蔵
二
郎
乳
母
夫
一

也
。 

翌
日
に
行
わ
れ
る
丈
六
堂
供
養
の
た
め
に
集
ま
っ
て
い
た
御
家
人
た
ち
が
駆
け
付
け
、
伊
東
祐
時
（
工
藤
祐
経
の
子
）
の
郎
従
が
高
橋
二
郎
を
生
け
捕
る
と
、
即
日
腰
越
の
辺
り
で
処

刑
さ
れ
た
と
す
る
が
、
事
件
の
起
き
た
場
所
や
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
高
橋
二
郎
は
そ
の
場
で
討
た
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
生
け
捕
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
侍
所
所
司

の
金
窪
行
親
や
平
盛
綱
ら
が
尋
問
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
く
、
葬
儀
や
埋
葬
に
関
す
る
記
事
も
な
い
。 

藤
原
経
光
が
二
十
二
日
に
時
実
死
去
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
い
る
こ
と
か
ら
（
史
料
五
）、
東
使
は
二
十
二
日
ま
で
に
上
洛
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
部
判
然
と
し
な
い
箇
所
が
あ
る

が
、「
兵
衛
尉
」
と
い
う
の
が
と
も
に
殺
害
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
日
に
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
和
歌
会
が
延
引
と
な
っ
て
お
り
、
京
都
で
も
騒
動
が
あ
っ
た
様
子
が

窺
え
る
。『
明
月
記
』
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
間
の
記
事
を
欠
い
て
お
り
、『
民
経
記
』
の
記
事
は
京
都
の
様
子
を
知
る
事
が
で
き
る
唯
一
の
史
料
と
い
え
る
。 
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【
史
料
五
】『
民
経
記
』
安
貞
元
年
六
月
二
十
二
日
条 

 
今
日
伝
聞
、
武
家
有
二

物
騒
事
一

歟
、
武
蔵
守
泰
時
男
二
郎
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
兵
衛
尉
ヽ
ヽ
被
レ

誅
之
由
、
自
二

関
東
一

飛
脚
到
来
云
々
、
仍
閭
巷
動
地
物
騒
、
頭
中
将
実
世
朝
臣
来
、

自
二

右
大
臣
殿
一

今
日
詩
和
■
■
歌
御
会
延
引
之
由
、
右
少
弁
為
経
申
、
依
二

世
間
物
騒
一

歟
、 

時
実
の
乳
母
夫
で
あ
っ
た
こ
と
で
出
家
し
た
と
い
う
尾
藤
景
綱
（
法
名
道
然
）
は
、
大
内
裏
の
焼
失
に
つ
い
て
泰
時
の
使
者
と
し
て
五
月
十
日
に
上
洛
し
、
六
月
十
五
日
に
鎌
倉
に
戻

っ
て
い
る
。
高
橋
二
郎
を
捕
え
た
郎
従
は
景
綱
と
と
も
に
上
洛
し
た
伊
東
祐
時
（
祐
時
は
将
軍
の
使
者
）
の
郎
従
で
あ
り
、
景
綱
と
と
も
に
鎌
倉
に
戻
っ
て
い
た
。
高
橋
二
郎
も
京
の
住

人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
第
一
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
事
件
は
京
都
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

京
と
の
関
わ
り
と
い
え
ば
、
六
波
羅
探
題
北
方
と
し
て
在
京
し
て
い
た
時
氏
は
七
月
四
日
酉
刻
に
鎌
倉
に
到
着
し
、
政
子
の
忌
日
で
あ
る
七
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
丈
六
堂
供
養
に
参

列
し
て
い
る
。
時
氏
は
「
為
二

丈
六
堂
供
養
結
縁
一

。
欲
レ

為
二

参
向
一

之
刻
。
聞
二

二
郎
主
事
一

。
殊
揚
レ

鞭
」
と
あ
り
、
時
氏
殺
害
事
件
を
聞
い
て
急
ぎ
向
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
当
初

か
ら
丈
六
堂
供
養
の
た
め
に
下
向
予
定
だ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
時
実
が
殺
害
さ
れ
る
六
月
十
八
日
以
前
に
鎌
倉
に
到
着
し
て
い
な
く
て
は
お
か
し
い
。
六
月
二
十
二
日
に
京
都
に
飛
脚

が
到
着
し
た
こ
と
を
受
け
て
か
ら
京
を
発
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
時
氏
は
丈
六
堂
供
養
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
丈
六
堂
供
養
は
当
初
か
ら
政
子
の
忌
日
で
あ
る
七
月

十
一
日
に
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
浦
義
村
女
を
母
と
す
る
時
氏
と
安
保
実
員
女
を
母
と
す
る
時
実
の
関
係
性
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
時
氏
の
行
動
に
関
す
る
記
述

に
も
疑
問
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

ま
た
第
一
部
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
十
一
月
五
日
に
北
条
政
範
が
在
京
中
に
兵
衛
尉
某
と
と
も
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
（『
吾
妻
鏡
』
は
病
死
と
す
る
）、

時
政
失
脚
後
牧
氏
が
京
都
に
追
放
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
政
範
・
時
実
が
と
も
に
十
六
歳
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
兵
衛
尉
」
が
一
人
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
何

ら
か
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
を
証
明
で
き
る
史
料
は
現
時
点
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
た
め
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
単
な
る
家
人
に
よ
る
殺
害
事
件
で
は

な
く
、
『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
者
が
殺
害
動
機
を
書
か
な
か
っ
た
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

 

二 

時
氏
の
死 

 

時
実
が
殺
害
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
年
後
の
同
じ
日
と
な
る
、
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
六
月
十
八
日
に
時
氏
が
病
に
よ
っ
て
死
去
し
て
い
る
（
史
料
六
）。
時
氏
は
こ
の
年
の
四
月
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に
病
の
た
め
六
波
羅
か
ら
鎌
倉
に
戻
っ
て
き
て
い
た
が
二
五

、
五
月
二
十
七
日
に
容
体
が
急
変
し
、
様
々
な
祈
祷
や
治
療
の
甲
斐
な
く
死
去
し
た
と
い
う
。 

【
史
料
六
】『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
六
月
十
八
日
条 

戌
剋
。
修
理
亮
平
朝
臣
時
氏
逝
去
。
年
二
十
八
。
去
四
月
自
二

京
都
一

下
向
。
不
レ

経
二

幾
日
月
一

病
悩
。
被
レ

致
二

内
外
祈
請
一

。
雖
レ

加
二

数
箇
医
療
一

。
皆
以
失
二

其
験
一

。
去

嘉
禄
三
年
六
月
十
八
日
次
男
卒
去
。
隔
四
カ
年
。
今
日
又
有
二

此
事
一

。
已
兄
弟
御
早
世
。
秋
傷
之
至
無
物
レ

取
レ

喩
。
及
二

寅
刻
一

葬
二

于
大
慈
寺
傍
山
麓
一

。
葬
礼
事
。
陰
陽
大

允
春
憲
挙
二

申
門
生
刑
部
房
一
云

々

。 

 

時
氏
が
重
病
で
あ
る
と
い
う
知
ら
せ
は
六
月
七
日
に
京
都
に
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
定
家
は
「
此
家
猶
可
レ

有
レ

事
歟
、
尤
不
便
」
と
立
て
続
け
に
不
幸
が
続
く
こ
と
に
対
し
て
同
情
し

て
い
る
。
時
氏
は
三
月
ま
で
在
京
し
て
お
り
、
京
都
の
人
々
に
と
っ
て
も
身
近
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
危
篤
で
あ
る
と
い
う
知
ら
せ
は
京
都
の
人
々
に
不
安
を
与
え
、
六
波
羅

探
題
南
方
の
時
盛
や
三
浦
泰
村
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
風
聞
、
泰
時
・
重
時
（
時
氏
に
代
わ
っ
て
北
方
と
し
て
在
京
し
て
い
た
）
が
死
去
し
た
と
の
風
聞
な
ど
、
様
々
な
流
言
が
飛
び
交

う
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
二
六

。 

五
月
二
十
七
日
に
は
泰
時
が
数
種
の
祈
祷
を
行
う
と
と
も
に
、
看
病
の
た
め
に
宮
内
兵
衛
尉
公
氏
・
周
枳
兵
衛
尉
・
安
藤
左
近
将
監
・
安
藤
二
郎
・
雑
色
の
兵
衛
尉
ら
が
祗
候
し
て
い

る
。
宮
内
兵
衛
尉
公
氏
は
実
朝
の
近
従
で
あ
っ
た
人
物
、
周
枳
兵
衛
尉
は
丹
後
国
周
枳
庄
の
武
士
と
考
え
ら
れ
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
の
的
始
に
見
ら
れ
る
周
枳
兵
衛
四
郎
頼
泰
の

父
と
考
え
ら
れ
る
。
安
藤
左
近
将
監
は
承
久
の
乱
に
お
け
る
「
十
八
騎
」
の
一
人
、
安
藤
二
郎
も
同
じ
一
族
で
あ
ろ
う
か
。
雑
色
の
兵
衛
尉
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
が
、

全
員
こ
の
記
事
が
終
出
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
時
氏
の
死
後
出
家
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
二
七

。 

時
氏
の
死
を
聞
い
た
定
家
が
「
去
十
八
日
修
理
亮
時
氏
逝
亡
由
聞
之
云
々
、
一
家
之
磨
滅
云
々
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
同
年
八
月
四
日
に
は
、
三
浦
泰
村
に
嫁
し
て
い
た
泰
時

の
娘
も
出
産
の
後
に
死
去
し
て
い
る
。
な
お
、
嘉
禎
二
年
十
二
月
二
十
三
日
に
死
亡
し
た
泰
村
の
妻
は
泰
時
の
妹
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
宗
家
と
三
浦
氏
と
の
姻
戚
関
係
が
途
切
れ

る
こ
と
と
な
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
義
時
の
死
に
よ
っ
て
起
き
た
伊
賀
氏
事
件
と
時
実
・
時
氏
の
死
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
六
月
十
五
日
戌
刻
の
泰
時
の
死
二
八

に
関
し
て
は
、『
吾
妻
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鏡
』
が
仁
治
三
年
の
記
事
そ
の
も
の
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
泰
時
の
死
の
前
後
の
状
況
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
泰
時
の
病
か
ら
出
家
、
死
去
の
知
ら
せ
は
逐
一
京
都
に
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
『
平
戸
記
』
や
『
民
経
記
』
な
ど
の
公
家
の
日
記
に
よ
っ
て
、
当
時
の
公
家
た
ち
が
知
り
得
た
情
報
や
京
都
の
状
況
に
関
し
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
二
九

。
死
亡
し
た

日
が
父
・
義
時
、
早
世
し
た
二
人
の
子
息
・
時
氏
と
時
実
と
同
様
に
六
月
の
中
旬
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藤
原
経
光
は
日
記
の
中
で
、「
承
久
東
猪
入
二

帝
都
一

、
即
六
月
十
四
日
也
、
承
久

三
年
六
月
十
五
日
ノ
条
参
着

、
彼
是
令
二

符
合
一

歟
、
不
レ

可
レ

説
、
毎
度
六
月
関
東
重
事
出
来
、
尤
可
レ

恐
事
也
」
と
今
回
も
ま
た
六
月
に
「
関
東
重
事
」
が
起
こ
っ
た
事
に
対
し
、
承
久
の
乱
と
関

連
付
け
て
書
き
記
し
て
い
る
三
〇

。 

『
吾
妻
鏡
』
の
仁
治
三
年
の
記
事
欠
如
が
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
得
宗
の
代
替
わ
り
に
伴
い
事
件
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
泰
時
出
家
の
知
ら
せ
に
よ
り
、
在
京
の
武

士
の
間
で
騒
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
当
時
の
記
録
に
見
ら
れ
る
「
武
士
猥
雑
」「
武
士
騒
動
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
わ
か
る
た
め
三
一

、
鎌
倉
で
も
何
ら
か
の
事
件
や
騒
動
が
起
き
て
い
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
時
氏
の
病
の
際
に
も
京
都
で
様
々
な
風
聞
が
飛
び
交
い
、
騒
動
が
起
き
て
い
た
が
、
泰
時
の
病
・
死
に
際
し
て
の
騒
動
は
そ
れ
以
上
で
あ
ろ
う
。『
平
戸
記
』

は
泰
時
出
家
の
翌
日
に
朝
時
が
出
家
し
た
こ
と
を
「
雖
二

兄
弟
一

日
来
疎
遠
、
而
忽
有
二

此
事
一

、
子
細
尤
不
審
、
世
以
驚
」
と
記
す
。
泰
時
と
朝
時
の
不
仲
が
京
都
で
も
噂
に
な
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
閏
四
月
一
日
の
経
時
の
死
に
伴
っ
て
起
き
た
寛
元
の
政
変
で
は
、
こ
の
朝
時
の
子
・
光
時
が
配
流
と
な
り
、
時
幸
が
自
害
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
吾
妻
鏡
』
は
時
幸
の
死
も
病
と
し
て
い
る
が
三
二

、
実
際
は
自
害
と
し
て
京
都
に
報
告
さ
れ
て
い
る
三
三

。
『
吾
妻
鏡
』
が
北
条
氏
一
族
の
死
に
関
し
て
真
実
を
記
さ
な
い
傾
向
に
あ
る
こ

と
は
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
が
、
北
条
氏
、
特
に
得
宗
家
の
死
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
注
意
し
て
読
む
必
要
が
あ
ろ
う
。 

有
力
得
宗
被
官
た
ち
は
活
動
期
間
の
長
い
人
物
が
多
く
、
時
頼
が
得
宗
と
な
っ
た
時
点
で
も
平
盛
綱
・
尾
藤
景
氏
・
諏
方
盛
重
・
南
条
時
員
・
安
東
光
成
は
存
命
で
あ
っ
た
。
時
頼
期

に
は
工
藤
光
泰
が
有
力
被
官
に
加
わ
る
と
い
う
変
化
も
あ
り
、
一
族
の
中
で
次
第
に
世
代
交
代
が
行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
が
、
泰
時
・
経
時
・
時
頼
・
時
宗
と
得
宗
が
替
わ
っ
て
も

有
力
被
官
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
有
力
被
官
た
ち
は
得
宗
の
死
と
い
う
問
題
の
中
で
、
着
実
に
「
得
宗
被
官
家
」
と
し
て
の
立
場
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た

と
い
え
る
。 

そ
し
て
、
年
長
の
得
宗
被
官
た
ち
が
若
い
得
宗
を
支
え
る
よ
う
な
体
制
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
必
然
的
に
乳
母
夫
と
な
っ
た
得
宗
被
官
の
影
響
力
が
増
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
段
階
で
は
、
平
盛
時
の
子
と
し
て
的
調
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
平
頼
綱
は
、
得
宗
家
公
文
書
執
事
・
侍
所
所
司
と
し
て
の
力
を

背
景
と
し
て
、
権
力
を
行
使
す
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。 
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注 

 

一 

高
田
豊
「
元
仁
元
年
鎌
倉
政
情
の
一
考
察
」（
『
政
治
経
済
史
学
』
三
六
号
、
一
九
六
六
年
）、
奥
富
敬
之
「
鎌
倉
幕
府
・
伊
賀
氏
事
件
の
周
辺
」（『
鎌
倉
北
条
氏
の
基
礎
的
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
※
初
出
は
『
日
本
医
科
大
学
文
化
研
究
史
』
二
号
、
一
九
七
三
年
）、
渡
邊
晴
美
「
北
条
政
村
の
研
究
」（Ⅰ

）
～
（Ⅲ

）（『
政
治
経
済
史
学
』
三
四
四
号
、

三
七
〇
号
、
三
八
七
号
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
五
年
、
一
九
九
七
年
、
一
九
九
八
年
）、
石
井
清
文
「
北
条
義
時
政
権
と
若
君
三
寅(Ⅰ

)

―
『
伊
賀
氏
陰
謀
事
件
』
の
前
提
と
帰
結
―
」（『
政

治
経
済
史
学
』
三
八
三
号
、
三
八
七
号
、
い
ず
れ
も
一
九
九
八
年
）
な
ど
。 

 

ま
た
こ
の
当
時
の
得
宗
被
官
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
に
、
井
上
恵
美
子
「
北
条
得
宗
家
の
御
内
人
に
つ
い
て
―
尾
藤
氏
の
場
合
一
」（『
白
山
史
学
』
第
二
六
号
、
一
九
九
〇
年
）
な

ど
が
あ
る
。 

二 

永
井
晋
「
伊
賀
氏
事
件
の
歴
史
的
意
義
」
（『
金
沢
北
条
氏
の
研
究
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
※
初
出
は
『
国
史
学
』
一
六
三
号
、
一
九
九
七
年
。
初
出
時
は
「
伊
賀
氏
事
件
の
基

礎
的
考
察
」
）、
三
八
頁
。 

三 

注
（
二
）
永
井
著
作
、
五
四
頁
。 

四 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
十
二
日
条
、
十
三
日
条
。
六
十
二
歳
で
あ
っ
た
。 

五 

『
明
月
記
』
安
貞
元
年
四
月
十
一
日
条
。
捕
え
ら
れ
た
尊
長
が
「
只
早
頭
を
き
れ
、
若
不
然
ば
又
義
時
か
妻
が
義
時
に
く
れ
遣
さ
む
薬
さ
れ
こ
る
て
く
は
せ
て
早
こ
ろ
せ
」
と
言
っ
た

と
い
う
。
尊
長
は
一
条
実
雅
の
実
兄
。 

六 

『
保
暦
間
記
』
は
「
元
仁
元
年
六
月
三
日
思
外
ニ
、
近
習
二
召
仕
ケ
ル
小
侍
ニ
ツ
キ
害
サ
レ
ケ
リ
」（
八
二
頁
）
と
記
す
。 

七 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
二
十
六
日
条
。
『
岡
屋
関
白
記
』
同
年
六
月
十
七
日
条
に
「
前
陸
奥
守
義
時
朝
臣
、
去
十
四
日
死
亡
由
有
風
聞
」
と
あ
る
。 

八 

『
保
暦
間
記
』
八
三
頁
。 

九 

注
（
二
）
永
井
著
作
、
四
一
頁
。 

一
〇 

『
吾
妻
鏡
』
正
治
二
年
五
月
二
十
五
日
条
。 

一
一 

政
村
は
元
久
二
年
六
月
二
十
二
日
誕
生
で
あ
る
。
実
泰
は
弘
長
三
年
九
月
二
十
六
日
に
五
十
六
歳
で
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逆
算
し
て
承
元
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
（
『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）
。
政
村
と
実
泰
が
同
母
で
あ
る
と
す
る
の
は
、「
桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」（『
中
条
町
史
』
資
料
編
、
第
一
巻
）
の
み
。 

一
二 

承
久
の
乱
の
際
に
は
「
関
判
官
代
」
と
し
て
見
ら
れ
る
が
、
伊
賀
氏
事
件
で
は
「
関
左
近
大
夫
将
監
」
と
な
っ
て
お
り
、
承
久
の
乱
以
降
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

一
三 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
八
月
二
十
九
日
条
。 

一
四 

伊
賀
氏
は
こ
の
年
の
十
二
月
十
二
日
以
降
病
気
と
な
り
、
二
十
三
日
か
ら
危
篤
に
な
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
使
者
が
十
二
月
二
十
四
日
に
鎌
倉
に
到
着
し
て
い
る
。 

一
五 

泰
時
と
時
房
に
代
わ
っ
て
上
洛
し
て
い
た
（『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
二
十
九
日
条
）。 

一
六 

注
（
二
）
永
井
著
作
、
五
四
～
五
五
頁
。 

一
七 

第
一
部
第
三
章
。 

一
八 

「
前
田
家
本
」
、
二
六
八
頁
。「
古
活
字
本
」
、
三
九
六
頁
。
第
一
部
第
三
章
参
照
。 

一
九 

建
保
五
年
二
月
十
九
日
、
伊
賀
氏
が
重
服
の
た
め
万
年
九
郎
宅
に
移
っ
て
い
る
。 

二
〇 

注
（
二
）
永
井
著
作
、
五
五
頁
。 
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二
一 
『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
閏
七
月
二
十
三
日
条
、
同
十
一
月
十
四
日
条
。 

二
二 

大
田
次
郎
は
こ
の
記
事
に
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、
実
務
担
当
者
で
あ
る
盛
綱
の
家
の
隣
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
得
宗
家
公
文
所
の
職
員
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
三 

『
武
家
裏
書
』
で
は
時
実
の
年
齢
が
「
十
八
才
」
、
高
橋
二
郎
は
「
高
橋
六
郎
」
と
な
っ
て
い
る
。 

二
四 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
傍
輩
」
と
は
「
同
じ
主
君
、
家
、
師
な
ど
に
仕
え
た
り
、
付
い
た
り
す
る
同
僚
。
同
役
。
同
門
。
転
じ
て
、
仲
間
。
友
達
」
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
つ
ま
り
高
橋
二
郎
と
同
じ
時
実
の
家
人
二
、
三
人
が
殺
害
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

二
五 

『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
四
月
十
一
日
条
。
『
明
月
記
』
に
は
定
家
の
子
・
為
家
が
三
月
十
七
日
に
時
氏
に
会
い
、
二
十
八
日
に
下
向
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
い
る
（『
明
月

記
』
三
月
十
八
日
条
）
。
京
を
進
発
す
る
際
の
様
子
も
記
さ
れ
て
お
り
、
三
月
二
十
八
日
に
然
る
べ
き
郎
従
三
百
騎
を
従
え
、
七
歳
の
経
時
も
子
馬
に
乗
り
扈
従
し
て
い
た
と
い
う
（
同

三
月
二
十
八
日
条
）
。 

二
六 

『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
六
月
七
日
条
～
十
日
条
。 

二
七 

寛
喜
二
年
六
月
二
十
九
日
に
時
氏
の
死
去
に
よ
っ
て
出
家
し
た
人
々
の
交
名
が
京
都
に
送
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人
数
は
す
で
に
「
数
十
人
」
で
あ
っ
た
と
い
い
、「
古
今
貴
賤
亡

者
未
聞
此
事
、
頗
匪
直
也
事
歟
」
と
記
し
て
い
る
。
（『
明
月
記
』
同
日
条
）。 

二
八 

泰
時
の
死
去
が
六
月
十
五
日
で
あ
る
こ
と
は
、『
鎌
倉
年
代
記
』『
鎌
倉
裏
書
』『
武
家
年
代
記
』『
武
家
裏
書
』
な
ど
に
よ
る
。
た
だ
し
出
家
の
日
は
『
民
経
記
』
は
五
月
八
日
、『
平

戸
記
』
（
五
月
十
六
日
条
）
・『
鎌
倉
裏
書
』
は
五
月
九
日
、『
鎌
倉
年
代
記
』
は
六
月
九
日
、『
武
家
年
代
記
』
は
五
月
十
九
日
と
し
て
い
る
。
な
お
『
鎌
倉
裏
書
』
に
は
「
五
月
九
日
、

前
武
州
依
所
労
出
家
、
法
名
観
阿
房
、
号
上
聖

、
信
濃
法
印
道
禅
為
御
戒
師
、
十
一
日
、
朝
時
出
家
、
十
五
日
、
義
氏
出
家
、
六
月
十
五
日
、
入
道
前
武
蔵
守
正
四
位
下
平
朝
臣
泰
時
卒
、
六
十

、

新
善
光
寺
智
導
上
人
、
為
知
識
、
奉
勧
念
仏
」
と
あ
り
、
泰
時
の
出
家
に
続
き
弟
の
朝
時
と
足
利
義
氏
も
出
家
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
京
に
五
月
十
二
日
子
刻
（
当
時
は
寅
刻
に
日
付

が
変
わ
る
の
で
、
子
刻
は
ま
だ
十
二
日
）
に
泰
時
出
家
の
知
ら
せ
を
伝
え
る
飛
脚
が
鎌
倉
か
ら
到
着
し
て
い
る
（『
平
戸
記
』
五
月
十
三
日
条
、『
民
経
記
』
五
月
十
三
日
条
）
こ
と
を

考
え
る
と
、
泰
時
の
出
家
は
五
月
八
日
も
し
く
は
九
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
泰
時
出
家
の
日
を
八
日
と
す
る
『
民
経
記
』
は
九
日
寅
刻
に
飛
脚
が
鎌
倉
を
出
た
と
記
し
て

い
る
。
到
着
の
日
付
は
『
平
戸
記
』『
民
経
記
』
と
も
に
五
月
十
二
日
子
刻
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
九
日
寅
刻
に
出
立
し
た
の
は
確
実
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
八
日
深
夜
（
現
在
で
は
九

日
）
も
し
く
は
夜
が
明
け
る
寅
刻
に
出
家
し
、
す
ぐ
に
使
者
が
出
立
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

二
九 

『
民
経
記
』『
平
戸
記
』
、
ま
た
南
北
朝
時
代
の
中
原
師
守
が
そ
の
日
記
『
師
守
記
』
で
過
去
の
例
と
し
て
泰
時
の
死
を
伝
え
る
使
者
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（
『
史
料
纂
集
』

第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
九
年
。
康
永
四
年
八
月
四
日
条
）。 

三
〇 

『
民
経
記
』
仁
治
三
年
六
月
二
十
日
条
。 

三
一 

『
百
錬
抄
』
五
月
十
二
日
条
、
『
平
戸
記
』
五
月
十
三
日
条
。 

三
二 

病
に
よ
り
出
家
し
、
六
月
一
日
に
死
去
し
た
と
す
る
（『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
五
月
二
十
五
日
条
、
六
月
一
日
条
）。 

三
三 

『
葉
黄
記
』（
『
史
料
纂
集
』
第
九
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
一
年
）
寛
元
四
年
六
月
六
日
条
。 



事　　　項 典　拠

1 元仁1(1224) .6.28
泰時の命により、平盛綱・尾藤景綱・関実忠・安東光成・万年右馬允・南条時員などの側近のみ
泰時邸の出入りを許される。

『吾』

2 元仁1(1224) .閏7.23 伊具（諏訪）盛重、式部大夫(源)親行とともに一条実雅に私的につき従う。 『吾』

3 元仁1(1224) .閏7.29 尾藤景綱、泰時の後見（家令）となる。 『吾』

4 元仁1(1224) .8.28 尾藤景綱・平盛綱、泰時の命により家務条々を定める。 『吾』

5 元仁1(1224) .9.21 平盛綱、曽我次郎への代替わり安堵の北条泰時袖判奉書を発給。 『鎌』3285

6 元仁1(1224) .11.14 伊具盛重、一条実雅につき従ったため 、親行とともに出仕を止められ所領を没収される。 『吾』

7 元仁1(1224) .11.18 尾藤景綱、泰時が建立した義時の一周忌追福のための伽藍の立柱を奉行。 『吾』

8 嘉禄1(1225) .9.16 信濃国春近領内志久見郷に関する北条重時袖判尾藤某奉書。 『鎌』3406

9 嘉禄1(1225) .10.27 尾藤景綱、泰時邸で申次。 『吾』

10 嘉禄2(1226) .10.12
尾藤景綱・平盛綱・南条時員・安東光成、評定所の役人として訴人が評定所に近接することを取
り締まるよう指示を受ける。

『吾』

11 嘉禄2(1226) .12.13 政所の前より失火し、尾藤景綱・平盛綱らの家も焼亡。 『吾』

12 安貞1(1227) .1.4 平盛綱、泰時に走湯山御在所以下の火事を披露。 『吾』

13 安貞1(1227) .3.9
波多野経朝が生け捕った後鳥羽の三宮と称して陰謀を企てた者を、泰時の命により金窪行親と平
盛綱が尋問。

『吾』

14 安貞1(1227) .5.10 尾藤景綱、大内裏の焼失について泰時の使者として上洛。将軍家（頼経）の使者は伊東祐時。 『吾』

15 安貞1(1227) .6.15 尾藤景綱、京都から鎌倉に帰参。 『吾』

16 安貞1(1227) .6.18 尾藤景綱が乳母父となっていた泰時二男・時実が高橋二郎によって殺害されたため出家。 『吾』

17 安貞1(1227) .11.4 泰時、軽服により道然（景綱）邸に移る。 『吾』

18 安貞2(1228) .5.21 尾藤道然（景綱）・平盛綱、泰時の命により御所の辺に競い集まった御家人たちを退散させる。 『吾』

19 安貞2(1228) .11.25 平盛綱、馬場殿御所移転の決定を受け、奉行する。 『吾』

20 寛喜1(1229) .2.11 平盛綱、走湯山の造営を奉行。 『吾』

21 寛喜1(1229) .2.13 左兵衛尉盛治(綱)、興津虎石への所領安堵の北条泰時袖判執事奉書の奉者。 『鎌』3808

22 寛喜1(1229) .9.9
南条七郎次郎、泰時の命により、京都の右近将監多好方のもとに和琴の秘曲を授けてもらうため
派遣される。その他、横尾左近将監・美濃澤右近二郎・弥平太三郎は神楽秘曲を授けてもらうた
め同じく上洛。

『吾』

23 寛喜1(1229) .12.17
南条七郎次郎、母が病気のため京都より帰参。代わりに美濃澤右近二郎が和琴の秘曲を授けられ
ることに。

『吾』

24 寛喜1(1229)
応長2年3月日付「播磨福井荘東保宿院村地頭代澄心陳状」に寛喜1年に盛綱が関東御使であった
ことが記される。

『鎌』24550

25 寛喜2(1230) .1.26
泰時の公文所で武蔵野国太田庄内の荒野を新たに開発することについての審議が行われ、道然
（景綱）が奉行。

『吾』

26 寛喜2(1230) 閏1.10 安東藤内、石河次郎とともに六波羅より神護寺に差し遣わされる。 『鎌』3925

27 寛喜2(1230) .2.30 道然、盛綱、諏訪盛重、泰時の命で鎌倉中の騒動を鎮圧。 『吾』

28 寛喜2(1230) .5.5
常御所に盗賊が入ったため、泰時の命により金窪行親と盛綱が大番衆に四方を警護させ、人の出
入りを止める。

『吾』

29 寛喜2(1230) .5.27
時氏の病が急に重くなり、看病のために宮内兵衛尉公氏・周枳兵衛尉・安藤左近将監・安藤二郎
らが祗候。

『吾』

30 寛喜2(1230) .10.16 道然（景綱）、泰時御願の北条の御堂の上棟を斎藤兵衛入道浄円（長定）とともに奉行。 『吾』

31 寛喜3(1231) .9.27 盛綱、泰時が朝時の救援に駆けつけたことに対して泰時を諌め申す。 『吾』

32 寛喜3(1231) .10.16 道然（景綱）を奉行として、泰時邸で御堂造営の日時定めが行われる。 『吾』

33 貞永1(1232) .2.26
道然、武蔵国の槫国の堤が対破したので、補修するよう近隣の地頭に命じるため、石原源八経景
らとともに奉行として下向。

『吾』

34 貞永1(1232) .7.15 盛綱、和賀江島の築造の奉行として向かう。 『吾』

35 貞永1(1232) .8.9 泰時の使者として、道然、盛綱、諏訪盛重が和賀江島を巡検。 『吾』

36 天福1(1233) .1.17 南条（時員カ）在京の御家人が皇居旧跡に馬場を作ることを禁じるため使者として上洛。 『鎌』4496

37 天福1(1233) .9.29
安東光成、藻壁門院藤原竴子（将軍頼経の姉）崩御のため仙洞と北白河院のもとへ武州の御使と
して上洛（将軍の御使は伊賀仲能）。

『吾』

表　泰時期の得宗被官の活動一覧

年 月 日



事　　　項 典　　拠

38 文暦1(1234) .3.5 泰時、尾藤道然（景綱）、諏訪盛重らを通して経時元服の儀の役を勤めた人々にお礼を伝える。 『吾』

39 文暦1(1234) .4.5
道然、泰時御願として鶴岡八幡宮で大般若経一部を書写することになり、斎藤兵衛入道浄円（長
定）とともに奉行。

『吾』

40 文暦1(1234) .7.1 平盛綱、深堀五郎が六カ月の京都大番役を勤めたことを注進する北条重時の書状の宛名。 『鎌』4679

41 文暦1(1234) .8.21 道然、病気のため家令を辞し、その後任に平盛綱が補任される。 『吾』

42 文暦1(1234) .8.22 道然（景綱）死去。 『吾』同年8.21条

43 嘉禎1(1235) .9.1
頼朝の法華堂の湯屋から出火し、風であやうく法華堂まで火が及ぼうとしたところ、盛重が一人
向かい、中間の民屋敷を壊して火を止めた。

『吾』

44 嘉禎1(1235) .9.2 盛重、前日の働きにより、泰時が感嘆し、御恩に浴す。 『吾』

45 嘉禎1(1235) .12.18 盛綱、頼経の病気のため泰時の使者として御所に参上。 『吾』

46 嘉禎2(1236) .12.19
尾藤景氏・平盛綱・大田次郎・諏訪蓮仏（盛重）・万年右馬允・安東光成・南条時員が新築した
泰時邸の周りに屋敷を構える。

『吾』

47 嘉禎2(1236) .12.23 三浦泰村の妻（泰時妹）死去により、服喪のため泰時が平盛綱の小町宅に移る。 『吾』

48 嘉禎3(1237) .3.28
平盛綱、摂津国多田院御家人六瀬右近将監行弘が夜討をしたとして領家から勘気を蒙ったことを
歎き申したことについて、秦泰綱宛得宗家執事書状。

『鎌』5121

49 嘉禎3(1237) .12.12 金窪行親、属星祭を行うために御所の巽の角を掃除。 『吾』

50 暦仁1(1238) .6.24
平盛綱、右近将監国守と刑部丞仲義の相論について、仲義無罪の判決を記した得宗家公文書奉書
の奉者。

『鎌』5260

51 延応1(1239) .5.2
泰時の邸宅で行われた五十嵐豊次太郎惟重と北条朝時の祗候人・小見左衛門尉親家との越中国国
吉名に関する相論の対決の結果親家の罪科を逃れる事が出来なかった。そこで泰時は「侍所司」
の行親を呼び、敗訴した親家の身柄を預かり守護するよう命じる。

『吾』

52 延応1(1239) .5.24
盛綱、九条道家「御不例」のため、「前武州御使」として上洛（将軍の「使節」としては藤原定
員）。

『吾』

53 延応1(1239) .5.26 泰時が新造南法華堂浴室についての置文を定め、平盛綱が記す。
『吾』

『鎌』5436

54 延応1(1239) .12.13
平盛綱、安部維範が若宮（頼嗣）の御行始のために御産所の丹波良基の大倉の亭より坤の方角に
当たるふさわしい家を見定めることを奉行する。町野康持と武田光信の名越の家がその方角だと
報告。

『吾』

55 仁治1(1240) .3.7 平盛綱、侍所での盃酒の儀を奉行。 『吾』

56 仁治1(1240) .7.9 平盛綱、泰時の命で越後守盛時に催促。 『吾』

57 仁治1(1240) .10.10 泰時邸において山内の道路を造ることについての審議があり、安東光成がこれを奉行。 『吾』

58 仁治1(1240) .閏10.18
小早川茂平宛平盛綱書状。盛綱が子の左近将監貞綱死去の禁忌のためしばらく出仕していなかっ
たことを詫び、近日中に出仕すること、そして都宇・竹原のことについて、元のように知行する
ようにとの仰せが出たことを伝えている。

『鎌』5652

59 仁治2(1241) .3.18 平盛綱、津軽国岩楯村に関する政所綿貫入道宛得宗家執事奉書を発給。 『鎌』5782

60 仁治2(1241) .4.16 平盛綱、武田光蓮の請文を泰時に取り次ぐ。 『吾』

61 仁治2(1241) .8.15
金窪行親、鶴岡八幡宮で発生した将軍頼経の御剣が簀子の上に落ちるという怪異について、頼経
に尋ねられ対処を進言。行親が剣を見ることは神通力を持っているようだといい、多くの証拠も
あったという。

『吾』

62 仁治2(1241) .11.27 横溝義行、射手の似絵のモデルに選ばれたが、片目に疵があるためか、泰時が頻りに辞退した。 『吾』

63 仁治2(1241) .11.29 平盛綱、三浦氏と小山氏の喧嘩を鎮圧しに後藤基綱とともに遣わされる。 『吾』

（筆者作成）

年 月 日



第 5章 鎌倉幕府正月行事における得宗被官 

83 

 

第
五
章 
鎌
倉
幕
府
正
月
行
事
に
お
け
る
得
宗
被
官 

 

 

は
じ
め
に 

 

本
節
で
は
本
論
文
を
通
し
て
使
用
す
る
付
表
１
～
５
を
も
と
に
、
垸
飯
と
的
始
と
い
う
二
つ
の
鎌
倉
幕
府
正
月
行
事
に
つ
い
て
得
宗
被
官
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
お
き
た
い
。 

鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
垸
飯
一

・
的
始
の
初
出
は
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
二
月
二
十
日
条
（
史
料
一
）
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
正
月
行
事
で
は
な
く
、
頼
朝
が

大
倉
の
新
造
の
邸
宅
に
移
っ
た
八
日
後
二

に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
三
浦
義
澄
が
垸
飯
を
献
じ
た
後
、
的
始
（
弓
始
）
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
御
行
始
が
あ
り
、
頼
朝
は
安

達
盛
長
の
家
に
入
御
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
が
後
に
鎌
倉
幕
府
の
正
月
行
事
三

と
し
て
定
着
し
、
将
軍
と
御
家
人
と
の
主
従
関
係
を
確
認
す
る
儀
式
と
な
っ
た
四

。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
十
二
月
二
十
日
条 

於
二

新
造
御
亭
一

。
三
浦
介
義
澄
献
二

垸
飯
一

。
其
後
有
二

御
弓
始
一

。
此
事
兼
雖
レ

無
二

其
沙
汰
一

。
公
長
両
息
為
二

殊
達
者
一

之
由
。
被
二

聞
食
一

之
間
。
令
レ

試
二

件
芸
一

給
。
以
二

酒
宴
次
一

。
於
二

当
座
一

被
レ

仰
云

々

。 

射
手 

一
番 

 
 
 

下
河
辺
庄
司
行
平 

 
 

愛
甲
三
郎
季
隆 

二
番 

 
 
 

橘
太 

 

公
忠 

 
 
 

橘
次 

 

公
成 

三
番 

 
 
 

和
田
太
朗
義
盛 

 
 
 

工
藤
小
二
郎
行
光 

今
日
御
行
始
之
儀
。
入
二

御
藤
九
郎
盛
長
甘
縄
之
家
一

。
盛
長
奉
二

御
馬
一
疋
一

。
佐
々
木
三
郎
盛
綱
引
レ

之
云

々

。 
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永
井
晋
氏
は
垸
飯
と
的
始
を
「
鎌
倉
幕
府
の
正
月
行
事
と
し
て
対
を
な
す
性
格
」
を
持
つ
行
事
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
や
秩
序
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
鎌
倉
幕
府
は
公
家

と
も
寺
家
と
も
違
う
権
門
武
家
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
年
中
行
事
の
な
か
に
鎌
倉
の
権
力
の
源
泉
と
な
る
『
武
』（
軍
事
力
と
し
て
の
武
力
だ
け
で
は
な
く
、
僻
邪
な
ど
の
呪
術
に
み
ら
れ
る

象
徴
的
な
力
を
も
含
め
た
意
味
）
を
表
現
す
る
儀
礼
を
必
要
と
し
た
」
と
し
、
垸
飯
と
的
始
が
「
鎌
倉
の
政
治
的
秩
序
と
権
力
の
源
泉
で
あ
る
『
武
』
を
象
徴
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
五

。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
儀
式
に
お
い
て
も
、
北
条
氏
の
力
が
増
す
と
と
も
に
得
宗
被
官
の
進
出
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
御
家
人
と
し
て
の
身
分
を
有
し
た
ま
ま
得
宗
の
「
祗

候
人
」
と
な
っ
た
得
宗
被
官
は
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
の
公
式
行
事
に
も
他
の
御
家
人
と
と
も
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
垸
飯
や
的
始
に
お
け
る
得
宗
被
官

の
立
場
や
役
割
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

以
下
、
第
一
節
で
『
吾
妻
鏡
』
の
垸
飯
記
事
に
見
ら
れ
る
得
宗
被
官
に
つ
い
て
述
べ
、
第
二
節
で
『
吾
妻
鏡
』
と
『
御
的
日
記
』
に
見
ら
れ
る
的
始
の
射
手
と
し
て
の
得
宗
被
官
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
く
。 

 

第
一
節 

垸
飯
と
得
宗
被
官 

 

一 

垸
飯
と
北
条
氏 

 

垸
飯
の
中
の
得
宗
被
官
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
垸
飯
に
お
け
る
北
条
氏
の
立
場
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。 

正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
正
月
十
三
日
の
頼
朝
の
死
は
、
鎌
倉
幕
府
の
体
制
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
頼
朝
の
存
命
中
は
官
職
に
就
く
こ
と
も
な
く
、
幕
政
に
お
い
て
重
要
な

立
場
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
時
政
が
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
正
月
一
日
に
行
わ
れ
た
垸
飯
で
は
沙
汰
人
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
六

。
村
井
章
介
氏
が
「
幕
府
権
力
の
実
質
が

だ
れ
の
手
に
あ
っ
た
の
か
を
み
る
の
に
絶
好
の
儀
式
」
七

と
称
し
た
正
月
三
箇
日
に
行
わ
れ
る
垸
飯
は
、
将
軍
と
御
家
人
と
の
主
従
関
係
を
確
認
す
る
儀
式
で
あ
る
と
と
も
に
、
御
家
人

た
ち
の
序
列
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
千
葉
常
胤
と
足
利
義
兼
の
み
が
勤
め
て
い
た
一
日
の
垸
飯
を
時
政
が
沙
汰
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
政
が
実
質
的
な
幕

政
の
ト
ッ
プ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
時
政
の
垸
飯
献
上
の
記
事
は
こ
の
年
と
、
失
脚
す
る
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）

の
み
だ
が
、
以
降
一
日
の
垸
飯
は
大
江
広
元
と
足
利
義
氏
が
沙
汰
人
と
し
て
見
ら
れ
る
他
は
、
北
条
氏
一
族
が
沙
汰
人
と
な
っ
て
い
る
（
付
表
１
）。
こ
れ
ま
で
無
位
無
官
で
あ
っ
た
時
政
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が
従
五
位
下
、
遠
江
守
に
叙
任
さ
れ
た
の
も
正
治
二
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
八

、
時
政
は
頼
朝
の
死
後
、
明
ら
か
に
地
位
を
向
上
さ
せ
て
い
る
九

。 
永
井
氏
は
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
垸
飯
記
事
か
ら
そ
の
構
成
を
整
理
し
、
成
立
当
初
は
有
力
御
家
人
が
将
軍
を
饗
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
垸
飯
が
、「
鎌
倉
幕
府
の
秩
序
を
象
徴
す
る
儀

礼
」
へ
と
変
化
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
一
〇

。
そ
し
て
垸
飯
で
は
将
軍
に
太
刀
や
馬
な
ど
の
引
出
物
が
贈
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
垸
飯
を
献
じ
た
人
物
の

名
前
だ
け
で
な
く
、
進
物
役
人
や
馬
引
き
の
交
名
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
馬
に
つ
い
て
は
建
久
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
元
久
元
年
ま

で
詳
細
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
（
付
表
２
①
）。
そ
し
て
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
ま
で
は
垸
飯
記
事
自
体
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。 

 

北
条
氏
は
正
月
一
日
の
垸
飯
の
沙
汰
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
家
に
な
る
が
、
必
ず
し
も
執
権
が
一
日
の
沙
汰
人
を
勤
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
付
表
１
を
見
る
と
連
署
で
あ
る
時

房
や
重
時
が
沙
汰
人
で
あ
る
場
合
も
多
い
。
ま
た
執
権
・
連
署
を
退
い
た
時
頼
や
重
時
が
一
日
・
二
日
の
沙
汰
人
で
あ
る
な
ど
、
垸
飯
の
沙
汰
人
に
よ
っ
て
そ
の
当
時
の
事
実
上
の
有
力

者
が
誰
で
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。 

 

二 

垸
飯
と
得
宗
被
官 

 

垸
飯
記
事
に
お
け
る
得
宗
被
官
初
出
は
建
保
元
年
で
、
こ
の
時
の
沙
汰
人
は
北
条
義
時
で
あ
る
（
付
表
２
①
12
、
史
料
二
）。
こ
こ
で
五
御
馬
を
引
い
て
い
る
南
条
七
郎
時
員
は
後
に

泰
時
に
近
侍
す
る
被
官
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
、
時
員
と
と
も
に
見
ら
れ
る
曽
我
小
太
郎
祐
綱
は
曽
我
兄
弟
の
養
父
と
な
っ
た
曽
我
祐
信
の
子
で
あ
る
一
一

。
曽
我
氏
も
義
時
期
に
は
得
宗

被
官
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
得
宗
の
代
替
わ
り
に
際
し
て
は
得
宗
家
か
ら
所
領
安
堵
の
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
一
二

。 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
正
月
二
日
条 

 
 

相
州
被
レ

献
二

垸
飯
一

。 

 

御
進
物
役
人 

御
釼 
 
 
 

武
蔵
守 

御
調
度 

 
 

左
近
大
夫
朝
親 

御
行
縢
沓 

 

民
部
大
夫
康
俊 
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一
御
馬 

 
 

伊
賀
次
郎
兵
衛
尉 

 
 
 

同
三
郎 

二
御
馬 

 
 

三
浦
九
郎
左
衛
門
尉 

 
 

佐
原
又
太
郎 

三
御
馬 

 
 

佐
々
木
左
近
将
監 

 
 
 

加
地
六
郎 

四
御
馬 

 
 

藤
内
左
衛
門
尉 

 
 
 
 

加
藤
兵
衛
尉 

五
御
馬 

 
 

南
条
七
郎 

 
 
 
 
 
 

曽
我
小
太
郎 

 

次
に
被
官
の
名
が
確
認
で
き
る
の
は
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
で
、
泰
時
沙
汰
の
二
日
に
は
南
条
時
員
と
そ
の
子
太
郎
兵
衛
尉
（
付
表
２
②
30
）、
朝
時
沙
汰
の
三
日
に
は
時
員
と
太

郎
兵
衛
尉
に
加
え
、
平
左
衛
門
次
郎
（
時
綱
）
と
平
三
郎
（
盛
時
）
が
馬
の
引
き
手
と
な
っ
て
い
る
（
付
表
２
②
31
）。
垸
飯
に
関
し
て
は
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
が
終
わ
る
文
永
三
年
（
一

二
六
三
）
以
降
の
状
況
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
制
限
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
建
保
元
年
～
文
永
三
年
ま
で
の
垸
飯
で
得
宗
被
官
が
勤
め
た
の
は
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
馬
引
の
役
で
あ

り
、
「
御
釼
」「
御
調
度
」
「
御
行
縢
沓
」
の
役
人
と
し
て
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
三
つ
の
役
に
関
し
て
は
限
ら
れ
た
有
力
御
家
人
の
み
が
勤
め
る
こ
と
が
で
き
る
役
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

馬
の
引
き
手
を
務
め
た
人
物
に
は
北
条
氏
や
有
力
御
家
人
の
子
弟
も
お
り
、
一
般
の
御
家
人
た
ち
に
と
っ
て
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
吾
妻
鏡
』
で
は
史
料
二
の
よ
う
に
上
段
に
記
さ
れ
た
人
物
が
上
位
者
と
な
る
。
得
宗
被
官
は
得
宗
被
官
同
士
や
親
子
兄
弟
な
ど
の
親
族
と
と
も
に
引
く
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
北

条
氏
の
子
弟
と
と
も
に
引
い
て
お
り
、
そ
の
場
合
は
被
官
が
下
段
に
記
さ
れ
て
い
る
。
付
表
２
か
ら
有
力
被
官
家
の
登
場
回
数
を
見
て
い
く
と
、
平
氏
（
十
八
回
）・
南
条
氏
（
十
二
回
）
・

工
藤
氏
（
十
回
）・
藤
姓
安
東
氏
（
四
回
）・
諏
訪
氏
（
三
回
）・
尾
藤
氏
（
三
回
）
と
な
っ
て
お
り
、
平
氏
・
南
条
氏
・
工
藤
氏
の
回
数
が
多
い
。
平
氏
・
南
条
氏
の
み
自
己
の
一
族
と
と

も
に
引
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
付
表
２
②
に
は
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
以
降
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
御
行
始
に
伴
う
引
出
物
の
馬
引
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
い
る
が
、
御
行

始
の
引
出
物
の
馬
引
き
は
尾
藤
氏
（
三
回
）・
工
藤
氏
（
二
回
）・
諏
訪
氏
（
二
回
）・
南
条
氏
（
一
回
）・
藤
姓
安
東
氏
（
一
回
）・
平
氏
（
０
回
）
と
な
っ
て
い
る
。
工
藤
氏
は
垸
飯
・
御

行
始
と
も
に
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
以
降
の
数
だ
が
、
工
藤
光
泰
が
小
侍
所
所
司
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
回
数
が
多
い
。 

ま
た
平
・
南
条
以
外
の
一
族
が
見
ら
れ
る
の
は
時
頼
期
の
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
以
降
で
あ
り
、
最
有
力
被
官
家
の
う
ち
尾
藤
・
諏
訪
氏
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

得
宗
被
官
の
中
で
も
垸
飯
に
見
ら
れ
る
一
族
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
得
宗
被
官
家
と
し
て
確
立
し
て
い
く
人
物
は
、
自
身
が
垸
飯
や
的
始
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
子
息

や
兄
弟
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
得
宗
家
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
有
力
得
宗
被
官
に
と
っ
て
の
垸
飯
は
将
軍
で
は
な
く
得
宗
家
と
の
主

従
関
係
確
認
の
意
味
を
も
つ
儀
式
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 
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第
二
節 

的
始
の
中
の
得
宗
被
官 

 
一 
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
的
始
の
記
事 

  

「
的
始
」
は
「
弓
始
」
と
も
「
弓
場
始
」
と
も
い
い
一
三

、
鎌
倉
時
代
の
射
手
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
と
『
御
的
日
記
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
的
始
の
初
出
で
あ
る
史

料
一
を
見
る
と
、
こ
の
治
承
四
年
の
的
始
は
事
前
に
決
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
橘
公
長
の
二
人
の
子
息
・
公
忠
と
公
成
の
弓
の
腕
が
巧
み
で
あ
る
と
聞
い
た
頼
朝
が
そ
の
腕
前
を
見

る
た
め
、
酒
宴
の
時
に
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
正
月
行
事
と
し
て
は
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
正
月
六
日
条
が
初
出
で
、
以
降
正
月
に
頼
朝
が
御
家
人
の
射
芸
を
見
る
儀
式
と
し
て
定

着
す
る
。
射
手
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
な
い
年
も
あ
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
っ
て
わ
か
る
文
治
四
年
～
文
永
三
年
ま
で
の
射
手
が
付
表
３
で
あ
る
。『
御
的
日
記
』
の
記
録
が
始
ま
る
永

仁
二
年
（
一
二
九
三
）
ま
で
の
記
録
を
欠
く
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
を
概
観
す
る
こ
と
の
で
き
る
行
事
は
珍
し
い
。 

建
長
三
年
以
降
、
的
始
当
日
の
射
手
を
選
ぶ
的
調
に
関
す
る
記
事
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
（
付
表
４
）、
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
物
だ
か
ら
と
い
っ
て
的
始
の
射
手
を
無
条
件
に
務

め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
平
頼
綱
が
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
と
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
の
的
調
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
的
始
当
日
の
射
手
は
一
度
も
務
め
て
い
な
い

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
射
手
の
候
補
に
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
も
御
家
人
・
被
官
た
ち
が
在
地
に
あ
っ
て
鎌
倉
に
い
な
い
場
合
や
、
都
合
が
悪
い
と
し
て
辞
退
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
時
に
は
辞
退
し
た
人
物
に
対
し
て
再
度
催
促
し
、
射
手
を
勤
め
さ
せ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
史
料
三
）。 

【
史
料
三
】『
吾
妻
鏡
』
康
元
元
年
年
正
月
四
日
条 

 

早
旦
。
相
州
披
二

覽
御
的
始
射
手
交
名
一

給
。
凡
廿
一
人
也
。
然
而
參
否
不
二

一
準
一

。
所
謂
申
二

領
状
一

輩
。 

早
河
次
郎
太
郎 

 
 
 
 
 

工
藤
八
郎
四
郎 

 
 

布
施
弥
三
郎 

 
 
 
 
 
 

岡
本
新
兵
衛
尉 

 
 

平
嶋
弥
五
郎 

 
 
 
 
 
 

横
溝
七
郎
五
郎 

 
 

多
賀
谷
弥
五
郎 

 
 
 
 
 

小
嶋
又
二
郎 
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藤
澤
左
近
將
監 

 
 
 
 
 

大
瀬
三
郎
左
衛
門
尉 

 
 

平
新
左
衛
門
三
郎 

 
 
 
 

海
野
矢
四
郎 

 
 

澁
谷
三
郎
左
衛
門
太
郎 

 
 

南
条
兵
衛
六
郎 

 
 
 

申
レ

障
輩 

 
 

上
野
十
郎
朝
村 

 
 
 
 
 
 

遠
江
十
郎
左
衛
門
尉 

 
 

出
羽
七
郎
朝
村 

 
 
 
 
 
 

小
笠
原
彦
次
郎 

 
 

南
条
八
郎
兵
衛
尉 

朝
村 

 
 

河
野
五
郎
兵
衛
尉
行
眞 

 
 

南
条
左
衛
門
二
郎 

朝
村 

 
 

諏
方
四
郎
兵
衛
尉 

以
前
故
障
輩
之
中
。
於
二

朝
村
行
眞
一

者
無
二

恩
許
一

。
可
二

參
勤
一

之
由
。
於
二

殿
中
一

直
相
二

觸
之
一

。
被
レ

召
二

領
状
奉
一

訖
。
是
依
二

堪
能
之
越
一
レ

人
也
。 

 

こ
の
的
調
に
は
工
藤
八
郎
四
郎
（
朝
高
）
・
横
溝
七
郎
五
郎
（
忠
光
）・
平
新
左
衛
門
三
郎
（
頼
綱
）・
南
条
兵
衛
六
郎
な
ど
得
宗
被
官
も
多
く
参
加
し
て
い
る
が
、
「
申
レ

障
輩
」
の
中

に
も
南
条
八
郎
兵
衛
尉
（
忠
時
）、
南
条
左
衛
門
二
郎
、
諏
方
四
郎
兵
衛
尉
（
盛
頼
）
の
名
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
弓
始
の
射
手
の
交
名
に
挙
げ
ら
れ
た
南
条
氏
は
八
郎
兵
衛
尉
、
左
衛

門
二
郎
、
南
条
兵
衛
六
郎
の
三
名
だ
っ
た
が
、
実
際
に
了
承
し
た
の
は
兵
衛
六
郎
の
み
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
上
野
（
結
城
）
十
郎
朝
村
、
河
野
五
郎
兵
衛
尉
行
眞
の
二
名
は
一
度
都
合

が
悪
い
と
断
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
頼
が
直
に
勤
仕
す
る
よ
う
伝
え
た
た
め
了
承
し
て
い
る
。 

 

な
お
、
次
節
で
述
べ
る
永
仁
二
年
以
降
の
射
手
は
六
番
ま
で
の
計
十
二
名
だ
が
、『
吾
妻
鏡
』
を
見
る
限
り
五
番
ま
で
の
計
十
名
が
基
本
で
あ
り
、
六
番
ま
で
あ
る
の
は
、
寛
喜
元
年
（
付

表
３
‐
21
）
、
延
応
元
年
（
同
28
）、
文
応
元
年
（
同
44
）
、
弘
長
三
年
（
同
46
）
の
四
回
の
み
で
あ
る
一
四

。
こ
の
う
ち
寛
喜
元
年
は
南
条
七
郎
二
郎
と
平
左
衛
門
三
郎
（
盛
時
）、
延
応

元
年
は
、
南
条
八
郎
兵
衛
尉
（
忠
時
）
と
平
左
衛
門
四
郎
（
光
盛
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
得
宗
被
官
が
参
加
す
る
た
め
に
六
番
編
成
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
。 

 

有
力
得
宗
被
官
が
的
始
の
射
手
を
務
め
た
回
数
を
確
認
す
る
と
、
工
藤
氏
（
七
回
※
行
光
と
長
光
は
除
く
）・
平
氏
（
二
回
）・
南
条
氏
（
二
回
）・
諏
訪
氏
（
一
回
※
盛
澄
は
除
く
）
と

な
っ
て
お
り
、
尾
藤
・
安
東
・
安
藤
は
一
度
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
（
得
宗
被
官
全
体
と
し
て
は
、
横
溝
氏
が
二
十
回
と
最
も
多
い
）。
し
か
し
、
垸
飯
と
は
異
な
り
、
政

治
的
活
動
が
見
ら
れ
る
人
物
が
射
手
を
務
め
る
こ
と
は
な
く
、
子
息
や
兄
弟
が
射
手
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
時
頼
期
に
小
侍
所
所
司
と
し
て
射
手
の
選
定
に
あ
た
っ
て
い
た
工
藤

光
泰
一
五

も
自
身
が
射
手
を
務
め
た
の
は
「
工
藤
三
郎
」
と
名
乗
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
（
付
表
３
‐
30
、
32
）。 
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的
始
に
お
い
て
最
初
に
弓
を
射
る
一
番
筆
頭
の
射
手
（『
吾
妻
鏡
』
で
は
一
番
の
上
段
に
記
さ
れ
た
人
物
）
は
室
町
幕
府
の
的
始
で
は
「
弓
太
郎
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
弓
太
郎

に
選
ば
れ
る
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
一
六

。
鎌
倉
時
代
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
見
て
も
筆
頭
の
射
手
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
頼
朝
期
に
は
棒
谷
四

郎
重
朝
・
下
河
辺
庄
司
行
平
、
建
仁
二
年
か
ら
建
暦
元
年
ま
で
は
和
田
胤
長
（
建
仁
三
年
の
み
海
野
小
太
郎
幸
氏
）
で
あ
る
。
そ
し
て
和
田
合
戦
後
に
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
的
始
に
参
加

し
て
い
な
か
っ
た
「
駿
河
次
郎
」（
三
浦
泰
村
）
も
一
番
筆
頭
を
勤
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
番
筆
頭
の
射
手
に
つ
い
て
は
そ
の
時
の
政
治
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

ま
た
限
ら
れ
た
人
間
が
務
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宝
治
合
戦
以
降
に
二
宮
弥
次
郎
時
光
が
五
回
筆
頭
の
射
手
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
時
光
が
北
条
氏
一
門

の
金
沢
氏
被
官
で
あ
り
、
当
時
の
小
侍
所
別
当
が
実
時
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
史
料
三
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
時
頼
期
に
は
射
手
の
選
定
に
あ
た
っ
て
得
宗
や
北
条
一
門
の

有
力
者
の
意
向
が
大
き
く
反
映
さ
れ
る
行
事
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二 

『
御
的
日
記
』
と
有
力
得
宗
被
官 

  

内
閣
文
庫
所
蔵
『
御
的
日
記
』
は
鎌
倉
時
代
の
永
仁
二
年
か
ら
室
町
時
代
の
寛
正
二
年
（
一
三
四
一
）
ま
で
の
的
始
の
記
録
で
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
少
な
い
鎌
倉
時
代
後
期
の
三
十

八
年
分
の
記
録
が
あ
る
た
め
、
非
常
に
有
用
な
史
料
と
い
え
る
。
し
か
し
、
活
字
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
一
七

。
そ
れ
を
一
覧

に
し
た
の
が
付
表
５
で
あ
る
。
な
お
、
付
表
５
で
は
人
名
の
み
を
記
し
た
が
、『
御
的
日
記
』
で
は
的
に
当
た
っ
た
回
数
も
記
さ
れ
て
い
る
一
八

。 

ま
た
、『
御
的
日
記
』
を
見
る
と
、
六
番
編
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
射
手
を
勤
め
る
一
族
が
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
一
族
と
顔
ぶ
れ
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
得

宗
被
官
に
関
し
て
言
え
ば
、
有
力
得
宗
被
官
家
の
射
手
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
横
溝
氏
は
一
族
合
計
三
十
五
回
と
、『
吾
妻
鏡
』
と
同
様
に
得
宗
被
官
の
中
で
は
最
も
多
く
、

次
い
で
曽
我
氏
が
二
十
三
回
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
得
宗
被
官
一
族
に
と
っ
て
は
的
始
が
主
な
活
躍
の
場
で
あ
り
、
晴
れ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。 

第
二
部
第
四
章
で
も
触
れ
る
が
、
永
仁
二
年
～
正
慶
二
年
の
間
で
的
始
の
射
手
を
務
め
た
有
力
被
官
一
族
の
人
物
は
長
崎
孫
四
郎
泰
光
（
付
表
５-

12
）、
安
東
又
次
郎
成
重
（
同
４
）、

安
東
平
次
重
高
（
同
33
）
、
南
条
弥
三
（
二
）
郎
景
宗
（
同
26
、
27
）、
工
藤
次
郎
左
衛
門
高
景
（
同
27
、
28
、
34
）、
南
条
新
左
衛
門
尉
高
直
（
同
35
）
の
六
名
の
み
で
あ
る
。
長

崎
泰
光
、
工
藤
高
景
、
南
条
高
直
の
三
名
は
『
太
平
記
』
の
登
場
人
物
で
も
あ
り
、
工
藤
高
景
と
南
条
高
直
は
一
番
筆
頭
の
射
手
を
務
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
工
藤
高
景
と
南
条
高
直
が

筆
頭
の
射
手
と
な
っ
た
二
回
の
記
事
を
見
て
み
た
い
。 
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【
史
料
四
】『
御
的
日
記
』
嘉
暦
二
年
正
月
十
一
日
条
※
（ 

）
内
の
数
字
は
十
回
射
た
う
ち
の
的
に
当
た
っ
た
回
数
を
示
す
。 

一
番 

工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
景
（
七
） 

本
間
五
郎
兵
衛
尉
家
資
（
十
） 

二
番 
猿
渡
縫
殿
次
郎
忠
家
（
七
） 

 
 

野
辺
七
郎
房
光
（
八
） 

三
番 

多
賀
谷
弥
平
次
光
忠
（
九
） 

 
 

竹
井
七
郎
資
有
（
九
） 

四
番 

津
戸
彦
三
郎
為
景
（
九
） 

 
 
 

横
尾
弥
次
郎
順
家
（
七
） 

五
番 

桑
原
新
左
衛
門
尉
高
近
（
七
） 

 

得
永
新
五
郎
祐
高
（
十
） 

六
番 

立
河
彦
太
郎
重
行
（
十
） 

 
 
 

石
黒
弥
六
遠
光
（
八
） 

【
史
料
五
】『
御
的
日
記
』
元
徳
二
年
正
月
十
四
日
条
※
（ 

）
内
の
数
字
は
十
回
射
た
う
ち
の
的
に
当
た
っ
た
回
数
を
示
す
。 

一
番 

南
条
新
左
衛
門
尉
高
直
（
七
） 

 

合
田
余
一
高
遠
（
六
） 

二
番 

津
戸
彦
三
郎
為
重
（
七
） 

 
 
 

本
間
余
三
資
忠
（
十
） 

三
番 

得
永
弥
三
郎
高
経
（
九
） 

 
 
 

当
麻
弥
三
郎
宗
重
（
九
） 

四
番 

中
村
左
衛
門
次
郎
家
時
（
十
） 
 

末
吉
彦
五
郎
長
秀
（
九
） 

五
番 

小
田
切
彦
三
郎
幸
遠
（
九
） 

 
 

立
河
左
衛
門
次
郎
幸
盛
（
七
） 

六
番 

猿
渡
縫
殿
次
郎
忠
家
（
七
） 

 
 

横
尾
弥
次
郎
順
家
（
九
） 

 
 

 
 

 

工
藤
氏
も
南
条
氏
も
『
吾
妻
鏡
』
の
時
代
に
的
始
の
射
手
を
務
め
て
お
り
、
有
力
得
宗
被
官
の
中
で
は
弓
の
名
手
の
家
と
い
え
る
が
、
高
景
・
高
直
と
も
に
的
に
当
た
っ
た
の
は
七
回

で
あ
り
、
史
料
四
・
史
料
五
を
見
る
限
り
二
人
が
突
出
し
て
優
れ
た
射
手
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
二
名
が
軍
奉
行
、
侍
大
将
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
『
吾
妻
鏡
』
の
時
代
を
含
め
、
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
物
か
ら
一
番
筆
頭
の
射
手
が
出
た
の
が
嘉
暦
三
年
と
元
徳
二
年
の
二
回
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
鎌
倉
幕
府
最
末
期
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
後
の
戦
に
備
え
、「
武
」
を
象
徴
す
る
儀
式
で
あ
る
的
始
の
中
で
、
工
藤
高
景
と
南
条
高
直
の
顔
を
周
知
さ
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
有
力
被
官
よ
り
も
一
般
得
宗
被
官
・
一
門
被
官
の
活
躍
の
場
と
な
っ
て
い
た
的
始
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
少
数
の
有
力
被
官
家
の
人
物
に
焦
点
を
当

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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お
わ
り
に 

 

頼
朝
の
時
代
に
将
軍
と
御
家
人
と
の
主
従
関
係
を
確
認
す
る
た
め
の
正
月
行
事
と
し
て
成
立
し
た
垸
飯
と
的
始
だ
が
、
泰
時
期
以
降
は
得
宗
と
被
官
と
の
主
従
関
係
確
認
の
意
味
合
い

が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
得
宗
被
官
た
ち
が
本
来
御
家
人
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
族
の
中
で
は
庶
流
で
あ
っ
た
人
物
が
多
い
こ
と
か
ら
、
被
官
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
儀
式
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
も
、
義
時
の
側
近
か
ら
被
官
と
な
り
、
侍
所
所
司
と
な
っ
た
金
窪
行
親
が
い
ず
れ
も
参

加
し
て
お
ら
ず
、
一
代
限
り
の
得
宗
被
官
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
有
力
得
宗
被
官
は
自
身
や
子
息
・
兄
弟
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
儀
式
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

従
っ
て
、
有
力
得
宗
被
官
に
と
っ
て
は
単
な
る
正
月
行
事
で
は
な
く
、「
有
力
得
宗
被
官
家
」
と
し
て
確
立
し
て
い
く
上
で
は
重
要
な
儀
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
泰
時
期

に
お
い
て
見
ら
れ
る
様
に
な
る
こ
と
か
ら
、
得
宗
家
の
家
政
機
関
を
整
備
す
る
中
で
、
垸
飯
と
的
始
と
い
う
幕
府
の
公
式
行
事
を
得
宗
と
被
官
と
の
主
従
関
係
確
認
の
儀
式
と
し
て
用
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

垸
飯
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
』
以
降
の
史
料
が
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
得
宗
被
官
家
の
成
立
を
考
え
る
上
で
は
こ
れ
ら
の
儀
式
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
垸
飯
や
的
始
の
記
事
は
基
本
的
に
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
本
論
文
で
も
人
名
考
証
に
活
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
得
宗
被
官
の
み
な
ら
ず
鎌
倉
時
代
を
研
究
す
る
上
で

は
非
常
に
有
用
な
史
料
だ
と
言
え
る
。 

的
始
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
』
以
外
の
史
料
も
用
い
た
が
、
以
上
が
第
一
部
「『
吾
妻
鏡
』
の
中
の
得
宗
被
官
」
と
な
る
。 

第
一
部
で
は
得
宗
被
官
の
成
立
と
家
の
固
定
化
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
た
め
、
す
で
に
得
宗
被
官
家
が
固
定
化
し
て
か
ら
起
き
た
事
件
で
あ
る
宝
治
合
戦
に
つ
い
て
は
扱
わ

な
か
っ
た
が
、
時
頼
期
の
被
官
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
第
三
部
の
個
別
研
究
で
触
れ
る
。『
吾
妻
鏡
』
の
中
の
得
宗
被
官
を
、
得
宗
家
と
と
も
に
成
長
し
て
い
く
過
程
に
あ
っ
た 

『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
た
事
件
を
得
宗
被
官
の
視
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と
は
、
事
件
そ
の
も
の
を
見
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
何
よ
り
鎌
倉
時
代
前
期
～
中
期
の
得
宗
被
官
像
を
浮

き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 
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注 

 

一 

「
垸
飯
」
と
は
、
本
来
は
人
を
饗
応
す
る
た
め
の
食
膳
を
意
味
す
る
が
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
「
垸
飯
」
は
、
将
軍
家
を
饗
応
す
べ
く
有
力
御
家
人
た
ち
が
祝
膳
を
献
じ
る
儀
式
の
こ

と
を
指
す
。 

二 

源
頼
朝
は
治
承
四
年
十
月
に
鎌
倉
の
大
倉
郷
を
根
拠
地
と
定
め
（『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
十
月
九
日
条
）、
十
二
月
十
二
日
に
新
造
の
邸
宅
へ
の
移
徙
の
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
（『
吾
妻

鏡
』
同
日
条
）。 

三 

鎌
倉
幕
府
の
正
月
行
事
に
関
し
て
は
山
本
信
哉
・
有
馬
敏
四
郎
「
武
家
の
儀
礼
」（『
日
本
風
俗
史
講
座
』
第
四
巻
、
一
九
二
九
年
）
を
は
じ
め
と
し
、
石
田
裕
一
「
放
生
会
と
弓
始

の
記
事
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
の
窓
』
八
、
一
九
六
一
年
）、
八
幡
義
信
「
鎌
倉
幕
府
垸
飯
献
儀
の
史
的
意
義
」（『
政
治
経
済
史
学
』
八
五
号
、
一
九
七
三
年
）、
二
木
謙
一
「
正
月
の
歩

射
儀
礼
」（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
十
二
―
二
、
一
九
七
一
年
）、
二
木
謙
一
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
永
井
晋
Ａ
「
鎌
倉
幕
府
垸
飯
の
成
立
と
展
開
」

（
小
川
信
編
『
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
一
年
所
収
）
同
Ｂ
「
鎌
倉
幕
府
の
的
始
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
九
六
、
一
九
九
六
年
）、
佐
久
間
広
子

「
『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
正
月
垸
飯
に
つ
い
て
」（
『
政
治
経
済
史
学
』
四
四
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
滑
川
敦
子
「
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
正
月
行
事
の
成
立
と
発
展
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
鎌

倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』
、
思
文
閣
出
版
、 
二
〇
〇
八
年
所
収
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。 

四 

鎌
倉
幕
府
正
月
行
事
に
は
他
に
も
鶴
岡
八
幡
宮
へ
の
奉
幣
・
御
行
始
・
吉
書
始
・
蹴
鞠
始
・
御
所
心
経
会
な
ど
多
く
の
行
事
が
存
在
す
る
。 

五 

注
（
三
）
永
井
論
文
Ｂ
、
三
三
頁
、
三
五
頁
。 

六 

『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
。
こ
の
年
の
垸
飯
に
つ
い
て
は
金
澤
正
大
「『
吾
妻
鏡
』
正
治
二
年
条
歳
首
垸
飯
記
事
の
作
為(

上)

元
旦
沙
汰
人
北
条
時
政
の
再
検
討
」（『
政
治
経
済
史
学
』
五

〇
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
が
、
二
〇
一
四
年
現
在
（
下
）
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

七 

村
井
章
介
『
北
条
時
宗
と
蒙
古
襲
来 

時
代
・
世
界
・
個
人
を
読
む
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
一
年
）
二
十
八
頁
。 

八 

『
吾
妻
鏡
』
正
治
二
年
四
月
九
日
条
。
四
月
一
日
に
叙
任
さ
れ
、
そ
の
除
書
が
九
日
に
鎌
倉
に
到
着
し
て
い
る
。 

九 

二
木
氏
は
平
安
の
末
に
任
地
に
赴
い
た
新
任
の
国
司
等
に
対
し
、
在
庁
等
が
垸
飯
で
饗
応
し
た
こ
と
が
、
鎌
倉
時
代
の
儀
式
と
し
て
の
垸
飯
成
立
に
結
び
つ
い
た
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る
。
ま
た
、
垸
飯
を
頼
朝
に
献
じ
た
の
が
、
三
浦
・
上
総
・
千
葉
・
小
山
等
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
彼
等
が
東
国
に
お
け
る
在
地
の
有
力
豪
族
出
身
の
武
士
団
で
あ
っ
た
た
め
、

平
安
末
期
に
お
い
て
、
在
庁
等
が
新
任
の
国
司
饗
応
の
た
め
に
垸
飯
を
進
め
た
遺
風
を
、
頼
朝
と
の
主
従
関
係
を
緊
密
に
す
る
意
味
を
こ
め
て
」
献
じ
た
と
す
る
。「
い
わ
ば
垸
飯
は
、

頼
朝
と
東
国
の
有
力
御
家
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
儀
礼
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
れ
が
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
公
式
儀
礼
と
し
て
の
意
義
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
を
献
ず

る
人
も
そ
の
時
の
幕
府
に
お
け
る
勢
力
が
反
映
し
、
異
同
の
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」（
注
三
、
二
木
氏
著
作
、
一
七
頁
）
と
し
、「
実
朝
以
降
、
摂
家
・
親
王
将
軍
時
代
に

は
、
御
行
始
の
場
合
と
同
じ
く
執
権
北
条
氏
の
勢
力
増
大
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
役
も
ほ
と
ん
ど
北
条
一
族
に
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
」
と
し
て
い
る
（
同
、
三
八
頁
）。 

一
〇 

注
（
三
）
永
井
論
文
Ｂ
。 

一
一 

祐
綱
は
建
久
六
年
の
頼
朝
の
東
大
寺
供
養
に
供
奉
し
た
際
に
も
時
員
と
同
じ
一
族
の
南
条
次
郎
と
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
二
が
終
出
と
な
っ
て
い
る
。 

一
二 

『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
八
五
号
。  

一
三 

成
立
に
つ
い
て
は
山
本
・
有
馬
が
「
此
の
儀
は
幾
分
形
式
方
法
は
変
わ
つ
て
は
居
る
が
朝
廷
に
行
せ
ら
れ
る
射
礼
に
倣
っ
て
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
注
三
、
山
本
信
哉
・
有

馬
敏
四
郎
論
文
、
四
〇
頁
）
と
し
た
の
を
は
じ
め
『
国
史
大
辞
典
』
に
も
「
鎌
倉
時
代
以
来
、
形
式
化
し
て
射
技
は
武
家
に
遷
り
、
後
光
厳
天
皇
の
応
安
年
中
（
一
三
六
八
～
七
五
）
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ま
で
射
礼
の
名
残
り
を
伝
え
た
が
、
室
町
時
代
以
降
は
再
興
を
み
ず
に
終
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
歩
射
の
競
技
の
一
つ
で
あ
る
射
礼
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
永
井

氏
は
射
礼
と
的
始
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
小
笠
原
持
長
の
「
射
礼
私
記
」（『
続
群
書
類
聚
』
第
二
十
三
輯
所
収
）
の
み
で
あ
り
「『
吾
妻
鏡
』
に
は
的
始
と
射
礼
と
の
関
係
を
示
す
記

述
は
み
ら
れ
な
い
」
（
注
三
、
永
井
論
文
Ｂ
、
三
三
頁
）
と
し
て
い
る
。 

一
四 

建
長
四
年
は
本
来
六
番
ま
で
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
射
手
の
名
簿
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
的
始
の
射
手
に
加
え
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
多
賀
谷
五
郎
景
茂
に
つ
い
て
、
当
日
の
朝
に

時
頼
が
安
東
光
成
を
使
者
と
し
て
「
可
然
依
不
在
射
手
。
可
被
止
」
と
小
侍
所
に
命
じ
て
景
茂
を
止
め
て
い
る
（
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
正
月
十
四
日
条
）。
そ
の
結
果
、
合
手
の
海
野

四
郎
助
氏
も
止
め
ら
れ
、
五
番
十
人
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
景
茂
は
多
賀
谷
弥
五
郎
重
茂
の
子
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
五 

『
吾
妻
鏡
』
弘
長
元
年
正
月
九
日
条
。 

一
六 

室
町
幕
府
的
始
に
つ
い
て
は
、
二
木
謙
一
「
正
月
の
歩
射
儀
礼
」（『
國
學
院
雑
誌
』
七
二
号
、
一
九
七
一
年
）
を
参
照
。 

一
七 

『
新
編
埼
玉
県
史
』
（
資
料
編
七
、
埼
玉
県
、
一
九
八
五
年
）
に
一
部
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。 

一
八 

当
た
っ
た
箇
所
は
●
、
外
れ
た
箇
所
は
○
で
記
さ
れ
、
当
た
っ
た
回
数
も
記
さ
れ
て
い
る
。 



     

第
二
部 

北
条
氏
と
得
宗
被
官
の
滅
亡 
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第
一
章 
二
月
騒
動
に
お
け
る
討
手
処
刑
に
つ
い
て 

  

は
じ
め
に 

 

「
追
加
法
」
の
内
容
と
し
て
伝
わ
る
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
十
一
日
付
の
関
東
御
教
書
に
よ
っ
て
、
今
後
「
蒙
ニ

御
勘
当
一

輩
」
が
あ
っ
た
場
合
、
追
討
使
の
命
を
受
け
る
こ
と

な
く
馳
せ
向
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
重
科
に
処
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
史
料
一
）。
宛
所
が
時
宗
で
あ
る
た
め
、
将
軍
の
仰
せ
を
受
け
て
連
署
の
政
村
が
単
独
で
発
給
す
る
形
を
と
っ
て

い
る
。
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
に
蒙
古
か
ら
の
国
書
が
到
来
し
た
直
後
、
そ
れ
ま
で
連
署
で
あ
っ
た
時
宗
が
執
権
と
な
り
、
政
村
は
再
び
連
署
と
な
っ
て
い
た
一

。
し
た
が
っ
て
文
永

九
年
当
時
は
執
権
時
宗
（
二
十
二
歳
）、
連
署
政
村
（
六
十
八
歳
）
と
い
う
体
制
で
あ
る
。 

【
史
料
一
】「
追
加
法
」
四
四
八 

一 

自
今
以
後
、
有
下

蒙
ニ

御
勘
当
一

輩
上

之
時
、
追
討
使
蒙
レ

仰
不
ニ

相
向
一

之
外
、
無
ニ

左
右
一

於
ニ

馳
向
之
輩
一

者
、
可
レ

被
レ

処
ニ

重
科
一

之
由
、
普
可
レ

令
レ

相
ニ

触
御
家
人
等
一

給
之
状
、
依
レ

仰
執
達
如
レ

件
、 

 
 
 

文
永
九
年
二
月
十
一
日 

 

左
京
権
大
夫

（

北

条

政

村

） 

判 

謹
上 

相
模
守

（
北
条
時
宗
）

殿 

 

こ
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
命
令
も
な
い
の
に
馳
せ
向
か
っ
た
武
士
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
東
御
教
書
が
発
給
さ
れ
た
日
に
起
き

た
の
が
、
名
越
時
章
・
教
時
兄
弟
（
義
時
の
次
男
・
朝
時
の
子
）
誅
殺
事
件
で
あ
る
。
同
十
五
日
に
六
波
羅
探
題
北
方
の
赤
橋
義
宗
が
南
方
の
時
輔
を
討
っ
た
事
件
と
併
せ
て
「
二
月
騒

動
」「
北
条
教
時
の
乱
」「
北
条
時
輔
の
乱
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
十
一
日
の
合
戦
で
討
手
と
な
っ
た
五
人
（
大
蔵
次
郎
左
衛
門
尉
、
渋
谷
新
左
衛
門
尉
、
四
方
田
滝
口
左
衛
門
尉
、

石
河
神
次
左
衛
門
尉
、
薩
摩
左
衛
門
三
郎
）
が
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
不
可
解
な
事
件
で
も
あ
る
。 

事
件
の
知
ら
せ
を
流
罪
地
の
佐
渡
で
聞
い
た
日
蓮
は
、
三
月
二
十
日
に
「
京
鎌
倉
に
軍
に
死
る
人
人
を
書
付
て
た
び
候
へ
」
二

と
門
下
に
事
件
の
情
報
を
書
い
て
送
る
よ
う
求
め
て
い
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る
。
佐
渡
流
罪
の
翌
年
に
起
き
た
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
日
蓮
は
自
身
が
兼
ね
て
よ
り
警
告
し
て
い
た
「
自
界
叛
逆
難
」
（
内
乱
）
と
捉
え
、「
権
の
大
夫
殿
御
子
孫
ど
し
う
ち
」
三

と
し

て
い
る
。
な
お
、
二
月
騒
動
の
前
年
九
月
十
三
日
に
は
「
蒙
古
人
可
二

襲
来
一

之
由
、
有
二

其
聞
一

」
と
し
て
蒙
古
襲
来
に
備
え
て
御
家
人
を
鎮
西
に
遣
わ
し
、
鎮
西
の
所
領
を
離
れ
て
い
る

者
に
は
急
ぎ
所
領
に
赴
き
、
守
護
人
の
指
揮
下
に
入
る
よ
う
命
じ
る
時
宗
・
政
村
連
署
の
関
東
御
教
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
四

。
こ
の
文
永
八
年
九
月
十
三
日
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
日

蓮
が
佐
渡
に
流
罪
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
竜
の
口
の
法
難
」
の
翌
日
で
、
日
蓮
が
鎌
倉
を
発
っ
た
日
な
の
で
あ
る
五

。
日
蓮
を
流
罪
に
し
つ
つ
、
時
宗
と
政
村
は
「
他
国
侵
逼
難
」（
外

寇
）
に
備
え
て
の
防
備
を
命
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
よ
う
に
日
蓮
や
蒙
古
襲
来
と
も
深
い
関
わ
り
の
あ
る
二
月
騒
動
だ
が
、
近
年
関
連
史
料
の
再
考
察
を
中
心
に
二
月
騒
動
と
い
う
事
件
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ

て
い
る
六

。
し
か
し
、
討
手
五
人
の
処
刑
に
つ
い
て
は
十
分
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
処
刑
さ
れ
た
討
手
に
は
得
宗
被
官
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
本
章
で
は
『
保

暦
間
記
』
や
『
鎌
倉
裏
書
』
な
ど
の
史
料
に
加
え
、
日
蓮
の
書
状
や
史
料
一
の
よ
う
な
関
東
御
教
書
に
注
目
し
て
二
月
騒
動
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
な
ぜ
討
手
五
人
が
処
刑

さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 

第
一
節 

二
月
騒
動
の
全
体
像 

 

一 

二
月
十
一
日
の
合
戦 
 

 

 

二
月
騒
動
の
詳
細
を
記
し
た
史
料
は
多
く
は
な
い
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
史
料
で
あ
ろ
う
。 

【
史
料
二
】『
鎌
倉
裏
書
』
文
永
九
年 

 

二
月
十
一
日
、
尾
張
入
道
見
西
、
遠
江
守
教
時
被
レ

誅
、
但
見
西
依
レ

無
二

其
咎
一

、
討
手
五
人
大
蔵
次
郎
左
衛
門
尉
、
渋
谷
新
左
衛
門
尉
、
四
方
田
滝
口
左
衛
門
尉
、
石
河
神

次
左
衛
門
尉
、
薩
摩
左
衛
門
三
郎
等
被
レ

刎
レ

首
、
於
二

教
時
討
手
一

者
無
二

賞
罰
一

、
中
御
門
中
将
実
隆
朝
臣
被
二

召
禁
一

、
其
外
遇
殃
人
多
レ

之
、 

十
五
日
、
式
部
大
夫
時
輔
於
二

六
波
羅
一

被
レ

誅
、 
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【
史
料
三
】『
武
家
裏
書
』
文
永
九
年 

 
二
十
一
、
於
二

尾
張
入
道
見
西
之
亭
一

、
舎
弟
遠
江
守
教
時
、
同
子
息
宗
教
以
下
被
レ

誅
了
、
見
西
依
レ

誤
被
レ

誅
之
間
、
討
手
大
蔵
二
郎
左
衛
門
尉
、
渋
谷
新
左
、
四
方
田
滝

口
左
―
、
薩
摩
九
左
被
レ

刎
レ

首
了
、
於
二

教
時
手
一

者
、
無
レ

罪
無
レ

賞
、
同
十
五
日
、
相
―
式
部
大
夫
時
輔
於
二

六
原
一

被
レ

誅
了
、 

【
史
料
四
】『
保
暦
間
記
』
九
一
頁 

同
（
文
永
）
九
年
二
月
、
六
波
羅
ノ
代
官
ハ
時
宗
兄
也
。
式
部
丞
時
輔
ト
申
。
舎
弟
ニ
越
ラ
レ
テ
、
年
来
謀
叛
ノ
志
有
ケ
ル
カ
、
此
事
顕
テ
、
関
東
ニ
モ
、
同
十
一
日
、
尾

張
入
道
見
西
時
章
男

、
遠
江
守
教
時
、
誅
セ
ラ
レ
畢
。
見
西
ハ
無
罪
ノ
間
、
彼
討
手
、
大
倉
次
郎
左
衛
門
尉
、
渋
谷
新
左
衛
門
尉
、
四
方
田
滝
口
左
衛
門
尉
、
石
河
神
次
左
衛
門

尉
、
薩
摩
左
衛
門
三
郎
等
、
首
ヲ
ハ
ネ
ラ
レ
畢
。
教
時
力
討
手
ハ
賞
罰
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
中
御
門
中
将
実
隆
、
召
籠
レ
ヌ
。
其
外
、
人
多
損
シ
タ
リ
。
同
十
五
日
、
式
部
丞
時

輔
モ
、
六
波
羅
ニ
テ
誅
セ
ラ
レ
、
時
輔
遁
テ
吉
野
ノ
奥
へ
立
入
テ
、
行
方
不
知
。
是
ヲ
二
月
騒
動
ト
申
ケ
リ
。 

 

史
料
四
の
『
保
暦
間
記
』
の
記
事
は
「
尾
張
入
道
見
西
～
人
多
損
シ
タ
リ
」
ま
で
史
料
二
と
ほ
ぼ
同
じ
構
成
で
あ
り
、
角
田
朋
彦
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）

ご
ろ
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
鎌
倉
裏
書
』
の
記
事
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
七

。
し
か
し
、
前
後
の
記
述
で
は
時
輔
の
「
謀
叛
ノ
志
」
が
露
見
し
た
た
め
に
、
関
東
で
時
章
と
教

時
を
殺
害
さ
せ
た
と
し
、
ま
た
誅
さ
れ
た
と
す
る
時
輔
を
吉
野
に
逃
れ
た
後
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
二
月
騒
動
の
理
由
を
記
し
て
い
る
の
は
こ
の
史
料
四
の
み
で
あ
る
。 

ま
ず
、
名
越
時
章
と
教
時
誅
殺
事
件
に
つ
い
て
、
簡
単
に
二
人
の
経
歴
を
確
認
し
た
上
で
見
て
い
き
た
い
。
時
章
は
名
越
朝
時
の
次
子
で
あ
り
、
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
の
誕
生
で
、

討
た
れ
た
時
は
五
十
八
歳
で
あ
っ
た
八

。
兄
弟
に
は
光
時
・
時
長
・
時
幸
・
時
兼
・
教
時
・
時
基
、
養
子
の
公
朝
九

が
い
る
。
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
四
月
六
日
の
朝
時
の
死
後
一
〇

、
尾

張
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
翌
年
五
月
の
寛
元
の
政
変
で
は
頼
経
の
時
頼
追
討
の
計
画
に
関
わ
っ
た
と
し
て
弟
時
幸
が
出
家
の
の
ち
自
害
、兄
光
時
が
伊
豆
国
江
間
に
配
流
と
な
っ
た
が
、

時
章
は
時
長
・
時
兼
と
と
も
に
事
前
に
時
頼
に
野
心
な
き
旨
を
陳
謝
し
て
い
た
た
め
許
さ
れ
て
い
る
一
一

。
そ
の
後
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
七
月
に
は
評
定
衆
に
加
え
ら
れ
、
建
長
三
年

（
一
二
五
一
）
に
三
番
引
付
頭
人
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
に
二
番
引
付
頭
人
と
な
る
。
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
十
一
月
二
十
二
日
に
時
頼
の
死
に
よ
り
出
家
し
（
法
名
見
西
）
一
二

、

翌
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
六
月
に
は
一
番
引
付
頭
人
と
な
る
一
三

。
一
番
引
付
頭
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
北
条
氏
の
中
で
も
限
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、
光
時
が
伊
豆
に
配
流
さ
れ

て
以
降
は
時
章
が
名
越
氏
の
惣
領
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
幕
政
の
中
で
も
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。 

教
時
の
母
は
北
条
時
房
女
で
、
討
た
れ
た
時
に
三
十
八
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
生
年
は
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
と
な
る
。
蹴
鞠
を
通
じ
て
宗
尊
親
王
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
四

。
文
永
二
年
に
評
定
衆
と
な
る
が
一
五

、
翌
文
永
三
年
七
月
四
日
の
宗
尊
親
王
の
京
都
送
還
に
際
し
甲
冑
を
着
し
た
軍
兵
数
十
騎
で
も
っ
て
騒
動
を
起
こ
し
て
い
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る
一
六

。
た
だ
し
こ
の
件
に
関
し
て
は
教
時
以
外
の
御
家
人
の
行
動
が
不
明
な
こ
と
か
ら
、
磯
川
い
づ
み
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
者
が
意
図
的
に
挿
入
し
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
の
可
能
性
も
あ
る
一
七

。
実
際
は
特
に
処
罰
さ
れ
た
様
子
は
な
く
、
同
七
年
に
は
遠
江
守
と
な
っ
て
お
り
、
討
た
れ
る
ま
で
評
定
衆
で
あ
っ
た
。 

時
長
と
時
兼
は
と
も
に
宗
尊
親
王
が
鎌
倉
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
建
長
四
年
に
死
去
し
て
い
る
た
め
一
八

、
二
月
騒
動
当
時
、
朝
時
の
子
の
中
で
幕
政
に
関
与
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
の
は

時
章
・
教
時
・
時
基
の
三
名
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
一
九

。 

史
料
三
に
は
「
尾
張
入
道
見
西
之
亭
」
に
お
い
て
誅
殺
さ
れ
た
と
あ
り
、
時
間
に
つ
い
て
は
『
見
聞
私
記
』
の
み
辰
時
（
午
前
七
時
～
九
時
）
と
し
て
い
る
（
史
料
五
）。 

【
史
料
五
】『
見
聞
私
記
』
※
（ 

）
内
筆
者 

同
（
文
永
）
九
年
申
二
月
七
日
夜
騒
動
。
同
十
一
日
辰
時
新
遠
江
依
二

謀
叛
一

被
レ

誅
了
。
尾
州
依
レ

無
レ

実
自
害
寄
手
同
時
輔
同
。 

 

さ
て
、
日
蓮
の
門
下
に
は
様
々
な
立
場
の
人
物
が
い
る
が
、
中
心
的
な
門
下
の
一
人
に
光
時
流
名
越
氏
（
江
間
氏
）
被
官
の
四
条
頼
基
が
い
る
。
史
料
六
は
建
治
三
年
六
月
、
頼
基
が

主
君
（
光
時
の
子
息
）
か
ら
の
下
文
に
よ
っ
て
法
華
信
仰
を
や
め
る
と
い
う
起
請
文
を
書
く
こ
と
、
書
か
な
け
れ
ば
所
領
は
没
収
し
、「
御
内
」
を
追
い
出
す
と
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、

日
蓮
が
記
し
た
陳
状
の
草
案
で
、
「
頼
基
陳
状
」
二
〇

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
頼
基
の
父
・
四
条
中
務
丞
某
は
寛
元
の
政
変
の
際
、
数
百
人
の
被
官
が
心
変
わ
り
し
て
去

っ
て
い
く
中
で
、
伊
豆
の
江
間
に
流
罪
と
な
っ
た
「
故
君
」
光
時
に
付
き
従
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

【
史
料
六
】「
頼
基
陳
状
」（『
御
書
』
一
一
六
〇
頁
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
七
六
四
号
） 

 

頼
基
は
父
子
二
代
・
命
を
君
に
・
ま
い
ら
せ
た
る
事
顕
然
な
り
・
故
親
父
中
務
某
故
君
の
御
勘
気
か
ふ
ら
せ
給
い
け
る
時
・
数
百
人
の
御
内
の
臣
等
・
心
か
は
り
し
候
け
る

に
中
務
一
人
・
最
後
の
御
供
奉
し
て
伊
豆
の
国
ま
で
参
り
て
候
き
、
頼
基
は
去
る
文
永
十
一
年
二
月
十
二
日
の
鎌
倉
の
合
戦
の
時
、
折
節
・
伊
豆
の
国
に
候
し
か
ば
十
日
の
申

の
時
に
承
り
て
唯
一
人
・
筥
根
山
を
一
時
に
馳
せ
越
え
て
御
前
に
自
害
す
べ
き
八
人
の
内
に
候
き
、
自
然
に
世
し
づ
ま
り
候
し
か
ば
今
に
君
も
安
穏
に
こ
そ
わ
た
ら
せ
給
い
候

へ
、 

「
文
永
十
一
年
二
月
十
二
日
」
と
あ
る
の
は
内
容
か
ら
「
文
永
九
年
二
月
十
一
日
」
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
鎌
倉
の
合
戦
の
時
」
と
は
二
月
騒
動
の
こ
と
で
あ
る
。
日
蓮
は
頼

基
か
ら
も
二
月
騒
動
の
詳
細
を
聞
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
こ
で
は
二
月
騒
動
の
際
の
頼
基
の
行
動
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
頼
基
は
騒
動
の
直
前
伊
豆
に
い
た
が
、「
十
日
の
申

の
時
」
に
主
君
の
危
機
を
聞
き
、
一
人
で
鎌
倉
に
駆
け
つ
け
、
頼
基
を
含
む
被
官
八
人
が
主
君
に
何
か
事
が
起
こ
れ
ば
自
害
す
る
覚
悟
で
伺
候
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
騒
動
が
「
自

然
に
」
静
ま
っ
た
た
め
、
主
君
と
そ
の
被
官
は
自
害
せ
ず
に
す
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
、
日
蓮
は
こ
の
「
頼
基
陳
状
」
に
お
い
て
、「
良
観
房
が
讒
訴
に
依
り
て
釈
迦
如
来
の
御
使
・
日
蓮
聖
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人
を
流
罪
し
奉
り
し
か
ば
聖
人
の
申
し
給
い
し
が
如
く
百
日
が
内
に
合
戦
出
来
し
て
若
干
の
武
者
滅
亡
せ
し
中
に
、
名
越
の
公
達
横
死
に
あ
は
せ
給
い
ぬ
、
是
れ
偏
に
良
観
房
が
失
ひ
奉

り
た
る
に
候
は
ず
や
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
時
章
・
教
時
等
の
死
は
「
横
死
」、
す
な
わ
ち
不
慮
の
死
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
日
蓮
は
建
治
二
年
三
月
に
も
「
か
へ
る
年
の
二
月
十
一
日

に
日
本
国
の
か
た
め
た
る
べ
き
大
将
ど
も
・
よ
し
な
く
打
ち
こ
ろ
さ
れ
ぬ
」
二
一

と
「
よ
し
な
く
（
理
由
な
く
）」
打
ち
殺
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。 

 

史
料
五
に
記
さ
れ
た
七
日
の
騒
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
頼
基
が
伊
豆
か
ら
駆
け
つ
け
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
名
越
氏
謀
叛
の
風
聞
が
流
れ
、
鎌
倉
に
諸
国
の

御
家
人
が
参
集
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
十
一
日
の
朝
（
辰
刻
）、
時
章
亭
に
討
手
が
押
し
寄
せ
合
戦
と
な
り
、
時
章
は
自
害
、
教
時
は
子
息
宗
教
ら
と
と
と
も
に
誅
せ

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
時
章
は
無
罪
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
討
手
の
五
人
が
首
を
刎
ね
ら
れ
、
教
時
の
討
手
に
つ
い
て
は
賞
罰
と
も
に
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 

翌
日
の
二
月
十
二
日
付
の
御
所
の
北
門
宿
直
の
着
到
状
二
二

は
二
月
騒
動
に
関
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
二
三

、
十
一
日
の
合
戦
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
鎌
倉
に
駆
け
つ
け
る
武
士
が
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。 

 

二 

二
月
十
五
日
の
合
戦 

 
 

 

時
章
・
教
時
誅
殺
後
、
直
ち
に
早
馬
が
六
波
羅
探
題
北
方
の
赤
橋
義
宗
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
、
十
五
日
申
時
（
午
後
三
時
～
五
時
）
に
合
戦
と
な
り
、
時
輔
の
屋
敷
は
焼
亡
し
た
と
い

う
（
史
料
七
）。
義
宗
の
行
動
や
、
二
月
十
五
日
の
合
戦
に
つ
い
て
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
五
大
帝
王
物
語
』（
史
料
八
）
二
四

と
、
南
北
朝
期

に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
帝
王
編
年
記
』
で
あ
る
。 

【
史
料
七
】『
帝
王
編
年
記
』
文
永
九
年 

 

二
月
十
五
日
未
剋
武
士
馳
二

走
京
中
一

。
申
剋
於
二

六
波
羅
一

合
戦
云

々

。
左
近
大
夫
将
監
義
宗
北
方
武
蔵
守
長
時
男
。

与
二

式
部
大
夫
時
輔
一
南
方
最
明
寺
禅
門
四
男
。

合
戦
是
可
レ

誅
二

時
輔
一

之
由

関
東
飛
脚
到
来
云

々

。
無
レ

程
時
輔
宅
焼
亡
。 

【
史
料
八
】『
五
大
帝
王
物
語
』（
一
五
二
～
一
五
三
頁
） 

 

十
五
日
の
暁
よ
り
、
武
家
ざ
ま
何
と
や
ら
む
物
騒
な
る
様
に
聞
え
し
程
に
、
今
日
浄
金
剛
院
の
涅
槃
講
な
れ
ば
、 

恒
例
の
事
な
る
う
へ
、
今
年
は
釈
尊
入
滅
の
干
支
に
当
た

れ
ば
、
殊
に
折
節
も
あ
は
れ
を
と
り
そ
へ
て
、
僧
衆
も
袖
を
し
ぼ
り
て
行
ふ
程
に
、
六
波
羅
に
既
に
合
戦
す
る
と
云
程
ぞ
あ
る
、
や
が
て
火
い
で
き
て
、
煙
お
び
た
ゞ
し
く
み
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ゆ
れ
ば
、
い
と
ゞ
世
中
か
き
く
れ
て
、
何
と
成
や
ら
む
と
覚
る
程
に
、
門
守
護
の
武
士
共
一
人
も
な
し
。
皆
は
せ
向
ふ
。
京
中
お
び
た
ゞ
し
き
く
れ
に
て
ぞ
あ
り
。 

去
年
十
二

月
に
関
東
よ
り
左
近
大
夫
将
監
義
宗
上
て
六
波
羅
の
北
方
に
あ
れ
ば
、
も
と
の
式
部
大
輔
時
輔
は
も
と
よ
り
南
方
に
あ
り
。
こ
の
暁
鎌
倉
よ
り
早
馬
つ
き
て
後
、
な
に
と
な
く

ひ
し
め
き
て
、
人
も
い
た
く
心
得
ざ
り
け
る
に
、
南
方
の
時
輔
を
討
べ
し
と
て
押
寄
け
れ
ば
、
と
り
あ
へ
ぬ
あ
り
さ
ま
な
り
け
れ
ど
も
、
思
程
は
戦
た
り
け
る
や
ら
む
、
は
て

は
火
を
か
け
て
、
多
の
者
共
或
は
打
死
、
或
は
焼
死
も
あ
り
け
り
。
さ
し
も
人
の
お
ぢ
恐
て
あ
り
し
に
、
纔
に
一
時
の
中
に
か
く
成
ぬ
る
事
、
武
家
の
な
ら
ひ
皆
か
く
ぞ
有
と

も
、
殊
に
は
か
な
き
夢
と
み
え
て
、
あ
ぢ
き
な
く
覚
侍
。 

 

磯
川
氏
は
二
月
十
五
日
暁
に
到
着
し
た
早
馬
が
持
参
し
た
文
書
の
内
容
が
不
明
で
あ
り
、「
十
五
日
朝
、
在
京
御
家
人
等
を
徴
集
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
軍
備
を
整
え
、
時
輔
を
討
つ
の

は
時
間
的
に
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
」
二
五

と
し
て
い
る
が
、
合
戦
と
な
っ
た
の
が
申
刻
（
史
料
七
）
で
あ
れ
ば
十
分
に
時
間
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

時
輔
の
経
歴
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
と
、
時
輔
（
幼
名
宝
寿
丸
）
は
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
五
月
に
時
頼
と
そ
の
妾
・
将
軍
家
の
女
房
（
讃
岐
局
）
と
の
間
に
生
ま
れ
る
二
六

。

時
頼
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
時
頼
の
正
室
は
北
条
重
時
の
娘
で
あ
り
、
彼
女
の
生
む
子
が
嫡
子
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、『
吾
妻
鏡
』
で
は
時
輔
の
誕

生
が
歓
迎
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
時
宗
や
そ
の
同
母
弟
宗
政
に
比
べ
、
誕
生
に
関
す
る
記
述
が
簡
素
な
こ
と
、
ま
た
乳
母
夫
に
指
名
さ

れ
た
諏
訪
蓮
仏
（
盛
重
）
が
本
来
な
ら
名
誉
で
あ
る
は
ず
の
得
宗
子
息
の
乳
母
夫
と
し
て
の
雑
事
を
日
頃
か
ら
辞
退
し
、
一
ヶ
月
し
て
よ
う
や
く
雑
事
を
行
っ
た
二
七

と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
吾
妻
鏡
』
は
二
月
騒
動
後
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
た
め
、
時
輔
に
関
し
て
は
二
月
騒
動
を
正
当
化
す
る
た
め
の
作
為
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
な
お
、

細
川
重
男
氏
や
遠
山
久
也
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
時
輔
の
立
場
は
得
宗
家
の
庶
子
と
し
て
、
必
要
以
上
に
低
い
待
遇
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
八

。 

そ
の
後
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
に
足
利
利
氏
（
後
に
頼
氏
）
を
烏
帽
子
親
と
し
て
九
歳
で
元
服
し
、
相
模
三
郎
時
利
（
時
輔
と
改
名
し
た
の
は
文
永
元
年
）
と
名
乗
る
二
九

。
正
嘉
二

年
（
一
二
五
八
年
）
に
は
十
一
歳
で
小
山
長
村
の
娘
を
妻
と
し
て
い
る
三
〇

。
本
来
な
ら
弟
で
あ
る
は
ず
の
時
宗
の
通
称
が
「
相
模
太
郎
時
宗
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
時
輔
が
「
三
郎
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
嫡
子
は
時
宗
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
た
。
さ
ら
に
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
に
は
時
頼
に
兄
弟
の
順
を
改
め
ら
れ
、
時
宗
・
宗
政
の
下
位
に

置
か
れ
て
い
る
三
一

。
時
宗
が
連
署
に
就
任
し
た
文
永
元
年
に
六
波
羅
探
題
南
方
と
し
て
上
洛
し
、
討
た
れ
る
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
三
二

。
時
輔
が
従
五
位
下
式
部
丞
に
叙
任
さ
れ
た
の
は

上
洛
後
の
文
永
二
年
で
あ
り
、
以
降
「
相
模
式
部
大
夫
」
と
し
て
見
ら
れ
る
。
仁
治
三
年
に
時
盛
（
時
房
の
子
）
が
鎌
倉
に
下
向
し
て
以
降
、
二
十
二
年
間
空
白
だ
っ
た
南
方
へ
の
就
任

を
鎌
倉
か
ら
の
「
追
放
」
と
す
る
考
え
三
三

も
あ
る
が
、
細
川
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
六
波
羅
探
題
を
訴
訟
機
関
と
し
て
整
備
し
南
方
を
再
建
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
三
四

。
そ
れ
は
時
輔
の
「
後
見
」
に
有
力
得
宗
被
官
家
の
嫡
流
で
あ
る
南
条
頼
員
が
あ
た
っ
て
お
り
、
頼
員
が
朝
廷
側
の
訴
訟
に
通
じ
た
従
蓮
の
女
を
妻
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
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る
三
五

。 
時
輔
を
討
っ
た
赤
橋
義
宗
は
長
時
の
子
で
あ
り
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
の
誕
生
で
あ
る
。
義
宗
は
二
月
騒
動
直
前
の
文
永
八
年
十
二
月
に
十
九
歳
で
六
波
羅
探
題
北
方
と
し
て
上

洛
し
て
い
る
。
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
十
二
月
に
は
鎌
倉
に
下
向
し
、
翌
年
三
月
に
評
定
衆
・
駿
河
守
と
な
る
が
、
同
年
八
月
十
七
日
に
二
十
五
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
な
お
、
北
方

は
文
永
七
年
の
正
月
に
時
茂
が
死
亡
三
六

し
て
か
ら
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
南
方
の
時
輔
が
一
人
で
職
務
に
当
た
っ
て
い
た
。
遠
山
氏
は
六
波
羅
探
題
と
し
て
義
宗
と
時
輔
が
そ
ろ
っ
て
活

動
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
義
宗
就
任
の
時
に
は
す
で
に
、
名
越
氏
・
時
輔
殺
害
の
準
備
は
進
め
ら
れ
て
お
り
、
義
宗
は
時
輔
の
監
視
も
し
く
は
討
手
と
し
て
の
立
場
と
し

て
六
波
羅
に
向
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
三
七

。
確
か
に
、
二
年
間
欠
員
で
あ
っ
た
北
方
に
時
輔
を
転
じ
て
南
方
に
義
宗
を
置
く
の
で
は
な
く
、
上
位
の
北
方
に
時
輔
よ

り
も
若
年
の
義
宗
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
宗
は
こ
の
頃
か
ら
時
輔
を
討
つ
計
画
を
立
て
て
い
た
と
言
え
よ
う
。 

 

『
保
暦
間
記
』
で
は
「
遁
テ
吉
野
ノ
奥
へ
立
入
テ
、
行
方
不
知
」（
史
料
四
）
と
あ
り
三
八

、『
興
福
寺
略
年
代
記
』
三
九

に
も
「
二
月
十
五
日
六
波
羅
相
模
式
部
大
夫
時
輔
、
号
南
殿
、
被

誅
了
、
但
令
逐
電
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
時
輔
が
逃
れ
た
と
す
る
史
料
も
存
在
す
る
。『
勘
仲
記
』
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
十
月
二
十
九
日
条
に
よ
っ
て
実
際
に
時
輔
生
存
の
噂
が

あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
の
記
事
に
は
「
陰
、
異
国
賊
徒
責
来
之
間
興
盛
之
由
風
聞
、
武

関

東

家
辺
騒
動
云
々
、
或
説
云
、
北
条
六
郎
并
式
部
大
夫
時
輔
等
打
上
云
々
、
是
非
未
決
、
怖
畏

無
極
者
也
」
と
あ
り
四
〇

、
蒙
古
襲
来
の
際
に
北
条
六
郎
時
定
と
と
も
に
時
輔
が
「
打
上
」
と
の
風
聞
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
北
条
氏
の
中
に
「
北
条
六
郎
時
定
」
は
三
人
い

る
が
、
こ
の
時
定
は
経
時
・
時
頼
の
同
母
弟
で
、
弘
安
四
年
に
肥
前
国
の
守
護
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
四
一

。
時
定
は
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
子
息
定
宗
に
守
護
職
を
譲
り
、
同
年
も

し
く
は
翌
年
に
死
去
し
て
い
る
た
め
四
二

、
こ
の
噂
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
時
頼
の
同
母
弟
と
い
う
立
場
は
、
経
時
か
ら
時
頼
へ
の
得
宗
交
代
が

兄
弟
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
得
宗
に
と
っ
て
は
対
抗
勢
力
と
成
り
得
る
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

さ
ら
に
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
四
月
四
日
の
時
宗
の
死
後
四
三

、「
相
模
式
部
大
夫
殿
・
同
子
息
、
令
レ

経
二

廻
所
々
一

給
由
事
」
を
伝
え
る
八
月
二
十
日
付
け
の
関
東
御
教
書
が
存
在

し
た
こ
と
が
、
九
月
七
日
付
「
出
雲
守
護
塩
冶
（
佐
々
木
）
頼
泰
施
行
状
」（
鰐
淵
寺
文
書
）
四
四

に
よ
っ
て
わ
か
る
。
鎌
倉
幕
府
自
体
が
二
月
騒
動
か
ら
十
年
以
上
経
っ
て
も
時
輔
生
存

の
可
能
性
に
危
機
感
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、『
鎌
倉
裏
書
』
に
よ
れ
ば
、
時
輔
の
次
子
が
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
十
一
月
に
三
浦
介
入
道
に
「
憑
」
き
忍
び
来
た
所
を
捕

え
ら
れ
、
種
々
の
拷
問
を
経
た
後
、
首
を
刎
ね
ら
れ
た
と
い
う
四
五

。
当
然
時
輔
の
所
在
に
つ
い
て
も
尋
問
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
時
輔
の
生
存
が
噂
さ
れ
続
け
て
い
る
の
は
、

時
輔
の
怨
霊
を
恐
れ
る
心
が
当
時
の
人
々
に
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
二
月
十
五
日
の
合
戦
の
後
、
時
輔
の
遺
体
を
確
認
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
七
、
八
の
記
述

か
ら
、
当
日
は
討
手
と
な
っ
た
義
宗
側
が
時
輔
の
屋
敷
に
火
を
か
け
て
押
し
寄
せ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。『
保
暦
間
記
』の
記
述
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 
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第
二
節 

討
手
の
処
刑
と
関
東
御
教
書 

 
 

一 
処
刑
さ
れ
た
討
手
五
人 

 
 

 

時
章
の
討
手
の
中
で
処
罰
さ
れ
た
五
人
は
、
大
蔵
（
大
倉
）
次
郎
左
衛
門
尉
（
頼
季
）、
渋
谷
新
左
衛
門
尉
（
朝
重
）、
四
方
田
滝
口
左
衛
門
尉
（
時
綱
）、
石
河
神
次
左
衛
門
尉
、
薩
摩

左
衛
門
三
郎
で
あ
る
（
史
料
二
、
史
料
四
）。
史
料
三
で
は
石
河
神
次
左
衛
門
尉
が
抜
け
て
お
り
、
薩
摩
左
衛
門
三
郎
は
「
薩
摩
九
左
」
（
薩
摩
九
郎
左
衛
門
尉
）
と
な
っ
て
い
る
。
一
方

教
時
の
討
手
は
賞
罰
と
も
に
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
、
詳
し
い
人
物
名
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
五
人
は
時
宗
と
政
村
の
被
官
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
四
六

、
詳
細
を
見
て
い
き
た

い
。 

（
一
）
大
蔵
（
大
倉
）
次
郎
左
衛
門
尉
（
頼
季
） 

 

『
保
暦
間
記
』
で
は
「
大
倉
次
郎
左
衛
門
尉
」
と
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
『
吾
妻
鏡
』
に
「
大
倉
」
と
見
え
る
一
族
と
考
え
ら
れ
、
承
久
の
乱
の
際
に
宇
治
川
で
負
傷
し
た
「
大
倉

小
次
郎
」
四
七

を
始
め
、
宝
治
合
戦
後
に
三
浦
氏
の
残
党
捜
索
の
た
め
に
武
蔵
国
に
出
陣
し
た
「
大
倉
次
郎
兵
衛
尉
」
四
八

、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
正
月
一
日
の
時
頼
沙
汰
の
垸
飯
に
「
大

倉
二
郎
左
衛
門
尉
」（
付
表
２
②
）
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
時
の
垸
飯
に
は
粟
飯
原
右
衛
門
尉
・
諏
方
四
郎
兵
衛
尉
・
安
東
宮
内
左
衛
門
尉
（
景
光
）
な
ど
得
宗
被
官
が
多
く
、
大
倉
二
郎

左
衛
門
尉
も
得
宗
被
官
の
可
能
性
が
高
い
。
時
期
的
に
考
え
て
二
月
騒
動
で
処
刑
さ
れ
た
「
大
蔵
次
郎
左
衛
門
尉
」
は
こ
の
人
物
に
比
定
で
き
よ
う
。 

『
系
図
纂
要
』
に
は
大
蔵
二
郎
兵
衛
尉
時
季
の
子
大
蔵
二
郎
左
衛
門
尉
頼
季
の
割
注
に
「
渋
谷
新
左
衛
門
尉
等
五
人
、
同
斬
於
鎌
倉
、
是
依
二
月
騒
動
之
時
、
誤
撃
殺
名
護
屋
尾
張
入

道
見
西
也
」
と
あ
り
、
実
名
は
頼
季
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
鎌
倉
後
期
に
も
「
大
蔵
五
郎
入
道
」（
付
表
７
）、「
大
蔵
兵
衛
入
道
」（
付
表
８
Ｆ
、
Ｇ
）、「
大
蔵
宮
内
左
衛

門
入
道
」（
付
表
８
Ｇ
）
な
ど
の
人
物
が
得
宗
被
官
と
し
て
確
認
で
き
る
。 

（
二
）
渋
谷
新
左
衛
門
尉
（
朝
重
） 

 

渋
谷
氏
は
和
田
合
戦
で
は
義
盛
に
与
し
て
多
く
の
戦
死
者
を
出
し
、
相
模
国
渋
谷
庄
も
没
収
さ
れ
て
い
る
四
九

。
承
久
の
乱
で
は
幕
府
側
と
し
て
戦
い
、
こ
こ
で
も
多
く
の
死
傷
者
を
出

し
て
い
る
五
〇

。
寛
元
の
政
変
で
は
時
頼
が
「
渋
谷
一
族
」
に
命
じ
て
中
下
馬
橋
を
警
護
さ
せ
て
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
渋
谷
光
重
の
子
で
薩
摩
国
入
来
院
に
移
っ
た
定
仏
（
五
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郎
四
郎
重
経
）
は
得
宗
被
官
と
な
っ
て
お
り
、
子
息
三
人
を
時
宗
の
も
と
に
奉
公
さ
せ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
与
一
重
員
と
七
郎
頼
重
が
勝
手
に
「
他
御
方
」
に
仕
え
て
し

ま
っ
た
た
め
、
定
仏
は
二
人
を
勘
当
し
、
諏
訪
入
道
を
通
じ
て
時
宗
に
そ
の
旨
を
報
告
し
て
い
る
五
一

。
こ
の
「
他
御
方
」
と
い
う
の
は
建
長
三
年
に
出
家
遁
世
事
件
を
起
こ
す
塩
田
義
政

で
五
二

、
義
政
が
遁
世
す
る
直
前
の
五
月
十
二
日
、
定
仏
の
も
と
に
重
員
と
頼
重
の
勘
当
を
取
り
消
す
よ
う
に
と
の
義
政
の
使
者
・「
き
し
ま
の
ゑ
も
ん
入
道
」
が
訪
れ
て
い
る
五
三

。 

渋
谷
新
左
衛
門
尉
は
武
重
の
子
で
、
『
吾
妻
鏡
』
に
的
始
の
射
手
と
し
て
度
々
見
ら
れ
る
朝
重
（
付
表
３
）
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
重
に
つ
い
て
は
細
川
氏
の
論
考
が
あ
り
、

文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
は
御
所
の
昼
番
衆
に
も
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
御
家
人
兼
御
内
人
」
と
さ
れ
て
い
る
五
四

。
特
に
康
元
元
年
か
ら
文
永
三
年
に
か
け
て
毎
年
の
よ
う
に

射
手
を
勤
め
て
お
り
、
弓
の
名
手
で
も
あ
る
。 

（
三
）
四
方
田
滝
口
左
衛
門
尉
（
時
綱
） 

 

実
名
は
『
系
図
綜
覧
』
に
よ
る
五
五

。
『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
元
年
九
月
十
八
日
条
に
時
綱
の
父
・
四
方
田
三
郎
左
衛
門
尉
景
綱
が
「
相
州
（
政
村
）
御
方
」
と
し
て
勝
長
壽
院
造
営
の
諸
堂

雑
掌
を
勤
め
て
い
る
他
、
弘
長
三
年
正
月
二
日
の
政
村
沙
汰
の
垸
飯
に
お
い
て
四
方
田
新
三
郎
左
衛
門
尉
が
政
村
の
子
・
時
村
と
と
も
に
一
の
御
馬
を
引
い
て
い
る
（
付
表
２
②
）
こ
と

か
ら
、
四
方
田
氏
は
政
村
流
の
被
官
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
四
）
石
河
（
川
）
神
次
左
衛
門
尉 

 

貞
時
の
十
三
年
記
供
養
に
は
十
一
人
も
の
石
河
氏
が
馬
を
供
養
し
て
お
り
（
付
表
８
Ｈ
）
五
六

、
得
宗
被
官
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
布
施
を
進
上
す
る
使
者
と
し
て
石
河

（
川
）
三
郎
が
見
え
る
（
付
表
８
Ｆ
）
。
奥
州
石
河
（
川
）
氏
、
も
し
く
は
常
陸
大
掾
流
石
河
氏
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
五
七

。
た
だ
し
「
神
」
と
い
う
字
か
ら
諏
方
神
党
の
一
族

と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

（
五
）
薩
摩
（
伊
東
）
左
衛
門
三
郎 

 

「
薩
摩
」
を
名
乗
っ
て
い
る
の
は
工
藤
祐
経
の
子
孫
の
伊
東
氏
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
五
八

。『
吾
妻
鏡
』
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
三
月
二
十
八
日
条
に
、
経
時
の
前
に
集
ま
っ

た
訴
人
た
ち
を
送
り
遣
わ
す
使
者
と
し
て
平
左
衛
門
四
郎
（
光
盛
）
と
万
年
右
馬
允
と
と
も
に
「
伊
東
左
衛
門
五
郎
」
が
見
ら
れ
、
こ
の
記
事
を
も
っ
て
伊
東
氏
も
得
宗
被
官
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
人
物
は
北
条
本
で
は
「
丑
東
」、
吉
川
本
で
は
「
安伊

東
」
と
な
っ
て
お
り
、「
伊
東
」
の
部
分
は
「
安
東
」
の
誤
記
の
可
能
性
が
高
い
五
九

。
そ
の
た
め
、
こ
の

記
事
か
ら
伊
東
氏
が
得
宗
被
官
で
あ
る
と
は
断
言
し
が
た
い
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
討
手
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
五
人
は
得
宗
（
時
宗
）
被
官
三
名
（
大
倉
頼
季
・
渋
谷
朝
重
・
石
河
神
次
左
衛
門
尉
）、
政
村
被
官
一
名
（
四
方
田
時
綱
）、
御
家
人
一
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名
（
薩
摩
左
衛
門
三
郎
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
項
で
こ
の
五
人
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
時
章
亭
に
押
寄
せ
、
処
刑
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。 

 
 

二 

二
月
十
一
日
付
関
東
御
教
書
と
討
手
の
処
刑 

  

史
料
一
の
「
追
討
使
蒙
レ

仰
不
ニ

相
向
一

之
外
、
無
ニ

左
右
一

於
ニ

馳
向
之
輩
一

者
、
可
レ

被
レ

処
ニ

重
科
一

」
と
い
う
文
言
に
注
目
し
た
い
。
史
料
一
は
も
と
の
文
書
が
現
存
し
な
い
の
で
、

御
教
書
の
前
半
部
分
の
内
容
が
不
明
だ
が
、
時
章
と
教
時
誅
殺
後
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
渡
辺
晴
美
氏
は
時
章
の
討
手
五
人
が
斬
首
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は

こ
の
法
令
を
根
拠
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
六
〇

。
一
方
磯
川
い
づ
み
氏
は
こ
の
御
教
書
に
関
し
て
の
疑
問
点
を
挙
げ
、「
大
変
疑
わ
し
い
文
書
」
と
し
て
い
る
六
一

。
そ
の
疑
問
点
と

は
、
①
こ
の
御
教
書
を
受
け
て
「
時
宗
か
ら
文
書
が
発
給
さ
れ
た
形
跡
」
が
な
い
、
②
原
型
が
不
明
、
③
「
日
付
の
一
致
が
不
自
然
」、
④
「
政
村
か
ら
時
宗
に
文
書
を
発
給
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
」
六
二

、
⑤
幕
府
が
「
追
討
使
」
を
任
命
し
て
い
る
こ
と
六
三

、
以
上
の
五
点
で
あ
る
。 

①
、
②
に
関
し
て
は
御
教
書
と
い
う
性
質
上
、
伝
達
の
役
目
を
終
え
た
ら
破
棄
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
残
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
が
、
時
宗
が
こ
の
御
教
書
の
内
容
を
文
書
で
発
給

し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
は
注
目
す
べ
き
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
③
に
つ
い
て
は
「
事
件
当
日
に
当
日
付
で
文
書
を
発
給
で
き
る
の
か
疑
問
」
と
し
て
い
る
が
、
時
章
・
教
時

ら
が
誅
さ
れ
た
時
間
が
辰
時
で
あ
れ
ば
（
史
料
五
）
、
当
日
の
発
給
も
不
可
能
で
は
な
い
六
四

。
④
の
疑
問
点
は
史
料
一
の
「
御
家
人
等
」
の
中
に
得
宗
被
官
も
含
ま
れ
て
お
り
、
執
権
と

し
て
の
時
宗
で
は
な
く
、
得
宗
と
し
て
の
時
宗
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
⑤
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
『
鎌
倉
遺
文
』
等
に
は
幕
府
側
の
「
追
討
」「
追
討
使
」
は
見
ら
れ
な

い
が
、
『
吾
妻
鏡
』
に
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
宝
治
合
戦
の
際
に
は
「
可
レ

被
レ

追
ニ

討
泰
村
一

之
由
」（『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
六
月
四
日
条
）、「
於
ニ

一
所
一

為
レ

加
ニ

追
討
一

」（
同
六
月

五
日
条
）、
「
一
方
追
討
使
賞
」（
同
六
月
十
一
日
条
）
等
が
見
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
『
吾
妻
鏡
』
が
編
纂
さ
れ
た
頃
に
は
幕
府
側
で
も
「
追
討
」「
追
討
使
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
た
め
、
文
永
九
年
当
時
に
は
「
追
討
」
「
追
討
使
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
③
～
⑤
の
疑
問
点
に
つ
い
て
は
説
明
が
つ
く
。
ま
た
、
仮
に
文
永
九
年
二
月
十
一
日
当
日
に
発
給
さ
れ
た
御
教
書
で
は
な
く
、
後
日
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
あ

え
て
「
二
月
二
十
一
日
」
に
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
史
料
一
の
関
東
御
教
書
が
発
給
さ
れ
た
背
景
に
は
、
討
手
五
人
の
処
刑
が
関
係
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
討
手
五
人
を
「
誤
り
」
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
執
権
・
連
署
の
命
を
受
け
て
討
手
と
な
っ
た
人
物
を
処
罰
し
た
の
で
は
、
今
後
謀

叛
人
の
追
討
を
命
じ
ら
れ
た
際
に
御
家
人
や
被
官
た
ち
が
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
正
式
に
命
を
出
し
た
討
手
が
時
章
亭
を
襲
撃
す
る
。
七
日
の
騒
動



第 1章 二月騒動における討手処刑について 

105 

に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
御
家
人
や
被
官
の
中
に
は
そ
の
中
に
加
わ
っ
た
人
物
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
時
章
・
教
時
を
誅
殺
し
た
後
、
時
章
に
つ
い
て
は
無
罪
で
あ
っ
た
と
し
て
、
討
手
を
処

刑
す
る
こ
と
に
す
る
。
処
刑
さ
れ
た
日
時
な
ど
は
不
明
だ
が
、「
文
永
九
年
二
月
十
一
日
」と
い
う
日
付
か
ら
処
刑
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
法
令
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、

命
令
も
な
く
馳
せ
向
か
っ
た
咎
に
よ
り
五
人
は
処
刑
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
文
書
そ
の
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
が
、「
二
月
十
一
日
付
」
の
関
東
御
教
書
は
、
次
の
史
料
九
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。 

【
史
料
九
】「
武
藤
覚
恵
書
下
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
九
八
五
号
「
武
雄
神
社
文
書
」） 

自
ニ

六
波
羅
殿
一

所
ニ

下
給
候
一

之
今
□

（
月
）

十
一
日 

関
東
御
教
書
并
被
ニ

副
下
一

六
波
羅
殿
御
下
知
、
同
廿
六
日
到
来
、
□
写
レ

案
献
レ

之
、
如
ニ 

御
教
書
之
状
一

者
、
有
ニ

謀
叛
企

之
輩
一

、
今
日
十
一
日

被
ニ

召
取
一

了
、
於
レ

今
者
、
所
レ

無
ニ

別
事
一

也
、
不
レ

可
ニ

驚
存
一

、
且
鎮
西
地
頭
御
家
人
等
、
不
レ

可
ニ

参
上
一

之
由
、
可
レ

被
ニ

相
触
一

之
旨
、
所
下

被
ニ

仰
下

一

候
上

也
、
然
者
、
任
ニ 

御
教
書
之
状
一

、
不
レ

可
レ

有
ニ

参
上
之
儀
一

候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 

二
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 

沙
弥
（
花

（

武

藤

覚

恵

）

押
） 

 

武
尾
大
宮
司
殿 

 

こ
れ
は
肥
前
国
の
守
護
・
武
藤
覚
恵
が
文
永
九
年
二
月
十
一
日
の
関
東
御
教
書
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
六
波
羅
殿
（
義
宗
）
の
下
知
状
の
案
文
を
作
成
し
、
武
雄
大
宮
司
に
伝
え
た
も
の

で
あ
る
。
関
東
御
教
書
の
内
容
は
、
謀
叛
を
企
て
た
者
を
今
日
（
十
一
日
）
に
召
し
取
っ
た
の
で
、
今
は
特
別
な
事
は
な
い
の
で
驚
か
ず
、
鎮
西
の
御
家
人
等
に
鎌
倉
に
参
上
し
な
い
よ

う
命
じ
る
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
か
ら
は
、
鎌
倉
で
騒
動
が
あ
っ
た
と
き
に
鎮
西
に
赴
い
て
い
る
御
家
人
た
ち
が
鎌
倉
に
「
参
上
」
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

合
戦
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
割
に
、
時
章
・
教
時
・
時
輔
が
あ
っ
け
な
く
倒
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
謀
叛
の
企
て
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
得
宗
家
と
名
越
氏
の
対
立

が
背
景
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
二
月
騒
動
時
点
で
は
誅
殺
さ
れ
る
よ
う
な
落
ち
度
は
見
当
た
ら
な
い
。
秋
山
哲
雄
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
誅
殺
す
る
た
め
の
正
統
な
理
由
が
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
「
誤
っ
て
」
誅
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
六
五

。 
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前
述
し
た
通
り
、
日
蓮
の
竜
の
口
の
法
難
翌
日
に
関
東
御
教
書
を
発
給
し
、
蒙
古
襲
来
へ
の
防
備
を
命
じ
て
い
る
よ
う
に
、
時
宗
・
政
村
を
中
心
と
し
た
幕
府
上
層
部
は
「
他
国
侵
逼

難
」
が
起
こ
る
と
の
警
告
を
信
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
自
界
叛
逆
難
」
に
対
し
て
も
、
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
対
策
の
一
つ
が

赤
橋
義
宗
を
六
波
羅
探
題
北
方
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
で
あ
り
、
鎮
西
三
カ
国
（
筑
後
・
肥
後
・
大
隅
）
に
守
護
職
を
持
つ
時
章
六
六

と
教
時
を
誅
殺
し
、
得
宗
の
対
抗
勢
力
と
成
り
得
る

時
輔
を
殺
害
す
る
こ
と
で
内
乱
を
未
然
に
防
ご
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
内
乱
が
起
こ
る
事
を
未
然
に
防
ぎ
つ
つ
、
蒙
古
襲
来
へ
の
備
え
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

 

命
令
も
な
く
馳
せ
向
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
五
人
の
武
士
を
処
刑
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
命
を
受
け
て
追
討
に
向
か
っ
た
武
士
た
ち
を
処
罰
す
る
こ
と
な
く
政
村
の
遺
族
を
宥
め
る
効

果
を
期
待
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
政
村
は
文
永
十
年
五
月
二
十
七
日
に
六
十
九
歳
で
死
去
し
て
い
る
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
政
村
の
子
・
時
村
は
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）

の
嘉
元
の
乱
で
は
「
誤
っ
て
」
誅
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
時
村
誅
殺
の
討
手
も
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
詳
し
く
論
じ
た
い
。 

 

注 

 

一 

政
村
の
政
治
的
立
場
に
関
し
て
は
渡
邊
晴
美
「
北
条
政
村
の
研
究
（Ⅰ

）
～
（Ⅲ

）」（『
政
治
経
済
史
学
』
三
四
四
号
・
三
七
〇
号
・
三
八
七
号
、
一
九
九
五
年
・
一
九
九
七
年
・
一

九
九
八
年
）
、
山
野
井
功
夫
「
北
条
政
村
及
び
政
村
流
の
研
究
―
姻
戚
関
係
か
ら
見
た
政
村
の
政
治
的
立
場
を
中
心
に
―
」
（『
北
条
時
宗
の
時
代
』）
な
ど
が
あ
る
。 

二 

「
佐
渡
御
書
」
（『
御
書
』
九
五
六
頁
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
九
九
七
号
）。 

三 

「
清
澄
寺
大
衆
中
」
（『
御
書
』
八
九
四
頁
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
二
〇
一
号
）。 

四 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
八
七
三
号
、
一
〇
八
七
四
号
。 

五 

竜
の
口
の
法
難
に
つ
い
て
は
序
章
第
二
節
で
触
れ
て
い
る
。 

六 

二
月
騒
動
に
関
す
る
研
究
に
は
、
渡
辺
晴
美
Ａ
「
北
条
時
宗
の
家
督
継
承
条
件
に
関
す
る
一
考
察
―
吾
妻
鏡
文
永
元
年
条
欠
文
理
由
及
び
文
永
九
年
二
月
騒
動
と
の
関
連
に
お
い
て

―
（
上
）(

下)

」（『
政
治
経
済
史
学
』
一
一
〇
号
・
一
一
一
号
、
一
九
七
五
年
）、
同
Ｂ
「
得
宗
専
制
体
制
の
成
立
過
程
―
文
永
・
弘
安
年
間
に
お
け
る
北
条
時
宗
政
権
の
実
態
分
析
―

（Ⅰ

）
～
（Ⅳ

）」（『
政
治
経
済
史
学
』
一
二
五
号
・
一
三
九
号
・
一
六
二
号
・
一
六
五
号
、
一
九
七
六
年
・
一
九
七
七
年
・
一
九
七
九
年
・
一
九
八
〇
年
）、
細
川
重
男
「
相
模
式
部
大
夫

殿
―
文
永
九
年
二
月
騒
動
と
北
条
時
宗
政
権
―
」
（
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
』
※
初
出
は
『
段
か
づ
ら
』
二
、
二
〇
〇
二
年
。
後
に
『
北
条
氏
と
鎌
倉
幕
府
』
講
談
社
、
二
〇
一

一
年
、
に
も
こ
の
論
文
を
原
型
と
し
た
も
の
が
第
三
章
「
相
模
太
郎
時
宗
の
自
画
像
―
内
戦
が
意
味
す
る
も
の
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話

と
歴
史
』
の
頁
数
を
記
す
）
、
角
田
朋
彦
「『
保
暦
間
記
』
と
い
う
史
料
―
北
条
時
輔
逃
亡
伝
説
を
題
材
に
―
」（『
段
か
づ
ら
』
二
、
二
〇
〇
二
年
）、
磯
川
い
づ
み
Ａ
「
二
月
騒
動
の
史

料
再
考
」（
『
段
か
づ
ら
』
三
・
四
合
併
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
Ｂ
「
北
条
時
章
・
教
時
に
つ
い
て
」（『
北
条
時
宗
の
時
代
』）、
遠
山
久
也
「
得
宗
家
庶
子
北
条
時
輔
の
立
場
」（『
北
条

時
宗
の
時
代
』
）
が
あ
る
。 

そ
の
他
黒
田
俊
雄
『
蒙
古
襲
来
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
四
年
）、
川
添
昭
二
Ａ
『
日
蓮
と
そ
の
時
代
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
九
年
）、
筧
雅
博
『
蒙
古
襲
来
と
徳
政
令
』（
講
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談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
、
川
添
昭
二
Ｂ
『
北
条
時
宗
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
村
井
章
介
『
北
条
時
宗
と
蒙
古
襲
来
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
一
年
）、
秋
山
哲
雄
『
鎌

倉
幕
府
滅
亡
と
北
条
氏
一
族
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
、
湯
浅
治
久
『
蒙
古
合
戦
と
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
も
参
照
し
た
。 

七 

注
（
六
）
角
田
論
文
、
一
一
頁
。 

八 

『
関
東
評
定
衆
伝
』
。
生
年
は
没
年
よ
り
逆
算
。
母
は
大
友
能
直
の
女
で
あ
る
。
以
下
、
北
条
氏
一
族
の
経
歴
は
特
に
注
記
し
な
い
限
り
『
関
東
評
定
衆
伝
』
に
よ
る
。 

九 

公
朝
は
『
尊
卑
分
脉
』
に
「
公
季
孫
、
実
父
藤
実
文
卿
」
と
あ
り
、
養
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
寺
門
の
僧
で
、『
親
玄
僧
正
日
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。 

一
〇 

『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
、『
百
錬
抄
』
寛
元
三
年
四
月
十
一
日
条
。 

一
一 

以
上
、
寛
元
の
政
変
に
つ
い
て
は
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
五
月
二
十
五
日
条
、
六
月
十
三
日
条
。『
吾
妻
鏡
』
は
時
幸
は
五
月
二
十
五
日
に
病
の
た
め
出
家
し
、
同
年
六
月
一
日
に

死
去
し
た
と
す
る
。 

一
二 

『
吾
妻
鏡
』
弘
長
三
年
十
一
月
二
十
二
日
条
。 

一
三 

一
番
引
付
頭
人
で
あ
っ
た
大
仏
朝
直
が
同
年
五
月
三
日
に
死
去
し
た
こ
と
に
よ
る
。
文
永
三
年
三
月
、
引
付
衆
が
廃
止
さ
れ
た
の
に
伴
い
一
番
引
付
頭
人
を
止
め
ら
れ
て
い
る
が
、

文
永
六
年
四
月
に
引
付
衆
が
再
設
置
さ
れ
る
と
再
び
一
番
引
付
頭
人
と
な
っ
て
い
る
。 

一
四 

注
（
六
）
磯
川
論
文
Ｂ
、
二
三
四
頁
。 

一
五 

『
吾
妻
鏡
』
文
永
二
年
六
月
十
一
日
条
。 

一
六 

『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
。 

一
七 

注
（
六
）
磯
川
論
文
Ｂ
、
二
三
五
頁
。 

一
八 

時
兼
は
五
月
二
十
二
日
、
時
長
は
八
月
二
十
六
日
に
死
去
し
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
）。
両
者
の
死
因
に
つ
い
て
『
吾
妻
鏡
』
は
何
も
記
し
て
い
な
い
が
、
時
長
に
つ
い
て
は

八
月
十
五
日
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
放
生
会
に
供
奉
人
の
交
名
に
見
ら
れ
る
た
め
、
急
死
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

一
九 

時
基
は
後
に
貞
時
の
娘
を
室
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
正
安
三
年
正
月
二
十
二
日
に
時
基
室
（「
貞
時
女
（
諏
訪
）
宗
経
養
君
」）
が
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
（『
武
家
裏
書
』

一
五
一
頁
）
。 

二
〇 

正
文
は
現
存
し
な
い
が
、
日
興
の
写
し
が
北
山
本
門
寺
に
伝
わ
る
。
こ
の
陳
状
に
添
え
ら
れ
て
い
た
日
蓮
書
状
を
併
せ
る
と
下
文
の
内
容
が
わ
か
る
（
建
治
三
年
七
月
付
「
四
条
金

吾
殿
御
返
事
」
『
御
書
』
一
一
六
三
～
一
一
六
四
頁
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
七
九
三
号
）。 

二
一 

「
光
日
房
御
書
」（『
御
書
』
九
二
七
頁
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
二
八
五
号
）。
な
お
、『
鎌
倉
遺
文
』
は
こ
の
「
大
将
」
を
時
輔
に
比
定
し
て
い
る
。
遠
山
氏
は
「
大
将
ど
も
」
と
複
数

の
人
物
を
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
時
章
と
と
も
に
時
輔
も
含
ま
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
六
遠
山
論
文
、
二
六
四
頁
）。 

二
二 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
九
七
四
号
。
「
北
御
門
御
宿
直
但
馬
弥
二
郎
屋
形
着
到

」
と
あ
り
、
但
馬
平
三
郎
入
道
・
同
弥
二
郎
・
同
弥
三
郎
・
中
野
弥
六
・
上
嶋
五
郎
四
郎
・
同
三
郎
・
牧
田
又
太

郎
・
比
治
刑
部
左
衛
門
尉
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

二
三 

注
（
六
）
川
添
著
作
Ｂ
、
一
〇
九
頁
、
磯
川
論
文
Ａ
、
一
三
頁
。 

二
四 

『
六
代
勝
事
記
・
五
代
帝
王
物
語
』
（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。 

二
五 

注
（
六
）
磯
川
論
文
Ａ
、
一
四
頁
。 

二
六 

『
吾
妻
鏡
』
宝
治
二
年
五
月
二
十
八
日
条
。
母
は
『
鎌
倉
年
代
記
』
に
「
将
軍
家
讃
岐
」（
一
九
頁
）、『
武
家
年
代
記
』
に
「
讃
岐
局 

御
所
女
房
」（
八
五
頁
）
と
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』

文
応
元
年
八
月
六
日
条
に
「
相
模
三
郎
外
祖
父
卒
去
」
と
あ
り
、
讃
岐
局
の
父
が
死
去
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
時
輔
の
母
に
つ
い
て
は
今
野
慶
信
氏
の
論
考
が
あ
る
（「
北
条
時
輔
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の
母
―
出
雲
国
横
田
荘
と
京
都
・
鎌
倉
―
」
『
段
か
づ
ら
』
３
・
４
合
併
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
讃
岐
局
妙
音
の
棟
札
」（『
段
か
づ
ら
』
五
、
二
〇
〇
五
年
）。 

二
七 

『
吾
妻
鏡
』
宝
治
二
年
六
月
十
日
条
、
七
月
九
日
条
。 

二
八 

注
（
六
）
細
川
著
作
、
遠
山
論
文
。
遠
山
氏
は
時
輔
を
「
得
宗
家
の
一
人
と
し
て
決
し
て
、
軽
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
有
力
か
つ
有
能
な
存
在
」（
同
二
五
九
頁
）

と
評
価
し
て
い
る
。 

二
九 

『
吾
妻
鏡
』
康
元
元
年
八
月
十
一
日
条
。 

三
〇 

『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
二
年
四
月
二
十
五
日
条
。
小
山
長
村
は
小
山
朝
長
（『
尊
卑
文
脈
』
で
は
長
朝
と
な
っ
て
い
る
）
の
子
で
、
小
山
朝
政
の
嫡
孫
に
あ
た
る
。 

三
一 

『
吾
妻
鏡
』
弘
長
元
年
正
月
四
日
条
。 

三
二 

『
鎌
倉
年
代
記
』
一
九
頁
。 

三
三 

注
（
六
）
渡
辺
論
文
Ａ
（
下
）。 

三
四 

注
（
六
）
細
川
著
作
、
七
二
頁
。 

三
五 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
八
八
号
。
詳
し
く
は
第
三
部
第
五
章
で
考
察
し
て
い
る
。 

三
六 

『
鎌
倉
年
代
記
』
一
八
頁
。 

三
七 

注
（
六
）
遠
山
論
文
、
二
五
一
頁
。 

三
八 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
角
田
氏
が
「
源
義
経
の
吉
野
潜
伏
、
作
者
の
同
時
代
に
お
き
た
後
醍
醐
天
皇
の
吉
野
遷
幸
と
い
う
事
件
が
、
そ
の
話
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
六
角
田
論
文
、
一
三
頁
）
。 

三
九 

『
続
群
書
類
従
』
（
第
二
十
九
輯
下
）
文
永
九
年
の
条
。 

四
〇 

『
勘
仲
記
』
同
日
条
。
細
川
氏
は
こ
の
噂
に
つ
い
て
「
時
定
と
時
輔
が
蒙
古
軍
と
共
に
京
都
に
攻
め
上
っ
て
来
る
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
（
注
六
細
川
著
作
、

八
〇
頁
）。 

四
一 

一
人
は
時
政
の
甥
、
も
う
一
人
は
時
房
の
子
（
通
称
は
相
模
六
郎
）
で
あ
る
。 

四
二 

『
史
料
綜
覧
』
五
編
九
〇
五
冊
、
三
六
九
頁
。 

四
三 

『
尊
卑
文
脈
』
『
鎌
倉
年
代
記
』
一
九
～
二
〇
頁
、
『
武
家
年
代
記
』
八
五
頁
、『
関
東
評
定
衆
伝
』
三
三
六
頁
他
。 

四
四 

注
（
六
）
細
川
著
作
、
六
七
頁
の
翻
刻
に
よ
る
。 

四
五 

『
鎌
倉
裏
書
』
五
六
頁
。
「
十
一
月
、
六
波
羅
李
部
時
輔
次
男
、
憑
三
浦
介
入
道
忍
来
、
仍
搦
進
之
、
歴
種
々
拷
訊
、
同
十
一
月
被
刎
首
」
と
あ
る
。 

四
六 

注
（
六
）
細
川
論
文
、
八
三
頁
。 

四
七 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
八
日
条
。 

四
八 

『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
六
月
六
日
条
。 

四
九 

『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
六
日
条
、
七
日
条
。
「
渋
谷
人
々
」
と
し
て
死
者
八
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
六
日
条
）。 

五
〇 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
八
日
条
。
第
一
部
第
三
章
の
表
２
を
参
照
。
敵
を
討
っ
た
人
物
に
渋
谷
三
郎
・
渋
谷
権
守
太
郎
（
光
重
）・
渋
谷
又
太
郎
・
渋
谷
六
郎
（
盛
重
）
が
見

ら
れ
（
表
２
①
）、
渋
谷
平
太
三
郎
・
渋
谷
権
守
六
郎
・
渋
谷
七
郎
が
負
傷
（
表
２
③
）、
渋
谷
四
郎
（
時
国
）・
渋
谷
権
守
五
郎
が
死
亡
し
て
い
る
（
表
２
④
）。 

五
一 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
六
九
九
号
。 
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五
二 
『
建
治
三
年
記
』
四
月
四
日
条
に
「
未
刻
許
、
武
州
令
レ

賜
二

出
家
暇
一

、
申
時
令
レ

遂
二

素
懐
一

給
云
々
」
と
あ
る
。
義
政
の
出
世
遁
世
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
石
井
清
文
「
建
治
三
年

に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
連
署
武
蔵
守
北
条
義
政
の
出
世
遁
世
事
情
―
極
楽
寺
流
塩
田
氏
の
消
長
に
つ
い
て
―
」（『
政
治
経
済
史
学
』
一
四
六
号
、
一
九
七
八
年
）、
下
山
忍
「
極
楽
寺
流
に

お
け
る
北
条
義
政
の
政
治
的
立
場
と
出
世
遁
世
事
件
」
（『
北
条
時
宗
の
時
代
』）
が
あ
る
。 

五
三 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
二
七
六
三
号
。 

五
四 

「
渋
谷
新
左
衛
門
尉
朝
重
―
御
内
人
と
鎌
倉
期
武
士
の
主
従
制
―
」（『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
』
※
初
出
は
『
思
想
』
九
六
九
号
、
二
〇
〇
五
年
）。 

五
五 

『
系
図
綜
覧
』
第
二
、
武
蔵
七
党
系
図
（
児
玉
党
）
の
四
方
田
景
綱
に
「
三
左
衛
門 

建
長
中
人
」
と
あ
り
、
そ
の
子
・
時
綱
に
「
新
口
左
」
と
あ
る
（
四
八
五
～
四
八
六
頁
）。
ま

た
『
群
書
系
図
部
集
』
第
二
巻
、
武
蔵
七
郎
系
図
の
時
綱
に
も
「
滝
口
左
衛
門
尉
」
と
あ
る
（
二
四
五
頁
）。 

五
六 

諸
大
夫
へ
の
布
施
と
し
て
石
河
大
炊
助
又
太
郎
・
石
河
小
太
郎
・
石
河
大
寺
孫
太
郎
の
進
上
し
た
馬
が
贈
ら
れ
て
い
る
（
付
表
８
Ｆ
）。 

五
七 

松
吉
大
樹
「
得
宗
被
官
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
奥
州
石
川
氏
を
題
材
と
し
て
―
」（『
文
化
財
學
雑
誌
』
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）。
細
川
氏
は
清
和
源
氏
頼
光
流
と
す
る
（
注
六

細
川
論
文
、
八
三
頁
）
。
付
表
８
Ｈ
の
「
石
河
牧
木
工
又
太
郎
」
と
い
う
人
物
に
注
目
す
る
と
、
武
蔵
国
に
は
「
石
河
牧
」
と
い
う
牧
が
存
在
す
る
（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
凡
例
』）。

十
一
人
と
も
馬
以
外
の
進
物
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
一
族
で
馬
を
供
養
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
武
蔵
国
の
石
河
牧
と
関
係
す
る
一
族
で
あ
ろ
う
か
。 

五
八 

注
（
六
）
細
川
著
作
、
八
三
頁
。
ま
た
「
伊
東
氏
系
図
」
に
工
藤
祐
経
の
子
・
伊
東
祐
長
に
「
六
郎
左
衛
門
尉
」
と
「
孫
三
郎
薩
摩
守
」
と
い
う
注
記
が
あ
り
、
そ
の
孫
・
祐
重
に

「
薩
摩
守 

二
郎
左
衛
門
」
と
あ
る
。 

五
九 

活
動
の
内
容
か
ら
安
東
左
衛
門
尉
光
成
の
子
で
あ
ろ
う
か
。 

六
〇 

注
（
六
）
渡
辺
論
文
Ａ
（
下
）
、
注
（
一
）
渡
辺
論
文
（Ⅱ

）
。 

六
一 

注
（
六
）
磯
川
論
文
Ａ
、
一
五
頁
。 

六
二 

連
署
が
執
権
に
宛
て
た
文
書
は
、
執
権
自
身
が
守
護
と
な
っ
て
い
た
国
の
御
家
人
等
に
何
ら
か
の
命
令
を
下
す
よ
う
依
頼
す
る
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
〇
二
六
号
）
以
外
確
認
で

き
な
い
と
す
る
。 

六
三 

「
一
般
に
『
追
討
使
』
と
は
朝
廷
が
命
じ
て
派
遣
す
る
も
の
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
鎌
倉
幕
府
が
『
追
討
使
』
を
任
命
し
た
事
例
は
他
に
な
く
、
ま
た
武
家
に
よ
る
『
追
討
』

と
い
う
文
言
も
な
い
」
と
し
て
い
る
（
注
六
磯
川
論
文
Ａ
、
一
五
頁
）。 

六
四 

嘉
元
の
乱
の
際
に
も
当
日
付
の
関
東
御
教
書
が
出
さ
れ
て
い
た
（「
嘉
元
三
年
雑
記
」
嘉
元
三
年
五
月
三
日
条
、
五
月
十
八
日
条
。『
実
躬
卿
記
』
同
年
五
月
八
日
条
）。 

六
五 

注
（
六
）
秋
山
著
作
、
三
八
頁
。 

六
六 

名
越
氏
は
鎮
西
三
カ
国
（
筑
後
・
肥
後
・
大
隅
）
・
北
陸
三
カ
国
（
能
登
・
越
中
・
越
後
）
の
守
護
職
を
有
し
て
い
た
が
、
鎮
西
三
カ
国
は
二
月
騒
動
後
に
没
収
さ
れ
、
筑
後
は
大

友
頼
泰
、
肥
後
は
安
達
泰
盛
、
大
隅
は
千
葉
宗
胤
が
守
護
と
な
る
（
佐
藤
進
一
『
守
護
制
度
の
研
究
』）。 
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第
二
章 
『
親
玄
僧
正
日
記
』
と
平
禅
門
の
乱 

  

は
じ
め
に 

  

永
仁
元
（
正
応
六
）
年
（
一
二
九
三
年
）
一

四
月
二
十
二
日
、
平
頼
綱
（
法
名
杲
円
）
と
頼
綱
次
男
の
飯
沼
助
宗
が
得
宗
貞
時
に
よ
っ
て
討
た
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
。
い
わ
ゆ

る
「
平
禅
門
の
乱
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
る
。
醍
醐
寺
地
蔵
院
の
僧
・
親
玄
が
鎌
倉
滞
在
中
に
記
し
た
『
親
玄
僧
正
日
記
』（
以
下
『
親
記
』
と
略
す
）
は
、
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）

二
月
か
ら
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
十
二
月
ま
で
の
わ
ず
か
三
年
分
の
記
録
し
か
存
在
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
永
仁
元
年
四
月
十
三
日
の
「
永
仁
の
大
地
震
」
や
平
禅
門
の
乱
当
日
の

鎌
倉
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
。
ダ
イ
ゴ
の
会
（『
親
玄
僧
正
日
記
』
を
読
む
会
）
に
よ
る
『
親
記
』
の
翻
刻
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
二
十
年
、
近
年

の
親
玄
に
関
す
る
研
究
の
発
展
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
る
二

。 

清
華
家
の
一
つ
村
上
源
氏
久
我
氏
出
身
の
親
玄
は
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
の
生
ま
れ
で
、
父
は
久
我
通
忠
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
作
者
・
久
我
（
中
院
）
雅
忠
女
（
後
深
草
院
二
条
）

と
は
い
と
こ
に
あ
た
る
三

。
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
に
二
十
四
歳
で
醍
醐
寺
覚
洞
院
・
地
蔵
院
の
院
主
親
快
に
灌
頂
を
受
け
る
四

が
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
に
親
快
が
死
去
す
る
と
、

地
蔵
院
管
領
を
め
ぐ
っ
て
同
じ
く
親
快
の
弟
子
で
あ
る
実
勝
（
西
園
寺
公
経
の
子
）
と
対
立
す
る
五

。
そ
の
後
、
時
期
は
不
明
だ
が
鎌
倉
に
下
向
し
、
正
応
五
年
六
月
に
当
時
鶴
岡
八
幡

宮
別
当
と
醍
醐
寺
座
主
を
兼
ね
て
い
た
頼
助
に
灌
頂
を
受
け
、
弟
子
と
な
っ
て
い
る
六

。
頼
助
は
北
条
経
時
の
子
で
あ
り
、
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
に
北
条
氏
一
門
出
身
者
と
し
て
は

じ
め
て
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
に
補
任
さ
れ
七

、
得
宗
家
と
も
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
八

。 

『
親
記
』
正
応
五
年
二
月
二
十
八
日
条
に
は
、
頼
助
が
大
僧
正
を
辞
し
た
た
め
、
そ
の
替
わ
り
と
し
て
親
玄
が
権
僧
正
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
親
玄
が
「
二
代
之
廃

跡
当
于
身 

 
 
 

令
興
之
条
誠
門
跡
之
光
華
也
」
と
喜
ん
で
い
る
の
は
、
醍
醐
寺
に
お
け
る
親
玄
の
法
流
（
勝
賢
―
成
賢
―
道
教
―
親
快
―
親
玄
）
の
中
で
勝
賢
と
成
賢
は
権
僧
正
と

な
っ
た
が
、
道
教
と
親
快
は
そ
れ
ぞ
れ
大
僧
都
・
法
印
止
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
九

。
親
玄
の
権
僧
正
任
官
に
つ
い
て
伏
見
天
皇
は
不
快
の
念
を
抱
い
て
い
る
一
〇

が
、
親
玄
は
鎌
倉

に
下
向
し
、
幕
府
や
得
宗
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
蔵
院
の
門
流
を
興
隆
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 
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本
章
で
は
平
禅
門
の
乱
の
際
に
親
玄
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
祈
祷
に
注
目
し
な
が
ら
事
件
を
再
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
親
玄
が
貞
時
の
信
頼
を
勝
ち
得
た
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
親

玄
と
も
関
わ
り
の
あ
る
嘉
元
の
乱
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
を
探
り
た
い
。
な
お
、
文
中
の
年
月
日
は
特
記
し
な
い
限
り
『
親
記
』
の
同
日
条
を
典
拠
と
し
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
注
は

省
略
し
た
。 

 

第
一
節 

永
仁
の
大
地
震
と
平
禅
門
の
乱 

 

一 

永
仁
の
大
地
震 

 

永
仁
の
大
地
震
と
平
禅
門
の
乱
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
峰
岸
純
夫
氏
や
橋
本
芳
和
氏
の
研
究
が
あ
る
一
一

。
平
禅
門
の
乱
を
「
大
地
震
の
世
情
不
安
の
な
か
で
偶
発
的
に
発
生
」
し
た

と
す
る
峰
岸
氏
は
、
頼
綱
が
大
地
震
の
発
生
と
同
時
に
「
身
の
危
険
を
感
じ
て
屋
敷
内
の
防
備
を
固
め
」
た
こ
と
が
貞
時
の
目
に
謀
叛
準
備
と
映
り
、「
世
情
不
安
の
な
か
で
飛
び
交
う
情

報
が
こ
れ
を
増
幅
し
た
」
と
し
、
「
一
種
の
集
団
ヒ
テ
ス
リ
ー
状
況
の
中
の
極
度
の
疑
心
暗
鬼
が
、
貞
時
を
し
て
頼
綱
誅
殺
の
専
制
的
軍
事
発
動
に
走
ら
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
一
二

と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
平
禅
門
の
乱
が
起
こ
っ
た
理
由
を
考
察
し
、
頼
綱
誅
殺
の
背
景
に
は
正
応
五
年
七
月
の
高
麗
の
牒
状
到
来
と
永
仁
の
大
地
震
が
あ
る
一
三

と
し
た
橋
本
氏
は
、
貞
時
の

も
と
に
団
結
し
た
北
条
一
門
が
「
頼
綱
打
倒
の
機
会
を
窺
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
地
震
が
起
こ
り
、
こ
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
混
乱
状
況
を
絶
好
の
機
会
と
確
信
し
て
、
頼
綱
父
子
の
誅
殺
に

踏
み
切
っ
た
」
の
だ
と
し
て
い
る
一
四

。
両
名
と
も
「
平
禅
門
の
乱
」
を
大
地
震
の
混
乱
に
乗
じ
て
起
さ
れ
た
貞
時
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
す
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
筆
者
も
こ
の
立
場
を
支

持
し
た
い
。 

そ
れ
で
は
永
仁
の
大
地
震
に
つ
い
て
、『
親
記
』
や
他
の
史
料
か
ら
被
害
状
況
、
ま
た
地
震
後
の
鎌
倉
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

【
史
料
一
】『
親
記
』
永
仁
元
年
四
月
十
三
日
条 

 

卯
時
大
地
震
、
先
代
未
曾
有

□
（
之
カ
）

大
珍
事
、
自
二

治
承
一

以
降
無
二

其
例
一

云
々
、
堂
捨

（
舎
）

人
詫

（
宅
）

悉
傾
倒
、
上
下
死
去
之
輩
不
レ

知
二

幾
千
人
一

、
同
時
建
長
寺
炎
上
、
道
隆
禅
師

影
堂
之
外
不
レ

残
二

一
宇
一

云
々
、
自
二

十
七
日
一

大
北
斗
法
可
レ

被
二

始
行
一

之
由
、
今
日
頼
有
示
レ

之
、 

 

こ
れ
が
地
震
当
日
の
親
玄
の
日
記
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
地
震
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
〇
と
推
定
さ
れ
て
お
り
一
五

、
鎌
倉
だ
け
で
な
く
、
関
東
の
広
範
囲
に
被
害
を
も
た
ら
し
た
地
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震
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
親
玄
は
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
十
月
二
十
七
日
に
畿
内
で
起
こ
っ
た
大
地
震
一
六

以
来
の
大
規
模
な
地
震
で
あ
っ
た
と
い
い
、
被
害
に
つ
い
て
も
、

堂
舎
・
人
宅
が
悉
く
倒
壊
し
、
死
者
は
幾
千
人
と
も
知
れ
ず
、
建
長
寺
も
炎
上
し
た
と
記
し
て
い
る
。『
鎌
倉
裏
書
』
に
も
「
四
月
十
三
日
、
寅
刻

、
大
地
震
、
山
頽
、
人
家
多
顚
倒
、
死

者
不
レ

知
二

其
数
一

、
大
慈
寺
丈
六
堂
以
下
埋
没
寿
福
寺
顚
倒
、
巨
福
山
顚
倒
、
乃
二

炎
上
一

、
所
々
顚
倒
不
レ

遑
二

称
レ

計
一

、
死
人
二
万
三
千
廿
四
人
云
々
」
一
七

と
あ
り
、
被
害
の
大
き

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
二
三
〇
二
四
人
」
と
い
う
数
字
が
ど
れ
ほ
ど
正
確
な
数
字
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
地
震
に
よ
る
建
物
の
倒
壊
・
火
事
・
山
崩
れ
等
に
よ
っ
て
相
当

な
被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
地
震
翌
日
に
は
由
比
ヶ
浜
の
鳥
居
の
辺
に
百
四
十
人
の
死
体
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
（
史
料
二
）。 

【
史
料
二
】『
親
記
』
永
仁
元
年
四
月
十
四
日
条 

 

猶
小
地
震
、
時
々
刻
々
無
二

間
断
一

、 

自
二

今
日
一

愛
染
王
護
摩
始
レ

之
、
依
二

此
珍
事
一

御
祈
被
二

始
行
一

之
由
也
、 

今
日
行
剣
浜
辺
遊
覧
、
死
人
鳥
居
辺
百
四
十
人
之
由
、
人
申
レ

之
云
々
、 

地
震
が
起
き
た
時
間
に
つ
い
て
は
、
史
料
一
で
は
卯
刻
（
午
前
五
時
～
午
前
七
時
）、『
保
暦
間
記
』
一
八

や
『
鎌
倉
裏
書
』・『
武
家
裏
書
』
な
ど
の
後
世
の
編
纂
に
よ
る
も
の
で
は
寅
刻

（
午
前
三
時
～
午
前
五
時
）
と
な
っ
て
い
る
。
三
条
実
躬
の
記
し
た
『
実
躬
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
京
都
に
は
「
暁
」
に
起
き
た
地
震
が
数
刻
に
渡
っ
て
続
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
史

料
三
）
の
で
、
寅
刻
か
ら
卯
刻
、
つ
ま
り
明
け
方
か
ら
早
朝
に
か
け
て
地
震
が
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

【
史
料
三
】『
実
躬
卿
記
』
永
仁
元
年
四
月
二
十
四
日
条 

 

去
十
三
日
暁
関
東
大
地
震
、
及
二

数
刻
一

之
間
、
将
軍
御
所
并
若
宮
ヨ
リ

始
天

、
至
二

在
家
民
屋
等
一

、
多
以
破
損
、
人
又
多
死
去
之
風
聞
、
山
・
岸
等
又
散
々
、
凡
非
レ

所
レ

及
二

言
語
一

云
々
、
先
代
未
聞
珍
事
也
、
元
暦
元
年
歟
、
凡
不
レ

可
レ

説
々
々
々
云
々
、 

京
都
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
四
月
二
十
四
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
使
者
は
地
震
か
ら
数
日
後
に
早
馬
で
は
な
く
通
常
の
行
程
で
鎌
倉
を
発
っ
た
と
み
ら
れ
る
。「
先
代
未
聞
珍
事
也
」
と

し
て
い
る
が
、
三
条
実
躬
は
「
元
暦
元
年
」
（
お
そ
ら
く
元
暦
二
年
＝
文
治
元
年
の
誤
り
）
に
畿
内
で
起
き
た
大
地
震
一
九

以
来
と
し
て
い
る
。
治
承
の
大
地
震
も
文
治
の
大
地
震
も
い
ず

れ
も
百
年
以
上
前
の
地
震
で
あ
り
、
当
時
生
き
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
規
模
の
地
震
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
鎌
倉
で
は
建
保
～
正
嘉
ま
で
の
間
に
も

大
き
な
地
震
が
起
き
て
お
り
二
〇

、
治
承
も
し
く
は
文
治
以
来
と
す
る
の
は
京
都
を
中
心
と
し
た
場
合
の
認
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

さ
て
、
史
料
二
に
は
翌
日
も
な
お
地
震
が
時
々
刻
々
と
間
断
な
く
続
い
て
い
る
こ
と
、
「
此
珍
事
」
（
地
震
）
に
よ
っ
て
愛
染
王
護
摩
を
始
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
降
の
日
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記
に
も
地
震
の
記
事
が
連
日
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
二
十
一
日
ま
で
は
毎
日
余
震
が
頻
繁
に
起
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

下
記
の
表
が
『
親
記
』
に
お
け
る
地
震
関
連
の
記
事
で
あ
る
。
親
玄
も
度
々
「
以
外
也
」
と
記
し
て
お
り
、
な
か
な
か
収
ま

ら
な
い
余
震
に
不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
十
二
日
、
平
禅
門
の
乱
の
日
に
は
地
震
の
記
載
は
な
く
、
以
降
も
地

震
の
記
事
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
あ
る
程
度
落
ち
着
い
た
と
み
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
地
震

が
全
く
収
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
以
後
も
間
隔
を
あ
け
て
起
き
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
月
二
十
三
日
に
は
得

宗
被
官
の
粟
原
（
粟
飯
原
）
太
郎
左
衛
門
尉
が
使
者
と
し
て
親
玄
の
許
を
訪
れ
、
地
震
か
ら
満
百
日
と
な
る
七
月
二
十
四
日

に
は
特
に
祈
念
す
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。 

橋
本
氏
が
「
未
だ
復
興
を
成
し
遂
げ
て
い
な
い
状
況
の
中
で
の
平
頼
綱
邸
へ
の
不
意
打
ち
で
あ
っ
た
」
二
一

と
し
て
い
る

よ
う
に
、
平
禅
門
の
乱
は
壊
滅
的
な
状
況
下
の
鎌
倉
に
お
い
て
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

二 

平
禅
門
の
乱 

 

平
禅
門
の
乱
と
い
え
ば
、
次
の
『
保
暦
間
記
』
の
記
述
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

【
史
料
四
】『
保
暦
間
記
』
九
四
頁
～
九
五
頁 

※
（ 

）
内
筆
者 

 

平
左
衛
門
入
道
果

（
杲
）

円
、
驕
ノ
ア
マ
リ
ニ
子
息
廷
尉
二
成
タ
リ
シ
カ
、
安
房
守
二
成
テ
飯
沼
殿
ト
ソ
申
ケ
ル
。

今
ハ
更
ニ
貞
時
ハ
代
二
無
力
如
二
成
テ
、
果
円
父
子
、
天
下
ノ
事
ハ
安
房
守
ヲ
将
軍
ニ
セ
ン
ト
議
シ
ケ
リ
。
彼

入
道
嫡
子
平
左
衛
門
宗
綱
ハ
、
忠
ア
ル
仁
ニ
テ
、
父
力
悪
行
ヲ
歎
テ
、
此
事
ヲ
貞
時
二
忍
ヤ
カ
ニ
申
タ
リ
。
此
上
ハ
ト
テ
、
平
左
衛
門
入
道
果
円
父
子
ヲ
ハ
、
正
応
六
年
永
仁
元

年

四
月
廿
二
日
、
誅
セ
ラ
レ
ヌ
。
去
十
三
日
寅
剋
、
大
地
震
動
ア
リ
。
如
此
瑞
相
ニ
ヤ
ト
覚
ユ
。 

こ
の
記
事
か
ら
は
、
頼
綱
が
次
男
の
飯
沼
助
宗
を
将
軍
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
頼
綱
嫡
子
の
宗
綱
が
父
の
悪
行
を
嘆
い
て
貞
時
に
密
告
し
た
た
め
、
貞
時
に
誅
せ
ら
れ
た
と
い
う
構
図

が
読
み
取
れ
る
。『
鎌
倉
裏
書
』
は
「
寅
刻
、
平
左
衛
門
尉
額
綱
法
師
杲
円
一
族
被
レ

誅
訖
、
但
宗
綱
脱
殃
、
配
二

流
佐
渡
国
一

訖
」、『
武
家
裏
書
』
は
「
寅
刻
、
平
左
者
入
道
果
円
、
助
宗

1 4月13日
卯時大地震、先代未曾有□大珍事、自治承以降無其例云々、堂捨人詫悉傾倒、上下
死去之輩不知幾千人、同時建長寺炎上、道隆禅師影堂之外不残一宇云々、

2 4月14日 小地震、時々刻々無間断

3 4月15日 辰時内六ヶ度

4 4月16日 時々刻々地震無間断

5 4月17日 卯時地震以外、午半刻許ニ地震猶超過

6 4月18日 地震時々

7 4月19日 辰時小地震、酉時又々地震以外也、十三日以後者此震重以外也、戌時又震了

8 4月20日 入夜地震猶以外

9 4月21日 卯時又地震、十三日以後今日震動者、打任称大震動□日中時行之、

10 4月29日 地震

11 6月6日 午時地震以外也

12 7月18日 辰時地震

13 7月24日 大地震以後今日満百日云々

14 8月10日 亥時大地震

15 9月15日 子時地震

16 10月21日 辰初降雨、午初雷鳴。卯刻江嶋鳴動二ヶ度、又辰初鳴動云々、

（筆者作成）

表　『親玄僧正日記』における永仁元年の地震記事
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一
族
被
レ

誅
、
宗
綱
流
刑
」
二
二

と
あ
る
の
み
で
、
詳
細
は
記
し
て
い
な
い
。 

そ
し
て
史
料
五
が
平
禅
門
の
乱
当
日
の
『
親
記
』
の
記
事
で
あ
る
。
便
宜
上
①
～
③
の
番
号
を
付
し
た
。 

【
史
料
五
】『
親
記
』
永
仁
元
年
四
月
二
十
二
日
条 

 

①
寅
初
殿
中
以
外
■

（
騒
）

動
、
可
レ

被
レ

打
二

平
禅
門
一

之
故
也
、
寅
刻
打
手
武
蔵
七
郎
等
押

○
（
寄
カ
）

懸
レ

火
及
二

合
戦
一

、
合
戦
以
前
平
左
衛
門
宗
綱
令
レ

参
云
々
、
父
子
違
逆
之
上
者
、

不
レ

可
レ

蒙
二

御
不
審
一

之
由
種
々
申
之
間
、
以
二

安
東
新
左
衛
門
尉
重
綱
一

問
答
、
其
後
宇
津
宮
入
道
預
了
、
杲
然

（
円
）

并
飯
沼
・
佐
野
左
衛
門
入
道
於
二

一
所
一

自
害
之
由
風
聞
了
、

経
師
谷
、
其
次
小
町
放
火
了
、
其
次
笠
井

（
葛
西
）

屋
形
放
火
了
、
於
二

経
師
谷
一

火
中
死
去
之
輩
九
十
三
人
云
々
、
太
守
女
子
二
人
同
死

法
（
去
カ
）

了
、 

②
大
北
斗
法
自
二

十
七
日
一

始
行
也
、
廿
四
日
可
二

結
願
一

之
処
、
依
レ

為
二

衰
日
一

廿
二
日
結
願
了
、
一
日
ノ
中
八
座
行
レ

之
了
、
開
白
時
并
十
八
日
後
夜
、
日
中
僧
正
勤
仕
了
、

依
レ

労
其
後
至
二

結
願
一

、
愚
身
勤
了
、
酉
一
点
退
出
了
、 

③
今
日
六
波
羅
早
馬
立
了
、
二
人
也
、
僧
正
猶
祗
候
、
始
二

尊
勝
護
摩
一

云
々
、 

 

②
と
③
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
た
め
こ
こ
で
は
説
明
を
省
く
。
①
の
内
容
か
ら
は
、
寅
刻
に
武
蔵
七
郎
二
三

が
討
手
と
し
て
押
し
寄
せ
、
火
を
懸
け
て
合
戦
と
な
っ
た
こ
と
、

そ
の
合
戦
以
前
に
宗
綱
が
貞
時
の
も
と
に
参
上
し
、「
父
子
違
逆
之
上
者
、
不
レ

可
レ

蒙
二

御
不
審
一

之
由
種
々
申
」
し
た
た
め
安
東
重
綱
に
事
情
を
尋
ね
さ
せ
た
の
ち
宇
都
宮
入
道
に
預
け

ら
れ
た
こ
と
、
頼
綱
・
助
宗
・
佐
野
左
衛
門
入
道
二
四

が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
自
害
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
討
手
に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
た
屋
敷
は
三
つ
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
中
で
も
多
く
の
死
者
が
出
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
現
在
の
長
勝
寺
（
鎌
倉
市
材
木
座
）
東
の
谷
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
経
師
谷
」（「
経
師
ガ
谷
」
と
も
）
の
屋
敷
で
あ
る
。
真

っ
先
に
放
火
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頼
綱
と
助
宗
が
い
た
の
は
こ
の
経
師
谷
の
屋
敷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
小
町
」
と
い
う
の
は
頼
綱
の
祖
父
盛
綱
が
泰
時
亭
敷
地
内
に
屋
敷
を
構
え

る
以
前
よ
り
持
っ
て
い
た
屋
敷
、
「
笠
井
」
は
「
葛
西
ガ
谷
」
に
あ
っ
た
屋
敷
と
考
え
ら
れ
て
い
る
二
五

。 

 

経
師
谷
で
焼
死
し
た
「
九
十
三
人
」
の
中
に
は
貞
時
の
娘
二
人
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
橋
本
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
娘
二
人
の
乳
母
は
頼
綱
の
妻
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
二
六

、

従
っ
て
頼
綱
の
妻
も
焼
死
し
た
九
十
三
人
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
後
深
草
院
二
条
が
鎌
倉
滞
在
中
に
頼
綱
夫
妻
と
対
面
し
て
お
り
、
乳
母
で
あ
っ
た
頼
綱
の
妻

は
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
「
御
方
」
と
し
て
見
ら
れ
る
女
性
と
考
え
ら
れ
る
二
七

。 

 

橋
本
氏
は
急
襲
が
成
功
し
た
理
由
と
し
て
「
地
震
直
後
の
混
乱
や
貞
時
の
息
女
二
人
を
邸
宅
内
で
扶
養
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
油
断
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
し
、
息
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女
二
人
は
「
貞
時
の
攻
撃
を
挫
く
人
質
」
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
二
八

。
こ
の
時
点
で
は
貞
時
に
男
子
は
生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
貞
時
の
子
は
皆
女
子
で
あ
っ
た
二
九

。
男
子

が
誕
生
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
貞
時
の
乳
母
夫
が
頼
綱
で
あ
っ
た
こ
と
、
得
宗
の
子
女
の
乳
母
夫
は
得
宗
被
官
の
有
力
者
が
担
う
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
頼
綱
が
乳

母
夫
に
な
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
次
期
得
宗
た
る
男
子
が
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
急
襲
に
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
た
要
因
と
言
え
よ
う
。
次
期
得
宗
た
る
男
子
は
格
好
の
人

質
に
成
り
得
る
存
在
な
の
で
あ
る
。 

史
料
四
で
は
宗
綱
は
忠
あ
る
人
物
で
、
貞
時
に
対
し
て
頼
綱
が
助
宗
を
将
軍
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
密
訴
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
史
料
五
を
見
る
と
宗
綱
は
合
戦
の
直
前

に
貞
時
の
許
を
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
貞
時
が
攻
め
て
く
る
こ
と
を
知
っ
て
自
ら
の
潔
白
を
訴
え
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
。 

こ
こ
で
京
都
に
お
け
る
事
件
の
反
応
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
京
都
で
は
四
月
二
十
六
日
に
は
幕
府
の
飛
脚
が
今
出
川
邸
に
向
か
い
、
頼
綱
父
子
が
誅
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い

る
（
史
料
六
）
。 

【
史
料
六
】『
実
躬
卿
記
』
永
仁
元
年
四
月
二
十
六
日
条 

廿
六
日
、
子
、
未
明
武
家
使
向
二

今
出
川
亭
一

、
依
二

関
東
一

飛
脚
也
云
々
、
前
大
将
参
内
、
奏
事
由
、
去
廿
二
日
卯
刻
平
左
衞
門
尉
頼
綱
法
師
并
子
息
助
宗
等
以
下
被
レ

誅
之
由

申
入
云
々
、
城
入
道
被
レ

誅
之
後
彼
仁
一
向
執
政
、
諸
人
恐
惧
外
無
二

他
事
一

之
処
、
又
如
レ

此
、
凡
世
間
定
相
、
雖
レ

不
レ

始
レ

今
、
不
レ

可
レ

説
々
々
々
、
餘
ニ

驕
過
之
故
歟
、
余

輩
尚
被
レ

誅
之
由
風
聞
、
未
二

実
説
一

歟
、
予
着
二

布
衣
一

参
二

仙
洞
一

、
人
々
一
向
此
物
語
也
、
大
略
浮
説
歟
、 

史
料
五
③
で
六
波
羅
に
向
け
て
早
馬
と
し
て
二
人
が
出
立
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
武
家
使
」
は
こ
の
時
出
立
し
た
二
名
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
地

震
が
京
都
に
伝
わ
る
ま
で
十
日
程
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
頼
綱
一
族
の
滅
亡
は
早
馬
を
し
て
京
都
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
重
大
な
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
森
幸
夫
氏
が
頼

綱
の
滅
後
に
失
脚
し
た
真
言
宗
の
禅
空
と
い
う
僧
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
三
〇

よ
う
に
、
京
都
側
に
も
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
失
脚
し
た
人
物
は
少
な
か
ら
ず
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
史
料
六
に
よ
っ
て
寅
刻
に
武
蔵
七
郎
が
押
し
寄
せ
て
始
ま
っ
た
「
合
戦
」
は
卯
刻
に
は
終
了
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

次
節
で
は
貞
時
に
よ
る
頼
綱
誅
殺
が
ど
の
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
『
親
記
』
か
ら
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
地
震
の
た
め

の
祈
祷
と
し
て
理
解
さ
れ
、
全
く
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
大
北
斗
法
」
の
修
法
で
あ
る
。 
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第
二
節 

平
禅
門
の
乱
に
お
け
る
親
玄
の
祈
祷 

 

一 

小
野
流
「
大
北
斗
法
」
と
平
禅
門
の
乱 

 

東
密
に
は
「
野
沢
十
二
流
」
と
い
う
主
な
法
流
が
あ
り
、
三
宝
院
流
・
理
性
院
流
・
金
剛
王
院
流
の
「
醍
醐
三
流
」
と
安
祥
寺
流
・
勧
修
寺
流
・
随
心
院
流
の
「
小
野
三
流
」
を
あ
わ

せ
た
「
小
野
六
流
」
と
、
仁
和
寺
御
流
・
西
院
流
・
保
壽
院
流
・
華
蔵
院
流
・
忍
辱
山
流
・
伝
法
院
流
の
「
広
沢
六
流
」
に
分
か
れ
て
い
る
三
一

。
親
玄
も
頼
助
も
小
野
六
流
の
一
つ
、
三

宝
院
流
の
僧
に
よ
っ
て
受
法
し
て
い
る
。
従
っ
て
親
玄
や
頼
助
の
行
っ
た
祈
祷
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
東
密
の
中
で
も
小
野
流
の
修
法
や
三
宝
院
流
の
法
流
に
つ
い
て
理
解
す

る
必
要
が
あ
る
。 

『
親
記
』
に
よ
る
と
、
永
仁
元
年
の
四
月
十
三
日
の
大
地
震
か
ら
二
十
二
日
の
平
禅
門
の
乱
の
間
に
行
わ
れ
た
密
教
の
修
法
は
、
（
一
）
愛
染
王
護
摩
（
親
玄
）
・
（
二
）
不
動
法
（
公

朝
僧
正
※
寺
門
）
・
（
三
）
金
剛
童
子
法
（
覚
乗
僧
正
※
寺
門
）
三
二

・
（
四
）
大
北
斗
法
（
頼
助
・
親
玄
）
の
四
つ
で
あ
る
。
当
時
鎌
倉
に
い
た
寺
門
と
東
密
の
四
人
の
僧
正
が
貞
時
の

依
頼
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
（
二
）
は
「
公
朝
不
動
歟
」
と
あ
る
よ
う
に
修
法
の
種
類
は
確
実
で
は
な
い
。
（
一
）
～
（
三
）
は
十
四
日
よ
り

始
行
さ
れ
て
お
り
、
（
四
）
は
前
述
の
通
り
十
七
日
よ
り
始
行
さ
れ
て
い
る
。
（
一
）
～
（
三
）
に
つ
い
て
は
「
此
珍
事
」
（
大
地
震
）
の
た
め
に
貞
時
の
命
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の

だ
が
、
（
四
）
の
大
北
斗
法
は
地
震
の
あ
っ
た
日
に
「
十
七
日
よ
り
」
行
う
こ
と
が
頼
有
（
僧
都
、
頼
助
の
弟
子
）
よ
り
親
玄
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
（
史
料
一
）
、
実
際
に
十
七

日
に
「
殿
中
」
（
貞
時
亭
）
で
始
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
頼
綱
が
倒
さ
れ
た
二
十
二
日
に
結
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
史
料
五
②
）
。
二
十
四
日
に
結
願
予
定
で
あ
っ
た
が
、
二
十
四

日
が
貞
時
の
衰
日
で
あ
る
と
し
て
二
日
早
い
二
十
二
日
に
結
願
し
て
い
る
の
で
、
本
来
は
八
日
間
の
予
定
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

親
玄
は
四
月
十
九
日
条
（
史
料
七
）
に
大
北
斗
法
の
詳
細
を
記
し
て
い
る
。
長
文
に
な
る
が
、
す
べ
て
引
用
し
た
い
。
便
宜
上
三
つ
に
分
け
、
①
～
③
の
番
号
を
付
し
た
。 

【
史
料
七
】『
親
記
』
永
仁
元
年
四
月
十
九
日
条 

①
降
雨
、
辰
時
小
地
震
、
酉
時
又
々
地
震
以
外
也
、
十
三
日
以
後
者
此
震

重
（
動
カ
）

以
外
也
、
戌
時
又
震
了
、
戌
一
点
自
二

壇
所
一

有
二

使
者
一

、
聊
損
二

心
地
一

、
初
夜
時
令
二

勤
仕
一

哉
云
々
、
仍
忩
馳
向
之
処
、
暫
経
二

廻
閑
所
一

、
即
対
二

面
僧
正
一

、
初
後
日
中
可
レ

勤
云
々
、
申
レ

領
了
、 

②
大
北
斗
法
、
伴
僧
廿
人
如
レ

常
、
大
法
浄
衣
并
「
鈍
色
」、
衣
袴
・
平
加
沙
香
染
等
有
俊
法
橋
持
来
、
独
古
・
草
鞋
同
□
□
也
、
道
場
之
後
「
定
日
」、
為
二

休
息
所
一

、
大
納
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言
阿
闍
梨
勤
二

指
燭
之
役
一

、
幕
内
着
大
阿
闍
梨
座
、
集
会
金
丁
了
、
進
二

礼
盤
前
一

置
レ

扇
、
取
二

香
呂
一
花
枝
也

、
三
礼
、
其
後
登
二

礼
盤
一

了
、
前
方
便
等
如
レ

常
、
三
力
金
後
、

小
壇
阿
闍
梨
面
々
六
人
進
出
、
三
礼
、
登
二

礼
盤
一

□
、
小
壇
護
摩
壇
外
不
レ

立
、
礼
盤
半
畳
敷
レ

之
、
面
々
始
二

行
之
一

了
、
三
力
金
後
、
仏
眼
真
言
如
レ

常
、
振
レ

鈴
後
、
本
尊

真
言
惣
呪
、
正
念
誦
之
時
、
護
摩
阿
闍
梨
進
出
、
始
二

護
摩
一

、
小
壇
阿
闍
梨
行
レ

法
了
複
座
了
、
其
後
護
摩
阿
闍
梨
帰
座
之
時
、
一
字
金
丁
之
後
、
供
養
如
レ

常
、
後
鈴
之
後
讃

二

四
智
一

出
レ

声
、
本
尊
読
□
密
々
唱
レ

之
、
以
下
作
法
如
レ

常
、 

③
此
大
北
斗
小
野
久
不
レ

行
云
々
、
僧
正
云
、
大
僧
正
被
レ

行
之
時
、
法
則
ニ
ハ
違
也
云
々
、
大
僧
正
ト
ハ
定
海
御
と
き
と
覚
候
、
大
方
此
法
ハ
不
レ

及
二

別
護
摩
壇
一

、
而
後
鳥

羽
院
御
時
歟
、
可
レ

立
二

別
壇
一

之
由
、
有
二

其
沙
汰
一

云
々
、
当
時
如
レ

此
也
、
不
レ

似
二

普
通
大
法
一

也
、
下
座
了
発
願
・
廻
向
等
無
レ

之
、
作
法
ハ
如
レ

常
也
、
小
修
法
初
夜
御

加
持
、
如
レ

説
臨
二

加
持
所
一

、
廿
人
伴
僧
相
伴
、
後
夜
加
持
於
二

道
場
一

勤
レ

之
無
各
礼

、
此
間
承
二

仕
日
中
一

時
、
仏
供
等
致
二

沙
汰
一

、
日
中
用
二

勧
請
一

、
後
夜
ニ
ハ
各
礼
也
、
供

養
法
了
不
二

着
座
一

、
即
退
出
了
、
大
納
言
同
所
相
伴
了
、 

①
で
は
壇
所
（
鶴
岡
八
幡
宮
）
か
ら
来
た
頼
助
の
使
者
に
呼
ば
れ
、
初
夜
を
勤
め
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
対
面
し
た
頼
助
に
初
夜
だ
け
で
な
く
後
夜
・
日
中
の
祈

祷
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
親
玄
は
始
め
か
ら
大
北
斗
法
を
修
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
初
後
（
初
夜
と
後
夜
）」「
日
中
」
と
は
、
一
昼
夜
を
六
分
し
た
「
晨
朝
（
午
前
八
時

か
ら
九
時
頃
）
・
日
中
（
正
午
頃
）
・
日
没
（
午
後
六
時
か
ら
七
時
頃
）・
初
夜
（
午
後
八
時
か
ら
九
時
頃
）・
中
夜
（
午
後
九
時
か
ら
午
前
三
時
頃
）・
後
夜
（
午
前
三
時
か
ら
五
時
頃
）」

の
中
の
三
つ
の
時
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
の
大
北
斗
法
は
晨
朝
・
日
没
・
中
夜
は
行
わ
ず
、
初
夜
・
後
夜
・
日
中
の
時
間
の
み
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

②
で
は
修
法
の
作
法
や
流
れ
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
「
伴
僧
廿
人
」
で
行
わ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
「
小
壇
護
摩
壇
外
不
レ

立
」
三
三

と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
護
摩
壇
は
立
て
ら
れ
て

い
な
い
。
最
後
の
③
の
部
分
か
ら
わ
か
る
の
は
、
大
北
斗
法
は
小
野
流
に
お
い
て
久
し
く
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
定
海
大
僧
正
が
行
っ
た
時
の
法
則
と
は
違
う
と
い
う

こ
と
、
も
と
も
と
別
に
護
摩
壇
を
立
て
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
後
鳥
羽
院
の
時
に
は
別
の
護
摩
壇
を
立
て
て
行
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
三
四

。
「
小
野
流
」
と

い
う
の
は
前
述
し
た
「
野
沢
十
二
流
」
の
う
ち
の
「
小
野
六
流
」
の
こ
と
で
あ
る
。
西
弥
生
氏
に
よ
れ
ば
「
大
北
斗
法
」
は
「
伴
僧
の
数
や
壇
を
増
や
し
て
大
規

模
に
修
さ
れ
る
北
斗
法
に
付
さ
れ
た
名
称
」
で
、
広
沢
流
で
は
「
興
隆
を
支
え
る
重
要
な
一
要
素
」
で
あ
っ
た
と
い
う
三
五

。
ち
な
み
に
「
大
法
」
「
準
大
法
」
「
秘

法
」
の
修
法
は
山
門
・
寺
門
・
東
密
で
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
「
準
大
法
」
の
う
ち
「
大
北
斗
法
」
に
関
し
て
は
三
門
と
も
行
う
こ
と

が
で
き
（
山
門
は
「
如
法
北
斗
法
」
と
い
う
）
、
そ
れ
ぞ
れ
に
作
法
が
異
な
る
。 

こ
こ
に
名
前
が
出
て
い
る
定
海
は
平
安
後
期
の
僧
で
、
三
宝
院
流
の
祖
で
あ
る
。
親
玄
も
三
宝
院
流
な
の
で
小
野
流
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
頼
助
に
関
し
て
は
三
宝
院
流
だ
け
で
な
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く
、
安
祥
寺
流
を
受
法
し
て
お
り
、
さ
ら
に
広
沢
流
の
仁
和
寺
御
流
も
受
法
し
て
い
る
三
六

。
と
は
い
え
、
今
回
の
場
合
は
定
海
の
例
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
仁
和
寺

御
流
の
大
北
斗
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
久
し
く
行
わ
れ
て
い
な
い
小
野
流
の
大
北
斗
法
を
行
う
こ
と
に
も
、
何
ら
か
の
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

史
料
五
②
で
は
二
日
早
く
結
願
す
る
た
め
、
残
り
の
八
座
を
一
日
の
う
ち
に
行
っ
た
と
あ
る
。
大
北
斗
法
は
十
七
日
の
初
夜
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
二
十
二
日
の
後
夜
の
分
ま
で

終
わ
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
二
十
四
日
の
初
夜
ま
で
あ
と
八
回
分
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
開
白
（
修
法
の
始
め
＝
十
七
日
初
夜
）
と
十
八
日
の
後
夜
と
日
中
は
頼
助
が
勤
め
た
と
あ

る
の
で
、
そ
の
後
親
玄
が
頼
助
の
手
替
と
し
て
勤
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
そ
の
間
も
親
玄
は
愛
染
王
護
摩
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
二
十
日
に
は
「
大
北
斗
法
為
二

手
替
一

、
戌
一
点

先
愛
染
王
護
摩
行
レ

之
、
其
後
参
向
、
宗
専
、
有
慶
、
幸
意
召
具
也
、」
と
あ
る
よ
う
に
、「
戌
一
点
」（
午
後
七
時
）
に
愛
染
王
護
摩
を
行
っ
て
か
ら
貞
時
亭
に
向
か
い
、
大
北
斗
法
の
初

夜
の
修
法
を
行
っ
て
い
る
。 

こ
こ
で
頼
綱
亭
に
武
蔵
七
郎
が
押
し
寄
せ
た
時
間
に
注
目
し
た
い
。
史
料
五
①
の
「
寅
」
の
刻
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
親
玄
が
貞
時
亭
に
お
い
て
後
夜
の
修
法
を
行
っ
て
い
る
時
間
で

あ
る
。
親
玄
は
頼
綱
を
誅
殺
す
る
た
め
に
貞
時
亭
が
騒
動
し
て
い
る
様
子
を
自
身
の
目
で
見
て
い
た
の
で
あ
り
、
誅
殺
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
も
貞
時
亭
で
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
親
玄
は
「
殿
中
以
外
騒
動
、
可
レ

被
レ

打
二

平
禅
門
一

之
故
也
」
と
伝
聞
情
報
で
は
な
く
、
自
ら
知
り
得
た
情
報
を
記
し
た
と
み
ら
れ
る
。 

史
料
五
②
に
「
依
レ

労
其
後
至
二

結
願
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
親
玄
は
祈
祷
に
よ
っ
て
目
的
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
自
負
し
て
い
る
。
頼
綱
誅
殺
を
も
っ
て
「
結
願
」
と
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
「
大
北
斗
法
」
の
目
的
が
頼
綱
一
族
と
の
合
戦
の
戦
勝
祈
願
の
意
味
で
行
わ
れ
て
い
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
も
の
の
、
鶴
岡
八
幡
宮
で
は
な
く
貞
時
亭
に
お
い
て
初
夜
・

後
夜
と
い
う
時
間
帯
に
大
北
斗
法
を
大
々
的
に
行
う
こ
と
で
、
人
の
出
入
り
や
合
戦
準
備
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
効
果
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
地
震
当
日
に
大
北
斗

法
の
修
法
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
貞
時
は
こ
の
時
点
で
頼
綱
を
討
つ
こ
と
を
決
め
た
と
み
ら
れ
る
。
十
七
日
か
ら
始
行
す
る
よ
う
に
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
決
行
の
日
も
あ
る
程
度
決
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
大
北
斗
法
と
同
様
に
二
十
四
日
の
貞
時
の
衰
日
を
避
け
る
と
、
二
十
三
日
が
決

行
予
定
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
宗
綱
が
貞
時
の
も
と
に
来
た
こ
と
で
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
が
早
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
娘
二
人
が
犠

牲
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

大
北
斗
法
を
結
願
さ
せ
た
親
玄
は
四
月
二
十
二
日
の
「
酉
一
点
」（
午
後
五
時
）
に
貞
時
亭
を
退
出
し
た
が
、
頼
助
は
そ
の
後
も
貞
時
亭
に
留
ま
り
、
尊
勝
護
摩
を
始
め
た
と
い
う
（
史

料
五
②
）。「
尊
勝
護
摩
」
と
い
う
の
は
、
息
災
・
増
益
・
滅
罪
等
を
祈
る
た
め
の
修
法
で
、
頼
助
は
五
月
十
六
日
か
ら
も
「
又
」
尊
勝
護
摩
を
行
っ
て
い
る
三
七

。
北
条
氏
一
門
出
身
の
頼

助
が
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
尊
勝
護
摩
は
頼
綱
を
倒
し
た
こ
と
に
対
す
る
貞
時
の
滅
罪
の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
祈
祷
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。 
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『
醍
醐
寺
座
主
次
第
』
の
親
玄
の
項
目
に
は
、「
永
仁
元
年
飯
沼
判
官
謀
反
之
時
、
於
二

関
東
一

修
二

仏
眼
法
一

、
供
僧
廿
人
大
法
云
々
、
賞
二
カ
所
」
三
八

と
あ
り
、
平
禅
門
の
乱
に
際
し

て
仏
事
を
修
し
た
こ
と
に
対
し
、
所
領
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
所
領
二
ヶ
所
に
つ
い
て
は
、
七
月
九
日
条
に
正
応
六
年
七
月
八
日
付
の
宣
時
・
貞
時
連
署
の
関
東
御
教
書

の
本
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
紀
伊
国
長
尾
郷
西
郡
兵
衛
太
郎
入
道
並
舎
弟
行
景
等
跡
」
と
「
大
和
国
丹
原
庄
佐
野
左
衛
門
入
道
跡
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
三
九

。「
佐
野
左
衛

門
入
道
」
は
頼
綱
・
助
宗
と
と
も
に
自
害
し
た
人
物
で
あ
る
（
史
料
五
①
）。
石
田
浩
子
氏
は
こ
れ
を
、
五
月
二
十
三
日
か
ら
九
月
六
日
ま
で
行
わ
れ
た
仏
眼
法
「
百
ヶ
日
祈
祷
」
に
対
す

る
賞
と
し
て
い
る
四
〇

。
し
か
し
『
親
記
』
を
見
る
限
り
仏
眼
法
の
伴
僧
は
八
人
で
あ
り
、
二
十
人
で
行
っ
た
の
は
大
北
斗
法
で
あ
る
。
し
か
も
仏
眼
法
の
結
願
は
九
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
二
箇
所
の
所
領
は
大
北
斗
法
に
対
す
る
賞
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

二 

平
禅
門
の
乱
後
の
祈
祷
と
貞
時
の
後
継
者
問
題 

 

『
親
記
』
に
は
、
「
飯
沼
縁
者
」
が
召
し
捕
え
ら
れ
た
こ
と
が
六
月
十
四
日
条
に
記
さ
れ
た
後
は
平
禅
門
の
乱
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。
た
だ
し
、
翌
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
四
月

二
十
一
日
、
貞
時
の
使
者
三
郎
兵
衛
尉
が
親
玄
に
頼
綱
の
一
回
忌
を
訪
う
た
め
、
「
今
日
」
よ
り
不
断
の
尊
勝
陀
羅
尼
を
結
番
し
て
供
養
の
法
を
行
う
よ
う
依
頼
し
て
い
る
（
史
料
八
）
。

「
追
善
之
儀
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
親
玄
も
頼
綱
の
怨
霊
を
恐
れ
て
の
こ
と
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
も
尊
勝
護
摩
だ
が
、
頼
助
で
は
な
く
親
玄
が
行
っ
て
い
る
。 

【
史
料
八
】『
親
記
』
永
仁
二
年
四
月
二
十
一
日
条 

 

三
郎
兵
衛
尉
、
為
二

使
者
一

入
来
了
、
今
日
可
レ

来
之
由
太
守
被
レ

示
了
、
自
二

今
日
一

不
断
尊
勝
タ
ラ
ニ
令
二

結
番
一

可
レ

満
、
供
養
法
可
二

勤
仕
一

之
由
也
、
所
願
之
旨
趣
、
平

入
道
等
一
廻
相
当
之
間
、
可
レ

訪
、
但
非
二

追
善
之
儀
一

云
々
、
一
廻
其
期
有
二

怖
畏
一

之
故
歟
、
可
レ

為
二

一
昼
夜
一

之
由
被
レ

申
之
処
、
今
一
日
令
二

延
引
一

了
、
廿
三
日
午
時
結

願
了
、 

 

当
初
は
一
昼
夜
（
丸
一
日
）
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
一
日
延
ば
し
て
二
十
三
日
に
結
願
し
た
と
あ
る
。「
今
日
」
よ
り
行
う
よ
う
に
と
の
依
頼
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
予
定
さ
れ

て
い
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
貞
時
が
頼
綱
の
怨
霊
を
恐
れ
て
祈
祷
を
急
遽
行
わ
せ
た
背
景
に
は
、
自
身
の
後
継
者
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
親
玄
は

二
十
三
日
午
時
に
頼
綱
一
周
忌
の
祈
祷
を
結
願
さ
せ
る
と
、
同
日
に
今
度
は
貞
時
の
妾
・
播
磨
局
（
浄
泉
）
の
着
帯
の
儀
の
加
持
を
勤
め
て
い
る
（
史
料
九
）。
こ
の
加
持
祈
祷
は
親
玄
が

「
連
年
勤
仕
」
の
憚
り
が
あ
る
と
丹
波
長
光
を
通
し
て
申
し
出
て
い
た
の
に
対
し
、
貞
時
の
重
ね
て
の
意
向
に
よ
っ
て
親
玄
が
勤
め
た
も
の
で
あ
る
四
一

。
一
方
で
こ
の
祈
祷
の
験
者
を
希
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望
し
て
い
た
良
基
僧
正
が
得
宗
被
官
の
大
瀬
左
衛
門
入
道
に
預
け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
も
起
き
て
い
る
。 

【
史
料
九
】『
親
記
』
永
仁
二
年
四
月
二
十
三
条 

 

今
日
播
磨
局
着
帯
、
加
持
愚
身
又
勤
レ

之
、
連
年
勤
仕
有
二

其
憚
一

之
由
、
以
二

長
光
朝
臣
一

雖
レ

令
レ

申
重
被
レ

示
之
間
勤
了
、
香
鈍
色
着
之
、
則
太
守
常
経
廻
之
所
也
、
自
二

内
陣
障
子
一

、
太
守
已
下
女
房
済
々
見
レ

之
、
向
二

西
南
方
一

可
レ

勤
レ

之
由
、
長
崎
木
工
左
衛
門
示
レ

之
、
経
机
ニ 

水
・
塗
香
器
居
之
随
身
了
、 

祗
二

候
外
陣
一

之
輩
、
長
崎
左
衛
門
父
子
并
前
兵
庫
頭
以
下
済
々
成
レ

群
、
陰
陽
師
一
人
祗
候
、
宿
曜
師
親
明
申
行
、 

良
基
僧
正
、
今
度
験
者
所
望
不
レ

達
者
、
忽
可
二

于
死
一

之
由
申
レ

之
、
大
瀬
左
衛
門
入
道
預
二

彼
僧
正
一

云
々
、
末
代
珍
事
也
、 

加
持
布
施
銀
剣
一
送
レ

之
、
今
度
御
祈
人
数
佐
々
目
・
愚
身
云
々
、
佐
々
目
意
輪
護
摩
、
愚
身
愛
染
王
護
也

（
摩
脱
）

、
皆
於
二

本
房
一

勤
レ

之
、 

同
年
十
月
二
十
一
日
条
に
「
午
終
末
一
点
歟
、
播
磨
局
平
安
」
と
あ
り
無
事
誕
生
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
七
日
条
に
よ
っ
て
女
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
播
磨
局

は
正
応
五
年
十
月
二
十
一
日
に
も
女
子
を
生
ん
で
お
り
、
そ
の
時
親
玄
は
千
手
護
摩
を
修
し
て
い
る
。
こ
の
時
も
女
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
辞
退
を
申
し
出
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

頼
綱
か
ら
政
治
の
実
権
を
取
り
戻
し
、
あ
と
は
次
期
得
宗
た
る
男
子
の
誕
生
を
望
む
貞
時
に
と
っ
て
、
自
ら
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
倒
し
た
頼
綱
の
怨
霊
を
鎮
め
る
こ
と
は
最
重
要

課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
結
願
の
日
を
延
長
し
、
播
磨
局
の
着
帯
の
儀
の
日
ま
で
行
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
後
、
貞
時
念
願
の
男
子
が
誕
生
す
る
の
は
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
嫡
子
」
菊
寿
丸
は
「
本
自
足
モ
不
レ

立
、
不
二

息
災
一

」
と
い
う
聞
こ
え
が
あ
り
、

吉
田
経
房
も
「
而
為
二

彼
嫡
子
一

、
可
レ

驚
々
々
」
と
驚
い
た
ら
し
く
、
五
歳
で
死
去
し
て
し
ま
う
四
二

が
、
菊
寿
丸
誕
生
の
永
仁
六
年
は
親
玄
が
鎌
倉
在
住
の
ま
ま
醍
醐
寺
の
座
主
に
任
じ

ら
れ
た
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
玄
が
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
貞
時
に
と
っ
て
親
玄
に
よ
る
祈
祷
は
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
玄
の
祈
祷
や
行
動
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
貞
時
の
行
動
原
理
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

貞
時
は
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
に
は
出
家
し
、
執
権
を
北
条
師
時
に
譲
っ
て
い
る
。
ま
た
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
に
は
北
条
宗
方
を
得
宗
家
公
文
所
執
事
及
び
侍
所
所
司
と
し
た
。

宗
方
も
師
時
も
貞
時
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
時
宗
の
猶
子
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
嘉
元
三
年
四
月
二
十
三
日
、
貞
時
は
連
署
で
あ
る
北
条
時
村
を
「
誤
っ
て
誅
殺
」
し
た
と
し
て
討
手
を
処
刑
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す
る
。
と
こ
ろ
が
時
村
に
落
ち
度
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
北
条
氏
一
門
や
得
宗
被
官
が
反
発
し
、
宗
方
の
企
て
で
あ
る
と
の
風
聞
が
流
れ
る
。
結
果
と
し
て
宗
方
は
師
時
亭

で
討
た
れ
、
貞
時
は
評
定
や
寄
合
に
も
出
席
せ
ず
に
酒
宴
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。
貞
時
も
師
時
も
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
に
死
去
す
る
が
、
こ
の
時
、
最
後
の
得
宗
と
な
る
高
時

は
わ
ず
か
九
歳
で
あ
り
、
長
崎
円
喜
は
高
時
の
「
後
見
」
と
し
て
権
力
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

時
村
殺
害
か
ら
宗
方
誅
殺
ま
で
の
一
連
の
事
件
が
嘉
元
の
乱
と
呼
ば
れ
る
事
件
だ
が
、
『
保
暦
間
記
』
で
は
、
侍
所
所
司
で
あ
る
宗
方
が
貞
時
の
娘
婿
で
あ
る
師
時
と
煕
時
（
時
村
の

孫
）
を
妬
み
、
ま
ず
時
村
を
討
つ
こ
と
を
企
て
貞
時
の
命
だ
と
偽
っ
て
時
村
を
誅
殺
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
研
究
者
の
中
で
も
不
可
解
な
事
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で

再
び
注
目
し
た
い
の
が
、
親
玄
の
動
き
で
あ
る
。
親
玄
は
一
度
醍
醐
寺
座
主
を
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
辞
し
、
京
に
上
っ
て
い
る
が
、
嘉
元
元
年
（
一
三
〇

三
）
に
醍
醐
寺
座
主
に
再
任
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
嘉
元
三
年
に
は
再
び
こ
れ
を
辞
し
、
貞
時
に
呼
ば
れ
て
鎌
倉
に
下
向
し
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
鎌
倉
下
向

は
嘉
元
の
乱
の
直
前
で
あ
り
、
親
玄
は
四
月
二
十
三
日
か
ら
仁
王
経
護
摩
を
修
し
、
ま
た
、
貞
時
に
よ
り
世
情
静
謐
の
た
め
に
、
「
正
応
之
例
」
に
任
せ
て
仏
眼

護
摩
を
三
七
日
（
二
十
一
日
間
）
修
す
よ
う
依
頼
さ
れ
て
い
る
四
三

。
「
正
応
の
例
」
と
は
も
ち
ろ
ん
平
禅
門
の
乱
後
の
正
応
六
（
永
仁
元
）
年
五
月
二
十
三
日
よ

り
行
わ
れ
た
仏
眼
護
摩
の
こ
と
で
あ
る
。 

平
禅
門
の
乱
と
嘉
元
の
乱
は
事
件
の
起
き
た
日
が
一
日
し
か
違
わ
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
実
は
「
大
地
震
」
の
あ
と
の
事
件
で
あ
る
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
。
嘉
元
三
年
四

月
六
日
の
「
大
地
震
」
の
被
害
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
平
禅
門
の
乱
の
勝
利
は
「
大
地
震
」
を
吉
兆
と
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
時
村
誅
殺
を
企
て
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

注 

 

一 

八
月
五
日
に
こ
の
年
四
月
十
三
日
の
大
地
震
、
六
月
～
八
月
に
か
け
て
の
大
旱
魃
な
ど
を
理
由
と
し
て
永
仁
に
改
元
し
て
い
る
（『
続
史
愚
抄
』
同
日
条
）。
以
下
便
宜
上
「
永
仁
」

で
統
一
す
る
。 

二 

『
親
玄
僧
正
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
『
満
済
准
后
日
記
』
に
混
入
し
て
い
た
の
を
親
玄
の
日
記
で
あ
る
と
し
た
岩
橋
小
弥
太
「
親
玄
僧
正
と
其
の
日
記
」（『
国
史
学
』
二
号
、
一
九
三

〇
年
）
の
研
究
や
佐
藤
進
一
『
訴
訟
制
度
の
研
究
』
で
得
宗
被
官
の
検
出
を
行
っ
た
以
外
で
は
、
日
記
の
翻
刻
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
あ
ま
り
研
究
に
活
用
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
ダ
イ
ゴ
の
会
（
『
親
玄
僧
正
日
記
』
を
読
む
会
）
に
よ
る
全
文
の
翻
刻
が
『
内
乱
史
研
究
』（
中
世
内
乱
史
研
究
会
、
十
四
～
十
六
号
、
一
九
九
三
～
一
九
九
五
年
）

に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
高
橋
慎
一
朗
「『
親
玄
僧
正
日
記
』
と
得
宗
被
官
」（
五
味
文
彦
編
『
日
記
に
中
世
を
読
む
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
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所
収
）
は
得
宗
被
官
と
関
連
付
け
た
研
究
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
親
玄
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
は
、
伊
藤
一
美
「
鎌
倉
に
お
け
る
親
玄
僧
正
の
歴
史
的
位
置
」（『
鎌

倉
』
九
七
号
、
鎌
倉
文
化
研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
石
田
浩
子
「
醍
醐
寺
地
蔵
院
親
玄
の
関
東
下
向
―
鎌
倉
幕
府
勤
仕
僧
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
〇
号
、
二
〇

〇
四
年
）
が
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
研
究
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

三 

『
血
脈
類
集
記
』
（
続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
編
『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
巻
、
高
野
山
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
所
収
）
二
九
二
頁
上
段
、『
密
宗
血
脈
鈔
』（
続
真
言
宗
全
書
刊
行

会
編
『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
五
巻
、
高
野
山
大
学
出
版
部
、
一
九
八
五
年
所
収
）
九
四
頁
。
な
お
、『
と
は
ず
が
た
り
』
に
見
ら
れ
る
「
親
源
法
印
」
は
親
玄
で
は
な
く
、
父
通
忠
の

従
兄
弟
・
久
我
雅
家
の
子
で
あ
る
。
親
源
は
の
ち
に
天
台
座
主
に
な
っ
て
い
る
（『
天
台
座
主
記
』
三
二
三
頁
）。 

四 

『
血
脈
類
集
記
』
二
六
九
頁
下
段
、
『
密
宗
血
脈
鈔
』
下
、
九
四
頁
。『
血
脈
類
集
記
』
は
こ
の
時
二
十
八
歳
と
す
る
が
、
親
玄
が
建
長
元
年
生
ま
れ
で
あ
る
と
す
る
と
、『
密
宗
血
脈 

鈔
』
の
二
十
四
歳
が
正
し
い
。 

五 

『
密
宗
血
脈
鈔
』
下
、
九
六
頁
。 

六 

『
親
記
』
六
月
二
十
一
日
条
。 

七 

「
社
務
次
第
」
。
頼
助
は
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
に
誕
生
、
三
宝
院
流
の
守
海
か
ら
灌
頂
を
受
け
、
定
海
よ
り
継
承
し
た
鎌
倉
佐
々
目
遺
身
院
を
拠
点
と
し
て
い
た
。
永
仁
四
年
（
一

二
九
六
）
に
五
十
二
歳
で
死
去
す
る
ま
で
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
職
に
あ
っ
た
。 

八 

頼
助
は
始
め
頼
守
と
号
す
。
頼
助
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
湯
山
学
「
頼
助
と
そ
の
門
流
―
北
条
氏
と
真
言
宗
（
東
寺
）
―
」（
湯
山
学
『
南
関
東
中
世
史
論
集
四 

鶴
岡
八
幡
宮 

の
中
世
的
世
界
―
別
当
・
新
宮
・
舞
楽
・
大
工
―
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
五
年
所
収
。
※
初
出
は
『
鎌
倉
』
三
九
号
、
一
九
八
一
年
）、
吉
田
通
子
「
鎌
倉
後
期
の
鶴
岡
別
当
頼
助
に
つ 

い
て
」
（『
史
學
』
五
四
―
四
、
一
九
八
五
年
）
が
あ
る
。 
 

九 

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
注
（
二
）
石
田
論
文
、
五
頁
に
詳
し
い
。 

一
〇

『
伏
見
天
皇
宸
記
』
（
『
増
補
史
料
大
成
』
第
三
巻
、
一
九
八
五
年
所
収
）
正
応
五
年
二
月
二
十
六
日
条
。 

一
一 

峰
岸
純
夫
「
永
仁
元
年
関
東
大
地
震
と
平
禅
門
の
乱
」（
峰
岸
純
夫
『
中
世 

災
害
・
戦
乱
の
社
会
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
橋
本
芳
和
「
異
国
打
手
大
将
軍
北
条
兼
時 

の
鎮
西
下
向
と
平
禅
門
の
乱
（Ⅰ

）
（Ⅱ

）（Ⅲ

）」
（『
政
治
経
済
史
学
』
五
三
〇
号
・
五
三
一
号
・
五
三
二
号
、
二
〇
一
〇
年
～
二
〇
一
一
年
）。 

一
二 

注
（
一
一
）
峰
岸
著
作
、
一
七
頁
。 

一
三 

注
（
一
一
）
橋
本
論
文
（Ⅰ

）
、
二
頁
。 

一
四 

注
（
一
一
）
橋
本
論
文
（Ⅱ

）
、
三
七
～
三
八
頁
。 

一
五 

宇
佐
美
龍
夫
『
最
新
版
日
本
被
害
地
震
総
覧
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）。
以
下
『
地
震
総
覧
』
と
略
す
。
四
三
頁
。 

一
六 

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
〇
～
六
・
五
と
さ
れ
る
（『
地
震
総
覧
』
四
三
頁
）。 

一
七 

『
鎌
倉
裏
書
』
五
六
頁
～
五
七
頁
。「
巨
福
山
」
は
建
長
寺
の
山
号
で
あ
る
。
転
倒
し
た
所
は
数
え
る
暇
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
『
武
家
裏
書
』
に
も
「
寅
刻

、
大
地
振

山
頽
、
人
屋
顚
倒
、
死
人
二
万
三
千
卅
四
人
云
々
、
関
東
分
也
、

大
慈
寺
顚
倒
云
々
、
建
長
寺
炎
上
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
死
者
の
数
は
「
二
三
〇
三
四
人
」
と
な
っ
て
い
る
（
一
五
〇

頁
）
。 

一
八 

『
保
暦
間
記
』
九
四
頁
～
九
五
頁
。 

一
九 

近
江
・
山
城
・
大
和
を
襲
っ
た
地
震
で
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
七
・
四
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（『
地
震
総
覧
』
四
三
頁
）。
特
に
京
都
に
お
い
て
被
害
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。 

二
〇 

鎌
倉
で
起
き
た
地
震
の
う
ち
、
何
か
し
ら
の
被
害
が
確
認
で
き
て
い
る
も
の
は
、
建
保
元
年
五
月
二
十
一
日
、
安
貞
元
年
三
月
七
日
、
寛
喜
二
年
閏
正
月
二
十
二
日
、
仁
治
元
年
二
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月
二
十
二
日
、
仁
治
二
年
四
月
三
日
（
推
定
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
七
・
〇
）、
正
嘉
元
年
八
月
二
十
三
日
に
起
き
た
も
の
で
あ
る
（『
地
震
総
覧
』
四
二
～
四
三
頁
）。 

二
一 

注
（
一
一
）
橋
本
論
文
（Ⅱ

）
、
三
四
頁
。 

二
二 

『
鎌
倉
裏
書
』
五
六
～
五
七
頁
、
『
武
家
裏
書
』
一
五
〇
頁
。 

二
三 

武
蔵
七
郎
は
北
条
氏
一
門
の
者
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
奥
富
敬
之
氏
は
時
村
の
孫
煕
時
か
宗
政
の
子
師
時
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
奥
富
敬
之
『
鎌
倉
北
条
一
族
』、
新
人
物 

往
来
社
、
一
九
八
三
年
、
二
三
二
頁
）。 

二
四 

こ
の
部
分
は
翻
刻
で
は
「
杲
然

（
円
）

并
飯
沼
佐
野

（
マ
マ
）

左
衛
門
入
道
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
飯
沼
」
の
助
宗
と
「
佐
野
左
衛
門
入
道
」
は
別
人
で
あ
る
た
め
、
修
正
を
加
え
て
い
る
。
親
玄 

は
日
記
内
に
お
い
て
助
宗
の
こ
と
を
「
飯
沼
」
と
表
記
し
て
い
る
。 

二
五 

頼
綱
一
族
の
鎌
倉
に
お
け
る
活
動
拠
点
に
つ
い
て
は
、
森
幸
夫
「
得
宗
被
官
平
氏
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
」（『
北
条
時
宗
の
時
代
』
所
収
）
で
触
れ
ら
れ
て
お
り
、「
小
町
」
に 

関
し
て
は
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
十
二
月
二
十
三
日
条
に
、
三
浦
泰
村
の
妻
（
泰
時
妹
）
死
去
に
よ
り
、
服
喪
の
た
め
泰
時
が
盛
綱
の
「
小
町
宅
」
に
移
っ
て
い
る
こ 

と
か
ら
、
盛
綱
は
同
月
十
九
日
条
で
得
宗
被
官
た
ち
が
新
築
の
泰
時
邸
内
に
構
え
た
若
宮
大
路
小
町
亭
内
の
屋
敷
と
は
別
に
小
町
に
屋
敷
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。 

二
六 

注
（
一
一
）
橋
本
論
文
（Ⅱ

）
、
三
五
頁
。 

二
七 

『
と
は
ず
が
た
り
』
二
四
二
頁
。 

二
八 

注
（
一
一
）
橋
本
論
文
（Ⅱ

）
、
三
六
頁
。 

二
九 

正
応
五
年
十
月
二
十
一
日
、
永
仁
元
年
九
月
二
十
九
日
、
永
仁
二
年
十
月
二
十
一
日
に
生
ま
れ
た
の
も
す
べ
て
女
子
で
あ
っ
た
（『
親
記
』
同
日
条
）。 

三
〇 

森
幸
夫
「
平
頼
綱
と
公
家
政
権
」
（『
三
浦
古
文
化
』
五
四
号
、
一
九
九
四
年
）。 

三
一 

西
弥
生
『
中
世
密
教
寺
院
と
修
法
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一
二
頁
～
一
三
頁
。 

三
二 

史
料
二
の
後
に
十
五
日
と
十
六
日
条
を
消
し
て
「
自
二

十
四
日
一

始
行
御
祈
、
公
朝
不
動
歟
、
覚
乗
金
剛
童
子
」
と
あ
る
。 

三
三 

翻
刻
で
は
「
小
壇
護
摩
壇
外
不
立
礼
盤
、
半
畳
敷
之
、」
と
な
っ
て
い
る
が
、
礼
盤
は
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
修
正
し
た
。 

三
四 

こ
れ
は
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
後
鳥
羽
院
を
願
主
と
し
て
行
わ
れ
た
大
北
斗
法
の
こ
と
で
、
山
門
・
寺
門
・
東
密
か
ら
招
請
さ
れ
た
僧
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が 

七
壇
の
北
斗
法
を
修
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

三
五 

注
（
三
一
）
西
著
作
、
九
二
～
九
四
頁
。 

三
六 

文
永
二
年
二
月
に
守
海
（
唐
橋
守
通
の
子
）
か
ら
三
宝
院
流
、
同
四
年
二
月
に
良
瑜
（
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
定
豪
の
弟
子
）
か
ら
安
祥
寺
流
、
同
六
年
二
月
に
法
助
（
将
軍
頼
経
の
弟
） 

か
ら
仁
和
寺
御
流
を
受
法
し
て
い
る
（
注
九
湯
山
論
文
、
三
〇
頁
。
吉
田
論
文
二
九
頁
）。
法
助
か
ら
の
受
法
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
法
助
の
頼
助
へ
の
置
文
が
残
っ
て
い
る
（『
神
奈

川
県
史
』
資
料
編
一
、
九
七
一
号
）
。 

三
七 

『
親
記
』
永
仁
元
年
五
月
十
八
日
条
。「
尊
勝
」
の
部
分
は
「
仏
眼
」
を
消
し
て
書
か
れ
て
い
る
。 

三
八 

『
醍
醐
寺
座
主
次
第
』（
『
史
料
綜
覧
』
五
編
九
〇
五
冊
四
四
三
頁
）。 

三
九 

な
お
、
こ
の
関
東
御
教
書
は
『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
二
四
六
号
文
書
で
あ
る
。 

四
〇 

注
（
二
）
石
田
論
文
、
四
頁
。 

四
一 

伊
藤
一
美
氏
は
こ
れ
を
長
光
が
「
連
年
勤
仕
」
の
憚
り
あ
り
と
申
し
出
て
き
た
と
解
釈
し
て
い
る
（
注
二
、
伊
藤
論
文
、
二
三
頁
）
が
、
親
玄
自
身
が
申
し
入
れ
た
と
解
釈
す
べ
き 
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で
あ
ろ
う
。 

四
二 

『
吉
続
記
』
乾
元
元
年
十
月
五
日
条
。
菊
寿
丸
の
生
年
は
没
年
か
ら
の
逆
算
。 

四
三 

「
嘉
元
三
年
雑
記
」
五
月
二
十
二
日
条
。 

【
補
注
】
本
章
は
拙
稿
「
平
禅
門
の
乱
に
お
け
る
親
玄
の
祈
祷
」
（『
解
釈
』
第
六
一
巻
九
・
十
月
号
、
二
〇
一
五
年
）
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。 
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第
三
章 
嘉
元
の
乱
と
得
宗
被
官 

  

は
じ
め
に 

 

乾
元
元
年
（
一
三
〇
二
）
九
月
三
十
日
、
貞
時
の
「
嫡
子
」
菊
寿
丸
が
五
歳
で
死
去
し

た
一

。
逆
算
す
れ
ば
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）、
貞
時
二
十
八
歳
の
時
に
生
ま
れ
た
子
で
あ

る
。
高
時
（
幼
名
成
寿
丸
）
が
誕
生
し
た
の
は
そ
の
翌
年
、
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
十

二
月
二
日
の
こ
と
で
あ
る
二

。
菊
寿
丸
と
高
時
の
間
に
は
金
寿
丸
（
金
寿
御
前
）
と
い
う

男
子
も
い
た
よ
う
だ
が
、
嘉
元
三
年
七
月
十
六
日
に
死
去
し
て
い
る
三

。
そ
の
他
、
貞
時

の
男
子
と
し
て
は
泰
家
と
千
寿
丸
が
確
認
で
き
る
が
、千
寿
丸
も
延
慶
元
年（
一
三
〇
八
）

に
四
歳
で
死
去
し
て
い
る
た
め
四

、
結
局
五
人
の
男
子
の
う
ち
、
成
長
し
た
の
は
母
を
安

達
（
大
室
）
泰
宗
女
と
す
る
高
時
と
泰
家
五

の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
史
料
上
か
ら
わ

か
る
貞
時
の
子
は
男
女
合
わ
せ
て
十
三
人
（
表
１
）
だ
が
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
男
子

三
人
、
女
子
六
人
の
計
八
名
が
夭
折
し
て
い
る
六

。 

「
嘉
元
の
乱
」
七

と
呼
ば
れ
る
事
件
が
起
き
た
の
は
、
嘉
元
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当

時
貞
時
は
三
十
五
歳
、
執
権
職
は
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
八
月
二
十
三
日
に
出
家
し
た

際
に
す
で
に
従
兄
弟
の
師
時
に
譲
り
八

、
得
宗
と
し
て
政
権
を
運
営
し
て
い
た
。 

こ
の
事
件
に
つ
い
て
『
保
暦
間
記
』
は
、
貞
時
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
内
管
領
・
侍
所
所

表１　北条貞時の子女

貞時 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

女子 乙姫御前 女子 女子 女子 女子 女子 菊寿丸 金寿丸 高時 泰家 千寿丸 女子

年齢 母(播磨局) 母(播磨局) 母(泰宗女) 母(泰宗女) 母(竹向方)

弘安7 (1284) 14

弘安8 (1285) 15

弘安9 (1286) 16

弘安10 (1287) 17

正応1 (1288) 18

正応2 (1289) 19

正応3 (1290) 20

正応4 (1291) 21

正応5 (1292) 22 死去 誕生

永仁1 (1293) 23 焼死 焼死？ 誕生

永仁2 (1294) 24 誕生

永仁3 (1295) 25

永仁4 (1296) 26

永仁5 (1297) 27 死去

永仁6 (1298) 28 1(誕生)

正安1 (1299) 29 2

正安2 (1300) 30 3

正安3 (1301) 31 死去 4

乾元1 (1302) 32 5(死去)

嘉元1 (1303) 33 死去 1(誕生)

嘉元2 (1304) 34 2 誕生？

嘉元3 (1305) 35 3 1(誕生)

徳治1 (1306) 36 4 2

徳治2 (1307) 37 5 3

延慶1 (1308) 38 6 4(死去)

延慶2 (1309) 39 7 死去

武 親 親 親 親 親 社 吉・園 北 武・鎌 ※ 親・続 園

諏訪宗経 平頼綱 平頼綱 工藤宗光父

時基室 師時室ｶ 煕時室ｶ

社…「社務記録」

年　号

典拠史料

乳母夫

※泰家の生年は泰家が「四郎」であることからの推定 武…『武家年代記裏書』

鎌…『鎌倉年代記裏書』

親…『親玄僧正日記』

園…「園太暦」

吉…『吉続記』

北…『北条九代記』

続…『続史愚抄』

備　　考

（筆者作成）
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司
で
あ
っ
た
北
条
宗
方
が
、
貞
時
の
娘
婿
で
あ
る
師
時
・
煕
時
を
討
つ
こ
と
を
企
て
、
ま
ず
は
貞
時
の
命
だ
と
し
て
四
月
二
十

三
日
に
煕
時
の
祖
父
で
あ
る
時
村
を
夜
討
に
し
、
こ
れ
が
「
僻
事
」
だ
と
わ
か
る
と
、
こ
の
時
討
手
と
な
っ
た
十
一
人
の
武
士

が
五
月
二
日
に
首
を
刎
ね
ら
れ
、
同
四
日
に
宗
方
が
貞
時
の
命
を
受
け
た
大
仏
宗
宣
・
宇
都
宮
貞
綱
に
誅
さ
れ
た
と
す
る
（
史

料
一
）。 

【
史
料
一
】『
保
暦
間
記
』
九
六
頁
～
九
七
頁 

 

同
三
年
春
比
、
駿
河
守
平
宗
方
卜
申
ハ
、
是
モ
貞
時
ノ
イ
ト
コ
也
時
頼
孫
修
理
亮
宗
頼
子

。
師
時
二
超
越
セ
ラ
ル
ゝ
事
ヲ

無
念
ニ
シ
テ

 

、
本
ヨ
リ
心
武
ク
憍
心
ノ
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
師
時
ヲ
亡
サ
ン
ト
巧
ミ
ケ
リ
。
貞
時
カ
内
ノ
執
権
ヲ
シ
、
侍

所
ノ
代
官
ナ
ン
ト
ヲ

ソ
（
〆
カ
）

、
大
方
天
下
ノ
事
ヲ
行
ケ
リ
。
其
比
、
左
京
権
大
夫
平
時
村
義
時
孫
政
村
子
、

師
時
二
相
合
テ
、

将
軍
家
ノ
執
権
ノ
連
署
ス

 

。
時
村
カ
孫
、
右
馬
権
頭
煕
時
卜
申
ハ
、
是
モ
貞
時
ノ
聟
也
。
仍
、
時
村
、
其
比
仁
躰
也

ケ
レ
ハ
、
先
彼
ヲ
討
テ
、
其
後
師
時
、
煕
時
等
ヲ
モ
討
ト
ス
ル
程
ニ
、
宗
方
、
多
人
ヲ
語
テ

 

、
終
同
四
月
廿
三
日
、

仰
卜
号
シ
テ
時
村
ヲ
夜
打
ニ
シ
タ
リ
ケ
ル
。
此
事
ヒ
カ
コ
ト
也
ケ
レ
ハ
、
合
戦
シ
タ
リ
シ
輩
、
五
月
二
日
、
和
田
七

郎
平
房

（
茂
）

明
以
下
十
一
人
、
首
ヲ
刎
ラ
ル
。
此
事
、
宗
方
カ
所
行
卜
治
定
シ
ケ
レ
ハ
、
科
難
遁
シ
テ

 

、
貞
時
ノ
為
ニ
、

同
四
月
、
陸
奥
守
宗
宣
時
房
彦
宣
時
子
、

藤
原
貞
綱
宇
都
宮
景
綱
子

等
ヲ
以
テ
、
宗
方
誅
シ
畢
。
無
益
ノ
事
ヲ
思
立
テ

 

、
如
此
ナ

ル
コ
ソ
不
思
議
也
。
是
モ
一
族
ノ
中
二
ハ
驕
ノ
故
也
。 

北
条
氏
一
門
の
内
紛
で

 

あ
り
、
結
果
と
し
て
先
陣
を
切
っ
た
十
一
名
の
武
士
（
得
宗
被
官
五
名
、
御
家
人
六
名
）
が
処
刑
さ

れ
、
宗
方
が
誅
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
件
で
あ
る
。『
鎌
倉
裏
書
』
『
武
家
裏
書
』
に
よ
っ
て
わ
か
る
、
罪
人
と
預
け
先
お
よ
び
使

者
の
一
覧
が
表
２
と
な
る
。『
武
家
裏
書
』
は
「
和
田
七
郎
茂
明
、
工
藤
中
務
丞
有
清
、
豊
後
五
郎
左
衛
門
尉
光
家
、
海
老
名
左

衛
門
次
郎
秀
経
、
白
井
小
二
郎
胤
資
、
五
大
院
九
郎
高
頼
以
上
御
内
人

」
と
し
て
お
り
、
こ
の
六
名
が
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
な
お
史
料
一
で
は
和
田
七
郎
茂
明
以
下
十
一
人
が
首
を
刎
ね
ら
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
茂
明
は
逐
電
し
た
た
め
実
際

に
は
茂
明
以
外
の
十
一
人
が
処
刑
さ
れ
て
い
る
九

。 

処刑される人 預け先 使い 備考

1 和田七郎茂明 三浦介入道 工藤右衛門入道 得宗被官※逐電したため処刑されず

2 工藤中務丞有清 遠江入道 諏訪三郎左衛門尉 得宗被官

3 豊後五郎左衛門尉光家 陸奥守 大蔵（大倉）五郎兵衛入道 得宗被官

4 海老名左衛門次郎秀綱 足利讃岐入道 武田七郎五郎 得宗被官

5 白井小次郎胤資 尾張左近大夫将監 長崎次郎兵衛尉 得宗被官

6 五大院九郎高頼 宇都宮下野守 広沢弾正忠 得宗被官

7 赤土左衛門四郎長忠 相模守 佐野左衛門入道

8 井原四郎左衛門尉盛明 掃部頭入道 粟飯原左衛門尉

9 比留新左衛門尉宗広 陸奥守 武田三郎

10 甘糟左衛門太郎忠貞 兵部大輔 工藤左近将監

11 岩田四郎左衛門尉宗家 相模守 南条中務丞

12 土岐孫太郎入道鏡円 武蔵守 伊具入道

（筆者作成）

表2　嘉元の乱における罪人一覧
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事
件
が
『
保
暦
間
記
』
の
記
述
の
通
り
宗
方
の
師
時
・
煕
時
に
対
す
る
対
抗
意
識
か
ら
起
き
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
宗
方
が
師
時
・
煕
時
を
討
と
う
と
し
て
な
ぜ
か
祖
父
の
時
村
を
殺

害
し
て
い
る
こ
と
、
時
村
殺
害
後
に
師
時
・
煕
時
が
攻
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
貞
時
が
宗
方
を
誅
殺
す
る
ま
で
に
十
一
日
を
要
し
て
い
る
こ
と
な
ど
不
自
然
な
点
が
多
い
。 

細
川
重
男
氏
は
貞
時
が
十
二
年
前
の
平
禅
門
の
乱
を
再
現
し
よ
う
と
し
、
「
得
宗
家
専
制
体
制
の
総
仕
上
げ
と
し
て
」
時
村
を
殺
害
し
た
が
、
「
失
敗
し
て
、
自
己
の
責
任
回
避
の
た

め
、
片
腕
と
も
た
の
む
宗
方
を
も
切
り
捨
て
た
」
と
し
て
い
る
一
〇

。
高
橋
慎
一
朗
氏
は
時
村
が
な
ぜ
討
た
れ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
嘉
元
の
乱
を
考
察
し
、
安
達
泰
盛
と
平
頼
綱
の
対

立
を
要
因
と
す
る
霜
月
騒
動
の
再
現
と
し
て
、
時
村
の
立
場
を
泰
盛
に
、
宗
方
の
立
場
を
頼
綱
に
擬
し
「
時
村
は
得
宗
政
権
の
支
柱
的
存
在
で
あ
っ
た
が
故
に
、
政
権
内
の
主
導
権
を
一

手
に
握
ろ
う
と
し
た
宗
方
に
狙
わ
れ
た
」
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
一
一

。
秋
山
哲
雄
氏
は
文
永
九
年
の
二
月
騒
動
に
似
て
い
る
と
し
、
「
宗
方
が
時
村
を
得
宗
の
抵
抗
勢
力
と
み
な
し
、
得

宗
の
命
令
を
拡
大
解
釈
し
て
暴
走
し
た
あ
げ
く
に
時
村
を
殺
害
し
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
本
当
に
得
宗
の
命
令
が
有
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
、
乱
の
直
接
的
な
原
因
を

得
宗
の
立
場
を
め
ぐ
る
時
村
と
宗
方
の
対
立
に
求
め
て
い
る
一
二

。 

こ
の
よ
う
に
嘉
元
の
乱
に
つ
い
て
の
解
釈
は
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
い
ま
だ
定
説
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
確
か
に
、
誤
っ
て
誅
殺
し
た
と

し
て
討
手
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
点
で
は
二
月
騒
動
と
類
似
し
て
お
り
、
得
宗
を
支
え
る
二
者
の
対
立
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
霜
月
騒
動
の
再
現
で
あ
り
、
貞
時
が
急
襲
に
よ
っ
て
時
村
を

殺
害
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
平
禅
門
の
乱
の
再
現
と
い
え
る
。
本
章
で
は
、
第
一
章
で
の
二
月
騒
動
、
第
二
章
で
の
平
禅
門
の
乱
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
得
宗
被
官
の
立
場
か
ら
嘉
元

の
乱
に
つ
い
て
再
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。 

 

第
一
節 

嘉
元
の
乱
の
背
景 

 

一 

平
禅
門
の
乱
後
の
得
宗
被
官 

 
 

永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
四
月
十
三
日
の
大
地
震
を
好
機
と
見
て
、
平
頼
綱
・
飯
沼
助
宗
父
子
を
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
誅
殺
し
、「
得
宗
」
の
手
に
政
治
の
実
権
を
取
り
戻
し
た
貞
時

は
、
ま
ず
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
霜
月
騒
動
の
処
罰
者
を
復
権
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
永
仁
二
年
六
月
に
は
霜
月
騒
動
に
関
す
る
賞
罰
を
と
も
に
否
定
し
、
改
め
て
時
宗
の
時
代

の
成
敗
に
関
す
る
不
易
法
を
定
め
て
い
る
一
三

。
高
橋
氏
は
平
禅
門
の
乱
前
後
の
得
宗
被
官
に
関
す
る
記
事
を
比
較
し
、
乱
以
前
は
頼
綱
の
一
族
が
政
権
の
中
枢
で
あ
っ
た
が
、
乱
後
は
「
法
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曹
官
僚
を
含
め
た
広
範
な
人
々
を
基
盤
と
す
る
形
」
へ
移
行
し
た
と
し
、
寄
合
衆
の
構
成
も
乱
後
に
は
得
宗
被
官
の
後
退
・
法
曹
官
僚
の
進
出
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
一
四

。 
平
禅
門
の
乱
直
後
の
得
宗
被
官
の
活
動
に
つ
い
て
は
、『
親
玄
僧
正
日
記
』
や
『
永
仁
三
年
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
断
片
的
な
が
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
親
玄
の
も
と
に
は
貞
時
の

使
者
と
し
て
、
乱
以
前
と
変
わ
ら
ず
長
崎
木
工
左
衛
門
尉
、
南
条
二
郎
左
衛
門
尉
な
ど
の
得
宗
被
官
が
訪
れ
て
お
り
、
永
仁
二
年
十
月
二
十
一
日
の
貞
時
の
妾
・
播
磨
局
の
出
産
に
際
し

て
は
「
長
崎
左
衛
門
父
子
」
（
光
綱
・
盛
宗
※
の
ち
の
円
喜
一
五

）
が
外
陣
に
祗
候
し
て
い
る
一
六

。
同
年
二
月
十
六
日
に
は
盛
宗
（
円
喜
）
が
貞
時
の
使
節
と
し
て
仁
王
経
護
摩
を
行
う
よ

う
依
頼
し
て
お
り
一
七

、
一
見
す
る
と
得
宗
被
官
の
立
場
は
乱
以
前
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
寄
合
衆
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貞
時
政
権
下
に
お
い
て
得

宗
被
官
の
政
治
的
な
発
言
権
は
著
し
く
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

細
川
重
男
氏
が
平
禅
門
の
乱
後
の
執
事
就
任
者
と
し
て
挙
げ
た
人
物
と
推
定
就
任
時
期
を
ま
と
め
た
の
が
表
３
で
あ
る
。
乱
直
後
に
執
事
と
な
っ
た
の
は
頼
綱
の
従
兄
弟
・
長
崎
光
綱

だ
が
、
光
綱
は
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
八
月
六
日
に
死
去
し
て
お
り
一
八

、
そ
の
後
は
工
藤
杲
暁
（
禅
）
、
宗
綱
、
尾
藤
時
綱
、
北
条
宗
方
、
再
び
尾
藤
時
綱
を
経
て
光
綱
の
子
・
盛
宗

（
円
喜
）
と
な
っ
て
い
る
。
頼
綱
と
同
族
の
長
崎
氏
が
処
罰
さ
れ
ず
、
光
綱
が
執
事
と
な
っ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
点
だ
が
、
そ
の
死
後
は
こ
れ
ま

で
執
事
を
出
し
た
こ
と
が
な
い
工
藤
氏
か
ら
の
就
任
で
あ
る
点
に
、
貞
時
が
執
事
を
長
崎
氏
の
世
襲
職
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
の
意
志
が
垣
間
見
え

る
。
得
宗
被
官
個
人
に
政
治
権
力
が
集
中
す
る
こ
と
を
避
け
る
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

ま
た
永
仁
元
年
九
月
二
十
九
日
に
誕
生
し
た
貞
時
の
娘
の
乳
母
夫
と
な
っ
た
の
は
工
藤
右
近
将
監
（
宗
光
）
の
父
で
あ
っ
た
一
九

。
そ
し
て
『
保
暦

間
記
』
に
「
宗
綱
ハ
一
旦
佐
渡
国
へ
流
罪
セ
ラ
レ
ケ
レ
ト
モ
、
召
帰
サ
レ
テ
、
後
ニ
ハ
官
領
ニ
成
ニ
ケ
リ
。
然
ト
モ
、
又
後
二
上
総
国
ヘ
流
罪
セ
ラ
ル
」

二
〇

と
あ
る
よ
う
に
、
貞
時
出
家
の
年
に
は
佐
渡
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
頼
綱
の
長
子
・
宗
綱
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
宗
綱
は
嘉
元
元
年
末
に
再

び
配
流
と
な
り
、
尾
藤
時
綱
を
経
て
嘉
元
二
年
十
二
月
に
北
条
宗
方
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
宗
綱
の
執
事
在
任
期
間
に
は
菊
寿
丸
と
金
寿
丸
と
い
う
二

人
の
男
子
が
死
去
し
て
お
り
、
相
次
ぐ
男
子
の
死
と
高
時
の
誕
生
は
、
得
宗
家
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
政
治
情
勢
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
宗
方
が
執
事
・
侍
所
所
司
で
あ
っ
た
の
は
翌
年
五
月
四
日
ま
で
の
わ
ず
か
五
カ
月
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

侍
所
所
司
は
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
五
月
の
和
田
合
戦
以
来
、
義
時
期
か
ら
泰
時
期
ま
で
金
窪
行
親
が
務
め
、
行
親
の
後
は
頼
綱
の
祖
父
・
平

盛
綱
（
も
し
く
は
子
の
盛
時
）
が
就
任
し
た
。
執
事
は
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
閏
七
月
二
十
九
日
に
泰
時
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
置
か
れ
た
「
家
令
」

に
尾
藤
景
綱
が
任
じ
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
で
、
景
綱
の
病
に
よ
り
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
八
月
二
十
一
日
に
盛
綱
が
後
任
と
し
て
家
令
と
な
っ
て

表3　永仁元年～徳治三年における得宗家公文書執事一覧

就任者 推定在任期間

1 長崎光綱 永仁1年(1293)7月～永仁5年(1297)8月

2 工藤杲暁 永仁5年(1297)8月～正安3年(1301)3月

3 平宗綱 正安3年(1301)3月～嘉元1年(1303)

4 尾藤時綱 嘉元1年(1303)～嘉元2年(1304)12月

5 北条宗方 嘉元2年(1304)12月～嘉元3年(1305)5月

6 尾藤時綱 嘉元3年(1305)5月～

7 長崎円喜 徳治3年(1308)頃には執事在任

※細川重男『鎌倉政権得宗専制論』（吉川弘文館、2000年）274頁を
もとに作成。
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以
降
、
得
宗
被
官
平
氏
の
世
襲
職
と
な
っ
て
い
た
。
平
禅
門
の
乱
後
は
、
侍
所
所
司
も
執
事
と
同
様
に
長
崎
氏
以
外
の
得
宗
被
官
が
務
め
て
い
た
形
跡
が
あ
り
、
宗
方
以
前
は
一
応
有
力

得
宗
被
官
家
の
人
物
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
方
が
執
事
・
侍
所
所
司
を
兼
任
し
て
い
た
嘉
元
二
年
十
二
月
七
日
か
ら
同
三
年
五
月
四
日
と
い
う
期
間
は
、

得
宗
被
官
と
い
う
身
分
が
確
立
し
て
以
降
、
最
も
得
宗
被
官
の
地
位
が
低
下
し
て
い
た
時
代
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
嘉
元
の
乱
は
侍
所
所
司
及
び
執
事
が
得

宗
被
官
で
は
な
い
と
い
う
、
特
殊
な
状
況
下
で
起
き
た
事
件
な
の
で
あ
る
。 

 

二 

時
村
「
誅
殺
」
に
関
す
る
史
料 

 

時
村
は
義
時
と
伊
賀
氏
と
の
間
に
生
ま
れ
た
政
村
を
父
と
す
る
二
一

。
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
十
二
月
に
六
波
羅
探
題
北
方
と
な
り
、
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
八
月
に
関
東
に
戻
る

と
、
十
二
月
に
は
一
番
引
付
頭
人
と
な
り
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
五
月
に
は
寄
合
衆
に
加
え
ら
れ
、
貞
時
政
権
下
の
正
安
三
年
八
月
に
連
署
と
な
る
二
二

。
時
村
の
孫
・
煕
時
は
貞
時

よ
り
八
歳
年
少
で
あ
る
二
三

。 

師
時
は
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
の
生
ま
れ
で
、
貞
時
よ
り
四
歳
年
少
で
あ
る
。
母
は
政
村
女
で
あ
り
、
父
宗
政
（
時
頼
の
子
）
が
二
十
八
歳
で
死
去
し
た
た
め
時
宗
の
猶
子
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
貞
時
の
最
初
の
室
は
宗
政
女
で
あ
る
と
い
う
二
四

。
師
時
は
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
小
侍
所
別
当
、
平
禅
門
の
乱
後
の
永
仁
元
年
に
評
定
衆
・
引
付
頭
人
に
任
じ
ら
れ
て

お
り
、
執
権
と
な
っ
た
の
は
二
十
七
歳
の
時
で
あ
る
。
貞
時
女
で
師
時
・
煕
時
の
室
と
な
っ
た
の
は
、
嘉
元
三
年
当
時
十
三
歳
と
十
二
歳
の
娘
（
表
１
‐
５
と
６
の
女
子
）
の
い
ず
れ
か

で
あ
ろ
う
か
二
五

。 

 

事
件
の
調
本
人
と
さ
れ
る
宗
方
は
宗
頼
の
子
で
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
に
誕
生
し
た
。
母
は
大
友
兵
庫
頭
頼
泰
女
で
あ
る
二
六

。
宗
方
も
貞
時
の
従
兄
弟
で
、
父
が
早
世
し
た
た
め

や
は
り
時
宗
の
猶
子
と
な
っ
て
い
る
。
貞
時
よ
り
七
歳
年
少
で
あ
り
、
永
仁
五
年
七
月
に
六
波
羅
探
題
北
方
と
し
て
入
洛
し
て
い
る
。
そ
の
後
正
安
二
年
（
一
二
九
九
）
十
一
月
二
十
五

日
に
関
東
に
下
向
し
、
十
二
月
二
十
八
日
に
評
定
衆
、
同
三
年
に
は
正
月
十
日
に
四
番
引
付
頭
、
八
月
二
十
日
に
駿
河
守
と
な
り
、
同
月
二
十
五
日
に
は
越
訴
頭
人
と
な
っ
て
い
る
。
宗

方
が
侍
所
所
司
と
な
っ
た
の
は
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
十
二
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る
二
七

。
細
川
氏
は
得
宗
家
公
文
書
執
事
と
な
っ
た
の
も
同
時
期
と
し
、
「
得
宗
の
従
弟
と
い
う
血
統

を
考
慮
す
れ
ば
、
宗
方
は
歴
代
の
得
宗
家
執
事
の
中
で
も
抜
群
の
存
在
」
で
あ
り
、「
こ
の
点
で
は
長
崎
氏
以
上
に
強
力
な
存
在
」
と
し
、
寄
合
衆
へ
の
就
任
も
指
摘
し
て
い
る
二
八

。 

ま
た
、
細
川
氏
は
嘉
元
の
乱
直
前
の
寄
合
出
席
者
と
考
え
ら
れ
る
北
条
氏
一
族
の
人
物
と
し
て
①
得
宗
一
門
…
貞
時
・
師
時
・
宗
方
・
②
庶
家
…
時
村
・
宗
宣
・
久
時
を
挙
げ
て
い
る
二
九

。
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つ
ま
り
嘉
元
の
乱
は
こ
の
寄
合
衆
に
挙
げ
ら
れ
る
人
物
の
中
で
起
き
た
こ
と
に
な
る
。
事
件
当
時
の
各
々
の
立
場
を
確
認
す
る
と
、
得
宗
貞
時
の
も
と
、
執
権
に
師
時
、
連
署
に
時
村
、

執
事
・
侍
所
所
司
・
越
訴
頭
人
に
宗
方
と
な
っ
て
い
る
。 

時
村
が
誅
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
早
馬
は
二
十
七
日
に
到
着
し
て
い
る
（
史
料
二
）
。 

【
史
料
二
】『
実
躬
卿
記
』
嘉
元
三
年
四
月
二
十
七
日
条
※
傍
線
部
筆
者 

雨
降
、
祗
二

候
常
磐
井
殿
一

之
処
、
六
波
羅
辺
馳
集
之
由
、
有
二

巷
説
一

、
委
尋
聞
之
処
、
只
今
早
馬
到
来
、
去
廿
三
日
子
刻
左
京
権
大
夫
時
村
朝
臣
僕
被
レ

誅
了
、
於
二

右
馬

権
頭
以
下
子
息
親
類
等
一

者
、
所
レ

無
二

別
事
一

也
、
可
レ

存
二

其
旨
一

之
由
、
相
二

触
六
波
羅
一

云
々
、
件
時
村
朝
臣
爲
二

両
国
司
一

加
二

合
判
一

者
也
、
如
レ

此
之
重
仁
被
レ

誅
事
未
レ

聞
二

先
例
一

、
珍
事
之
中
珍
事
也
、
仍
武
家
雖
二

馳
集
一

、
無
レ

殊
事
云
々
、
僕
被
レ

誅
由
事
未
レ

知
二

其
故
一

、
定
有
二

子
細
一

歟
、
且
此
趣
以
二

丹
後
前
司
茂
重
・
但
馬
前
司
宗
康
等

一 

奏
聞
、
両
使
馳
二

向
今
出
川
第
一

申
入
云
々
、 

 

史
料
二
に
は
「
僕
被
レ

誅
」
と
い
う
表
現
が
二
回
出
て
く
る
（
傍
線
部
）
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
そ
こ
で
、
菊
池
紳
一
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
史
料
、「
嘉
元
三
年
雑
記
」

三
〇

（
以
下
「
雑
記
」
と
略
す
）
に
こ
の
記
事
の
も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
関
東
御
教
書
（
史
料
三
）
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
見
て
み
た
い
。 

【
史
料
三
】「
雑
記
」
嘉
元
三
年
五
月
三
日
条
※
傍
線
部
筆
者 

左
京
権
大
夫
時
村
朝
臣
、
今
夜
子
刻

誤
被
レ

誅
了
、
於
二

左
馬
権
頭
以
下
子
息
・
親
類
等
一

者
、
所
レ

無
二

別
子
細
一

也
、
可
レ

被
レ

存
候
間
、
且
依
二

此
事
一

、
不
レ

可
二

発
向
一

之
由
、

可
レ

被
レ

相
二

触
在
京
人
并
西
国
地
頭
・
御
家
人
等
一

之
状
、
依
レ

仰
執
達
如
レ

件
、 

 

嘉
元
三
年
四
月
廿
三
日 
 
 
 

相
模
守

（

師

時

）

在
判 

遠
江
守

（

時

範

）

殿 

越
後
守

（

貞

顕

）

殿 

こ
の
御
教
書
は
時
村
が
殺
害
さ
れ
て
連
署
が
不
在
の
た
め
、
執
権
師
時
が
単
独
で
発
給
し
て
い
る
。
「
今
夜
子
刻

」
に
時
村
が
「
誤
っ
て
」
誅
さ
れ
た
こ
と
、
時
村
の
子
息
・
親
類
等
は

無
事
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
で
鎌
倉
に
参
上
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
在
京
人
・
西
国
の
地
頭
・
御
家
人
等
に
相
触
れ
る
よ
う
に
と
六
波
羅
探
題
北
方
の
北
条
時
範
と
南
方
の
金
沢
貞
顕
に

命
じ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
「
左
京
権
大
夫
時
村
朝
臣
～
可
レ

被
レ

存
候
間
」
ま
で
史
料
二
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
三
条
実
躬
が
こ
の
御
教
書
を
も
と
に
日
記
を
記
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
二
の
「
僕
被
レ

誅
了
」
と
「
僕
被
レ

誅
由
事
」
の
「
僕
」
は
「
誤
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
時
村
が
殺
害
さ
れ
た
そ
の
日
の
う
ち
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に
「
被
レ

誅
了
」
で
は
な
く
「
誤
被
レ

誅
了
」
と
い
う
内
容
の
御
教
書
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
帯
び
て
東
使
が
京
に
向
け
て
出
発
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
三
一

。
東
使
と
し
て
上
洛
し
た
の
は
、

『
武
家
裏
書
』
に
よ
れ
ば
得
宗
被
官
の
万
年
馬
允
と
工
藤
新
左
衛
門
尉
で
あ
り
三
二

、
史
料
二
の
今
出
川
亭
（
関
東
申
次
の
西
園
寺
公
衡
亭
）
に
馳
せ
向
か
っ
た
と
い
う
東
使
二
名
は
こ
の

二
人
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
六
波
羅
評
定
衆
の
丹
後
前
司
（
長
井
）
茂
重
と
但
馬
前
司
（
町
野
）
宗
康
三
三

に
よ
っ
て
院
に
奏
聞
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
見
聞
私
記
』
に
は
「
権
大
夫
時
村
被
レ

打
了
。
自
二

河
西
谷
一

火
出
来
。
一
所
屋
形
已
下
悉
焼
失
了
」
と
あ
り
三
四

、
こ
の
騒
動
の
中
で
時
村
の
「
河
西
谷
火
」（
葛
西
ガ
谷
）
の
館
が

焼
失
し
た
と
あ
る
。
時
村
と
と
も
に
命
を
落
と
し
た
の
は
五
十
余
人
、
時
間
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
史
料
も
「
子
刻
」（
現
在
の
時
間
に
す
る
と
二
十
三
日
の
午
後
十
一
時
～
二
十
四
日
の

午
前
一
時
）
と
あ
る
の
で
、
深
夜
に
急
襲
し
た
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
時
村
自
身
に
は
討
た
れ
る
よ
う
な
落
ち
度
は
見
当
た
ら
ず
、
実
躬
も
時
村
が
誤
っ
て
誅
殺
さ
れ
た
理
由
に

つ
い
て
は
「
未
レ

知
二

其
故
一

」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
誅
殺
理
由
は
伝
え
ら
れ
て
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 
 

第
二
節 

嘉
元
の
乱
再
考 

 

一 

宗
方
誅
殺
関
連
史
料
の
検
討 

 

五
月
四
日
の
宗
方
誅
殺
を
伝
え
る
「
関
東
飛
脚
」（
東
使
）
が
到
着
し
た
日
時
に
つ
い
て
、
史
料
四
は
「
去
夜
」（
七
日
夜
）
と
し
、
史
料
五
は
「
六
日
夜
」
と
す
る
。『
実
躬
卿
記
』
と

「
雑
記
」
が
と
も
に
載
せ
て
い
る
関
東
御
教
書
（
史
料
六
）
に
よ
っ
て
宗
方
誅
殺
は
四
日
午
刻
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
さ
す
が
に
六
日
夜
に
上
洛
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
史

料
四
に
あ
る
通
り
「
七
日
子
刻
」
に
到
着
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

【
史
料
四
】『
実
躬
卿
記
』
嘉
元
三
年
五
月
八
日
条 

去
夜
子
刻
関
東
飛
脚
到
来
、
駿
河
守
宗
方
去
四
日
被
レ

誅
云
々
、
武
家
終
夜
馳
集
云
々
、
宗
方
当
時
随
分
有
二

賢
者
之
聞
一

、
不
便
不
便
、 

（
中
略
） 

如
二

巷
説
一

者
、
時
村
朝
臣
被
レ

誅
事
、
更
非
二

禅
門
之
所
存
一

歟
、
仍
寄
手
等
有
二

沙
汰
一

、
去
二
日
十
二
人
被
レ

切
レ

頸
之
処
、
為
二

宗
方
之
下
知
一

之
由
風
聞
、
仍
四
日
此
事
於
二

相
州
禅
門
去
月
廿
二
日
焼
失
、
仍
此
間
寄
宿
相
州
師
時
云
々
、

亭
一

、
加
二

評
定
一

之
処
宗
方
推
入
来
、
以
二

時
清
入
道
一

暫
不
レ

可
二

来
臨
一

之
由
、
仰
含
之
時
、
則
時
清
入
道
与
打
合
、
共
落
命
云
々
、
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所
行
之
企
太
為
二

濫
吹
一

者
歟
、
凡
珍
事
々
々
、
朝
家
之
衰
微
、
何
事
如
レ

之
哉
、
可
レ

悲
可
レ

恐
、
於
レ

事
非
下

無
二

怖
畏
一

者
上

哉
、
就
レ

之
在
京
人
・
篝
屋
両
人
・
奉
行
人
等
有
二

宗
方
於
由
緒
之
輩
小
々
一

、
今
曉
召
二

籠
武
家
一

云
々
、
時
村
誅
罰
之
時
、
於
二

当
座
一

落
命
可
レ

然
之
輩
、
時
村
之
外
、
五
十
余
人
之
由
、
有
二

其
聞
一

、
此
外
宗
方
之
余
党
数
輩

打
死
云
々
、 

【
史
料
五
】「
雑
記
」
五
月
十
一
日
条 

 

語
云
、
去
四
日
駿
川
守
殿
於
二

山
内
入
道
殿
之
亭
一

、
被
レ

誅
之
旨
、
早
馬
去
六
日
夜
計
着
二

六
波
羅
一

候
、
雖
レ

然
、
如
二

先
日
一

不
レ

可
二

発
向
一

之
旨
、
被
レ

相
二

触
西
国
地
頭
・

御
家
人
等
一

候
、
即
当
国
中
者
、
鵜
沼
左
衛
門
入
道
相
二

副
施
行
一

下
二

遣
之
一

数
十
通
候
、
向
ニ

左
京
権
大
夫
殿
一

打
手
十
二
人
被
二

召
籠
一

、
一
人
ハ
逃
失
候
、
今
十
一
人
於
二

湯
（
由
）

井
浜
一

被
レ

切
レ

頭
候
、
宗
像
新
左
衛
門
尉
被
レ

召
二

籠
六
波
羅
一

候
之
旨
、
其
聞
候
云
々
、
当
国
住
上
藤
九
郎
永
野
九
郎
也

、
十
一
人
切
レ

頭
之
随
一
候
云
々
、 

 

三
条
実
躬
は
史
料
四
で
宗
方
の
こ
と
を
「
当
時
」（
現
在
）「
有
二

賢
者
之
聞
一

」
す
な
わ
ち
賢
明
で
堅
実
な
人
物
と
の
聞
こ
え
が
あ
っ
た
と
し
て
、
宗
方
の
死
を
「
不
便
」
だ
と
し
て
い

る
。
宗
方
は
永
仁
五
年
～
正
安
二
年
ま
で
六
波
羅
探
題
北
方
と
し
て
在
京
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
京
都
で
も
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
史
料
一
の
『
保
暦
間
記
』
の
記

述
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
時
村
の
討
手
十
一
名
の
処
罰
に
関
し
て
の
情
報
を
新
た
に
記
し
て
お
り
、
巷
で
は
時
村
誅
殺
は
「
貞
時
の

考
え
で
は
な
い
」
と
の
説
が
流
れ
、
二
日
に
十
一
人
の
寄
手
の
首
を
刎
ね
た
と
こ
ろ
、
宗
方
の
下
知
で
あ
る
と
の
「
風
聞
」
が
流
れ
た
。
そ
こ
で
四
日
、
師
時
亭
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

評
定
を
加
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
宗
方
が
殿
中
の
騒
動
を
聞
き
「
推
（
押
）
入
来
」
た
た
め
、
時
清
と
宗
方
が
打
ち
合
い
に
な
り
、
と
も
に
死
亡
し
た
と
し
て
い
る
。『
実
躬
卿
記
』
と
「
雑

記
」
は
い
ず
れ
も
五
月
四
日
付
の
関
東
御
教
書
（
史
料
六
）
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
宗
方
は
「
陰
謀
之
企
」
が
あ
っ
た
と
し
て
誅
さ
れ
た
の
だ
と
伝
え
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。 

【
史
料
六
】『
実
躬
卿
記
』
嘉
元
三
年
五
月
八
日
条
、「
雑
記
」
五
月
十
八
日
条 

駿
河
守
宗
方
依
レ

有
二

陰
謀
之
企
一

、
今
日
午
刻
、
被
レ

誅
了
、
可
レ

存
二

其
旨
一

、
且
就
二

此
事
一

、
在
京
人
并
西
国
地
頭
・
御
家
人
等
不
レ

可
二

参
向
一

之
由
、
可
レ

被
二

相
触
一

、
子

細
以
二

武
藤
三
郎
左
衞
門
入
道
々
智
・
五
大
院
平
六
左
衞
門
尉
繁
貞
一

所
レ

被
レ

仰
也
、
仍
執
達
如
レ

件
、 

嘉
元
三
年
五
月
四
日 

 

相
模
守
判 

 
 
 

遠
江
守
殿 

 
 
 

越
後
守
殿 
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史
料
六
の
武
藤
三
郎
左
衛
門
入
道
道
智
と
五
大
院
平
六
左
衛
門
尉
繁
貞
が
こ
の
時
の
東
使
で
あ
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
の
両
名
が
口
頭
で
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
雑
記
」
は

「
武
藤
三
郎
左
衛
門
入
道
道
智
」
の
部
分
を
「
武
石
三
郎
左
衛
門
入
道
道
哥
」
と
し
て
い
る
。
処
刑
さ
れ
た
十
一
人
の
中
に
繁
貞
と
同
族
と
思
わ
れ
る
五
大
院
九
郎
高
頼
の
名
が
あ
る
た

め
、
五
大
院
氏
は
得
宗
被
官
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
御
家
人
と
得
宗
被
官
の
組
み
合
わ
せ
で
東
使
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
武
藤
（
武
石
）
氏
も
得
宗
被
官
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
大
斉
番
文
」
に
「
武
藤
後
家
」
が
見
ら
れ
る
（
付
表
７
）
こ
と
か
ら
、「
武
藤
三
郎
左
衛
門
入
道
道
智
」
の
ほ
う
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

宗
方
が
誅
せ
ら
れ
た
時
の
状
況
に
は
、
史
料
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

・『
保
暦
間
記
』（
史
料
一
）
…
宗
宣
と
貞
綱
等
を
も
っ
て
宗
方
を
誅
し
た
。 

・『
実
躬
卿
記
』（
史
料
四
）
…
時
村
殺
害
が
宗
方
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
風
聞
に
関
し
て
師
時
亭
で
評
定
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
宗
方
が
押
し
入
り
、
佐
々
木
時
清
（
阿
清
）
を

し
て
し
ば
ら
く
来
る
べ
き
で
は
な
い
と
伝
え
に
行
か
せ
た
が
、
時
清
と
宗
方
が
討
ち
合
い
に
な
り
共
に
討
死
し
た
。 

・『
鎌
倉
裏
書
』（
史
料
七
）
…
宗
宣
と
貞
綱
が
宗
方
亭
に
攻
め
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
宗
方
が
殿
中
の
「
騒
擾
（
騒
乱
）」
を
聞
い
て
宿
所
よ
り
参
上
し
、
阿
清
は
宗
方
の

た
め
に
討
た
れ
た
。
宗
方
の
「
被
管
」（
被
官
）
も
所
々
で
討
た
れ
た
。 

 

師
時
亭
で
合
戦
準
備
を
し
て
い
た
と
す
る
『
鎌
倉
裏
書
』
の
記
述
に
対
し
、『
実
躬
卿
記
』
で
は
評
定
を
加
え
て
い
た
だ
け
だ
と
い
う
点
が
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
か
。 

【
史
料
七
】『
鎌
倉
裏
書
』
嘉
元
三
年
五
月
四
日
条 

四
日
、
駿
河
守
宗
方
被
レ

誅
、
討
手
陸
奥
守
宗
宣
、
下
野
守
貞
綱
、
既
欲
ニ

攻
寄
一

之
処
、
宗
方
聞
ニ

殿
中
師
時
館
、
禅
閤
同
宿
、

騒
擾
一

、
自
ニ

宿
所
一

被
レ

参
之
間
、
隠
岐
入
道
阿
清
為
ニ

宗
方
一

被
レ

討
訖
、
宗
方
被
管
於
ニ

処
々
一

被
レ

誅
了
、
於
ニ

御
方
一

討
死
人
々
、
備
前
掃
部
助
貞
宗
、
信
濃
四
郎
左
衛
門
尉
、
下
条
右
衛
門
次
郎
等
也
、
被
レ

疵
者
八
人
云
々
、 

 

こ
こ
で
、
次
の
史
料
八
に
注
目
し
た
い
。
長
い
た
め
、
便
宜
上
四
つ
に
分
け
、
①
～
④
の
番
号
を
付
し
た
。 

【
史
料
八
】「
雑
記
」
五
月
二
十
二
日
条 

①
夫
丸
下
二

向
大
野
木
庄
一

事
、
夫
被
レ

付
二

給
主
一

、
有
二

所
存
一

者
可
二

差
申
一

云
々
、 

自
二

関
東
一

態
□
二

此
川
一

帰
座
之
間
、
被
レ

下
二

御
礼
一

、
拝
二

見
之
一

、
去
月
廿
三
日
左
京
権
大
夫
殿
被
レ

誅
誤
也
、
今
月
四
日
駿
川
殿
被
レ

誅
、
御
祈
結
願
日
也
、
不
思
議
云
々
、 

②
自
二

去
月
廿
三
日
一

御
二

始 

行
仁
王
経
護
摩
一

、
今
月
四
日
御
結
願
、
件
日
駿
川
守
被
レ

誅
了
、
是
御
法
験
之
至
也
、
正
応
以
後
之
珍
事
等
、
毎
度
御
二

懇 
 
 

仕
御
祈
一

、
今

度
又
有
二

御
下
向
一

被
レ

致
二

御
懇
祈
一

之
条
、
殊
以
恐
悦
之
由
、
入
道
殿
有
二

御
対
面
一

、
再
三
被
二

畏
申
一

、
任
二

正
応
之
例
一

、
重
又
有
二

天
下
静
謐
一

依
レ

為
二

佳
例
一

、
仏
眼
護
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摩
三
七
ケ
日
可
レ

被
レ

修
之
由
有
二

其
沙
汰
一

云
々
、 

③ 

正
応
六
年
平
左
衛
門
入
道
杲
円
被
レ

誅
之
後
、
自
二

四
（
五
）

月
廿
三
日
一

仏
眼
御
修
法
被
レ

修
之
、
伴
僧
八
口
、
修
法
以
後
被
レ

成
二

護
摩
一
七
ケ
日
一

、
以
二

注
文
一

被
レ

成
レ

供
二

奉
行
二
人
塩
飽
右
近
将
監
盛
遠
・
神
四
郎
入
道
一

了
儀
也
、
百
日
行
二

坐
殿
中
一

、
于
時
将
軍
同
御
坐
殿
中

、
百
日
之
間
天
下
泰
平
・
四
海
静
謐
之
間
、
種
々
被
レ

悦
□
、
白
□

（
菊
）

御
状
付

之
、
守
二

彼
例
一

可
レ

被
レ

修
之
歟
、 

④
駿
川
守
屋
形
懸
レ

火
之
間
、
依
レ

風
近
辺
及
二

二
階
堂
大
路
一

悉
焼
失
了
、
御
坊
同
焼
失
也
、
三
浦
介
三
郎
経
綱
童
名
幸
意

、
打
二

入
大
夫
殿
一

、
打
二

取
敵
三
人
一

、
即
□
□
了
、
仍

被
レ

成
二

召
人
一

可
レ

被
二

流
罪
一

云
々
、
座
主
僧
正
御
房
令
二

申
預
一

給
云
々
、
白
井
小
次
郎
不
二

知
食
一

之
間
、
切
レ

頭
以
後
被
二

聞
食
一

□
事
歟
、 

越
後
方
□
□
□
子
、
相
模
入
道
殿
為
二
御
猶
子
一
、 

 

親
玄
は
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
以
降
に
後
宇
多
院
の
院
宣
に
よ
っ
て
上
洛
し
て
お
り
、
嘉
元
二
年
に
は
亀
山
院
の
子
・
聖
雲
法
親
王
に
灌
頂
を
授
け
て
い
る
三
五

。
親
玄
が
再
び
鎌
倉

に
下
向
し
た
の
は
こ
の
嘉
元
三
年
で
あ
り
三
六

、
「
座
主
僧
正
御
房
」
は
親
玄
の
こ
と
で
あ
る
。
史
料
八
の
①
の
部
分
で
宗
方
が
誅
さ
れ
た
五
月
四
日
が
「
御
祈
結
願
日
」
で
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
九
に
「
自
今
日
座
主
僧
正
御
房
仁
王
経
護
摩
一
七
ヶ
日
御
始
行
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
「
御
祈
」
を
行
っ
た
の
は
親
玄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

【
史
料
九
】「
雑
記
」
四
月
二
十
三
日
条 

 

相
模
入
道
殿
亭
炎
上
云
々
、
子
刻
左
京
権
大
夫
時
村
朝
臣
被
レ

誅
了
、
誤
云
々
、
駿
川
守
宗
方
結
構
云
々
、
自
二

今
日
一

座
主
僧
正
御
房
仁
王
経
護
摩
一
七
ヶ
日
御
始
行
云
々
、 

「
雑
記
」
は
鎌
倉
か
ら
伝
え
ら
れ
た
出
来
事
を
醍
醐
寺
地
蔵
院
で
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
基
本
的
に
は
事
件
の
起
き
た
数
日
後
の
記
事
に
鎌
倉
の
出
来
事
が
記
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
史
料
九
に
関
し
て
は
、
鎌
倉
で
四
月
二
十
三
日
に
起
き
た
事
件
が
こ
の
日
に
京
都
に
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
雑
記
」
を
記
し
た
人
物
が
後
の
記
事
と
の
関
連
か

ら
挿
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
史
料
九
は
史
料
八
と
関
連
付
け
て
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

四
月
二
十
三
日
か
ら
一
七
日
（
七
日
間
）
の
予
定
で
あ
れ
ば
結
願
は
四
月
二
十
九
日
の
は
ず
だ
が
、
②
に
は
四
月
二
十
三
日
に
始
め
た
仁
王
経
護
摩
が
「
今
月
四
日
御
結
願
」
と
あ
り
、

予
定
よ
り
も
長
く
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
「
雑
記
」
の
記
主
に
し
て
み
れ
ば
宗
方
が
誅
さ
れ
た
こ
と
は
「
是
御
法
験
之
至
也
」
と
さ
れ
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
三
条
実
躬
が
宗
方
の
死
を
「
不
便
不
便
」
と
記
し
て
い
る
の
と
対
極
の
反
応
で
あ
る
。 

史
料
八
②
、
史
料
九
に
よ
っ
て
時
村
が
殺
害
さ
れ
た
日
よ
り
親
玄
が
仁
王
経
護
摩
を
始
行
し
、
宗
方
誅
殺
後
に
は
貞
時
は
親
玄
と
対
面
し
て
世
情
静
謐
の
た
め
に
、「
正
応
之
例
」
に
任

せ
て
仏
眼
護
摩
を
三
七
日
（
二
十
一
日
間
）
修
す
よ
う
貞
時
よ
り
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
③
は
平
禅
門
の
乱
後
に
親
玄
が
行
っ
た
仏
眼
護
摩
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。「
今
度
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又
有
二

御
下
向
一

被
レ

致
二

御
懇
祈
一

之
条
」
と
あ
る
よ
う
に
、
親
玄
が
再
び
鎌
倉
に
下
向
し
た
の
は
、
嘉
元
の
乱
の
直
前
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。 

 

④
に
は
宗
方
の
館
を
放
火
し
た
と
こ
ろ
、
風
に
よ
っ
て
宗
方
亭
近
辺
や
二
階
堂
大
路
が
悉
く
焼
失
し
た
と
あ
り
、『
見
聞
私
記
』
に
も
「
駿
河
守
宗
方
被
レ

打
了
。
自
二

宿
所
放
火
一

二
階

堂
大
路
□
□
堂
谷
口
悉
焼
失
了
」
と
記
さ
れ
て
い
る
三
七

。
宗
方
が
時
清
と
相
討
ち
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
宗
方
が
死
亡
し
た
後
、
宗
方
亭
を
攻
め
た
の
が
宗
宣
と
貞
綱
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
④
か
ら
は
親
玄
が
三
浦
経
盛
の
預
先
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
経
盛
は
時
村
亭
に
討
ち
入
り
、
三
人
を
討
ち
取
り
配
流
に
処
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
親
玄
が

経
盛
と
面
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
身
柄
を
預
か
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
一
方
白
井
小
次
郎
に
つ
い
て
は
親
玄
が
「
知
ら
な
か
っ
た
」
た
め
斬
首
と
な
っ
た
と
い
う
。
斬
首
さ
れ
た
十

一
人
の
他
に
も
流
罪
な
ど
に
処
せ
ら
れ
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

二 

嘉
元
の
乱
に
関
す
る
解
釈 

 

本
論
文
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
事
件
で
は
、
必
ず
討
た
れ
た
側
が
謀
叛
を
起
こ
す
と
い
う
風
聞
が
事
前
に
流
れ
て
い
た
（
流
さ
れ
て
い
た
）
が
、
時
村
に
関
し
て
は
そ
の
よ

う
な
記
録
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
事
件
直
前
の
鎌
倉
の
状
況
を
見
て
い
く
と
、
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
出
来
事
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
嘉
元
三
年
四
月
六
日
夘
刻
の
大
地

震
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
時
村
殺
害
の
前
日
・
二
十
二
日
に
起
き
た
貞
時
亭
炎
上
で
あ
る
。
地
震
に
つ
い
て
は
史
料
も
少
な
く
、
大
き
な
被
害
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
あ
ま
り

注
目
さ
れ
て
は
な
い
が
、
嘉
元
の
乱
は
「
大
地
震
」
の
後
の
政
変
と
い
う
点
で
は
、
永
仁
の
大
地
震
の
後
に
起
き
た
平
禅
門
の
乱
と
共
通
し
て
い
る
。
事
件
の
起
き
た
時
期
が
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
こ
と
、
乱
の
後
に
親
玄
が
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
親
玄
が
収
公
さ
れ
た
所
領
か
ら
新
た
に
所
領
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
三
八

も
平
禅
門
の
乱
と
の
共
通
点
と
言
え
よ
う
。 

貞
時
亭
炎
上
の
理
由
は
「
大
多
和
讃
岐
尼
恵
鍳
」
の
も
と
よ
り
出
火
し
た
と
記
さ
れ
、
『
見
聞
私
記
』
に
は
「
自
二

殿
中
対
屋
一

火
出
来
」
と
あ
る
三
九

こ
と
か
ら
、
細
川
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
貞
時
亭
の
向
か
い
に
あ
る
大
多
和
讃
岐
尼
恵
鍳
の
屋
敷
か
ら
の
出
火
で
あ
ろ
う
四
〇

。
『
鎌
倉
裏
書
』
に
よ
れ
ば
貞
時
は
三
月
二
十
一
日
に
山
内
に
移
っ
て
お
り
、
四
月
二
十
二

日
は
平
禅
門
の
乱
が
起
き
た
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
火
災
に
つ
い
て
は
故
意
に
起
こ
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
単
に
偶
然
起
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
貞
時
は
こ
の
火
災
を
時
村
に
よ
る
謀
叛
だ
と
し
て
、
討
手
を
派
遣
す
る
理
由
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
村
の
誅
殺
を
計
画
し
て
い
た
貞
時
に
と
っ
て
、
「
大
地
震
」
は
平

禅
門
の
乱
の
勝
利
を
連
想
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
火
災
と
い
う
混
乱
が
加
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
時
村
に
は
落
ち
度
が
な
い
た
め
、
貞
時
の
父
時
宗
と
時
村
の
父
・
政

村
が
二
月
騒
動
で
と
っ
た
「
誤
っ
て
」
誅
殺
方
式
を
採
用
し
た
。
当
日
に
「
誤
被
誅
」
と
六
波
羅
に
使
者
を
派
遣
し
な
が
ら
、
五
月
二
日
に
風
聞
が
流
れ
る
ま
で
宗
方
に
対
し
て
何
の
処
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罰
も
与
え
て
い
な
い
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
宗
方
が
単
独
で
起
こ
し
た
事
件
で
は
な
く
、
貞
時
が
実
際
に
命
を
出
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

時
宗
は
二
月
騒
動
で
も
っ
て
得
宗
権
力
を
確
立
し
て
い
る
四
一

。
そ
し
て
貞
時
は
事
件
の
五
か
月
前
に
宗
方
を
執
事
・
侍
所
所
司
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
得
宗
家
に
よ
る
権
力
強
化
を
図

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
今
回
は
時
村
を
急
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
討
手
は
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
月
騒
動
の
時
の
よ
う

に
「
追
加
法
」
四
四
八
の
「
無
ニ

左
右
一
」

く
「
馳
向
之
輩
」
を
処
罰
し
た
の
で
は
な
く
、
追
討
の
命
を
受
け
た
武
士
を
処
罰
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
得
宗
被
官
や
御
家
人
た
ち
の
反

発
を
招
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
貞
時
・
師
時
は
宗
方
を
切
り
捨
て
る
形
と
な
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
貞
時
は
父
・
時
宗
の
代
の
二
月
騒
動
と
自
身
の
平
禅
門
の
乱
の
勝
利
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
、
時
村
殺
害
を
企
て
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
親
玄
に

よ
る
祈
祷
は
貞
時
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
親
玄
を
京
都
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
呼
び
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
二
月
騒
動
と
平
禅
門
の
乱
は
嘉
元
の
乱

の
前
提
と
な
っ
た
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
後
、
貞
時
は
政
治
へ
の
意
欲
を
失
っ
た
の
か
、
徳
治
三
年
に
は
評
定
や
寄
合
に
も
出
席
せ
ず
に
酒
宴
を
繰
り
返
し
て
い
る
四
二

。
師
時
は
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
九
月
二
十
二
日

に
死
去
し
四
三

、
貞
時
も
同
年
十
月
二
十
六
日
に
死
去
す
る
。
こ
の
時
、
高
時
は
わ
ず
か
九
歳
で
あ
り
、
長
崎
盛
宗
（
円
喜
）
は
高
時
の
「
後
見
」
と
し
て
権
力
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と
、
二
日
に
流
れ
た
「
為
二

宗
方
之
下
知
一

之
由
」
と
の
風
聞
は
、
貞
時
政
権
化
に
お
い
て
政
治
的
発
言
権
を
失
い
、
得
宗
家
公
文
所
執
事
・
侍

所
所
司
と
い
う
立
場
を
失
っ
た
得
宗
被
官
た
ち
が
流
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
風
聞
に
よ
っ
て
政
敵
を
倒
す
と
い
う
の
は
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
り
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
時
村
の
誅
殺
と
討
手
の
処
刑
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
混
乱
や
政
情
不
安
は
、
得
宗
被
官
に
と
っ
て
宗
方
を
失
脚
さ
せ
る
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。 

嘉
元
の
乱
後
は
宗
方
の
前
に
執
事
で
あ
っ
た
尾
藤
時
綱
が
再
任
し
て
お
り
、
侍
所
所
司
も
同
様
に
得
宗
被
官
の
手
に
戻
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
連
署
に
つ
い
て
は
二
か
月
以
上
の
空
白

期
間
を
経
て
、
宗
方
亭
を
攻
め
た
宗
宣
が
連
署
と
な
っ
て
い
る
四
四

。
こ
う
し
て
、
貞
時
の
政
治
改
革
は
否
定
さ
れ
、
有
力
得
宗
被
官
や
北
条
一
門
の
特
権
階
級
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
あ

る
意
味
正
常
な
状
態
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
こ
う
も
あ
っ
さ
り
と
貞
時
が
政
治
の
実
権
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
平
禅
門
の
乱
の
時
と
は
違
い
、
貞
時
に
男
子
が
誕
生
し

て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
嘉
元
の
乱
当
時
、
金
寿
丸
と
高
時
は
乳
母
夫
の
得
宗
被
官
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
世
襲
化
が
否
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
高
時
誕

生
の
段
階
で
は
一
応
執
事
も
侍
所
所
司
も
有
力
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
貞
時
の
子
息
の
乳
母
夫
は
や
は
り
有
力
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
筆
者
は
宗
方
が
討
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
要
因
の
一
つ
は
侍
所
所
司
と
執
事
の
立
場
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
得
宗
被
官
の
反
発
に
あ
っ
た
と

考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
金
寿
丸
と
高
時
が
得
宗
被
官
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
得
宗
被
官
を
要
職
か
ら
排

除
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
嘉
元
の
乱
当
時
、
有
力
得
宗
被
官
と
得
宗
貞
時
と
の
間
に
は
溝
が
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
時
村
の
誅
殺
に
よ
っ
て
、
貞
時
が
目
指
す

新
し
い
政
治
体
制
か
ら
排
除
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
北
条
一
門
・
御
家
人
・
得
宗
被
官
の
利
害
関
係
は
一
致
し
て
い
る
。
金
寿
丸
と
高
時
の
身
柄
を
押
さ
え
た
得
宗
被
官
は
、
そ
の
他
の
特
権

階
級
の
人
々
と
と
も
に
貞
時
の
政
治
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
宗
方
の
誅
殺
事
件
で
あ
り
、
貞
時
は
政
治
に
対
す
る
意
欲
を
失
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
政
治
の

実
権
を
奪
わ
れ
、
酒
宴
を
繰
り
返
す
よ
り
他
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
と
言
え
よ
う
。 

貞
時
の
「
世
襲
化
の
否
定
」
は
否
定
さ
れ
、
円
喜
は
執
事
と
侍
所
所
司
を
そ
れ
ぞ
れ
嫡
子
の
高
資
と
、
そ
の
弟
高
貞
に
譲
る
こ
と
で
、
再
び
長
崎
氏
の
世
襲
に
す
る
体
制
を
敷
い
て
い

く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
長
崎
氏
を
中
心
と
す
る
得
宗
被
官
と
、
得
宗
高
時
の
外
戚
た
る
安
達
氏
が
政
治
の
主
導
権
を
握
る
と
い
う
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
に
至
る
ま
で
の
政
治
体
制
が
生
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

得
宗
被
官
平
氏
の
初
代
・
平
盛
綱
以
降
、
長
崎
光
綱
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
平
（
長
崎
）
氏
の
世
襲
職
と
は
い
え
、
代
々
得
宗
被
官
が
担
っ
て
き
た
侍
所
所
司
と
執
事
と
い
う
職
は
、
平

頼
綱
や
長
崎
円
喜
の
姿
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
強
大
な
権
力
を
行
使
し
得
る
立
場
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
貞
時
は
得
宗
被
官
を
排
し
て
宗
方
を
置
く
こ
と
で
、
得
宗
家
の
権

力
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
先
例
」
が
で
き
た
以
上
、
嘉
元
の
乱
で
宗
方
が
討
た
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
以
降
も
得
宗
に
近
い
人
物
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
そ
う
な
れ
ば
得
宗
被
官
が
再
び
そ
の
立
場
を
得
る
余
地
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
有
力
得
宗
被
官
た
ち
に
と
っ
て
、
宗
方
は
こ
れ
ま
で
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
立
場

を
奪
い
取
っ
た
存
在
に
外
な
ら
な
い
。 

宗
方
の
誅
殺
に
関
す
る
史
料
に
は
、
直
接
有
力
得
宗
被
官
た
ち
が
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
嘉
元
の
乱
当
時
、
侍
所
所
司
と
執
事
が
「
得
宗

被
官
で
は
な
い
」
と
い
う
点
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
宗
方
に
立
場
を
奪
わ
れ
て
い
た
得
宗
被
官
の
反
発
と
い
う
背
景
が
浮
か
び
上
が
る
。
換
言
す
れ
ば
、
嘉
元
の
乱
は
得
宗
被
官
の
視
点

で
見
な
け
れ
ば
、
そ
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
件
な
の
で
あ
る
。 
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時
村
誅
殺
事
件
は
貞
時
が
本
当
の
意
味
で
の
「
得
宗
専
制
政
治
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
二
月
騒
動
の
「
誤
誅
殺
」
方
式
を
用
い
て
平
禅
門
の
乱
の
勝
利
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
有
力
北
条
一
門
・
有
力
得
宗
被
官
・
有
力
御
家
人
と
い
う
幕
府
上
層
部
の
特
権
階
級
の
反
発
と
し
て
起
き
た
の
が
宗
方
の
討
死
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
得

宗
専
制
政
治
」
は
事
実
上
終
焉
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
政
治
体
制
が
「
特
権
階
級
の
合
議
」
で
あ
る
理
由
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
政
治
体
制
で
あ
っ
た
か

ら
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
政
治
体
制
が
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
つ
な
が
り
、
得
宗
高
時
の
死
と
と
も
に
「
得
宗
被
官
」
と
い
う
存
在
も
消
滅
す
る
。
嘉
元
の
乱
と
い
う
事
件
は
、
得

宗
被
官
に
と
っ
て
は
再
び
政
治
的
発
言
権
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
事
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
破
滅
へ
の
序
章
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

注 

 

一 

『
吉
続
記
』
乾
元
元
年
十
月
五
日
条
、『
園
太
暦
』
（
第
一
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）
康
永
四
年
八
月
二
日
条
。 

二 

高
時
の
生
年
に
つ
い
て
は
『
保
暦
間
記
』
（
九
六
頁
～
九
七
頁
）
に
記
述
が
あ
る
他
、
延
慶
二
年
正
月
二
十
一
日
に
七
歳
で
元
服
し
て
い
る
（『
鎌
倉
年
代
記
』
二
九
頁
）
こ
と
か
ら

も
、
嘉
元
元
年
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
付
は
『
北
条
時
政
以
来
後
見
次
第
』（
東
大
影
写
）
の
み
記
載
が
あ
る
。
高
時
の
乳
母
夫
と
な
っ
た
人
物
を
記
し
た
史
料
は
な
い
。 

三 

『
北
条
九
代
記
』
同
日
条
。『
鎌
倉
大
日
記
』
で
は
嘉
元
元
年
と
す
る
（
二
一
三
頁
）。 

四 

『
続
史
愚
抄
』
延
慶
元
年
十
月
条
。 

五 

『
保
暦
間
記
』
一
〇
〇
頁
。「
泰
家
・
高
時
ノ
母
儀
貞
時
朝
臣
後
室
城
大
室
太
郎
左
衛
門
女

」
と
あ
る
。 

六 

正
応
五
年
十
一
月
七
日
に
乙
姫
御
前
が
死
去
（『
親
玄
僧
正
日
記
』
同
日
条
）、
永
仁
元
年
四
月
二
十
二
日
の
平
禅
門
の
乱
の
際
に
頼
綱
の
経
師
谷
の
屋
敷
で
養
わ
れ
て
い
た
女
子
二

人
が
焼
死
（
『
親
玄
僧
正
日
記
』
同
日
条
）
、
永
仁
五
年
八
月
六
日
の
長
崎
光
綱
の
死
と
同
日
に
娘
が
他
界
（「
社
務
記
録
」）、
正
安
三
年
一
月
二
十
二
日
に
時
基
室
（「（
諏
訪
）
宗
経
養

君
」
）
が
死
去
（
『
武
家
裏
書
』
一
五
一
頁
）
、
延
慶
二
年
十
月
六
日
に
も
娘
が
他
界
し
て
い
る
（『
園
太
暦
』
康
永
四
年
八
月
二
日
条
）。
平
禅
門
の
乱
で
焼
死
し
た
一
人
は
正
応
五
年
十

月
二
十
一
日
に
誕
生
し
た
ば
か
り
の
女
子
と
考
え
ら
れ
る
。 

七 

嘉
元
の
乱
に
つ
い
て
の
論
考
は
高
橋
慎
一
朗
「
北
条
時
村
と
嘉
元
の
乱
」（『
日
本
歴
史
』
五
五
三
号
、
一
九
九
四
年
）、
細
川
重
男
「
嘉
元
の
乱
と
北
条
貞
時
政
権
」（『
鎌
倉
政
権
得

宗
専
制
論
』
※
初
出
は
『
立
正
史
学
』
六
九
号
、
一
九
九
一
年
）
、
岡
野
友
彦
「
野
津
本
『
北
条
系
図
・
大
友
系
図
』
の
成
立
と
嘉
元
の
乱
」（『
皇
學
館
大
學
史
料
編
纂
所
報
』
一
八
九

号
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。 

八 

『
鎌
倉
年
代
記
』
『
武
家
年
代
記
』
な
ど
。
法
名
は
崇
暁
（
の
ち
に
崇
演
）
で
あ
る
。 

九 

そ
の
後
も
茂
明
が
処
罰
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
正
和
六
年
正
月
二
十
日
付
の
譲
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
〇
七
五
号
）
が
残
る
。
関
連
史
料
に
二
九
一
四
七
号
。 

一
〇 

注
（
七
）
細
川
著
作
、
二
九
八
頁
。 

一
一 

注
（
七
）
高
橋
論
文
、
八
頁
。 

一
二 

秋
山
哲
雄
『
鎌
倉
幕
府
滅
亡
と
北
条
氏
一
族
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
、
一
六
一
～
一
六
三
頁
。 

一
三 

「
追
加
法
」
六
四
七
条
。
正
応
三
年
に
も
同
様
の
法
令
（
六
一
九
条
）
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
頼
綱
政
権
を
否
定
し
た
上
で
改
め
て
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
細
川
氏
は
こ
れ
を
「
貞
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時
の
時
宗
政
権
へ
の
回
帰
の
宣
言
」
で
あ
る
と
す
る
（
注
七
細
川
著
作
、
二
六
八
頁
）。 

一
四 

高
橋
慎
一
朗
「『
親
玄
僧
正
日
記
』
と
得
宗
被
官
」
（
五
味
文
彦
編
『
日
記
に
中
世
を
読
む
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
所
収
）
二
一
九
頁
。 

一
五 

長
崎
円
喜
の
実
名
は
高
綱
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
細
川
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
「
盛
宗
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
細
川
重
男
「
御
内
人
諏
訪
直
性
・
長
崎
円
喜
の
俗

名
に
つ
い
て
」
『
信
濃
』
七
五
五
号
、
二
〇
一
二
年
）
。 

一
六 

『
親
玄
僧
正
日
記
』
同
日
条
。 

一
七 

『
親
玄
僧
正
日
記
』
同
日
条
。
「
大
方
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
大
方
」
は
細
川
氏
の
指
摘
に
あ
る
通
り
、「
太
守
」（
貞
時
）
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。 

一
八 

「
社
務
記
録
」
同
日
条
。 

一
九 

『
親
玄
僧
正
日
記
』
永
仁
元
年
九
月
二
十
九
日
、
十
月
一
日
条
。 

二
〇 

『
保
暦
間
記
』
九
五
頁
。 

二
一 

仁
治
三
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
討
た
れ
た
時
は
六
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
母
に
つ
い
て
は
『
北
条
系
図
』（『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
上
）
に
は
三
浦
重
澄
女
と
あ
る
。 

二
二 

以
上
、
時
村
の
経
歴
は
『
鎌
倉
年
代
記
』
『
武
家
年
代
記
』
な
ど
に
よ
る
。 

二
三 

正
和
四
年
に
三
十
七
歳
で
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（『
鎌
倉
年
代
記
』
二
九
頁
、『
武
家
年
代
記
』
九
五
頁
他
）。 

二
四 

野
津
本
「
北
条
系
図
、
大
友
系
図
」（
田
中
稔
「
史
料
紹
介 

野
津
本
『
北
条
系
図
、
大
友
系
図
』」、『
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
研
究
報
告
』
第
五
集
、
一
九
八
五
年
）。
ま
た
、
北

条
氏
研
究
会
「
北
条
氏
系
図
考
証
」
（『
吾
妻
鏡
人
名
総
覧
』
所
収
）
四
三
九
頁
。 

二
五 

永
仁
元
年
九
月
二
十
九
日
、
永
仁
二
年
十
月
二
十
一
日
に
生
ま
れ
た
女
子
（『
親
玄
僧
正
日
記
』
同
日
条
）。 

二
六 

野
津
本
「
北
条
系
図
、
大
友
系
図
」、
『
鎌
倉
年
代
記
』
二
六
頁
。
父
の
宗
頼
は
弘
安
二
年
年
六
月
五
日
に
二
十
一
歳
で
死
去
し
て
い
る
。 

二
七 

以
上
、
宗
方
の
経
歴
は
『
鎌
倉
年
代
記
』
二
六
頁
に
よ
る
。
な
お
、
岡
野
友
彦
氏
は
嘉
元
二
年
五
月
二
十
二
日
の
奥
書
が
あ
る
野
津
本
「
北
条
系
図
・
大
友
系
図
」
は
「
宗
方
が
得

宗
家
の
内
管
領
・
侍
所
所
司
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
絶
頂
期
に
相
当
す
る
」
と
し
て
、
本
系
図
作
成
は
大
友
家
に
と
っ
て
「
宗
方
と
の
姻
戚
関
係
を
誇
示
す
る
」
も
の
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
宗
方
が
侍
所
所
司
と
な
っ
た
の
は
そ
の
年
の
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
修
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
注
七
岡
野
論
文
、
三
頁
）
。 

二
八 

注
（
七
）
細
川
著
作
、
二
七
六
頁
。 

二
九 

注
（
七
）
細
川
著
作
、
二
八
七
頁
。 

三
〇 

菊
池
紳
一
「
嘉
元
の
乱
に
関
す
る
新
史
料
に
つ
い
て
―
嘉
元
三
年
雑
記
の
紹
介
―
」（『
北
条
時
宗
の
時
代
』）。
本
稿
で
は
菊
池
氏
の
翻
刻
を
使
用
。「
雑
記
」
は
「
地
蔵
院
経
蔵
置

之
」
と
の
墨
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
親
玄
僧
正
日
記
』
の
記
主
・
親
玄
の
醍
醐
寺
地
蔵
院
に
伝
来
し
た
史
料
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
同
菊
池
論
文
、
七
八
六
頁
）。 

三
一 

細
川
氏
は
「
僕
」
を
「
俄
」
と
し
て
京
都
に
は
当
初
「
被
誅
」
と
、
時
村
が
「
罪
あ
る
者
と
し
て
討
た
れ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
（
注
七
細
川
著
作
、
二
九
八
頁
、

三
〇
五
頁
）
。 

三
二 

二
人
は
「
同
廿
七
日
」
に
六
波
羅
に
到
着
し
た
と
い
う
。
こ
の
記
事
は
『
武
家
裏
書
』
の
五
月
四
日
条
の
あ
と
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
五
月
四
日
の
出
来
事
を
知
ら
せ
る
「
早
馬
」

が
二
十
七
日
に
到
着
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
の
「
同
」
は
五
月
で
は
な
く
四
月
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

三
三 

町
野
氏
は
三
善
康
信
の
子
孫
。 

三
四 

『
見
聞
私
記
』
七
七
頁
。
た
だ
し
騒
動
の
起
き
た
時
刻
は
「
戌
時
」
と
し
て
お
り
、
他
の
史
料
が
「
子
時
」
と
し
て
い
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
。 

三
五 

親
玄
の
上
洛
と
聖
雲
へ
の
付
法
に
関
し
て
は
、
石
田
浩
子
「
醍
醐
寺
地
蔵
院
親
玄
の
関
東
下
向
―
鎌
倉
幕
府
勤
仕
僧
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
〇
号
、
二
〇
〇
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四
年
）
一
九
頁
～
二
〇
頁
に
詳
し
い
。 

三
六 

醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
編
『
醍
醐
寺
新
要
録
』
下
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
九
一
年
、
九
一
六
頁
。 

三
七 

『
見
聞
私
記
』
七
七
頁
。 

三
八 

嘉
元
の
乱
で
は
「
駿
河
守
（
宗
方
）
跡
」
の
小
笠
原
谷
地
八
戸
主
が
親
玄
の
管
領
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
嘉
元
三
年
五
月
三
十
日
付
「
北
条
師
時
書
下
」
に
よ
っ
て
わ
か
る
（『
鎌

倉
遺
文
』
二
二
二
二
六
号
）。 

三
九 

『
鎌
倉
裏
書
』
五
九
頁
、
『
見
聞
私
記
』
七
七
頁
。 

四
〇 

注
（
七
）
細
川
著
作
、
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
。 

四
一 

渡
辺
晴
美
「
得
宗
専
制
体
制
の
成
立
過
程
―
文
永
・
弘
安
年
間
に
お
け
る
北
条
時
宗
政
権
の
実
態
分
析
―
（
三
）」（『
政
治
経
済
史
学
』
一
六
二
号
、
一
九
七
九
年
）
二
二
頁
、
細

川
重
男
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
』
七
九
頁
。 

四
二 

「
平
政
連
諌
草
」(

『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
三
六
三
号)

。 

四
三 

『
鎌
倉
年
代
記
』
二
六
頁
な
ど
。 

四
四 

『
鎌
倉
年
代
記
』
二
八
頁
、『
武
家
年
代
記
』
九
四
頁
。 
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第
四
章 
『
太
平
記
』
の
登
場
人
物
と
し
て
の
得
宗
被
官 

  

は
じ
め
に 

 

正
中
元
年
（
一
三
二
四
）
に
起
き
た
正
中
の
変
で
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
討
幕
計
画
が
露
見
し
、
側
近
の
参
議
日
野
資
朝
、
蔵
人
日
野
俊
基
が
捕
え
ら
れ
鎌
倉
で
尋
問
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
期
の
動
乱
を
描
い
た
『
太
平
記
』
で
は
資
朝
と
俊
基
を
捕
縛
す
べ
く
、
五
月
十
日
に
東
使
と
し
て
得
宗
被
官
の
長
崎
四
郎
左
衛
門
泰
光
・
南
条
次

郎
左
衛
門
宗
直
が
上
洛
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
一
）。 

【
史
料
一
】『
太
平
記
』
巻
第
一
「
資
朝
・
俊
基
関
東
下
向
の
事
」（
第
一
巻
四
四
～
四
五
頁
） 

 

土
岐
・
多
治
見
討
た
れ
て
後
、
君
の
御
謀
叛
次
第
に
隠
れ
無
か
り
け
れ
ば
、
東
使
長
崎
四
郎
左
衛
門
泰
光
・
南
条
次
郎
左
衛
門
宗
直
二
人
上
洛
し
て
、
五
月
十
日
、
資
朝
・

俊
基
両
人
を
召
し
捕
り
た
て
ま
つ
る
。 

こ
の
史
料
一
が
『
太
平
記
』
に
お
け
る
有
力
得
宗
被
官
の
初
見
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
東
使
が
上
洛
し
た
の
は
正
中
元
年
九
月
二
十
四
日
で
あ
り
、
東
使
も
得
宗
被
官
で
は
あ
る

が
、
工
藤
右
衛
門
二
郎
と
諏
訪
三
郎
兵
衛
尉
（
諏
方
全
禅
の
子
、
諏
方
入
道
養
子
）
で
あ
っ
た
一

。
史
実
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、『
太
平
記
』
の
登
場
人
物
と
し
て
の
得
宗

被
官
は
、
長
崎
円
喜
や
諏
訪
直
性
な
ど
の
有
名
な
人
物
を
除
け
ば
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
・
行
動
に
つ
い
て
も
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。 

北
条
貞
時
の
没
後
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
十
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
七
日
に
か
け
て
円
覚
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
た
仏
事
を
記
録
し
た
「
供
養
記
」
二

は
「
大
斉
番
文
」
と
と
も
に
、

鎌
倉
時
代
後
期
の
得
宗
被
官
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
と
し
て
、
佐
藤
進
一
氏
以
来
得
宗
被
官
研
究
で
は
必
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
こ
の
元
亨
三
年
と
い
う
時
期
は
、
ほ

ぼ
『
太
平
記
』
の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
人
物
の
中
に
は
『
太
平
記
』
に
登
場
す
る
人
物
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
当
該
期
の
的
始
の
記
録
が
あ
る
『
御
的
日
記
』
も
有
用
な

史
料
と
言
え
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
史
料
を
活
用
し
な
が
ら
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
ま
で
を
描
い
た
巻
第
一
～
巻
第
十
ま
で
を
主
な
考
察
対
象
と
し
、
特
に
東
使
・
侍
大
将
・
軍
奉
行
を
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つ
と
め
た
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
巻
第
一
～
巻
第
十
ま
で
の
有
力
得
宗
被
官
の
活
動
に
つ
い
て
は
本
章
末
の
表
に
ま
と
め
た
。 

 
第
一
節 

『
太
平
記
』
に
お
け
る
有
力
得
宗
被
官
の
活
動 

 

一 

東
使 

 

 

「
東
使
」
と
は
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
京
都
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
こ
と
で
、
も
と
は
京
都
側
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
。
東
使
に
つ
い
て
は
森
茂
暁
氏
の
研
究
三

が
詳
し
く
、「
鎌
倉
よ
り
約
五

百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
京
都
に
出
向
き
、
公
家
側
と
の
交
渉
を
担
当
す
る
特
使
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
遠
方
に
差
遣
さ
れ
る
だ
け
に
公
武
交
渉
の
上
に
重
要
な
任
務
と
役
割
と
を
課
さ

れ
て
い
た
に
相
違
な
い
」
と
し
て
い
る
。
史
料
上
で
は
「
東
使
」
の
他
、「
関
東
使
」「
関
東
御
使
」「
関
東
使
者
」、
ま
た
二
名
で
派
遣
さ
れ
る
時
は
「
両
使
」
な
ど
と
も
記
さ
れ
て
い
る
四

。

森
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
御
家
人
と
得
宗
被
官
で
の
両
使
の
組
み
合
わ
せ
は
見
ら
れ
な
い
五

。
た
だ
し
、
見
舞
い
や
弔
問
な
ど
で
将
軍
と
得
宗
そ
れ
ぞ
れ
の
使
者
が
派
遣
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
次
の
史
料
二
の
場
合
「
関
東
両
使
」
の
秋
田
城
介
高
景
、
出
羽
入
道
々
蘊
が
践
祚
・
立
坊
の
事
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
御
内
御
使
」
で
あ
る
長
崎
高
貞
は
軍
奉
行

と
し
て
上
洛
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
史
料
二
】『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』
元
徳
三
年
八
月
二
十
九
日 

京
都
飛
駅
到
着
、
去
廿
四
日
、
主
上
竊
出
二

魏
闕
一

、
令
レ

籠
二

笠
置
城
一

給
、
仍
九
月
二
日
、
任
二

承
久
例
一

、
可
二

上
洛
一

之
由
被
二

仰
出
一

、
同
五
六
七
日
、
面
々
進
発
、
大

将
軍
、
陸
奥
守
貞
直
、
右
馬
助
貞
冬
、
江
馬
越
前
入
道
、
足
利
治
部
大
輔
高
氏
、
御
内
御
使
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
高
貞
、
関
東
両
使
秋
田
城
介
高
景
、
出
羽
入
道
々
蘊
、
此
両

使
者
践
祚
立
坊
事
云
々
、
此
外
諸
国
御
家
人
上
洛
、
図
合
廿
万
八
千
騎
、 

派
遣
さ
れ
て
い
る
の
は
長
崎
氏
の
一
族
で
あ
り
、
重
要
な
役
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
朝
廷
と
の
交
渉
な
ど
、
政
治
的
な
こ
と
に
関
し
て
派
遣
さ
れ
る
の
は
、
二
階
堂
・
長
井
・

安
達
な
ど
の
有
力
御
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
付
表
６
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
得
宗
被
官
東
使
の
活
動
は
事
件
の
伝
達
や
騒
動
鎮
圧
、
謀
反
人
の
捕

縛
な
ど
主
に
軍
事
的
な
事
項
で
あ
る
。 

『
太
平
記
』
の
中
で
東
使
と
し
て
の
活
動
が
見
ら
れ
る
得
宗
被
官
は
、
史
料
一
で
挙
げ
た
長
崎
泰
光
・
南
条
宗
直
（
表-

１
）
の
他
、
工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
景
（
表-

７
）、
長
崎
勘
解
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由
左
衛
門
と
諏
訪
木
工
左
衛
門
入
道
（
表-

16
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
長
崎
泰
光
・
南
条
宗
直
、
そ
し
て
工
藤
高
景
の
三
人
に
注
目
し
た
い
。 

冒
頭
で
挙
げ
た
史
料
一
は
実
際
に
は
正
中
元
年
九
月
の
出
来
事
で
、
東
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
も
工
藤
右
衛
門
二
郎
と
諏
訪
三
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
が
、
史
料
三
を
見
る
と
元
徳
三
年

（
一
三
三
一
）
五
月
に
は
、
元
弘
の
変
の
処
理
に
あ
た
っ
て
長
崎
孫
四
郎
左
衛
門
尉
と
南
条
次
郎
左
衛
門
尉
の
二
名
が
日
野
俊
基
、
文
観
、
円
観
等
を
捕
縛
す
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。 

【
史
料
三
】『
鎌
倉
裏
書
』
元
徳
三
年
五
月
五
日
条 

長
崎
孫
四
郎
左
衛
門
尉
、
南
条
次
郎
左
衛
門
尉
、
為
二

使
節
一

上
洛
、
為
レ

召
二

禁
右
中
弁
俊
基
并
文
観
、
円
観
等
一

也
、 

 

な
お
、
泰
光
は
『
太
平
記
』
の
註
釈
な
ど
で
は
高
貞
の
間
違
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
泰
光
は
実
在
す
る
人
物
で
あ
り
、
通
称
も
『
御
的
日
記
』
の
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
の
記
録
に

「
長
崎
孫
四
郎
泰
光
」
と
し
て
見
ら
れ
る
（
付
表
５
）
こ
と
か
ら
、「
孫
四
郎
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
巻
第
十
「
新
田
義
貞
謀
叛
の
事
」
で
長
崎
二
郎
高
重
と
と
も
に
登

場
す
る
長
崎
孫
四
郎
左
衛
門
尉
（
表-

18
）
に
つ
い
て
も
泰
光
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
泰
光
は
長
崎
四
郎
光
綱
の
子
・
四
郎
高
泰
の
子
で
あ
り
、
長
崎
氏
庶
流
の
人
物
で
あ
る
六

。
つ
ま
り
、

『
太
平
記
』
に
は
「
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
髙
貞
」
と
「
長
崎
孫
四
郎
左
衛
門
尉
泰
光
」
と
い
う
二
人
の
人
物
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
史
料
三
の
「
長
崎
孫
四
郎
左
衛
門
尉
」

は
泰
光
に
比
定
で
き
る
。「
南
条
次
郎
左
衛
門
尉
」
に
つ
い
て
は
、
史
料
一
の
宗
直
が
『
太
平
記
』
で
し
か
実
名
が
確
認
で
き
な
い
人
物
で
あ
り
、
実
在
し
た
と
し
て
も
「
宗
」
が
時
宗
の

偏
諱
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
検
討
を
要
す
る
。
宗
直
は
世
代
的
に
正
中
二
年
に
七
十
五
歳
で
死
去
し
た
南
条
左
衛
門
入
道
七

に
比
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
元
徳
三
年

五
月
に
東
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
は
後
述
す
る
高
直
か
、
も
し
く
は
そ
の
父
と
考
え
ら
れ
る
貞
直
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
史
料
一
は
史
料
三
の
東
使
の
組
み
合
わ
せ
を
記
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、『
太
平
記
』
で
は
史
料
三
に
あ
た
る
場
面
で
は
東
使
の
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
八

。 

さ
て
、
東
使
の
活
動
に
関
し
て
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、
工
藤
高
景
で
あ
る
。
高
景
は
『
太
平
記
』
で
は
笠
置
城
で
生
け
捕
り
に
し
た
人
々
の
処
罰
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
、
二
階

堂
行
珍
と
と
も
に
上
洛
し
て
い
る
（
史
料
四
）。 

【
史
料
四
】『
太
平
記
』
巻
第
四
「
笠
置
の
囚
人
死
罪
流
刑
の
事
」（
第
一
巻
一
五
三
頁
） 

笠
置
城
、
攻
め
落
と
さ
る
る
き
ざ
み
、
召
し
捕
ら
れ
た
ま
ひ
し
人
々
の
事
、
去
年
は
歳
末
の
計
会
に
よ
つ
て
暫
く
さ
し
お
か
れ
ぬ
。
あ
ら
た
ま
の
年
立
ち
か
へ
り
ぬ
れ
ば
、

公
家
の
朝
拝
、
武
家
の
沙
汰
始
ま
り
て
後
、
東
使
工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
・
二
階
堂
信
濃
入
道
行
珍
二
人
上
洛
し
て
、
死
罪
に
行
ふ
べ
き
人
々
、
流
刑
に
処
す
べ
き
国
々
、
関
東

評
定
の
お
も
む
き
、
六
波
羅
に
し
て
定
め
ら
る
。 
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高
景
の
『
太
平
記
』
に
お
け
る
初
出
は
、
相
模
国
葛
原
岡
に
て
俊
基
の
祗
候
人
で
あ
る
助
光
が
俊
基
に
会
う
の
を
許
可
し
、
斬
首
の
奉
行
を
す
る
場
面
で
あ
る
（
表
‐
５
）。
そ
の
他
、

畿
内
西
国
の
凶
徒
の
た
め
関
東
よ
り
上
洛
す
る
軍
勢
の
一
人
と
し
て
見
ら
れ
（
表
‐
８
）、
そ
の
後
高
時
の
使
い
と
し
て
足
利
尊
氏
に
上
洛
を
促
す
た
め
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
（
表-

14
）。

高
景
は
『
御
的
日
記
』
に
よ
る
と
、
初
出
の
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
と
翌
年
は
「
工
藤
左
衛
門
次
郎
高
景
」
と
し
て
見
ら
れ
、
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
に
は
「
工
藤
次
郎
左
衛
門
高

景
」
と
し
て
一
番
筆
頭
の
射
手
を
勤
め
て
お
り
（
付
表
５
）、
こ
の
間
に
任
官
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
亨
三
年
の
「
供
養
記
」
に
見
ら
れ
る
「
工
藤
二
郎
左
衛
門
尉
」（
付
表
８
Ｆ
、
Ｈ
）

は
高
景
で
あ
ろ
う
。 

工
藤
氏
は
「
供
養
記
」
に
、
九
郎
祐
長
、
右
衛
門
三
郎
資
景
、
二
郎
左
衛
門
尉
、
新
三
郎
右
衛
門
尉
、
工
藤
右
近
将
監
、
工
藤
三
郎
右
衛
門
尉
、
工
藤
二
郎
右
衛
門
尉
（
貞
祐
）、
工
藤

右
衛
門
入
道
と
実
に
八
名
も
の
人
物
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
第
三
部
第
四
章
で
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
工
藤
氏
嫡
流
は
一
品
経
と
銭
十
貫
を
調
進
し
、
銭
二
〇
貫
文
・
馬
一
疋
を
供

養
し
た
工
藤
右
衛
門
入
道
と
、
砂
金
五
〇
両
・
銀
剣
・
馬
を
供
養
し
て
い
る
工
藤
二
郎
右
衛
門
尉
貞
祐
で
あ
る
。「
建
治
帳
」
で
も
「
工
藤
右
衛
門
尉
跡
」
に
賦
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

工
藤
氏
嫡
流
は
「
右
衛
門
尉
」
の
系
統
で
あ
り
、
「
左
衛
門
尉
」
系
統
は
庶
流
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
高
景
も
庶
流
の
人
物
で
あ
ろ
う
。 

史
料
四
に
戻
る
と
、
今
ま
で
の
東
使
と
大
き
く
異
な
る
の
が
、
御
家
人
で
あ
る
二
階
堂
行
珍
（
行
朝
）
と
と
も
に
上
洛
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
史
料
四
以
外
で
は

東
使
で
得
宗
被
官
と
御
家
人
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
も
「
東
使
工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
・
二
階
堂
信
濃
入
道
行
珍
」
と
高
景
が
上
位
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
高

景
」
と
い
う
別
の
人
物
を
工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
と
勘
違
い
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
際
に
二
階
堂
行
珍
と
と
も
に
東
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
史
料
二
に

東
使
と
し
て
見
ら
れ
る
秋
田
城
介
「
高
景
」
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
『
太
平
記
』
に
お
け
る
東
使
関
連
の
記
述
は
史
実
と
異
な
る
こ
と
が
多
く
、『
太
平
記
』
を
史
料
と
し
て
扱
う
際
に
は
注
意
が
必
要
と
言
え
よ
う
。 

 

二 

侍
大
将
・
軍
奉
行 

 

 

鎌
倉
幕
府
の
侍
所
の
職
務
の
う
ち
、
幕
府
の
宿
直
警
衛
、
将
軍
の
出
行
供
奉
、
的
始
の
射
手
の
選
定
な
ど
将
軍
に
関
す
る
事
項
は
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
に
小
侍
所
に
分
掌
さ
れ
て

い
る
た
め
、
侍
所
は
専
ら
軍
事
的
な
事
項
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
小
侍
所
の
所
司
も
北
条
一
門
の
被
官
と
と
も
に
得
宗
被
官
が
任
じ
ら
れ
て
お
り
九

、「
供
養
記
」
に
よ
っ
て
元
亨

三
年
に
は
長
崎
孫
左
衛
門
尉
師
光
が
小
侍
所
所
司
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
付
表
８
Ａ
）。 
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侍
所
に
お
い
て
は
所
司
を
世
襲
し
た
平
（
長
崎
）
氏
の
指
揮
の
も
と
、
平
時
に
お
い
て
は
検
断
、
決
罰
、
騒
動
鎮
圧
、
戦
時
に
お
い
て
は
謀
反
人
の
捕
縛
・
連
行
・
処
刑
、
侍
大
将
、

軍
奉
行
、
首
実
験
な
ど
も
得
宗
被
官
が
担
っ
て
い
た
。
侍
大
将
・
軍
奉
行
は
い
ず
れ
も
戦
に
お
け
る
臨
時
の
職
だ
が
、「
侍
大
将
」
と
は
、
大
将
軍
の
も
と
で
実
際
に
兵
を
指
揮
す
る
武
士

の
こ
と
で
、
「
軍
奉
行
」
と
は
、
戦
闘
に
際
し
て
の
軍
略
・
著
到
な
ど
軍
事
全
般
の
統
轄
に
あ
た
る
職
で
あ
る
。『
太
平
記
』
の
中
で
幕
府
軍
の
侍
大
将
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
南

条
高
直
と
長
崎
高
貞
で
あ
る
。
長
崎
高
貞
は
軍
奉
行
と
し
て
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、『
太
平
記
』
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、「
楠
木
合
戦
注
文
」
一
〇

に
よ
っ
て
工
藤
高
景
、
安
東
藤
内
左

衛
門
入
道
円
光
も
軍
奉
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

南
条
高
直
は
先
述
し
た
よ
う
に
貞
直
の
子
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
、
南
条
氏
嫡
流
の
人
物
で
あ
る
。
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
の
的
始
一
番
筆
頭
の
射
手
に
「
南
条
新
左
衛
門
尉
高
直
」

の
名
が
あ
り
（
付
表
５
）、
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
に
長
崎
三
郎
左
衛
門
尉
（
高
頼
）
の
宿
所
が
放
火
さ
れ
た
際
、
長
崎
入
道
（
高
綱
、
円
喜
）、
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
（
高
貞
カ
）・
長

崎
三
郎
左
衛
門
入
道
（
思
元
）
、
尾
藤
左
衛
門
入
道
と
と
も
に
宿
所
が
炎
上
し
て
し
ま
っ
た
「
南
条
新
左
衛
門
尉
」
も
高
直
で
あ
ろ
う
一
一

。『
太
平
記
』
で
は
ま
ず
表-

３
で
、
六
波
羅
で

捕
ら
え
ら
れ
、
再
び
関
東
に
送
ら
れ
て
き
た
日
野
俊
基
を
受
け
取
り
、
諏
訪
左
衛
門
尉
に
預
け
て
い
る
。
そ
し
て
表-

22
で
は
赤
橋
守
時
を
総
大
将
と
し
て
洲
崎
に
向
か
っ
た
武
蔵
・
相

模
・
出
羽
・
奥
州
勢
六
万
余
騎
の
侍
大
将
と
し
て
見
ら
れ
る
一
二

。
守
時
が
自
害
す
る
場
面
で
は
、
高
直
も
「
大
将
す
で
に
御
自
害
あ
る
上
は
、
士
卒
た
れ
が
た
め
に
命
を
惜
し
む
べ
き
」

と
言
っ
て
自
害
し
て
い
る
。
た
だ
し
高
直
は
守
時
の
被
官
で
は
な
く
、
侍
大
将
と
し
て
同
じ
洲
崎
の
陣
に
い
た
得
宗
被
官
で
あ
る
た
め
、
総
大
将
が
北
条
一
門
で
も
侍
大
将
は
得
宗
被
官

が
任
命
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

長
崎
氏
の
中
で
侍
大
将
・
軍
奉
行
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
円
喜
の
子
で
あ
り
、
侍
所
所
司
で
あ
っ
た
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
高
貞
で
あ
る
。
高
貞
の
『
太
平
記
』
に
お
け
る
初
出
は
表-

６
で
、
こ
こ
で
は
、
高
時
が
笠
置
城
に
向
か
わ
せ
た
二
〇
万
七
千
六
百
余
騎
の
大
軍
の
侍
大
将
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
表-

９
で
は
侍
大
将
の
「
長
崎
悪
四
郎
左
衛
門
尉
」
の
行
装
が
人
々

の
目
を
驚
か
し
た
と
あ
り
、
表-

11
で
は
、
軍
奉
行
と
し
て
手
負
・
死
人
の
実
験
を
し
、
表-

12
で
兵
糧
攻
め
の
指
示
を
出
し
て
い
る
。
一
方
、
円
喜
の
嫡
子
で
あ
り
、
最
後
の
内
管
領

で
あ
る
高
資
は
一
場
面
し
か
登
場
し
な
い
（
表-

４
）。
高
資
は
得
宗
家
公
文
書
執
事
だ
が
、
侍
所
所
司
は
弟
の
高
貞
で
あ
る
た
め
執
事
と
侍
所
所
司
を
兼
任
し
て
い
な
い
。
親
兄
弟
に
よ

る
職
務
の
分
担
は
他
の
一
族
や
室
町
幕
府
で
の
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
長
崎
氏
の
中
で
も
執
事
と
侍
所
所
司
を
兄
弟
で
分
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

な
お
、
高
貞
は
千
早
城
包
囲
中
に
幕
府
の
滅
亡
を
知
り
出
家
し
て
降
伏
し
、
阿
弥
陀
峰
に
て
誅
さ
れ
て
い
る
一
三

。 

 



第 4章 『太平記』の登場人物としての得宗被官 

 

146 

第
二
節 

有
力
得
宗
被
官
の
最
期 

 

一 

長
崎
高
重 

 

 
 

 

『
太
平
記
』
登
場
の
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
物
の
中
で
、
最
も
詳
細
に
活
躍
が
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
長
崎
次
郎
高
重
で
あ
る
。
高
重
は
高
時
、
桜
田
治
部
大
夫
貞
国
を
大
将
と
す
る

武
蔵
・
上
野
の
勢
六
万
余
騎
と
し
て
出
兵
し
た
が
、
久
米
川
の
合
戦
で
破
れ
て
い
る
（
表-

18
）。
こ
の
久
米
川
の
合
戦
で
は
組
み
討
ち
し
た
敵
の
首
二
つ
、
そ
し
て
切
っ
て
落
と
し
た
敵

の
首
十
三
を
中
間
・
下
部
に
持
た
せ
、
鎧
に
刺
さ
っ
た
矢
も
抜
か
ず
、
疵
か
ら
流
れ
る
血
で
白
糸
の
鎧
を
真
紅
に
染
め
て
高
時
の
館
に
参
上
し
て
い
る
。
中
門
で
「
祖
父
の
入
道
」
す
な

わ
ち
円
喜
が
「
よ
に
も
嬉
し
げ
に
」
出
迎
え
、
自
ら
傷
口
を
吸
い
、
涙
を
流
し
て
「
古
き
諺
に
、『
子
を
見
る
事
父
に
如
か
ず
』
と
い
へ
ど
も
、
わ
れ
ま
づ
な
ん
ぢ
を
以
つ
て
上
の
御
用
に

立
ち
が
た
き
者
な
り
と
思
ひ
て
、
常
に
不
孝
を
加
へ
し
事
、
大
き
な
る
誤
り
な
り
。
な
ん
ぢ
今
万
死
を
出
で
て
一
生
に
あ
ひ
、
堅
き
を
く
だ
き
け
る
振
舞
ひ
、
陳
平
・
張
良
が
難
し
と
す

る
と
こ
ろ
を
究
め
え
た
り
。
相
構
へ
て
今
よ
り
後
も
、
わ
が
一
大
事
と
合
戦
し
て
、
父
祖
の
名
を
も
あ
ら
は
し
、
守
殿
の
御
恩
を
も
報
じ
候
へ
」
一
四

と
、
日
頃
の
勘
当
を
翻
し
、
こ
の
度

の
合
戦
で
の
武
勇
を
ほ
め
た
と
い
う
。 

 

高
重
は
『
太
平
記
』
以
外
で
は
見
ら
れ
な
い
人
物
だ
が
、
ど
う
や
ら
円
喜
に
よ
っ
て
「
上
の
御
用
に
立
ち
が
た
き
者
」
と
し
て
勘
当
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て

か
、
弟
の
新
右
衛
門
（
実
際
は
「
新
左
衛
門
尉
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
）
一
五

が
任
官
し
て
い
る
の
に
対
し
、
高
重
は
無
官
で
あ
っ
た
。
軍
記
物
と
し
て
の
誇
張
が
あ
る
と
は
い
え
、

戦
時
以
外
で
は
武
勇
に
優
れ
た
人
材
よ
り
も
政
治
的
能
力
に
長
け
た
人
材
を
求
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
高
重
は
武
勇
に
優
れ
て
は
い
た
が
、
執
事
家

の
者
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

 

以
降
の
『
太
平
記
』
は
高
時
以
下
が
自
害
す
る
ま
で
高
重
の
動
向
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
巻
第
十
「
長
崎
高
重
最
期
合
戦
の
事
」
で
は
高
重
が
武
蔵
野
の
合
戦
よ
り
夜
昼
八
十

余
箇
所
の
戦
い
に
毎
回
先
を
懸
け
、
手
の
者
・
若
党
は
一
五
〇
騎
に
ま
で
減
っ
た
と
い
う
（
表-
27
）。
高
重
は
高
時
の
い
る
葛
西
谷
（
東
勝
寺
の
あ
る
地
域
）
に
帰
り
高
時
に
面
会
し
「
高

重
数
代
奉
公
の
義
を
か
た
じ
け
な
う
し
て
、
朝
夕
恩
顔
を
拝
し
た
て
ま
つ
り
つ
る
御
名
残
、
今
生
に
お
い
て
は
今
日
を
限
り
と
こ
そ
覚
え
候
へ
。（
中
略
）
た
だ
し
高
重
帰
り
参
じ
て
勧
め

申
さ
ん
程
は
、
さ
う
無
く
御
自
害
候
ふ
な
。
上
の
御
存
命
の
間
に
、
今
一
度
快
く
敵
の
中
に
懸
け
入
り
、
思
ふ
程
の
合
戦
し
て
、
冥
土
の
御
供
申
さ
ん
時
の
物
語
に
つ
か
ま
つ
り
候
は
ん
」

と
言
い
、
新
田
義
貞
を
討
つ
べ
く
合
戦
へ
向
か
っ
て
い
る
（
表-

28
）。 
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そ
し
て
南
山
和
尚
に
会
っ
た
後
、
敵
陣
に
紛
れ
込
み
義
貞
を
討
と
う
と
す
る
も
、
由
良
新
左
衛
門
に
「
た
だ
今
旗
を
も
指
さ
ず
相
近
づ
く
勢
は
、
長
崎
二
郎
と
見
る
ぞ
」
と
気
付
か
れ

た
た
め
、
百
五
十
騎
の
兵
で
三
千
余
騎
の
兵
と
の
合
戦
に
な
る
（
表-

29
）。
そ
の
合
戦
の
中
で
、
高
重
が
「
桓
武
第
五
の
皇
子
葛
原
親
王
に
三
代
ノ
孫
、
平
将
軍
貞
盛
よ
り
十
三
代
、
前

相
模
守
高
時
の
管
領
に
、
長
崎
入
道
円
喜
が
嫡
孫
二
郎
高
重
、
武
恩
を
報
ぜ
ん
た
め
討
死
す
る
ぞ
。
高
名
せ
ん
と
思
は
ん
者
は
、
よ
れ
や
組
ま
ん
」（
表-

30
）
と
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
「
桓
武
第
五
の
皇
子
～
平
将
軍
貞
盛
よ
り
十
三
代
」
を
高
時
に
係
る
か
高
重
に
係
る
か
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
点
だ
が
、
高
時
に
係
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
奮
戦
を
続

け
る
高
重
だ
っ
た
が
、
郎
従
が
高
時
に
自
害
を
勧
め
る
こ
と
を
進
言
し
た
た
め
に
葛
西
谷
の
東
勝
寺
に
戻
る
こ
と
に
な
る
（
表-

31
）。 

永
井
晋
氏
は
『
太
平
記
』
に
は
、「
高
綱
が
一
族
の
最
期
を
伝
え
る
た
め
に
鎌
倉
を
脱
出
さ
せ
た
使
者
が
地
方
に
残
る
人
び
と
に
伝
え
た
の
だ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
一
六

が
、『
太
平

記
』
の
記
事
を
見
る
か
ぎ
り
、
高
重
に
近
い
人
物
が
伝
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二 

有
力
得
宗
被
官
の
最
期 

 

東
勝
寺
に
戻
っ
た
長
崎
高
重
は
走
り
回
っ
て
人
々
に
自
害
を
勧
め
、
高
時
の
前
に
置
い
て
あ
っ
た
盃
を
持
ち
、
弟
の
新
右
衛
門
に
酌
を
さ
せ
、
三
度
傾
け
た
後
摂
津
刑
部
大
夫
入
道
道

準
の
前
に
置
き
、
切
腹
し
た
（
表-

32
）。
高
重
の
置
い
た
盃
を
口
に
し
て
切
腹
し
た
道
準
に
続
き
、
得
宗
被
官
諏
訪
氏
の
惣
領
で
あ
っ
た
諏
訪
入
道
直
性
が
盃
を
手
に
し
て
三
度
傾
け
、

高
時
の
前
に
置
き
切
腹
、
そ
の
刀
を
高
時
の
前
に
置
い
た
。
こ
の
時
円
喜
は
高
時
が
気
が
か
り
で
切
腹
せ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
十
五
歳
に
な
っ
た
新
右
衛
門
尉
が
祖
父
の
円
喜
を
刺
し
、

そ
の
刀
で
自
ら
も
切
腹
し
て
い
る
。
高
時
は
新
右
衛
門
に
「
義
を
進
め
ら
れ
」
切
腹
し
、
北
条
一
門
を
は
じ
め
人
々
も
あ
と
に
続
い
て
自
害
し
た
。
こ
れ
が
高
時
と
有
力
得
宗
被
官
上
層

部
の
最
期
の
場
面
で
あ
る
。
た
だ
し
、
得
宗
被
官
全
員
が
こ
の
時
に
死
亡
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
直
性
の
子
・
盛
高
は
泰
家
の
命
に
よ
り
高
時
の
子
亀
寿
丸
を
連
れ
て
信
濃
国
へ
逃
れ
て

い
る
。 

さ
て
、
表
を
見
る
と
『
太
平
記
』
に
は
、
長
崎
・
諏
訪
・
工
藤
・
南
条
・
安
東
・
安
藤
な
ど
、
有
力
得
宗
被
官
家
の
ほ
と
ん
ど
が
登
場
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
活
躍
の
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
最
有
力
得
宗
被
官
家
の
一
つ
、
尾
藤
氏
は
『
太
平
記
』
に
全
く
登
場
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
期
に
得
宗
被
官
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
い

う
と
そ
う
で
は
な
く
、
尾
藤
氏
は
幕
府
滅
亡
直
前
ま
で
は
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
特
に
尾
藤
弾
正
左
衛
門
尉
資
広
は
楠
木
正
成
の
こ
と
で
西
国
の
御
家
人
に
上
洛
を
促
す

た
め
に
東
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
『
太
平
記
』
の
時
代
に
活
動
す
る
尾
藤
氏
は
存
在
し
た
一
七

。
ま
た
、
先
述
の
通
り
、
元
弘
年
中
に
尾
藤
左
衛
門
入
道
（
演
心
）
の
屋
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敷
が
焼
亡
し
て
お
り
、
得
宗
邸
の
敷
地
内
に
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
尾
藤
氏
が
『
太
平
記
』
に
登
場
し
な
い
の
は
、
代
々
得
宗
家
公
文
書
の
上
級
職
員
を
勤
め
る
家
と
し
て
確

立
す
る
う
ち
、
軍
事
的
な
行
動
の
記
録
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
こ
と
は
他
の
有
力
得
宗
被
官
一
族
に
も
言
え
る
こ
と
で
、『
太
平
記
』
に
は
得
宗
被
官
の
嫡
流
よ
り
も
庶
流
の
人
物
の
活
躍
が
目
立
つ
。
長
崎
高
資
も
東
勝
寺
に
お
い
て
自
害
し
た

と
推
察
さ
れ
る
が
、
巻
第
十
「
高
時
な
ら
び
に
一
門
以
下
東
勝
寺
に
お
い
て
自
害
の
事
」
に
は
名
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
長
崎
高
重
、（
長
崎
）
新
右
衛
門
、

諏
訪
直
性
、
長
崎
円
喜
、
長
崎
思
元
の
み
で
あ
る
。
軍
記
物
と
い
う
性
格
上
、
軍
事
面
で
活
躍
し
た
人
物
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
当
然
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い

な
け
れ
ば
鎌
倉
時
代
末
期
の
得
宗
被
官
に
つ
い
て
誤
っ
た
理
解
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。『
太
平
記
』
に
見
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
嫡
流
の
人
物
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ

る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
本
章
で
は
『
太
平
記
』
に
見
ら
れ
る
有
力
得
宗
被
官
の
活
動
か
ら
、
得
宗
被
官
に
関
す
る
記
事
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
物
で
触
れ
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
人
物
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
第
三
部
の
各
章
で
考
察
す
る
。
第
一
部
第
五
章
で
も
触
れ
た
が
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
人
物
の
う
ち
、
長
崎
泰
光
、
工
藤
高
景
、
南
条
高
直
の

三
名
は
『
御
的
日
記
』
に
よ
っ
て
射
手
と
し
て
の
活
動
が
確
認
で
き
る
人
物
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
有
力
得
宗
被
官
一
族
が
的
始
の
射
手
と
な
る
こ
と
は
稀
で
、
永
仁
二
年
～
正

慶
二
年
の
間
で
的
始
の
射
手
を
務
め
た
有
力
被
官
一
族
の
人
物
は
長
崎
泰
光
（
付
表
５-

12
）、
安
東
成
重
（
同
４
）、
安
東
重
高
（
同
33
）、
南
条
景
宗
（
同
26
、
27
）、
工
藤
高
景
（
同

27
、
28
、
34
）
、
南
条
高
直
（
同
35
）
の
六
名
し
か
い
な
い
。
そ
の
う
ち
の
三
名
が
『
太
平
記
』
に
登
場
す
る
人
物
で
、
さ
ら
に
一
番
筆
頭
の
射
手
一
八

を
務
め
た
の
は
、
工
藤
高
景
、

南
条
高
直
だ
け
と
な
る
。
し
か
も
こ
の
二
名
は
軍
奉
行
、
侍
大
将
を
勤
め
た
人
物
で
あ
り
、
一
番
筆
頭
の
射
手
を
勤
め
た
時
期
は
、
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
と
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）

と
い
う
、
ま
さ
に
『
太
平
記
』
の
時
代
な
の
で
あ
る
。『
太
平
記
』
を
そ
の
ま
ま
史
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
危
険
だ
が
、「
供
養
記
」
や
『
御
的
日
記
』
な
ど
の
史
料
を
用
い
る
こ
と
で
、

軍
記
物
語
の
中
か
ら
史
実
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
も
在
地
化
し
て
い
た
得
宗
被
官
家
の
庶
流
の
人
物
や
、
逃
れ
る
な
ど
し
て
生
き
残
っ
た
「
元
得
宗
被
官
」
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
し
か
し
、
義
時
が
北
条
氏
の

惣
領
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
得
宗
被
官
」
と
い
う
存
在
は
、
北
条
得
宗
家
が
滅
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
事
実
上
消
滅
し
た
こ
と
に
な
る
。 
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注 

 

一

『
鎌
倉
遺
文
』
二
八
八
三
五
号
、
『
武
家
裏
書
』
正
中
元
年
九
月
二
四
日
条
。
な
お
、
両
使
の
鎌
倉
帰
参
は
同
年
十
月
四
日
条
。 

二 

仏
事
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
伊
藤
一
美
「
『
北
条
貞
時
十
三
年
忌
供
養
』
に
お
け
る
回
向
仏
事
経
営
の
一
考
察
」（
阿
部
猛
編
『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
所
収
）
研
究
が
あ
り
、
仏
事

の
流
れ
を
整
理
し
、
得
宗
被
官
・
御
家
人
等
の
儀
式
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
儀
式
を
成
り
立
た
せ
る
経
済
的
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。 

三 

森
茂
暁
「
『
東
使
』
と
そ
の
役
割
」（
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
第
一
節
※
初
出
は
「
東
使
孝
―
鎌
倉
期
の
公
武
交
渉
の
一
側
面
」（『
日
本
中
世
史
論

攷
』
一
九
八
七
年
）
。 

四 

森
氏
は
注
（
三
）
論
文
に
お
い
て
、
お
お
ま
か
に
「
関
東
御
使
」「
関
東
使
者
」「
関
東
使
」「
東
使
」「
御
使
」「
使
節
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
使
者
は
公
武
交
渉
上
の
比
較
的
重
事
に

関
与
す
る
使
者
の
呼
称
で
あ
り
、
ま
た
「
関
東
飛
脚
」「
関
東
早
馬
」「
関
東
早
脚
力
」「
飛
脚
」
と
表
記
さ
れ
る
場
合
は
事
件
の
伝
達
・
儀
礼
的
事
柄
な
ど
の
比
較
的
軽
事
に
関
し
て
派

遣
さ
れ
る
使
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
も
広
義
の
東
使
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
（
一
七
二
～
一
七
三
頁
）。 

五 

注
（
三
）
森
著
作
、
一
九
七
頁
。 

六 

長
崎
氏
の
系
図
に
つ
い
て
は
第
三
部
第
二
章
参
照
。 

七 

『
常
楽
記
』。
詳
し
く
は
第
三
部
第
五
章
第
三
節
一
で
述
べ
て
い
る
。 

八 

『
太
平
記
』
第
一
巻
、
六
四
頁
。 

九 

小
侍
所
所
司
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
池
田
瞳
「
北
条
時
宗
・
金
沢
実
時
期
の
小
侍
所
―
『
吾
妻
鏡
』
を
素
材
と
し
て
―
」（『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
所
収
）
が
あ
る
。 

一
〇 

岡
見
正
雄
校
注
『
太
平
記
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
）
附
録
。 

一
一 

『
鎌
倉
遺
文
』 

三
二
一
八
五
号
。 

一
二 

『
吾
妻
鏡
』
巻
首
に
も
「
同
十
七
日
。
相
模
守
守
時
。
南
条
左
衛
門
尉
以
下
各
向
武
州
。
於
山
内
離
山
合
戦
。
十
八
日
。
守
時
以
下
自
害
畢
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

一
三 

『
太
平
記
』
第
二
巻
、
一
七
七
～
一
八
一
頁
。 

一
四 

『
太
平
記
』
第
二
巻
、
九
四
～
九
五
頁
。 

一
五 

詳
し
く
は
第
三
部
第
二
章
第
三
節
二
で
考
察
し
て
い
る
。 

一
六 

永
井
晋
『
北
条
高
時
と
金
沢
貞
顕
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
八
五
頁
。 

一
七 

「
六
波
羅
御
教
書
案
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
九
一
一
号
）。 

一
八 

一
番
筆
頭
の
射
手
は
、
後
に
室
町
幕
府
の
的
始
で
「
弓
太
郎
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
弓
太
郎
」
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
的
始
に
つ
い
て

は
、
二
木
謙
一
「
正
月
の
歩
射
儀
礼
」（
『
國
學
院
雑
誌
』
七
二
号
、
一
九
七
一
年
）
を
参
照
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
的
始
に
お
い
て
は
、『
御
的
日
記
』
の
三
十
八
年
分
の
正
月
的
始
の
記

録
の
中
で
、
一
番
筆
頭
の
射
手
を
複
数
回
勤
め
た
の
は
武
田
七
郎
五
郎
時
信
（
四
回
）、
曽
我
次
郎
左
衛
門
尉
忠
重
（
十
二
回
）、
岡
村
五
郎
左
衛
門
尉
資
行
（
六
回
）、
本
間
九
郎
助
頼

（
五
回
）、
横
溝
次
郎
景
宗
（
二
回
）
。
鎌
倉
時
代
の
的
始
に
つ
い
て
は
永
井
晋
「
鎌
倉
幕
府
の
的
始
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
九
六
号
、
一
九
九
六
年
） 

 

【
補
注
】 

本
章
は
拙
稿
「
得
宗
被
官
の
歴
史
的
性
格
―
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
『
太
平
記
』
へ
―
」
（『
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
四
集
、
二
〇
一
二
年
）
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。 



史料上の表記 事　　　項 頁数

正中1 .5.10 長崎四郎左衛門尉泰光

(1324) 南条次郎左衛門宗直

.5.27 東使両人

（長崎泰光・南条宗直）

元弘1 .7.26 南条左衛門尉高直

(1331) 諏訪左衛門尉

執事長崎円喜

長崎新左衛門尉高資

5 工藤二郎左衛門尉（高景）
相模国葛原岡にて俊基の祗候人である助光が俊基に会うのを許可する。※史
実では俊基の処刑は元弘2.6.3（『常楽記』）

①85-87

6 .9. 長崎四郎左衛門尉（高貞）
高時、20万７千6百余騎の大軍を笠置城に向かわせる（侍大将・長崎四郎左
衛門尉高貞）。

①124

7 元弘2 .1. 工藤次郎左衛門尉（高景） 東使として二階堂信濃入道行珍とともに上洛。人々に対する処刑を定める。 ①153

(1332) 長崎四郎左衛門尉（高貞）

（長崎）九郎左衛門尉（師宗）

工藤次郎左衛門高景

安藤藤内左衛門尉

9 元弘3 .1末日 長崎悪四郎左衛門尉（高貞） 侍大将・悪四郎左衛門尉の行装、人の目を驚かす。 ①269

10 (1333) .2. 長崎九郎左衛門尉（師宗） 捕虜を六波羅へ送る。 ①283-284

11 .2. 長崎四郎左衛門尉（高貞） 軍奉行として手負・死人の実験をする。 ①296

12 長崎四郎左衛門尉（高貞） 兵糧攻めの指示を出す。 ①302

長崎九郎左衛門師宗

工藤二郎右衛門尉

14 .3. 工藤左衛門尉（高景） 高時の使いとして足利尊氏に上洛を促す。 ②16

15 長崎入道円喜
足利一族が一族・郎従・女性・幼子とともに上洛することを怪しみ、高時に
尊氏に祈請文の提出を進言する。

②16-17

.5.2 長崎勘解由左衛門（為基）※

諏訪木工左衛門入道

.5.7 安藤太郎左衛門入道(祥兼)

同孫三郎入道

同左衛門太郎(則兼)

同左衛門三郎(則満)

同十郎

同三郎(基兼)

同又次郎

同新左衛門

同七郎三郎

同藤次郎

.5.9 長崎二郎高重

（長崎）孫四郎左衛門（泰光）

19 .5.12 長崎（高重・泰光） 久米川での合戦に敗れる。 ②88

長崎駿河守時光

安東左衛門尉高貞

.5. 長崎次郎高重

（長崎）入道

22 .5.17 南条左衛門尉高直
侍大将・南条高直、同じ州崎の陣にいた赤橋守時に続き自害。志を同じくす
る武士90余人も自害。

②100-101

執事長崎円喜の子息・長崎新左衛門尉高資、二階堂出羽入道道蘊と議論。

東使として上洛、日野資朝・俊基両人を捕らえる。※史実では東使は工藤右
衛門二郎と諏訪三郎兵衛（『武家裏書』、『鎌倉遺文』28835号）

②77-78

東使両人（長崎高貞・南条宗直）、資朝・俊基両人を連れて鎌倉に下着。※
史実では東使は工藤右衛門二郎と諏訪三郎兵衛（同上）

①68-69
南条左衛門高直、六波羅で捕らえられ関東に再び送られてきた日野俊基を受
け取り、諏訪左衛門尉に預ける。

①44-45

①44-45

①70-73

16

18 高時、桜田治部大夫貞国を大将とする武蔵・上野の勢6万余騎を送る。

両使として上洛するも、尊氏が敵になったとの六波羅の早馬に会い、鎌倉に
引き返す。途中尊氏の長男竹若に会い、竹若を殺害。※「勘解由左衛門入
道」となっているが「長崎勘解由左衛門為基」のこと。

高時、重ねて大軍を送り、新田義貞を討つ。

8

3

13

.9.20

4

連歌に興じる。 ①302-302

②88

②85

長崎高重、久米川の合戦で討ち取った首を家来にもたせ高時の館へ。祖父の
円喜喜び賞賛。

②94-95

表　『太平記』における有力得宗被官の活動

17 蓮華寺において自害 ②66-67

高時、北条一門の他関東八カ国の軍勢を京都に遣わす。※ここでは高貞以下
得宗被官も外様の中に記されている。

①267-268

20 .5.15

年 月 日

1

2

21



史料上の表記 事　　　項 頁数

23 元弘3 .5.21 執事長崎入道 円喜の烏帽子子である島津四郎、新田義貞の軍に降る。 ②106-107

(1333) .5.21 長崎三郎左衛門入道思元

子息長崎勘解由左為基

25 安東左衛門入道聖秀
新田義貞の室の伯父である聖秀、高時邸の焼け跡の前で義貞室の書状に腹を
立て自害。

②120-124

26 諏訪三郎盛高
高時の弟・四郎左近大夫入道（泰家）に仕える諏訪左馬助入道の子・盛高、
高時の子亀寿を連れて逃げる。

②124-129

27 長崎二郎高重
武蔵野の合戦より夜昼八十余箇所の戦いに毎回先を懸け、手の者・若党は
150騎に。

②131

28 .5.22 長崎二郎高重 高重、高時に面会した後新田義貞を討つべく合戦へ。 ②131-133

29 長崎二郎高重 高重、南山和尚に会った後、敵陣に紛れ込む。 ②133-135

30 長崎二郎高重
「桓武第五ノ皇子葛原親王二三代ノ孫、平将軍貞盛ヨリ一三代、前相模守高
時ノ管領ニ、長崎入道円喜ガ嫡孫、次郎高重」と名乗って最期の合戦。

②136

31 長崎二郎高重 高重、自らの家臣の勧めで高時の様子を見に葛西カ谷に帰る。 ②137

（長崎次郎）高重

（長崎）新右衛門

33 諏訪入道直性
高重の置いた盃を口にして切腹した道準に続き、盃を手にして三度傾け、高
時の前に置き、切腹し、その刀を抜いて高時の前に置く。

②139

長崎入道円喜

長崎新右衛門尉

長崎三郎左衛門入道思元

（筆者作成）

※『太平記』は新潮古典集成を使用。丸数字は巻数を指す。

34

32

②139-141
円喜、高時が気がかりで切腹せずにいたところ、15歳になった新右衛門尉が
祖父の円喜を刺し、その刀で自らも切腹。高時も切腹し、北条一門をはじめ
人々もあとに続いて自害。

高重、走り回り人々に自害を勧め、高時の前に置いてあった盃を持ち、弟の
新右衛門に酌をさせ、三度傾けた後摂津刑部大夫入道道準の前に置き、切
腹。

長崎思元（頼元）・為基父子、奮戦。為基の生死は不明。

②138-139

年 月 日

②109-11224
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第
一
章 
尾
藤
氏 

  

は
じ
め
に 

 

尾
藤
氏
に
関
す
る
研
究
は
岡
田
清
一
氏
・
井
上
恵
美
子
氏
・
細
川
重
男
氏
の
研
究
が
あ
る
一

。
『
吾
妻
鏡
』
が
尾
藤
景
綱
に
つ
い
て
「
武
蔵
守
秀
郷
朝
臣
後
胤
玄
蕃
頭
知
忠
四
代
孫
」
と
記

し
て
い
る
よ
う
に
二

、
景
綱
は
秀
郷
流
藤
原
氏
の
流
れ
を
汲
む
人
物
で
あ
り
、
系
図
と
し
て
は
『
尊
卑
分
脈
』
、『
系
図
纂
用
』、『
続
群
書
類
従
』
三

、『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
四

、『
本

朝
武
家
大
系
図
』
五

な
ど
が
あ
る
。
井
上
氏
は
こ
れ
ら
の
系
図
を
知
基
の
父
を
公
澄
と
す
る
「『
尊
卑
文
脈
』
系
系
図
」
と
、
知
郷
と
す
る
「『
続
群
書
類
聚
』
系
系
図
」
に
大
別
し
六

、『
尊

卑
分
脉
』
（
系
図
１
）
と
『
続
群
書
類
従
』（
系
図
２
）
を
考
察
し
た
結
果
を
系
図
に
し
て
い
る
（
系
図
３
）。
岡
田
氏
は
尾
藤
氏
の
所
領
の
検
出
を
行
っ
た
上
で
、
尾
藤
氏
の
得
宗
被
官
化

の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
、「
本
来
は
受
領
層
に
系
譜
を
引
く
と
こ
ろ
の
、
根
本
所
領
を
も
た
な
い
御
家
人
で
あ
っ
た
」
七

が
、「
数
度
の
合
戦
や
乳
母
関
係
に
よ
っ
て
」
北
条
氏
と
結
び

つ
き
、
「
初
代
家
令
と
し
て
得
宗
家
公
文
所
を
統
轄
し
て
政
治
の
中
枢
を
掌
握
」
し
、「
御
内
人
の
筆
頭
た
る
地
位
を
保
ち
続
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
八

と
論
じ
て
い
る
。
細
川
氏
は
尾

藤
氏
を
「
執
事
家
」
に
分
類
す
る
と
と
も
に
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
尾
藤
演
心
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。 

本
章
で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
付
表
10
の
尾
藤
氏
の
活
動
一
覧
を
も
と
に
系
図
１
～
系
図
３
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
い
き
た
い
。
以
下
付
表
10
に
関
し
て
は
表
の

数
字
の
み
を
記
す
。 

 

第
一
節 

『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
尾
藤
氏 

 

一 

景
綱
以
前
―
知
宣
・
知
平
・
知
景 
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尾
藤
氏
は
得
宗
被
官
の
中
で
は
珍
し
く
先
祖
が
明
ら
か
な
一
族
で
、『
吾
妻
鏡
』
初
出
と
な
る
史
料
一
に
は
尾
藤
太
知
宣
が
御
家
人
に
な
る
際
の
経
緯
も
記
さ
れ
て
い
る
。
知
宣
は
景
綱

の
父
・
尾
藤
次
知
景
の
兄
で
（
系
図
１
・
系
図
２
）、
こ
の
こ
ろ
木
曽
義
仲
に
属
し
て
い
た
の
が
、
頼
朝
の
内
々
の
意
向
に
よ
っ
て
関
東
に
参
向
し
て
い
る
。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
二
月
廿
一
日
条 

有
二

尾
藤
太
知
宣
者
一

。
此
間
属
二

義
仲
朝
臣
一

。
而
内
々
任
二

御
気
色
一

。
参
二

向
関
東
一

。
武
衛
今
日
直
令
レ

問
二

子
細
一

給
。
信
濃
国
中
野
御
牧
。
紀
伊
国
田
中
池
田
両
庄
。

令
二

知
行
一

之
旨
申
レ

之
。
以
二

何
由
緒
一

。
令
二

伝
領
一

哉
之
由
被
二

尋
下
一

。
自
二

先
祖
秀
郷
朝
臣
之
時
一

。
次
第
承
継
処
。
平
治
乱
逆
之
刻
。
於
二

左
典
厩
御
方
一

。
牢
籠
之
後
得

替
。
就
レ

愁
二

申
之
一

。
田
中
庄
者
。
去
年
八
月
。
木
曽
殿
賜
二

御
下
文
一

之
由
申
レ

之
。
召
二

出
彼
御
下
文
一

覽
レ

之
。
仍
知
行
不
レ

可
レ

有
二

相
違
一

之
旨
被
レ

仰
云

々

。 

こ
こ
で
は
知
宣
が
頼
朝
に
信
濃
国
中
野
御
牧
・
紀
伊
国
田
中
・
池
田
両
庄
を
知
行
し
た
い
と
申
し
出
た
た
め
、
頼
朝
に
そ
の
由
緒
を
聞
か
れ
て
い
る
。
知
宣
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
所
領
を
先
祖
（
藤
原
）
秀
郷
の
時
か
ら
代
々
継
承
し
て
き
た
が
、
平
時
の
乱
の
折
に
源
義
朝
の
味
方
と
な
っ
た
た
め
、
牢
籠
の
身
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
義
仲
に
嘆

き
申
し
た
と
こ
ろ
、
田
中
庄
に
つ
い
て
は
去
年
（
寿
永
二
年
）
八
月
に
義
仲
の
御
下
文
を
賜
っ
た
と
し
て
、
頼
朝
に
そ
の
下
文
を
披
露
し
、
こ
れ
ら
の
所
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
後
、
文
治
五
年
に
知
宣
の
子
・
尾
藤
太
知
平
が
奥
州
の
藤
原
泰
衡
征
伐
の
た
め
出
陣
し
た
頼
朝
に
従
っ
て
お
り
（
２
）、
建
久
元
年
に
は
頼
朝
の
入
京
に
知
景
が
先
陣
の
隋
兵
の
中

に
見
ら
れ
る
（
３
）。
知
景
は
建
仁
三
年
に
は
比
企
一
族
追
討
に
派
遣
さ
れ
、
負
傷
し
た
の
が
終
出
と
な
っ
て
い
る
（
４
）。
比
企
一
族
の
追
討
に
派
遣
さ
れ
た
御
家
人
は
有
力
御
家
人
が

多
い
が
、
知
景
は
子
の
景
綱
が
得
宗
被
官
と
な
っ
て
お
り
、
金
窪
行
親
も
義
時
の
側
近
と
な
り
、
後
に
被
官
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
知
景
も
北
条
氏
と
接
近
し
つ
つ
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。 

 

二 

尾
藤
景
綱
（
道
然
） 

 
 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
三
日
条 

又
昨
今
両
日
。
致
二

合
戦
一

之
輩
。
多
以
参
二

匠
作
御
亭
一

。
々
主
勧
二

盃
酒
於
件
来
客
一

給
。
此
間
被
レ

仰
云
。
於
二

飲
酒
一

者
。
永
欲
レ

停
二

止
之
一

。
其
故
者
。
去
朔
日
入
レ

夜
。

有
二

数
献
会
一

。
而
暁
天
二
日

。
義
盛
襲
来
刻
。
忽
以
着
二

甲
冑
一

。
雖
レ

令
二

騎
馬
一

。
依
二

淵
酔
之
余
気
一

。
為
二

悩
然
一

之
間
。
向
後
可
二

断
酒
一

之
由
。
誓
願
訖
。
而
度
々
相
戦
之

後
。
為
レ

潤
レ

喉
尋
レ

水
之
処
。
葛
西
六
郎
武
蔵
国
住
人

。
取
二

副
小
筒
一

与
レ

蓋
勧
レ

之
。
臨
二

其
期
一

。
以
前
之
意
。
忽
変
用
レ

之
。
至
レ

蓋
者
給
二

景
綱
一
尾
藤
次
郎

。
人
性
於
レ

時
不
定
。
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比
興
事
也
。
但
自
今
以
後
。
猶
不
レ

可
レ

好
二

大
飲
一
云

々

。 
こ
れ
は
景
綱
の
初
出
記
事
で
も
あ
り
、
和
田
合
戦
の
後
、
合
戦
に
参
加
し
た
者
た
ち
が
泰
時
邸
に
集
ま
り
、
泰
時
が
盃
酒
を
進
め
る
際
に
語
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
泰
時
は
義
盛

が
襲
来
し
た
際
に
二
日
酔
い
で
意
識
が
朦
朧
と
し
て
い
た
た
め
、
飲
酒
を
永
く
断
つ
決
意
を
し
た
が
、
合
戦
の
中
で
葛
西
六
郎
が
酒
を
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
以
前
の
決
意
が
忽
ち
変
わ

っ
て
こ
れ
を
飲
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。
盃
は
尾
藤
景
綱
に
与
え
、
今
後
は
深
酒
を
好
ま
な
い
よ
う
に
す
る
と
語
っ
て
い
る
。
泰
時
か
ら
盃
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
両
者
の

間
に
主
従
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
景
綱
の
被
官
化
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
建
暦
元
年
（
一
二
一
二
）
以
前
と
さ
れ
て
い
る
九

。
そ
の
理
由
は
、
景
綱
が
泰
時
の
次
男
・

時
実
（
母
は
安
保
実
員
女
）
の
乳
母
夫
で
あ
り
、
時
実
が
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
に
十
六
歳
で
家
人
・
高
橋
二
郎
に
殺
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
一
〇

。
つ
ま
り
、
乳
母
夫
で
あ
っ
た

景
綱
が
泰
時
の
被
官
に
な
っ
た
の
は
、
時
実
の
生
年
の
建
暦
元
年
以
前
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
建
保
元
年
の
和
田
合
戦
の
時
に
は
す
で
に
義
時
・
泰
時
父
子
の
被
官
と
な

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

『
吾
妻
鏡
』
初
出
の
段
階
で
は
「
尾
藤
次
郎
」
だ
が
、
承
久
の
乱
の
際
に
は
左
近
将
監
と
な
っ
て
い
る
（
６
）。
泰
時
と
と
も
に
出
陣
し
た
十
八
騎
の
中
で
も
北
条
氏
一
族
を
除
け
ば
筆

頭
に
挙
げ
ら
れ
、
平
出
弥
三
郎
と
綿
貫
次
郎
三
郎
と
い
う
郎
従
を
従
え
て
い
る
。
承
久
の
乱
に
お
け
る
景
綱
の
活
躍
は
第
一
部
第
三
章
で
述
べ
た
た
め
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
景
綱
と

盛
綱
は
元
仁
元
年
四
月
に
義
時
の
使
者
と
し
て
駿
河
国
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
（
９
）、
鎌
倉
に
戻
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
二
カ
月
後
に
義
時
が
死
去
す
る
と
、
泰
時
邸
敷
地
内
に

す
で
に
家
が
あ
っ
た
景
綱
は
、
泰
時
の
も
と
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
数
少
な
い
被
官
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
（
10
、
11
）。 

景
綱
は
伊
賀
氏
事
件
の
直
後
、
閏
七
月
二
十
九
日
に
「
武
州
（
泰
時
）
後
見
」、
す
な
わ
ち
「
家
令
」
一
一

に
任
じ
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
職
は
「
以
前
二
代
無
二

家
令
一

。
今
度
被
レ

始
二

置
之
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
以
前
二
代
」
つ
ま
り
北
条
時
政
・
義
時
の
代
に
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
初
め
て
置
か
れ
た
職
で
あ
っ
た
。
井
上
氏
は
家
令
に
つ
い
て
「
得
宗
の

代
官
と
し
て
、
北
条
氏
一
門
の
事
務
処
理
や
被
官
を
統
制
す
る
要
の
役
」
だ
と
し
、「
景
綱
が
、
常
に
泰
時
の
側
に
近
侍
し
て
お
り
、
文
筆
に
比
較
的
明
る
い
者
で
、
か
つ
政
治
性
に
優
れ

た
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
」
一
二

と
し
て
い
る
が
、
細
川
氏
は
泰
時
期
に
お
け
る
執
事
奉
書
の
発
給
は
景
綱
で
は
な
く
盛
綱
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
得
宗
家
公
文
所

に
お
け
る
実
務
責
任
者
は
盛
綱
で
あ
り
、
「
景
綱
が
初
代
家
令
に
就
任
し
た
よ
う
に
、
盛
綱
も
得
宗
家
家
政
の
実
務
責
任
者
に
任
命
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
一
三

。
つ
ま
り

「
後
見
」「
家
令
」
と
称
さ
れ
る
景
綱
の
立
場
は
、
後
の
得
宗
家
公
文
所
執
事
の
よ
う
に
文
書
発
給
を
行
う
立
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

初
代
家
令
と
な
り
、
得
宗
家
の
家
政
機
関
の
確
立
に
あ
た
っ
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
景
綱
だ
が
、
子
息
は
景
綱
よ
り
早
く
に
死
去
し
た
の
か
、
兄
弟
の
子
で
あ
る
景
氏
を
養
子
に
迎

え
て
い
る
一
四

。
景
綱
は
文
暦
元
年
八
月
二
十
一
日
に
病
気
の
た
め
に
家
令
を
辞
し
、
翌
日
死
去
し
た
（
33
、
34
）。
こ
れ
に
よ
り
、
尾
藤
氏
は
得
宗
被
官
の
中
で
最
も
早
く
世
代
が
変
わ
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る
こ
と
に
な
る
。 三 

尾
藤
景
氏
（
浄
心
） 

 

 

景
氏
の
「
氏
」
は
泰
時
の
嫡
子
・
時
氏
の
偏
諱
と
考
え
ら
れ
る
。
父
は
系
図
１
で
は
「
中
野
三
郎
」
景
信
、
系
図
２
で
は
「
中
野
二
郎
」
景
信
と
な
っ
て
い
る
。
景
綱
が
次
郎
で
あ
る

こ
と
が
史
料
二
か
ら
わ
か
る
の
で
、
景
氏
の
父
は
「
中
野
三
郎
」
で
あ
り
、
景
綱
の
弟
で
あ
ろ
う
。
景
氏
は
寛
喜
二
年
～
弘
長
三
年
ま
で
活
動
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
最
後
ま
で
任
官

し
た
形
跡
は
み
ら
れ
ず
、
通
称
は
「
尾
藤
太
」
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
の
登
場
回
数
も
七
回
と
、
景
綱
に
比
べ
る
と
少
な
い
。 

初
出
と
な
る
寛
喜
二
年
正
月
四
日
条
は
頼
経
の
御
行
始
の
記
事
で
、
北
条
光
時
と
と
も
に
引
出
物
の
一
の
馬
を
引
い
て
い
る
（
24
）。
な
お
二
の
馬
は
北
条
実
泰
と
と
も
に
平
盛
綱
が

引
い
て
い
る
。
景
氏
が
い
つ
景
綱
の
養
子
と
な
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
時
ま
で
に
は
景
綱
の
後
継
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に

泰
時
が
新
築
し
た
邸
宅
の
「
南
門
東
脇
」
に
は
景
氏
の
家
が
あ
り
（
35
）、
寛
元
の
政
変
で
は
諏
訪
蓮
仏
（
盛
重
）・
平
盛
時
と
と
も
に
頼
経
の
使
者
・
但
馬
前
司
定
員
を
追
い
返
し
（
37
）、

六
月
十
日
の
深
秘
の
沙
汰
に
も
蓮
仏
、
盛
時
と
と
も
に
参
候
し
て
い
る
（
38
）
こ
と
か
ら
、
景
氏
は
景
綱
以
来
の
平
・
諏
方
・
尾
藤
体
制
を
維
持
し
続
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
降

は
、
弘
長
三
年
ま
で
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
な
い
が
、
時
頼
の
申
次
を
務
め
（
42
）、
枕
元
に
祗
候
を
許
さ
れ
た
う
ち
の
一
人
（
43
）、
尾
藤
太
浄
心
が
景
氏
で
あ
ろ
う
。 

文
永
九
年
九
月
の
得
宗
家
公
文
所
奉
書
の
奉
者
に
「
浄
心
」
と
あ
り
（
44
）、
存
命
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
文
永
十
年
四
月
に
は
病
の
た
め
に
署
判
で
き
な
く
な
っ
て

い
た
こ
と
が
、「
沙
弥
労

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
（
45
）
。
家
令
と
い
う
職
こ
そ
世
襲
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
金
窪
行
親
が
得
宗
被
官
と
し
て
の
初
代
侍
所
所
司
と
な
り
な
が
ら
、

得
宗
被
官
家
と
し
て
は
確
立
し
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
続
く
得
宗
被
官
上
層
部
の
家
を
確
立
し
た
と
い
う
点
で
、
景
氏
の
功
績
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。 

 
 

第
二
節 

鎌
倉
時
代
中
期
～
後
期
の
尾
藤
氏 

 

一 

景
綱
の
子
孫 

 

系
図
２
に
見
え
る
景
綱
の
子
、
時
景
は
史
料
上
に
比
定
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
孫
に
つ
い
て
は
興
味
深
い
注
記
が
さ
れ
て
い
る
。
時
景
の
子
・
つ
ま
り
景
綱
の
孫
と
さ
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れ
て
い
る
の
は
「
三
郎
左
衛
門
尉
」
時
綱
（
景
氏
孫
の
時
綱
（
演
心
）
と
区
別
す
る
た
め
に
「
時
綱
Ａ
」
と
す
る
）・「
四
郎
」
景
泰
・「
五
郎
左
衛
門
尉
、
正
応
配
流
、
養
子
」
と
記
さ
れ

た
久
時
の
三
人
で
あ
る
。
景
泰
に
つ
い
て
は
他
に
史
料
と
な
る
も
の
が
な
く
、
久
時
も
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、「
正
応
配
流
、
養
子
」
と
い
う
注
記
に
注
目
す
る
と
、
正
応
六
年
（
永

仁
元
年
）
の
平
禅
門
の
乱
に
関
連
し
て
流
罪
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。 

そ
し
て
、『
本
朝
武
家
大
系
図
』
の
時
綱
Ａ
の
注
記
に
「
於
鎮
西
死
去
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
一
五

。
鎮
西
に
関
係
の
あ
る
尾
藤
氏
と
し
て
、
正
応
四
年
（
一
二
九
二
）

か
ら
永
仁
二
年
に
か
け
て
鎮
西
御
家
人
の
訴
訟
に
関
す
る
史
料
に
見
ら
れ
る
尾
藤
内
左
衛
門
入
道
が
い
る
（
53
～
56
、
58
）。
内
舎
人
と
左
衛
門
尉
に
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

小
野
沢
次
郎
入
道
と
と
も
に
見
ら
れ
る
が
、
実
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
正
応
四
年
の
段
階
で
す
で
に
出
家
し
て
お
り
、
何
度
も
鎮
西
に
赴
い
て
い
る
こ
と
か
ら
鎮
西
で
死
去
し

た
可
能
性
は
高
く
、
時
綱
Ａ
は
尾
藤
内
左
衛
門
入
道
に
比
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
「
河
村
氏
系
図
」
に
は
河
村
政
家
女
が
「
尾
藤
内
左
衛
門
尉
妻
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
一
六

。『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』
一
七

で
は
尾
藤
内
左
衛
門
入
道
を
景
氏
孫
の

時
綱
（
以
降
時
綱
Ｂ
）
に
比
定
し
、
河
村
政
家
女
も
時
綱
Ｂ
の
妻
と
し
て
い
る
が
、
時
綱
Ｂ
は
「
藤
内
左
衛
門
尉
」
を
通
称
と
は
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
尾
藤
内
左
衛
門
尉
も
時
綱
Ａ

と
考
え
ら
れ
る
。
景
綱
の
子
孫
も
永
仁
二
年
ま
で
は
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。 

 

二 

景
氏
の
子 

  

系
図
１
・
系
図
２
と
も
に
景
氏
の
男
子
が
四
人
で
あ
る
点
は
一
致
し
て
い
る
。 

（
一
）
尾
藤
頼
景
（
も
し
く
は
景
頼
、
次
郎
兵
衛
尉
） 

 

『
吾
妻
鏡
』
に
垸
飯
で
の
馬
引
き
と
し
て
見
ら
れ
る
（
付
表
２
②
）。
た
だ
し
表
記
は
建
長
二
年
が
尾
藤
兵
衛
尉
（
39
）、
建
長
四
年
は
尾
藤
二
郎
（
40
）、
康
元
元
年
は
尾
藤
次
郎
兵

衛
尉
（
41
）
と
一
定
し
な
い
。
建
長
四
年
に
つ
い
て
は
「
兵
衛
尉
」
の
表
記
が
な
い
が
、
康
元
元
年
の
尾
藤
次
郎
兵
衛
尉
が
「
次
郎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
一
人
物
と
し
た
。 

系
図
１
の
「
景
頼
」
、
系
図
２
の
「
頼
景
」
に
比
定
で
き
る
が
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
実
名
が
見
ら
れ
な
い
た
め
ど
ち
ら
な
の
か
は
判
断
で
き
な
い
。
井
上
氏
は
「
景
頼 

又 

頼
景
」
と

し
て
お
り
（
系
図
３
）
、
細
川
氏
も
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
判
断
し
か
ね
る
と
し
て
い
る
が
、
細
川
氏
は
「
頼
」
が
時
頼
の
偏
諱
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
頼
景
」
の
可
能
性
が
高

い
と
指
摘
し
て
い
る
一
八

。
便
宜
上
本
稿
で
は
細
川
氏
の
指
摘
す
る
「
頼
景
」
と
し
て
お
き
た
い
。 
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な
お
、
建
長
二
年
・
同
四
年
の
垸
飯
は
時
頼
の
沙
汰
に
よ
る
正
月
一
日
の
垸
飯
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
北
条
時
仲
、
北
条
時
定
と
と
も
に
引
い
て
い
る
。
康
元
元
年
は
足
利
利
氏
の
沙
汰

に
よ
る
正
月
三
日
の
垸
飯
で
、
備
前
左
衛
門
三
郎
と
と
も
に
引
い
て
い
る
が
、
頼
景
の
ほ
う
が
上
位
で
あ
る
。
史
料
上
確
認
で
き
る
活
動
は
以
上
だ
が
、
永
仁
三
年
の
上
総
国
碧
海
庄
に

つ
い
て
の
配
分
状
に
「
五
石 

小
針
郷
半
分
尾
藤
兵
衛
六
郎
分

」
と
あ
り
（
59
）、
こ
の
尾
藤
兵
衛
六
郎
が
頼
景
の
子
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
人
の
子
息
・
時
綱
（
時
景
）
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。 

（
二
）
尾
藤
景
連
（
五
郎
左
衛
門
尉
）・
尾
藤
頼
広
（
六
郎
左
衛
門
尉
）・
実
綱
（
尾
藤
七
郎
）・
尾
藤
頼
氏
（
六
郎
左
衛
門
二
郎
） 

弘
安
五
年
五
月
十
二
日
付
の
尾
藤
五
郎
左
衛
門
尉
景
連
・
壱
岐
五
郎
左
衛
門
入
道
後
家
尼
真
蓮
・
三
位
律
師
玄
家
・
尾
藤
六
郎
左
衛
門
二
郎
頼
氏
連
署
の
避
状
（
史
料
三
）
に
よ
っ
て

景
連
と
景
氏
の
孫
の
頼
氏
が
確
認
で
き
る
。 

【
史
料
三
】「
尾
藤
景
連
等
連
署
避
状
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
六
二
三
号
） 

 

感
神
の
大
座
小
野
氏
申
摂
津
国
金
心
寺
庄
の
事
、
長
福
寺
後
家
の
あ
と
を
、
越
中
局
相
伝
の
と
こ
ろ
に
、
か
の
局
死
去
の
あ
ひ
た
、
男
女
の
子
息
お
の

く
領
知
す
へ
き
よ

し
申
候
と
い
へ
と
も
、
小
野
氏
所
帯
の
長
福
寺
後
家
の
九
月
四
日
の
書
状
の
こ
と
く
は
、
当
座
大
座
に
つ
く
へ
き
よ
し
見
ゑ
候
あ
ひ
た
、
本
証
文
を
あ
ひ
そ
ゑ
て
、
小
野
氏
仁

さ
り
あ
た
ふ
る
と
こ
ろ
な
り
、
自
今
以
後
、
お
の

く
さ
ま
た
け
を
不
可
成
之
状
如
件
、 

 
 

弘
安
五
年
五
月
十
二
日 

 
 
 

嫡
庶
を
い
は
す
お
の

く
次
第
不
同
仁

所
加
判
形
也
、 

尾
藤
六
郎
左
衛
門
二
郎
頼
氏
判 

三
位
律
師
玄
家
判 

壱
岐
五
郎
左
衛
門
入
道
後
家
尼
真
蓮
判 

尾
藤
五
郎
左
衛
門
尉
景
連
判 

頼
氏
は
「
六
郎
左
衛
門
二
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
景
連
の
子
で
は
な
く
、
六
郎
左
衛
門
尉
頼
広
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
次
項
で
詳
し
く
考
察
し
た
い
。 

摂
津
国
金
心
寺
庄
は
長
福
寺
後
家
の
死
後
越
中
局
と
い
う
人
物
が
相
伝
し
て
い
た
が
、
越
中
局
が
死
去
し
た
た
め
、
男
女
の
子
息
で
配
分
し
、
領
知
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
「
感

神
の
大
座
」
が
「
長
福
寺
後
家
の
九
月
四
日
の
書
状
」
を
添
え
て
訴
え
た
と
こ
ろ
、
景
連
以
下
越
中
局
の
子
息
（
孫
も
含
む
）
が
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
福
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寺
後
家
は
越
中
局
の
母
で
あ
ろ
う
か
。「
き
を
ん
の
た
い
さ
」
＝
「
感
神
の
大
座
小
野
氏
」
に
避
状
を
送
る
際
の
同
日
付
の
副
状
も
伝
わ
る
（
史
料
四
）。
こ
の
差
出
人
の
「
し
ん
し
や
う
」

と
い
う
の
は
、
諏
訪
真
性
で
あ
ろ
う
。
得
宗
家
公
文
所
に
訴
え
ら
れ
、
真
性
を
奉
行
と
し
て
裁
判
が
進
め
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
史
料
四
】「
し
ん
し
や
う
書
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
六
二
四
号
） 

つ
の
く
に
こ
ん
し
ゝ
の
し
や
う
の
あ
ひ
た
の
事
、
ゑ
ち
う
の
つ
ほ
ね
の
し
そ
く
の
さ
り
ふ
ミ
、
な
ら
ひ
に
ほ
ん
く
ゑ
ん
あ
ひ
く
し
て
、
ま
ひ
ら
せ
候
、
あ
な
か
し
く

く
、 

 
 

弘
安
五
年 

 
 
 
 

五
月
十
二
日 

 
 
 

し
む
し
や
う
判 

 

き
を
ん
の
た
い
さ
殿 

こ
の
二
つ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
景
連
と
頼
広
の
母
が
越
中
局
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
壱
岐
五
郎
左
衛
門
入
道
後
家
尼
真
蓮
は
越
中
局
の
娘
（
景
氏
女
）、「
玄
信
」
は
系
図

２
の
「
三
位
律
師
玄
家
」
の
こ
と
で
、
景
連
の
子
で
あ
ろ
う
。
系
図
１
・
系
図
２
と
も
に
見
ら
れ
る
七
郎
実
綱
に
関
す
る
史
料
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
二
つ
の
系
図
で
一
致
し
て
お

り
、
系
図
上
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三 

景
氏
の
子
孫 

  

景
氏
の
孫
の
世
代
に
な
る
と
、
系
図
１
と
系
図
２
で
異
な
る
部
分
が
出
て
く
る
。
こ
こ
で
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
三
人
の
人
物
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。 

（
一
）
尾
藤
時
綱
（
左
衛
門
尉
、
次
郎
左
衛
門
尉
、
左
衛
門
入
道
演
心
）
→
時
綱
Ｂ 

系
図
１
で
は
景
氏
の
孫
・
時
景
（
「
景
頼
」
の
子
）
に
「
左
兵
衛
、
改
―
綱
、
出
家
」、
系
図
２
で
は
や
は
り
景
氏
の
孫
に
時
綱
（「
頼
景
」
の
子
）
と
あ
り
、「
二
郎
左
衛
門
尉
、
号
尾

藤
左
衛
門
尉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
景
氏
の
孫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
尾
藤
氏
の
惣
領
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
時
綱
Ｂ
に
つ
い
て
は
細
川
氏
の
詳
細
な

論
考
が
あ
り
一
九

、
嘉
元
元
年
か
ら
嘉
元
二
年
十
二
月
ま
で
と
、
嘉
元
三
年
五
月
か
ら
徳
治
三
年
ま
で
の
間
に
得
宗
家
公
文
所
執
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
〇

。
管
見
の
限
り

初
出
史
料
と
な
る
の
は
正
安
三
年
十
二
月
二
十
四
日
付
の
関
東
御
教
書
で
、「
尾
藤
左
衛
門
尉
時
綱
」
の
日
向
臼
杵
郡
田
貫
田
の
所
領
が
異
国
降
伏
の
祈
祷
の
料
所
と
し
て
正
八
幡
宮
に
寄

進
さ
れ
て
い
る
（
62
）。 
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徳
治
二
年
の｢

大
斉
番
文｣

（
九
番
筆
頭
）
の
尾
藤
左
衛
門
尉
（
付
表
７
）、
高
時
の
矢
開
に
見
ら
れ
る
尾
藤
次
郎
左
衛
門
尉
（
66
）、
そ
し
て
正
和
四
年
三
月
八
日
以
降
に
見
ら
れ
る
尾

藤
左
衛
門
入
道
演
心
（
71
）
も
井
上
、
細
川
両
氏
の
指
摘
通
り
時
綱
Ｂ
で
あ
ろ
う
二
一

。 

延
慶
元
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
十
一
月
七
日
付
金
澤
貞
顕
書
状
二
二

で
は
、
貞
時
へ
の
取
り
次
ぎ
を
依
頼
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
史
料
五
で
は
「
長
入
道
」（
長
崎
入
道
＝
長
崎
円
喜
）
と

と
も
に
「
尾
金
」（
尾
藤
左
衛
門
尉
＝
時
綱
Ｂ
）
が
寄
合
の
合
奉
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

【
史
料
五
】「
金
澤
貞
顕
書
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
六
六
三
号
） 

 

太
守
禅
門
、
奥
州
、
武
州
、
貞
顕
、
酒
掃
、
別
駕
、
信
州
、
長
入

奉
行
合
奉
行

道
、
尾
金

（
同
前
）

令
二

出
仕
一

候
了
、
相
州
御
不
参
候
也
、 

昨
日
長
崎
左
衛
門
為
二

御
使
一

御
寄
合
参
勤
事
被
二

仰
下
一

候
之
間
、
則
令
二

出
仕
一

候
了
、
面
目
之
至
無
二

申
計
一

候
、
武
州
同
被
二

仰
下
一

候
之
際
、
出
仕
候
了
、
徳
政
以
下
条
々

御
沙
汰
侯
き
、
御
神
事
以
後
入
見
参
、
諸
事
可
二

申
承
一

候
、（
以
下
断
欠
） 

正
和
四
年
の
火
災
（
鎌
倉
の
飯
島
よ
り
出
火
）
で
は
御
所
・
得
宗
亭
を
は
じ
め
多
く
の
館
が
焼
失
し
た
中
に
、
長
崎
左
衛
門
入
道
円
喜
・
諏
訪
入
道
真
性
・
尾
藤
左
衛
門
入
道
演
心
の

屋
敷
が
あ
る
た
め
（
71
）
、
円
喜
・
直
性
と
と
も
に
得
宗
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
八
月
ま
で
は
「
時
綱
」
と
し
て
発
給
し
て
い
る
文
書
二
三

が
確
認

で
き
る
こ
と
か
ら
、
延
慶
三
年
八
月
～
正
和
四
年
三
月
の
間
に
出
家
し
た
こ
と
に
な
る
。
可
能
性
が
高
い
の
は
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
月
の
貞
時
の
死
に
よ
る
出
家
で
あ
ろ
う
。「
供

養
記
」
で
は
一
品
経
と
銭
十
貫
、
砂
金
五
十
両
・
銀
剣
一
・
馬
一
を
供
養
し
て
い
る
尾
藤
二
郎
左
衛
門
入
道
が
演
心
で
あ
る
（
付
表
８
Ｅ
、
Ｈ
）。 

時
綱
Ｂ
の
子
と
し
て
は
、
史
料
で
確
認
で
き
る
人
物
は
お
ら
ず
、
系
図
２
の
「
時
景
二
郎
左
衛
門
尉

」
と
『
門
葉
記
』
に
見
ら
れ
る
「
尾
藤
左
衛
門
入
道
子
息
」
の
み
で
あ
る
二
四

。
時
景
は

系
図
１
で
は
時
綱
自
身
の
改
名
前
の
名
と
同
じ
で
あ
り
、
時
綱
Ａ
の
父
と
も
同
名
で
あ
る
た
め
検
討
を
要
す
る
。 

（
二
）
尾
藤
資
広
（
弾
正
左
衛
門
尉
） 

 

資
広
は
「
供
養
記
」
で
布
施
取
り
の
役
（
付
表
８
Ａ
）
や
禄
役
人
（
付
表
８
Ｆ
）
を
務
め
て
お
り
、
尾
藤
氏
の
中
で
は
庶
流
の
人
物
で
あ
ろ
う
。
系
図
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
井

上
氏
は
時
綱
Ｂ
の
子
に
比
定
し
て
い
る
（
系
図
３
）
。
細
川
氏
は
資
廣
（
広
）
の
通
称
「
尾
藤
弾
正
左
衛
門
尉
」
は
父
親
が
弾
正
丞
の
官
職
に
あ
っ
た
人
物
と
し
て
お
り
、
時
綱
の
子
で
は

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
二
五

。
細
川
氏
の
資
広
が
時
綱
Ｂ
の
子
で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
同
意
す
る
が
、「
弾
正
左
衛
門
尉
」
と
い
う
の
は
父
親
が
弾
正
丞
だ
っ
た
の
で
は
な
く
自
ら
が
「
弾

正
丞
」
か
ら
「
左
衛
門
尉
」
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
二
六

。 

「
広
」
の
字
と
世
代
を
考
え
る
と
、
系
図
２
に
見
え
る
宗
廣
（
広
）
の
子
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
広
に
関
す
る
史
料
は
な
い
が
、
系
図
２
を
見
る
と
、
景
連
の
子
は
「
頼
連
五
郎
左
衛
門
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尉

・
玄
信
・
宗
広
五
郎

・
規
氏
左
近
将
監

・
頼
氏
六
郎
左
衛
門
尉
」

と
あ
り
、
頼
連
と
宗
広
が
と
も
に
「
五
郎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
通
常
僧
と
な
っ
た
人

物
は
最
後
に
記
す
場
合
が
多
い
の
で
、
頼
連
・
玄
信
が
景
連
の
子
で
、
宗
広
・
規
氏
・
頼
氏
は
頼
広
の
子
で
あ
ろ
う
。 

資
広
の
活
動
が
最
後
に
確
認
で
き
る
の
は
、
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
十
二
月
五
日
付
の
六
波
羅
御
教
書
で
あ
る
（
史
料
六
）。
護
良
親
王
と
楠
木
正
成
の
事
で
鎌
倉
か
ら
資
広
が
東
使

と
し
て
上
洛
し
た
こ
と
、
伝
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
、
至
急
上
洛
す
る
よ
う
に
と
の
命
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。 

【
史
料
六
】「
六
波
羅
御
教
書
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
九
一
一
号
） 

「
感
状 

正
慶
元
」 

 

依
二

大
塔
宮
并
楠
木
兵
衛
尉
正
成
事
一

、
自
二

関
東
一

尾
藤
弾
正
左
衛
門
尉
所
二

上
洛
一

也
、
有
二

可
レ

被
レ

仰
之
子
細
一

、
不
レ

廻
二

時
刻
一

、
可
レ

被
二

参
洛
一

、
仍
執
達
如
レ

件
、 

 
 

正
慶
元
年
十
二
月
五
日 

 
 
 

左
近
将
監
判
有 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

越
後
守
判
有 

 
 
 
 

須
田
一

（

隅

田

）

族
中 

（
三
）
尾
藤
資
氏
（
孫
二
郎
） 

 

「
供
養
記
」
に
手
長
役
人
と
し
て
見
ら
れ
る
（
付
表
８
Ｂ
）。
井
上
氏
は
資
氏
も
資
広
と
と
も
に
時
綱
Ｂ
の
子
と
し
て
い
る
が
、
資
氏
の
通
称
「
孫
二
郎
」
か
ら
は
父
が
無
官
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
た
め
、
時
綱
Ｂ
の
子
と
は
考
え
に
く
い
。
手
長
役
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
庶
子
家
の
人
物
で
比
較
的
年
齢
の
若
い
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
し
た
通
り
頼
氏

が
「
六
郎
左
衛
門
二
郎
」
（
史
料
三
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頼
氏
の
孫
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
資
氏
の
父
も
「
二
郎
」
で
あ
っ
た
た
め
、「
孫
二
郎
」
を
称
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

（
四
）
尾
藤
頼
連
（
五
郎
左
衛
門
尉
） 

 
｢

大
斉
番
文｣

（
十
一
番
）
の
尾
藤
五
郎
左
衛
門
尉
（
付
表
７
）、｢

供
養
記｣

の
尾
藤
五
郎
左
衛
門
入
道
（
付
表
８
Ｈ
）
は
景
連
の
子
・
頼
連
と
考
え
ら
れ
る
。
井
上
氏
は
景
連
と
し
て
い

る
が
二
七

、
景
連
は
史
料
三
の
段
階
で
僧
に
な
っ
た
子
（
三
位
律
師
玄
家
）
が
お
り
、
弟
の
子
（
頼
氏
）
も
元
服
し
て
い
る
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
四
十
代
以
上
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
頼
連
に
比
定
し
た
。｢

供
養
記｣

で
は
砂
金
三
十
両
・
銀
剣
一
を
供
養
し
て
お
り
、
尾
藤
氏
の
庶
子
家
の
中
で
は
時
綱
Ｂ
（
演
心
）
に
次
ぐ
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
五
）
尾
藤
規
氏
（
六
郎
左
衛
門
尉
） 

 
｢

大
斉
番
文｣

の
十
番
（
付
表
７
）
と｢

供
養
記｣

に
見
ら
れ
る
尾
藤
六
郎
左
衛
門
尉
（
付
表
８
Ｈ
）
は
系
図
２
の
通
り
で
あ
れ
ば
頼
氏
な
の
だ
が
、
頼
氏
は
「
六
郎
左
衛
門
二
郎
」
で
あ
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り
（
史
料
三
）、
本
人
は
「
二
郎
」
で
あ
る
た
め
「
尾
藤
六
郎
左
衛
門
尉
」
で
は
な
い
。
供
養
の
品
も
銀
剣
一
と
馬
一
疋
（
置
鞍
・
鹿
毛
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
時
綱
Ｂ
や
頼
連
よ
り
は
立
場

は
低
い
が
、
資
広
・
資
氏
よ
り
は
上
の
立
場
で
あ
る
。
系
図
２
で
は
景
連
の
子
と
な
っ
て
い
る
規
氏
は
「
左
近
将
監
」
と
あ
る
が
、
系
図
１
に
は
見
ら
れ
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
規
氏

は
頼
広
の
子
で
あ
り
、
兄
弟
の
頼
氏
が
二
郎
で
あ
る
以
上
、
頼
氏
の
「
六
郎
左
衛
門
」
は
本
来
規
氏
に
つ
け
ら
れ
る
注
記
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、｢

大
斉
番
文｣

、｢

供
養

記｣

の
六
郎
左
衛
門
尉
は
規
氏
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
、
改
め
て
系
図
に
し
た
も
の
が
系
図
４
で
あ
る
。
井
上
氏
が
時
綱
Ｂ
の
子
と
す
る
資
広
・
資
氏
は
時
綱
Ｂ
の
子
で
は
な
く
、
頼
広
の
孫
と
曾
孫
に
な
る
。
な
お
、

系
図
の
中
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
残
っ
て
い
る
尾
藤
太
性
円
は
、
弘
安
年
中
に
美
濃
国
大
井
庄
下
司
職
を
買
得
て
同
職
に
補
任
さ
れ
、
正
応
の

頃
ま
で
に
は
売
り
渡
し
て
い
る
（
47
～
50
、
60
、
61
、
82
）。
ま
た
尾
藤
氏
の
所
領
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
が
、
嘉
元
二
年
の
僧
禅
海
の
起
請
文
に
紀
伊
国
阿
弖
河
庄
田
仲
が
尾

藤
太
子
息
彦
太
郎
の
由
緒
の
地
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
64
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
史
料
一
で
知
宣
が
頼
朝
に
安
堵
さ
れ
た
地
で
あ
る
。
そ
の
他
、
尾
藤
内
（
81
）、
尾
藤
左

衛
門
入
道
（
86
）
、
尾
藤
余
次
（
同
）
に
つ
い
て
も
系
図
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
尾
藤
氏
の
所
領
二
八

に
関
す
る
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
重

要
な
人
物
と
い
え
る
。 

初
代
家
令
と
な
っ
た
景
綱
は
養
子
に
景
氏
を
迎
え
、
そ
の
景
氏
は
生
涯
任
官
す
る
こ
と
は
な
く
、
家
令
に
も
な
ら
な
か
っ
た
が
、
最
有
力
被
官
と
し
て
の
地
位
は
受
け
継
い
だ
。
前
述

し
た
よ
う
に
景
氏
の
孫
の
時
綱
Ｂ
（
演
心
）
が
二
度
得
宗
家
公
文
所
執
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
平
禅
門
の
乱
後
の
貞
時
専
制
期
の
特
殊
な
状
況
下
の
も
の
で
あ
る
。
平
盛
綱
が
承

久
の
乱
の
初
出
以
来
安
東
忠
家
、
関
実
忠
、
そ
し
て
景
綱
、
金
窪
行
親
と
い
う
初
期
の
得
宗
被
官
の
立
場
を
次
々
と
吸
収
し
て
い
く
状
況
に
あ
っ
て
、
景
氏
は
任
官
せ
ず
、
家
令
職
も
「
継

が
な
い
」
と
い
う
意
志
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
最
有
力
得
宗
被
官
家
と
し
て
の
地
位
を
守
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。 

し
か
し
、
尾
藤
氏
は
常
に
有
力
得
宗
被
官
で
あ
り
続
け
た
一
族
で
あ
り
な
が
ら
、
第
三
部
で
考
察
す
る
五
氏
の
中
で
唯
一
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
時
お
よ
び
滅
亡
後
の
動
き
が
不
明
な
一
族

で
あ
る
。『
太
平
記
』
に
見
ら
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
記
録
も
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
部
第
四
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
尾
藤
氏
が
軍
事
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
少
な
く

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
尾
藤
氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
残
さ
れ
た
課
題
が
多
い
。
尾
藤
氏
所
領
の
考
察
と
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
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し
て
い
き
た
い
。 

注 

 

一 

岡
田
清
一
「
御
内
人
『
尾
藤
氏
』
に
つ
い
て
」（
『
鎌
倉
幕
府
と
東
国
』
補
論
一
※
初
出
は
『
武
蔵
野
』
五
二
―
二
、
一
九
九
〇
年
）、
井
上
恵
美
子
「
北
条
得
宗
家
の
御
内
人
に
つ
い

て
―
尾
藤
氏
の
場
合
―
」（
『
白
山
史
学
』
第
二
六
号
、
一
九
九
〇
年
）、
細
川
重
男
Ａ
「
尾
藤
左
衛
門
入
道
演
心
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
第
一
部
第
六
章
※
初
出
は
『
立

正
史
学
』
第
八
〇
号
、
一
九
九
六
年
）、
細
川
重
男
Ｂ
「
鎌
倉
前
期
・
中
期
の
北
条
氏
被
官
」（『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
第
一
部
第
四
章
第
三
節
）。 

二 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
年
閏
七
月
二
十
九
日
条
。 

三 

『
続
群
書
類
従
』
（
第
六
輯
下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
、
訂
正
三
版
）。 

四 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
新
訂
、
一
三
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）。 

五 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
本
朝
武
家
大
系
図
』（
第
二
巻
、
冑
山
文
庫
）「
藤
家 

小
山
一
家
尾
藤
系
図
」
※
「『
続
群
書
類
聚
』
系
系
図
」
に
な
る
が
、
間
違
い
も
多
い
た
め
本
稿
で
は

考
察
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。 

六 

注
（
一
）
井
上
論
文
。 

七 

岡
田
清
一
氏
は
尾
藤
氏
に
は
確
実
な
根
本
私
領
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、『
沙
汰
未
練
書
』
に
定
め
ら
れ
た
御
家
人
の
範
噂
（「
往
昔
以
来
、
為
開
発
領
主
、
賜
武
家
御
下
文
人

事
也
、
開
発
領
主
ト
ハ
根
本
私
領
也
」）
に
は
入
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
一
岡
田
著
作
、
一
六
六
頁
）。 

八 

注
（
一
）
岡
田
著
作
、
一
七
〇
頁
。 

九 

尾
藤
氏
の
被
官
化
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
岡
田
・
池
田
両
氏
と
も
、
尾
藤
氏
が
自
家
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
北
条
氏
と
の
連
携
を
考
え
た
の
だ
と
し
て
い
る
（
注
一
岡
田
著
作
、
一

六
七
頁
。
井
上
論
文
、
二
二
頁
）
。
ま
た
、
井
上
氏
は
「
北
條
氏
と
し
て
も
、
権
力
強
化
に
伴
う
被
官
不
足
の
た
め
、
被
官
造
成
に
力
を
入
れ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
」
と
し
、「
秀
郷
流

藤
原
氏
で
、
し
か
も
、
先
祖
が
尾
張
守
ま
で
務
め
て
い
た
名
家
で
、
か
つ
、
文
筆
に
も
秀
で
て
い
た
尾
藤
氏
が
自
家
の
被
官
と
な
る
の
は
、
喜
ば
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
北
條
氏
と

尾
藤
氏
の
間
に
被
官
関
係
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
考
察
し
て
い
る
（
井
上
論
文
、
二
一
頁
）。 

一
〇 

『
吾
妻
鏡
』
安
貞
元
年
六
月
十
八
日
条
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
四
章
で
考
察
し
て
い
る
。 

一
一 

「
家
令
」
と
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
令
制
で
、
一
品
以
下
四
品
ま
で
の
親
王
家
、
お
よ
び
三
位
以
上
の
貴
族
の
家
に
設
置
す
る
と
定
め
ら
れ
た
職
員
。
家
務
を
総
括
す
る
。

平
安
以
降
、
他
の
権
勢
家
に
も
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
は
貴
族
の
家
々
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

一
二 

注
（
一
）
井
上
論
文
、
二
八
頁
。 

一
三 

注
（
一
）
細
川
著
作
Ｂ
、
一
〇
七
頁
。 

一
四 

系
図
２
に
は
景
綱
の
子
と
し
て
時
景
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『
吾
妻
鏡
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。 

一
五 

『
本
朝
武
家
大
系
図
』
の
尾
藤
氏
系
図
は
か
な
り
混
乱
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
注
記
は
無
視
で
き
な
い
。 

一
六 

「
秀
郷
流
系
図 

河
村
」
（『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
下
）。 

一
七 

『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
一
年
）。 

一
八 

注
（
一
）
細
川
著
作
Ａ
、
二
一
四
頁
。 

一
九 

注
（
一
）
細
川
著
作
Ａ
。 
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二
〇 
注
（
一
）
細
川
著
作
、
二
〇
四
～
二
〇
六
頁
、
二
七
四
頁
。 

二
一 

注
（
一
）
井
上
論
文
、
三
三
～
三
五
頁
。
細
川
著
作
Ａ
、
二
〇
二
頁
。 

二
二 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
四
四
五
号
。 

二
三 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
九
三
二
号
、
二
四
〇
五
二
号
。
な
お
二
四
〇
五
二
号
の
文
書
は
『
鎌
倉
遺
文
』
で
は
「
将
軍
守
邦
親
王

家
執
事
奉
書
写
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
細
川
氏
に
よ
っ
て
得

宗
家
執
事
奉
書
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
注
一
細
川
著
作
、
九
三
頁
、
表
３
）。 

二
四 

『
門
葉
記
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
図
像
』
第
十
一
巻
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
七
七
年
）「
冥
道
供
七 

関
東
冥
道
供
現
行
記
」
に
は
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
に
尾
藤
左

衛
門
入
道
子
息
の
病
の
た
め
に
冥
道
供
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。 

二
五 

注
（
二
）
細
川
著
作
Ａ
、
二
一
四
頁
。 

二
六 

『
官
職
難
儀
』（
『
新
校
群
書
類
従
』
第
四
巻
、
一
九
三
七
年
）
八
九
頁
。
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
御
家
人
や
得
宗
被
官
の
庶
子
家
の
人
物
に
「
木
工
左
衛
門
尉
」「
刑
部
左
衛
門
尉
」

「
宮
内
左
衛
門
尉
」「
弾
正
左
衛
門
尉
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
い
ず
れ
も
父
親
が
そ
の
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
一
族
内
で
の
任
官
者
が
増
え
た
こ
と
で
、

区
別
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
通
称
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
七 

注
（
一
）
井
上
論
文
、
三
五
頁
。 

二
八 

尾
藤
氏
の
所
領
に
関
し
て
は
岡
田
氏
が
考
察
し
て
い
る
通
り
、
確
認
で
き
る
の
は
①
信
濃
国
中
野
牧
・
②
紀
伊
国
田
仲
庄
・
③
同
国
池
田
庄
・
④
三
河
国
碧
海
庄
小
針
郷
半
分
・
⑤

日
向
国
臼
杵
郡
田
貫
田
・
⑥
筑
前
国
嘉
摩
郡
内
下
山
田
四
十
町
・
⑦
相
模
国
山
内
庄
尾
藤
谷
の
七
つ
だ
が
、
こ
の
う
ち
中
野
牧
・
田
仲
庄
・
池
田
庄
は
御
家
人
化
以
前
の
所
領
だ
が
、

田
仲
・
池
田
庄
に
関
し
て
は
佐
藤
仲
清
・
能
清
父
子
が
権
利
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
一
岡
田
著
作
）。 
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      0
0

 

公

清

子

尾

張

守

伊

勢

守

尾

藤

住

　

信

州

尾

藤

次

法

名

道

念

中

野

二

郎

尾

藤

大

夫

左

衛

門

尉

太

郎

法

名

浄

心

尾

藤

太

郎

太

郎

正

応

配

流

養

子

五

郎

左

衛

門

尉

四

郎

三

郎

左

衛

門

尉

民

部

大

夫

七

郎

六

郎

左

衛

門

尉

五

郎

左

衛

門

尉

二

郎

兵

衛

尉

左

馬

允

二

郎

左

衛

門

尉

六

郎

左

衛

門

尉

左

近

将

監

五

郎

僧 五

郎

左

衛

門

尉

二

郎

左

衛

門

尉

左

近
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監

弥

二

郎

号

尾

藤

左

衛

門

尉

景
　
　
信

知
　
　
平

知
　
　
昌

知
　
　
景

左

衛

門

尉

民

部

丞

知
　
　
郷

知
　
　
宣

知
　
　
基

知
　
　
宗

知
　
　
忠

景
　
　
連

頼
　
　
景

景
　
　
氏

信
　
　
平

知
　
　
長

知
　
　
廣

規
　
　
氏

頼
　
　
氏

時
　
　
景

景
　
　
綱

時
　
　
景

時
　
　
綱

景
　
　
泰

久
　
　
時

頼
　
　
連

玄
　
　
信

宗
　
　
廣

満
　
　
綱

時
　
　
綱

実
　
　
綱

頼
　
　
廣

系図２ 尾藤氏略系図

『続群書類従』秀郷流系図（尾藤）

民
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大
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澄
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知
　
　
基
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大

内

射
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鳥
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家

猶

子
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信

頼
　
　
氏

頼
　
　
廣
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綱
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綱
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家

母

 

大

和

守

藤

原

惟

輔

女

時
　
　
景

景
　
　
連

頼
　
　
連

実
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景

信

子

云

々
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景

景
　
　
綱

景
　
　
信

景
　
　
氏

景
　
　
頼
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井上恵美子「北条得宗家の御内人について―尾藤氏の場合－」

（『白山史学』第26号、1990年）40頁
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第
二
章 
平
・
長
崎
氏 

  

は
じ
め
に 

  

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
作
者
、
後
深
草
院
二
条
は
鎌
倉
滞
在
中
の
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）、「
相
模
守
の
宿
所
の
内
」
に
あ
る
「
角
殿
」
と
呼
ば
れ
る
平
頼
綱
の
屋
敷
に
呼
ば
れ
て
い

る
。
そ
の
時
の
様
子
を
、
御
所
の
設
備
は
「
常
の
事
」
で
あ
る
の
に
角
殿
は
「
几
帳
の
帷
子
、
引
物
ま
で
、
目
も
輝
き
あ
た
り
も
光
る
さ
ま
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
頼
綱
の
妻
（「
御

方
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
が
容
姿
も
素
晴
ら
し
い
様
子
で
「
か
く
い
み
じ
」
と
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
頼
綱
が
向
こ
う
か
ら
走
っ
て
き
た
姿
が
「
袖
短
な
る
白
き
直
垂
姿
」
で
「
馴
れ
が
ほ

に
」
寄
り
あ
っ
て
い
た
の
で
「
や
つ
る
る
心
地
」
が
し
た
と
記
し
て
い
る
一

。
女
性
な
ら
で
は
頼
綱
評
で
あ
る
。 

「
得
宗
被
官
専
制
」
と
も
言
え
る
体
制
を
作
り
上
げ
た
頼
綱
は
、
晩
年
は
京
都
に
対
し
て
も
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
の
平
禅
門
の
乱
で
頼
綱
が
倒
さ
れ

た
と
の
風
聞
を
聞
い
た
三
条
実
躬
が
日
記
に
「
城
入
道
被
誅
之
後
彼
仁
一
向
執
権
、
諸
人
恐
懼
外
無
他
事
候
之
処
、
又
如
此
」
と
記
し
、
誅
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
も
「
餘
ニ
驕
過
之
故

歟
」
と
し
て
い
る
二

。
京
都
の
公
家
か
ら
見
て
も
、
頼
綱
の
「
驕
」
は
目
に
余
る
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

得
宗
被
官
平
氏
（
本
章
で
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
「
平
氏
」
は
得
宗
被
官
平
氏
を
指
す
）
は
初
代
・
平
盛
綱
が
『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
二
日
条
に
泰
時
従
軍
の
「
十
八
騎
」

と
し
て
登
場
し
て
以
来
、
常
に
得
宗
に
近
侍
し
て
い
た
。
し
か
し
、
尾
藤
氏
は
御
家
人
化
の
背
景
、
先
祖
が
秀
郷
流
藤
原
氏
で
あ
る
こ
と
ま
で
『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

平
氏
に
関
し
て
の
そ
の
よ
う
な
情
報
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
平
・
長
崎
氏
に
関
す
る
研
究
は
森
幸
夫
氏
や
細
川
重
男
氏
の
研
究
を
中
心
に
豊
富
な
の
だ
が
三

、
現
在

も
資
盛
（
平
清
盛
の
孫
）
の
子
で
あ
る
と
す
る
説
、
義
時
の
年
来
の
郎
従
「
主
達
」
出
身
と
す
る
説
の
二
つ
で
意
見
が
分
か
れ
て
お
り
、
未
だ
確
定
し
て
い
な
い
。 

系
図
史
料
と
し
て
は
盛
綱
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
『
尊
卑
分
脉
』（
系
図
１
）
と
盛
綱
か
ら
長
崎
氏
ま
で
記
さ
れ
た
『
系
図
纂
要
』「
平
朝
臣
姓 

関
一
流
」（
系
図
２
）
が
あ
る
が
、
系
図

１
は
盛
綱
を
平
清
盛
の
孫
・
資
盛
の
子
と
し
、
系
図
２
は
資
盛
の
孫
・
国
房
の
子
と
し
て
い
る
。
し
か
も
系
図
２
の
盛
綱
の
注
記
に
「
時
政
執
権
之
時
居
鎌
倉
為
執
事
」
と
し
て
い
る
点
、

盛
綱
と
頼
綱
を
親
子
と
し
て
い
る
点
、
関
実
忠
と
盛
綱
を
兄
弟
と
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
本
章
で
は
、
平
・
長
崎
氏
の
出
自
に
つ
い
て
考
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察
し
た
上
で
、
付
表
11
①
～
③
を
も
と
に
盛
綱
か
ら
鎌
倉
時
代
後
期
の
長
崎
氏
に
至
る
ま
で
の
系
図
の
復
元
を
行
い
た
い
（
以
下
付
表
11
に
関
し
て
は
①
～
③
の
番
号
と
表
の
数
字
の

み
を
記
す
）
。
な
お
、
便
宜
上
頼
綱
ま
で
を
「
平
氏
」
、「
長
崎
」
を
名
乗
っ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
は
「
長
崎
氏
」
と
表
記
し
、
両
方
を
指
す
場
合
は
「
平
・
長
崎
」
と
す
る
。 

 

第
一
節 
平
・
長
崎
氏
の
出
自 

 

一 

平
盛
綱
の
出
自 

  

渡
辺
晴
美
氏
は
平
・
長
崎
氏
の
出
自
に
つ
い
て
、「
関
・
平
・
長
崎
の
諸
氏
が
相
互
に
こ
の
系
図
と
相
隔
事
遠
く
な
い
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、「
平
氏
」

を
称
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
即
座
に
小
松
内
府
の
末
裔
と
す
る
こ
と
は
断
言
し
え
ま
い
」
四

と
し
て
い
る
。
細
川
氏
は
「
主
達
」
出
身
で
あ
る
と
主
張
し
五

、
森
氏
は
「
供
僧
次
第
」

に
北
条
時
政
・
義
時
父
子
に
よ
っ
て
供
僧
に
推
挙
さ
れ
た
平
家
一
門
出
身
者
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
盛
綱
は
平
資
盛
の
流
れ
を
汲
む
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
六

。
細
川
氏
は
こ
の
森
氏
の

主
張
に
対
し
、「
供
僧
次
第
」
等
に
見
え
る
平
家
出
身
者
は
「
全
員
が
僧
侶
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
北
条
氏
に
庇
護
さ
れ
た
平
家
一
門
出
身
者
の
存
在
を
否
定
し
七

、
再
び
森
氏
が
「
供

僧
次
第
」
等
に
見
え
る
平
家
出
身
者
が
全
員
僧
侶
に
な
っ
て
い
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
八

。 
 

森
氏
が
根
拠
と
す
る
の
は
、『
太
平
記
』
巻
十
「
長
崎
高
資
最
期
合
戦
事
」
に
お
け
る
長
崎
高
資
の
名
乗
り
「
桓
武
第
五
の
皇
子
葛
原
親
王
に
三
代
の
孫
、
平
将
軍
貞
盛
よ
り
十
三
代
、

前
相
模
守
高
時
の
管
領
に
、
長
崎
入
道
円
喜
が
嫡
孫
、
次
郎
高
重
」
九

と
い
う
部
分
で
、「
平
将
軍
貞
盛
よ
り
十
三
代
」、「
前
相
模
守
高
時
の
管
領
に
」
の
語
句
を
、「
長
崎
入
道
円
喜
」

に
懸
か
る
語
句
と
し
て
読
め
ば
、
長
崎
氏
の
先
祖
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
一
〇

。『
尊
卑
分
脉
』
の
系
図
に
あ
る
貞
盛
か
ら
盛
綱
の
十
代
に
、
盛
時
・
光
綱
・
円

喜
を
加
え
る
と
、
円
喜
は
ち
ょ
う
ど
十
三
代
目
に
当
た
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
貞
盛
―
維
盛
―
正
度
―
正
衡
―
正
盛
―
忠
盛
―
清
盛
―
重
盛
―
資
盛
―
盛
綱
―
盛
時
―
光
綱
―
円
喜
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
平
将
軍
貞
盛
よ
り
十
三
代
」
の
「
前
相
模
守
高
時
」
の
「
管
領
」
で
あ
る
「
長
崎
入
道
円
喜
」
の
「
嫡
孫
」
の
「
次
郎
高
重
」
と
読
み
取
る
べ
き

で
あ
り
、「
平
将
軍
貞
盛
よ
り
十
三
代
」
が
円
喜
に
か
か
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
北
条
氏
が
貞
盛
の
子
孫
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
平
将
軍
貞
盛
よ
り
十
三
代
」
な
の

は
高
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
貞
盛
―
維
将
―
維
時
―
直
方
―
時
方
―
時
政
―
義
時
―
泰
時
―
時
氏
―
時
頼
―
時
宗
―
貞
時
―
高
時
と
な
る
。
以
上
の
点
か
ら
盛
綱
が
資
盛
の

子
や
系
図
２
の
よ
う
に
資
盛
の
曾
孫
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
言
え
よ
う
。 
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細
川
氏
は
「
高
重
は
主
君
高
時
の
系
譜
を
長
々
と
語
り
、
自
分
の
家
系
に
つ
い
て
は
当
時
存
命
の
祖
父
高
綱
に
し
か
触
れ
て
い
な
い
」
一
一

と
し
、
平
・
長
崎
氏
の
先
祖
が
不
明
で
あ
る

こ
と
か
ら
義
時
の
「
年
来
の
郎
従
」
で
あ
る
「
主
達
」
出
身
と
し
て
い
る
が
、
だ
と
す
る
と
承
元
三
年
に
「
主
達
」
を
御
家
人
に
準
ず
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
実
朝
一
二

の
死
後
に
御
家

人
身
分
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
盛
綱
は
他
の
有
力
得
宗
被
官
と
異
な
り
承
久
の
乱
以
前
に
御
家
人
と
し
て
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
初
出
の
時
す
で
に
兵

衛
尉
で
あ
り
、
実
朝
の
死
後
御
家
人
に
加
え
ら
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
主
達
出
身
で
は
な
く
、
御
家
人
に
加
え
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
身
分
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

頼
綱
に
至
る
ま
で
名
字
の
名
乗
り
が
な
い
こ
と
か
ら
、
盛
綱
は
根
本
私
領
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
尾
藤
景
綱
が
家
令
で
あ
っ
た
当
時
か
ら
盛
綱
が
得
宗
家
公
文

書
奉
書
の
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
（
①
５
、
15
）
、
使
者
と
し
て
の
行
動
の
際
に
は
景
綱
の
上
位
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
一
三

な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
京
下
り
の
武
士
、
ま
た
は
そ
の
子
孫
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
清
盛
流
平
氏
と
関
連
が
あ
っ
た
と
し
て
も
家
人
の
平
盛
国
の
子
孫
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。 

 

二 

平
盛
綱
の
活
動 

 

盛
綱
の
通
称
は
「
平
三
郎
兵
衛
尉
」、「
平
三
郎
左
衛
門
尉
」
一
四

、「
平
左
衛
門
入
道
」（
法
名
盛
阿
）
と
変
化
し
て
い
く
。
盛
綱
の
活
動
に
つ
い
て
は
第
一
部
で
扱
っ
た
事
件
の
考
察
の

中
で
も
触
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
盛
綱
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
泰
時
が
執
権
と
な
り
、
元
仁
元
年
に
家
令
と
な
っ
た
尾
藤
景
綱
と
と
も
に
盛
綱
が
家
務
条
々
の
制
定
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
（
①
４
）、
代
替
わ
り
安
堵
の
北

条
泰
時
袖
判
奉
書
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
（
①
５
）
で
あ
る
。
義
時
が
死
去
し
た
直
後
、
泰
時
に
近
侍
す
る
被
官
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
の
は
景
綱
と
関
実
忠
で
あ
っ
た
。
実
忠
は
文
筆

能
力
の
高
い
人
物
で
あ
り
一
五

、
泰
時
に
重
用
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
忠
は
伊
賀
氏
事
件
を
境
に
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
姿
を
消
し
一
六

、
そ
の
地
位
に
は
盛
綱
が
収
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
承
久
の
乱
で
死
亡
し
た
安
東
忠
家
に
代
わ
り
侍
所
所
司
・
金
窪
行
親
の
副
官
と
し
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
①
９
、
19
）。
そ
し
て
文
暦
元
年
に
尾
藤

景
綱
が
死
去
す
る
と
、
後
任
と
し
て
家
令
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
①
25
）。 

森
氏
と
細
川
氏
は
天
福
二
年
七
月
一
日
付
の
深
堀
五
郎
が
六
カ
月
の
京
都
大
番
役
を
勤
め
た
こ
と
を
注
進
す
る
北
条
重
時
の
書
状
一
七

の
宛
名
が
盛
綱
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
で

は
盛
綱
が
侍
所
所
司
で
あ
る
と
し
一
八

、
細
川
氏
は
行
親
と
盛
綱
の
間
で
侍
所
所
司
の
交
代
が
複
数
回
行
わ
れ
た
と
し
て
い
る
一
九

。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
確

か
に
京
都
大
番
役
は
侍
所
の
管
轄
な
の
だ
が
、
所
司
が
同
一
人
物
の
間
で
複
数
回
交
代
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。
行
親
発
給
の
文
書
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
、
得
宗
家
公
文
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所
に
お
い
て
も
景
綱
が
家
令
の
時
か
ら
盛
綱
が
文
書
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
侍
所
に
お
い
て
も
盛
綱
が
実
務
を
担
当
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
少
な

く
と
も
金
窪
行
親
の
生
存
が
確
認
で
き
る
仁
治
二
年
ま
で
は
金
窪
行
親
が
一
貫
し
て
侍
所
所
司
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
仁
治
二
年
に
泰
時
が
死
去
し
、
盛
綱
は
仁
治
三
年
以
降

の
記
事
で
は
出
家
し
て
「
盛
阿
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
盛
綱
自
身
は
侍
所
所
司
と
な
ら
ず
、
子
の
盛
時
が
侍
所
所
司
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

盛
綱
は
建
長
元
年
ま
で
生
存
が
確
認
で
き
る
（
①
75
）
が
、「
建
長
帳
」
の
「
平
右
衛
門
入
道
跡
」（
①
76
）
が
「
平
左
衛
門
入
道
跡
」
の
こ
と
で
あ
れ
ば
建
長
二
年
に
は
死
去
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
盛
綱
は
義
時
期
～
時
頼
期
ま
で
の
間
に
関
実
忠
・
安
東
忠
家
・
尾
藤
景
綱
・
金
窪
行
親
と
い
っ
た
初
期
の
得
宗
被
官
た
ち
の
立
場
を
す
べ
て
吸
収
し
、
家
令
や
侍
所

所
司
な
ど
の
地
位
を
こ
れ
ら
の
一
族
の
世
襲
と
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
手
に
集
約
し
、
以
後
の
得
宗
被
官
内
部
に
お
け
る
平
氏
の
地
位
を
不
動
の
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

 

三 

盛
綱
の
子 

 

『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
盛
綱
が
「
平
三
郎
左
衛
門
尉
」
の
時
に
盛
時
が
「
平
左
衛
門
三
郎
」
で
あ
り
、
盛
時
が
「
平
新
左
衛
門
尉
」
と
な
る
と
頼
綱
が
「
平
新
左
衛
門
三
郎
」
と
し

て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
系
図
２
で
は
盛
綱
と
頼
綱
は
親
子
、
頼
綱
と
光
盛
が
兄
弟
と
な
っ
て
お
り
盛
時
が
抜
け
て
い
る
が
、
盛
綱
の
子
が
盛
時
、
盛
時
の
子
が
頼
綱
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
い
ず
れ
も
「
三
郎
」
を
通
称
と
し
て
お
り
、
嫡
流
は
「
三
郎
」
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

山
川
智
応
氏
が
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
か
ら
そ
の
間
に
盛
時
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
二
〇

し
た
の
を
始
め
と
し
て
、
大
野
達
之
助
氏
二
一

・
渡
辺
氏
・
森
氏
・
細
川
氏
な
ど
に
よ
っ
て
、

「
盛
綱
―
盛
時
―
頼
綱
」
と
い
う
系
譜
に
な
る
こ
と
は
通
説
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
盛
綱
の
子
に
つ
い
て
は
細
川
（
系
図
３
）・
森
（
系
図
４
）
両
氏
の
研
究
が
あ
り
、
男
子
が
四
名
で

あ
る
こ
と
は
両
者
と
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
四
名
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

（
一
）
平
盛
時
（
平
左
衛
門
三
郎
、
平
新
左
衛
門
尉
、
平
三
郎
左
衛
門
尉
） 

盛
時
は
父
の
盛
綱
や
子
の
頼
綱
に
比
べ
る
と
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
泰
時
期
～
時
頼
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
初
出
は
『
吾
妻
鏡
』
安
貞
二
年
十
月
十
五

日
条
で
、「
平
左
衛
門
三
郎
盛
時
」
と
し
て
将
軍
頼
経
に
献
上
の
馬
を
引
い
て
い
る
（
①
11
）。
延
応
元
年
に
は
「
平
新
左
衛
門
尉
盛
時
」
と
な
っ
て
お
り
（
①
40
）、
任
官
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
盛
綱
が
泰
時
に
近
侍
し
て
政
治
的
活
動
を
行
っ
て
い
る
期
間
は
垸
飯
等
の
儀
式
へ
の
参
加
が
主
な
活
動
と
な
っ
て
お
り
、
盛
時
の
儀
式
以
外
の
活
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
泰
時
の
死
後
、
盛
綱
が
出
家
し
て
か
ら
で
あ
る
（
①
59
以
降
）。
寛
元
四
年
六
月
十
日
の
「
深
秘
の
沙
汰
」
に
も
諏
訪
蓮
仏
（
盛
重
）・
尾
藤
景
氏
と
と
も
に
参
候
し
て
い
る
（
史



第 2章 平・長崎氏  

 

172 

料
一
、
①
65
）
。
同
年
十
二
月
に
は
時
頼
に
よ
っ
て
陸
奥
糠
部
五
戸
の
地
頭
代
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
（
①
66
）。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
六
月
十
日
条 

於
二

左
親
衛
御
亭
一

。
又
有
二

深
秘
沙
汰
一

。
亭
主
。
右
馬
権
頭
。
陸
奥
掃
部
助
。
秋
田
城
介
等
寄
合
。
今
度
被
レ

加
二

若
狭
前
司
一

。
内
々
無
二

御
隔
心
一

之
上
。
可
レ

被
レ

仰
二

意
見
一

之
故
也
。
此
外
。
諏
訪
入
道
。
尾
藤
太
。
平
三
郎
左
衛
門
尉
参
候
。 

盛
時
は
正
嘉
二
年
に
侍
所
所
司
と
し
て
将
軍
家
の
二
所
進
発
の
随
兵
を
奉
行
し
て
い
る
こ
と
（
①
84
）
か
ら
、
侍
所
所
司
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
家
令
（
執
事
）
と
し
て
の

活
動
を
記
し
た
史
料
は
な
い
が
、
頼
綱
が
執
事
と
侍
所
所
司
を
兼
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
盛
時
も
執
事
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
は
弘
長
元
年
ま
で
見
ら
れ
（
①

90
）
、「
建
長
帳
」
の
「
平
左
衛
門
入
道
跡
」
は
盛
綱
か
盛
時
跡
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
二
）
平
・
長
崎
時
綱
（
平
左
衛
門
次
郎
、
次
郎
兵
衛
尉
、
左
兵
衛
尉
） 

 

『
吾
妻
鏡
』
の
「
平
左
衛
門
次
郎
」（
①
27
、
74
）
に
比
定
さ
れ
（
系
図
３
・
系
図
４
）、
文
永
九
年
か
ら
弘
安
五
年
ま
で
「
時
綱
」「
左
兵
衛
尉
」
と
し
て
得
宗
家
公
文
所
奉
書
の
奉

者
と
な
っ
て
い
る
（
②
７
、
９
、
10
、
17
、
33
～
36
）
。「
供
僧
次
第
」
に
は
永
仁
元
年
二
月
二
十
六
日
に
五
十
六
歳
で
死
去
し
た
寺
門
の
僧
・
駿
河
法
印
盛
弁
に
「
平
左
エ
門
尉
盛
綱

子
。
実
ニ
ハ
時
綱
子
。
盛
綱
孫
」
と
あ
り
、
盛
弁
が
祖
父
盛
綱
の
養
子
に
な
っ
た
こ
と
、
時
綱
が
盛
綱
の
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
二
二

。
日
蓮
の
「
聖
人
御
難
事
」
に
落
馬
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
「
長
崎
次
郎
兵
衛
の
尉
時
縄
（
綱
）
」（
②
32
）
も
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
時
綱
が
は
じ
め
て
「
長
崎
」
を
称
し
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

（
三
）
平
・
長
崎
光
盛
（
平
左
衛
門
四
郎
、
平
四
郎
、
平
四
郎
兵
衛
尉
） 

 

光
盛
は
系
図
２
で
は
盛
綱
の
子
で
頼
綱
の
兄
弟
と
な
っ
て
い
る
が
、
盛
時
の
弟
と
な
る
。
細
川
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
「
平
左
衛
門
四
郎
」
に
比
定
で
き
よ

う
（
系
図
３
）
二
三

。
森
氏
は
光
盛
と
い
う
名
が
史
料
上
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
「
某
」
と
し
て
い
る
（
系
図
４
）
二
四

。 

建
長
五
年
に
は
「
平
四
郎
兵
衛
尉
」
と
な
っ
て
お
り
（
①
77
）、
兵
衛
尉
に
任
官
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
建
治
二
年
に
「
故
平
左
衛
門
入
道
」
と
「
長
崎
殿
」
の
菩
提
を
訪
う
よ
う
に

と
の
周
防
国
国
司
下
文
が
発
給
さ
れ
て
い
る
（
②
18
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
盛
時
と
光
盛
に
比
定
で
き
る
。
ま
た
光
盛
が
「
長
崎
」
を
称
し
た
際
に
左
衛
門
尉
に
任
官
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
（
①
85
）
も
光
盛
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
四
）
平
貞
綱
（
左
近
将
監
） 

仁
治
元
年
に
盛
綱
が
子
の
左
近
将
監
貞
綱
死
去
に
よ
る
禁
忌
の
た
め
し
ば
ら
く
出
仕
し
て
い
な
か
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
（
①
48
）、
盛
綱
の
子
に
は
貞
綱
も
い
た
こ
と
に
な
る
。
細
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川
氏
は
貞
綱
が
左
近
将
監
で
あ
る
こ
と
、
時
綱
・
盛
時
・
光
盛
が
そ
れ
ぞ
れ
「
次
郎
・
三
郎
・
四
郎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
人
の
兄
で
あ
る
太
郎
だ
と
し
て
い
る
二
五

。
森
氏
も
仁
治
元

年
当
時
無
官
で
あ
っ
た
「
次
郎
」
（
時
綱
）
と
「
四
郎
」
（
光
盛
）
よ
り
「
高
地
位
で
、
左
衛
門
尉
盛
時
に
次
ぐ
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
」
二
六

と
指
摘
し
て
い
る
。 

こ
の
他
、
森
氏
は
『
尊
卑
分
脉
』
の
小
野
時
綱
の
注
記
に
「
母
平
左
衛
門
尉
盛
綱
女
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
野
義
行
に
嫁
し
た
女
子
を
加
え
二
七

、
盛
綱
の
子
を
五
名
と
し
て
い
る
（
系

図
４
）。
細
部
は
異
な
る
も
の
の
、
盛
綱
の
子
に
つ
い
て
は
細
川
・
森
両
氏
の
研
究
に
あ
る
通
り
と
言
え
よ
う
。 

 

第
二
節 

平
頼
綱
の
系
譜 

 

一 

平
頼
綱
（
杲
円
） 

 

盛
綱
の
孫
で
、
盛
時
の
子
で
あ
る
頼
綱
の
『
吾
妻
鏡
』
初
出
は
康
元
元
年
正
月
四
日
条
で
あ
る
（
①
79
）。
以
降
正
嘉
二
年
（
①
83
）
ま
で
は
「
平
新
左
衛
門
三
郎
」
と
な
っ
て
お
り
、

自
身
が
左
衛
門
尉
に
任
官
し
て
「
平
新
左
衛
門
尉
」
と
し
て
見
え
る
の
は
終
出
の
弘
長
三
年
（
①
91
）
で
あ
る
。
日
蓮
の
迫
害
者
と
し
て
有
名
な
頼
綱
だ
が
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
的
調
の

射
手
や
馬
の
引
き
手
と
し
て
の
活
動
が
見
え
る
の
み
で
、
ま
だ
政
治
的
活
動
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
頼
綱
の
「
頼
」
は
時
頼
の
偏
諱
で
あ
ろ
う
し
、
祖
父
盛
綱
や
父
盛
時
の
活

動
時
期
な
ど
か
ら
初
出
当
時
は
ま
だ
元
服
し
て
ま
も
な
い
十
代
半
ば
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

文
永
八
年
の
日
蓮
逮
捕
と
尋
問
と
い
う
行
動
（
②
４
、
５
）
は
侍
所
所
司
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
翌
文
永
九
年
に
は
時
宗
の
袖
判
執
事
奉
書
の
奉
者
と
な
っ
て
い
る
（
②
８
）
こ
と

か
ら
、
侍
所
所
司
と
得
宗
家
公
文
書
執
事
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
蓮
が
「
聖
人
御
難
事
」
で
「
一
定
と
し
て
平
等
も
城
等
も
い
か
り
て
」
と
弘
安
二
年
当
時
、
平
（
頼
綱
）

等
と
城
（
安
達
泰
盛
）
等
が
日
蓮
門
下
の
弾
圧
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
よ
う
に
二
八

、
頼
綱
は
安
達
氏
と
並
び
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。 

文
永
八
年
に
誕
生
し
た
貞
時
は
、
弘
安
七
年
四
月
四
日
の
時
宗
の
死
に
よ
り
十
四
歳
で
執
権
と
な
っ
た
二
九

。
連
署
は
時
宗
時
代
か
ら
引
き
続
き
業
時
（
重
時
の
子
）
で
あ
る
。
霜
月
騒

動
に
よ
っ
て
泰
盛
一
族
が
倒
さ
れ
た
の
は
そ
の
翌
年
、
弘
安
八
年
十
一
月
十
七
日
で
あ
る
。
従
来
は
御
家
人
を
代
表
す
る
泰
盛
と
得
宗
被
官
を
代
表
す
る
頼
綱
の
争
い
と
考
え
ら
れ
て
い

た
霜
月
騒
動
だ
が
三
〇

、
得
宗
被
官
も
御
家
人
身
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
現
在
で
は
幕
府
内
の
主
導
権
を
巡
る
争
い
で
あ
り
、
単
な
る
御
家
人
対
得
宗
被
官
の
争
い
で
は
な
い

と
理
解
さ
れ
て
い
る
三
一

。
特
に
秋
山
哲
雄
氏
は
泰
盛
の
御
恩
奉
行
と
い
う
立
場
と
、
竹
崎
季
長
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
「
季
長
の
よ
う
な
例
が
増
え
れ
ば
、
泰
盛
を
主
人
と
従
う
勢
力
も
増
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え
」、
「
主
従
制
の
頂
点
で
あ
る
将
軍
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
」
も
あ
り
え
る
と
し
、
頼
綱
が
こ
れ
を
恐
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
三
二

。 
貞
時
の
母
は
安
達
義
景
女
（
も
し
く
は
泰
盛
女
）
三
三

、
室
は
安
達
泰
宗
女
で
あ
る
三
四

。
安
達
氏
と
得
宗
家
と
の
姻
戚
関
係
は
時
氏
の
室
と
な
っ
た
景
盛
女
の
松
下
禅
尼
（
経
時
・
時
頼
・

時
定
の
母
）
に
は
じ
ま
る
。
頼
朝
の
近
従
で
あ
っ
た
盛
長
以
来
の
有
力
御
家
人
で
あ
る
安
達
氏
は
、
得
宗
家
の
外
戚
の
家
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
得
宗
被
官
で
あ
る
頼
綱
は

御
家
人
身
分
で
あ
る
と
は
言
え
、
得
宗
家
の
外
戚
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
頼
綱
の
権
力
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
は
貞
時
の
乳
母
夫
と
し
て
の
力
と
得
宗
家
公
文
書
執
事
・
侍
所
所
司

の
地
位
を
兼
ね
る
立
場
と
言
え
る
。 

霜
月
騒
動
か
ら
頼
綱
が
永
仁
元
年
四
月
に
平
禅
門
の
乱
で
貞
時
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
る
ま
で
の
九
年
間
が
頼
綱
の
専
制
と
言
え
る
時
代
と
さ
れ
て
い
る
三
五

。
ま
た
頼
綱
は
霜
月
騒
動
直
後
、

弘
安
八
年
十
二
月
二
十
七
日
に
出
家
し
て
お
り
（
②
45
）
、
以
後
「
平
左
衛
門
入
道
」「
平
入
道
」「
平
禅
門
」
と
し
て
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
章
の
冒
頭
で
挙
げ
た
『
と
は

ず
が
た
り
』
で
の
頼
綱
は
ま
さ
に
権
力
の
絶
頂
に
あ
っ
た
頃
の
姿
な
の
で
あ
る
。 

第
三
節
で
述
べ
る
長
崎
新
左
衛
門
入
道
性
杲
と
と
も
に
正
応
四
年
に
東
使
と
な
っ
て
い
る
平
七
郎
左
衛
門
尉
（
②
62
）
は
頼
綱
の
弟
と
考
え
ら
れ
る
が
、
管
見
の
限
り
こ
れ
以
外
に
活

動
を
確
認
で
き
る
史
料
は
な
い
。 

 

二 

平
宗
綱
と
飯
沼
助
宗 

  

後
深
草
院
二
条
は
放
生
会
で
見
た
頼
綱
の
子
・
宗
綱
に
つ
い
て
、「
平
左
衛
門
入
道
と
申
す
者
が
嫡
子
、
平
二
郎
左
衛
門
が
、
将
軍
の
侍
所
の
所
司
と
て
参
り
し
有
様
な
ど
は
、
物
に
く

ら
べ
ば
関
白
な
ど
の
御
振
舞
と
見
え
き
」
三
六

と
し
、
「
歌
を
も
詠
み
、
好
き
者
」
と
い
う
評
判
の
あ
っ
た
助
宗
と
は
歌
を
通
し
て
交
流
し
て
い
た
と
い
う
三
七

。
頼
綱
の
子
は
宗
綱
と
助
宗

の
二
名
以
外
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
二
人
が
同
時
に
記
さ
れ
て
い
る
史
料
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

【
史
料
二
】「
追
加
法
」
六
三
二 

一 

寺
社
并
京
下
訴
訟
事 

 

正
応
四 

八 

廿 

 

急
可
二

申
沙
汰
一

之
由
、
可
レ

被
レ

仰
二

奉
行
人
并
五
方
引
付
一

、
此
上
令
二

延
引
一

者
、
可
レ

触
二

訴
飯
沼
大
夫
判
官
助
宗
、
大
瀬
左
衛
門
尉
惟
忠
、
長
崎
左
衛
門
尉
光
綱
、
工
藤

右
衛
門
入
道
杲
禅
、
平
左
衛
門
尉
宗
綱
一

歟
、 
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こ
れ
は
正
応
四
年
の
も
の
で
、
寺
社
京
下
訴
訟
が
延
引
し
た
際
、
こ
れ
以
上
延
引
す
れ
ば
飯
沼
大
夫
判
官
助
宗
以
下
の
得
宗
被
官
た
ち
に
触
れ
て
訴
え
る
と
い
う
も
の
で
、
長
崎
光
綱

や
工
藤
杲
禅
（
杲
暁
）
も
見
ら
れ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
助
宗
が
筆
頭
に
記
さ
れ
、
宗
綱
が
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
飯
沼
大
夫
判
官
」
と
あ
る
よ
う
に
、
助
宗
は
五
位
で
あ

り
、
兄
の
宗
綱
よ
り
も
上
位
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
で
こ
の
二
人
の
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

（
一
）
平
宗
綱
（
平
左
衛
門
尉
） 

 

「
宗
」
は
や
は
り
時
宗
の
偏
諱
で
あ
ろ
う
。
頼
綱
の
嫡
子
と
考
え
ら
れ
る
が
、
助
宗
と
比
べ
史
料
も
少
な
く
、
目
立
っ
た
活
躍
も
見
ら
れ
な
い
。
史
料
上
の
初
出
は
『
と
は
ず
が
た
り
』

で
、
正
応
二
年
八
月
に
侍
所
所
司
と
し
て
放
生
会
に
参
加
し
た
「
平
二
郎
左
衛
門
尉
」
が
「
平
左
衛
門
入
道
の
嫡
子
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
宗
綱
だ
と
わ
か
る
（
②
53
）。
た
だ
し
「
二
郎
」

と
記
し
て
い
る
の
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
み
で
、
そ
の
他
の
史
料
で
は
「
平
左
衛
門
尉
宗
綱
」（
②
63
）「
平
左
衛
門
尉
」（
②
75
）「
平
左
衛
門
宗
綱
」（
②
80
）
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
保
暦
間
記
』
で
は
平
禅
門
の
乱
の
際
、
宗
綱
が
貞
時
に
父
の
悪
行
を
密
告
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
②
79
）
が
、『
親
玄
僧
正
日
記
』
で
は
宗
綱
が
合
戦
直
前
に
貞
時
の
許
に
参

上
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
②
80
）
。
乱
後
佐
渡
に
流
さ
れ
た
宗
綱
だ
が
、
『
保
暦
間
記
』
に
「
一
旦
佐
渡
国
へ
流
罪
セ
ラ
レ
ケ
レ
ト
モ
、
召
帰
サ
レ
テ
、
後
ニ
ハ
官
領
ニ
成
ニ
ケ
リ
。

然
ト
モ
、
又
後
二
上
総
国
ヘ
流
罪
セ
ラ
ル
」
三
八

と
あ
る
よ
う
に
、
貞
時
出
家
の
年
に
佐
渡
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
執
事
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
宗
綱
が
執
事
だ
っ
た
時
期
は
細
川
氏
の
研
究
に

よ
っ
て
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
三
月
～
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
嘉
元
元
年
末
に
再
び
配
流
と
な
っ
て
い
る
三
九

。 

 

正
安
三
年
三
月
三
日
付
の
関
東
下
知
状
に
見
え
る
常
陸
国
大
窪
郷
の
「
新
平
三
郎
左
衛
門
尉
盛
貞
跡
」（
③
１
）
に
つ
い
て
は
、「
正
応
没
収
地
」
と
あ
る
こ
と
、
盛
貞
の
由
緒
に
つ
い

て
得
宗
被
官
の
安
東
重
綱
に
尋
問
し
て
い
る
こ
と
（
重
綱
は
平
禅
門
の
乱
の
際
に
宗
綱
を
尋
問
し
た
人
物
、
②
80
）
な
ど
か
ら
平
禅
門
の
乱
に
関
連
し
て
収
公
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
、
盛
貞
は
頼
綱
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
。
盛
貞
の
「
貞
」
は
貞
時
の
偏
諱
で
あ
ろ
う
し
、
盛
綱
か
ら
頼
綱
ま
で
「
三
郎
」
を
通
称
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
宗
綱
の
子
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
宗
綱
の
通
称
も
実
際
は
「
二
郎
」
で
は
な
く
「
三
郎
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
二
）
飯
沼
助
宗
（
飯
沼
判
官
・
飯
沼
大
夫
判
官
） 

 

助
宗
も
時
宗
の
「
宗
」
を
偏
諱
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
史
料
に
は
「
資
宗
」
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
（
②
82
）
が
、「
助
宗
」
の
ほ
う
が
多
い
た
め
本
章
で
は
「
助
宗
」
で
統
一

し
て
い
る
。
系
図
２
で
は
「
頼
盛
」
と
な
っ
て
い
る
人
物
で
、『
保
暦
間
記
』・『
帝
王
編
年
記
』
は
助
宗
が
安
房
守
で
あ
っ
た
と
す
る
（
②
77
、
83
）。
安
房
守
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、「
飯
沼
」
を
称
し
て
い
る
の
は
下
総
国
飯
沼
を
領
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。「
分
与
帳
」
に
あ
る
よ
う
に
弘
安
二
年
に
十
三
歳
で
あ
っ
た
（
②
31
）
と
す
れ
ば
、
文
永
五
年
（
一

二
六
八
）
の
誕
生
に
な
り
、
永
仁
元
年
に
平
禅
門
の
乱
で
頼
綱
・
佐
野
左
衛
門
入
道
ら
と
と
も
に
経
師
谷
の
屋
敷
で
自
害
し
た
際
（
②
81
）
に
は
二
十
六
歳
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
助
宗
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の
子
孫
は
不
明
だ
が
、
平
禅
門
の
乱
の
時
に
二
十
六
歳
だ
っ
た
と
す
る
と
、
子
が
い
た
と
し
て
も
ま
だ
幼
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

宗
綱
と
同
様
に
初
出
は
『
と
は
ず
か
た
り
』
で
、
正
応
二
年
に
久
明
親
王
を
迎
え
る
た
め
に
上
洛
す
る
際
、
宣
旨
な
く
「
新
左
衛
門
」
を
称
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
（
②
55
）。
こ
の

時
実
際
に
上
洛
し
て
い
た
こ
と
は
『
勘
仲
記
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
（
②
57
）、
正
応
三
年
に
は
検
非
違
使
と
し
て
伏
見
天
皇
の
石
清
水
八
幡
宮
行
幸
の
警
護
番
を
務
め
て
い
る
（
②
60
）。

そ
し
て
『
実
躬
卿
記
』
の
記
事
か
ら
正
応
五
年
に
賀
茂
祭
に
供
奉
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
（
②
66
）、
助
宗
は
京
都
で
の
活
躍
が
目
立
つ
。
史
料
二
も
「
寺
社
并
京
下
訴
訟
事
」
に
関

す
る
追
加
法
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
親
玄
は
助
宗
に
申
状
（
訴
状
）
を
渡
し
て
お
り
（
②
64
、
67
）、
助
宗
は
寺
社
に
関
す
る
訴
訟
に
関
わ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
助
宗
が
飯

沼
を
称
し
て
い
る
こ
と
や
、
宣
旨
な
く
「
新
左
衛
門
」
を
称
す
な
ど
の
点
で
頼
綱
の
嫡
子
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
検
非
違
使
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
史
料
二
が
助
宗
を
筆
頭
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
朝
廷
官
職
の
上
昇
に
よ
っ
て
宗
綱
の
立
場
を
凌
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

 

第
三
節 

鎌
倉
時
代
後
期
の
長
崎
氏 

 

一 

長
崎
光
綱
と
長
崎
性
杲 

 

『
保
暦
間
記
』
は
長
崎
円
喜
に
つ
い
て
「
彼
内
管
領
長
崎
入
道
円
喜
ト
申
ハ
、
正
応
ニ
打
レ
シ
平
左
衛
門
入
道
カ
甥
光
綱
子
」
四
〇

と
記
し
て
い
る
。
系
図
２
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
こ

の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
光
綱
が
永
仁
五
年
に
は
死
去
し
て
い
る
こ
と
（
②
115
）
を
考
え
る
と
頼
綱
の
甥
と
は
考
え
に
く
く
、
頼
綱
と
同
世
代
と
な
る
従
兄
弟
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
光
綱
は
細
川
氏
の
研
究
で
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
（
①
85
）「
長
崎
次
郎
左
衛
門
尉
」（
①
93
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
（
系
図
３
）。「
長
崎
次
郎
左
衛

門
尉
」
を
光
綱
に
比
定
す
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
①
85
で
小
笠
懸
を
行
う
時
宗
に
祗
候
し
て
い
る
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
は
光
綱
で
は
な
く
、
光
盛
に
比
定
し
た
。 

そ
の
理
由
の
一
つ
は
『
実
躬
卿
記
』
正
応
四
年
六
月
一
日
条
に
東
使
と
し
て
見
ら
れ
る
「
長
崎
新
左
衛
門
入
道
性
杲
」（
②
62
）
の
存
在
で
あ
る
。
性
杲
は
正
応
四
年
に
は
す
で
に
出

家
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
綱
以
前
に
左
衛
門
尉
に
任
官
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
「
新
左
衛
門
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
性
杲
以
前
に
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
が
存
在

し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
は
性
杲
に
と
っ
て
は
父
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
①
85
を
光
盛
に
比
定
し
、
性
杲
を
光
盛
の
子
で
、
光
綱
の
兄
と
し
た
。
だ
か

ら
こ
そ
光
綱
は
「
長
崎
新
左
衛
門
尉
」
で
は
な
く
「
長
崎
次
郎
左
衛
門
尉
」
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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性
杲
に
つ
い
て
は
「
沙
弥
性
杲
」
と
署
判
し
た
文
書
が
残
っ
て
お
り
（
②
91
、
92
）
、
元
応
二
年
九
月
二
十
五
日
付
の
関
東
下
知
状
に
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に

「
長
崎
左
衛
門
入
道
性
杲
」
の
書
状
が
見
ら
れ
る
（
③
31
）。
そ
し
て｢

大
斉
番
文｣

に
は
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
が
二
人
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
細
川
氏
は
十
番
筆
頭
の
「
長
崎
左
衛

門
尉
」
が
円
喜
で
あ
り
、
一
番
筆
頭
の
「
泉
谷
」
と
記
さ
れ
た
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
は
「
泉
谷
」
に
居
を
構
え
た
別
の
人
物
と
指
摘
し
て
い
る
。
光
綱
は
永
仁
五
年
に
は
死
去
し
て
い
る

た
め
（
②
115
）
光
綱
で
な
い
こ
と
は
確
実
だ
が
、
一
番
筆
頭
に
名
を
連
ね
る
程
に
は
有
力
な
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
泉
谷
」
は
鎌
倉
の
「
泉
谷
山
浄
光
明
寺
」
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
浄
光
明
寺
の
周
辺
に
は
得
宗
被
官
の
諏
訪
六
郎
左
衛
門
尉
の
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
四
一

、
他
に
も
得
宗
被
官
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
浄
光
明
寺
の
周
辺
に
居
を
構
え
て
い
た
長
崎
左
衛
門
尉
を
、
円
喜
と
区
別
す
る
た
め
に
「
泉
谷
」
と
注
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
比
定
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
「
長

崎
左
衛
門
入
道
」
で
あ
っ
た
性
杲
の
子
で
あ
る
。
そ
し
て｢

大
斉
番
文｣

の
一
番
に
は
も
う
一
人
「
長
崎
木
工
左
衛
門
尉
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
木
工
左
衛
門
尉
は
『
親
玄
僧
正
日
記
』
に

多
く
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
長
崎
氏
の
中
で
同
じ
番
に
結
番
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
二
名
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
物
も
性
杲
の
子
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
崎
氏

の
中
で
筆
頭
と
な
っ
て
い
る
の
は
二
人
の
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
徳
治
二
年
の
段
階
で
は
性
杲
と
光
綱
の
流
れ
の
長
崎
氏
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

光
綱
の
活
動
を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
①
93
で
は
弘
長
三
年
の
時
頼
看
病
の
祗
候
人
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
日
蓮
の
佐
渡
流
罪
赦
免
に
関
す
る
得
宗
家
公
文
書
奉
書
（
②
11
、
12
）

に
関
し
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
史
料
三
に
も
名
前
が
あ
り
、
得
宗
被
官
上
層
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。『
帝
王
編
年
記
』
に
摂
津
国
守
護
代
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
た
「
長
崎

左
衛
門
尉
」（
②
61
）、『
永
仁
三
年
記
』
で
評
定
衆
の
催
促
や
二
所
に
参
着
し
て
い
る
「
長
崎
金
吾
」（
②
110
、
111
）
は
光
綱
で
あ
り
、『
親
玄
僧
正
日
記
』
に
見
え
る
「
長
崎
左
衛
門
父

子
」
（
②
104
）
は
光
綱
と
盛
宗
（
後
の
円
喜
）
で
あ
る
。
平
禅
門
の
乱
後
は
光
綱
が
得
宗
家
公
文
所
執
事
と
な
り
、
光
綱
流
の
長
崎
氏
が
嫡
流
と
な
る
が
、
第
二
部
第
三
章
で
述
べ
た
通

り
光
綱
の
死
後
は
貞
時
が
執
事
を
短
期
間
で
交
代
さ
せ
て
い
る
。
平
禅
門
の
乱
後
す
ぐ
に
長
崎
氏
の
専
制
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

二 

長
崎
円
喜
と
子
孫 

  

弘
安
八
年
の
霜
月
騒
動
で
安
達
泰
盛
が
、
永
仁
元
年
の
平
禅
門
の
乱
で
頼
綱
が
滅
ん
で
も
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
幕
府
の
体
制
は
や
は
り
得
宗
の
外
戚
は
安
達
氏
、
得
宗
家
公
文
所
執
事
・

侍
所
所
司
は
長
崎
氏
で
あ
っ
た
。
し
か
も
長
崎
氏
と
安
達
氏
の
間
に
は
姻
戚
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
、
円
喜
の
娘
が
城
讃
岐
権
守
の
妻
と
な
っ
て
い
る
四
二

。 

さ
て
、
円
喜
の
実
名
は
系
図
２
に
よ
っ
て
長
ら
く
「
高
綱
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
細
川
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
「
盛
宗
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
四
三

。「
高
綱
」
は
史
料
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上
か
ら
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、「
鳥
餅
日
記
」
の
「
長
崎
左
衛
門
尉
盛
宗
」（
③
７
）
は
明
ら
か
に
後
の
円
喜
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
説
を
支
持
し
た
い
。 

平
禅
門
の
乱
の
翌
年
・
永
仁
二
年
に
親
玄
の
も
と
を
訪
問
し
、
仁
王
経
護
摩
を
七
日
間
行
う
よ
う
依
頼
し
て
い
る
「
長
崎
新
左
衛
門
尉
」（
②
98
）
が
管
見
の
限
り
円
喜
の
初
出
と
言

え
る
。
円
喜
が
実
権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
貞
時
が
政
治
的
な
意
欲
を
失
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
嘉
元
の
乱
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
延
慶
二
年
の
寄
合
の
合
奉
行
「
長

入
道
」
（
③
11
）
は
円
喜
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
出
家
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
円
喜
の
鎌
倉
で
の
様
子
を
記
し
た
史
料
に
、
金
沢
貞
顕
の
書
状
が
あ
る
。
そ
こ
に
は

貞
顕
が
円
喜
に
申
し
入
れ
を
す
る
様
子
や
、
円
喜
の
対
応
に
一
喜
一
憂
す
る
様
子
が
窺
え
る
。 

 

円
喜
の
子
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
先
述
の
城
讃
岐
権
守
の
妻
と
、
高
資
・
高
貞
で
あ
る
。
孫
と
し
て
は
『
太
平
記
』
に
の
み
見
ら
れ
る
高
重
と
新
右
衛
門
尉
く
ら
い
で
あ
る
。 

（
一
）
長
崎
高
資
（
新
左
衛
門
尉
、
左
衛
門
尉
） 

円
喜
の
嫡
子
は
高
資
で
あ
り
、「
長
崎
新
左
衛
門
尉
」「
長
崎
左
衛
門
尉
」
と
し
て
史
料
に
見
ら
れ
る
。『
保
暦
間
記
』
で
は
文
保
二
年
に
「
高
時
管
領
長
崎
入
道
」
が
「
老
耄
」
に
よ
っ

て
子
息
高
資
に
管
領
職
を
申
し
付
け
た
と
あ
る
（
③
21
）
。
高
資
の
史
料
上
の
初
出
と
な
る
正
和
五
年
時
点
（
③
17
）
で
得
宗
家
公
文
書
奉
書
の
奉
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
、『
保
暦
間

記
』
が
記
す
よ
う
に
早
い
段
階
で
高
資
を
得
宗
家
公
文
所
執
事
と
す
る
こ
と
で
、
執
事
職
を
長
崎
氏
の
世
襲
化
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

｢

供
養
記｣

で
は
「
執
事
長
崎
左
衛
門
尉
」
（
③
45
）
と
あ
り
、
史
料
か
ら
も
高
資
が
執
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
侍
所
所
司
と
な
っ
た
の
は
高
資
で
は
な
く
、
高
貞

で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
に
は
兄
弟
で
執
事
と
侍
所
所
司
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
砂
金
五
〇
両
、
太
刀
一
振
、
馬
一
頭
を
供
養
し
て
い
る
長
崎
左
衛
門
尉
（
付
表
８

Ｇ
14
）
が
高
資
に
比
定
で
き
る
。
高
資
が
奉
者
と
な
っ
て
い
る
文
書
は
多
く
残
っ
て
お
り
、「
左
衛
門
尉
高
資
」
や
「
高
資
」
な
ど
と
署
判
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
「
問
答
記
録
」

で
円
喜
や
高
貞
と
と
も
に
日
蓮
宗
と
他
宗
の
法
論
を
傍
聴
し
て
お
り
（
③
24
、
28
、
29
）、
金
沢
貞
顕
の
書
状
か
ら
は
高
資
の
日
頃
の
活
動
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
④
８
～
10
、

13
、
15
、
18
、
19
、
23
、
28
、
32
）
。 

（
二
）
長
崎
高
貞
（
四
郎
左
衛
門
尉
） 

高
貞
に
つ
い
て
は
第
二
部
第
四
章
で
述
べ
た
た
め
こ
こ
で
は
詳
細
は
省
く
が
、
高
貞
は
軍
事
関
係
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
侍
大
将
・
軍
奉
行
と
し
て
『
太
平
記
』
や
そ
の
他
の
史
料

に
見
ら
れ
る
（
④
40
～
45
、
47
、
48
、
66
、
71
）。
「
長
崎
新
左
衛
門
尉
執
事
高
資
」
と
「
同
舎
弟
四
郎
左
衛
門
尉
」
が
日
蓮
宗
と
他
宗
の
法
論
を
傍
聴
し
て
い
た
と
い
う
「
問
答
記

録
」
の
記
述
（
③
29
）
か
ら
高
資
の
弟
と
し
た
。
捕
え
ら
れ
て
殺
害
さ
れ
た
年
に
つ
い
て
は
『
太
平
記
』
は
元
弘
三
年
（
④
68
、
69
）、『
保
暦
間
記
』
は
建
武
元
年
（
④
73
）
と
し
て

い
る
が
、「
蓮
華
寺
過
去
帳
」（
④
74
）
に
あ
る
よ
う
に
建
武
元
年
で
あ
ろ
う
。 
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（
三
）
長
崎
高
重
（
二
郎
） 

平
・
長
崎
氏
の
出
自
を
考
察
し
た
際
に
も
触
れ
た
が
、『
太
平
記
』
で
は
高
重
が
「
前
相
模
守
高
時
の
管
領
に
、
長
崎
入
道
円
喜
が
嫡
孫
、
次
郎
高
重
」
と
名
乗
っ
て
最
後
の
合
戦
に
臨

ん
で
い
る
（
④
62
）。
系
図
２
で
は
高
貞
の
子
と
な
っ
て
い
る
が
、「
嫡
孫
」
は
「
嫡
子
」
の
「
嫡
子
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
う
な
る
と
円
喜
の
嫡
子
・
高
資
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

円
喜
に
よ
っ
て
「
上
の
御
用
に
立
ち
が
た
き
者
」
と
し
て
勘
当
さ
れ
て
い
た
四
四

と
い
う
の
が
事
実
で
あ
れ
ば
、『
太
平
記
』
の
他
に
活
躍
を
記
し
た
史
料
が
な
い
こ
と
も
、
弟
が
任
官
し

て
い
る
の
に
対
し
、
高
重
は
無
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
説
明
が
つ
く
。
有
力
得
宗
被
官
家
の
人
物
の
中
で
は
最
も
活
躍
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
高
重
だ
が
、
平
時
で
あ
れ
ば
、「
上
の
御

用
に
立
ち
が
た
き
者
」
で
あ
り
、
執
事
家
の
者
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

（
四
）
長
崎
高
直
（
新
右
〈
左
〉
衛
門
尉
） 

 

「
新
右
衛
門
」
は
前
述
し
た
よ
う
に
高
重
の
弟
で
、
東
勝
寺
で
自
害
し
た
際
十
五
歳
だ
っ
た
と
あ
る
（
④
65
）。
没
年
か
ら
逆
算
す
る
と
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
の
誕
生
で
あ
る
。

系
図
２
に
は
高
資
の
子
に
「
新
左
衛
門
尉
」
と
注
記
の
あ
る
「
高
直
」
が
い
る
が
、
高
重
と
新
右
衛
門
尉
が
兄
弟
だ
と
す
る
と
新
右
衛
門
尉
も
高
資
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な

る
と
官
職
は
「
右
衛
門
尉
」
で
は
な
く
「
左
衛
門
尉
」
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
系
図
２
に
あ
る
よ
う
に
「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
名
も
「
高
直
」
と
し
て
お
き
た
い
。 

 

三 

長
崎
氏
庶
流
の
人
物 

  

他
の
得
宗
被
官
一
族
で
も
そ
う
だ
が
、
一
族
の
中
で
官
職
に
つ
く
も
の
が
増
え
て
く
る
と
、
惣
領
が
た
だ
「
左
衛
門
尉
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
の
に
対
し
、
庶
流
の
人
物
は
「
～
郎
左
衛

門
尉
」
「
木
工
左
衛
門
尉
」
「
宮
内
左
衛
門
尉
」
な
ど
と
称
し
て
区
別
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
通
称
や
活
動
内
容
か
ら
長
崎
氏
庶
流
の
人
物
と
推
測
で
き
る
の
だ
が
、
一
部

の
人
物
を
除
き
系
図
に
反
映
さ
せ
る
の
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
人
物
の
活
動
を
整
理
し
、
長
崎
氏
系
譜
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

（
一
）
長
崎
木
工
左
衛
門
尉 

 

先
述
し
た
通
り
、
性
杲
の
子
で
、｢

大
斉
番
文｣

一
番
筆
頭
の
「
長
崎
左
衛
門
尉
」
の
弟
と
考
え
る
人
物
で
あ
る
。
平
禅
門
の
乱
以
前
か
ら
親
玄
の
許
に
貞
時
の
使
者
と
し
て
訪
れ
て
お

り
、
『
親
玄
僧
正
日
記
』
に
最
も
多
く
見
ら
れ
る
得
宗
被
官
で
あ
る
（
②
71
、
72
、
74
、
95
、
96
、
99
～
102
、
105
～
109
）。
ま
た
永
仁
三
年
に
関
東
御
使
と
し
て
神
馬
を
あ
つ
ら
え

て
い
る
「
長
崎
木
工
左
衛
門
尉
」
（
②
113
）
、「
大
斉
番
文
」
（
一
番
）、
「
鳥
餅
日
記
」
に
見
ら
れ
る
「
長
崎
木
工
左
衛
門
尉
」
（
③
６
、
７
）
も
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
活
動
が
確
認
で
き
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る
時
期
は
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
～
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
ま
で
と
な
る
。 

 

（
二
）
長
崎
下
野
権
守
入
道 

 
｢

供
養
記｣

で
は
一
品
経
と
銭
一
〇
貫
（
付
表
８
Ｅ
）
、
そ
し
て
銭
一
〇
〇
貫
を
供
養
（
付
表
８
Ｈ
）
し
て
お
り
、
長
崎
氏
一
族
の
中
で
も
円
喜
に
継
ぐ
財
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

正
和
五
年
に
南
条
時
光
が
嫡
子
時
忠
の
後
見
人
と
し
て
判
を
し
て
も
ら
っ
た
「
な
か
さ
き
の
し
も
つ
け
の
入
道
」（
③
16
）
は
こ
の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
三
）
長
崎
宮
内
左
衛
門
尉
（
長
崎
宮
内
左
衛
門
入
道
） 

｢

大
斉
番
文｣

（
三
番
）
と
高
時
の
矢
開
に
見
ら
れ
る
「
長
崎
宮
内
左
衛
門
尉
」（
③
７
）
は
、
正
中
元
年
に
死
去
し
た
長
崎
宮
内
左
衛
門
入
道
（
④
４
）
で
あ
ろ
う
。 

（
四
）
長
崎
高
泰
（
四
郎
左
衛
門
尉
）・
長
崎
泰
光
（
孫
四
郎
、
孫
四
郎
左
衛
門
尉
） 

 

系
図
２
で
は
「
勘
解
由
左
衛
門
尉
」
高
泰
と
「
四
郎
左
衛
門
尉
」
泰
光
が
親
子
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
高
泰
が
「
勘
解
由
左
衛
門
尉
」
を
称
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
泰

光
の
祖
父
で
あ
る
光
盛
が
「
平
四
郎
」
、
泰
光
自
身
が
「
孫
四
郎
」
で
あ
れ
ば
、
父
も
「
四
郎
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
系
図
２
の
注
記
は
『
太
平
記
』
の
「
勘
解
由
左
衛
門
入
道
」

（
④
51
）
を
高
泰
に
比
定
し
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
高
泰
の
通
称
は
「
四
郎
左
衛
門
尉
」
が
正
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
建
治
三
年
の
貞
時
元
服
の
儀

に
お
い
て
相
模
右
馬
助
と
一
の
御
馬
を
引
い
て
い
る
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
（
②
27
）
は
高
泰
に
比
定
で
き
よ
う
。 

泰
光
は
徳
治
元
年
に
「
長
崎
孫
四
郎
泰
光
」
と
し
て
的
始
の
射
手
を
つ
と
め
て
お
り
（
付
表
５
、
③
３
）、
高
時
の
元
服
の
儀
で
馬
を
進
上
し
て
い
る
「
な
が
さ
き
の
ま
こ
四
郎
さ
ゑ
も

ん
」
（
③
10
）
、
元
弘
元
年
の
東
使
・
「
長
崎
孫
四
郎
左
衛
門
尉
」
（
④
36
）
に
も
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
梅
松
論
』
に
よ
る
と
、
上
野
守
護
代
で
あ
っ
た
と
い
う
（
④
72
）。 

「
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
」
を
通
称
と
す
る
人
物
は
高
泰
と
泰
光
の
他
に
円
喜
の
子
高
貞
、
後
述
す
る
時
元
な
ど
も
お
り
、
活
動
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
大
斉
番
文
」（
九
番
）、

延
慶
二
年
の
「
な
か
さ
き
の
四
郎
さ
へ
も
ん
」（
③
10
）、「
鳥
餅
日
記
」
の
「
長
崎
弥
四
郎
左
衛
門
尉
」（
③
７
）
や
東
使
と
し
て
上
洛
し
た
「
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
」（
③
12
、
13
、
15
）

の
比
定
者
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

（
五
）
長
崎
思
元
（
俗
名
高
元
・
三
郎
左
衛
門
尉
・
三
郎
左
衛
門
入
道
）・
長
崎
為
元
（
勘
解
由
左
衛
門
尉
）・
長
崎
時
元
（
四
郎
左
衛
門
尉
） 

初
出
は｢

大
斉
番
文｣

（
四
番
）
で
、
こ
の
段
階
で
す
で
に
「
長
崎
三
郎
左
衛
門
入
道
」
と
な
っ
て
い
る
。
系
図
２
で
「
一
ニ
高
元
」「
入
道
昌
元
」「
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
注
記
の
あ
る

「
高
光
」
に
比
定
し
た
。
系
図
２
に
あ
る
通
り
光
盛
の
子
で
光
綱
の
弟
で
あ
ろ
う
。
実
名
は
『
太
平
記
』（
④
58
）
と
系
図
２
で
子
が
「
為
基
」
と
な
っ
て
お
り
、「
基
」
と
「
元
」
は
ど

ち
ら
も
「
も
と
」
と
読
む
こ
と
か
ら
、「
高
元
」
の
ほ
う
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
正
和
年
間
に
は
円
喜
や
四
郎
左
衛
門
尉
時
元
と
と
も
に
評
定
衆
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
（
③
19
）
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が
、
こ
の
時
元
も
思
元
の
子
で
あ
ろ
う
。 

思
元
は｢
供
養
記｣

で
は
法
華
八
講
の
際
の
手
長
役
を
催
促
し
て
い
る
（
付
表
８
Ｃ
）
他
、
一
品
経
と
銭
十
貫
（
付
表
８
Ｅ
）、
銀
剣
一
振
、
馬
一
頭
を
供
養
し
て
い
る
（
付
表
８
Ｈ
）。

高
時
の
嫡
子
邦
時
の
乳
母
の
一
人
が
思
元
の
妻
（
深
沢
殿
）
で
あ
り
（
④
８
）、
得
宗
亭
の
周
囲
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
四
五

。
元
亨
二
年
に
は
陸
奥
国
行
方
郡
北
田
を
巡

り
相
馬
孫
五
郎
重
胤
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
（
③
35
、
38
、
39
）
。『
太
平
記
』
で
は
高
時
や
円
喜
が
切
腹
す
る
場
面
に
思
元
の
名
も
見
え
る
（
④
65
）。
そ
の
他
、
南
部
武
行
が
思
元
の

婿
と
し
て
高
貞
に
従
っ
て
い
た
と
い
う
（
④
71
）。 

（
六
）
長
崎
高
頼
（
三
郎
左
衛
門
尉
） 

系
図
２
で
は
光
綱
の
子
で
円
喜
の
弟
と
な
っ
て
い
る
。
系
図
２
で
は
「
兵
衛
尉
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
鎌
倉
裏
書
』、『
武
家
裏
書
』、『
保
暦
間
記
』
で
は
「
三
郎
左
衛
門
尉
高
頼
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
元
徳
元
年
の
も
の
と
さ
れ
る
金
沢
崇
顕(

貞
顕)

書
状
に
二
階
堂
兼
藤
と
と
も
に
奉
行
人
と
し
て
見
え
る
の
を
初
出
と
し
（
④
27
）、
元
弘
元
年
八
月
六
日
に
は
陰
謀
露

見
の
た
め
典
薬
頭
長
朝
・
前
宮
内
少
輔
忠
時
・
工
藤
七
郎
右
衛
門
入
道
・
原
新
左
衛
門
入
道
ら
と
と
も
に
逮
捕
さ
れ
配
流
さ
れ
て
い
る
（
④
38
）。
そ
の
た
め
、
元
弘
年
中
と
さ
れ
て
い

る
高
頼
邸
の
宿
所
放
火
（
④
35
）
は
元
弘
元
年
の
正
月
十
日
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

（
七
）
長
崎
次
郎
兵
衛
尉
・
長
崎
新
兵
衛
尉 

嘉
元
の
乱
で
下
手
人
・
白
井
胤
資
を
尾
張
左
近
大
夫
将
監
の
も
と
へ
預
け
る
使
者
と
な
っ
て
い
る
長
崎
次
郎
兵
衛
尉
（
③
２
）
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
長
崎
兵
衛
尉
時
綱
の
子
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
金
沢
貞
顕
の
書
状
に
使
者
と
し
て
見
ら
れ
る
長
崎
新
兵
衛
尉
（
③
26
、
④
12
、
15
）
は
高
時
の
元
服
の
儀
で
金
を
進
上
し
て
い
る
の
を
初
出
（
③
10
）
と
し
、
正

中
二
年
に
は
子
息
が
死
去
し
て
い
る
（
④
６
）。
通
称
か
ら
父
親
も
兵
衛
尉
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
長
崎
次
郎
兵
衛
尉
の
子
に
比
定
で
き
よ
う
。 

（
八
）
長
崎
師
宗
（
九
郎
左
衛
門
尉
）・
長
崎
時
光
（
駿
河
守
） 

 

両
者
と
も
『
太
平
記
』
で
の
み
確
認
で
き
る
人
物
で
、
師
宗
は
畿
内
西
国
凶
徒
の
た
め
上
洛
（
④
42
）、
捕
虜
を
六
波
羅
へ
送
る
（
④
46
）、
工
藤
二
郎
右
衛
門
尉
と
と
も
に
連
歌
に

興
じ
る
（
④
49
）
な
ど
の
活
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
系
図
２
に
「
九
郎
左
衛
門
尉
」
と
あ
る
「
師
家
」
に
比
定
で
き
よ
う
。「
宗
」
と
「
家
」
は
く
ず
し
が
似
て
お
り
、
本
来
は
「
師
宗
」

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
光
は
高
時
が
新
田
義
貞
を
討
つ
た
め
に
送
っ
た
大
軍
の
中
に
み
ら
れ
る
（
④
55
）。
系
図
に
該
当
す
る
人
物
は
見
ら
れ
な
い
が
、
文
和
二
年
に
滝
口
に
お
い

て
誅
さ
れ
た
「
長
崎
駿
河
四
郎
」
は
時
光
の
子
で
あ
ろ
う
（
④
75
）。 
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お
わ
り
に 

 

鎌
倉
時
代
後
期
に
は
こ
の
よ
う
に
多
く
の
長
崎
氏
が
活
躍
し
て
お
り
、
平
氏
時
代
よ
り
も
一
族
の
中
で
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。｢

大
斉
番
文｣

で
は
六
人
（
光
綱

の
妻
と
考
え
ら
れ
る
「
長
崎
後
家
」
を
入
れ
れ
ば
七
名
）、｢

供
養
記｣

で
も
六
名
、
供
養
額
合
計
銭
四
五
〇
貫
文
（
一
品
経
供
養
の
際
の
銭
の
額
も
含
む
）・
砂
金
五
〇
両
・
太
刀
一
振
・

銀
剣
一
振
・
馬
二
頭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
長
崎
氏
の
財
力
は
得
宗
被
官
の
中
で
も
群
を
抜
い
て
い
る
。
一
族
の
分
流
が
進
ん
だ
の
も
こ
の
経
済
力
が
あ
っ
て
の

も
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
よ
う
な
長
崎
氏
が
鎌
倉
幕
府
と
と
も
に
滅
亡
し
た
の
は
、
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
に
平
盛
綱
が
二
代
目
家
令
と
な
っ
て
か
ら
百
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
円
喜
が
権
力
を
手
に
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
嘉
元
の
乱
か
ら
は
三
十
年
も
経
っ
て
い
な
い
。
敗
者
と
な
っ
た
長
崎
氏
の
多
く
は
自
害
し
、
逃
れ
た
者
も
捕
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ

る
な
ど
し
て
い
る
。
そ
の
経
済
力
の
基
盤
で
あ
っ
た
所
領
も
当
然
収
公
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
、
本
章
の
考
察
の
結
果
を
系
図
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
が
系
図
５
で
あ
る
。
文
保
二
年
七
月
五
日
に
肥
後
葦
北
庄
佐
敷
・
久
多
良
木
両
浦
の
知
行
を
高
時
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
長

崎
治
部
左
衛
門
尉
宗
行
法
師
法
名
道
一
（
③
22
）
、｢

供
養
記｣
で
小
侍
所
の
所
司
と
し
て
法
堂
上
棟
の
儀
の
禄
役
人
を
催
促
し
て
い
る
長
崎
孫
左
衛
門
尉
師
光
（
付
表
８
Ａ
）、
元
亨
二
年

に
金
沢
貞
顕
の
兄
・
顕
弁
を
鶴
岡
社
務
職
に
補
任
す
る
御
教
書
を
遣
わ
す
使
者
と
な
っ
て
い
る
長
崎
次
郎
左
衛
門
尉
（
③
40
）、「
蓮
華
寺
過
去
帳
」
に
見
え
る
長
崎
与
三
種
長
、
高
資
書

状
の
宛
先
と
な
っ
て
い
る
長
崎
弥
次
郎
（
④
70
）
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
系
図
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
課
題
は
残
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
整
理
し
た
こ
と
で
、

得
宗
被
官
平
・
長
崎
氏
全
体
の
動
き
を
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

注 

 

一 

『
と
は
ず
が
た
り
』
二
四
二
～
二
四
三
頁
。 

二 

『
実
躬
卿
記
』
永
仁
元
年
四
月
二
十
六
日
条
。 

三 

平
・
長
崎
氏
に
関
す
る
研
究
に
は
、
山
川
智
応
「
平
左
衛
門
尉
頼
綱
の
父
祖
と
其
の
位
地
権
力
及
び
信
仰
」（『
日
蓮
聖
人
研
究
』
一
、
新
潮
社
、
一
九
二
九
年
）、
渡
辺
晴
美
「
得
宗

被
官
平
氏
お
よ
び
長
崎
氏
の
世
系
に
つ
い
て
」（
『
政
治
経
済
史
学
』
一
一
五
、
一
九
七
五
年
）、
安
田
元
久
「
平
頼
綱
と
長
崎
高
資
」（『
鎌
倉
幕
府
―
そ
の
政
権
を
担
っ
た
人
々
―
』、

 



第 2章 平・長崎氏  

 

183 

 
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
九
年
所
収
）、
森
幸
夫
Ａ
「
平
・
長
崎
氏
の
系
譜
」（『
吾
妻
鏡
人
名
総
覧
』
所
収
）、
森
幸
夫
Ｂ
「
平
頼
綱
と
公
家
政
権
」（『
三
浦
古
文
化
』
五
四
号
、
一
九

九
四
年
）、
森
幸
夫
Ｃ
「
得
宗
被
官
平
氏
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
」（『
北
条
時
宗
の
時
代
』
所
収
）、
細
川
重
男
Ａ
「
得
宗
家
執
事
長
崎
氏
」（『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
第
一
部
第

四
章
※
初
出
は
「
内
管
領
長
崎
氏
の
基
礎
的
研
究
」〈「
日
本
歴
史
」
四
七
九
、
一
九
八
八
年
〉）、
細
川
重
男
Ｂ
「
飯
沼
大
夫
判
官
資
宗
―
「
平
頼
綱
政
権
」
の
再
検
討
―
」（『
鎌
倉
北

条
氏
の
神
話
と
歴
史
』
※
初
出
は
『
白
山
史
学
』
三
八
、
二
〇
〇
二
年
）、
細
川
重
男
Ｃ
「
御
内
人
諏
訪
直
性
・
長
崎
円
喜
の
俗
名
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』
第
六
四
巻
第
一
二
号
、
二
〇

一
二
年
）、
矢
芝
好
美
「
得
宗
専
制
に
関
す
る
一
考
察
―
『
平
頼
綱
政
権
』
を
中
心
に
―
」（『
神
女
大
史
学
』
二
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

四 

注
（
三
）
渡
辺
論
文
、
三
九
頁
。 

五 

注
（
三
）
細
川
著
作
Ａ
。 

六 

注
（
三
）
森
論
文
Ａ
、
五
八
九
頁
。 

七 

注
（
三
）
細
川
著
作
Ａ
、
一
八
〇
頁
。 

八 

注
（
三
）
森
論
文
Ｃ
、
四
三
八
頁
。 

九 

『
太
平
記
』
第
二
巻
、
一
三
六
頁
。 

一
〇 

注
（
三
）
森
論
文
Ｃ
、
四
三
八
～
四
三
九
頁
。 

一
一 

注
（
三
）
細
川
著
作
Ａ
、
一
四
一
頁
。 

一
二 

『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
十
一
月
十
四
日
条 

一
三 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
二
月
二
十
三
日
条
。 

一
四 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
二
十
八
日
条
に
「
平
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
あ
る
が
、
同
年
九
月
二
十
一
日
付
の
北
条
泰
時
袖
判
奉
書
に
「
左
兵
衛
尉
盛
綱
」
署
判
し
て
い
る
（『
鎌
倉
遺

文
』
三
二
八
五
号
）
こ
と
か
ら
、
左
衛
門
尉
に
な
っ
た
の
は
元
仁
元
年
九
月
（
①
５
）
～
嘉
禄
二
年
十
月
（
①
６
）
の
間
で
あ
ろ
う
。 

一
五 

承
久
の
乱
の
際
に
は
勲
功
・
負
傷
者
・
死
者
を
調
査
し
、
交
名
を
提
出
し
（『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
八
日
条
）、
伊
賀
氏
事
件
の
際
に
は
北
条
政
子
の
御
前
で
行
わ
れ
た
世
上

の
こ
と
に
つ
い
て
の
審
議
の
記
録
を
記
し
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
閏
七
月
三
日
条
）。 

一
六 

関
実
忠
の
失
脚
理
由
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
四
章
で
考
察
し
て
い
る
。 

一
七 

『
鎌
倉
遺
文
』
四
六
七
九
号
。 

一
八 

森
幸
夫
「
北
条
氏
と
侍
所
」（
『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
文
学
研
究
科
一
九
、
一
九
八
八
年
）、
注
（
三
）
細
川
論
文
Ａ
。 

一
九 

注
（
三
）
細
川
著
作
Ａ
、
一
二
六
頁
。 

二
〇 

注
（
三
）
山
川
論
文
。 

二
一 

大
野
達
之
助
『
日
蓮
』（
人
物
叢
書
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
※
初
版
は
一
九
五
八
年
）。
日
蓮
が
「
安
国
論
御
勘
由
来
」（『
御
書
』
三
三
頁
～
三
五
頁
）
の
宛
先
で
あ

る
法
鑑
に
つ
い
て
「
平
の
左
衛
門
尉
頼
綱
の
父
で
、
当
時
当
時
侍
所
の
所
司
（
長
官
）
で
権
柄
を
に
ぎ
っ
て
い
た
平
左
衛
門
盛
時
入
道
か
と
思
わ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
（
九
五
頁
）。 

二
二 

没
年
か
ら
逆
算
す
る
と
盛
弁
は
暦
仁
元
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

二
三 

注
（
三
）
細
川
著
作
Ａ
、
一
三
七
頁
。 

二
四 

注
（
三
）
森
論
文
Ａ
、
五
八
九
頁
。 

二
五 

注
（
三
）
細
川
著
作
Ａ
、
一
三
九
頁
。 
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二
六 
注
（
三
）
森
論
文
Ａ
、
五
八
七
頁
。 

二
七 

注
（
三
）
森
論
文
Ａ
、
五
八
七
頁
。 

二
八 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
七
二
七
号
、
『
御
書
』
一
一
九
〇
頁
。 

二
九 

『
鎌
倉
年
代
記
』
『
武
家
年
代
記
』
な
ど
。 

三
〇 

霜
月
騒
動
を
扱
っ
た
主
な
論
考
に
は
、
多
賀
宗
隼
「
秋
田
城
介
安
達
泰
盛
」（『
鎌
倉
時
代
の
思
想
と
文
化
』
目
黒
書
店
、
一
九
四
六
年
。
の
ち
『
論
集
中
世
文
化
史
』
上
、
法
蔵
館
、

一
九
八
五
年
再
録
。
※
初
出
は
『
史
学
雑
誌
』
五
二
篇
九
八
号
）
、
同
「
弘
安
八
年
『
霜
月
騒
動
』
と
そ
の
後
」（『
鎌
倉
時
代
の
思
想
と
文
化
』、
の
ち
『
論
集
中
世
文
化
史
』
上
再
録
。

※
初
出
は
『
歴
史
地
理
』
四
八
九
号
、
一
九
四
一
年
）、
石
井
進
「
霜
月
騒
動
お
ぼ
え
が
き
」（『
鎌
倉
武
士
の
実
像
―
合
戦
と
暮
し
の
お
き
て
―
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
※
初
出
は
『
神

奈
川
県
史
だ
よ
り
』
四
、
神
奈
川
県
、
一
九
七
三
年
）
、
村
井
章
介
「
安
達
泰
盛
の
政
治
的
立
場
」（
中
世
東
国
史
研
究
会
編
『
中
世
東
国
史
の
研
究
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八

年
）
、
福
島
金
治
「
渋
谷
氏
と
西
国
の
霜
月
騒
動
」（
『
綾
瀬
市
史
研
究
』
八
、
二
〇
〇
二
年
）、
本
郷
和
人
「
霜
月
騒
動
再
考
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
二
―
一
二
、
二
〇
〇
三
年
）、
福
島

金
治
『
安
達
泰
盛
と
鎌
倉
幕
府
』
（
有
隣
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
、
鈴
木
宏
美
「
安
達
一
族
」（『
北
条
時
宗
の
時
代
』）、
福
島
金
治
『
北
条
時
宗
と
安
達
泰
盛
―
新
し
い
幕
府
へ
の
胎
動
と

抵
抗
―
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
、
細
川
重
男
「『
霜
月
騒
動
』
再
現
」（
日
本
史
研
究
会
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
（
無
為 

無
為
）」
第
一
七
号
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。 

三
一 

秋
山
哲
雄
『
鎌
倉
幕
府
滅
亡
と
北
条
氏
一
族
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。 

三
二 

注
（
三
一
）
秋
山
氏
著
作
、
九
九
頁
。 

三
三 

『
鎌
倉
年
代
記
』
二
三
頁
。 

三
四 

『
保
暦
間
記
』
一
〇
〇
頁
。「
泰
家
・
高
時
ノ
母
儀
貞
時
朝
臣
後
室
城
大
室
太
郎
左
衛
門
女

」
と
あ
る
。 

三
五 

細
川
重
男
『
鎌
倉
北
条
氏
の
神
話
と
歴
史
』。 

三
六 

『
と
は
ず
が
た
り
』
二
三
八
頁
。 

三
七 

『
と
は
ず
が
た
り
』
二
四
五
頁
。 

三
八 

『
保
暦
間
記
』
九
五
頁
。 

三
九 

注
（
三
）
細
川
著
作
Ａ
、
二
七
四
頁
。 

四
〇 

『
保
暦
間
記
』
九
七
頁
。 

四
一 

『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
七
七
五
号
。 

四
二 

円
喜
の
娘
は
『
常
楽
記
』
に
よ
っ
て
正
中
二
年
二
月
十
二
日
に
死
去
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

四
三 

注
（
三
）
細
川
論
文
Ｃ
。 

四
四 

『
太
平
記
』
第
二
巻
、
九
四
～
九
五
頁
。 

四
五 

元
弘
年
中
に
長
崎
高
頼
の
屋
敷
が
放
火
さ
れ
た
際
に
他
の
有
力
得
宗
被
官
の
屋
敷
と
と
も
に
思
元
の
屋
敷
も
延
焼
し
て
お
り
、
長
崎
氏
一
族
の
屋
敷
が
得
宗
亭
の
周
囲
に
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
一
八
五
号
）。 
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入
道
杲
円

貞
時
世
被
誅

内
管
領

平
左
衛
門
尉

九
郎
左
衛
門
尉

入
道
昌
元

三
郎
左
衛
門
尉

一
ニ
高
元

内
管
領

自
建
治
至
延
慶

太
郎
左
衛
門

父
与
所
殺

内
管
領

平
左
衛
門
尉

四
郎
左
衛
門
尉

兵
衛
尉

入
道
円
喜

三
郎
左
衛
門
尉

於
久
我
荘
没

真
弓

新
左
衛
門
尉

四
郎
左
衛
門
尉

新
左
衛
門
尉

嘉
応
年
中
坐
殿
下
不
令

之
事
配
流
於
伊
勢
国
鈴

鹿
郡
久
我
庄

養
和
中
帰
京
 
寿
永
二

年
八
ノ
六
解
官
赴
西
海

元
暦
二
年
三
ノ
廿
一
入

水

実
　
　
治

盛
　
　
国

資
　
　
盛

国
　
　
房

実
　
　
忠

右
中
将
蔵
人
頭
従
三

親
　
　
真

津
田
先
生

関
谷
太
夫
　
生
于
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
久
我
庄

高
　
　
重

正
慶
二
年
自
殺
東
慶
寺

高
　
　
資

高
　
　
直

貞
時
高
時
世
内
管
領

二
郎

高
　
　
貞

高
　
　
光

師
　
　
家

為
　
　
基

高
　
　
綱

高
　
　
頼

元
弘
三
年
五
ノ
廿
一
討
死

内
大
臣
重
盛
公
二
男

母
少
輔
掌
侍
藤
原
親
方
女

飯
沼
判
官
　
安
木
守

坐
驕
者
配
流
上
総

関
大
夫
左
近
将
監

元
久
元
年
四
ノ
平
氏
余
党
其
度
盛
時
等
掠
伊
賀
伊
勢

京
都
守
護
朝
雅
伐
平
之
、

建
久
四
年
初
賜
勢
州
鈴
鹿

関
谷
故
以
関
為
称
号

盛
　
　
綱

平
三
郎
左
衛
門
尉

正
治
元
年
正
ノ
廿
六

倉
為
執
事

時
政
執
権
之
時
居
鎌

国
　
　
定

忠
　
　
氏

宗
　
　
綱

寿
永
三
年
平
氏
没
落
之
時
頼
朝
卿
為
報
小
松
氏
旧
恩
殊
命
預

盛
国
於
北
条
氏
　
後
薙
髪
号
夢
全

織
田
一
流
祖
　
子
孫
在
別

長
崎
二
郎
左
衛
門
尉

自
文
暦
至
文
永
内

管
領

高
　
　
泰

勘
ケ
由
左
衛
門
尉

頼
　
　
盛

頼
　
　
綱

一
ニ
盛
忠
又
盛
弘
又
盛
常
又
盛
政

四
郎
　
左
馬
允
　
北
条
氏
滅
亡
後
下
本
国
伊
勢
住
居
亀
山
城

元
弘
三
年
八
ノ
七
死
　
高
得
院
玉
堂
宗
鳳

泰
　
　
光

盛
　
　
親

勘
ケ
由
左
衛
門
尉

定
　
　
頼

光
　
　
綱

光
　
　
盛

系図２ 長崎氏略系図

『系図纂要』

平朝臣姓関一流系図

 

長

崎

流

六

代

禅

師

清
　
　
盛

惟
　
　
盛

妙
　
　
覚

資
　
　
盛

盛
　
　
綱

重
　
　
盛

右

中

将

　

従

三

位

系図１長崎氏略系図

『尊卑分脉』
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法

名

盛

阿

執

事

・

侍

所

家

令

平

長

崎

殿

長

崎

寄

合

衆

侍

所

備

中

守

護

代

侍

所

職

員

長

崎

左

近

将

監

執

事

・

侍

所

信

濃

守

護

代

法

名

杲

円

寄

合

衆

執

事

・

侍

所

盛

綱

養

子

駿

河

法

印

貞

時

子

播

磨

阿

闍

梨

武

蔵

守

護

代

法

名

円

喜

長

崎

左

衛

門

尉

執

事

・

侍

所

安

房

守

飯

沼

判

官

飯

沼

執

事

・

侍

所

評

定

衆

執

事

上

野

守

護

代

侍

所

長

崎

新

左

衛

門

尉

長

崎

左

衛

門

尉

高
　
　
資

光
　
　
盛

平

三

郎

左

衛

門

尉

高
　
　
綱

覚
　
　
久

平

四

郎

左

衛

門

尉

平

三

郎

左

衛

門

尉

長

崎

次

郎

左

衛

門

尉

頼
　
　
綱

光
　
　
綱

資
　
　
宗

高
　
　
貞

平

三

郎

左

衛

門

尉

宗
　
　
綱

盛
　
　
綱

平

次

郎

兵

衛

尉

時
　
　
綱

貞
　
　
綱

盛
　
　
弁

得

宗

家

公

文

所

職

員

盛
　
　
時

系図２ 細川氏「長崎系図」

細川重男『鎌倉政権得宗専制論』424頁

 

 

(

？

―

一

二

四

九

頃

)

三

郎

左

兵

衛

尉

左

衛

門

尉

盛

阿

(

内

)
(

侍

)

兵

衛

尉

(

？

―

一

二

四

〇

)

左

近

将

監

三

郎

左

衛

門

尉

(

内

)

？

(

侍

)

左

衛

門

尉

(

内

)
(

侍

)

(

？

―

一

二

九

三

)

三

郎

左

衛

門

尉

杲

円

(

内

)
(

侍

)

(

一

二

三

八

―

九

三

)

盛
　
　
綱

四

郎

某

盛
　
　
時

女
　
　
子

小

野

義

行

妻

　

時

綱

母

光
　
　
綱

頼
　
　
綱

(内)…内管領

(侍)…侍所所司

次

郎

左

兵

衛

尉

長

崎

盛

綱

子

ト

ナ

ル

鶴

岡

安

楽

坊

供

僧

貞
　
　
綱

時
　
　
綱

盛
　
　
弁

系図４ 森氏「長崎系図」
森幸夫Ａ「平・長崎氏の系譜」（『吾妻鏡人名総覧』590頁）
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法

名

盛

阿

平

三

郎

兵

衛

尉

平

左

衛

門

尉

長

崎

長

崎

長

崎

殿

平

四

郎

平

四

郎

兵

衛

尉

平

左

衛

門

三

郎

平

新

左

衛

門

尉

平

左

衛

門

次

郎

左

近

将

監

法

名

思

元

三

郎

左

衛

門

尉

法

名

果

円

平

左

衛

門

入

道

平

新

左

衛

門

尉

平

左

衛

門

尉

盛

綱

養

子

駿

河

法

印

三

郎

左

衛

門

尉

法

名

円

喜

左

衛

門

尉

木

工

左

衛

門

尉

飯

沼

大

夫

判

官

飯

沼

判

官

安

房

守

平

左

衛

門

尉

四

郎

左

衛

門

尉

新

左

衛

門

尉

二

郎

盛
　
　
綱

平

三

郎

左

衛

門

尉

師
　
　
宗

九

郎

左

衛

門

尉

光
　
　
盛

平

左

衛

門

四

郎

平

左

衛

門

入

道

盛
　
　
時

時
　
　
元

四

郎

左

衛

門

尉

盛
　
　
貞

新

平

三

郎

左

衛

門

尉

高
　
　
元

光
　
　
綱

永

仁

元

二

廿

七

死

去

左

衛

門

入

道

性

杲

某

左

衛

門

尉

(

泉

谷

)

三

郎

左

衛

門

入

道

某

高
　
　
泰

泰
　
　
光

孫

四

郎

孫

四

郎

左

衛

門

尉

四

郎

左

衛

門

尉

高
　
　
頼

勘

ケ

由

左

衛

門

尉

平

新

左

衛

門

三

郎

宗
　
　
綱

頼
　
　
綱

為
　
　
元

盛
　
　
宗

某

某

左

衛

門

尉

高
　
　
重

高
　
　
貞

高
　
　
直

高
　
　
資

貞
　
　
綱

次

郎

左

衛

門

尉

新

左

衛

門

尉

資
　
　
宗

某

新

兵

衛
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長

崎

次

郎

兵

衛

尉

盛
　
　
弁

平
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郎

左

衛

門
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時
　
　
綱

平
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郎
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郎
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系図５ 「平・長崎氏系図」（筆者作成）
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第
三
章 
諏
訪
氏 

  

は
じ
め
に 

 

得
宗
被
官
諏
訪
氏
は
信
濃
国
諏
訪
社
の
大
祝
家
出
身
で
あ
り
本
姓
は
「
金
刺
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
一

。
そ
し
て
諏
訪
社
に
は
「
上
社
」
と
「
下
社
」
が
あ
り
、
上
社
が
「
神
氏
」

で
下
社
が
「
金
刺
氏
」
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
郷
道
哲
章
氏
は
現
在
の
よ
う
に
上
社
と
下
社
双
方
に
大
祝
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
以

降
で
あ
り
、
も
と
は
金
刺
姓
の
一
人
の
祝
が
上
社
・
下
社
と
も
に
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
二

。
ま
た
、
金
刺
氏
は
「
諏
訪
」
を
名
字
と
し
て
武
士
化
し
、
惣
領
家
と

庶
子
家
に
分
か
れ
て
い
っ
た
が
、
あ
る
時
期
に
な
っ
て
惣
領
家
を
し
の
ぐ
庶
子
家
が
惣
領
家
か
ら
の
独
立
を
図
ろ
う
と
し
、
「
神
」
を
創
出
し
た
の
だ
と
す
る
三

。
そ
し
て
そ
の

庶
子
家
の
人
物
こ
そ
得
宗
被
官
諏
訪
氏
の
祖
と
な
っ
た
諏
訪
盛
重
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
四

。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
盛
重
を
始
め
、
得
宗
被
官
と
し
て
活
躍
す
る
一
族
は
『
尊
卑
分
脉
』
（
系
図
１
）
・
『
系
図
纂
要
』
（
系
図
２
）
の
「
清
和
源
氏
」
系
図
に
見
ら
れ
る
一
方
で
「
神

氏
系
図
」
（
系
図
３
）
な
ど
の
上
社
系
諏
訪
大
祝
家
の
系
図
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
有
力
得
宗
被
官
」
と
し
て
得
宗
に
近
侍
し
て
き
た
諏
訪
氏
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
大
祝
家
の
諏
訪
氏
と
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
付
表
12
①
・
②
と
し
て
ま
と
め
た
諏
訪
氏
の
活
動
を
分
析
し
、
有
力
得
宗
被
官
諏
訪
氏
の
系
譜
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
大
祝
家
の
諏
訪
氏
の
活
動
に
つ
い
て
は
付
表
12
③
と
し
、
以
下
付
表
12
に
関
し
て
は
①
～
③
の
番
号
と
表
の
数
字
の
み
を
記
す
。 

 

第
一
節 

諏
訪
盛
澄
と
盛
重 

 

一 

諏
訪
盛
澄
と
手
塚
氏 
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『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
諏
訪
社
の
大
祝
の
初
出
は
治
承
四
年
九
月
十
日
条
の
「
当
宮
大
祝
篤
光
」（
③
１
）
で
あ
り
、
系
図
３
の
大
祝
敦
光
に
比
定
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
得
宗
被
官
化
以

前
の
人
物
で
注
目
し
た
い
の
は
文
治
三
年
八
月
十
五
日
条
を
初
出
と
す
る
諏
訪
盛
澄
で
あ
る
（
①
１
）。
こ
の
記
事
に
は
、
盛
澄
が
藤
原
秀
郷
の
秘
伝
を
伝
承
し
て
お
り
、
流
鏑
馬
の
芸
を

極
め
て
い
た
こ
と
、
ま
た
平
家
に
属
し
て
長
年
在
京
し
て
し
ば
し
ば
城
南
寺
の
流
鏑
馬
等
の
射
芸
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
盛
澄
は
こ
の
た
め
に
関
東
に
参
上
す
る
の

が
遅
れ
、
頼
朝
の
勘
気
に
触
れ
た
と
す
る
。
許
さ
れ
て
御
家
人
と
な
っ
た
盛
澄
は
以
降
元
久
元
年
ま
で
的
始
・
流
鏑
馬
・
小
笠
懸
な
ど
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
（
①
10
）。
一
部
「
盛

隆
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
記
事
も
あ
る
が
（
①
９
・
23
）
、
こ
れ
は
吉
本
も
し
く
は
北
条
本
の
い
ず
れ
か
が
「
盛
澄
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
同
一
人
物
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。 

盛
澄
は
「
諏
訪
大
夫
」
、
「
諏
訪
大
夫
盛
澄
」
も
し
く
は
単
に
「
盛
澄
」
と
表
記
さ
れ
、
建
久
四
年
の
み
「
諏
訪
祝
盛
澄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
①
６
）
。
な
お
、
盛
澄
は
室
町
幕
府

の
奉
行
人
・
諏
訪
円
忠
（
上
社
系
諏
訪
氏
）
が
著
し
た
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
で
は
「
下
宮
祝
金
刺
盛
澄
」
と
記
さ
れ
、
木
曽
義
仲
を
婿
と
し
て
お
り
、
義
仲
と
娘
と
の
間
に
は
女
子
が

一
人
誕
生
し
て
い
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
「
手
塚
の
太
郎
金
刺
光
盛
」
と
い
う
人
物
が
「
彼
弟
」
で
あ
っ
た
と
い
う
五

。
「
太
郎
」
が
「
弟
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
兄
の
盛
澄
は
二
郎
以
下

を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

盛
澄
・
光
盛
と
も
に
系
図
上
に
は
比
定
で
き
る
人
物
は
見
ら
れ
な
い
が
、
注
目
し
た
い
の
は
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
で
盛
澄
と
「
手
塚
」
を
名
乗
る
人
物
が
兄
弟
と
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
系
図
１
・
系
図
２
で
は
次
項
で
述
べ
る
盛
重
の
祖
父
・
信
澄
が
「
手
塚
太
郎
」
、
父
・
信
綱
も
や
は
り
「
手
塚
太
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
尊
卑
分
脉
』
も
南
北
朝
期
か
ら
室

町
期
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
室
町
時
代
に
は
盛
澄
が
下
社
系
の
諏
訪
氏
で
あ
り
、
「
手
塚
」
を
名
乗
る
一
族
と
血
縁
関
係
に
あ
る
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
盛

澄
が
鎌
倉
で
御
家
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
下
宮
祝
」
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

『
吾
妻
鏡
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
得
宗
被
官
上
層
部
に
諏
訪
氏
が
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
盛
澄
赦
免
の
記
事
は
得
宗
被
官
諏
訪
氏
が
御
家
人
身
分
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
記
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二 

四
人
の
盛
重 

 

得
宗
被
官
と
し
て
の
活
動
が
見
ら
れ
る
の
は
諏
訪
盛
重
か
ら
だ
が
、
実
は
「
諏
訪
盛
重
」
と
さ
れ
る
人
物
は
四
人
い
る
。
諏
訪
大
祝
盛
重
（
盛
重
Ａ
）・
伊
具
馬
太
郎
盛
重
（
盛
重
Ｂ
）
・

諏
訪
兵
衛
尉
盛
重
（
盛
重
Ｃ
）・
金
刺
左
衛
門
尉
盛
重
（
盛
重
Ｄ
）
の
四
人
で
あ
る
。
盛
重
Ａ
・
盛
重
Ｃ
・
盛
重
Ｄ
に
つ
い
て
は
石
井
進
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
別
人
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
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り
、
筆
者
も
同
じ
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
に
筆
者
が
盛
重
Ｃ
と
同
一
人
物
と
考
え
て
い
る
盛
重
Ｂ
を
加
え
た
。
管
見
の
限
り
、
Ａ
・
Ｃ
・
Ｄ
ど
の
盛
重
と
も
同
一
人
物
と
は
さ
れ
て
い
な
い

が
、
四
人
の
盛
重
を
整
理
し
て
い
く
中
で
そ
の
根
拠
も
提
示
し
た
い
。 

（
一
）
諏
訪
大
祝
盛
重
（
盛
重
Ａ
） 

 

盛
重
Ａ
は
『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
一
日
条
に
見
ら
れ
（
③
３
）、「
諏
訪
大
祝
盛
重
」
の
八
日
の
文
書
と
祈
祷
の
巻
数
が
鎌
倉
に
到
着
し
、
子
息
太
郎
信
重
が
小
笠
原
長
清
（
東

山
道
の
将
軍
）
に
従
っ
て
上
洛
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
盛
重
Ａ
を
盛
重
Ｃ
と
同
一
人
物
と
す
る
研
究
は
多
い
六

。
し
か
し
、『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
は
「
時
の
祝
敦
信
大
明
神
宝
前
に
し

て
可
否
を
卜
筮
し
け
る
に
、
速
に
発
向
す
べ
き
神
判
有
。
疑
殆
立
処
に
解
て
、
長
男
小
太
郎
信
重
に
、
一
族
家
人
の
勇
士
等
相
副
て
発
遣
せ
し
む
」
と
し
て
お
り
七

、
系
図
３
に
も
承
久

の
乱
当
時
の
大
祝
が
「
敦
信
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
林
氏
も
盛
重
Ａ
と
盛
重
Ｃ
を
同
一
人
物
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
を
抱
い
て
い
る
が
八

、
明
確
に
両
者
が
別

人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
石
井
進
氏
が
最
初
で
あ
る
九

。
石
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
盛
重
Ａ
は
「
敦
信
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
一
人
目
の
「
盛
重
」
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
る
。 

小
林
計
一
郎
氏
は
「
得
宗
政
権
下
で
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
き
た
諏
訪
盛
重
と
そ
の
一
族
（
下
社
金
刺
系
）
が
諏
訪
上
社
の
実
権
を
手
中
に
し
、
大
祝
に
も
就
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
」
一
〇

と
し
て
い
る
が
、
盛
重
Ａ
が
「
敦
信
」
で
あ
る
以
上
、
盛
重
が
大
祝
に
就
任
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。 

（
二
）
伊
具
馬
太
郎
盛
重
（
盛
重
Ｂ
） 

盛
重
Ｂ
は
和
田
合
戦
で
義
盛
の
子
・
義
直
を
討
っ
た
人
物
で
あ
る
（
①
11
）。「
伊
具
右
馬
（
馬
）
太
郎
盛
重
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
父
親
は
右
馬
允
で
あ
る
。
承
久
の
乱
で
泰

時
に
従
っ
て
上
洛
し
た
十
八
騎
の
一
人
で
あ
り
（
①
12
）
、
古
活
字
本
・
前
田
家
本
『
承
久
記
』
に
東
山
道
の
軍
勢
に
検
見
と
し
て
従
軍
し
て
い
る
「
伊
具
右
馬
允
入
道
」
が
実
在
す
る

人
物
で
あ
れ
ば
父
親
で
あ
ろ
う
一
一

。
承
久
の
乱
後
は
貞
応
元
年
七
月
三
日
の
一
条
実
雅
の
「
百
日
小
笠
懸
」
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
（
①
14
）、
伊
賀
氏
事
件
の
後
、
実
雅
が
京
都
に
送

還
さ
れ
る
際
に
式
部
大
夫
（
源
）
親
行
と
と
も
に
私
的
に
つ
き
従
っ
た
た
め
（
①
15
）、
親
行
と
と
も
に
出
仕
を
止
め
ら
れ
所
領
を
没
収
さ
れ
て
い
る
（
①
16
）。 

岡
田
清
一
氏
は
正
嘉
二
年
八
月
十
六
日
に
諏
訪
刑
部
左
衛
門
入
道
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
伊
具
四
郎
入
道
（
①
53
）
と
の
関
係
か
ら
、
盛
重
Ｂ
を
諏
訪
氏
一
族
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

盛
重
Ａ
を
盛
重
Ｃ
と
同
一
人
物
と
考
え
て
い
る
た
め
、
盛
重
Ｂ
に
つ
い
て
は
別
人
と
し
て
い
る
一
二

。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
盛
重
Ａ
は
「
敦
信
」
で
あ
り
、
盛
重
Ｃ
が
「
太
郎
」

で
あ
る
こ
と
（
系
図
１
・
系
図
２
）
も
加
味
す
れ
ば
、
盛
重
Ｂ
＝
盛
重
Ｃ
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
奥
州
合
戦
の
後
に
陸
奥
国
伊
具
郡
の
所
領
を
獲
得
し
、
父
の
代

か
ら
伊
具
を
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
盛
重
の
代
で
収
公
さ
れ
、
諏
訪
氏
一
族
の
人
物
に
所
領
が
渡
っ
た
た
め
、
許
さ
れ
た
後
は
伊
具
を
名
乗
ら
ず
、
諏
訪
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
正
嘉
二
年
の
事
件
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
論
じ
た
い
。 

（
三
）
諏
訪
兵
衛
尉
盛
重
・
兵
衛
入
道
蓮
仏
（
盛
重
Ｃ
） 

盛
重
の
被
官
化
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
漠
然
と
承
久
の
乱
前
後
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
盛
重
Ａ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
寛
喜
二
年
二
月
三
十
日
条
が

「
諏
訪
兵
衛
尉
」
と
し
て
の
初
出
（
①
17
）
だ
が
、
尾
藤
景
綱
、
平
盛
綱
に
続
い
て
泰
時
の
被
官
の
中
心
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
盛
重
Ｂ
と
盛
重
Ｃ
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
盛
重
Ｃ
が
初
出
当
初
か
ら
得
宗
被
官
の
中
心
的
な
人
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
つ
く
。 

実
名
は
嘉
禎
元
年
九
月
一
日
条
に
「
諏
方
兵
衛
尉
盛
重
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
（
①
20
）
、
嘉
禎
二
年
十
二
月
に
は
諏
訪
兵
衛
入
道
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
①
22
）
出
家

し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
諏
訪
兵
衛
尉
」
と
し
て
の
初
出
か
ら
わ
ず
か
七
年
で
出
家
し
て
い
る
こ
と
も
伊
具
盛
重
と
同
一
人
物
と
考
え
る
理
由
で
あ
る
。
「
外
記
日
記
」
に
よ
っ
て

文
永
四
年
四
月
に
死
去
し
た
こ
と
が
わ
か
る
た
め
（
①
64
）
、
諏
訪
盛
重
の
活
動
期
間
は
Ｂ
・
Ｃ
併
せ
て
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
～
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
と
な
る
。
建
保
元
年

当
時
に
二
十
歳
で
あ
っ
た
と
し
て
も
『
吾
妻
鏡
』
終
出
の
弘
長
元
年
（
①
60
）
に
六
十
八
歳
で
あ
り
、
年
齢
に
矛
盾
は
な
い
。 

「
建
治
帳
」
に
は
「
鎌
倉
中
」
の
「
諏
訪
兵
衛
入
道
跡
」
に
六
貫
が
配
当
さ
れ
て
お
り
（
②
１
）
、
盛
重
が
得
宗
被
官
諏
訪
氏
の
惣
領
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 

 

（
四
）
金
刺
左
衛
門
尉
盛
重
（
盛
重
Ｄ
） 

 

『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
九
月
十
二
日
条
に
記
載
の
除
目
で
左
衛
門
尉
に
任
官
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
小
林
氏
は
す
で
に
出
家
し
て
蓮
仏
と
な
っ
て
い
る
盛
重
Ｃ
が
出
家
を
隠
し
て

左
衛
門
尉
に
任
官
し
た
と
し
て
い
る
が
一
三

、
盛
重
は
『
吾
妻
鏡
』
終
出
ま
で
「
諏
方
兵
衛
入
道
蓮
仏
」
（
①
60
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
郷
道
氏
・
石
井
氏
の
指
摘
に
あ
る
通
り
否
定
さ
れ

る
一
四

。
な
お
、
系
図
３
に
重
信
（
信
重
）
の
ひ
孫
と
し
て
見
え
る
盛
重
を
盛
重
Ｃ
に
比
定
す
る
論
も
あ
る
一
五

が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
時
代
が
異
な
る
た
め
論
外
で
あ
る
。 

 
 

第
二
節 

伊
具
四
郎
殺
害
事
件 

 

一 

事
件
の
概
要 

 

そ
れ
で
は
、
盛
重
Ｂ
と
盛
重
Ｃ
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
正
嘉
二
年
の
伊
具
四
郎
入
道
（
以
下
「
伊
具
四
郎
」
と
略
す
）
殺
害
事
件
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
事
件
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が
起
き
た
日
は
将
軍
頼
嗣
の
鶴
岡
八
幡
宮
御
参
・
流
鏑
馬
等
の
行
事
が
あ
っ
た
日
で
、
伊
具
四
郎
入
道
が
山
内
の
屋
敷
に
帰
る
途
中
の
建
長
寺
前
で
起
き
て
い
る
（
史
料
一
）。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
二
年
八
月
十
六
日
条 

将
軍
家
御
二

参
鶴
岳
宮
寺
一

。
馬
塲
流
鏑
馬
以
下
儀
如
レ

例
。
事
終
還
御
。
相
州
禅
室
自
二

御
棧
敷
一

令
レ

還
給
之
後
。
及
二

秉
燭
之
期
一

。
伊
具
四
郎
入
道
帰
二

山
内
宅
一

之
處
。

於
二

建
長
寺
前
一

被
二

射
殺
一

訖
。
着
二

蓑
笠
一

令
二

騎
馬
一

之
人
。
相
二

具
下
部
一
人
一

。
馳
二

過
伊
具
左
方
一

。
自
二

田
舎
一

参
二

鎌
倉
一

之
人
歟
之
由
。
伊
具
所
従
等
存
レ

之
。
落
馬
之

後
知
レ

中
二

于
矢
一

之
旨
云

々

。
塗
二

毒
於
其
鏃
一
云

々

。 

時
間
は
夕
暮
れ
時
で
、
伊
具
四
郎
の
所
従
た
ち
の
証
言
に
よ
る
と
、
蓑
笠
を
か
ぶ
り
、
馬
に
乗
っ
た
人
物
（
田
舎
か
ら
鎌
倉
に
来
た
人
だ
ろ
う
か
と
証
言
し
て
い
る
）
が
下
部
一
人
を

従
え
て
伊
具
四
郎
の
「
左
」
を
駆
け
抜
け
て
い
る
。
主
が
矢
（
毒
が
塗
ら
れ
て
い
た
）
に
当
た
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
伊
具
四
郎
が
落
馬
し
て
か
ら
だ
と
い
う
証
言
か
ら
、
前
方
か

ら
来
た
相
手
に
討
た
れ
た
の
で
は
な
く
、
後
方
か
ら
討
た
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
前
方
か
ら
来
た
相
手
が
弓
を
構
え
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
伊
具
四
郎
も
所
従
も
気
が
付
く
可
能

性
が
高
く
、
所
従
の
証
言
に
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
馬
に
乗
っ
た
人
物
が
弓
を
構
え
て
い
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
矢
を
放
っ
た

後
で
伊
具
四
郎
の
左
側
を
山
内
方
面
（
伊
具
四
郎
入
道
の
進
行
方
向
）
に
逃
げ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

そ
し
て
翌
日
、
容
疑
者
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
の
が
、
諏
訪
刑
部
左
衛
門
入
道
で
あ
る
（
史
料
二
）。
系
図
２
の
盛
重
の
子
盛
高
に
「
諏
訪
太
郎 

郷
左
衛
門
尉
、
正
嘉
二
年
八
ノ
十
六
於

二

鎌
倉
一

生
害
」
と
あ
り
、
「
郷
左
衛
門
尉
」
は
「
刑
部
左
衛
門
尉
」
の
誤
記
と
推
測
で
き
る
た
め
、「
生
害
」
（
殺
生
）
は
こ
の
事
件
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ

ま
り
刑
部
左
衛
門
入
道
は
盛
重
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
鎌
倉
裏
書
』
は
「
諏
訪
刑
部
左
衛
門
康
頼
法
師
」、「
康
頼
法
師
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
に
あ
る
俊
職
の
割

注
「
平
判
官
康
頼
法
師
孫
子
」
が
混
入
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
刑
部
左
衛
門
入
道
に
つ
い
て
は
便
宜
上
「
盛
高
」
で
統
一
す
る
。 

【
史
料
二
】『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
二
年
八
月
十
七
日
条
※
傍
線
部
筆
者 

依
二

伊
具
殺
害
之
嫌
疑
一

。
虜
二

諏
方
刑
部
左
衛
門
入
道
一

。
所
レ

被
レ

召
二

預
對
馬
前
司
氏
信
一

也
。
亦
平
内
左
衛
門
尉
俊
職
平
判
官
康
頼
入
道
孫

。
牧
左
衛
門
入
道
等
。
同
意
令
二

露
顕

一
云

々

。
是
昨
日
。
件
兩
人
々
数
会
二

合
于
諏
方
一

。
終
日
傾
二

数
坏
一

凝
二

閑
談
一

。
而
諏
方
伺
二

知
伊
具
帰
宅
之
期
一

。
白
地
起
二

当
座
一

。
馳
二

出
路
次
一

射
殺
之
後
。
又
如
レ

元
及
二

酒
宴
一
云

々

。
今
日
。
被
二

相
尋
一

之
処
。
差
二

昨
日
会
衆
一

。
為
二

証
人
一

依
レ

論
二

申
子
細
一

。
又
被
レ

問
二

両
人
一

。
各
一
旦
承
伏
云

々

。
此
殺
害
事
。
人
推
察
不
レ

可
レ

覃
之
処
。
以
二

諏
方
旧
領
一

被
レ

付
二

伊
具
一

之
間
。
確
執
未
レ

止
歟
。
其
上
云
二

箭
束
一

云
二

射
様
一

。
已
揚
焉
。
頗
越
二

普
通
所
爲
一

。
依
レ

之
嫌
疑
御
沙
汰
出
來
云

々

。 

捕
え
ら
れ
た
盛
高
は
佐
々
木
氏
信
に
預
け
ら
れ
、
同
意
が
露
顕
し
た
平
内
左
衛
門
尉
俊
職
一
六

・
牧
左
衛
門
入
道
の
証
言
に
よ
る
と
、
こ
の
二
名
は
「
諏
訪
」
に
会
合
し
、
終
日
酒
を
飲
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み
な
が
ら
閑
談
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
も
盛
高
は
伊
具
四
郎
が
帰
宅
す
る
時
間
を
知
る
と
急
に
席
を
立
ち
、「
馳
二

出
路
次
一

射
殺
」
し
た
後
、
再
び
酒
宴
に
戻
っ
て
い
る
。
酒
宴
が
行

わ
れ
て
い
た
場
所
は
「
会
二

合
于
諏
方
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
盛
高
宅
で
あ
り
、
伊
具
四
郎
と
同
様
に
山
内
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
建
長
寺
前
で
待
ち
伏
せ
を
し
た
盛
高
は
伊
具
四
郎

に
向
か
っ
て
矢
を
放
っ
た
の
ち
、
伊
具
四
郎
の
「
左
」
を
駆
け
抜
け
て
山
内
の
自
邸
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

八
月
十
八
日
に
は
盛
高
に
対
し
て
尋
問
を
加
え
た
が
、
話
さ
な
い
た
め
所
従
の
高
太
郎
を
召
し
取
り
、
尋
問
し
て
い
る
（
史
料
三
）。
こ
の
高
太
郎
が
伊
具
四
郎
の
所
従
が
目
撃
し
た
「
下

部
」
で
あ
ろ
う
。
高
太
郎
の
尋
問
の
際
、
奉
行
人
は
主
人
が
す
で
に
白
状
し
た
と
し
て
誘
導
し
た
た
め
、
殺
害
に
つ
い
て
は
盛
高
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
白
状
し
て
い
な
い
。 

【
史
料
三
】『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
二
年
八
月
十
八
日
条 

諏
方
刑
部
左
衛
門
入
道
被
レ

召
二

置
之
一

。
雖
レ

被
レ

加
二

推
問
一

。
敢
不
二

承
伏
一

。
所
二

本
執
一

。
仍
召
二

取
所
従
男
一
号
高
太
郎
。

被
レ

推
二

問
之
一

。
任
レ

法
之
処
。
屈
氣
不
レ

能
レ

言
。

結
句
相
二

誘
之
一

。
主
人
已
令
レ

献
二

白
状
一

畢
。
争
可
二

論
申
一

哉
之
由
。
奉
行
人
雖
レ

盡
二

問
答
一

。
件
男
云
。
主
人
者
兼
而
顧
二

糺
問
之
耻
辱
一

。
仍
申
歟
。
於
二

下
臈
之
身
一

者
。

更
不
レ

痛
二

其
恥
一

。
任
二

実
正
一

所
二

論
申
一

也
。
但
主
人
白
状
之
上
。
不
レ

及
二

重
御
問
一

歟
云

々

。 

そ
の
後
、
盛
高
は
九
月
二
日
に
鳩
首
さ
れ
、
平
内
左
衛
門
尉
俊
職
と
牧
左
衛
門
入
道
は
硫
黄
島
に
流
罪
と
な
っ
た
（
史
料
四
）。 

【
史
料
四
】『
吾
妻
鏡
』
正
嘉
二
年
九
月
二
日
条
※
傍
線
部
筆
者 

今
日
。
諏
方
刑
部
左
衛
門
入
道
所
レ

被
二

梟
罪
一

也
。
此
主
従
共
以
遂
不
レ

進
二

分
明
白
状
一

。
爰
相
州
禅
室
被
レ

廻
二

賢
慮
一

。
以
二

無
人
之
時
一

。
潜
召
二

入
諏
方
一
人
於
御
所
一

。

直
被
二

仰
含
一

曰
。
被
二

殺
害
一

事
被
二

疑
思
食
一

之
上
。
所
従
高
太
郎
承
伏
勿
論
之
間
。
難
レ

遁
二

斬
刑
一

之
旨
。
評
議
畢
。
然
而
忽
以
可
レ

終
二

其
身
命
一

之
條
。
殊
以
不
便
也
。
任

二

実
正
一

可
レ

申
レ

之
。
就
二

其
詞
一

加
二

斟
酌
一

。
欲
レ

相
二

扶
之
一
云

々

。
于
レ

時
諏
方
且
喜
抑
レ

涙
。
果
二

宿
意
一

之
由
申
レ

之
。
禅
室
御
仁
惠
雖
レ

相
二

同
于
夏
禹
泣
レ

罪
之
志
一

。
所

犯
既
究
之
間
。
不
レ

被
レ

行
レ

之
者
。
依
レ

難
レ

禁
二

天
下
之
非
違
一

。
令
二

糺
断
一

給
云

々

。
又
平
内
左
衛
門
尉
。
牧
左
衛
門
入
道
等
流
刑
。
就
レ

中
俊
職
爲
二

公
人
一

与
二

此
巨
悪
一

之

條
。
殊
背
二

物
義
一

之
間
。
被
レ

配
二

流
硫
黄
嶋
一
云

々

。
治
承
比
者
。
祖
父
康
頼
流
二

此
嶋
一

。
正
嘉
今
。
又
孫
子
俊
職
配
二

同
所
一

。
寔
是
可
レ

謂
二

一
業
所
感
一

歟
。 

『
吾
妻
鏡
』
は
殺
害
理
由
に
つ
い
て
、「
諏
訪
旧
領
」
を
伊
具
四
郎
に
付
け
た
こ
と
に
よ
る
確
執
か
と
推
測
し
て
い
る
（
史
料
二
傍
線
部
）
が
、
盛
高
と
所
従
は
殺
害
に
つ
い
て
は
認
め
た

も
の
の
、
理
由
に
つ
い
て
は
最
後
ま
で
白
状
し
な
か
っ
た
ら
し
い
（
史
料
四
傍
線
部
）。
従
っ
て
旧
領
云
々
と
い
う
の
は
『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
者
に
よ
る
推
察
か
、
当
時
の
人
々
の
噂
に
よ

る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
史
料
四
に
は
盛
高
が
処
刑
さ
れ
る
前
に
時
頼
が
盛
高
を
御
所
に
呼
び
、
直
接
真
実
を
話
す
よ
う
説
得
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
盛
高
が
話
し
た
の



第 3章 諏訪氏 

 

194 

は
宿
意
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

二 

諏
訪
刑
部
左
衛
門
入
道
と
伊
具
四
郎
入
道 

 

岡
田
氏
は
元
仁
元
年
の
伊
賀
氏
事
件
の
際
に
収
公
さ
れ
た
伊
具
馬
太
郎
盛
重
の
所
領
（
①
16
）
が
陸
奥
国
伊
具
郡
で
あ
っ
た
可
能
性
か
ら
、
盛
重
と
伊
具
四
郎
入
道
が
諏
訪
氏
一
族
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
一
七

。
伊
具
四
郎
が
諏
訪
氏
一
族
で
あ
る
こ
と
は
、『
鎌
倉
裏
書
』
が
殺
害
さ
れ
た
人
物
を
「
諏
訪
四
郎
入
道
」
と
し
て
い
る
（
①
53
）
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
盛
重
の
父
が
す
で
に
「
伊
具
」
を
名
乗
っ
て
お
り
、
承
久
の
乱
の
際
に
「
伊
具
六
郎
」
と
い
う
人
物
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
収
公
さ
れ
た
所
領
は
盛
重
の
弟
や
従
兄
弟
と

い
っ
た
親
族
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

盛
重
の
子
が
伊
具
四
郎
入
道
を
殺
害
し
て
い
る
こ
と
も
、
伊
具
盛
重
を
諏
訪
盛
重
と
同
一
人
物
と
考
え
る
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
。
伊
具
四
郎
入
道
が
帰
参
す
る
時
間
を
盛
高
に
伝
え
た

人
物
が
い
る
こ
と
や
、
盛
高
が
鏃
に
毒
を
塗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伊
具
四
郎
入
道
の
殺
害
は
あ
ら
か
じ
め
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
盛
高
が
「
刑
部
左
衛
門
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
盛
重
の
子
の
中
で
も
庶
子
で
あ
ろ
う
が
、
処
罰
の
経
緯
ま
で
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
割
に
、
父
で
あ
る
盛
重
や
他
の
得
宗
被
官
の
動
き
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
も
所
従
は
盛
高
だ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翌
日
に
は
犯
人
が
判
明
し
て
召
し
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
時
頼
が
ひ
そ
か
に
盛
高
を
呼
び
、
話
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
単
な
る
所
領
を
巡
る
確
執
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。 

な
お
『
鎌
倉
裏
書
』
に
「
相
州
禅
門
軋
弾
、
世
以
為
二

美
談
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
事
件
に
対
す
る
時
頼
の
対
応
が
世
間
で
は
美
談
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
一
八

。
事
件

の
真
相
に
つ
い
て
は
ま
だ
疑
問
が
残
る
が
、｢

大
斉
番
文｣

四
番
筆
頭
の
伊
具
左
衛
門
入
道
（
②
22
）、｢

供
養
記｣

の
伊
具
左
衛
門
尉
（
②
38
）
は
北
条
一
門
の
伊
具
氏
で
は
な
く
、
得
宗

被
官
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
件
以
降
も
伊
具
を
名
乗
る
諏
訪
氏
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 
 

第
三
節 

盛
重
の
子
孫 
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一 

盛
重
の
子 

 

こ
こ
で
は
盛
重
の
子
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
系
図
１
・
系
図
２
と
も
に
盛
重
の
子
は
盛
高
・
盛
経
・
盛
頼
・
重
願
で
一
致
し
て
い
る
。 

（
一
）
諏
訪
盛
高
（
刑
部
左
衛
門
入
道
） 

 

盛
高
は
系
図
１
で
は
「
太
郎
左
衛
門
尉
」
、
系
図
２
で
は
「
郷
左
衛
門
尉
」
と
あ
る
が
、
「
郷
」
が
「
刑
部
」
の
誤
記
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
、
前
節
で
論
じ
た
通
り
正
嘉
二
年
に
伊

具
四
郎
入
道
を
殺
害
し
た
諏
訪
刑
部
左
衛
門
入
道
に
比
定
し
た
。 

（
二
）
諏
訪
盛
経
・
真
性
（
三
郎
左
衛
門
尉
、
三
郎
左
衛
門
入
道
） 

 

盛
重
の
跡
を
継
い
だ
盛
経
は
、
建
長
三
年
に
諏
方
三
郎
盛
綱
（
経
）
と
し
て
将
軍
頼
嗣
の
祖
母
の
弔
問
の
た
め
上
洛
し
て
い
る
（
①
45
）
。
建
長
五
年
正
月
三
日
の
垸
飯
で
は
諏
方
三

郎
左
衛
門
尉
盛
経
と
な
っ
て
お
り
（
①
46
）
、
左
衛
門
尉
に
任
官
し
て
い
る
。
「
経
」
が
北
条
経
時
の
偏
諱
と
す
る
と
、
経
時
が
執
権
期
の
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
～
寛
元
三
年
（
一

二
四
五
）
の
間
に
元
服
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
終
出
の
文
永
三
年
六
月
十
九
日
条
で
は
飛
脚
と
し
て
上
洛
し
て
お
り
（
①
63
）
、
こ
の
時
に
は
諏
訪
三
郎
左
衛
門
入
道

と
な
っ
て
い
る
。
下
総
香
取
社

御
殿
遷
宮
用
途
注
文
の
三
鳥
居
一
基
に
「
大
方
郷
本
役
也 

仍
地
頭
諏
訪
三
郎
左
衛
門
入
道
真
性
造
進
之
」
（
①
62
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
名
が
真

性
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
（
以
下
盛
経
に
つ
い
て
は
「
真
性
」
で
統
一
す
る
）
。
従
っ
て
『
建
治
三
年
記
』
の
「
諏
訪
左
衛
門
入
道
」
及
び
「
諏
訪
入
道
真
性
」
、
渋
谷
定
仏
の
書

状
の
「
諏
訪
入
道
」
「
す
わ
と
の
」
も
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
（
②
２
～
11
）
。 

 

真
性
の
活
動
期
間
は
平
頼
綱
政
権
下
に
あ
た
り
、
目
立
っ
た
活
躍
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
得
宗
家
公
文
書
奉
書
の
奉
者
と
な
り
（
②
12
、
13
）
、
寄
合
に
も
参
加
す
る
な
ど
、

依
然
と
し
て
得
宗
被
官
上
層
部
に
位
置
し
て
い
た
。
弘
安
十
年
十
月
三
日
の
薩
摩
国
御
家
人
谷
山
郡
司
五
郎
資
忠
と
山
田
・
別
府
両
村
の
地
頭
大
隅
式
部
太
郎
子
息
二
郎
丸
代
養
父
大
隅

五
郎
太
郎
久
親
法
師
の
相
論
に
関
す
る
関
東
下
知
状
に
見
ら
れ
る
「
諏
方
入
道
」
（
②
15
）
、
正
応
五
年
の
得
宗
家
公
文
書
奉
書
の
奉
者
の
一
人
・
「
沙
弥
」
（
②
16
）
が
細
川
氏
の

指
摘
す
る
通
り
真
性
で
あ
れ
ば
一
九

、
盛
経
（
真
性
）
の
活
動
は
正
応
五
年
ま
で
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
確
実
と
い
え
る
の
は
弘
安
十
年
ま
で
と
な
る
。 

（
三
）
諏
訪
盛
頼
（
兵
衛
四
郎
・
四
郎
兵
衛
尉
・
四
郎
左
衛
門
尉
） 

 

建
長
二
年
正
月
一
日
の
垸
飯
が
初
見
で
あ
る
（
①
39
）
。
「
兵
衛
四
郎
」
と
い
う
通
称
に
よ
っ
て
父
が
兵
衛
尉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
「
三
郎
兵
衛
尉
」
で
あ
っ
た
盛
重
の
子
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
盛
頼
の
「
頼
」
は
時
頼
の
偏
諱
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
元
服
は
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
か
ら
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
で
あ
ろ
う
。
建
長
六
年
に
は
「
諏
訪
四
郎
兵
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衛
尉
」
と
な
っ
て
い
る
（
①
48
）
こ
と
か
ら
、
建
長
三
年
～
建
長
六
年
の
間
に
兵
衛
尉
に
任
官
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
弘
長
三
年
に
は
「
諏
訪
四
郎
左
衛
門
尉
」
と
見
え
、
最
終
的

に
左
衛
門
尉
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

盛
頼
は
盛
澄
以
降
の
諏
訪
氏
で
は
的
始
の
射
手
を
務
め
た
唯
一
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
人
物
で
あ
る
。
系
図
２
の
盛
頼
の
注
記
に
「
建
長
三
年
正
ノ
八
将
軍
家
於
由

比
浜
弓
始
為
射
手
十
七
人
之
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
弓
始
」
（
的
始
）
で
は
な
く
実
際
は
的
調
の
こ
と
だ
が
（
①
40
、
付
表
４-

１
）
、
盛
頼
は
二
日
後
の
十
日
に
行
わ
れ
た
的
始
で
も

射
手
を
務
め
て
い
る
（
①
41
、
付
表
３-

36
）
。 

（
四
）
諏
訪
重
願
（
大
進
房
） 

 

細
川
氏
は
「
重
願
」
の
こ
と
を
「
重
頼
」
と
し
て
い
る
が
（
系
図
４
）
、
系
図
１
・
系
図
２
と
も
に
「
重
願
」
が
正
し
い
。
「
大
進
房
」
と
い
う
注
記
か
ら
重
願
は
僧
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
諏
方
大
進
房
円
忠
と
は
明
ら
か
に
世
代
が
異
な
る
た
め
別
人
で
あ
る
。
確
認
で
き
る
史
料
が
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
だ
が
、
盛
高
・
盛
経
・
盛
頼
に
つ
い

て
は
『
吾
妻
鏡
』
の
活
動
か
ら
も
そ
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
り
、
盛
重
の
子
に
関
し
て
は
系
図
１
・
系
図
２
と
も
に
信
用
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

二 

鎌
倉
時
代
後
期
の
諏
訪
氏 

  

そ
れ
で
は
鎌
倉
幕
府
滅
亡
ま
で
の
諏
訪
氏
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

（
一
）
諏
訪
直
性
（
宗
秀
・
経
宗
、
左
衛
門
尉
） 

 

「
直
性
」
は
「
真
性
」
と
法
名
の
字
面
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
翻
刻
ミ
ス
も
起
こ
り
や
す
く
二
〇

、
同
一
人
物
と
勘
違
い
し
て
し
ま
っ
て
い
る
研
究
も
見
受
け
ら
れ
る
二
一

が
、
父
が
「
真

性
」
で
、
子
が
「
直
性
」
で
あ
る
。
直
性
に
つ
い
て
は
、
細
川
重
男
氏
が
詳
細
に
考
察
し
て
お
り
、
実
名
は
当
初
系
図
１
に
あ
る
「
宗
経
」
と
し
て
い
た
が
、
「
鳥
餅
日
記
」
の
「
諏
訪

左
衛
門
尉
宗
秀
」
（
②
23
）
が
「
大
斉
番
文
」
八
番
筆
頭
の
「
諏
訪
左
衛
門
尉
」
（
②
22
）
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
か
ら
、
「
宗
秀
」
と
し
て
い
る
二
二

。
さ
ら
に
延
慶
二
年
六
月

に
貞
時
の
申
し
入
れ
に
よ
っ
て
貞
弁
の
還
補
を
奉
行
し
て
い
る
「
諏
訪
左
衛
門
尉
経
宗
」
（
②
27
）
と
も
同
一
人
物
で
あ
る
と
し
、
「
経
宗
」
に
改
名
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
二
三

。

従
っ
て
史
料
上
の
初
出
は
細
川
氏
の
考
察
に
あ
る
通
り
永
仁
元
年
十
二
月
二
十
九
日
付
の
宗
秀
書
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
②
17
）
。
つ
ま
り
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
か
ら
延
慶
二
年
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（
一
三
〇
九
）
ま
で
の
間
に
改
名
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
正
和
三
年
十
月
二
十
四
日
付
の
隆
勝
挙
状
二
四

の
宛
名
の
「
諏
方
左
衛
門
入
道
」
（
②
30
）
は
翌
正
和
四
年
に
宿
所
が
炎

上
し
て
い
る
「
諏
訪
入
道
直
性
」
（
②
31
）
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
和
三
年
ま
で
に
出
家
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

「
供
養
記
」
で
は
一
品
経
と
銭
十
貫
を
調
進
し
（
②
36
、
付
表
８
Ｅ
）
、
さ
ら
に
供
養
額
は
銭
百
貫
と
多
く
（
②
38
、
付
表
８
Ｈ
）
、
鎌
倉
幕
府
後
期
の
諏
訪
氏
の
惣
領
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
系
図
２
に
は
「
弘
重
」
の
注
記
に
「
左
馬
助 

剃
髪
号
直
情
（
性
） 

元
弘
三
年
五
ノ
廿
二
高
時
滅
亡
之
時
把
巡
盃
而
自
殺
」
と
あ
る
が
、
内
容
が
『
太
平
記
』
に
見
ら

れ
る
直
性
の
行
動
（
②
53
）
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
「
直
情
」
は
「
直
性
」
の
誤
記
、
「
左
馬
助
」
も
「
左
衛
門
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
二
五

。
た
だ
し
実
名
は
「
弘
重
」
で
は
な
く
、

「
剃
髪
～
自
害
」
は
系
図
上
に
見
ら
れ
な
い
「
経
宗
」
に
つ
け
る
べ
き
注
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
二
）
諏
訪
宗
経
（
三
郎
左
衛
門
尉
・
三
郎
左
衛
門
入
道
） 

 

諏
訪
三
郎
左
衛
門
尉
は
嘉
元
の
乱
の
際
、
時
村
誅
殺
の
討
手
と
し
て
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
工
藤
中
務
丞
有
清
を
預
け
る
使
者
と
な
っ
て
お
り
（
②
20
）
、
「
大
斉
番
文
」
で
は

八
番
に
結
番
さ
れ
て
い
る
（
②
22
）
。+

供
養
記
」
で
銀
剣
一
振
、
馬
一
頭
を
供
養
し
て
い
る
「
諏
訪
三
郎
左
衛
門
入
道
」
（
②
38
、
付
表
８
Ｈ
）
も
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

行
動
か
ら
嫡
流
の
人
物
で
は
な
く
庶
流
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
活
動
時
期
は
直
性
や
次
項
で
述
べ
る
諏
訪
六
郎
左
衛
門
尉
と
重
な
る
。
系
図
２
の
真
性
の
子
「
宗
経
」
に
「
三

郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
実
名
は
「
宗
経
」
で
あ
り
、
直
性
の
弟
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
系
図
２
で
は
「
経
宗
」
（
直
性
）
と
「
宗
経
」
が
混
同
さ
れ
、
経
宗
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

正
安
三
年
に
貞
時
女
（
北
条
時
基
室
）
が
死
去
し
て
い
る
が
、
「
宗
経
養
君
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
②
19
）
。
直
性
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
乳
母
夫
は
必
ず
し
も
得
宗

被
官
家
の
嫡
流
の
人
物
が
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
宗
経
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
兄
と
と
も
に
平
禅
門
の
乱
後
の
貞
時
政
権
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

（
三
）
諏
訪
六
郎
左
衛
門
尉
・
六
郎
左
衛
門
入
道 

元
徳
元
年
の
も
の
と
さ
れ
る
十
一
月
十
一
日
付
貞
顕
書
状
（
史
料
五
）
に
、「
去
夜
（
十
日
）
亥
刻
計
」
に
扇
谷
の
大
仏
家
時
亭
門
前
か
ら
出
火
し
、
亀
谷
の
小
路
に
火
が
回
り
、
土
佐

入
道
の
宿
所
が
焼
け
、
浄
光
明
寺
西
頬
ま
で
焼
け
た
と
あ
り
、
諏
訪
六
郎
左
衛
門
入
道
の
家
が
焼
失
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
②
47
）。 

【
史
料
五
】「
金
沢
貞
顕
書
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
七
七
五
号
） 

一 

去
夜
亥
刻
計
ニ
、
扇
谷
の
右
馬
権
助
家
時
門
前
よ
り
火
い
て
き
候
て
、
亀
谷
の
小
路
へ
や
け
出
候
て
、
土
佐
入
道
宿
所
や
け
候
て
、
浄
光
明
寺
西
頬
ま
て
や
け
て
候
、
右

馬
権
助
・
右
馬
権
頭
貞
規
後
室
・
刑
部
権
大
輔
入
道
宿
所
等
者
、
無
為
に
候
、
大
友
近
江
入
道
宿
所
も
同
無
殊
事
候
、
諏
訪
六
郎
左
衛
門
入
道
家
焼
失
候
云
々
、
風
始
ハ
雪
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下
へ
吹
か
け
候
き
、
後
ニ
ハ
此
宿
所
へ
吹
か
け
候
し
程
ニ
、
驚
存
候
し
か
と
も
、
無
為
候
之
間
、
喜
思
給
候
、
火
本
ハ
秋
庭
入
道
と
高
橋
の
な
に
と
や
ら
ん
か
諍
候
之
由
聞

□
、
あ
な
か
し
く
、 

十
一
月
十
一
日 

こ
の
火
事
に
つ
い
て
は
大
三
輪
龍
哉
氏
が
「
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
」
を
用
い
て
延
焼
範
囲
を
検
証
し
て
お
り
二
六

、
諏
訪
氏
の
宿
所
が
浄
光
明
寺
敷
地
内
に
あ
り
、
亀
谷
の
小
路
に
面
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
諏
訪
六
郎
左
衛
門
入
道
は｢

大
斉
番
文｣

一
番
（
②
22
）
、｢

供
養
記｣

で
銭
十
貫
を
供
養
し
て
い
る
（
②
38
、
付
表
８
Ｈ
）
諏
訪
六
郎
左
衛
門
尉
と
同
一

人
物
で
あ
り
、
真
性
の
子
で
直
性
の
弟
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
四
）
諏
方
三
郎
兵
衛
尉 

正
中
元
年
九
月
に
東
使
と
し
て
工
藤
右
衛
門
二
郎
と
と
も
に
上
洛
し
、
日
野
資
朝
・
俊
基
両
人
を
捕
ら
え
て
い
る
（
②
39
・
40
）
。
上
野
七
郎
兵
衛
尉
宛
「
結
城
宗
広
書
状
」
に
よ

れ
ば
、
諏
方
三
郎
兵
衛
尉
は
諏
方
全
禅
の
子
で
「
諏
方
養
子
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
二
七

。
全
禅
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
定
か
で
は
な
い
。
『
太
平
記
』
で
は
正
中
の
変
の
際
に
上
洛
し

た
東
使
は
長
崎
四
郎
左
衛
門
と
南
条
次
郎
左
衛
門
尉
宗
直
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
こ
の
諏
方
三
郎
兵
衛
尉
と
工
藤
右
衛
門
二
郎
が
そ
の
時
の
東
使
で
あ
る
。 

（
五
）
諏
訪
木
工
左
衛
門
尉
（
諏
訪
木
工
左
衛
門
入
道
） 

諏
訪
氏
の
庶
流
で
あ
り
、
「
供
養
記
」
で
布
施
取
の
際
に
使
者
を
務
め
て
い
る
人
物
（
②
37
、
付
表
８
Ｆ
）
で
、
諏
訪
上
宮
五
月
流
鏑
馬
番
役
十
番
に
「
除
諏
訪
杏
（
木
工
）
左
衛
門

入
道
」
（
②
45
）
二
八

と
あ
り
、
『
太
平
記
』
に
登
場
す
る
「
諏
訪
木
工
左
衛
門
入
道
」
（
②
51
）
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
系
図
３
の
時
継
の
注
記
に
は
「
元
弘
二
五
廿
二
先
代
相
模

入
道
崇
鑒
於
二

相
州
葛
西
東
勝
寺
一

失
二

生
涯
一

之
後
諏
方
木
工
左
衛
門
入
道
・
真
（
直
）
性
相
共
自
害
」
と
あ
り
、
木
工
左
衛
門
入
道
は
直
性
ら
と
と
も
に
東
勝
寺
で
自
害
し
た
よ
う
で
あ

る
。 

（
六
）
諏
訪
盛
高
（
諏
訪
三
郎
） 

系
図
２
に
は
「
頼
重
」
に
「
本
盛
隆
」
「
三
川
守 

従
五
下
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
諏
訪
三
河
権
守
頼
重
と
混
同
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
系
図
２
は
盛
経
の
子
や
宗

経
の
子
に
信
重
や
時
継
な
ど
の
上
社
大
祝
の
人
物
を
混
入
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
太
平
記
』
で
北
条
泰
家
（
高
時
弟
）
の
命
に
よ
り
高
時
の
子
息
・
亀
寿
丸
（
の
ち
の
時

行
）
を
鎌
倉
よ
り
落
ち
延
び
さ
せ
た
の
が
盛
高
で
あ
り
（
②
52
）
、
『
太
平
記
』
に
「
諏
訪
左
馬
助
（
左
衛
門
尉
）
入
道
が
子
息
諏
訪
三
郎
盛
高
」
、
系
図
３
の
時
継
の
注
記
に
「
真
（
直
）
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性
相
共
自
害
同
息
三
郎
盛
高
相
具
崇
鑒
息
亀
寿
相
模
二
郎
時
行
落
下
信
州
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
盛
高
が
直
性
の
子
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
盛
高
以
外
の
直

性
の
子
に
は
細
川
氏
の
指
摘
に
あ
る
通
り
、
諏
訪
新
左
衛
門
尉
（
②
43
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
活
動
が
確
認
で
き
る
史
料
は
な
い
。 

（
七
）
諏
訪
兵
衛
尉
・
諏
訪
五
郎
経
重
・ 

そ
の
他
、｢

大
斉
番
文｣

十
二
番
筆
頭
の
「
諏
訪
兵
衛
尉
」
（
②
22
）
、｢

供
養
記｣

で
手
長
役
を
務
め
た
諏
訪
五
郎
経
重
（
②
35
、
付
表
８
Ｃ
）
な
ど
が
確
認
で
き
る
が
、
他
の
人
物

と
の
関
係
性
は
明
ら
か
で
は
な
い
。 

 

お
わ
り
に 

  

以
上
の
考
察
を
も
と
に
得
宗
被
官
諏
訪
氏
の
系
図
を
作
成
す
る
と
系
図
５
に
な
る
。
系
図
１
・
系
図
２
は
盛
重
の
子
に
つ
い
て
は
信
用
で
き
る
が
、
真
性
以
下
に
関
し
て
は
修
正
が
必

要
な
系
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
系
図
２
の
よ
う
に
最
有
力
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
諏
訪
氏
と
上
社
大
祝
諏
訪
氏
を
混
同
し
て
し
ま
っ
た
が
故
に
、「
神
氏
系
図
」
に

と
ら
わ
れ
て
得
宗
被
官
諏
訪
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
有
力
得
宗
被
官
家
で
あ
る
諏
訪
氏
が
諏
訪
上
下
社
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
、
盛
重
の
流
れ
が
独
立
を
図
り
「
神
」
姓
を
創
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
盛
重
が
下
社
系
諏
訪
氏
の
庶
流
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
得
宗
被
官
と

な
っ
て
以
降
は
独
自
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。 

得
宗
被
官
諏
訪
氏
に
関
す
る
史
料
で
姓
を
記
し
た
史
料
が
な
い
た
め
、
金
刺
姓
で
あ
っ
た
の
か
、
源
氏
姓
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
保
留
に
し
て
お
く
が
、

元
亨
二
年
に
得
宗
家
公
文
書
下
知
状
の
奉
者
の
一
人
に
「
左
衛
門
尉
金
刺
」
い
う
人
物
が
い
る
こ
と
か
ら
二
九

、
金
刺
姓
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。 

最
後
に
、
上
社
下
社
大
祝
家
の
諏
訪
氏
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
と
、
「
大
斉
番
文
」
の
諏
訪
氏
に
は
伊
具
左
衛
門
尉
を
除
く
と
盛
重
流
し
か
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、「
供
養
記
」
で

は
盛
重
流
諏
訪
氏
と
大
祝
諏
訪
氏
が
と
も
に
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
盛
重
流
は
諏
訪
左
衛
門
入
道
（
直
性
）・
諏
訪
木
工
左
衛
門
尉
・
諏
訪
三
郎
左
衛
門
入
道
・
諏
訪
六
郎
左
衛
門
尉
・

諏
方
五
郎
経
重
で
、
大
祝
諏
訪
氏
は
諏
訪
三
河
権
守
（
頼
重
）・
諏
訪
遠
江
権
守
・ 

諏
訪
神
左
衛
門
入
道
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
頼
重
は
系
図
３
に
「
三
河
権
守
」「
大
祝
」
と
あ
る

頼
重
で
あ
り
、
銭
五
〇
貫
、
銀
剣
一
振
、
馬
一
頭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
銀
剣
一
振
、
馬
二
頭
を
供
養
し
て
い
る
諏
訪
遠
江
権
守
よ
り
上
位
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
諏
訪
遠
江
権

守
は
元
徳
二
年
に
死
去
し
て
い
る
が
（
③
11
）
、
系
図
３
の
中
に
比
定
者
で
き
る
人
物
は
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
下
宮
祝
盛
基
に
関
す
る
史
料
を
見
て
い
く
と
、
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下
社
大
祝
で
あ
っ
た
盛
久
は
「
前
遠
江
宮
寺
（
マ
マ
）
盛
久
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
③
７
）。
上
社
の
大
祝
が
「
三
河
権
守
」「
安
芸
権
守
」「
信
濃
権
守
」
で
、
下
社
の
大
祝
が
「
遠
江
権

守
」
だ
っ
た
と
考
え
る
と
、
諏
訪
遠
江
権
守
は
下
社
系
大
祝
の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

注 

 

一 

鎌
倉
時
代
の
諏
訪
氏
に
関
す
る
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
寶
月
圭
吾
「
鎌
倉
時
代
」（
渡
辺
世
祐
編
『
諏
訪
史
』
第
三
巻
、
諏
訪
教
育
会
、
一
九
五
四
年
）、
山
岸
啓
一
郎
「
得

宗
被
官
に
関
す
る
一
考
察
―
諏
訪
氏
の
動
向
に
つ
い
て
―
」（
『
信
濃
』
第
二
四
巻
第
一
号
、
一
九
七
二
年
）、
鎌
田
純
一
「
中
世
に
於
け
る
諏
訪
氏
の
活
躍
」（『
神
道
史
研
究
』
二
三
号
、

一
九
七
五
年
）
、
小
林
計
一
郎
「
鎌
倉
時
代
の
諏
訪
氏
」（
『
信
濃
中
世
史
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）、
小
松
寿
治
「
得
宗
被
官
諏
訪
氏
に
つ
い
て
―
盛
重
の
動
向
を
中
心
に
―
」

（
『
史
報
』
七
号
、
一
九
八
六
年
）
、
郷
道
哲
章
Ａ
「
諏
訪
氏
」（『
地
方
別
日
本
の
名
族
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
九
年
所
収
）、
石
井
進
「
中
世
の
諏
訪
信
仰
と
諏
訪
氏
」（『
石
井
進

著
作
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
※
初
出
は
一
九
九
七
年
）、
細
川
重
男
Ａ
「
諏
訪
左
衛
門
尉
入
道
直
性
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
第
一
部
第
五
章
※
初
出

は
『
白
山
史
学
』
三
二
号
、
一
九
九
六
年
）
、
郷
道
哲
章
Ｂ
「
諏
訪
氏
と
『
上
社
』『
下
社
』
―
鎌
倉
時
代
の
諏
訪
社
領
か
ら
み
た
上
・
下
社
の
関
係
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

九
号
、
二
〇
〇
三
年
）
、
細
川
重
男
Ｂ
「
御
内
人
諏
訪
直
性
・
長
崎
円
喜
の
俗
名
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』
第
六
四
巻
第
一
二
号
、
二
〇
一
二
年
）
。 

二 

注
（
一
）
郷
道
論
文
Ｂ
、
二
一
頁
、
二
六
頁
。 

三 

注
（
一
）
郷
道
論
文
Ｂ
、
一
七
頁
、
二
六
頁
。 

四 

注
（
一
）
郷
道
論
文
Ｂ
、
二
四
～
二
六
頁
。 

五 

『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
五
〇
五
頁
～
五
〇
六
頁
。 

六 

注
（
一
）
山
岸
論
文
、
小
林
論
文
、
小
松
論
文
、
細
川
論
文
Ａ
。 

七 

『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
五
〇
八
頁
。 

八 

注
（
一
）
小
林
論
文
、
一
九
八
頁
。 

九 

石
井
氏
は
「
神
氏
系
図
」
に
つ
い
て
、「
鎌
倉
時
代
の
記
述
は
基
本
的
に
か
な
り
よ
い
線
を
い
っ
て
お
り
、
承
久
の
乱
当
時
の
大
祝
の
実
名
も
敦
信
の
方
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
注

一
石
井
氏
論
文
、
三
二
二
頁
）
と
し
て
い
る
。
筆
者
も
「
神
氏
系
図
」
に
見
ら
れ
る
知
久
氏
（
大
祝
敦
忠
の
弟
敦
俊
に
始
ま
る
）
に
は
的
始
の
射
手
に
関
す
る
注
記
が
あ
る
こ
と
に
注

目
し
、『
御
的
日
記
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
た
結
果
、
信
頼
し
得
る
史
料
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、
系
図
３
で
は
信
重
は
「
重
信
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
注
記
で
は
「
信

重
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。 

一
〇 

注
（
一
）
小
林
著
作
、
二
〇
一
頁
。 

一
一 

「
古
活
字
本
」
三
八
二
頁
。「
前
田
家
本
」
二
四
一
頁
。 

一
二 

岡
田
清
一
「
鎌
倉
時
代
の
伊
具
郡
に
つ
い
て
」
（
『
鎌
倉
幕
府
と
東
国
』
※
初
出
は
東
北
福
祉
大
学
岡
田
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
研
究
年
報
第
二
六
輯
『
宮
城
県
丸
森
町
調
査
報
告
書
』、
二
〇

〇
四
年
）、
三
六
三
頁
。 

一
三 

注
（
一
）
小
林
論
文
、
一
八
八
頁
。 
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一
四 
注
（
一
）
郷
道
論
文
Ａ
、
一
一
五
頁
、
石
井
論
文
、
三
二
四
頁
。 

一
五 

注
（
一
）
山
岸
論
文
、
二
三
頁
。 

一
六 

『
鎌
倉
裏
書
』
で
は
「
康
頼
法
師
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
に
あ
る
「
平
判
官
康
頼
法
師
孫
子
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
祖
父
の
康
頼
は
後
白
河
法
皇
に
仕
え
、

安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
の
鹿
ケ
谷
事
件
に
同
意
し
て
流
罪
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
（『
吾
妻
鏡
』
文
永
三
年
三
月
二
十
九
日
条
）。 

一
七 

注
（
一
二
）
岡
田
著
作
。 

一
八 

『
鎌
倉
裏
書
』
五
〇
頁
。 

一
九 

細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』、
九
九
頁
。 

二
〇 

系
図
３
の
時
継
の
割
注
に
「
相
模
入
道
崇
鑒
於
相
州
葛
西
東
勝
寺
失
生
涯
之
後
諏
方
木
工
左
衛
門
入
道
真
性
相
共
自
害
同
息
三
郎
盛
高
相
具
崇
鑒
息
亀
寿
相
模
二
郎
時
行
落
下
信
州
」

と
あ
る
が
、
こ
の
「
真
性
」
も
「
直
性
」
で
あ
る
。 

二
一 

注
（
一
）
小
林
論
文
な
ど
。 

二
二 

注
（
一
）
細
川
論
文
Ｂ
。 

二
三 

注
（
一
）
細
川
論
文
Ｂ
。 

二
四 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
二
七
三
号
。 

二
五 

『
太
平
記
』
に
は
直
性
の
こ
と
を
「
諏
訪
左
馬
助
入
道
」
と
記
し
た
部
分
が
あ
る
（『
太
平
記
』
第
二
巻
、
一
二
四
頁
）。 

二
六 

大
三
輪
龍
哉
「『
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
』
に
見
る
屋
地
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
一
年
） 

二
七 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
八
八
三
五
号
。 

二
八 

「
杏
」
は
「
木
工
」
の
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
九 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
八
〇
一
二
号
。 
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飯

沼

太

郎

同

三

郎

右

馬

助

伊

豆

掾

同

三

郎

手

塚

太

郎

依

田

六

郎

左

兵

衛

手

塚

太

郎

依

田

中

務

丞

右

兵

衛

大

進

房

左

衛

門

尉

法

名

真

性

為
　
　
公

母

河

内

守

頼

信

女

信

濃

守

従

五

位

下

唯
　
　
心

為
　
　
実

実
　
　
信

行
　
　
盛

朝
　
　
行

諏

訪

三

郎

左

衛

門

尉

盛
　
　
経

宗
　
　
経

諏

訪

太

郎

信
　
　
行

行
　
　
俊

資
　
　
行

諏

訪

太

郎

左

衛

門

尉

信
　
　
澄

信
　
　
綱

常
　
　
遠

盛
　
　
重

盛
　
　
高

盛
　
　
頼

重
　
　
願

依

田

左

衛

門

大

夫

豊
　
　
平

同

小

太

郎

同

二

郎

大

夫

系図１ 諏訪氏略系図

『尊卑分脉』清和源氏（手塚・諏訪）
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手

塚

太

郎

手

塚

太

郎

城

初

為

称

号

住

信

乃

国

諏

訪

法

名

蓮

仏

右

兵

衛

尉

大

進

房

諏

訪

兵

衛

四

郎

左

衛

門

尉

入

道

真

性

諏

訪

左

馬

助

右

衛

門

尉

信

乃

守

信

乃

守

三

郎

五

郎

左

衛

門

尉

二

郎

左

衛

門

尉

巡

盃

而

自

殺

左

馬

助

本

盛

隆

信
　
　
澄

盛
　
　
重

諏

訪

太

郎

信
　
　
綱

頼
　
　
重

諏

訪

太

郎

　

郷

左

衛

門

尉

諏

訪

三

郎

左

衛

門

尉

盛
　
　
高

正

嘉

二

年

八

ノ

十

六

於

鎌

倉

生

害

弘
　
　
重

盛
　
　
時

重
　
　
願

盛
　
　
頼

盛
　
　
経

建

長

年

中

鎌

倉

建

長

三

年

正

ノ

八

将

軍

家

於

由

比

浜

弓

始

為

射

手

十

七

人

之

内

三

川

守

　

従

五

下

建

武

中

起

兵

入

鎌

倉

与

時

行

同

自

殺

元

弘

三

年

擁

亀

寿

丸

遁

鎌

倉

于

大

御

堂

元

弘

三

年

五

ノ

廿

二

高

時

滅

亡

之

時

把

左

馬

助

　

剃

髪

号

直

情

後

醍

醐

帝

御

時

帝

御

陰

謀

露

顕

元

徳

二

年

預

蔵

人

右

小

弁

俊

基

朝

臣

令

禁

固

之

時
　
　
継

信
　
　
重

宗
　
　
経

観

応

二

年

高

師

冬

拠

甲

州

淵

澤

城

難

背

義

乃

入

城

把

師

冬

乎

同

時

自

殺

謂

大

祝

日

吾

素

為

師

冬

烏

帽

子

児

盛

世

与

諏

訪

大

祝

攻

之

城

垂

陥

盛

世

盛
　
　
世

系図２ 諏訪氏略系図

『系図纂要』清和源氏（手塚・諏訪）

 



第 3章 諏訪氏 

204 

安

芸

権

守

新

大

夫

安

芸

権

守

新

大

夫

諏

方

余

次

十

郎

神

内

右

馬

允

平

井

三

郎

大

夫

平

出

有

賀

次

郎

信

濃

権

守

大

祝

新

大

夫

左

衛

門

尉

信

濃

権

守

信

濃

権

守

大

祝

安

芸

権

守

三

郎

次

郎

大

祝

三

河

権

守

大

祝

大

祝

時

継

妻

重
　
　
信

時
　
　
継

女
　
　
子

女
　
　
子

大

祝

　

安

芸

権

守

始

時

経

敦
　
　
助

大

祝

敦
　
　
俊

小

太

郎

信
　
　
時

信
　
　
成

新

大

夫

元

弘

二

五

廿

二

先

代

相

模

入

道

崇

鑒

於

相

州

葛

西

東

勝

寺

失

生

涯

之

後

諏

方

木

工

左

衛

門

入

道

真

（

直

）

性

相

共

自

害

同

息

三

郎

盛

高

相

具

崇

鑒

息

亀

寿

相

模

二

郎

時

行

落

下

信

州

相

語

祝

時

継

建

武

二

年

七

月

八

日

打

入

鎌

倉

之

間

為

討

手

　

等

持

院

殿

蒙

征

夷

大

将

軍

　

宣

旨

御

発

向

関

東

自

駿

河

国

高

橋

始

合

戦

湯

本

相

模

河

片

瀬

度

々

大

合

戦

八

月

十

九

日

頼

重

時

継

以

下

一

族

等

没

落

盛
　
　
信

盛
　
　
重

頼
　
　
重

承

久

三

年

五

月

大

乱

之

時

左

京

権

大

夫

義

時

朝

臣

相

催

諸

国

信

州

其

専

一

也

神

氏

一

族

各

相

談

云

当

社

大

祝

者

是

為

神

体

崇

敬

異

于

他

重

職

也

当

職

之

間

不

出

郡

内

保

元

平

治

逆

乱

養

和

寿

永

征

伐

之

時

以

庶

子

等

分

遣

之

今

度

者

君

臣

争

上

下

闘

也

天

心

難

測

宣

仰

冥

鑒

之

旨

存

之

敦

信

於

宝

前

可

否

令

卜

筮

之

処

可

発

向

之

段

有

神

判

任

神

慮

長

男

信

重

一

族

家

人

勇

士

相

副

之

令

発

向

神

氏

正

嫡

自

臨

戦

場

事

是

最

初

也

種

々

有

神

験

度

々

戦

功

無

比

類

之

間

義

時

朝

臣

令

送

書

札

於

敦

信

祝

褒

美

軍

忠

感

歎

神

験

其

時

神

家

一

族

数

多

西

国

北

国

令

居

住

後

胤

猶

令

相

続

之

是

皆

彼

恩

賞

之

地

也

知

久

十

郎

左

衛

門

尉

敦
　
　
経

有
　
　
光

敦
　
　
義

元

久

二

　

八

相

模

守

義

時

朝

臣

寄

附

諏

訪

郷

小

坂

郷

於

当

社

厚

忠

為

代

官

可

数

沙

之

旨

寄

進

状

在

之

仍

号

彼

孫

在

名

小

坂

大

祝

大

祝

敦
　
　
忠

敦
　
　
信

貞
　
　
光

貞
　
　
方

敦
　
　
光

大

祝

系図３ 諏訪大祝家略系図

『神氏系図』
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法

名

蓮

仏

兵

衛

尉

大

祝

寄

合

衆

大

進

房

四

郎

左

衛

門

尉

法

名

真

性

三

郎

左

衛

門

尉

執

事

・

寄

合

衆

太

郎

左

衛

門

尉

大

祝

三

郎

新

左

衛

門

尉

盛
　
　
頼

盛
　
　
経

宗
　
　
経

某

盛
　
　
高

重
　
　
頼

盛
　
　
高

信
　
　
重

盛
　
　
重

系図４ 「諏訪系図」

細川重男『鎌倉政権得宗専制論』427頁

 

  

法

名

蓮

仏

伊

具

右

馬

太

郎

大

進

房

兵

衛

四

郎

四

郎

兵

衛

尉

四

郎

左

衛

門

尉

法

名

真

性

入

道

真

性

刑

部

左

衛

門

尉

六

郎

左

衛

門

尉

三

郎

左

衛

門

尉

法

名

直

性

左

衛

門

尉

始

宗

秀

三

郎

新

左

衛

門

尉

某

経
　
　
宗

六

郎

左

衛

門

入

道

盛
　
　
高

宗
　
　
経

諏

訪

兵

衛

尉

重
　
　
願

盛
　
　
頼

盛
　
　
経

三

郎

左

衛

門

尉

刑

部

左

衛

門

入

道

盛
　
　
高

諏

訪

太

郎

盛
　
　
重

某

三

郎

左

衛

門

入

道

系図５ 諏訪氏系図

（筆者作成）
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第
四
章 
工
藤
氏 

  

は
じ
め
に 

 

『
吾
妻
鏡
』
に
は
「
工
藤
」
を
名
乗
る
武
士
が
多
く
登
場
す
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
人
物
と
し
て
は
、
曽
我
兄
弟
の
敵
討
ち
で
討
た
れ
た
伊
豆
の
工
藤
祐
経
一

、
優
れ
た
射
手
と
し

て
有
名
な
甲
斐
の
工
藤
景
光
・
行
光
父
子
二

、
小
侍
所
所
司
と
な
っ
た
工
藤
光
泰
、
そ
し
て
得
宗
家
公
文
所
執
事
と
な
っ
た
工
藤
時
光
（
法
名
杲
暁
・
杲
禅
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
得
宗

被
官
と
な
る
の
は
甲
斐
工
藤
氏
だ
が
、
工
藤
氏
は
承
久
の
乱
に
お
け
る
「
十
八
騎
」
に
も
見
ら
れ
ず
三

、
泰
時
邸
の
郭
内
に
屋
敷
を
構
え
た
人
物
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い
四

。
義
時
以

前
の
時
政
の
代
か
ら
北
条
氏
と
主
従
関
係
を
結
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
有
力
得
宗
被
官
と
し
て
の
活
動
が
確
認
で
き
る
の
は
泰
時
の
晩
年
に
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
光
泰
か
ら
で
あ
る
。 

 

得
宗
被
官
工
藤
氏
は
従
来
伊
豆
国
出
身
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
五

、
近
年
今
野
慶
信
氏
が
「
藤
原
南
家
武
智
麿
四
男
乙
麻
呂
流
藤
原
氏
」
の
武
士
に
つ
い
て
「
南
家
伊
東
氏
藤
原
姓
大

系
図
」（
系
図
１
、
以
下
「
伊
東
氏
系
図
」
と
略
す
）
六

を
も
と
に
、
甲
斐
工
藤
・
狩
野
・
宇
佐
美
・
安
積
氏
一
族
系
図
の
復
元
を
行
い
、
そ
の
中
で
得
宗
被
官
工
藤
氏
は
甲
斐
工
藤
氏
の

一
族
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
七

。
今
野
氏
は
得
宗
被
官
工
藤
氏
に
は
主
な
系
統
が
二
つ
存
在
し
、「
仮
名
を
次
郎
、
官
途
右
衛
門
尉
を
名
乗
る
家
が
惣
領
家
で
あ
る
こ
と
」
を
指
摘

し
て
い
る
八

。
ま
た
、
池
田
瞳
氏
は
時
宗
期
の
小
侍
所
所
司
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
光
泰
の
小
侍
所
所
司
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
し
て
い
る
九

。
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て

得
宗
被
官
工
藤
氏
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
工
藤
氏
の
系
図
に
つ
い
て
は
ま
だ
修
正
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
付
表
13
①
～
③
（
以
下
丸
数
字
と
表
の
番
号
の
み
を
記
載
）
を
も
と
に
、
得
宗
被
官
工
藤
氏
の
系
図
の
再
検
討
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
行
光
流
の
布
施
・
大
瀬
氏
（
付
表
14
）
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。
な
お
、
付
表
13
①
と
②
は
典
拠
が
す
べ
て
『
吾
妻
鏡
』
で
あ
る
た
め
、
典
拠
の
欄
は
省
略
し
た
。
③
の

『
吾
妻
鏡
』
以
降
の
活
動
に
つ
い
て
は
他
の
一
族
と
同
様
典
拠
を
記
し
た
。 
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第
一
節 

『
吾
妻
鏡
』
の
工
藤
氏 

 

一 

景
光
流
甲
斐
工
藤
氏 

  

ま
ず
景
光
と
そ
の
子
息
に
つ
い
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
と
系
図
１
と
を
比
べ
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。 

（
一
）
工
藤
景
光
（
工
藤
庄
司
） 

景
光
は
系
図
１
で
景
澄
の
子
と
な
っ
て
い
る
。
初
出
は
治
承
四
年
八
月
二
十
五
日
条
で
（
①
１
）、
終
出
は
曽
我
兄
弟
の
敵
討
ち
の
前
日
、
建
久
四
年
五
月
二
十
七
日
条
で
あ
る
（
①
34
）。

北
条
時
政
の
嫡
子
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
宗
時
を
殺
害
し
た
平
井
紀
六
を
生
け
捕
り
、
時
政
の
も
と
に
連
行
し
た
の
は
景
光
で
あ
る
（
①
６
）。
景
光
の
活
動
に
つ
い
て
は
付
表
13
①
に
あ

る
通
り
な
の
で
詳
細
は
省
く
が
、
終
出
の
記
事
で
は
富
士
の
巻
狩
に
お
い
て
「
比
類
な
き
大
鹿
」
を
射
損
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
晩
に
発
病
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
坂
井
孝
一
氏
に
よ
っ
て
「
曽
我
記
」
を
原
拠
と
し
た
記
事
で
あ
り
、
敵
討
ち
事
件
の
「
前
兆
を
示
す
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
説
話
的
な
記
事
」
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
〇

が
、
注
目
し
た

い
の
は
景
光
の
年
齢
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
「
景
光
十
一
歳
以
来
。
以
二

狩
猟
一

為
レ

業
。
而
已
七
旬
余
。
莫
レ

未
レ

獲
二

弓
手
物
一

」
と
あ
り
、
景
光
は
十
一
歳
の
時
か
ら
狩
猟
を
業
と
し

て
す
で
に
「
七
旬
余
」（「
七
旬
」
は
「
七
十
歳
」
も
し
く
は
「
七
十
年
」
と
い
う
意
味
）
で
あ
り
、
い
ま
だ
弓
手
（
左
手
）
の
獲
物
を
獲
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。「
十
一

歳
の
時
」
か
ら
「
七
旬
余
」
で
あ
れ
ば
景
光
は
八
十
歳
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
景
光
の
年
齢
は
子
息
た
ち
の
年
齢
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
問
題
で
、
景
光
が
八
十
歳
以
上
で

あ
る
と
す
る
と
、
初
出
時
に
す
で
に
七
十
歳
近
く
、
嫡
子
で
あ
り
景
光
と
同
じ
く
治
承
四
年
が
初
出
と
な
る
行
光
が
建
暦
二
年
ま
で
的
始
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
（
①
61
）
こ
と
を
考

え
る
と
、
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
る
。「
七
旬
」
と
い
う
の
も
七
十
年
間
射
損
じ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
弓
の
名
手
が
大
鹿
を
射
損
じ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
誇
張
で
あ

り
、
実
際
は
高
齢
だ
と
し
て
も
七
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
二
）
工
藤
行
光
（
小
次
郎
、
中
務
丞
） 

 

行
光
は
景
光
の
嫡
子
と
し
て
甲
斐
工
藤
氏
の
惣
領
と
な
っ
た
よ
う
で
、『
吾
妻
鏡
』
の
登
場
回
数
は
三
十
九
回
と
多
い
。
建
仁
三
年
以
降
は
し
ば
ら
く
工
藤
氏
自
体
が
『
吾
妻
鏡
』
に
見

ら
れ
な
く
な
り
、
建
暦
元
年
に
再
び
行
光
が
的
始
の
射
手
と
し
て
見
え
（
①
60
）、
翌
二
年
に
射
手
を
務
め
た
の
が
終
出
と
な
る
（
①
61
）。
建
長
二
年
の
「
建
長
帳
」
の
「
工
藤
中
務

丞
」
（
②
15
）
は
系
図
１
の
行
光
の
割
注
に
「
中
務
丞
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
光
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
「
跡
」
と
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
初
出
か
ら
七
十
年
が
経
過
し
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て
お
り
、
初
出
時
二
十
代
半
ば
～
三
十
代
だ
っ
た
と
し
て
も
、
さ
す
が
に
死
去
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
「
建
治
帳
」
に
お
い
て
甲
斐
国
の
「
工
藤
右
衛
門
尉
跡
」
と
と

も
に
五
貫
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
「
上
（
工
）
藤
中
務
丞
跡
」
（
③
１
）
も
、
今
野
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
工
藤
行
光
跡
で
あ
ろ
う
一
一

。
行
光
流
は
今
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
在
地

化
し
た
よ
う
で
あ
る
一
二

。
行
光
流
が
得
宗
被
官
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 

（
三
）
工
藤
長
光
（
中
務
次
郎
） 

系
図
１
に
行
光
の
子
と
し
て
見
ら
れ
る
長
光
は
貞
応
元
年
に
「
工
藤
中
務
次
（
二
）
郎
長
光
」
と
し
て
的
始
の
射
手
を
勤
め
て
い
る
（
②
４
）。
活
動
が
確
認
で
き
る
の
は
こ
の
一
回
だ

け
で
、
今
野
氏
は
「
長
光
と
い
う
実
名
自
体
は
系
図
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」
一
三

と
し
て
い
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
実
名
も
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
系
図
１
で
は
長
光
に
「
布

施
右
衛
門
」
、
長
光
の
弟
に
は
「
石
森
三
郎
」
、
行
時
の
子
・
惟
忠
一
四

に
は
「
太
瀬
左
衛
門
入
道
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
太
瀬
」
は
「
大
瀬
」
の
間
違
い
で
あ
り
、
惟
忠
は
康
元
元

年
と
弘
長
元
年
に
大
瀬
三
郎
左
衛
門
尉
と
し
て
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
ろ
う
（
付
表
14
②
１
～
３
）。
ま
た
宝
治
二
年
～
康
元
元
年
ま
で
的
始
の
射
手
を
務
め
て
い
る
布
施
行
忠
（
付
表
14

①
１
～
10
、
付
表
３
）
は
長
光
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
る
。
大
瀬
氏
と
布
施
氏
に
つ
い
て
は
第
二
節
の
最
後
に
考
察
す
る
。
多
く
の
有
力
御
家
人
た
ち
も
必
ず
し
も
鎌
倉
に
常
住
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
多
く
は
所
領
在
地
に
お
り
、
鎌
倉
に
は
子
息
や
兄
弟
な
ど
を
代
官
と
し
て
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
光
も
鎌
倉
を
弟
た
ち
に
ま
か
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

（
四
）
工
藤
助
（
祐
・
資
）
光
（
三
郎
）
→
祐
光
Ａ 

 

文
治
五
年
の
奥
州
征
伐
に
景
光
と
行
光
と
と
も
に
従
軍
し
た
武
士
の
交
名
に
は
「
工
藤
庄
司
景
光 

同
次
郎
行
光 

同
三
郎
助
光
」
と
い
う
三
人
の
甲
斐
工
藤
氏
が
確
認
で
き
る
（
①

16
）
。
同
年
八
月
八
日
に
阿
津
賀
志
山
前
に
陣
取
っ
た
金
剛
別
当
秀
綱
の
率
い
る
数
千
騎
に
対
し
、
畠
山
重
忠
・
小
山
朝
光
・
加
藤
景
廉
と
と
も
に
遣
わ
さ
れ
た
人
物
た
ち
の
中
に
も
見

ら
れ
（
①
17
）
、
常
に
行
光
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
（
①
18
）
。
な
お
北
条
本
で
は
①
16
の
み
「
助
光
」
で
①
17
・
18
は
「
祐
光
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（
吉
本
は
す
べ
て
「
助
光
」）。

「
助
光
」・「
祐
光
」、
そ
し
て
系
図
１
に
見
ら
れ
る
「
資
光
」
は
い
ず
れ
も
「
す
け
み
つ
」
と
読
む
た
め
、
景
光
の
子
で
あ
り
行
光
の
弟
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
六
郎
祐
光
と
い
う

人
物
が
出
て
く
る
た
め
、
以
下
便
宜
上
「
祐
光
Ａ
」
と
す
る
。
な
お
建
久
六
年
の
頼
朝
の
東
大
寺
供
養
で
は
「
工
藤
三
郎
」
と
し
て
行
光
と
は
別
に
供
奉
し
て
お
り
（
①
40
）、
祐
光
Ａ

も
一
人
の
独
立
し
た
御
家
人
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
野
氏
、
池
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
系
図
１
の
「
資
光
」
の
「
最
明
寺
禅
門
代 

工
藤
左
衛
門
入
道
」
と
い
う

注
記
は
時
代
が
合
わ
な
い
。
今
野
・
池
田
両
氏
は
「
光
長
」
を
小
侍
所
所
司
と
な
っ
た
光
泰
に
比
定
し
て
光
長
の
注
記
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
重
光
の
孫
と
さ
れ
て
い
る
「
資
光
」（
祐

光
Ｂ
）
の
注
記
を
間
違
え
て
景
光
の
子
の
「
資
光
」
（
祐
光
Ａ
）
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
祐
光
Ｂ
の
項
目
で
述
べ
る
。 
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（
五
）
工
藤
朝
光
（
工
藤
五
郎
、
右
馬
允
）・
工
藤
重
光
（
工
藤
六
、
工
藤
右
衛
門
尉
）・
工
藤
茂
光
（
工
藤
八
、
工
藤
八
郎
左
衛
門
尉
） 

正
治
二
年
正
月
の
梶
原
景
時
誅
殺
の
際
の
工
藤
六
・
工
藤
八
（
①
45
・
46
）
や
建
仁
三
年
九
月
の
比
企
氏
の
乱
の
際
の
工
藤
五
郎
（
①
56
）
も
全
て
同
じ
工
藤
氏
な
の
か
は
判
断
が

難
し
い
が
、
系
図
１
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ま
ず
工
藤
六
・
工
藤
八
は
こ
の
時
行
光
が
追
討
の
軍
兵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
郎
「
重
光
」
と
八
郎
「
茂
光
」
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
比
企
能
員
を
時
政
の
名
越
亭
に
呼
び
出
す
た
め
の
使
者
と
な
っ
た
工
藤
五
郎
も
同
じ
一
族
と
す
れ
ば
、「
朝
光
」
で
あ
ろ
う
。 

さ
ら
に
系
図
１
に
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
人
物
の
注
記
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
承
久
三
年
に
義
時
の
娘
（
一
条
実
雅
妻
）
が
懐
妊
し
た
こ
と
に
よ
る
千
度
祓
の
陪
膳
を
奉
行
し
た
工
藤

右
馬
允
（
②
３
）
に
つ
い
て
は
、
朝
光
の
子
「
景
朝
」
に
「
新
右
馬
允
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
父
の
朝
光
に
比
定
で
き
る
。
系
図
１
に
は
朝
光
の
官
職
の
記
載
は
な
い
が
、

「
新
右
馬
允
」
と
い
う
こ
と
は
「
右
馬
允
」
で
あ
っ
た
人
物
が
す
で
に
同
じ
一
族
に
い
る
こ
と
を
指
す
た
め
、
朝
光
が
右
馬
允
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
貞
応
元
年
に
義
時

亭
が
放
火
さ
れ
た
際
に
は
「
工
藤
右
馬
允
」
の
郎
従
が
鎮
火
し
て
お
り
（
②
５
）、
こ
れ
は
朝
光
の
郎
従
で
あ
ろ
う
。 

重
光
も
実
名
は
史
料
上
確
認
で
き
な
い
が
、
の
ち
に
重
光
の
系
統
が
「
右
衛
門
尉
」
系
工
藤
氏
と
し
て
嫡
流
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
野
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
承
久
二
年
に

窟
堂
の
辺
り
が
焼
失
し
た
際
に
橘
隆
邦
ら
の
家
と
と
も
に
被
災
し
た
工
藤
右
衛
門
尉
が
重
光
に
比
定
で
き
よ
う
一
五

。
系
図
１
で
は
「
左
衛
門
尉
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
右
衛
門
尉
」
の

誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。 

工
藤
五
郎
と
工
藤
六
が
朝
光
と
重
光
に
比
定
で
き
た
こ
と
で
、
承
久
二
年
に
失
火
に
よ
り
家
が
焼
失
し
た
工
藤
八
郎
左
衛
門
尉
（
②
２
）
は
茂
光
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
朝
光
・

重
光
・
茂
光
の
三
人
と
も
火
災
に
関
す
る
記
事
に
よ
っ
て
鎌
倉
在
住
が
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。 

（
六
）
工
藤
十
郎 

史
料
上
に
見
ら
れ
る
の
は
二
回
だ
け
だ
が
、
得
宗
被
官
研
究
の
観
点
か
ら
は
興
味
深
い
人
物
で
あ
る
。
工
藤
十
郎
の
初
出
は
建
仁
元
年
九
月
十
八
日
条
で
、
頼
家
が
飼
っ
て
い
る
犬
の

世
話
を
す
る
者
の
結
番
に
、
小
笠
原
弥
太
郎
（
長
経
）・
細
野
兵
衛
尉
・
中
野
五
郎
（
能
成
）・
比
企
弥
四
郎
（
時
員
）・
本
間
源
太
（
忠
貞
）
と
と
も
に
見
え
る
（
①
53
）。
こ
れ
ら
の
人

物
は
皆
狩
猟
を
得
意
と
す
る
者
だ
と
い
う
。
系
図
上
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
景
光
の
子
で
あ
ろ
う
。
建
保
元
年
三
月
二
日
に
は
泉
親
平
を
捕
え
る
た
め
に
鎌
倉
の
違
橋
に
遣
わ
さ
れ
、
親

平
と
合
戦
に
な
り
郎
従
数
人
と
と
も
に
殺
害
さ
れ
た
十
郎
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
（
①
63
、
史
料
一
）。 

【
史
料
一
】『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
三
月
二
日
条 

 

今
度
謀
叛
張
本
泉
小
次
郎
親
平
。
隠
二

居
于
違
橋
一

之
由
。
依
レ

有
二

其
聞
一

。
遣
二

工
藤
十
郎
一

被
レ

召
処
。
親
平
無
二

左
右
一

企
二

合
戦
一

。
殺
二

戮
工
藤
并
郎
従
数
輩
一

。
則
逐
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電
之
間
。
為
レ

遮
二

彼
前
途
一

。
鎌
倉
中
騒
動
。
然
而
遂
以
不
レ

知
二

其
行
方
一
云

々

。 

 

十
郎
が
誰
の
命
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
侍
所
別
当
で
あ
る
和
田
義
盛
は
上
総
国
伊
北
庄
に
お
り
一
六

、
し
か
も
義
盛
に
こ
の
事
件
の
「
張
本
」
と

の
風
聞
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
義
時
の
命
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
義
時
の
被
官
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
の
高
い
人
物
と
い
え
る
。 

（
七
）
工
藤
祐
（
資
）
高
（
工
藤
藤
三
） 

 

泉
親
平
の
乱
に
は
、
も
う
一
名
工
藤
氏
が
関
わ
っ
て
い
る
。
建
保
元
年
二
月
、
荏
柄
社
に
参
籠
し
、
朝
退
出
す
る
と
き
に
な
っ
て
渋
河
刑
部
六
郎
兼
守
の
和
歌
を
見
つ
け
、
御
所
に
持

参
し
た
工
藤
藤
三
祐
高
で
あ
る
（
①
62
）
。「
す
け
た
か
」
と
読
む
人
物
は
系
図
１
に
「
資
隆
」（
朝
光
孫
）
と
「
資
高
」（
茂
光
子
）
の
二
名
が
見
ら
れ
る
。
資
隆
は
「
又
二
郎
」
で
あ
り
、

も
う
少
し
あ
と
の
世
代
に
な
る
が
、
資
高
は
「
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
祐
高
（
資
高
）
は
八
郎
茂
光
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
建
保
元
年
の
時
点
で
は
父
は
ま
だ

左
衛
門
尉
に
任
官
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二 

得
宗
被
官
工
藤
氏 

  

貞
応
元
年
の
工
藤
右
馬
允
（
朝
光
）
以
降
、
嘉
禎
三
年
に
海
野
幸
氏
が
優
れ
た
射
手
と
し
て
挙
げ
た
人
物
の
中
に
景
光
の
名
が
あ
っ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
仁
治
二
年
ま
で
工
藤
氏
の
活

動
は
確
認
で
き
な
い
。
泰
時
期
に
は
工
藤
三
郎
（
光
泰
）
が
仁
治
二
年
に
一
度
的
始
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
の
み
だ
が
（
②
７
）、
経
時
期
に
な
る
と
光
泰
（
②
８
）・
工
藤
八
郎
（
②
９
）・

工
藤
右
衛
門
次
郎
（
②
10
）・
工
藤
六
郎
（
②
11
）
が
的
始
や
競
馬
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
時
頼
期
に
な
る
と
そ
の
活
動
が
急
増
す
る
。
以
下
得
宗
被
官
と
な
っ
た
工

藤
氏
の
人
物
に
つ
い
て
見
て
い
く
。 

（
一
）
工
藤
祐
光
（
六
郎
、
六
郎
左
衛
門
尉
）
→
祐
光
Ｂ 

寛
元
四
年
の
的
始
か
ら
見
ら
れ
る
人
物
で
（
②
11
）
、
同
年
十
月
の
馬
場
殿
で
の
笠
懸
で
は
横
溝
資
重
と
と
も
に
時
頼
の
推
薦
に
よ
っ
て
笠
懸
の
射
手
を
つ
と
め
て
お
り
（
②
12
）、

時
頼
と
の
主
従
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
。
的
始
・
笠
懸
・
犬
追
物
の
射
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
他
（
②
11
・
12
・
16
・
20
）、
垸
飯
で
の
馬
の
引
き
手
と
し
て
も
見
ら
れ
る
（
②
13
）。

宝
治
二
年
に
は
六
郎
左
衛
門
尉
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
系
図
１
の
「
資
光
」（
祐
光
Ａ
）
に
記
さ
れ
て
い
る
「
最
明
寺
禅
門
代 

工
藤
左
衛
門
入
道
」
と
い
う
注
記
は
祐
光

Ｂ
の
注
記
で
あ
り
、
重
光
孫
の
「
資
光
」
に
つ
け
ら
れ
る
べ
き
注
記
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
初
出
時
の
通
称
が
「
工
藤
六
郎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
祐
光
Ｂ
の
初
出
時
に
父
は
ま
だ



第 4章 工藤氏 

 

211 

無
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
祖
父
重
光
は
承
久
二
年
に
す
で
に
右
衛
門
尉
で
あ
る
か
ら
、
寛
元
三
年
に
見
ら
れ
る
「
右
衛
門
次
郎
」（
②
10
）
が
祐
光
Ｂ
の
父
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

系
図
１
で
は
「
高
光
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
光
が
確
認
で
き
る
の
は
建
長
四
年
か
ら
で
あ
る
た
め
、
筆
者
は
右
衛
門
次
郎
と
高
光
は
別
人
だ
と

考
え
て
い
る
。
子
の
祐
光
Ｂ
の
ほ
う
が
先
に
任
官
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。 

（
二
）
工
藤
光
泰
（
三
郎
右
衛
門
尉
、
三
郎
右
衛
門
尉
、
三
郎
右
衛
門
入
道
道
恵
） 

光
泰
は
仁
治
二
年
と
寛
元
二
年
の
的
始
以
降
（
②
７
・
８
）
は
建
長
三
年
ま
で
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
建
長
三
年
に
は
時
頼
の
使
者
と
し
て
隆
弁
に
祈
祷
の
賞
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る

（
②
19
）
。
光
泰
の
「
泰
」
は
泰
時
の
偏
諱
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
父
の
代
に
は
泰
時
の
被
官
と
な
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。「
光
泰
」
と
い
う
名
前
は
系
図
１
に
は
見
ら
れ
ず
、
今
野

氏
は
「
彦
三
郎 

右
近
将
監
」
と
記
さ
れ
る
「
光
長
」
を
光
泰
に
比
定
し
、
池
田
氏
も
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
一
七

。
し
か
し
、「
最
明
寺
禅
門
代 

工
藤
左
衛
門
入
道
」
が
祐
光
Ｂ
の

注
記
で
あ
り
、
有
力
得
宗
被
官
の
流
れ
が
祐
光
Ａ
（
右
近
将
監
系
と
な
る
）
の
流
れ
で
は
な
く
、
重
光
流
（
右
衛
門
尉
系
）
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
光
泰
は
重
光
流
の
人
物
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
光
泰
の
官
職
表
記
を
見
て
い
く
と
、「
左
衛
門
尉
」
と
「
右
衛
門
尉
」
両
方
の
表
記
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
他
の
一
族
で
も
「
左
」
と
「
右
」
の
誤

記
は
珍
し
く
な
く
、
光
泰
の
場
合
も
諸
本
で
異
な
る
表
記
と
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
し
か
し
相
対
的
に
見
る
と
、「
右
衛
門
尉
」
の
方
が
多
い
（
本
章
末
の
表
参
照
）。
特
に
小
侍
所

関
係
の
記
事
で
は
「
右
衛
門
尉
」
表
記
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
光
泰
の
官
職
は
「
右
衛
門
尉
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
建
治
三
年
に
時
宗
の
命
に
よ
っ
て
塩
田

義
政
の
慰
留
に
遣
わ
さ
れ
た
「
工
藤
三
郎
右
衛
門
入
道
道
恵
」
（
③
２
）
は
光
泰
で
あ
ろ
う
一
八

。
の
ち
の
工
藤
杲
暁
な
ど
は
右
衛
門
尉
系
工
藤
氏
で
あ
る
か
ら
、
光
泰
が
時
頼
に
重
用
さ

れ
た
こ
と
で
、
光
泰
の
流
れ
が
得
宗
被
官
工
藤
氏
の
嫡
流
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
上
で
光
泰
の
系
譜
を
考
察
す
る
と
、
初
出
時
の
通
称
が
「
工
藤
三
郎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
父
は
仁
治
二
年
当
時
無
官
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
光
泰
と
同
時
期
に
は
祐
光
Ｂ
・
高

光
・
頼
光
が
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
。
頼
光
は
「
頼
」
の
字
が
時
頼
の
偏
諱
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
一
つ
下
の
世
代
と
な
ろ
う
。
祐
光
Ｂ
の
父
を
右
衛
門
次
郎
で
あ
る
と
推
察

し
た
が
、
光
泰
も
右
衛
門
次
郎
の
子
で
、
そ
の
庶
兄
が
高
光
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
高
光
・
光
泰
・
祐
光
Ｂ
は
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

（
三
）
工
藤
高
光
（
次
郎
左
衛
門
尉
） 

建
長
四
年
四
月
の
宗
尊
親
王
の
鎌
倉
帰
参
に
と
も
な
う
重
時
沙
汰
の
垸
飯
の
記
事
を
初
出
と
し
（
②
22
）、
以
来
建
長
六
年
か
ら
文
応
元
年
、
文
永
二
年
の
正
月
一
日
の
垸
飯
で
馬
の

引
き
手
を
つ
と
め
て
い
る
（
②
27
・
28
・
32
・
35
・
38
）
一
九

。
正
嘉
二
年
の
御
行
始
（
②
36
）、
文
永
二
年
の
垸
飯
（
②
62
）
で
は
高
光
・
光
泰
が
と
も
に
見
ら
れ
る
が
、
平
氏
や



第 4章 工藤氏 

 

212 

南
条
氏
の
よ
う
に
同
じ
馬
を
二
人
で
引
く
の
で
は
な
く
二
〇

、
そ
れ
ぞ
れ
が
北
条
氏
の
子
弟
と
と
も
に
引
い
て
い
る
。
光
泰
は
時
頼
に
近
侍
し
て
お
り
、
文
応
元
年
以
降
に
は
小
侍
所
所
司

と
な
る
が
、
高
光
は
馬
の
引
き
手
以
外
の
活
動
は
見
ら
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
工
藤
氏
の
垸
飯
で
の
馬
の
引
き
手
は
高
光
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
光
は
左
衛
門
尉
系

統
の
工
藤
氏
の
祖
と
い
え
る
。 

（
四
）
工
藤
頼
光
（
次
郎
左
衛
門
尉
）・
工
藤
光
頼
（
右
近
三
郎
） 

 

建
長
五
年
正
月
の
垸
飯
に
一
度
だ
け
見
ら
れ
る
（
②
26
）
人
物
で
、「
頼
」
は
時
頼
の
偏
諱
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
今
野
氏
は
光
長
の
子
と
し
て
い
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る

人
物
は
「
頼
光
」
で
系
図
１
の
「
光
頼
」
と
は
少
し
異
な
る
。
む
し
ろ
建
長
三
年
と
建
長
四
年
の
「
右
近
三
郎
」
（
②
18
・
25
）
こ
そ
「
光
頼
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

さ
て
、
垸
飯
の
記
事
を
見
て
い
く
と
、
建
長
四
年
か
ら
文
応
元
年
ま
で
は
、
建
長
五
年
を
除
い
て
高
光
が
垸
飯
の
馬
の
引
き
手
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
建
長
五
年
は
高
光

の
都
合
が
悪
か
っ
た
た
め
、
代
わ
り
に
頼
光
が
務
め
た
可
能
性
が
高
い
。
通
常
代
わ
り
と
な
る
の
は
弟
や
子
で
あ
ろ
う
。
左
衛
門
尉
系
工
藤
氏
の
嫡
子
も
「
次
郎
左
衛
門
尉
」
を
通
称
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頼
光
は
高
光
の
子
に
比
定
で
き
る
。
そ
し
て
徳
治
二
年
の
「
常
陸
大
丞
平
経
幹
申
状
」
に
見
え
る
「
工
藤
次
郎
左
衛
門
入
道
理
覚
」
（
③
36
）
は
頼
光
も
し
く
は

高
光
と
考
え
ら
れ
る
二
一

。 

（
五
）
工
藤
木
工
左
衛
門
尉
（
木
工
左
衛
門
入
道
）
→
木
工
左
衛
門
尉
Ａ
・
木
工
左
衛
門
尉
Ｂ 

 

弘
長
元
年
九
月
三
日
に
光
泰
や
武
田
七
郎
・
南
部
又
次
郎
ら
と
と
も
に
時
頼
に
扈
従
し
、
危
篤
の
鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
弁
法
印
審
範
の
坊
を
訪
問
し
て
い
る
木
工
左
衛
門
尉
（
②
57
）
は
、

弘
安
七
年
六
月
二
十
八
日
付
の
北
条
師
時
袖
判
の
沙
弥
性
如
奉
書
に
見
え
る
「
公
（
工
）
藤
木
工
左
衛
門
入
道
」
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
（
③
４
）。
以
下
「
木
工
左
衛
門
尉
Ａ
」
と
す
る
。

乾
元
元
年
と
同
二
年
に
は
木
工
左
衛
門
尉
Ａ
と
は
別
の
「
工
藤
木
工
左
衛
門
尉
」
が
蒲
御
厨
の
惣
検
校
（
蒲
氏
）
と
と
も
に
蒲
御
厨
の
神
寺
社
造
営
の
こ
と
に
つ
い
て
の
師
時
の
命
を
受

け
て
い
る
（
③
26
・
27
、
以
下
「
木
工
左
衛
門
尉
Ｂ
」）
。
Ａ
・
Ｂ
両
木
工
左
衛
門
尉
と
も
蒲
御
厨
二
二

関
連
の
史
料
に
見
ら
れ
る
た
め
、
両
者
は
親
子
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
が
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
甲
斐
工
藤
氏
一
族
で
あ
る
。
系
図
１
は
右
衛
門
尉
次
郎
を
高
光
と
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
一
世
代
分
抜
け
て
し
ま
い
、
次
節
で
考
察
す
る
工
藤
杲

暁
と
祐
光
Ｂ
が
あ
た
か
も
兄
弟
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

第
二
節 

鎌
倉
時
代
後
期
の
工
藤
氏 

 



第 4章 工藤氏 

 

213 

今
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
得
宗
被
官
工
藤
氏
は
明
ら
か
に
「
右
衛
門
尉
」
の
系
統
が
嫡
流
で
あ
り
、「
左
衛
門
尉
」
の
系
統
は
庶
流
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

｢

大
斉
番
文｣
に
見
ら
れ
る
六
人
の
工
藤
氏
（
③
35
）
の
う
ち
、
工
藤
右
近
将
監
と
工
藤
左
近
将
監
以
外
の
四
人
は
「
右
衛
門
尉
」
で
あ
り
、「
供
養
記
」
（
③
51
～
56
）
に
お
い
て
一
品

経
と
銭
十
貫
を
供
養
し
て
い
る
の
は
二
郎
右
衛
門
尉
と
三
郎
右
衛
門
尉
で
あ
る
。
進
物
の
奉
納
者
を
見
る
と
、
右
衛
門
入
道
・
二
郎
右
衛
門
尉
・
右
近
将
監
が
工
藤
氏
の
中
で
も
中
心
的

な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。｢

供
養
記｣

で
は
九
郎
祐
長
と
二
郎
左
衛
門
尉
以
外
は
み
な
「
右
衛
門
尉
」
系
の
人
物
と
「
右
近
将
監
」
で
あ
る
。
本
節
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
ご
と
に

人
物
の
考
察
を
行
い
た
い
。 

 

一 

右
衛
門
尉
系
工
藤
氏 

 

（
一
）
工
藤
時
光
（
二
郎
右
衛
門
尉
、
右
衛
門
入
道
、
杲
禅
・
杲
暁
） 

建
治
三
年
の
工
藤
二
郎
右
衛
門
尉
（
③
３
）
が
杲
禅
（
永
仁
六
年
以
降
は
「
杲
暁
」
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
「
杲
暁
」
で
統
一
）
だ
と
考
え
ら
れ
る
二
三

。
系
図
１
に
は
高
光
の
子
の
「
時

光
」
に
「
二
郎
右
衛
門
入
道 

法
名
杲
暁
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
第
一
節
で
の
考
察
の
結
果
か
ら
高
光
の
子
で
は
な
く
、
光
泰
の
子
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

弘
安
七
年
四
月
四
日
の
時
宗
の
死
後
に
出
家
し
た
の
か
、
弘
安
八
年
以
降
工
藤
右
衛
門
入
道
杲
禅
と
し
て
見
え
る
（
③
５
・
７
）。
ま
た
、
こ
の
年
に
若
狭
国
守
護
代
と
な
っ
て
お
り
、

以
降
若
狭
国
関
連
の
史
料
に
見
ら
れ
る
「
右
衛
門
入
道
」
は
杲
暁
で
あ
ろ
う
（
③
７
・
９
・
20
・
29
～
31
）
二
四

。
杲
暁
は
長
崎
光
綱
の
死
後
永
仁
六
年
～
正
安
三
年
ま
で
得
宗
家
公
文

所
執
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
五

。｢

大
斉
番
文｣

十
二
番
筆
頭
の
「
工
藤
右
衛
門
入
道
」
は
杲
暁
と
考
え
ら
れ
る
が
、
応
長
元
年
の
若
狭
国
汲
部
・
多
烏
浦
刀
禰
の
百
姓
等

の
相
論
に
関
す
る
史
料
で
「
故
工
藤
殿
」
と
あ
り
死
去
が
確
認
で
き
る
（
③
42
）。
子
の
貞
祐
が
延
慶
二
年
に
若
狭
国
守
護
代
と
な
っ
て
い
る
（
③
39
）
の
で
、
延
慶
二
年
ご
ろ
に
死
去

し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
降
の
史
料
に
見
ら
れ
る
右
衛
門
入
道
（
③
44
・
56
）
は
杲
暁
と
は
別
の
人
物
に
な
る
。
た
だ
し
、
元
弘
二
年
の
「
工
藤
殿
」（
③
73
・

74
）
は
応
長
年
中
の
こ
と
を
指
す
た
め
、
杲
暁
で
あ
る
。 

（
二
）
工
藤
貞
祐
（
二
郎
右
衛
門
尉
） 

 

「
今
富
名
領
主
次
第
」
に
「
果
（
杲
）
暁
の
子
そ
く
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
③
25
）、
そ
の
通
称
か
ら
杲
暁
の
嫡
子
と
考
え
ら
れ
る
。
系
図
１
で
も
時
光
と
貞
祐
は
親
子
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
永
仁
三
年
に
寄
合
に
出
仕
し
、
そ
の
後
出
仕
を
止
め
ら
れ
て
い
る
「
工
藤
」「
工
藤
右
衛
門
尉
」（
③
15
～
18
）、
延
慶
二
年
よ
り
若
狭
国
の
守
護
代
と
な
り
（
③
39
）、｢

大
斉
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番
文｣
二
番
筆
頭
、｢

供
養
記｣

で
一
品
経
と
銭
十
貫
、
砂
金
五
十
両
・
銀
剣
一
振
・
馬
一
頭
を
供
養
し
た
「
工
藤
二
郎
右
衛
門
尉
」
が
貞
祐
で
あ
る
。
な
お
、
貞
祐
以
降
の
人
物
は
系
図
１

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
正
中
元
年
に
諏
訪
三
郎
兵
衛
尉
と
と
も
に
東
使
と
し
て
上
洛
し
た
「
工
藤
右
衛
門
二
郎
」（
③
59
、
60
）
が
貞
祐
の
嫡
子
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
実
名
は
不

明
で
あ
る
。
な
お
、
「
蓮
華
寺
過
去
帳
」
に
は
建
武
元
年
十
二
月
四
日
に
六
条
河
原
で
誅
さ
れ
た
人
物
に
「
公
（
工
）
藤
次
郎 

同
次
郎
右
衛
門
尉
。
五
十
一
歳

。」
と
あ
る
（
③
88
）
が
、

没
年
よ
り
逆
算
す
る
と
弘
安
七
年
の
誕
生
と
な
る
た
め
、
こ
の
工
藤
次
郎
右
衛
門
尉
が
工
藤
右
衛
門
二
郎
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
貞
祐
の
子
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。 

（
三
）
工
藤
祐
貞
（
三
郎
右
衛
門
尉
、
三
郎
右
衛
門
入
道
） 

 

嘉
暦
元
年
に
蝦
夷
追
討
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
「
工
藤
右
衛
門
尉
祐
貞
」
（
③
62
・
63
）
は
今
野
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
貞
祐
の
弟
（
も
し
く
は
庶
兄
）
と
考
え
ら
れ
る
。「
貞

祐
」
と
順
番
が
逆
に
な
っ
た
だ
け
で
紛
ら
わ
し
い
が
、｢

大
斉
番
文｣

に
六
番
筆
頭
と
し
て
見
ら
れ
る
の
を
初
出
と
し
、｢

供
養
記｣

で
は
一
品
経
と
銭
十
貫
、
銀
剣
一
振
・
馬
一
頭
を
供
養

し
て
い
る
「
工
藤
三
郎
右
衛
門
尉
」
が
祐
貞
に
比
定
で
き
る
。
元
徳
元
年
と
さ
れ
て
い
る
金
沢
貞
顕
書
状
の
追
而
書
に
（
二
十
四
日
）
巳
刻
に
若
宮
神
主
の
も
と
に
侍
所
代
官
が
押
し
寄

せ
、
神
主
弟
と
同
宿
し
て
い
た
桑
原
太
郎
が
召
し
捕
ら
れ
た
と
あ
り
（
③
68
）、
貞
顕
は
桑
原
太
郎
を
工
藤
三
郎
右
衛
門
入
道
の
子
と
し
て
い
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
桑
原
氏
は
平
姓

で
あ
っ
た
た
め
二
六

、
工
藤
祐
貞
の
子
が
「
桑
原
」
と
い
う
地
を
名
字
の
地
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

（
四
）
工
藤
資
景
（
右
衛
門
三
郎
） 

｢

供
養
記｣

で
は
手
長
役
を
つ
と
め
て
お
り
（
付
表
８
Ｃ
・
Ｄ
）、
貞
祐
の
子
で
右
衛
門
二
郎
の
弟
で
あ
ろ
う
。「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
に
は
貞
祐
の
代
官
と
し
て
貞
祐
の
子
「
工
藤
九

郎
祐
景
」
を
記
載
し
て
い
る
（
③
40
）
が
、「
祐
景
」
は
「
資
景
」
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
右
衛
門
三
郎
祐
（
資
）
景
」
が
正
し
い
。
杲
暁
の
代
官
（
若
狭
国
守
護
又
代
官
）

で
あ
っ
た
「
工
藤
九
郎
有
清
」（
③
６
）
と
混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
仮
に
「
工
藤
九
郎
」
の
部
分
が
合
っ
て
い
る
な
ら
ば｢

供
養
記｣

に
見
ら
れ
る
「
工
藤
九
郎

祐
長
」
の
誤
記
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。 

（
五
）
工
藤
新
三
郎
右
衛
門
尉 

 
｢

供
養
記｣

で
布
施
取
の
際
の
使
者
と
し
て
見
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。「
右
衛
門
三
郎
」
資
景
も
「
新
三
郎
右
衛
門
尉
」
も
元
亨
三
年
五
月
二
十
六
日
同
日
に
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
二
人

は
別
の
人
物
で
あ
る
。
「
新
三
郎
右
衛
門
尉
」
と
い
う
通
称
か
ら
、
父
は
「
三
郎
右
衛
門
尉
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
祐
貞
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

（
六
）
工
藤
貞
景
（
治
部
右
衛
門
二
郎
）
→
貞
景
Ａ 

 

通
称
か
ら｢

大
斉
番
文｣

（
九
番
）
の
「
工
藤
治
部
右
衛
門
尉
」
の
子
で
あ
り
、
元
弘
三
年
九
月
二
十
四
日
付
の
工
藤
治
部
右
衛
門
二
郎
宛
の
沙
弥
・
前
加
賀
守
・
掃
部
助
連
署
の
奉
書
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で
、
津
軽
四
郡
田
数
・
得
分
員
数
・
給
主
の
交
名
に
つ
い
て
、
文
書
を
帯
び
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
写
し
て
提
出
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
（
③
83
）。
給
主
と

し
て
津
軽
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
幕
府
滅
亡
後
は
建
武
元
年
の
大
光
寺
合
戦
に
大
光
寺
曽
我
氏
（
曽
我
氏
嫡
流
）
や
工
藤
氏
一
族
と
と
も
に
鎌
倉
幕
府
方
と
し
て
戦
い
、
捕

虜
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
「
津
軽
降
人
交
名
」
か
ら
わ
か
る
（
③
89
）。
実
名
は
こ
の
「
津
軽
降
人
交
名
」
に
「
工
藤
治
部
右
衛
門
二
郎
貞
景
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
貞
景
は
安
保
弥

五
郎
入
道
に
預
け
ら
れ
た
が
死
去
し
た
と
い
う
。
交
名
に
は
他
に
も
工
藤
左
近
二
郎
子
息
孫
二
郎
義
継
・
孫
三
郎
祐
継
・
孫
次
郎
経
光
・
左
衛
門
次
郎
義
村
・
工
藤
六
郎
入
道
道
光
・
三

郎
二
郎
維
資
・
工
藤
四
郎
二
郎
・
工
藤
又
太
郎
が
捕
虜
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
孫
次
郎
経
光
」
は
貞
景
の
「
舎
弟
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
実
名
が
記
さ
れ
た
人
物
も
多
い
が
、
残

念
な
が
ら
系
図
の
復
元
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、
後
述
す
る
左
衛
門
尉
系
工
藤
氏
の
「
工
藤
六
郎
左
衛
門
尉
貞
景
」
と
は
別
人
で
あ
る
。 

（
七
）
工
藤
七
郎
右
衛
門
尉
・
工
藤
七
郎
右
衛
門
入
道 

 

元
応
元
年
の
金
沢
貞
顕
書
状
に
見
ら
れ
る
「
工
藤
七
郎
右
衛
門
尉
」（
③
47
）、
元
弘
元
年
に
長
崎
三
郎
左
衛
門
尉
高
頼
ら
と
と
も
に
配
流
さ
れ
た
「
工
藤
七
郎
右
衛
門
入
道
」（
③
71
）

が
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
徳
治
二
年
の
高
時
の
矢
開
で
鳥
を
取
っ
て
い
る
「
工
藤
七
郎
左
衛
門
尉
」
（
③
37
）
は
「
右
衛
門
尉
」
の
誤
記
で
あ
れ
ば
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
が
、
左
衛

門
尉
系
工
藤
氏
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。 

（
八
）
工
藤
貞
行
（
右
衛
門
尉
、
中
務
右
衛
門
尉
） 

津
軽
に
居
住
し
て
い
た
よ
う
で
、
大
光
寺
合
戦
に
は
朝
廷
側
と
し
て
戦
い
、
勲
功
の
賞
と
し
て
津
軽
鼻
和
郡
目
谷
郷
（
工
藤
貞
祐
跡
）・
外
濱
野
尻
郷
等
を
得
て
い
る
（
③
90
）。
こ
れ

は
娘
の
加
伊
寿
御
前
が
南
部
信
政
（
師
光
の
弟
・
政
長
の
子
）
に
嫁
し
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
二
七

。
貞
行
に
は
ど
う
や
ら
男
子
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
加
伊

寿
御
前
が
「
嫡
女
」
と
し
て
貞
行
の
所
領
を
譲
与
さ
れ
て
お
り
、
貞
行
の
妻
（
尼
し
れ
ん
）
に
譲
ら
れ
た
所
領
は
加
伊
寿
御
前
を
は
じ
め
と
す
る
女
子
、
そ
し
て
信
政
と
加
伊
寿
御
前
の

子
力
寿
丸
（
南
部
信
光
）
に
譲
ら
れ
て
い
る
（
③
94
）
。
貞
行
の
譲
状
は
二
通
あ
り
、
ま
ず
元
亨
三
年
に
常
陸
国
田
村
村
・
陸
奥
国
伊
具
庄
金
原
保
内
片
山
村
御
代
官
職
・
鎌
倉
の
西
御

門
の
地
を
譲
り
（
③
57
）
、
建
武
元
年
八
月
に
津
軽
山
邊
郡
二
想
志
郷
内
下
方
（
大
光
寺
合
戦
の
勲
功
と
し
て
拝
領
）・
田
舎
郡
上
冬
居
郷
十
分
の
三
を
譲
っ
て
い
る
（
③
86
）。 

 

系
図
に
は
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
南
北
朝
期
の
工
藤
氏
の
動
向
を
追
う
上
で
は
注
目
す
べ
き
人
物
と
い
え
る
。 

 

二 

左
衛
門
尉
系
工
藤
氏 
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（
一
）
工
藤
貞
景
（
六
郎
、
六
郎
左
衛
門
尉
）
→
貞
景
Ｂ 

 

貞
景
は
若
狭
国
太
良
庄
関
連
の
史
料
の
み
に
見
ら
れ
る
人
物
で
、
若
狭
国
太
良
庄
の
給
主
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
初
出
の
嘉
元
二
年
の
段
階
で
は
「
工
藤
六
郎
貞
景
」
と
あ
り
元
服

は
し
て
い
る
も
の
の
、「
幼
稚
之
間
、
不
レ

及
二

判
形
一

候
、
恐
入
候
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
代
前
後
の
元
服
し
て
間
も
な
い
頃
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
③
28
）。
元
亨
三
年

以
降
は
「
六
郎
左
衛
門
尉
」
と
な
っ
て
い
る
（
③
58
）。 

関
連
史
料
を
見
る
と
、
正
安
四
年
に
「
関
東
公
文
所
」（
得
宗
家
公
文
所
）
か
ら
内
検
使
の
武
市
道
森
房
儀
円
が
遣
わ
さ
れ
、
田
畠
の
実
検
を
し
て
得
分
物
等
を
定
め
た
後
、
竹
向
方
（
お

そ
ら
く
貞
時
室
の
竹
向
御
方
）
二
八

が
給
主
職
を
得
た
が
、
そ
の
後
「
上
表
」
（
辞
退
）
し
た
よ
う
で
嘉
暦
二
年
に
は
貞
景
が
給
主
と
な
り
、
二
十
余
年
知
行
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

地
は
も
と
も
と
若
狭
次
郎
忠
兼
が
地
頭
で
あ
っ
た
が
、
忠
兼
の
罪
科
に
よ
り
闕
所
と
な
っ
た
た
め
得
宗
領
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
嘉
暦
二
年
か
ら
現
地
で
は
貞
景
の
代
官
が
所
務
の
先

例
を
知
ら
な
い
た
め
に
下
地
以
下
所
務
を
押
妨
し
た
と
し
て
東
寺
の
供
僧
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
（
③
91
・
92
）。 

「
六
郎
左
衛
門
尉
」
を
通
称
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祐
光
Ｂ
の
子
孫
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

（
二
）
工
藤
高
景
（
次
郎
左
衛
門
尉
） 

今
野
氏
は
高
景
を
貞
祐
の
子
と
し
、
正
中
元
年
に
東
使
と
し
て
上
洛
し
た
工
藤
右
衛
門
二
郎
を
高
景
に
比
定
し
て
い
る
が
二
九

、
高
景
は
元
応
三
年
と
元
亨
二
年
に
「
工
藤
左
衛
門
次
郎

高
景
」
と
し
て
正
月
的
始
の
射
手
を
務
め
て
お
り
（
③
49
・
50
）、
父
親
は
「
左
衛
門
尉
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
嘉
暦
三
年
に
は
「
工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
景
」
と
し
て
一
番
筆

頭
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
（
③
66
）
の
で
、
任
官
は
こ
の
期
間
で
あ
る
。
前
述
の
六
郎
左
衛
門
尉
貞
景
は
「
貞
」
が
貞
時
の
偏
諱
、「
景
」
と
い
う
通
称
が
高
景
と
同
じ
で
あ
る
点
か

ら
貞
景
と
高
景
は
親
子
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
嘉
暦
二
年
当
時
幼
稚
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
貞
景
の
年
齢
は
高
景
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
工
藤
氏
の

中
で
「
左
衛
門
尉
」
の
人
物
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
の
で
、
嘉
元
三
年
に
六
波
羅
に
早
馬
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
工
藤
新
左
衛
門
尉
（
③
34
）・
徳
治
二
年
の
高
時
の
矢
開
に
見
ら
れ
る
工

藤
次
郎
左
衛
門
尉
（
③
38
）
が
高
景
の
父
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
供
養
記｣

に
お
い
て
、
銀
剣
一
・
馬
一
疋
を
供
養
し
て
い
る
工
藤
二
郎
左
衛
門
尉
（
付
表
８
Ｈ
）
が
高
景
と

考
え
ら
れ
る
。 

高
景
の
『
太
平
記
』
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
第
二
部
第
四
章
で
触
れ
た
た
め
詳
細
は
省
く
が
、
付
表
13
③
77
～
79
・
82
が
『
太
平
記
』
に
お
け
る
高
景
の
活
動
で
あ
る
。
ま
た
「
正

慶
乱
離
志
」
に
よ
っ
て
千
早
城
攻
め
の
時
に
は
軍
奉
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
③
80
）。
な
お
、『
太
平
記
』
で
の
東
使
と
し
て
の
活
動
（
③
77
）
は
実
際
に
は
秋
田
城
介
高
景
と

二
階
堂
行
珍
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
二
部
第
四
章
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。 



第 4章 工藤氏 

 

217 

今
野
氏
は
高
景
が
家
督
を
継
い
で
「
左
衛
門
尉
」
か
ら
「
右
衛
門
尉
」
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
三
〇

が
、
高
景
が
家
督
を
継
い
だ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
長
崎
氏
に
お
け
る
高
貞
と
同

様
に
、
工
藤
氏
の
中
で
軍
事
関
係
を
担
っ
た
人
物
が
高
景
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
三 
右
近
将
監
系
工
藤
氏 

 

系
図
１
で
は
景
光
の
子
「
資
光
」（
祐
光
Ａ
）
の
流
れ
は
「
光
長
」「
光
頼
」「
宗
光
」「
貞
光
」
と
続
く
。
光
頼
以
降
は
歴
代
得
宗
の
偏
諱
が
見
ら
れ
、
得
宗
被
官
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
光
長
に
つ
い
て
は
史
料
上
確
認
で
き
な
い
が
、
光
頼
は
第
一
節
で
建
長
三
年
と
建
長
四
年
に
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
「
右
近
三
郎
」（
②
18
・
25
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

以
下
宗
光
と
貞
光
に
比
定
し
得
る
人
物
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

（
一
）
工
藤
宗
光
（
右
近
将
監
、
右
近
入
道
） 

 
｢

大
斉
番
文｣

（
八
番
）
の
「
右
近
将
監
」
は
系
図
１
に
見
ら
れ
る
「
宗
光
」
で
あ
り
、
正
和
五
年
の
「
工
藤
右
近
入
道
」
（
③
45
）
と
同
一
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
二
）
工
藤
貞
光
（
右
近
将
監
、
右
近
入
道
） 

 

正
和
五
年
に
は
宗
光
が
出
家
し
て
い
る
（
③
45
）
こ
と
か
ら
、｢
供
養
記｣

の
「
右
近
将
監
」
は
系
図
１
で
宗
光
の
子
と
な
っ
て
い
る
貞
光
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
光
は
砂
金
三
十
両
・
銀

剣
一
・
馬
一
疋
を
供
養
し
て
お
り
、
右
衛
門
尉
系
工
藤
氏
に
次
ぐ
家
格
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
徳
元
年
に
「
御
内
侍
所
」
で
あ
っ
た
「
工
藤
右
近
将
監
」
（
③
67
）
も
貞
光
で
あ

ろ
う
。 

そ
の
他
、｢

大
斉
番
文｣

に
は
「
右
近
将
監
」
で
あ
る
宗
光
と
は
別
に
、「
工
藤
左
近
将
監
」
が
い
る
（
七
番
）。
嘉
元
の
乱
に
お
け
る
時
村
殺
害
の
下
手
人
を
預
け
先
に
送
る
使
者
と
な

っ
て
い
る
人
物
（
③
33
）
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
降
の
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
。
右
衛
門
尉
系
工
藤
氏
の
庶
流
が
左
衛
門
尉
系
工
藤
氏
で
あ
る
よ
う
に
、
右
近
将
監
系
工

藤
氏
の
庶
流
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 
 

四 

布
施
・
大
瀬
氏 
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最
後
に
工
藤
行
光
の
子
孫
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。 

（
一
）
布
施
行
忠
（
三
郎
・
三
郎
藤
原
行
忠
） 

「
布
施
」
は
甲
斐
国
巨
摩
郡
布
施
庄
に
比
定
で
き
よ
う
。
行
忠
は
系
図
１
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
通
称
か
ら
宝
治
二
年
か
ら
康
元
元
年
ま
で
（
付
表
14
①
１
～
10
）
自
身
も
父
親

も
無
官
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
た
め
、
光
忠
の
子
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
三
善
康
信
の
子
孫
で
「
康
」
を
通
字
と
す
る
布
施
氏
（
布
施
左
衛
門
尉
康
定
・
布
施
左
衛
門

太
郎
の
ち
左
衛
門
尉
康
高
な
ど
）
も
見
ら
れ
三
一

、
「
建
治
帳
」
の
「
布
施
左
衛
門
跡
」
は
康
定
も
し
く
は
康
高
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
宝
治
二
年
以
降
に
的
始
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
布

施
三
郎
行
忠
は
建
長
四
年
十
一
月
二
十
一
日
条
に
「
布
施
三
郎
藤
原
行
忠
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
藤
原
姓
で
あ
り
、
明
ら
か
に
三
善
氏
と
は
別
の
一
族
で
あ
る
。
さ
ら
に
行
忠
の
「
行
」

と
い
う
字
が
行
光
に
つ
な
が
る
こ
と
、「
忠
」
は
行
光
流
の
人
物
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
通
字
で
あ
る
こ
と
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
活
動
が
全
て
的
始
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

行
忠
が
優
れ
た
弓
の
射
手
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
な
ど
の
点
か
ら
、
行
忠
は
行
光
流
の
人
物
と
言
え
よ
う
。
康
元
元
年
正
月
四
日
の
射
手
の
催
促
交
名
に
見
ら
れ
る
「
布
施
弥
三
郎
」

（
付
表
14
①
９
）
に
つ
い
て
は
、
的
調
の
当
日
に
行
忠
が
射
手
を
務
め
て
い
る
た
め
、「
布
施
三
郎
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。 

行
忠
の
終
出
は
『
吾
妻
鏡
』
康
元
元
年
正
月
九
日
条
で
、
こ
の
時
の
的
調
に
は
工
藤
八
郎
四
郎
朝
高
・
布
施
三
郎
行
忠
・
大
瀬
三
郎
左
衛
門
尉
惟
忠
と
い
う
三
人
の
工
藤
氏
一
族
が
見

ら
れ
る
（
付
表
14
①
10
、
付
表
４
‐
６
）
。
こ
の
三
人
の
う
ち
、
的
始
の
射
手
に
選
ば
れ
た
の
は
朝
高
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
行
忠
と
惟
忠
は
的
始
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
鎌

倉
時
代
後
期
に
も
布
施
氏
の
射
手
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

付
表
14
①
11
の
布
施
兵
庫
允
に
つ
い
て
は
他
に
手
掛
か
り
と
な
る
史
料
が
な
い
が
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
に
は
島
津
庄
日
向
方
南
号
乱
暴
狼
藉
謀
叛
人
の
中
に
、
北
条
（
名
越
）
高
家

被
官
と
し
て
布
施
四
郎
兄
弟
が
見
え
る
（
付
表
14
①
12
）
こ
と
か
ら
、
布
施
氏
は
名
越
氏
の
被
官
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

（
二
）
大
瀬
惟
忠
（
三
郎
左
衛
門
尉
・
左
衛
門
入
道
）・
大
瀬
忠
貞
（
次
郎
左
衛
門
尉
）・
大
瀬
惟
時
（
三
郎
左
衛
門
尉
） 

系
図
１
に
行
光
の
孫
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
大
瀬
三
郎
左
衛
門
尉
惟
忠
は
康
元
元
年
の
的
調
に
見
ら
れ
（
付
表
14
②
１
・
２
）、
弘
長
元
年
正
月
一
日
に
は
御
行
始
の
引
出
物
の
一
御

馬
を
武
蔵
五
郎
時
忠
（
の
ち
の
大
仏
宣
時
）
と
と
も
に
引
い
て
い
る
（
付
表
14
②
３
）。
そ
の
後
、
弘
安
十
年
に
は
宣
時
に
連
署
就
任
を
伝
え
る
使
者
と
な
っ
て
い
る
（
付
表
14
②
５
）

他
、
正
応
四
年
に
は
社
京
下
訴
訟
延
引
の
際
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
延
引
す
れ
ば
飯
沼
大
夫
判
官
助
宗
、
大
瀬
左
衛
門
尉
惟
忠
、
長
崎
左
衛
門
尉
光
綱
、
工
藤
右
衛
門
入
道
杲
禅
、
平
左
衛

門
尉
宗
綱
に
報
告
し
て
訴
え
る
と
あ
る
（
付
表
14
②
６
）。
ま
た
、
弘
安
五
年
に
は
六
波
羅
探
題
南
方
の
佐
介
流
北
条
時
国
被
官
に
も
「
大
瀬
藤
内
兵
衛
友
国
」
が
お
り
（
付
表
14
②
４
）、

大
瀬
氏
は
時
房
流
の
大
仏
・
佐
介
被
官
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 
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『
親
玄
僧
正
日
記
』
永
仁
二
年
十
月
五
日
条
に
大
瀬
三
郎
左
衛
門
尉
が
馬
と
と
も
に
河
に
落
ち
た
と
記
さ
れ
て
お
り
（
付
表
14
②
８
）、
同
年
四
月
に
良
基
僧
正
を
預
か
っ
た
大
瀬
左

衛
門
入
道
（
付
表
14
②
７
）
が
惟
忠
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
三
郎
左
衛
門
尉
は
惟
忠
の
子
で
あ
ろ
う
。
系
図
１
に
は
惟
忠
の
子
と
し
て
「
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
「
忠

貞
」
が
見
え
る
が
、
忠
貞
は
『
御
的
日
記
』
に
よ
る
と
「
大
瀬
次
郎
左
衛
門
尉
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
付
表
14
②
９
・
10
）。
系
図
１
の
「
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
い
う
注
記
は
延
慶

二
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
っ
て
存
在
が
確
認
で
き
る
惟
時
（
付
表
14
②
12
）
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
惟
忠
の
子
に
惟
時
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
考
察

か
ら
、「
大
斉
番
文
」
に
見
ら
れ
る
大
瀬
三
郎
左
衛
門
尉
（
二
番
）
は
惟
忠
、
大
瀬
次
郎
左
衛
門
尉
（
三
番
）
が
忠
貞
に
比
定
で
き
よ
う
。
そ
し
て
「
供
養
記
」
で
は
銭
十
貫
を
供
養
し
て

い
る
大
瀬
二
郎
左
衛
門
尉
（
付
表
14
②
13
）
が
忠
貞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

行
光
流
は
得
宗
被
官
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
子
孫
の
布
施
・
大
瀬
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
一
門
被
官
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
得
宗
被
官
工
藤
氏
の
系
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
得
宗
被
官
に
は
、
一
族
内
に
お
い
て
は
庶
流
の
人
物
が
被
官
化
し
て
嫡
流
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

甲
斐
工
藤
氏
の
中
で
も
嫡
流
で
あ
る
行
光
の
流
れ
で
は
な
く
、
弟
で
あ
る
祐
光
Ａ
と
重
光
の
流
れ
が
被
官
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
人
物
を
系
図
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
系
図
３
が
本
章
の
考
察
を
ま
と
め
た
得
宗
被
官
工
藤
氏
の
系
図
と
な
る
。｢

供
養
記｣

に
は
「
右
衛
門
入
道
」「
二
郎
右
衛
門
尉
」
の
他
に
「
三
郎
右
衛
門
尉
」「
新
三
郎
右
衛

門
尉
」「
右
衛
門
三
郎
」
と
い
う
三
人
の
「
三
郎
」
右
衛
門
尉
系
統
の
人
物
が
見
ら
れ
る
。
得
宗
被
官
と
な
る
以
前
に
分
流
が
進
ん
で
い
た
工
藤
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
宗
被
官
と
な
っ
た

た
め
、
「
右
衛
門
尉
」
「
左
衛
門
尉
」
「
右
近
将
監
」
「
左
近
将
監
」
な
ど
の
官
職
に
よ
っ
て
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

工
藤
氏
は
『
太
平
記
』
の
登
場
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
巻
十
で
高
時
以
下
が
自
害
す
る
場
面
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
に
は
津
軽
で
曽
我
氏
や
横
溝
氏
と
と
も

に
蜂
起
し
て
い
る
。
な
お
、
得
宗
被
官
の
中
で
は
横
溝
氏
が
先
祖
を
同
じ
く
す
る
一
族
だ
が
、
横
溝
氏
は
的
始
で
の
活
躍
が
見
ら
れ
る
一
方
、
政
治
的
活
動
が
一
切
見
ら
れ
な
い
一
族
で

あ
る
三
二

。
南
北
朝
期
の
工
藤
氏
の
動
向
と
併
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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注 

 

一 

工
藤
祐
経
は
伊
豆
の
伊
東
氏
一
族
だ
が
、「
伊
東
」
を
名
乗
ら
ず
「
工
藤
」
を
称
し
て
い
る
。
し
か
し
祐
経
の
子
孫
は
伊
東
を
名
乗
っ
て
い
る
。
ま
た
祐
経
の
弟
が
宇
佐
美
氏
の
祖
で

あ
る
。 

二 

工
藤
氏
の
初
出
と
な
る
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
八
月
二
十
五
日
条
で
は
石
橋
山
で
合
戦
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
景
光
と
行
光
が
甲
斐
の
国
を
出
発
し
、
波
志
太
山
で
俣
野
景
久

ら
に
遭
遇
し
合
戦
し
て
い
る
。 

三 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
五
月
二
十
二
日
条
。
泰
時
と
と
も
に
上
洛
し
た
「
十
八
騎
」
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
三
章
で
考
察
し
て
い
る
。 

四 

『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
二
年
十
二
月
十
九
日
条
。 

五 

奥
富
敬
之
「
得
宗
被
官
家
の
個
別
的
研
究
（
そ
の
二
）
―
工
藤
氏
の
場
合
（
一
）
―
」（『
日
本
史
攷
究
』
二
七
号
、
一
九
七
一
年
）。 

六 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
。
活
字
と
し
て
は
飯
田
達
夫
「
南
家 

伊
東
氏
藤
原
姓
大
系
図
」（『
宮
崎
県
地
方
史
研
究
紀
要
』
三
輯
、
一
九
七
七
年
）
が
あ
る
。 

七 

今
野
慶
信
Ａ
「
藤
原
南
家
武
智
麿
四
男
乙
麻
呂
流
鎌
倉
御
家
人
の
系
図
」（
峰
岸
純
夫
・
入
間
田
宣
夫
・
白
根
靖
大
編
『
中
世
武
家
系
図
の
史
料
論
』
上
、
高
志
書
院
、
二
〇
〇
七
年

所
収
）
、
同
Ｂ
「
得
宗
被
官
工
藤
氏
の
基
礎
的
考
察
」（『
鎌
倉
』
一
〇
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）。 

八 

注
（
七
）
今
野
論
文
Ａ
、
一
一
五
頁
。
今
野
論
文
Ｂ
、
四
二
頁
。 

九 

池
田
瞳
「
北
条
時
宗
・
金
沢
実
時
期
の
小
侍
所
―
『
吾
妻
鏡
』
を
素
材
と
し
て
―
」（『
中
世
政
治
史
の
研
究
』
所
収
）。 

一
〇 

坂
井
孝
一
『
曽
我
物
語
の
史
実
と
虚
構
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
五
七
頁
。
曽
我
兄
弟
の
敵
討
ち
に
関
し
て
は
坂
井
氏
の
一
連
の
研
究
「
曽
我
兄
弟
の
置
か
れ
た
歴
史

的
環
境
―
筥
王
の
筥
根
入
山
を
素
材
と
し
て
」（
『
軍
記
と
語
り
物
』
三
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、「
中
世
成
立
期
東
国
武
士
団
の
婚
姻
政
策
―
伊
豆
国
伊
東
氏
を
主
な
素
材
と
し
て
―
」

（
『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
一
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
、「
曽
我
事
件
の
歴
史
的
背
景
―
建
久
三
・
四
年
の
政
治
情
勢
を
中
心
に
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
二
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）、

「
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
の
構
想
と
特
徴
」（『
創
価
人
間
学
論
集
』
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）
、「『
曽
我
物
語
』
人
物
考
―
生
年
推
定
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

を
参
照
。
な
お
曽
我
兄
弟
の
継
父
と
な
っ
た
曽
我
祐
信
の
一
族
も
得
宗
被
官
と
な
っ
て
お
り
、
祐
信
長
子
の
曽
我
小
太
郎
祐
綱
は
終
出
と
な
る
建
保
元
年
正
月
二
日
の
義
時
沙
汰
の
垸

飯
に
お
い
て
南
条
時
員
と
と
も
に
馬
を
引
い
て
お
り
、
孫
の
祐
重
ら
一
族
が
承
久
の
乱
で
活
躍
し
て
い
る
。『
吾
妻
鏡
』
で
は
的
始
の
射
手
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
祐
信
の
一
回
の
み

で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
的
始
に
お
い
て
筆
頭
の
射
手
を
務
め
る
家
と
な
っ
て
い
る
。 

一
一 

注
（
七
）
今
野
論
文
Ａ
、
一
一
二
頁
。
今
野
氏
は
そ
の
根
拠
は
示
し
て
い
な
い
が
、「
上
藤
」
と
い
う
御
家
人
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
の
文
書

そ
の
も
の
を
確
認
す
る
と
「
工
藤
右
衛
門
尉
跡
」
の
「
工
」
も
「
上
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
上
藤
中
務
丞
跡
」
の
「
上
」
の
字
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
上
藤
」
＝
「
工
藤
」

の
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
上
」
と
い
う
字
を
別
の
個
所
で
確
認
す
る
と
異
な
る
書
き
方
を
し
て
い
る
。
よ
っ
て
「
上
藤
中
務
丞
跡
」
は
「
工
藤
中
務
丞
跡
」
で
あ
り

行
光
跡
と
な
る
。 

一
二 

注
（
七
）
今
野
論
文
Ａ
、
一
一
二
頁
。 

一
三 

注
（
七
）
今
野
論
文
Ａ
、
一
一
二
頁
。 

一
四 

今
野
氏
は
「
祐
隆
」
と
し
て
い
る
（
注
七
今
野
論
文
Ａ
、
一
三
〇
頁
）
が
、
池
田
氏
の
指
摘
す
る
（
注
九
池
田
論
文
、
一
五
八
頁
）
よ
う
に
間
違
い
で
あ
る
。 

一
五 

注
（
七
）
今
野
論
文
Ａ
、
一
一
四
頁
、
今
野
論
文
Ｂ
、
四
四
頁
。 
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一
六 
『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
三
月
八
日
条
。 

一
七 

注
（
七
）
今
野
論
文
（
一
一
二
頁
）、
池
田
論
文
（
一
五
八
頁
）。 

一
八 

今
野
氏
も
工
藤
三
郎
右
衛
門
入
道
道
恵
が
光
泰
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
（
注
七
今
野
論
文
Ａ
、
一
一
三
頁
）、
こ
の
点
は
同
じ
見
解
で
あ
る
。 

一
九 

建
長
七
年
と
正
元
元
年
は
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
自
体
が
な
い
た
め
不
明
。 

二
〇 

平
氏
と
南
条
氏
は
同
じ
一
族
で
馬
の
引
き
手
を
務
め
る
時
は
同
じ
馬
を
と
も
に
引
い
て
い
る
（
付
表
２
②
30
・
31
・
40
・
42
・
48
・
50
・
64
）。 

二
一 

常
陸
大
掾
氏
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。「
常
陸
大
掾
平
経
幹
申
状
」
に
つ
い
て
の
論
考
に
宮
田
俊
彦
「『
常
陸
大
掾
平
経
幹
申
状
』
に
就
い
て
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
一
〇
号
、
一
九

六
四
年
）
が
あ
る
。 

二
二 

蒲
御
厨
は
時
政
が
地
頭
職
を
獲
得
し
て
以
来
時
房
・
師
時
・
貞
時
・
高
時
・
泰
家
と
受
け
継
が
れ
た
所
領
で
、
師
時
が
小
侍
所
別
当
と
な
っ
た
弘
安
七
年
か
ら
死
去
の
応
長
元
年
ま

で
師
時
の
所
領
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
師
時
は
弘
安
四
年
に
死
去
し
た
宗
政
の
子
で
、
師
時
は
時
宗
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。 

二
三 

「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
に
「
御
代
官
工
藤
右
衛
門
入
道
果
（
杲
）
禅
。
本
果
（
杲
）
暁
」
と
あ
る
が
、
実
際
は
杲
禅
か
ら
杲
暁
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
今
富
名
領
主
次
第
」
で

は
「
初
果
禅
。
後
に
弘
安
九
年
改
杲
暁
」
と
あ
る
が
、
正
応
年
間
ま
で
は
「
杲
禅
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

二
四 

③
31
で
は
「
地
頭
工
藤
右
衛
門
入
道
代
官
弥
五
郎
入
道
時
」
と
あ
る
。 

二
五 

細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
、
一
一
〇
頁
。 

二
六 

的
始
の
射
手
と
し
て
見
ら
れ
る
桑
原
盛
時
は
「
桑
原
平
内
盛
時
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
平
氏
姓
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
付
表
３
‐
32
、
35
～
39
、
44
。
付
表
４
‐
１
～
４
、
９
、

10
）。 

二
七 

『
青
森
県
史
』
（
資
料
編
中
世
一
、
青
森
県
、
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
八
号
文
書
に
「
ち
ゃ
く
女
な
ん
ふ
と
の
の
ね
う
ハ
う
か
い
す
こ
せ
ん
」
と
あ
る
。 

二
八 

「
竹
向
御
方
」
と
い
う
女
性
が
嘉
元
三
年
に
貞
時
の
男
子
を
出
産
し
て
い
る
（『
嘉
元
三
年
雑
記
』
五
月
九
日
条
）。 

二
九 

注
（
七
）
今
野
論
文
Ｂ
、
四
八
頁
。 

三
〇 

注
（
七
）
今
野
論
文
Ｂ
、
四
八
頁
。 

三
一 

承
久
の
乱
に
は
三
善
氏
一
族
も
幕
府
軍
と
し
て
戦
っ
た
よ
う
で
、
承
久
三
年
六
月
十
四
日
の
宇
治
川
の
合
戦
で
は
善
右
衛
門
四
郎
が
三
人
を
手
討
に
し
、
善
右
衛
門
太
郎
（
三
善
康

知
）
が
死
亡
し
て
い
る
。
死
亡
し
た
布
施
右
衛
門
次
郎
と
河
を
渡
っ
て
負
傷
し
た
布
施
左
衛
門
三
郎
も
三
善
氏
一
族
と
考
え
ら
れ
る
。 

三
二 

得
宗
被
官
横
溝
氏
は
景
光
の
弟
・
時
澄
の
子
孫
で
あ
る
（「
伊
東
氏
系
図
」）。
横
溝
氏
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
三
章
で
考
察
し
て
い
る
。 
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光
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光
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宗
　
　
光
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光
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綱
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頼

宗
　
　
頼
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光
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三

郎

左
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光
　
　
忠

光
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光
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光
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光
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光
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光
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澄
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光
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光

光
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光
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光
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光
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貞

時
　
　
光

太
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衛
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入

道

朝
　
　
光

景
　
　
澄

行
　
　
景

資
　
　
広

景
　
　
任
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永

維
　
　
職

従

五

位

下

駿

河

権

守

維
　
　
房

維
　
　
貞

伊

豆

国

押

領

使

伊

藤

荘

居

住

仍

此

時

始

号

伊

藤

云

々

惟
　
　
光

祐
　
　
隆

景
　
　
朝

景
　
　
頼

朝
　
　
光

工

藤

五

郎

左

衛

門

宗
　
　
光

 

 

系図１ 工藤氏略系図  

「南家 伊東氏藤原姓大系図」 
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六

郎
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司
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右
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司
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光
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右
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光
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光
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光

光
　
泰
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光

公
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執

事

高
　
景

宗
　
光
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光

頼
　
光
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某
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貞

次

郎
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門
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二

郎

右
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尉

次

郎

右
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右
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門
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右

衛

門

尉

新

三

郎

右

衛

門

尉

貞
　
祐

時
　
光

祐
　
光

 表　工藤光泰の官職表記

No ②No 史料上の表記 北条本 吉川本

1 17 建長3(1251) .1.8 工藤三郎左衛門尉光泰 左 左

2 19 建長3(1251) .5.27 工藤三郎左衛門尉光泰 左 左

3 21 建長4(1252) .1.13 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

4 23 建長4(1252) .4.17 工藤次(二)郎右(左)衛門尉光泰 右 左

5 24 建長4(1252) .4.24 工藤三郎右衛門尉光泰 左 左

6 34 正嘉1(1257) .9.18 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 左 左

7 36 正嘉2(1258) .1.2 工藤三郎左衛門尉光泰 左 左

8 39 文応1(1260) .1.1 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

9 42 文応1(1260) .1.20 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 右 左

10 43 文応1(1260) .2.2 工藤三郎右衛門尉光泰 右 なし

11 44 文応1(1260) .4.18 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 左 右

12 45 文応1(1260) .7.6 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 右 左

13 47 文応1(1260) .7.29 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

14 49 弘長1(1261) .1.2 工藤三郎右衛左尉光泰 右 右

15 50 弘長1(1261) .1.4 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

16 51 弘長1(1261) .1.9 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

17 52 弘長1(1261) .4.25 工藤二(三)郎右衛門尉(光泰) 右 右

18 53 弘長1(1261) .7.10 工藤三郎右衛門尉(光泰) 右 右

19 54 弘長1(1261) .7.13 工藤三郎右衛門尉(光泰) 右 右

20 56 弘長1(1261) .8.13 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

21 57 弘長1(1261) .9.3 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

22 58 弘長1(1261) .9.19 工藤三郎右衛門尉光泰 右 右

23 59 弘長3(1263) .1.11 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 右 左

24 61 弘長3(1263) .11.20 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 右 左

25 62 文永2(1265) .1.1 工藤三郎左衛門尉(光泰) 左 左

（筆者作成）

※二列目の番号は付表13②の番号を指す

年 月 日

系図２ 工藤氏略系図  

今野慶信「得宗被官工藤氏の基礎的考察」50 頁 
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次

郎

左

衛

門

尉

大

瀬

三

郎

左

衛

門

尉

新

三

郎

右

衛

門

尉

次

郎

左

衛

門

入

道

二

郎

右

衛

門

入

道

貞
　
　
祐

高
　
　
景

茂
　
　
光

重
　
　
光

六

郎

右

衛

門

尉

朝
　
　
光

行
　
　
光

祐
　
　
光

景
　
　
光

某

宗
　
　
光

某

某

祐
　
　
高

某

景
　
　
朝

光
　
　
長

光
　
　
泰

高
　
　
光

三

郎

右

衛

門

入

道

時
　
　
光

光
　
　
家

行
　
　
忠

長
　
　
光

祐
　
　
光

頼
　
　
光

行
　
　
時

惟
　
　
忠

大

瀬

三

郎

左

衛

門

尉

惟
　
　
時

忠
　
　
貞

光
　
　
忠

貞
　
　
光

光
　
　
頼

貞
　
　
景

 

系図３ 工藤氏略系図 （筆者作成） 
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第
五
章 
南
条
氏 

  

は
じ
め
に 

 

他
の
有
力
得
宗
被
官
家
と
は
異
な
り
南
条
氏
の
系
図
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
史
料
か
ら
系
図
を
復
元
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
試
み
ら
れ
て
き
た
系
図
の

復
元
は
す
べ
て
日
蓮
の
門
下
で
あ
っ
た
時
光
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
得
宗
被
官
と
し
て
活
動
し
て
い
た
人
物
の
系
図
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
古
い
も
の

で
は
、
時
光
が
自
領
の
上
野
郷
大
石
ケ
原
を
寄
進
し
た
現
在
の
日
蓮
正
宗
総
本
山
大
石
寺
関
連
の
史
料
に
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
も
の
一

が
あ
る
が
、
堀
日
亨
氏
が
そ
の
著
書
『
南

条
時
光
全
伝
』
二

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
誤
謬
が
多
い
。
唯
一
『
吾
妻
鏡
』
等
の
史
料
を
含
め
系
図
を
作
成
し
た
の
が
小
野
眞
一
氏
三

だ
が
、『
太
平
記
』
な
ど
に
登
場
す
る
南
条
氏

を
全
て
時
光
の
子
息
と
し
て
し
ま
う
点
や
、
史
料
の
扱
い
な
ど
の
点
で
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
坂
井
法
曄
氏
四

は
、
系
図
は
時
光
を
中
心
と
し
た
南
条
氏
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い

る
が
、
南
条
氏
関
係
の
史
料
を
具
に
ま
と
め
て
お
り
、
南
条
氏
を
研
究
す
る
上
で
は
有
用
な
論
文
と
い
え
る
。 

本
章
で
は
南
条
氏
の
活
動
年
表
と
し
て
作
成
し
た
付
表
15
①
～
④
（
①
②
が
南
条
氏
嫡
流
の
人
物
を
中
心
と
し
た
年
表
で
あ
り
、
③
④
が
時
光
を
中
心
と
す
る
南
条
氏
の
活
動
を
ま
と

め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
丸
数
字
と
表
番
号
の
み
を
表
記
）
を
活
用
し
な
が
ら
、
得
宗
被
官
南
条
氏
の
系
図
を
復
元
し
て
い
き
た
い
。 

 

第
一
節 

『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
南
条
氏 

 

一 

南
条
平
次
（
南
条
次
郎
）
と
時
員 

 

元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
十
月
に
源
実
朝
の
室
と
な
る
坊
門
信
清
の
娘
を
迎
え
る
た
め
に
、
北
条
政
範
・
結
城
朝
光
・
千
葉
常
秀
・
畠
山
重
保
・
八
田
智
尚
・
和
田
宗
実
な
ど
有
力
御
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家
人
の
子
息
と
と
も
に
上
洛
し
た
の
が
南
条
平
次
で
あ
る
（
①
２
）。
こ
の
記
事
よ
り
以
前
に
も
、
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
南
条
次
郎
五

が
建
久
六
年
三
月
の
源
頼
朝
の
東
大
寺
供
養
に

供
奉
し
て
い
る
（
①
１
）。
元
久
元
年
に
と
も
に
上
洛
し
た
御
家
人
た
ち
の
年
齢
な
ど
か
ら
、
当
時
の
南
条
次
郎
の
年
齢
は
二
十
代
～
三
十
代
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
六

。
実
朝
が
夢
想

に
よ
っ
て
渡
宋
を
企
て
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
際
に
、
代
わ
り
に
宋
に
遣
わ
さ
れ
た
使
者
十
二
名
の
中
に
も
南
条
次
郎
の
名
が
あ
る(

史
料
一
、
①
５)

 

七

。
南
条
次
郎
に
関
す
る
こ
れ
ら

の
記
事
は
、
南
条
氏
が
御
家
人
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
御
家
人
役
を
勤
仕
す
る
資
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

【
史
料
一
】『
善
隣
国
宝
記
』 

便
遣
二

十
二
使
節
於
大
宋
國
一

、
良
眞
僧
都
・
葛
山
願
成
為
レ

首
、
大
友
豊
後
守
・
小
弐
孫
太
郎
・
小
山
七
朗
左
衛
門
・
宇
都
宮
新
兵
衛
・
菊
池
四
郎
・
村
上
次
郎
・
三
浦
修

理
亮
・
海
野
小
太
郎
・
勝
間
田
兵
庫
守
・
南
条
次
郎
等 

南
条
氏
の
中
で
、
得
宗
被
官
化
す
る
の
は
、
南
条
次
郎
で
は
な
く
弟
・
南
条
七
郎
時
員
で
あ
る
こ
と
は
第
一
部
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
小
野
氏
は
南
条
次
郎
と
時
員
を
親
子

と
し
て
い
る
が
（
系
図
１
）
、
元
久
元
年
当
時
、
南
条
次
郎
が
ま
だ
二
十
代
～
三
十
代
で
、「
七
郎
」
で
あ
る
時
員
が
建
保
元
年
の
初
出
の
段
階
（
①
４
）
で
少
な
く
と
も
十
代
半
ば
～
二

十
代
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
兄
弟
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
。
本
章
で
は
時
員
が
「
七
郎
」
で
あ
る
点
を
考
慮
し
、
両
者
を
兄
弟
と
し
て
論
を
進
め
て
い
く
。 

 
 

南
条
氏
の
被
官
化
時
期
に
つ
い
て
、
奥
富
敬
之
氏
八

・
小
野
氏
九

は
伊
豆
在
住
の
頃
か
ら
の
被
官
と
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
『
吾
妻
鏡
』
承
元
三
年
十
一
月
十
四
日

条
で
あ
り
、
奥
富
氏
は
「
伊
豆
国
住
人
」
の
「
主
達
」
の
中
に
南
条
氏
も
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
一
〇

。
と
こ
ろ
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
南
条
氏
の
初
見
と
な
る
①
１
で
は
、
彼

ら
が
「
騎
馬
」
で
「
家
子
・
郎
従
」
を
率
い
て
供
奉
し
て
お
り
、
前
述
の
南
条
次
郎
の
活
動
か
ら
承
元
三
年
の
時
点
で
南
条
氏
が
御
家
人
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
義
時
が
願
い
出

た
年
来
の
郎
従
「
主
達
」
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
南
条
氏
の
名
字
の
地
で
あ
る
伊
豆
国
南
条
（
現
静
岡
県
韮
山
町
）
は
、
北
条
氏
の
名
字
の
地
で
あ
る
北
条
に
近
く
、

も
と
よ
り
北
条
氏
の
勢
力
圏
内
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
だ
が
、
当
初
か
ら
北
条
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
応
独
立
し
て
お
り
、
頼
朝
と
主
従
関
係
を
結
び
御
家
人
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

南
条
氏
は
本
来
御
家
人
身
分
で
あ
り
、
垸
飯
に
参
加
す
る
こ
と
に
は
何
ら
差
し
障
り
は
な
い
が
、
庶
流
で
あ
っ
た
時
員
が
突
如
と
し
て
垸
飯
に
参
加
で
き
た
の
は
、
義
時
に
祗
候
す
る

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
時
員
は
初
出
の
建
保
元
年
の
時
点
（
①
４
）
ま
で
に
は
被
官
化
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
得
宗
家
の
力
が
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
条
氏

一
族
の
中
で
も
有
力
被
官
と
な
っ
た
時
員
の
力
が
増
し
、
結
果
と
し
て
南
条
氏
の
惣
領
の
地
位
を
得
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
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二 

時
員
の
子
と
弟
忠
時 

 

南
条
氏
系
図
の
復
元
を
し
て
い
く
上
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
時
員
以
降
の
人
物
で
あ
る
。
小
野
氏
は
兵
衛
次
郎
経
忠
（
①
20
）、
兵
衛
六
郎
（
①
27
、
28
）
兵
衛
七
郎
（
③
１
）

と
い
っ
た
父
親
が
兵
衛
尉
の
官
職
で
あ
っ
た
人
物
を
す
べ
て
時
員
の
長
男
・
太
郎
兵
衛
尉
（
①
15
、
16
）
の
息
子
と
し
て
い
る
が
（
系
図
１
）、
検
討
を
要
す
る
。
な
ぜ
な
ら
時
員
の
弟
・

八
郎
兵
衛
尉
忠
時
（
①
22
～
24
、
27
）
も
兵
衛
尉
の
官
職
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
時
員
の
子
と
忠
時
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。 

（
一
）
南
条
太
郎
兵
衛
尉 

 

『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
の
は
嘉
禎
二
年
の
正
月
の
み
（
①
15
、
16
）
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
記
事
で
太
郎
兵
衛
尉
は
時
員
と
と
も
に
垸
飯
の
馬
引
き
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時

員
の
長
子
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
時
員
の
左
衛
門
尉
任
官
の
時
期
と
時
を
同
じ
く
し
て
兵
衛
尉
に
任
官
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

（
二
）
南
条
七
郎
次
郎 

（
左
衛
門
次
郎
） 

通
称
か
ら
時
員
次
男
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
初
出
と
な
る
寛
喜
元
年
の
的
始
で
は
四
番
の
射
手
を
務
め
て
い
る
（
付
表
３
、
①
11
）。
同
年
九
月
に
は
泰
時
の
命
に
よ
り
京
都
の
右

近
将
監
多
好
方
（
好
氏
カ
）
一
一

の
も
と
に
和
琴
の
秘
曲
を
授
け
て
も
ら
う
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
①
12
）。
七
郎
次
郎
は
母
の
所
労
に
よ
っ
て
途
中
で
帰
参
す
る
が
（
①
13
）、「
武

州
以
二

祗
候
人
等
一

。
去
年
差
二

遣
京
都
一

」
一
二

と
あ
る
よ
う
に
、
泰
時
の
「
祗
候
人
」
と
し
て
京
都
に
遣
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
喜
元
年
以
降
は
二
十
年
以
上
登
場
し
な
い

が
、
建
長
六
年
に
南
条
左
衛
門
次
郎
と
し
て
再
び
登
場
す
る
（
①
26
）。
時
員
が
左
衛
門
尉
に
任
官
す
れ
ば
「
七
郎
次
郎
」
は
「
左
衛
門
次
郎
」
に
な
る
こ
と
、
時
員
以
外
に
新
た
に
左

衛
門
尉
に
任
官
し
た
者
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
七
郎
次
郎
と
左
衛
門
次
郎
は
同
一
人
物
と
し
た
。
康
元
元
年
の
的
調
の
催
促
交
名
に
は
左
衛
門
次
郎
・
兵
衛
六
郎
・
八
郎
兵
衛
尉

の
名
前
が
あ
っ
た
が
（
①
27
）
、
八
郎
兵
衛
尉
と
左
衛
門
次
郎
は
都
合
が
悪
く
辞
退
し
て
い
る
。
辞
退
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
両
者
と
も
こ
の
記
事
が
終
出
と
な
っ
て
い
る
。 

（
三
）
南
条
忠
時
（
八
郎
兵
衛
尉
） 

時
員
の
弟
と
考
え
ら
れ
、
初
出
は
時
員
の
終
出
の
翌
年
・
延
応
元
年
（
①
22
）
で
あ
る
。
史
料
か
ら
は
時
員
と
と
も
に
行
動
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
時
員

が
鎌
倉
で
得
宗
被
官
と
し
て
得
宗
の
側
に
屋
敷
を
構
え
、
ま
た
公
式
行
事
へ
の
参
加
も
多
い
こ
と
か
ら
、
本
拠
地
で
あ
る
伊
豆
国
の
南
条
の
地
や
勲
功
な
ど
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
い
た
所

領
に
は
、
弟
・
忠
時
及
び
自
身
の
子
息
（
太
郎
兵
衛
尉
や
左
衛
門
次
郎
）
を
代
官
と
し
て
現
地
に
派
遣
し
て
い
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。 
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（
四
）
南
条
経
忠
（
兵
衛
次
郎
）・
南
条
兵
衛
六
郎
・
南
条
平
四
郎 

仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
か
ら
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
ま
で
の
十
四
年
間
は
『
吾
妻
鏡
』
に
南
条
氏
が
見
ら
れ
な
い
。
十
四
年
を
経
て
『
吾
妻
鏡
』
に
再
び
そ
の
名
を
見
せ
た
の
は
、

忠
時
と
左
衛
門
次
郎
、
兵
衛
六
郎
で
あ
る
。
①
23
、
26
～
28
は
的
調
の
記
事
で
あ
り
、
彼
ら
が
弓
の
名
手
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
時
に
太
郎
兵
衛
尉
が
存
命
で
あ
れ

ば
、
何
ら
か
の
形
で
再
度
そ
の
名
が
見
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
太
郎
兵
衛
尉
は
早
い
時
期
に
死
去
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
兵
衛
六
郎
は
忠
時
の

子
で
あ
り
、
嘉
禎
三
年
に
時
員
と
と
も
に
時
頼
の
元
服
の
儀
に
参
加
し
て
い
る
経
忠
（
①
20
）
も
「
忠
」
と
い
う
通
字
か
ら
時
員
よ
り
は
忠
時
の
系
統
と
み
ら
れ
、
同
様
に
忠
時
の
子
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
応
元
年
に
忠
時
と
と
も
に
垸
飯
の
儀
に
参
加
し
て
い
る
平
四
郎
（
①
22
）
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
忠
時
の
子
と
し
て
お
き
た
い
。

父
親
の
忠
時
が
鎌
倉
で
公
式
行
事
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
息
子
た
ち
も
公
式
行
事
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
『
吾
妻
鏡
』
に
は
見
ら
れ
な
い
人
物
で
は
あ
る
が
、
兵
衛
六
郎
の
弟
と
み
ら
れ
る
時
光
の
父
・
兵
衛
七
郎
も
忠
時
の
子
と
す
れ
ば
、
時
光
を
中
心
と
す
る
南
条
氏
が
「
時
」「
忠
」

を
通
字
と
し
て
用
い
、
次
節
以
降
で
取
り
上
げ
る
時
員
の
流
れ
と
考
え
ら
れ
る
人
物
は
「
員
」「
直
」
の
字
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
十
分
に
納
得
が
い
く
も
の
に
な
ろ
う
。 

『
吾
妻
鏡
』
に
最
後
に
登
場
す
る
の
は
南
条
新
左
衛
門
尉
頼
員
（
①
29
～
32
）
だ
が
、
頼
員
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。 

 

第
二
節 

北
条
時
輔
「
後
見
」・
南
条
新
左
衛
門
尉
頼
員 

 

一 

南
条
新
左
衛
門
尉
頼
員 

 

「
新
左
衛
門
尉
」
は
一
族
の
中
で
す
で
に
左
衛
門
尉
に
任
官
し
て
い
る
者
が
存
命
の
う
ち
に
任
官
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
時
員
が
存
命
の
う
ち
に
頼
員
は
左
衛
門
尉
に
任
官
し

た
こ
と
に
な
る
。「
頼
」
は
時
頼
の
偏
諱
で
あ
ろ
う
。
初
出
は
正
嘉
元
年
正
月
一
日
条
で
、
将
軍
御
行
始
の
引
出
物
の
三
の
御
馬
を
北
条
時
輔
と
と
も
に
引
い
て
い
る
（
①
29
）。
頼
員
は

『
吾
妻
鏡
』
以
降
も
古
文
書
か
ら
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
史
料
二
に
よ
れ
ば
、
頼
員
は
六
波
羅
探
題
南
方
で
あ
っ
た
北
条
時
輔
の
「
後
見
」
で
あ
り
、
阿
弖
河
庄
の
雑
掌
従
蓮
が
頼

員
の
舅
で
あ
っ
た
と
い
う
一
三

。 
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【
史
料
二
】｢

唯
淨
注
進
状
案｣

（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
八
八
号
）
※
傍
線
部
筆
者 

「
唯
浄
注

（

端

裏

書

カ

）

進
状
阿
弖
河
雑
掌
間
事 

建
治
元
八
七

」 
阿
弖

 

河
庄
新
雑
掌
従
蓮
事 

彼
仁
者
、
相
模
式
部
大
夫

（

北

条

時

輔

）

後
見
南
条
新
左
衛
門
尉
頼
員
舅
、
私
領
一
両
所
帯
レ

之
、
為
レ

慥

 

者
之
條
者
、
年
来
見
及
候
、
前
々
又
於
二

武
家
訓
一

沙
汰
候
畢
、
於
二

入
意
一

者
、

不
レ

可

 

レ

有
二

別
子
細
一

候
歟
、
人
心
難
レ

知
、
向
後
事
者
不
レ

及
レ

申

 

候
、 

頼
員
は
文
永
四
年
に
は
園
城
寺
の
鐘
楼
交
替
の
た
め
に
同
寺
に
赴
い
て
お
り
（
②
１
）、
時
輔
が
文
永
元
年
に
京
都
に
派
遣
さ
れ
て
以
降
、
と
も
に
在
京
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
史

料
三
、
史
料
四
で
は
「
南
条
左
衛
門
尉
」
と
あ
り
、
実
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
頼
員
が
在
京
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
ま
た
い
ず
れ
も
六
波
羅
関
連
の
文
書
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
頼
員
に
比
定
し
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
頼
員
は
少
な
く
と
も
文
永
元
年
か
ら
同
六
年
ま
で
は
在
京
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
蓮
の
娘
と
の
婚
姻
も
お
そ
ら
く
こ
の
京

都
在
住
の
間
に
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

【
史
料
三
】「
六
波
羅
下
知
状
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
四
五
四
号
） 

「
六
波
羅

（

端

裏

書

）

下
知
状
案
文
永
六
年
七
月
五
日
大
番
役
事

」 

若
狭
國

 

太
良
庄
雜
掌
申
、
号
二

大
番
用
途
一

、
令
レ

譴
二

責
段
別
錢
一

之
由
事
、
准
后
御

（

道

助

）

教
書
副
訴
状

、
如
レ

此
、
早
可
レ

被
二

明
申
一

、
仍
執
達
如
レ

件
、 

 
 

文
永
六
年
七
月
五
日 

 

散
位
在
判

（

北

条

時

輔

） 

陸
奥
守
在
判

（

北

条

時

茂

） 

 
 
 

地
頭
殿 

訴
状
裏
書 

 
 

南
條
左
衛
門
尉 

 
 

河
井
右
衛
門
尉 

 
 

高
橋
右
衛
門
尉 

 
 

島
田
兵
衛
五
郎 

【
史
料
四
】「
廣
峯
長
祐
注
進
状
寫
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
八
九
〇
号
） 

播
磨
國
御
家
人
廣
峯
兵
衛
尉
代
子
息
、
治
部
大
夫

自
二

七
月
九
日
一

至
二

八
月
十
九
日
一

、
御
宿
直
令
二

勤
仕
一

畢
、
以
二

此
旨
一

、
可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、 
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文
永
八
月

（
字
脱
カ
）

廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
祐
判 

 
 

南
條
左
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

承
判 

 
 

 
二 
北
条
時
輔
「
後
見
」
の
立
場 

 

時
輔
の
経
歴
に
つ
い
て
は
第
二
部
第
一
章
で
触
れ
た
た
め
省
略
す
る
が
、
時
輔
に
は
後
ろ
盾
と
な
る
べ
き
人
物
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
遠
山
久
也
氏
は
頼
員
に
つ
い
て
「
数
少
な
い
後

見
役
の
存
在
」
と
評
し
て
い
る
一
四

。『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
頼
員
の
活
動
は
、
①
31
を
除
き
、
幕
府
の
公
式
行
事
で
の
馬
引
役
を
時
輔
と
と
も
に
務
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
時
輔
と

と
も
に
馬
を
引
く
役
は
諏
訪
盛
頼
（
諏
訪
盛
重
の
子
）
や
工
藤
光
泰
と
い
っ
た
他
の
得
宗
被
官
が
担
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
頼
員
が
時
輔
の
「
後
見
」
で
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
史
料
か
ら
時
輔
の
「
後
見
」、
そ
し
て
六
波
羅
に
お
け
る
頼
員
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。 

ま
ず
、
史
料
三
は
若
狭
国
太
良
庄
の
雑
掌
よ
り
大
番
役
に
つ
い
て
の
訴
え
が
あ
り
、
当
地
の
地
頭
に
弁
明
を
す
る
よ
う
命
じ
た
六
波
羅
下
知
状
の
案
で
あ
る
。
差
出
書
の
「
散
位
」
は

六
波
羅
探
題
南
方
の
北
条
時
輔
、
「
陸
奥
守
」
は
北
方
の
北
条
時
茂
一
五

で
あ
る
。
南
方
よ
り
も
北
方
の
ほ
う
が
上
位
で
あ
り
、
こ
の
文
書
に
お
い
て
も
日
付
の
下
（
日
下
）
に
署
名
し
て

い
る
時
輔
よ
り
も
時
茂
の
ほ
う
が
上
位
者
で
あ
る
。
頼
員
は
こ
の
文
書
に
添
付
さ
れ
て
い
た
雑
掌
の
訴
状
の
裏
書
に
、
河
合
右
衛
門
尉
・
高
橋
右
衛
門
尉
・
島
田
兵
衛
五
郎
と
と
も
に
署

判
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
四
名
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
氏
に
よ
っ
て
、
頼
員
と
河
合
右
衛
門
尉
は
時
輔
の
家
人
（
被
官
）、
高
橋
右
衛
門
尉
と
島
田
兵
衛
五
郎
は
時
茂
の
家
人
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
六

。 

史
料
四
は
年
が
抜
け
て
い
る
た
め
、
文
永
年
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
み
だ
が
、
播
磨
国
の
御
家
人
広
峰
兵
衛
尉
の
子
息
・
治
部
大
夫
長
祐
の
六
波
羅
で
の
宿
直
勤
仕
が
終
了
し
た

こ
と
を
報
告
し
て
お
り
、
そ
の
宛
先
が
頼
員
と
な
っ
て
い
る
。
六
波
羅
で
は
探
題
北
方
及
び
南
方
そ
れ
ぞ
れ
の
被
官
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
も
と
に
御
家
人
が
奉
行
人
と
し
て
働
い
て
い

る
こ
と
か
ら
一
七

、
頼
員
は
広
峰
長
祐
の
宿
直
勤
仕
終
了
の
報
告
を
時
輔
に
取
り
次
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。 

「
後
見
」
と
い
う
言
葉
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
一
国
一
郡
の
長
や
家
長
な
ど
が
年
少
で
あ
る
と
き
、
そ
の
代
理
と
な
っ
た
り
補
佐
し
た
り
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
」
、

「
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
に
対
す
る
執
権
の
政
治
的
位
置
」
な
ど
の
説
明
が
あ
る
。
得
宗
家
の
「
後
見
」
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
尾
藤
景
綱
が
元
仁
元
年
に
得
宗
家
の
初
代
家
令
と
な
っ

た
こ
と
を
記
す
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
も
「
武
州
後
見
」
と
し
て
お
り
一
八

、
得
宗
家
の
家
政
に
あ
た
る
人
物
に
つ
い
て
も
「
後
見
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
探
題
南
方
と



第 5章 南条氏 

231 

し
て
京
都
へ
赴
く
時
輔
も
被
官
を
伴
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
被
官
の
中
心
者
と
い
う
べ
き
人
物
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
史
料
二
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
頼
員
が
「
相
模
式
部

大
夫
後
見
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
頼
員
は
得
宗
家
公
文
所
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
執
事
」
に
あ
た
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
南
条
氏
は
尾
藤
・
諏

訪
・
平
と
い
っ
た
最
有
力
被
官
で
は
な
い
が
、
得
宗
に
近
侍
す
る
有
力
被
官
の
一
つ
で
あ
り
、
得
宗
庶
子
の
家
政
機
関
の
中
心
に
な
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
頼
員

は
六
波
羅
に
あ
っ
て
は
時
輔
の
被
官
を
率
い
る
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

時
輔
が
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
十
五
日
に
北
方
の
北
条
（
赤
橋
）
義
宗
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
た
際
に
、
頼
員
が
六
波
羅
に
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
以
降
も
南
条
氏

は
依
然
と
し
て
得
宗
被
官
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
頼
員
や
南
条
氏
一
族
が
何
ら
か
の
処
罰
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
頼
員
は
時
輔
の
被
官
に
な
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
得
宗
被
官
」
と
し
て
時
輔
の
後
見
に
あ
た
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

三 

頼
員
の
南
条
氏
系
図
に
お
け
る
位
置
付
け 

 

そ
れ
で
は
頼
員
の
南
条
氏
系
図
で
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
前
節
で
述
べ
た
通
り
、
時
員
の
次
男
で
あ
る
左
衛
門
次
郎
は
建
長
六
年
に
再
び
登
場
し
て
お
り
（
①
26
）、

時
員
の
弟
・
忠
時
が
時
員
の
跡
を
継
い
だ
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
時
員
の
後
継
者
は
、
左
衛
門
尉
に
任
官
し
、
通
字
に
「
員
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
頼
員
で
あ
ろ
う
。
頼
員
は
登

場
時
す
で
に
左
衛
門
尉
に
任
官
し
て
い
る
た
め
、
時
員
と
の
続
柄
は
一
見
し
て
不
明
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、
左
衛
門
次
郎
と
頼
員
は
前
後
し
て
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
か
ら
、
左
衛
門
次
郎
と
頼
員
を
同
一
人
物
と
し
た
一
九

。
し
か
し
、
頼
員
が
時
頼
の
「
頼
」
を
偏
諱
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
左
衛
門
次
郎
の
子
が
頼
員
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
頼
員
は
時
員
の
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
左
衛
門
次
郎
の
終
出
記
事
は
的
調
へ
の
催
促
を
辞
退
し
た
と
い
う
も
の
（
①
27
）
だ
が
、
左
衛
門
次
郎
自
身
は
任
官
せ

ず
子
の
頼
員
が
左
衛
門
尉
に
任
官
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

第
一
節
と
第
二
節
で
考
察
し
て
き
た
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
南
条
氏
を
系
図
に
し
た
も
の
が
系
図
２
で
あ
る
。
時
忠
の
子
と
し
て
第
三
節
で
扱
う
南
条
兵
衛
七
郎
と
史
料
か
ら
そ
の

存
在
が
窺
え
る
南
条
兵
衛
九
郎
は
加
え
た
が
、
小
野
氏
作
成
の
系
図
（
系
図
１
）
に
見
ら
れ
る
七
郎
三
郎
や
兵
衛
三
郎
～
兵
衛
五
郎
ま
で
は
史
料
で
確
認
で
き
る
人
物
で
は
な
く
、
小
野

氏
が
推
察
に
よ
っ
て
加
え
た
人
物
で
あ
る
た
め
入
れ
て
い
な
い
。 
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第
三
節 

鎌
倉
時
代
後
期
の
南
条
氏 

 

一 

頼
員
以
降
の
得
宗
被
官
南
条
氏 

 

続
い
て
頼
員
以
降
の
南
条
氏
に
つ
い
て
考
察
し
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
得
宗
被
官
南
条
氏
嫡
流
筋
の
系
図
の
復
元
を
試
み
た
い
。 

（
一
）
南
条
宗
直
（
二
郎
〈
次
郎
〉
左
衛
門
尉
・
左
衛
門
入
道
性
延
） 

南
条
二
郎
左
衛
門
尉
は
建
治
三
年
の
北
条
貞
時
の
元
服
の
儀
に
陸
奥
十
郎
と
と
も
に
三
の
御
馬
を
献
じ
て
い
る
（
②
６
）。
正
応
五
年
と
正
応
六
年
に
醍
醐
寺
の
僧
・
親
玄
の
も
と
に
貞

時
の
使
い
と
し
て
訪
問
し
て
い
る
南
条
二
郎
左
衛
門
尉
（
②
７
～
９
）
も
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
郎
左
衛
門
尉
に
つ
い
て
、
親
玄
は
「
上
野
阿
闍
梨
イ
ト
コ
」
と
記
し
て
い
る
（
②

８
）。
ま
た
、
醍
醐
寺
報
恩
院
中
の
釈
迦
院
の
僧
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
『
常
楽
記
』
正
中
二
年
十
二
月
廿
二
日
条
に
は
南
条
左
衛
門
入
道
が
七
十
八
歳
で
死
去
し
た
と
あ
り

（
②
23
）
、
没
年
か
ら
逆
算
す
る
と
左
衛
門
入
道
は
北
条
時
輔
と
同
じ
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
頼
員
は
時
輔
の
後
見
で
あ
り
、
時
輔
よ
り
は
年
長
で

あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
人
物
が
頼
員
で
あ
る
可
能
性
は
低
く
、
世
代
的
に
頼
員
の
子
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
南
条
左
衛
門
入
道
」
と
「
南
条
二
郎
左
衛
門
尉
」
は
醍
醐
寺
の

僧
に
と
っ
て
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
物
の
可
能
性
が
高
い
。 

「
当
社
記
録
」
に
鶴
岡
八
幡
宮
の
評
定
衆
の
一
人
と
し
て
見
ら
れ
る
南
条
左
衛
門
入
道
性
延
（
②
18
）、「
供
養
記
」
で
砂
金
五
十
両
、
銀
剣
一
振
を
供
養
し
て
い
る
南
条
左
衛
門
入
道

（
②
21
）
も
、
南
条
二
郎
左
衛
門
尉
が
貞
時
の
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
の
死
に
際
し
て
出
家
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
同
一
人
物
と
し
、
法
名
が
「
性
延
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
し
た
が
っ
て｢

大
斉
番
文｣

や
「
鳥
餅
日
記
」
の
南
条
左
衛
門
尉
（
②
12
、
13
）、
熊
野
の
悪
党
鎮
圧
の
た
め
東
使
と
し
て
上
洛
し
た
南
条
左
衛
門
尉
（
②
14
）
も
同
一
人
物
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
②
６
～
９
、
12
～
14
、
18
、
21
が
同
一
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

俗
名
に
つ
い
て
は
『
太
平
記
』
に
見
え
る
「
宗
直
」
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。『
太
平
記
』
で
は
正
中
の
変
に
お
い
て
長
崎
四
郎
左
衛
門
と
南
条
次
郎
左
衛
門
尉
宗
直
が
東
使

と
し
て
上
洛
し
、
日
野
資
朝
・
俊
基
両
人
を
捕
ら
え
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
②
22
）
が
、
第
二
部
第
四
章
で
も
論
じ
た
通
り
、
こ
の
時
の
東
使
は
史
実
で
は
工
藤
右
衛
門
二
郎

と
諏
訪
三
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
。
長
崎
四
郎
左
衛
門
と
南
条
次
郎
左
衛
門
尉
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
東
使
は
元
弘
の
変
の
際
の
長
崎
孫
四
郎
左
衛
門
尉
・
南
条
次
郎
左
衛
門
尉
の
こ
と
で
あ

る
（
②
28
）
。
し
か
し
、「
宗
」
が
明
ら
か
に
時
宗
の
偏
諱
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
元
弘
元
年
に
東
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
は
以
下
で
述
べ
る
貞
直
か
高
直
の
可
能
性
が
高
い
。
だ
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が
、「
直
」
の
字
は
頼
直
や
以
下
で
述
べ
る
貞
直
・
高
直
と
共
通
し
、
貞
直
、
高
直
と
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貞
直
の
父
は
宗
直
と
い
う
名
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、
南
条
氏

嫡
流
の
人
物
で
「
二
郎
左
衛
門
尉
」
で
あ
っ
た
性
延
の
俗
名
は
「
宗
直
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

（
二
）
南
条
頼
直
（
四
郎
左
衛
門
尉
） 

一
番
引
付
奉
行
人
と
し
て
名
を
連
ね
（
②
15
）
、「
供
養
記
」
で
は
銀
剣
一
振
を
供
養
し
て
い
る
南
条
四
郎
左
衛
門
入
道
（
②
21
）
が
頼
直
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
進
一
氏
は
正
応
五
年
（
一

二
九
二
）
閏
十
月
の
評
定
所
の
奉
行
人
と
し
て
も
「
南
条
頼
直
」
を
挙
げ
て
い
る
二
〇

。
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
史
料
は
近
年
刊
行
さ
れ
た
『
朽
木
家
文
書
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
二
一

、

そ
こ
で
は
文
書
名
を
「
六
波
羅
奉
行
人
連
署
裏
封
案
」、
年
号
は
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）、「
左
衛
門
尉
頼
直
」
に
関
し
て
は
比
定
者
を
松
田
左
衛
門
尉
頼
直
と
し
て
い
る
。
年
号
に
つ
い

て
は
正
応
五
年
の
閏
月
は
閏
六
月
で
あ
り
、
閏
月
が
十
月
で
あ
っ
た
正
和
五
年
の
ほ
う
が
正
し
い
。 

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
少
な
く
と
も
南
条
四
郎
左
衛
門
尉
頼
直
と
松
田
八
郎
左
衛
門
尉
頼
直
と
い
う
同
官
職
・
同
名
の
人
物
が
存
在
す
る
。
問
題
の
文
書
を
除
く
と
、
松
田
頼
直
は
弘

安
九
年
の
「
春
日
御
幸
行
列
次
第
」
二
二

と
、
嘉
元
三
年
の
「
倉
栖
兼
雄
書
状
」
二
三

に
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
松
田
頼
直
は
出
京
し
た
と
あ
る
か
ら
、
京
都
に
い
た
人
物
ら
し
い
。
正
和

五
年
の
文
書
は
「
六
波
羅
奉
行
人
」
と
あ
る
よ
う
に
、
京
都
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
場
合
は
南
条
頼
直
よ
り
松
田
頼
直
の
ほ
う
が
比
定
者
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。 

以
降
の
南
条
氏
嫡
流
と
見
ら
れ
る
人
物
は
「
直
」
を
通
字
と
し
て
い
る
が
、｢

大
斉
番
文｣

や｢

供
養
記｣

を
見
る
限
り
、
頼
直
の
立
場
は
性
延
（
宗
直
）
よ
り
下
で
あ
る
。
従
っ
て
、
頼

直
も
頼
員
の
子
で
、
性
延
の
弟
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。「
頼
」
は
時
頼
の
偏
諱
で
は
な
く
、
父
親
の
頼
員
の
一
字
な
の
で
あ
ろ
う
。 

（
三
）
南
条
貞
直
（
左
衛
門
尉
） 

延
慶
三
年
に
信
忠
を
鶴
岡
八
幡
宮
社
務
職
に
補
任
す
る
た
め
の
使
者
と
し
て
、
正
和
五
年
に
は
摂
津
刑
部
大
輔
入
道
子
息
・
鑑
厳
の
鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
職
補
任
に
あ
た
っ
て
高
時
の
使

者
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
②
16
・
17
）
。
貞
直
も
や
は
り
得
宗
貞
時
の
一
字
を
偏
諱
と
し
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
性
延
の
子
で
あ
ろ
う
。 

（
四
）
南
条
高
直
（
新
左
衛
門
尉
・
次
郎
左
衛
門
尉
） 

『
太
平
記
』
で
は
正
中
三
年
に
六
波
羅
で
捕
ら
え
ら
れ
、
再
び
関
東
に
送
ら
れ
て
き
た
日
野
俊
基
を
受
け
取
り
、
諏
訪
左
衛
門
尉
に
預
け
て
い
る
（
②
24
）。
そ
し
て
赤
橋
守
時
を
総

大
将
と
し
て
洲
崎
に
向
か
っ
た
武
蔵
・
相
模
・
出
羽
・
奥
州
勢
六
万
余
騎
の
侍
大
将
と
し
て
（
②
29
）、「
大
将
す
で
に
御
自
害
あ
る
上
は
、
士
卒
た
れ
が
た
め
に
命
を
惜
し
む
べ
き
」
と

言
っ
て
自
害
し
て
い
る
二
四

。
『
太
平
記
』
以
外
の
高
直
の
活
動
に
注
目
す
る
と
、
元
徳
二
年
の
的
始
で
は
一
番
筆
頭
の
射
手
を
務
め
て
お
り
（
②
26
）、
こ
の
時
の
表
記
が
「
南
条
新
左

衛
門
尉
高
直
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
弘
年
中
に
長
崎
高
頼
の
宿
所
が
放
火
さ
れ
た
際
に
宿
所
が
炎
上
し
て
し
ま
っ
た
「
南
条
新
左
衛
門
尉
」
は
高
直
に
比
定
で
き
る
（
②
27
）。
ま
た
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『
鎌
倉
裏
書
』
の
記
事
か
ら
「
次
郎
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
（
②
28
）。
貞
直
の
子
で
あ
り
、「
高
」
の
字
は
や
は
り
高
時
の
偏
諱
で
あ
ろ
う
。 

（
五
）
南
条
景
宗
（
弥
次
郎
）・
南
条
小
次
郎
・
南
条
孫
次
郎 

 

景
宗
は
的
始
で
確
認
で
き
る
人
物
（
②
19
）
で
、
小
次
郎
と
孫
次
郎
は｢

供
養
記｣

で
確
認
で
き
る
（
付
表
８
Ｆ
、
②
21
）。
い
ず
れ
も
父
親
が
次
郎
で
、
な
お
か
つ
官
職
を
持
っ
て
い

な
い
人
物
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
次
郎
と
孫
次
郎
は
親
子
で
あ
ろ
う
。
系
図
の
中
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
～
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）

と
い
う
短
い
期
間
に
三
人
の
「
次
郎
」
が
得
宗
被
官
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

（
六
）
南
条
中
務
丞 

 

嘉
元
三
年
の
嘉
元
の
乱
で
は
北
条
時
村
の
討
手
の
一
人
・
岩
田
四
郎
左
衛
門
尉
宗
家
の
身
柄
を
相
模
守
北
条
師
時
に
預
け
る
使
者
と
な
り
（
②
11
）、｢

大
斉
番
文｣

に
も
見
え
る
（
②
12
）。

他
の
得
宗
被
官
家
の
場
合
と
同
様
に
庶
流
の
人
物
と
推
察
で
き
る
が
、
系
図
に
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
鎌
倉
時
代
後
期
の
得
宗
被
官
南
条
氏
を
系
図
に
す
る
と
系
図
３
の
よ
う
に
な
る
。 

 

二 

南
条
兵
衛
七
郎
と
南
条
時
光 

 

【
史
料
五
】「
得
宗
家
公
文
所
奉
書
」（
大
石
寺
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』、
二
二
八
六
〇
号
）
※
返
り
点
筆
者 

富
士
上
方
上
野
郷
一
分
給
主
新
田

（
重
綱
）

五
郎
後
家
尼
蓮
阿
申
所
当
米
以
下
公
事
事
、
訴
状
如
レ

此
、
子
細
見
レ

状
、
早
可
レ

被
二

弁
申
一

之
由
候
也
、
仍
執

 

達
如
レ

件
、 

 
 
 

徳
治
二
年
二
月
十
七
日 

 
 

僧 
 
 

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
衛
門
尉
（
花
押
） 

 
 
 
 

南
条
七
郎
二
郎

（

時

光

）

殿 
 

こ
れ
は
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
に
得
宗
家
公
文
所
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
、
蓮
阿
の
所
当
米
（
年
貢
米
）
以
下
の
公
事
（
年
貢
以
外
の
雑
役
・
夫
役
等
）
に
つ
い
て
の
訴
状
を
時
光

に
伝
え
、
速
や
か
に
弁
明
す
る
よ
う
に
、
と
の
問
状
（
訴
状
を
受
け
て
論
人
に
弁
明
を
求
め
る
文
書
）
の
得
宗
家
公
文
所
奉
書
で
あ
る
二
五

。
訴
人
の
新
田
五
郎
（
重
綱
）
後
家
尼
蓮
阿
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
時
光
の
腹
違
い
の
姉
で
あ
り
日
目
の
母
で
あ
る
。
な
お
、
署
名
の
「
僧
」
と
「
左
衛
門
尉
」
と
い
う
の
は
得
宗
被
官
で
、「
左
衛
門
尉
」
に
関
し
て
は
諏
訪
宗
秀
（
直
性
）
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に
比
定
さ
れ
て
い
る
二
六

。
得
宗
領
に
お
け
る
相
論
は
得
宗
家
公
文
所
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
る
二
七

こ
と
か
ら
、
上
野
郷
が
得
宗
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

史
料
五
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
蓮
阿
が
上
野
郷
の
「
一
分
給
主
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
系
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
は
上
野
郷
が
得
宗
領
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
、

こ
の
「
一
分
給
主
」
と
い
う
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）、
北
条
時
宗
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
得
宗
家
の
法
令
で
、「
給
主
」
や
「
寄

子
」
が
年
貢
や
公
事
を
対
捍
し
た
場
合
の
処
罰
に
つ
い
て
定
め
た
史
料
六
で
あ
る
。 

【
史
料
六
】「
恒
例
臨
時
公
事
間
事
」（「
追
加
法
」
四
九
〇
） 

 
 
 
 

御
判
有
レ

之 

一 

恒
御

内

例
臨
時
公
事
間
事
、
或
就
二

政
所
一

、
或
定
二

頭
人
一

、
被
二

仰
下
一

之
所
、
給
主
並

寄
子
等
、
称
レ

令
二

対
捍
一

、
不
レ

遣
二

其
道
一

之
条
無
レ

謂
、
然
者
頭
人
並

政
所
先
致
二

沙

汰
一

、
可
レ

注
二

申
子
細
一

、
寄
子
並

給
主
等
、
背
二

彼
催
促
一

、
致
二

自
由
対
捍
一

者
、
随
二

公
事
之
体
一

、
可
レ

被
レ

付
二

寄
子
所
帯
於
頭
人
一

、
次
政
所
経
二

公
用
一

事
、
於
二

別
納
之

地
一

者
、
可
レ

被
レ

落
二

例
郷
一

、
至
二

例
郷
一

者
、
可
レ

付
二

政
所
一

、
但
以
二

不
実
一

於
二

注
申
一

者
、
政
所
頭
人
可
レ

有
二

其
咎
一

之
状
如
レ

件
、 

 
 
 

弘
安
六
年
四
月 

 

日 

史
料
六
か
ら
、
「
給
主
」
・「
寄
子
」
は
そ
れ
ぞ
れ
年
貢
や
公
事
を
納
め
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
政
所
」
と
は
、
全
国
に
広
が
る
膨
大
な
得
宗
領
（
多
く
は
地
頭
職
）

に
設
置
さ
れ
、
公
文
所
の
管
理
の
も
と
年
貢
・
公
事
の
徴
収
な
ど
の
得
宗
領
経
営
に
あ
た
っ
た
機
関
で
、
公
文
所
や
政
所
の
運
営
に
あ
た
る
の
も
得
宗
被
官
で
あ
る
。
そ
し
て
「
給
主
」

は
政
所
の
統
制
の
も
と
、
所
領
を
知
行
し
、
年
貢
・
公
事
納
入
の
義
務
を
負
っ
た
。
一
方
「
寄
子
」
は
得
宗
家
の
仏
事
供
養
に
伴
う
費
用
を
徴
収
す
る
必
要
が
生
じ
た
際
に
定
め
ら
れ
る

制
度
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
二
八

。
こ
の
史
料
六
に
よ
っ
て
（
Ａ
）
給
主
が
直
接
公
文
所
に
年
貢
・
公
事
を
納
入
す
る
「
別
納
」、（
Ｂ
）
政
所
の
下
で
給
主
が
年
貢
・
公
事
を
納
入
す
る
「
例

郷
」、
（
Ｃ
）
政
所
が
直
接
年
貢
や
公
事
を
徴
収
す
る
所
領
、
と
い
う
三
種
類
の
年
貢
・
公
事
徴
収
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
野
郷
は
（
Ｂ
）
の
「
例
郷
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
富
士
上
方
の
政
所
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
が
、
富
士
下
方
（
現
静
岡
県
富
士
市
）
に
つ
い
て
は
「
富
士
下
方
政
所
代
兵
衛
六
郎
殿
」
二
九

、「
下
方
の
政
所
代
」
三
〇

な
ど
の

記
述
が
史
料
に
見
ら
れ
、
政
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
上
方
に
も
政
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

時
光
に
関
す
る
史
料
に
時
光
が
地
頭
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
駿
河
国
富
士
上
方
成
出
郷
（
現
在
の
小
泉
地
区
内
若
宮
を
含
む
一
帯
と
さ
れ
る
）
の
南
条
平

七
郎
も
成
出
郷
の
給
主
で
あ
っ
た
（
④
２
）
こ
と
か
ら
、
時
光
の
上
野
郷
の
領
有
形
態
は
地
頭
で
は
な
く
、「
給
主
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
時
光
を
中
心
と
す
る
南
条
氏
の
系
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 



第 5章 南条氏 

236 

（
一
）
南
条
行
増
（
兵
衛
七
郎
）・
南
条
時
光
（
七
郎
次
郎
・
次
郎
左
衛
門
尉
・
左
衛
門
入
道
大
行
）・
七
郎
五
郎 

時
光
の
母
は
松
野
六
郎
左
衛
門
入
道
の
娘
で
あ
る
三
一

。
松
野
氏
の
本
拠
地
と
み
ら
れ
る
駿
河
国
富
士
郡
松
野
郷
は
時
光
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
上
野
郷
下
条
（
現
在
の
妙

蓮
寺
）
と
は
川
を
挟
ん
で
隣
接
し
て
い
る
。
こ
の
地
理
的
な
繋
が
り
か
ら
み
て
、
こ
の
婚
姻
は
時
光
の
父
・
兵
衛
七
郎
が
上
野
郷
に
移
住
し
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ

る
。
兵
衛
七
郎
が
日
蓮
に
帰
依
し
た
の
は
、
父
・
八
郎
兵
衛
尉
忠
時
や
兄
・
兵
衛
六
郎
と
と
も
に
鎌
倉
に
い
た
頃
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
頼
員
が
左
衛
門
尉
に
任
官
し
、
正
式
に
時
員
の

後
継
者
と
な
っ
た
こ
と
で
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
前
後
に
は
忠
時
系
統
の
人
物
は
、
再
び
各
地
の
所
領
に
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
所
領
の
一

つ
が
兵
衛
七
郎
、
時
光
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
駿
河
国
の
上
野
郷
で
あ
り
、
成
出
郷
給
主
南
条
平
七
郎
、
日
蓮
の
書
状
が
残
る
南
条
九
郎
太
郎
の
存
在
（
③
25
）
三
二

な
ど
か
ら
、
兵

衛
七
郎
と
同
時
期
に
駿
河
国
に
移
住
し
て
き
た
忠
時
の
子
は
他
に
も
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

兵
衛
七
郎
へ
の
日
蓮
書
状
は
文
永
元
年
の
も
の
三
三

が
一
通
伝
わ
る
の
み
だ
が
、
兵
衛
七
郎
の
死
後
も
日
蓮
は
時
光
や
母
な
ど
に
宛
て
た
書
状
で
「
故
上
野
殿
」
と
兵
衛
七
郎
の
こ
と
に

触
れ
て
い
る
。
ま
た
日
蓮
の
書
状
に
よ
っ
て
兵
衛
七
郎
の
死
去
の
時
、
ま
だ
母
の
胎
内
に
い
た
時
光
の
弟
七
郎
五
郎
の
没
年
が
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
の
九
月
五
日
、
享
年
十
六
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
か
ら
三
四

、
兵
衛
七
郎
の
没
年
は
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
ご
ろ
と
推
定
で
き
る
。 

時
光
の
兄
弟
は
同
腹
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
五
郎
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
は
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
三
五

。
た
だ
し
五
郎
死
去
の
際
、
日
蓮
が
母
親
に
宛
て
た
書
状
で
「
二
人
の
を
の
こ

ご
に
こ
そ
に
な
わ
れ
め
と
た
の
も
し
く
思
ひ
候
い
つ
る
に
」三
六

と
兄
弟
が
二
人
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
兄
弟
に
つ
い
て
は
早
死
し
た
か
同
腹
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

時
光
の
姉
妹
に
は
、
新
田
四
郎
信
綱
に
嫁
い
だ
姉
三
七

、
新
田
五
郎
重
綱
に
嫁
い
だ
姉
（
蓮
阿
）
三
八

、
そ
し
て
「
分
与
帳
」
か
ら
石
川
新
兵
衛
入
道
道
念
に
嫁
い
だ
姉
（
重
須
殿
女
房
）
三
九

が
確
認
で
き
る
。 

兵
衛
七
郎
の
娘
た
ち
の
婚
姻
が
い
つ
の
頃
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
重
綱
の
五
男
で
あ
る
日
目
が
生
ま
れ
た
の
が
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
と
す
れ
ば
、
新
田
重
綱
と
蓮
阿

の
婚
姻
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
光
の
死
が
「
妙
蓮
寺
過
去
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
正
慶
元
年
五
月
一
日
に
七
十
四
歳
で
死
去
し
た
の
だ
と
す
る
と
（
④
15
）、

没
年
か
ら
逆
算
す
る
と
正
元
元
年
の
誕
生
と
な
り
、
兵
衛
七
郎
死
去
の
時
、
時
光
は
ま
だ
七
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
時
光
と
日
目
は
あ
ま
り
年
の
変
わ
ら
ぬ
叔
父
・
甥
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
逆
に
時
光
と
姉
・
蓮
阿
と
は
大
分
歳
が
離
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
兵
衛
七
郎
と
時
光
の
母
と
の
婚
姻
が
上
野
郷
移
住
後
で
あ
る
と
す
る
と
、

蓮
阿
は
兵
衛
七
郎
が
鎌
倉
、
も
し
く
は
伊
豆
南
条
に
在
住
し
て
い
た
頃
の
死
別
、
も
し
く
は
離
縁
し
た
先
妻
と
の
娘
の
可
能
性
が
あ
る
。
新
田
重
綱
の
兄
と
思
わ
れ
る
信
綱
に
嫁

い
だ
姉
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
石
川
新
兵
衛
尉
に
嫁
い
だ
姉
は
、
石
川
氏
が
駿
河
国
重
須
の
地
頭
で
あ
る
四
〇

た
め
、
兵
衛
七
郎
が
上
野
郷
に
移
住
し
て
以
後
の
婚
姻
と
考
え
ら
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れ
る
が
、
時
光
と
同
腹
の
姉
か
ど
う
か
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
。 

史
料
五
の
宛
名
は
時
光
が
無
官
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
南
条
七
郎
二
郎
殿
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
直
後
の
延
慶
二
年
二
月
二
十
三
日
の
時
光
自
筆
の
譲
状
で
は
「
左
衛
門
尉
時
光
」

と
署
名
し
て
い
る
（
④
６
）
の
で
、
こ
の
間
に
左
衛
門
尉
に
任
官
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
二
）
南
条
時
忠
（
左
衛
門
次
郎
）・
南
条
左
衛
門
三
郎 

 

時
忠
は
時
光
の
嫡
子
と
し
て
、
駿
河
国
上
方
荘
上
野
郷
や
同
国
の
麻
機
の
地
、
相
模
国
山
内
庄
舞
岡
郷
の
屋
敷
、
丹
波
国
小
椋
庄
の
在
家
な
ど
を
譲
ら
れ
て
い
た
が
（
④
６
、
７
、
９
）、

正
中
三
年
に
は
死
去
し
て
い
た
こ
と
が
、
同
年
の
「
南
条
時
光
大
行
譲
状
案
」
四
一

に
「
故
次
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。 

 

左
衛
門
三
郎
は
時
光
三
男
で
、
延
慶
二
年
に
時
光
よ
り
伊
豆
国
南
条
の
南
方
武
正
名
の
一
部
を
譲
ら
れ
て
い
る
（
④
６
）。
時
忠
死
後
の
正
中
三
年
、
同
譲
状
の
奥
書
に
武
正
名
に
つ
い

て
は
延
慶
二
年
の
譲
状
に
任
せ
て
相
違
な
く
知
行
す
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
が
（
④
12
）、
時
忠
死
去
の
後
も
家
督
は
継
い
で
い
な
い
こ
と
、
時
光
が
時
忠
へ
の
譲
状
で
「
三
郎
の
母
」
と

明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
庶
子
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
南
条
の
地
を
譲
ら
れ
て
い
る
点
や
、
三
郎
の
母
に
は
上
野
郷
の
譲
り
が
あ
る
四
二

な
ど
、
特
別
な
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。 

（
三
）
南
条
時
綱
（
左
衛
門
五
郎
） 

 

正
慶
元
年
の
甥
節
房
丸
へ
の
譲
状
四
三

、
及
び
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の
「
南
条
時
綱
置
文
」
四
四

に
も
「
平
時
綱
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、
日
興
が
時
綱
に
授
与
し
た
本
尊
の
脇
書
に
「
南

条
□
□
五
郎
時
綱
」
と
あ
る
四
五

こ
と
、
「
日
興
遷
化
次
第
写
」
の
南
条
氏
の
中
で
時
光
の
後
家
督
を
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
御
影
を
持
ち
参
列
し
て
い
る
左
衛
門
五
郎
で
あ
り
、
他

の
何
名
か
と
と
も
に
花
を
持
ち
参
列
し
て
い
る
左
衛
門
四
郎
よ
り
も
立
場
が
上
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
家
督
を
継
い
だ
の
で
あ
れ
ば
時
綱
は
「
五
郎
」
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
駿
河
国

の
小
泉
久
遠
寺
と
安
房
妙
本
寺
の
創
建
に
関
す
る
「
久
妙
両
山
略
縁
記
」
四
六

は
時
綱
を
左
衛
門
尉
及
び
四
郎
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
記
録
で
は
時
光
も
「
南
条
修
理
大
夫
平
時
光
」

と
さ
れ
る
な
ど
官
職
の
間
違
い
が
多
く
、
信
憑
性
の
あ
る
史
料
と
は
言
い
難
い
。 

「
日
興
遷
化
次
第
」
に
は
他
に
も
、
南
条
一
族
の
参
列
者
と
し
て
左
衛
門
太
郎
、
左
衛
門
三
郎
、
左
衛
門
四
郎
、
左
衛
門
五
郎
、
左
衛
門
七
郎
、
七
郎
若
宮
、
彦
太
郎
と
い
っ
た
人
々

の
名
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
妙
蓮
寺
過
去
帳
」
に
は
、
妙
蓮
寺
二
代
住
持
日
相
（
幼
名
乙
若
）、
同
三
代
住
持
日
眼
（
幼
名
乙
次
）
が
時
光
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

（
四
）
時
光
の
娘 

時
光
の
娘
に
は
、
駿
河
国
の
阿
原
郷
に
嫁
い
だ
娘
（
阿
原
郷
の
御
前
）
四
七

、
乙
松
、
乙
一
四
八

が
確
認
で
き
る
。
そ
の
他
日
道
の
母
（
新
田
頼
綱
室
）
四
九

、
日
行
の
母
（
加
賀
野
氏
室
）
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も
時
光
の
娘
と
さ
れ
て
い
る
五
〇

が
、
古
文
書
等
の
史
料
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
阿
原
郷
の
御
前
に
つ
い
て
は
堀
氏
・
小
野
氏
は
時
光
の
妹
と
し
て
い
る
五
一

が
、
彼
女
の
娘
で
あ
る

鬼
鶴
が
時
光
の
こ
と
を
「
お
ゝ
ち
」
（
祖
父
）
と
表
記
し
て
い
る
点
や
、
日
道
が
鬼
鶴
の
養
父
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
光
の
妹
で
は
矛
盾
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
養
父
新
田

伯
耆
阿
闍
梨
御
房
と
は
先
述
し
た
時
光
姉
の
蓮
阿
と
新
田
重
綱
と
の
間
に
生
ま
れ
た
頼
綱
の
子
息
で
、
日
目
の
あ
と
大
石
寺
の
住
持
と
な
っ
た
日
道
の
こ
と
で
あ
る
五
二

。
時
光
が

鬼
鶴
へ
譲
状
を
書
い
た
元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）
に
時
光
は
七
三
歳
で
あ
り
、
妹
だ
と
す
れ
ば
阿
原
口
御
前
も
六
十
代
後
半
～
七
十
代
前
半
、
そ
の
娘
も
四
十
～
五
十
代
に
は
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
日
道
が
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
の
生
ま
れ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
鬼
鶴
が
時
光
の
姪
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
道
と
鬼
鶴
の
年
齢
は
あ
ま
り
変
わ
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
っ
て
阿
原
口
郷
に
嫁
い
だ
の
は
、
時
光
の
娘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

三 

相
論
関
連
文
書
に
見
る
南
北
朝
期
の
南
条
氏 

 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
に
伴
い
膨
大
な
得
宗
領
は
没
収
さ
れ
、
各
地
で
新
た
に
地
頭
と
し
て
補
任
さ
れ
た
者
と
従
来
の
所
有
者
と
の
間
で
所
領
を
巡
る
争
い
が
起
こ
り
、
そ
の
処
理
は
建
武
政

権
の
混
乱
を
招
い
た
。
南
条
氏
の
中
で
も
親
族
間
や
新
た
な
権
利
者
と
の
間
で
頻
繁
に
訴
訟
が
起
き
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
譲
状
だ
け
で
は
な
く
、
相
論
関
係
の
史
料
が
数
点
残
っ
て

い
る
。
相
論
に
関
わ
る
史
料
は
利
害
関
係
が
絡
む
た
め
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
相
論
関
連
文
書
に
見
え
る
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 

（
一
）
南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
と
南
条
節
丸
の
相
論 

ま
ず
一
つ
目
は
、
時
光
の
孫
同
士
の
相
論
で
、
相
論
の
手
続
き
の
た
め
の
文
書
の
案
文
が
残
っ
て
い
る
。
史
料
七
は
年
号
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
史
料
八
と
同
様
に
暦
応
元
年
（
一

三
三
八
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
小
野
氏
は
高
直
を
時
光
の
長
男
と
し
、
高
光
を
高
直
の
子
と
し
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
高
直
は
南
条
氏
嫡
流
筋
の
人
物
で
あ
る
た
め
時
光
の
子

で
も
な
く
、
ま
し
て
高
光
の
父
親
で
は
な
い
。
論
人
の
節
丸
は
時
綱
の
甥
で
、
正
慶
元
年
に
時
綱
よ
り
上
野
郷
の
在
家
一
宇
を
譲
ら
れ
て
い
る
（
④
16
）。
時
忠
の
子
と
す
る
説
が
有
力

だ
が
五
三

、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
節
丸
が
時
光
の
孫
で
あ
る
根
拠
は
、
時
綱
が
同
譲
状
に
「
お
い
せ
ち
は
う
丸
（
甥
節
房
丸
）」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。 

【
史
料
七
】「
心
玄
請
文
案
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
八
八
五
号
）
※
返
り
点
筆
者 

南
条
節
丸
申
富
士
上
方
上
野
郷
内
在
家
田
畠
等
事
、
就
二

訴
人
高
光
申
状
一

、
両
度
相
触
之
処
、
去
月
十
九
日
、
節
丸
請
文
如
レ

此
候
、
而
於
二

当
御
奉
行
之
手
一

、
以
二

違
背
之
篇
一

、

被
レ

逢
二

御
沙
汰
一

、
可
レ

被
レ

付
二

知
行
於
彼
高
光
一

之
由
、
節
丸
嘆
申
候
、
不
レ

被
レ

究
二

御
沙
汰
一

、
未
尽
二

御
成
敗
一

候
者
、
定
後
訴
難
二

断
絶
一

候
哉
、
得
二

御
意
一

可
レ

有
二

御
披
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露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 

十
月
九

（
暦
応
元
年
カ
）

日 
 
 

沙
弥
心
玄
在
判 

進
上 
伊
達
蔵
人
五
郎
殿 

相
論
は
上
野
郷
内
在
家
田
畠
等
に
つ
い
て
、
節
丸
を
高
光
が
訴
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。
高
光
の
訴
え
を
受
理
し
た
室
町
幕
府
は
奉
行
人
を
定
め
、
駿
河
国
守
護
（
今
川
範
国
）
を
通
じ
、

節
丸
へ
申
状
（
訴
状
）
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
弁
明
も
し
く
は
出
頭
を
命
じ
る
五
四

。
史
料
七
に
よ
れ
ば
、
守
護
の
命
を
受
け
た
心
玄
が
、
両
度
（
二
度
）
節
丸
に
対
し
て
弁
明
を
求
め

た
（
二
度
目
は
催
促
）
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
節
丸
か
ら
の
返
答
は
な
か
な
か
来
な
か
っ
た
よ
う
で
、
去
月
、
つ
ま
り
九
月
十
九
日
に
な
っ
て
や
っ
と
節
丸
の
請
文
が
到
着
し
た
ら

し
い
。
し
か
し
、「
以
二

違
背
之
篇
一

、
被
レ

逢
二

御
沙
汰
一

」
と
あ
る
通
り
、
節
丸
が
陳
状
（
請
文
）
を
出
さ
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
、
高
光
に
知
行
さ
せ
る
と
の
判
決
が
出
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
判
決
に
対
し
て
節
丸
が
異
議
申
し
立
て
を
し
た
の
で
あ
る
。
史
料
七
は
心
玄
が
節
丸
の
訴
え
を
伊
達
蔵
人
五
郎
に
報
告
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。 

伊
達
蔵
人
五
郎
は
守
護
・
今
川
範
国
に
、
範
国
は
幕
府
に
報
告
し
た
と
み
ら
れ
、
次
の
史
料
八
は
幕
府
で
受
理
さ
れ
た
節
丸
の
申
状
を
高
光
に
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

【
史
料
八
】「
家
綱
・
心
玄
連
署
奉
書
案
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
九
〇
五
号
）
※
（ 

）
内
及
び
返
り
点
筆
者 

「
書
下
案

（

端

裏

書

）

文
十
二
月
四
日

」 

南
条
節
丸
申
田
畠
在
家
等
事
、
申
状
如
レ

此
、
為
二

浅
羽
三
郎
入
道
奉
行
一

、
被
レ

経
二

再
往
御
沙
汰
一

云
々
、
所
詮
被
レ

調
二

証
文
並
先
々
訴
陳
等
一

、
来
十
五
日
以
前
、
可
レ

被
レ

遂
二

沙
□
之

（

汰

）

節
一

之
由
候
也
、
仍
執
達
如
レ

件
、 

 
 
 
 
 
 

暦
応
元
年
十
二
月
四
日 
 
 

心
玄
在
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

家

 

綱
在
判 

 
 
 

南
条
太
郎
兵

（

高

光

）

衛
尉
殿 

こ
の
文
書
で
は
高
光
に
弁
明
や
出
頭
は
求
め
て
お
ら
ず
、
浅
羽
三
郎
入
道
を
奉
行
と
し
て
再
度
判
決
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
証
文
や
今
ま
で
の
訴
陳
状
を
調
え
、
来
る
十
五
日
ま

で
に
判
決
の
時
を
遂
げ
る
と
伝
え
て
い
る
。
新
た
に
訴
陳
状
の
や
り
取
り
を
す
る
の
で
は
な
く
、
今
ま
で
の
相
論
の
中
で
提
出
さ
れ
た
訴
状
・
陳
状
に
よ
っ
て
審
議
す
る
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
。
裁
許
状
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
節
丸
が
請
文
を
中
々
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
、
史
料
八
に
見
ら
れ
る
幕
府
側
の
対
応
を
見
る
と
、
高
光
が
勝
訴
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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（
二
）
南
条
高
光
と
久
下
仙
阿
の
相
論 

 

次
に
挙
げ
る
二
つ
の
史
料
は
い
ず
れ
も
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
の
も
の
で
、
史
料
九
は
高
光
が
丹
波
国
小
椋
庄
（
現
兵
庫
県
氷
上
郡
柏
原
町
南
東
部
）
内
田
畠
在
家
並
山
林
等
を
久

下
次
郎
入
道
仙
阿
が
押
領
し
た
と
し
て
訴
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
仙
阿
の
代
理
人
・
菅
原
義
成
が
提
出
し
た
請
文
で
あ
る
。
論
所
（
係
争
地
）
は
時
光
が
母
か
ら
譲
り
得
た
小
椋
庄
守
利

名
の
在
家
・
田
畠
・
栗
林
等
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
は
松
野
氏
の
所
領
の
一
部
だ
が
、
元
亨
元
年
七
月
廿
五
日
に
時
光
か
ら
時
忠
に
譲
状
が
書
か
れ
て
お
り
（
④
９
）、
時
忠
の
死
後

は
別
の
子
息
に
譲
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

【
史
料
九
】「
菅
原
義
成
請
文
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
二
五
号
）
※
（ 

）
内
及
び
返
り
点
筆
者 

南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
掠
申
、
丹
波
国
小
椋
庄
内
田
畠
在
家
並
山
林
等
押
領
事
、
去
四
月
廿
三
日
守
護
御
方

（

山

名

時

氏

）

御
書
下
・
同
五
月
廿
二
日
御
催
促
状
、
謹
拝
見
仕
候
畢
、
抑
当
庄

地
頭
職
者
、
任
二

闕
所
注
文
一

、
去
建
武
五
年
、
仙
阿
為
二

勲
功
之
賞
一

令
二

拝
領
一

候
也
、
仍
正
員
仙
阿
為
二

奉
公
一

在
二

鎌
倉
一

之
上
者
、
以
二

飛
脚
一

令
レ

申
二

関
東
一

、
可
レ

進
二

上
巨
細
陳
状
一

候
、
上
下
向
日
限
可
レ

蒙
二

卅
日
御
免
一

候
、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、 

 

 
 
 

貞
和
二
年
六
月
三
日 

所
務
代
菅
原
義
成
（
裏
花
押
） 

進
上 

御
奉
行
所 

史
料
九
に
よ
る
と
、
貞
和
二
年
四
月
二
十
三
日
に
丹
波
国
の
守
護
・
山
名
時
氏
の
御
書
下
が
出
さ
れ
、
五
月
二
十
二
日
に
催
促
状
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
九
は
論
人

で
あ
る
仙
阿
側
の
人
物
の
請
文
で
あ
る
た
め
、
高
光
が
偽
り
の
訴
え
を
し
て
い
る
と
の
意
を
込
め
て
「
掠
申
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
義
成
の
主
張
に
よ
れ
ば
丹
波
国
小
椋
庄

の
地
頭
職
は
闕
所
注
文
に
任
せ
て
、
仙
阿
が
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
に
勲
功
の
賞
と
し
て
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
正
員
（
本
人
）
た
る
仙
阿
は
奉
公
の
た
め
現
在
鎌
倉
に

い
る
の
で
、
陳
状
提
出
の
期
限
を
猶
予
し
て
ほ
し
い
と
奉
行
所
に
申
し
出
て
い
る
。 

史
料
十
は
守
護
代
国
範
の
手
を
経
て
山
名
時
氏
の
も
と
に
届
い
た
義
成
の
請
文
（
史
料
九
）
を
、
さ
ら
に
室
町
幕
府
に
送
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
。「
被
二

封
下
一

申
状
」
と
あ
る
の
は
、

室
町
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
に
、
奉
行
人
が
裏
に
判
を
す
る
「
訴
状
を
封
じ
下
す
」
と
い
う
手
続
き
で
、
裏
に
奉
行
人
の
花
押
が
書
か
れ
た
訴
状
の
こ
と
で
あ
る
。 

【
史
料
十
】「
山
名
時
氏
請
文
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
三
二
号
）
※
返
り
点
筆
者 

南
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
申
、
久
下
次
郎
入
道
仙
阿
丹
波
国
小
椋
庄
田
畠
・
在
家
・
山
野
等
押
領
之
由
事
、
任
下

被
二

封
下
一

申
状
之
旨
上

、
可
二

明
申
一

之
旨
、
令
二

催
促
一

候
之
処
、

守
護
代
国
範
・
並
仙
阿
代
義
成
請
文
如
レ

此
候
、
謹
進
二

覧
之
一

、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、 
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貞
和
二
年
七
月
三
日 

 

前
伊
豆
守
時
氏
（

請

文

花
押
） 

小
椋
庄
に
お
け
る
仙
阿
と
の
相
論
は
南
条
氏
一
族
内
で
の
相
論
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
相
論
で
あ
る
。 

（
三
）
南
条
高
光
と
忠
時
、
忠
時
と
仙
阿
の
相
論 

史
料
十
一
は
高
光
の
申
状
（
訴
状
）
案
で
あ
る
。
や
は
り
貞
和
二
年
の
も
の
で
、
丹
波
国
小
椋
庄
内
田
畠
在
家
並
山
林
等
に
つ
い
て
、
高
光
が
南
条
左
衛
門
次
郎
忠
時
を
訴
え
た
も
の

で
あ
る
。
論
人
の
忠
時
に
つ
い
て
は
、
時
光
の
嫡
子
で
あ
っ
た
時
忠
と
「
左
衛
門
次
郎
」
と
い
う
通
称
が
同
じ
な
た
め
「
時
忠
」
の
書
き
間
違
い
と
さ
れ
、「
忠
時
」
と
い
う
人
物
が
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
忠
時
は
高
光
が
得
る
は
ず
の
下
文
等
を
「
現
在
」
抑
留
し
て
、
高
光
が
す
で
に
訴
え
て
い
る
久
下
次
郎
入
道
仙
阿
に
対
し
て
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
、

正
中
三
年
（
一
三
二
六
）
二
月
ま
で
に
死
去
し
て
い
る
時
光
次
男
の
時
忠
で
は
な
い
。
時
光
と
は
別
の
「
南
条
左
衛
門
尉
」
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

【
史
料
十
一
】「
南
条
高
光
申
状
案
」（
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
六
七
号
）
※
（ 

）
内
及
び
返
り
点
筆
者 

□
条
太
郎
兵
衛
尉
高
光
謹
言
上 

欲
下

早 

南
条
左
衛
門
次
郎
忠
時
、
高
光
所
レ

得
御
下
文
等
令
二

抑
留
一

、
対
二

久
下
次
郎
入
道
仙
阿
一

、
於
二

当
御
奉
行
所
一

、
致
二

奸
訴
一

上
者
、
任
二

傍
例
一

、
就
二

先
日
訴
訟

一

被
レ

寄
二

諏
方
大
進
房
円
忠
奉
行
一
所
一

、
被
レ

経
二

□
（
御
）

沙
汰
一

蒙
中

御
成
敗
上

丹
波
国
小
椋
庄
内
田
畠
・
在
家
・
山
野
等
事
、 

右
、
於
二

田
畠
・
在
家
・
山
野
等
一

者
、
高
光
重
代
相
伝
当
知
行
無
二

相
違
一

之
処
、
久
下
次
郎
入
道
仙
阿
致
二

非
分
押
領
一

之
間
、
去
康
永
元
年
以
来
、
為
二

布
施
弾
正
忠
資
連
奉

行
一

訴
申
之
処
、
同
庄
一
分
領
主
苧
河
次
郎
蔵
人

不
知

実
名

与
二

件
仙
阿
一

、
於
二

武
州
□
□

（
御
手
カ
）

一

、
諏
方
大
進
房
円
忠
奉
行
一

、
致
二

相
論
一

之
間
、
依
レ

為
二

一
庄
一
具
訴
訟
一

、
被
レ

渡
二

円
忠
奉
行
一
所
一

者
也
、
而
忠
時
者
、
高
光
所
レ

得
御
下
文
等
、
依
レ

令
二

抑
留
一

、
無
レ

故
致
二

□
（
姧
）

訴
一

之
上
者
、
所
詮
被
レ

渡
二

円
忠
奉
行
一
所
一

、
被
レ

経
二

御
沙
汰
一

、
任
二

相

伝
之
道
理
一

、
□

（
蒙
）

二

御
成
敗
一

、
為
レ

全
二

知
行
一

、
恐（

々
言
カ
） 

 

上
如
レ

件
、 

貞
和
弐
□

（
年
）

十
一
月 

日 

相
論
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
高
光
が
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
以
来
、
丹
波
国
小
椋
庄
内
田
畠
在
家
山
野
等
を
久
下
仙
阿
に
押
領
さ
れ
た
と
し
、
布
施
弾
正
忠
資
を
連
奉
行
と

し
て
仙
阿
に
対
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
高
光
と
仙
阿
の
相
論
は
康
永
元
年
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
丹
波
国
の
守
護
は
康
永
二
年
十
二
月
に
仁

木
頼
章
か
ら
山
名
時
氏
に
な
っ
て
い
る
五
五

。
そ
し
て
、
こ
の
相
論
の
最
中
に
小
椋
庄
の
一
分
領
主
で
あ
る
芋
河
次
郎
蔵
人
と
仙
阿
の
間
で
も
相
論
が
起
こ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
相
論
の
奉

行
人
と
な
っ
た
の
が
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
の
作
者
・
諏
訪
大
進
房
円
忠
で
あ
り
、
同
じ
小
椋
庄
の
相
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
高
光
と
仙
阿
の
相
論
も
当
初
の
奉
行
人
布
施
忠
資
か
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ら
円
忠
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
来
て
高
光
が
得
る
と
こ
ろ
の
御
下
文
等
を
抑
留
し
た
南
条
左
衛
門
次
郎
忠
時
が
仙
阿
を
訴
え
た
と
い
う
。
そ

こ
で
、
高
光
は
忠
時
の
非
法
を
訴
え
、
こ
の
件
も
円
忠
の
手
に
任
せ
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。 

忠
時
が
抑
留
し
た
と
い
う
「
御
下
文
等
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
高
光
が
こ
の
所
領
を
譲
り
受
け
る
際
に
受
け
継
い
だ
代
々
の
文
書
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
元
亨
元
年
七
月
二
十
五
日
付
の
時
光
譲
状
五
六

に
見
ら
れ
る
「
文
永
八
年
の
御
下
文
」・「
永
仁
三
年
の
故
尼
上
（
時
光
母
）
の
譲
状
」、「
徳
治
年
中
の
御
下
文
」
等
を
含
む
文
書
で

あ
る
。
時
忠
の
死
に
よ
っ
て
改
め
て
譲
り
直
さ
れ
た
丹
波
国
小
椋
庄
に
お
け
る
南
条
氏
の
所
領
は
、
お
そ
ら
く
高
光
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
相
論
関
連
文
書
に
は
見
ら
れ
な
い
が
時
綱
の
暦
応
二
年
の
置
文
五
七

の
宛
所
に
見
え
る
南
条
時
長
五
八

は
置
文
の
宛
所
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
時
綱
の
四
男
で
あ
ろ
う
。
時
綱

の
子
に
は
他
に
日
伝
が
い
る
五
九

。
高
光
は
高
直
の
子
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
し
た
が
、
時
光
の
長
男
の
子
で
あ
る
こ
と
は
、
日
興
の
葬
儀
の
時
に
左
衛
門
大
（
太
）
郎
と
い
う
時

光
の
長
男
と
思
わ
れ
る
人
物
が
存
命
で
、
そ
の
子
と
考
え
ら
れ
る
彦
太
郎
と
い
う
人
物
が
参
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
否
定
は
で
き
な
い
。
こ
の
彦
太
郎
が
高
光
で
あ
り
、
時
光
の
孫
と
い

う
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。 

（
四
）
女
性
の
相
論 

最
後
に
、
女
性
た
ち
の
相
論
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。
史
料
十
二
は
上
野
郷
内
の
左
近
入
道
在
家
一
宇
を
巡
っ
て
、
高
光
の
母
と
由
井
四
郎
入
道
の
妻
女
と
が
相
論
し
、
正

中
三
年
（
一
三
二
六
）
二
月
八
日
の
時
光
自
筆
の
譲
状
を
根
拠
と
し
て
高
光
の
母
に
知
行
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
い
う
内
容
の
裁
許
の
下
知
状
で
あ
る
。
高
光
の
母
は
南
条
家
に
嫁
い
で
き

た
女
性
で
、
由
井
四
郎
入
道
の
妻
は
南
条
家
か
ら
嫁
い
だ
女
性
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
史
料
十
二
】「
藤
原
某
下
知
状
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
一
三
号
）
※
返
り
点
筆
者 

南
条

 

太
郎
兵
衛
尉
高
光
母
儀
与
由
井
四
郎
入
道
妻
女
相
論
、
駿
河
国
富
土

（
士
）

上
方
上
野
郷
内
左
近
入

 

道
在
家
一
宇
事 

右
、
以
二

南
条
二

 

郎
左
衛
門
入
道
大
行
自
筆
一

、
正
中
三
年
二
月
八
日
、
所
二

譲
与
一

明
競

（
鏡
）

上
者
、
所
レ

被
レ

付
二

于
高
光
母
儀
一

也
者
、
依
レ

仰
下
知
如

 

レ

件

 

、 

 
 
 

建

 

武
元
年
七
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤

 

原
（
花
押
） 

こ
の
史
料
の
よ
う
に
「
何
某
与
何
某
相
論
某
地
事
」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
、
先
に
書
か
れ
て
い
る
方
が
訴
人
で
あ
る
。
よ
っ
て
訴
人
は
高
光
の
母
、
論
人
は
由
井
四
郎
入
道
の
妻
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
高
光
母
に
知
行
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
「
高
光
母
宛
て
の
」
正
中
三
年
二
月
八
日
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
が
、
同
日
付
の
左
衛
門
三
郎
宛
の
も
の
は
存
在
す
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る
。
先
述
し
た
通
り
時
光
の
嫡
子
・
時
忠
の
死
去
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
延
慶
二
年
の
譲
状
と
同
様
に
、
同
日
付
の
譲
状
が
複
数
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
三
郎
へ
の
譲
状
の
奥

書
を
除
け
ば
、
現
存
す
る
の
は
次
の
案
文
の
み
で
あ
る
。 

【
史
料
十
三
】「
南
条
大
行
時
光
譲
状
案
」（
大
石
寺
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
三
四
八
号
）
※
（ 

）
内
筆
者
、
一
部
訂
正
を
加
え
て
い
る
。 

〈
前
欠
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
宇 
と
う 

壱
宇 
以
上
弐
宇 

け
さ
の
ゆ
つ
り
に
、
故
次
郎
か
子
ニ

ゆ

 

り
（
い
カ
）

か
へ
し
て
と
り
か
へ
し
て
お
と

 

わ
た
す
所
ま
こ
と
也
、 

く
ら
ん
と
の
は
か
り
に
て
、

紳
（
袖
カ
）

 

ま
い
ら
せ
て
け
ん
け

（

結

解

）

を
と
け
へ
し
、

 

ま
ん
さ
う
く
う
し

（

万

雑

公

事

）

、
ま
ん
た
く
あ
る
へ
か
ら
す
、
又
ふ
し
□
ミ

（
か
カ
）

し
も
の
御
さ
う

え
い
、
並
ふ
し
か
わ
の
い
ほ
り
河
よ
け

（

除

）

ら
（
等
）

ハ
、
ふ
ん
け
ん

（

分

限

）

に
し
た
か
ん
て
す
へ
し
、
又
せ
ん
れ
い
な
き
御
く
う
し
い
て
き
た
ら
ハ
、
大
行
か
あ
と

（

跡

）

、
ミ
な

〱
よ
り
あ
い
て
、

ふ
ん
け
ん
に
し
た
か
ん
て
す
へ
し
、
よ
ん
て
ゆ
つ
り
候
ぬ
、
兼
又
さ
こ
の

（

左

近

）

入
道
の
さ
い
け
に
ハ
の
ち
な
し
、
又
と
う
た
い
□

□

（
か
き
カ
）

り
に
ハ
に
し
の
く
ね

（
垣
根
）

そ
い
ニ

、
い
も
十
石
か
へ

の
ち
あ
り
、
ま
め

に

（
ち
脱
カ
）

せ
ハ
ま
め
九
斗
ま
き
也
、
の
ち
の
た

□
（
め
カ
）

に
ゆ
つ
り
状
如
件
、 

 
 
 
 

正
中

 

三
年
二
月
八
日 

 
 

沙
弥
大
行
在
判 

前
欠
の
上
に
判
読
不
可
能
な
箇
所
も
多
い
が
、
か
ろ
う
じ
て
「
お
と
」
が
つ
く
人
物
に
宛
て
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。「
お
と
」
の
つ
く
人
物
に
は
時
光
の
娘
の
乙
松
・
乙
一
、

孫
の
乙
鶴
と
い
っ
た
女
性
た
ち
が
確
認
で
き
る
が
、
残
念
な
が
ら
特
定
は
で
き
な
い
。「
故
次
郎
か
子
ニ

」
や
「
と
り
か
へ
し
て
」
と
の
言
葉
か
ら
、
時
光
は
時
忠
の
子
か
ら
、
上
野
郷
の

在
家
二
宇
を
悔
返
し
て
譲
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
「
悔
返
」
と
は
譲
与
し
た
所
領
な
ど
を
一
方
的
に
取
り
返
す
こ
と
で
あ
る
六
〇

。
ま
た
万
雑
公
事
（
雑
税
、
労
役
な
ど
）
は
全
く
課
せ
ら
れ

な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
子
に
対
す
る
譲
与
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
ふ
じ
か
ミ
し
も
（
富
士
上
下
）」（
富
士
の
上
方
と
下
方
、
も
し
く
は
上
野
郷
の
上
条
と
下
条
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
）
の
御
造
営
や
富
士
川
の
井
掘
（
井
戸
を
掘
る
こ
と
）
と
河
除
（
堤
防
な
ど
の
水
害
防
止
の
た
め
の
施
設
を
造
る
こ
と
）
に
関
す
る
費
用
、
そ
し
て
先
例
の
な
い
御
公
事
が

発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
子
孫
が
寄
り
合
っ
て
各
々
分
限
に
従
っ
て
支
払
う
よ
う
に
と
記
し
て
い
る
。 

史
料
十
三
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
兼
又
さ
こ
の
入
道
の
さ
い
け
に
ハ
の
ち
な
し
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
左
近
入
道
の
在
家
と
は
ま
さ
に
史
料
十
二
に
お
い
て
論
所
と
な
っ
て
い

る
在
家
で
あ
る
。
左
近
入
道
と
い
う
人
物
は
、
時
光
の
家
人
・
弥
三
郎
重
光
の
こ
と
で
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
に
出
家
し
て
左
近
入
道
と
名
乗
っ
て
い
た
六
一

。
そ
し
て
、「
の
ち
（
後
）

弐
け
ん 
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な
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
譲
状
を
与
え
た
人
物
に
は
左
近
入
道
の
在
家
に
譲
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
が
な
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
記
し
た
理
由
は
、
譲
状
の
最
後

に
記
さ
れ
た
、
当
代
限
り
に
お
い
て
は
西
の
垣
根
沿
い
に
芋
十
石
の
替
地
が
あ
る
、
と
い
う
記
述
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
の
垣
根
沿
い
の
こ
の
替
地
は
左
近
入
道
の
在
家
に
属
す
る

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
女
子
の
死
後
は
左
近
入
道
の
在
家
に
「
の
ち
な
し
」
と
記
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
史
料
十
三
を
与
え
ら
れ
た
の
が
女
性
で
、
史
料
十
二

で
高
光
の
母
が
訴
え
て
い
る
由
井
四
郎
入
道
の
妻
が
南
条
氏
出
身
の
女
性
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
由
井
四
郎
入
道
の
妻
こ
そ
史
料
十
三
を
与
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

し
か
し
、
史
料
十
二
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
疑
問
点
も
残
る
。
ま
ず
、
建
武
元
年
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
建
武
政
権
下
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
光
の
母
の
訴
状
が
雑
訴
決
断
所

（
建
武
政
府
の
訴
訟
機
関
）
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
判
決
は
牒
や
下
文
で
出
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
史
料
十
二
は
「
下
知
状
」
で
あ
る
。
高
光
の
母
が
ど
こ
に
訴
え
、
誰
の

命
令
に
よ
っ
て
下
知
状
が
作
成
さ
れ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
正
中
三
年
二
月
八
日
に
時
光
が
譲
状
を
作
成
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
史
料
十
二
は
検
討
が
必
要
な
史
料
と
い

え
よ
う
。 

 

次
の
史
料
十
四
は
時
光
の
嫡
子
・
時
忠
後
家
平
氏
の
代
理
人
時
直
と
時
光
の
娘
乙
松
・
乙
一
等
と
の
間
で
起
き
た
、
上
野
郷
内
田
在
家
を
巡
っ
て
の
相
論
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。 

【
史
料
十
四
】「
沙
弥
道
恵
請
文
」（
大
石
寺
文
書
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
一
六
三
七
号
）
※
返
り
点
筆
者 

南
条
左
衛
門
次
郎
時
忠
後
家
平
氏
代
時
直
申
、
駿
河
国
富
士
上
方
上
野
郷
田
在
家
事
、
任
二

去
五
月
四
日
御
施
行
之
旨
一

、
可
レ

令
二

参
洛
一

由
、
相
二

触
南
条
次
郎
左
衛
門
入

道
大
行
女
子
乙
松
・
乙
一
女
等
一

候
之
処
、
請
文
如
レ

此
候
、
謹
進
二

覧
之
一

、
以
二

此
旨
一

可
レ

有
二

御
披
露
一

候
、
恐
惶
謹
言
、 

貞
和
二
年
七
月
十
八
日 

沙
弥
道
恵
（

請

文

裏
花
押
） 

 

訴
人
は
時
忠
後
家
平
氏
代
時
直
、
論
人
は
時
光
の
娘
乙
松
・
乙
一
等
で
あ
り
、
女
子
に
譲
与
さ
れ
た
所
領
に
お
け
る
相
論
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
等
」
と
あ
る
か
ら
、
論
人
と
な
っ

た
時
光
女
子
は
乙
松
と
乙
一
の
他
に
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
史
料
十
四
に
よ
っ
て
、
貞
和
二
年
五
月
四
日
の
施
行
状
（
上
名
下
達
の
命
令
文
書
で
、
こ
の
場
合
駿
河
国
の
守
護
今
川
範
国

の
も
の
）
が
道
恵
に
伝
え
ら
れ
、
道
恵
は
そ
の
命
に
従
っ
て
論
人
の
乙
松
・
乙
一
等
に
参
洛
す
る
よ
う
に
と
伝
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
十
四
は
道
恵
が
論
人
の
請
文
を
取
り
次
ぐ
た

め
に
書
い
た
文
書
で
あ
る
。
な
お
道
恵
は
今
川
範
国
の
守
護
使
で
あ
っ
た
斉
藤
雅
楽
四
郎
入
道
（
斉
藤
四
郎
入
道
）
道
恵
と
い
う
人
物
で
あ
る
六
二

。「
可
レ

令
二

参
洛
一

由
」
と
の
一
文
は
、

当
事
者
同
士
に
対
決
（
現
在
の
口
頭
弁
論
に
あ
た
る
）
さ
せ
る
た
め
、
論
人
を
召
決
す
る
召
文
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。 

 

時
直
は
時
忠
後
家
の
血
縁
関
係
に
あ
る
者
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
史
料
だ
け
で
は
時
忠
後
家
の
子
な
の
か
、
も
し
く
は
兄
弟
な
の
か
特
定
は
で
き
な
い
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
時
光
の
娘

た
ち
を
訴
え
る
に
至
っ
た
の
か
、
ま
た
相
論
の
結
果
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
史
料
十
二
の
相
論
と
は
異
な
り
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
裁
判
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。 
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
二
つ
の
相
論
に
関
す
る
史
料
に
は
、
高
光
母
と
由
井
四
郎
入
道
妻
女
、
時
忠
後
家
、
時
光
娘
乙
松
・
乙
一
と
い
う
五
人
の
女
性
が
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
こ
の
相

論
の
史
料
に
よ
っ
て
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。
高
光
母
と
時
忠
後
家
に
関
し
て
は
、
出
自
は
不
明
な
が
ら
南
条
家
に
嫁
い
で
き
た
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
時
光
の
娘

の
乙
松
・
乙
一
と
由
井
四
郎
の
妻
は
南
条
氏
の
女
性
で
あ
り
、
二
つ
の
相
論
は
ど
ち
ら
も
南
条
氏
の
女
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

本
節
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
系
図
４
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
日
道
・
日
行
の
母
に
つ
い
て
は
典
拠
が
い
ず
れ
も
後
世
の
大
石
寺
住
持
の
記
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
検
討
が
必
要
だ
が
、

可
能
性
と
し
て
は
高
い
た
め
系
図
に
加
え
た
。
節
房
丸
は
父
親
が
特
定
で
き
な
い
た
め
線
で
は
結
ば
ず
、
名
前
を
載
せ
る
に
留
め
た
。 

 

お
わ
り
に 

  

以
上
、
本
章
で
は
南
条
氏
の
被
官
化
時
期
を
考
察
し
た
上
で
、『
吾
妻
鏡
』
に
み
ら
れ
る
南
条
氏
系
図
（
系
図
２
）、
頼
員
以
降
の
嫡
流
筋
の
南
条
氏
系
図
（
系
図
３
）、
時
光
を
中
心
と

す
る
庶
流
の
南
条
氏
系
図
（
系
図
４
）
の
復
元
を
試
み
た
。
こ
の
系
図
２
～
４
を
合
わ
せ
た
得
宗
被
官
南
条
氏
全
体
の
系
図
が
系
図
５
で
あ
る
。
系
図
５
で
は
女
子
に
つ
い
て
は
省
略
し

た
が
、
時
員
か
ら
高
直
、
そ
し
て
南
北
朝
期
の
時
光
の
子
孫
ま
で
の
流
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

小
野
氏
は
時
光
が
左
衛
門
尉
に
任
官
し
、
各
地
に
所
領
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
兵
衛
七
郎
及
び
時
光
の
時
代
に
「
鎌
倉
に
あ
っ
た
本
家
（
嫡
家
）
に
代
わ
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ

を
受
け
継
い
で
名
実
共
に
南
条
氏
全
体
の
惣
領
に
な
っ
た
」 

六
三

と
し
て
い
る
。
し
か
し
本
章
で
論
じ
た
と
お
り
、
時
光
が
左
衛
門
尉
に
任
官
し
た
と
考
え
ら
れ
る
徳
治
二
年
～
延
慶
二

年
の
時
期
に
は
、
性
延
・
頼
直
・
貞
直
な
ど
南
条
氏
の
嫡
流
筋
の
人
物
が
顕
在
で
あ
る
。
従
っ
て
時
光
が
南
条
本
家
に
後
継
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
任
官
し
て
、
南
条
氏
の
惣
領
と
な

る
こ
と
は
不
可
能
と
い
え
よ
う
。 

ま
た
紙
幅
の
都
合
上
南
条
氏
の
所
領
に
関
す
る
考
察
は
省
略
し
た
が
、
従
来
の
研
究
で
は
奥
富
氏
の
研
究
六
四

の
よ
う
に
、
時
光
関
係
の
文
書
に
見
ら
れ
る
所
領
の
み
を
も
っ
て
、
南
条

氏
全
体
の
所
領
と
し
て
し
ま
う
な
ど
の
誤
解
が
生
じ
て
い
た
。
そ
し
て
小
野
氏
六
五

の
よ
う
に
時
光
の
所
領
が
各
地
に
点
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
光
の
時
代
に
所
領
を
拡
大
し
た
と
す

る
な
ど
、
南
条
氏
所
領
に
つ
い
て
は
正
し
く
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
時
光
を
中
心
と
し
た
南
条
氏
の
所
領
が
各
地
に
点
在
す
る
要
因
は
、
時
光
の
代
で
拡
大
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

母
か
ら
松
野
氏
の
所
領
を
受
け
継
い
だ
こ
と
が
大
き
い
六
六

。
史
料
に
見
ら
れ
る
南
条
氏
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
南
条
氏
の
嫡
流
と
庶
流
の
流
れ
を
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。 
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一 

大
石
寺
日
因
「
新
田
南
条
両
家
之
事
」
（『
富
士
宗
学
要
集
』
五
宗
史
部
所
収
。
創
価
学
会
、
一
九
七
八
年
）
三
〇
九
～
三
一
〇
頁
。 

二 

堀
日
亨
『
南
条
時
光
全
伝
』（
興
門
資
料
刊
行
会
、
一
九
三
一
年
。
二
〇
〇
一
年
復
刻
版
）。 

三 

小
野
眞
一
『
南
条
時
光
』（
富
士
史
書
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
）。 

四 

坂
井
法
曄
「
南
条
一
族
お
ぼ
え
書
き
（
下
）」
（『
興
風
』
十
六
号
所
収
、
興
風
談
所
、
二
〇
〇
四
年
）。 

五 

南
条
次
郎
と
南
条
平
次
は
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
降
の
記
述
で
は
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
南
条
次
郎
で
統
一
す
る
。 

六 

上
洛
し
た
人
物
の
年
齢
を
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
時
政
と
後
妻
牧
の
子
で
あ
る
北
条
政
範
が
十
六
歳
。
元
久
二
年
六
月
二
十
二
日
に
畠
山
重
忠
・
重
保
父
子

は
討
た
れ
る
が
、
そ
の
時
重
忠
が
四
十
二
歳
、
直
後
に
自
害
し
た
兄
次
郎
重
秀
が
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
重
保
は
十
代
～
二
十
代
前
半
。
和
田
朝
盛
の
父
・
和
田
常
盛
も
、

建
保
元
年
の
和
田
合
戦
で
敗
れ
て
自
害
し
た
時
四
十
二
歳
で
あ
っ
た
（
同
年
五
月
四
日
条
）
こ
と
か
ら
、
元
久
元
年
当
時
は
父
常
盛
が
ま
だ
三
十
代
前
半
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
朝

盛
も
十
代
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
治
承
四
年
に
十
四
歳
で
あ
っ
た 

結
城
朝
光
は
三
十
八
歳
。
千
葉
常
秀
、
佐
原
太
郎
、
多
々
良
明
宗
、
宇
佐
美
祐
茂
、
佐
々
木
盛
季
ら
も
初
出
の

時
期
及
び
親
や
兄
弟
と
の
関
係
な
ど
か
ら
、
三
十
代
前
半
～
三
十
代
後
半
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
南
条
平
次
（
次
郎
）
も
ま
た
二
十
代
～
三
十
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

七 

田
中
健
男
『
善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』（
集
英
社
、
一
九
九
五
年
）、
七
四
頁
。
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
四
月
に
陳
和
卿
に
造
ら
せ
た
唐
船
を
由
比
浦
に
浮
か
べ
た
が
、

結
局
船
は
浮
か
ば
な
か
っ
た
（
『
吾
妻
鏡
』
建
保
五
年
四
月
十
七
日
条
）。 

八 

奥
富
敬
之
「
得
宗
被
官
家
の
個
別
的
研
究
（
一
）
―
南
条
氏
の
場
合
」（『
日
本
史
攷
究
』
二
四
、
一
九
六
九
年
）。 

九 

注
（
三
）
小
野
著
作
。 

一
〇 

注
（
八
）
奥
富
論
文
、
四
一
頁
。 

一
一 

多
好
方
は
多
近
方
の
二
男
で
、
生
年
は
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
で
あ
る
。「
楽
所
補
任
」（『
大
日
本
史
料
』
四
―
一
一
）
に
よ
れ
ば
没
年
は
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
の
時
点
で
は
す
で
に
死
去
し
て
い
る
は
ず
の
人
物
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
人
名
総
覧
』
に
お
い
て
も
、
寛
喜
元
年
以
降
の
記
事
は
検
討
が
必
要
と
し
て

お
り
、
寛
喜
元
年
九
月
九
日
条
及
び
、
同
年
十
二
月
十
七
日
条
の
「
好
方
」
は
、
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
八
月
十
八
日
条
に
見
ら
れ
る
、
好
方
の
子
孫
で
同
じ
く
右
近
将
監
に
任
じ

ら
れ
て
い
た
多
好
氏
の
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

一
二 

『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
閏
正
月
七
日
条
。 

一
三 

唯
浄
は
鎌
倉
幕
府
の
法
律
家
唯
浄
（
斎
藤
基
茂
）
で
あ
り
、
従
蓮
は
幕
府
の
訴
訟
に
堪
能
な
人
物
で
あ
る
。 

一
四 

遠
山
久
也
「
得
宗
家
庶
子
北
条
時
輔
の
立
場
」
（
『
北
条
時
宗
の
時
代
』
所
収
）。 

一
五 

時
茂
の
北
方
探
題
在
任
期
間
は
康
元
元
年
～
文
永
七
年
で
あ
る
（『
鎌
倉
年
代
記
』『
武
家
年
代
記
』）
。 

一
六 

佐
藤
進
一
『
守
護
制
度
の
研
究
』
。 

一
七 

高
橋
慎
一
朗
「
六
波
羅
探
題
被
官
と
北
条
氏
の
西
国
支
配
」
（『
史
学
雑
誌
』
九
一
八
―
三
、
一
九
八
九
年
）。 

一
八 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
閏
七
月
二
十
九
日
条
。 

一
九 

拙
稿
「
得
宗
被
官
南
条
氏
の
基
礎
的
研
究
―
歴
史
学
的
見
地
か
ら
の
系
図
復
元
の
試
み
―
」（『
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
十
集
、
二
〇
〇
八
年
）。 

二
〇 

佐
藤
進
一
『
訴
訟
制
度
の
研
究
』
二
八
六
頁
。 
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二
一 
『
朽
木
家
文
書
』
第
一
巻
―
一
（
史
料
纂
集
古
文
書
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）。 

二
二 

『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
八
六
三
号
。 

二
三 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
二
二
一
八
号
。 

二
四 

『
吾
妻
鏡
』
巻
首
に
も
「
同
十
七
日
。
相
模
守
守
時
。
南
条
左
衛
門
尉
以
下
各
向
武
州
。
於
山
内
離
山
合
戦
。
十
八
日
。
守
時
以
下
自
害
畢
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

二
五 

こ
の
史
料
は
『
静
岡
県
史
』（
資
料
編
五
・
中
世
一
、
静
岡
県
、
一
九
八
九
年
）
で
は
「
得
宗
家
奉
行
人
奉
書
」（
一
五
七
五
）、『
静
岡
県
史
料
』（『
静
岡
県
史
料
』
第
二
輯
、
臨
川

書
店
、
一
九
九
四
年
）
で
は
「
左
衛
門
尉
某
其
外
一
名
連
署
問
状
奉
書
」（
三
号
）、『
鎌
倉
遺
文
』
で
は
「
左
衛
門
尉
某
等
連
署
奉
書
」（
二
二
八
六
〇
号
）
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
名
称

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
細
川
重
男
氏
の
研
究
（『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』）
に
よ
っ
て
、
こ
の
文
書
は
「
得
宗
家
公
文
所
奉
書
」
と
し
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
ち
ら
の
名
称
を
用
い
て
い
る
。 

二
六 

細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』
。 

二
七 

小
泉
聖
恵
「
得
宗
家
の
支
配
構
造
」（
『
お
茶
の
水
史
学
』
四
〇
、
一
九
九
六
年
）。 

二
八 

注
（
二
七
）
小
泉
論
文
。 

二
九 

『
鎌
倉
遺
文
』
六
四
一
三
号
。 

三
〇 

弘
安
二
年
十
月
日
付
「
滝
泉
寺
申
状
」
（『
御
書
』
八
四
九
～
八
五
三
頁
及
び
『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
七
五
五
号
）。 

三
一 

（
弘
安
四
年
）
十
一
月
十
五
日
「
上
野
尼
御
前
御
返
事
」（
『
御
書
』
一
五
六
〇
頁
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
五
〇
五
号
）。 

三
二 

南
条
九
郎
太
郎
も
兵
衛
七
郎
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
日
蓮
に
帰
依
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
節
で
は
説
明
を
省
い
た
が
、
兵
衛
七
郎
に
は
弟
の
九
郎
（
兵
衛
九
郎
）
が
い
た
と
み
ら
れ
、

九
郎
太
郎
は
そ
の
子
と
考
え
ら
れ
る
。 

三
三 

文
永
元
年
十
二
月
十
三
日
「
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
」（『
御
書
』
一
四
九
三
～
九
八
頁
、『
昭
和
定
本
』
三
一
九
頁
）。 

三
四 

弘
安
三
年
十
月
二
十
四
日
「
上
野
殿
母
御
前
御
返
事
」（『
御
書
』
一
五
六
八
～
七
三
頁
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
一
五
三
号
）。 

三
五 

太
郎
に
つ
い
て
は
近
世
よ
り
十
八
歳
で
水
死
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
（
注
一
、
三
〇
九
頁
）。 

三
六 

注
（
三
三
）
「
上
野
殿
母
御
前
御
返
事
」
。 

三
七 

延
慶
三
年
二
月
の
日
興
書
写
の
本
尊
に
「
奥
州
新
田
四
郎
信
綱
後
家
者
南
条
□
□
左
衛
門
尉
時
光
姉
」(

『
日
興
上
人
御
本
尊
集
』
興
風
談
所
、
一
九
九
六
年
、
九
八
号)

と
あ
る
。 

三
八 

「
忠
識
注
進
状
」
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
〇
一
五
〇
号
）
。 

三
九 

「
分
与
帳
」、
「
十
字
御
書
」（
『
御
書
』
一
四
九
一
～
一
四
九
二
頁
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
二
三
二
号
）。 

四
〇 

「
駿
河
本
門
寺
棟
札
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
六
〇
五
号
）。 

四
一 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
三
四
八
号
。 

四
二 

「
南
条
時
光
譲
状
」
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
六
〇
一
号
）
。 

四
三 

「
平
時
綱
譲
状
」
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
九
三
八
号
）
。 

四
四 

『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
九
二
四
号
。 

四
五 

『
日
興
上
人
御
本
尊
集
』
、
二
二
五
号 

四
六 

『
大
日
本
史
料
』
六
―
一
八
、
四
六
頁
。
な
お
時
綱
を
四
郎
左
衛
門
尉
と
す
る
根
拠
と
し
て
元
弘
三
年
八
月
十
日
の
「
南
条
時
綱
着
到
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
四
六
三
号
）
が
伝

 



第 5章 南条氏 

248 

 
わ
る
。
し
か
し
全
体
的
に
疑
問
の
多
い
文
書
で
あ
る
た
め
表
に
は
挙
げ
た
が
今
回
の
考
察
の
対
象
か
ら
は
は
ず
し
て
い
る
。 

四
七 

「
南
条
大
行
時
光
譲
状
案
」（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
五
四
三
号
）
。 

四
八 

「
沙
弥
道
恵
請
文
」
（『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
一
六
三
七
号
） 

四
九 

「
家
中
見
聞
」
（
堀
日
亨
『
富
士
宗
学
要
集
』
五
宗
史
部
所
収
）、
二
一
一
頁
。
新
田
氏
が
南
条
氏
か
ら
妻
を
迎
え
る
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
頼
綱
の
室
が
時
光
の
娘
で
あ
っ

た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。 

五
〇 

「
富
士
大
石
寺
明
細
誌
」
（
堀
日
亨
『
富
士
宗
学
要
集
』
五
宗
史
部
所
収
）
に
「
俗
姓
は
奥
州
三
の
迫
、
森
の
邑
主
加
賀
野
氏
某
の
子
な
り
、
母
は
南
条
時
光
の
女
な
り
」（
三
三
一

頁
）
と
あ
る
。 

五
一 

注
（
二
）
堀
著
作
、
五
頁
、
注
（
三
）
小
野
著
作
、
二
二
〇
頁
。 

五
二 

『
鎌
倉
遺
文
』
二
四
六
九
四
号
。 

五
三 

注
（
二
）
堀
著
作
、
五
頁
、
注
（
三
）
小
野
著
作
、
一
八
〇
頁
。 

五
四 

初
期
の
室
町
幕
府
の
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
は
、
岩
本
修
一
『
初
期
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
。 

五
五 

佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
下
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）。 

五
六 

『
静
岡
県
史
』
資
料
編
五
―
一
六
九
一
。 

五
七 

「
南
条
時
綱
置
文
」
（『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
九
二
四
号
）。 

五
八 

「
南
条
時
長
書
状
写
」（
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
一
一
九
六
号
）
に
よ
っ
て
実
名
が
わ
か
る
。 

五
九 

『
大
日
本
史
料
』
七
―
二
五
、
一
八
一
頁
。
応
永
二
十
三
年
に
七
十
七
歳
で
死
去
し
た
と
あ
る
。 

六
〇 

子
が
譲
状
を
得
た
後
に
父
母
に
先
立
っ
て
死
去
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
『
御
成
敗
式
目
』
第
二
十
条
「
得
二

譲
状
一

後
其
子
先
二

父
母
一

令
二

死
去
一

跡
事
」
に
「
其
子
雖
レ

令
二

見
存
一

至
二

悔
還
一

者
有
二

何
妨
一

哉
、
況
子
孫
死
去
之
後
者
只
可
レ

任
二

父
祖
之
意
一

也
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

六
一 

「
分
与
帳
」
に
「
富
士
上
野
彌
三
郎
重
光
者
、
日
興
弟
子
也
、
仍
申
與
之
、
上
野
殿
家
人
」
と
あ
る
。
重
光
は
弘
安
三
年
に
日
蓮
自
筆
の
本
尊
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
尊
の

脇
書
に
日
興
が
「
正
和
元
年
出
家
三
郎
左
近
入
道
也
」
と
書
き
記
し
て
い
る
（
立
正
安
国
会
編
『
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
御
本
尊
集
』
一
九
七
四
年
、
九
八
号
）。 

六
二 

道
恵
は
『
南
北
朝
遺
文
』
関
東
編
、
二
一
九
五
号
、
二
二
二
四
号
、
二
二
二
五
号
に
見
ら
れ
る
。
佐
藤
進
一
氏
は
駿
河
国
の
守
護
に
関
し
て
、
今
川
範
国
の
守
護
在
職
を
徴
証
す
る

史
料
の
一
つ
に
こ
の
史
料
十
三
の
文
書
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
上
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）。 

六
三 

注
（
三
）
小
野
著
作
、
七
八
頁
、
一
六
六
頁
。 

六
四 

注
（
八
）
奥
富
論
文
。 

六
五 

注
（
三
）
小
野
著
作
。 

六
六 

拙
稿
「
南
条
氏
所
領
の
再
検
討
」（
『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）
で
挙
げ
た
時
光
の
所
領
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
伊
豆
国
田
方
郡
南
条
南
方
武
正

名
、
②
駿
河
国
富
士
郡
上
方
上
野
郷
、
③
相
模
国
山
内
庄
舞
岡
郷
、
④
駿
河
国
庵
原
郡
蒲
原
庄
関
島
、
⑤
丹
波
国
小
椋
庄
守
利
名
、
⑥
駿
河
国
安
倍
郡
浅
服
庄
。
こ
の
う
ち
④
と
⑤
が

松
野
六
郎
左
衛
門
入
道
→
時
光
母
→
時
光
と
譲
ら
れ
た
、
本
来
松
野
氏
の
所
領
で
あ
る
。 

 

【
補
注
】 
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本
章
は
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
以
下
の
論
文
を
書
き
改
め
、
再
構
成
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

・
拙
稿
「
得
宗
被
官
南
条
氏
の
基
礎
的
研
究
―
歴
史
学
的
見
地
か
ら
の
系
図
復
元
の
試
み
―
」（
『
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
〇
集
、
二
〇
〇
八
年
） 

・
拙
稿
「
北
条
時
輔
後
見
南
条
頼
員
に
つ
い
て
」（
『
創
価
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
二
集
、
二
〇
一
〇
年
） 

・
拙
稿
「
南
条
氏
所
領
に
お
け
る
相
論
」（『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
一
年
） 

・
拙
稿
「
南
条
氏
の
得
宗
被
官
化
に
関
す
る
一
考
察
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
二
四
号
、
二
〇
一
二
年
） 
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終
章 
有
力
得
宗
被
官
の
鎌
倉
時
代 

 

 

は
じ
め
に 

 

序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
の
目
的
は
、
有
力
得
宗
被
官
の
個
別
研
究
と
、
鎌
倉
時
代
の
治
史
上
重
要
な
事
件
の
再
考
察
を
同
時
に
行
う
こ
と
で
、
得
宗
被
官
と
い
う
存
在
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
論
文
で
は
①
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
か
ら
事
件
を
得
宗
被
官
に
注
目
し
て
再
検
討
す
る
、
②
北
条
氏
と
と
も
に
滅
亡
す
る
得
宗
被
官
に
つ
い

て
鎌
倉
時
代
後
期
の
事
件
を
中
心
に
考
察
す
る
、
③
有
力
得
宗
被
官
の
系
図
の
復
元
を
行
う
、
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
考
察
し
た
。 

第
一
の
テ
ー
マ
は
第
一
部
「
『
吾
妻
鏡
』
の
中
の
得
宗
被
官
」
と
し
て
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
で
こ
れ
ま
で
北
条
氏
や
有
力
御
家
人
の
視
点
か
ら
し
か
考
察
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
比

企
氏
の
乱
・
牧
氏
事
件
・
和
田
合
戦
・
承
久
の
乱
・
伊
賀
氏
事
件
な
ど
を
取
り
上
げ
た
。『
吾
妻
鏡
』
に
描
か
れ
た
こ
れ
ら
の
事
件
に
関
す
る
記
事
を
読
み
直
す
と
と
も
に
、
公
家
の
日
記

な
ど
の
同
時
代
史
料
と
比
較
す
る
こ
と
で
、『
吾
妻
鏡
』
が
「
描
か
な
か
っ
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
得
宗
被
官
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
、
有
力
得
宗
被
官
家
が
確
立
し
て
い
っ
た

の
か
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
事
件
で
は
な
い
が
、
第
五
章
で
は
『
吾
妻
鏡
』
と
の
関
連
か
ら
、
本
論
文
を
通
し
て
使
用
し
た
垸
飯
と
的
始
と
い
う
二
つ
の
鎌
倉
幕
府
正
月
行
事
に
お
け
る

得
宗
被
官
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。 

第
二
の
テ
ー
マ
が
第
二
部
「
北
条
氏
と
得
宗
被
官
の
滅
亡
」
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
ま
で
に
起
き
た
事
件
の
中
で
、
得
宗
被
官
が
処
罰
・
誅
殺
さ
れ
た
事
件
を
中
心
に
扱
い
、

第
一
章
か
ら
第
三
章
で
鎌
倉
時
代
の
政
治
史
上
重
要
な
事
件
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
二
月
騒
動
・
平
禅
門
の
乱
・
嘉
元
の
乱
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
一
部
で
は
得
宗
被
官
の
立
場
か
ら
事
件
を
見
直
す
こ
と
を
試
み
た
が
、
第
二
部
で
は
少
し
視
点
を
変
え
、
日
蓮
や
親
玄
な
ど
得
宗
被
官
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
物
の
立
場
か
ら
も
論
じ

た
。
第
四
章
で
は
『
太
平
記
』
の
登
場
人
物
と
し
て
の
得
宗
被
官
に
つ
い
て
考
察
し
、『
太
平
記
』
と
史
実
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
時
の
得
宗
被
官
の
状
況
に
つ
い
て

検
討
し
た
。 

そ
し
て
第
三
の
テ
ー
マ
を
第
三
部
「
有
力
得
宗
被
官
家
の
系
譜
考
証
」
と
し
、
本
論
文
で
有
力
得
宗
被
官
家
と
し
た
長
崎
・
尾
藤
・
諏
訪
・
工
藤
・
平
姓
安
東
・
藤
姓
安
東
・
南
条
の

う
ち
、
系
譜
考
証
が
可
能
な
尾
藤
・
平
・
諏
方
・
工
藤
・
南
条
の
五
氏
に
つ
い
て
系
図
の
再
考
察
・
復
元
を
行
っ
た
。 



終章 有力得宗被官の鎌倉時代 

253 

第
一
部
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
初
期
の
被
官
で
あ
る
金
窪
行
親
・
安
東
忠
家
・
尾
藤
景
綱
・
南
条
時
員
・
曽
我
祐
綱
が
少
な
く
と
も
建
保
元
年
ま
で
に
は
被
官
化
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
か
ら
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
に
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
ま
で
の
一
二
〇
年
間
が
確
実
な
得
宗
被
官
の
活
動
時
期
と
言
え
る
。
終
章
で

は
、
得
宗
被
官
の
立
場
が
こ
の
一
二
〇
年
の
間
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

 

第
一
節 

得
宗
被
官
の
誕
生
と
得
宗
被
官
家
の
確
立 

 

比
企
氏
の
乱
が
起
き
た
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
の
段
階
で
は
、
時
政
と
牧
の
方
の
子
で
あ
る
政
範
が
成
長
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
庶
子
家
の
一
つ
に
な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
義
時
だ
が
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
十
一
月
五
日
の
政
範
の
死
、
そ
し
て
翌
年
の
牧
氏
事
件
で
時
政
が
失
脚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
北
条
氏
の
惣
領
の
地
位
を
手
に
入
れ

た
。
得
宗
家
の
初
代
を
時
政
で
は
な
く
義
時
と
す
る
『
吾
妻
鏡
』
は
、
時
政
の
命
じ
た
暗
殺
に
関
し
て
の
詳
細
は
記
す
一
方
で
、
義
時
が
関
わ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
暗
殺
事
件
に
関
し
て

は
意
図
的
に
詳
細
を
記
さ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
必
然
的
に
義
時
の
命
を
受
け
て
行
動
し
た
側
近
や
被
官
の
行
動
は
記
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
の
中
か
ら
得
宗
被

官
の
行
動
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
同
時
代
史
料
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
部
第
一
章
で
は
、
将
軍
頼
家
と
そ
の
子
一
幡
及
び
北
条
政
範
の
死
に
は
、
義
時
と

被
官
化
し
つ
つ
あ
っ
た
御
家
人
た
ち
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
も
『
愚
管
抄
』
や
『
明
月
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
の
矛

盾
点
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。 

時
政
か
ら
家
督
を
簒
奪
す
る
形
で
惣
領
と
な
っ
た
義
時
だ
が
、
当
時
の
義
時
自
身
の
勢
力
が
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
十
一
月
十
四
日
に
年
来
の
郎
従
で

伊
豆
国
の
住
人
で
あ
る
「
主
達
」
を
御
家
人
に
準
ず
る
身
分
に
と
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
実
朝
の
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
は
し
な
か

っ
た
が
、
義
時
は
建
保
元
年
ま
で
に
金
窪
行
親
・
安
東
忠
家
・
尾
藤
景
綱
・
南
条
時
員
な
ど
の
、
も
と
も
と
御
家
人
身
分
で
あ
る
人
物
を
被
官
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
力
を
拡
大
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
建
保
元
年
の
和
田
合
戦
後
に
侍
所
別
当
と
な
っ
た
義
時
に
よ
っ
て
、
金
窪
行
親
が
所
司
に
任
命
さ
れ
、
得
宗
被
官
の
侍
所
所
司
が
は
じ
め
て
誕
生
す
る
こ
と
に

な
る
。 

安
東
忠
家
と
と
も
に
義
時
の
被
官
の
中
で
も
中
心
的
な
人
物
と
い
え
る
行
親
だ
が
、
行
親
以
外
の
金
窪
氏
は
確
認
で
き
ず
、
得
宗
被
官
家
と
な
る
こ
と
も
な
く
金
窪
氏
自
体
が
歴
史
か

ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
の
義
時
の
死
後
に
政
子
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
伊
賀
氏
事
件
の
際
に
、
泰
時
邸
に
出
入
り
が
許
さ
れ
た
の
も
平
盛
綱
・
尾
藤
景
綱
・
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関
実
忠
・
安
東
光
成
・
万
年
右
馬
允
・
南
条
時
員
で
あ
り
、
行
親
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
人
物
た
ち
は
主
に
承
久
の
乱
の
際
に
北
条
泰
時
と
と
も
に
上
洛
し
た
「
十
八
騎
」
の
中
の

人
物
や
子
息
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
泰
時
や
そ
の
子
時
氏
と
宇
治
川
の
合
戦
を
生
き
抜
い
た
尾
藤
景
綱
・
平
盛
綱
・
関
実
忠
・
南
条
時
員
、
そ
し
て
父
の
安
東
藤
内
左
衛

門
尉
が
従
軍
し
て
死
亡
し
て
い
る
安
東
光
成
一

、
一
族
の
万
年
九
郎
秀
幸
二

が
時
氏
と
と
も
に
宇
治
川
を
渡
っ
た
六
騎
で
あ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
万
年
右
馬
允
は
泰
時
と
の
信
頼
関
係
も
厚

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
義
時
の
死
後
す
ぐ
に
泰
時
に
近
侍
し
て
お
り
、
尾
藤
景
綱
と
関
実
忠
に
関
し
て
は
す
で
に
泰
時
亭
の
中
に
家
が
あ
っ
た
三

。
関
実
忠
は
第
一
部
第
四
章
で
述
べ
た

よ
う
に
伊
賀
氏
事
件
の
中
で
失
脚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
万
年
氏
も
史
料
は
少
な
い
も
の
の
、
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
得
宗
被
官
と
し
て
確
認
で
き
、
そ
れ
以
外
の
一
族
は
有
力
被
官
家

と
な
り
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
ま
で
得
宗
に
近
侍
す
る
こ
と
に
な
る
。 

伊
賀
氏
事
件
の
後
、
元
仁
元
年
閏
七
月
二
十
九
日
に
泰
時
は
こ
れ
ま
で
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
「
家
令
」（
後
の
得
宗
家
公
文
書
執
事
）
を
置
き
、
尾
藤
景
綱
が
初
代
家
令
と
な
っ
た
四

。

「
家
務
条
々
」
も
定
め
ら
れ
五

、
得
宗
家
の
家
政
機
関
も
整
備
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
後
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
新
築
し
た
泰
時
邸
の
郭
内
に
家
を
構
え
て
い
る
の
が
尾
藤
景
綱
の

養
子
と
な
っ
た
景
氏
・
平
盛
綱
・
大
田
次
郎
・
諏
方
盛
重
・
万
年
右
馬
允
・
安
東
光
成
・
南
条
時
員
と
な
っ
て
い
る
。
諏
方
盛
重
も
「
伊
具
盛
重
」
と
し
て
十
八
騎
に
見
ら
れ
る
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
第
一
部
第
三
章
及
び
第
三
部
第
三
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 

な
お
、
行
親
と
と
も
に
行
動
し
て
い
た
安
東
忠
家
が
承
久
の
乱
で
死
亡
し
た
六

こ
と
に
よ
り
、
平
盛
綱
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
関
実
忠
が
失
脚
し
た
こ
と
で
実
忠
が
担
っ
て

い
た
役
割
も
担
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
文
暦
元
（
一
二
三
四
）
年
八
月
二
十
一
日
、
景
綱
が
病
の
た
め
に
家
令
を
辞
す
と
、
こ
の
後
任
も
盛
綱
に
な
っ
た
七

。
平
盛
綱
は
初
期
の
得
宗

被
官
た
ち
の
役
割
を
徐
々
に
吸
収
し
、
着
実
に
力
を
つ
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
の
泰
時
死
去
の
際
に
は
平
盛
綱
に
あ
ら
ゆ
る
役
割
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
侍
所
所
司
に
関
し
て
は
金
窪
行
親
が
泰
時
の
晩
年
ま
で
勤
め
て
お
り
、
し
か
も
泰
時
の
死
に
伴
い
盛
綱
は
出
家
し
て
い
る
の
で
、
盛
綱
自
身
が
所
司
と
な
っ

た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
子
の
盛
時
は
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
三
月
一
日
に
侍
所
所
司
と
し
て
将
軍
家
の
二
所
進
発
の
随
兵
を
奉
行
し
て
い
る
八

こ
と
か
ら
侍
所
所

司
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
孫
の
頼
綱
は
執
事
と
侍
所
所
司
を
兼
ね
て
お
り
、
盛
綱
は
得
宗
被
官
が
担
う
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
役
割
を
平
氏
の
世
襲
と
す
る
流
れ
を
作
り

上
げ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
得
宗
被
官
の
中
で
平
氏
の
勢
力
が
拡
大
す
る
中
、
得
宗
被
官
家
と
な
る
こ
と
も
な
く
歴
史
か
ら
姿
を
消
し
た
金
窪
氏
や
関
氏
な
ど
の
一
族
も
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
得

宗
被
官
た
ち
の
中
で
も
政
治
的
な
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
そ
の
政
治
的
駆
け
引
き
を
生
き
残
っ
た
人
物
た
ち
が
、
有
力
得
宗
被
官
家
と
し
て
固
定
化
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
垸
飯
や
的
始
な
ど
に
一
族
を
参
加
さ
せ
、
世
代
交
代
に
備
え
る
よ
う
に
な
る
。
義
時
の
代
に
誕
生
し
た
得
宗
被
官
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
嘉
禎
二
年
に
は
泰
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時
亭
の
郭
内
に
家
を
構
え
る
な
ど
、
泰
時
期
に
は
鎌
倉
時
代
末
期
に
い
た
る
ま
で
の
有
力
被
官
の
存
在
形
態
九

が
確
立
し
て
お
り
、「
有
力
得
宗
被
官
家
」
と
し
て
の
基
盤
が
築
か
れ
た
こ

と
に
な
る
。 

 

経
時
期
は
短
い
も
の
の
、
得
宗
の
代
替
わ
り
に
伴
う
得
宗
被
官
の
動
向
や
有
力
得
宗
被
官
家
の
固
定
化
を
考
え
る
上
で
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
で
あ
る
。
経
時
期
の
活
動
が

『
吾
妻
鏡
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
有
力
被
官
は
平
盛
時
と
尾
藤
景
氏
だ
が
、
い
ず
れ
も
経
時
の
被
官
と
し
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
第
一
部
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、

金
窪
行
親
は
泰
時
の
晩
年
に
は
将
軍
頼
経
に
接
近
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、泰
時
に
近
侍
し
て
い
た
一
族
た
ち
に
関
し
て
は
経
時
に
近
侍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
し
て
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
経
時
の
死
の
際
に
起
き
た
寛
元
の
政
変
で
は
、
五
月
二
十
五
日
に
尾
藤
景
氏
・
諏
訪
蓮
仏
（
盛
重
）・
平
盛
時
が
頼
経
の
使
者
・
但
馬
前
司
定
員
を

追
い
返
し
、
六
月
十
日
に
「
深
秘
の
沙
汰
」
が
時
頼
亭
で
行
わ
れ
た
際
に
は
、
や
は
り
景
氏
・
蓮
仏
・
盛
時
が
参
候
し
て
い
る
一
〇

。
そ
の
後
、
山
内
の
時
頼
亭
に
お
い
て
政
治
的
事
項
が

決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
有
力
得
宗
被
官
た
ち
も
参
候
し
、
政
治
的
発
言
権
が
次
第
に
増
す
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
時
頼
期
に
工
藤
光
泰
が
有
力
被
官
の
中
に
加
わ

っ
た
こ
と
で
、
有
力
得
宗
被
官
家
が
揃
う
こ
と
に
な
る
。 

時
頼
か
ら
時
宗
へ
の
代
替
わ
り
は
、
親
子
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
事
件
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
時
宗
が
幼
少
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
有
力
北
条

一
門
や
乳
母
夫
と
な
る
得
宗
被
官
の
影
響
力
が
増
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
得
宗
の
代
替
わ
り
の
際
に
は
何
ら
か
の
事
件
・
騒
動
が
起
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
第
一
部
第

四
章
で
触
れ
た
が
、
短
期
間
で
得
宗
の
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
る
中
で
も
有
力
得
宗
被
官
は
世
代
交
代
以
外
に
は
大
き
く
顔
ぶ
れ
を
変
え
ず
、
着
実
に
有
力
得
宗
被
官
家
と
し
て
の
立
場
を

築
き
上
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

 

第
二
節 

鎌
倉
時
代
後
期
の
有
力
得
宗
被
官 

 
 

『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
得
宗
被
官
の
行
動
は
、
基
本
的
に
得
宗
の
命
を
受
け
た
も
の
や
公
式
行
事
へ
の
参
加
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
得
宗
被
官
た
ち
の
意
思
を
読
み
解
く
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
時
宗
期
の
文
永
二
年
（
一
二
六
二
）
以
降
は
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
が
な
く
な
る
も
の
の
、
得
宗
被
官
個
人
の
意
思
が
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
事
件
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
の
日
蓮
の
竜
の
口
の
法
難
や
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
霜
月
騒
動
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
平
頼

綱
が
関
わ
っ
た
も
の
だ
が
、
得
宗
被
官
が
事
件
の
主
役
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。 
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ま
た
、
得
宗
被
官
の
政
治
的
影
響
力
が
増
す
中
で
、
得
宗
被
官
が
処
刑
・
誅
殺
さ
れ
る
事
件
も
起
き
る
よ
う
に
な
る
。
文
永
九
年
の
二
月
騒
動
に
関
し
て
は
有
力
被
官
が
史
料
上
に
見

え
る
事
件
で
は
な
い
が
、
当
時
の
侍
所
所
司
が
平
頼
綱
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
時
章
誅
殺
の
事
件
に
関
与
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
有
力
被
官
の
身
を
守
り
つ
つ

時
章
の
遺
族
を
宥
め
る
た
め
に
、
一
般
の
得
宗
被
官
や
一
門
被
官
を
命
令
も
な
く
馳
せ
向
か
っ
た
咎
に
よ
り
処
刑
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
四
月
四
日
に
時
宗
が
死
去
し
、
幼
少
の
貞
時
が
得
宗
と
な
っ
た
こ
と
で
、
貞
時
の
乳
母
夫
で
あ
る
頼
綱
の
力
は
増
す
。
さ
ら
に
翌
年
の
霜
月
騒
動
に

よ
り
安
達
氏
が
倒
さ
れ
る
と
、
得
宗
被
官
の
上
首
で
あ
る
平
頼
綱
の
影
響
力
は
多
大
な
も
の
に
な
る
。
頼
綱
の
権
力
の
背
景
と
な
っ
た
乳
母
夫
や
執
事
、
侍
所
所
司
の
他
に
得
宗
被
官
の

役
割
の
中
で
注
目
し
た
い
の
が
、
得
宗
の
申
次
で
あ
る
。
得
宗
に
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
す
る
た
め
に
は
得
宗
被
官
に
取
り
次
い
で
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
鎌
倉
時
代

後
期
に
な
り
、
本
来
朝
廷
側
で
争
わ
れ
る
べ
き
相
論
に
つ
い
て
も
、
幕
府
に
訴
状
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
増
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
得
宗
被
官
の
所
に
そ
の
よ
う
な
訴
状

が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
親
玄
や
仲
寛
が
平
頼
綱
や
飯
沼
助
宗
の
も
と
に
申
状
や
書
状
を
渡
す
た
め
に
訪
れ
て
い
る
様
子
が
『
親
玄
僧
正
日
記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
一
一

よ
う
に
、

頼
綱
の
影
響
力
は
鎌
倉
だ
け
で
な
く
京
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

頼
綱
は
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
四
月
の
永
仁
の
大
地
震
の
混
乱
に
乗
じ
て
成
長
し
た
貞
時
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
頼
綱
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
の
は
貞
時
だ
け
で
は

な
く
、
他
の
有
力
得
宗
被
官
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
東
重
綱
が
宗
綱
の
尋
問
に
あ
た
っ
て
お
り
、
平
禅
門
の
乱
後
の
執
事
に
は
長
崎
光
綱
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
頼
綱
誅
殺
に
関
わ
っ
た
得
宗
被
官
も
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
乱
後
も
得
宗
被
官
た
ち
は
貞
時
に
近
侍
し
て
い
る
が
、
寄
合
か
ら
は
排
除
さ
れ
政
治
的

影
響
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
に
光
綱
が
死
去
す
る
と
、
貞
時
は
特
定
の
得
宗
被
官
に
権
力
が
集
中
し
、
世
襲
化
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に

頻
繁
に
執
事
を
交
代
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
平
禅
門
の
乱
後
に
一
時
的
に
政
治
的
影
響
力
を
失
っ
た
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
が
、
嘉
元
の
乱
に
よ
っ
て
再
び
状
況
が
変
わ
る
。 

 

嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
の
嘉
元
の
乱
当
時
、
侍
所
所
司
と
得
宗
家
公
文
書
執
事
は
得
宗
被
官
で
は
な
く
、
北
条
宗
方
で
あ
っ
た
。
建
保
元
年
に
金
窪
行
親
が
侍
所
所
司
に
な
っ
て
か

ら
八
十
年
、
元
仁
元
年
に
尾
藤
景
綱
が
家
令
と
な
っ
て
か
ら
約
七
十
年
い
ず
れ
も
平
氏
の
世
襲
と
な
り
、
平
禅
門
の
乱
後
は
頻
繁
に
交
代
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
長
ら
く
得
宗
被
官
が

務
め
て
き
た
こ
の
二
つ
の
役
割
が
貞
時
の
従
兄
弟
で
あ
る
宗
方
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
得
宗
被
官
に
と
っ
て
こ
の
二
つ
の
役
割
を
奪
わ
れ
た
に
等
し
い
。
こ
れ
に
は
得
宗
被
官
が
反

発
し
た
と
み
ら
れ
る
。
第
二
部
第
三
章
で
は
第
一
章
と
第
二
章
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
得
宗
被
官
の
観
点
か
ら
嘉
元
三
年
の
嘉
元
の
乱
を
考
察
し
た
よ
う
に
、
嘉
元
の
乱
は
貞
時
・

師
時
・
宗
方
が
得
宗
家
の
専
制
的
な
政
治
を
目
指
す
中
で
、
平
禅
門
の
乱
の
勝
利
を
再
現
す
べ
く
、
二
月
騒
動
の
時
の
「
誤
っ
て
」
誅
殺
方
式
に
よ
っ
て
時
村
を
誅
殺
し
た
が
、
正
式
に

命
を
受
け
て
追
討
に
向
か
っ
た
武
士
を
処
刑
し
た
こ
と
や
、
侍
所
所
司
や
執
事
職
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
得
宗
被
官
及
び
御
家
人
た
ち
の
反
発
を
招
い
た
た
め
、
宗
方
を
切
り
捨
て
る
こ
と
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に
な
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
貞
時
は
政
治
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
再
び
得
宗
被
官
の
政
治
的
影
響
力
が
増
す
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
後
、
長
崎
氏
と
安
達
氏
の
間
に
は
姻
戚
関
係
も
結
ば
れ
、
得
宗
被
官
と
御
家
人
の
上
層
部
に
よ
る
政
治
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
一
般
の
得
宗
被
官
や
朝
廷
の
不
満

に
よ
り
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
。
鎌
倉
幕
府
滅
亡
時
に
は
得
宗
を
凌
ぐ
権
力
を
持
つ
ま
で
に
な
っ
て
い
た
得
宗
被
官
だ
が
、
有
力
被
官
の
多
く
は
得
宗
高
時
と
と
も
に
自

害
し
た
。
全
国
に
広
が
る
得
宗
領
が
収
公
さ
れ
る
と
、
得
宗
の
代
官
と
し
て
所
領
経
営
を
行
っ
て
い
た
得
宗
被
官
の
所
領
も
必
然
的
に
収
公
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
生
き
残
っ
た
得
宗
被

官
た
ち
も
財
政
基
盤
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

お
わ
り
に 

 

以
上
で
本
論
文
の
す
べ
て
の
考
察
が
終
了
し
た
。
鎌
倉
時
代
に
起
き
た
事
件
に
は
得
宗
被
官
が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
お
り
、
得
宗
被
官
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
、
鎌

倉
時
代
を
研
究
す
る
上
で
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
一
部
の
有
力
被
官
以
外
に
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
得
宗
被
官
と
い
う
存
在
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
す
で
に
通
説
化
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
事
件
や
不
可
解
と
さ
れ
て
き
た
事
件
に
つ
い
て
も
見
直
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
甚
だ
稚
拙
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
北
条
氏
や
有
力
御
家
人
の

視
点
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
事
件
に
つ
い
て
の
新
た
な
可
能
性
を
示
唆
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。 

本
論
文
で
の
主
な
考
察
対
象
は
有
力
被
官
家
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
一
族
以
外
に
も
多
く
の
得
宗
被
官
が
存
在
し
、
そ
の
存
在
形
態
も
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。
鎌

倉
で
得
宗
に
近
侍
す
る
者
も
い
れ
ば
、
得
宗
領
在
地
で
所
領
経
営
に
当
た
る
者
も
い
る
。
本
論
文
で
は
南
条
氏
の
庶
流
で
、
駿
河
国
上
野
郷
で
活
動
し
て
い
た
南
条
時
光
の
流
れ
に
つ
い

て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
有
力
被
官
家
の
庶
流
や
一
般
得
宗
被
官
に
つ
い
て
は
課
題
が
残
る
。
ま
た
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
後
に
生
き
残
っ
た
元
得
宗
被
官
た
ち
の
一

部
は
、
南
北
朝
期
に
各
地
で
蜂
起
し
て
お
り
、
幕
府
滅
亡
後
の
得
宗
被
官
の
動
向
に
つ
い
て
も
研
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
折
し
も
、『
南
北
朝
遺
文
』
の
刊
行
が
進
み
、
元
得
宗
被
官
た

ち
の
南
北
朝
期
の
活
動
に
つ
い
て
も
追
う
こ
と
が
容
易
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
今
後
は
本
論
文
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
得
宗
被
官
一
族
の
研
究
や
得
宗
被
官
の
役
割
と
併
せ
て
、
南

北
朝
期
の
元
得
宗
被
官
た
ち
の
動
向
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
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注 

 

一 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
八
日
。 

二 

『
承
久
記
』（
「
古
活
字
本
」・
「
前
田
家
本
」）。 

三 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
二
十
七
日
条
。 

四 

『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
。 

五 

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
八
月
二
十
八
日
条
。 

六 

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
八
日
。 

七 

『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
。 

八 

『
吾
妻
鏡
』
同
日
条
。 

九 

有
力
得
宗
被
官
た
ち
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
の
段
階
で
も
得
宗
亭
周
囲
に
宿
所
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
金
沢
貞
顕
の
書
状
か
ら
わ
か
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
二

一
八
五
号
）
。 

一
〇 

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
六
月
十
日
条
。 

一
一 

『
親
玄
僧
正
日
記
』
正
応
五
年
三
月
三
十
日
条
、
同
五
月
二
十
日
条
。
ま
た
同
閏
六
月
二
十
四
日
～
二
十
六
日
条
に
は
仲
寛
が
連
日
頼
綱
亭
を
訪
れ
て
書
状
を
渡
そ
う
と
し
て
い
る

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。 
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付  表  

 

付表 1  鎌倉幕府正月垸飯の沙汰人一覧 

付表 2  鎌倉幕府正月垸飯の役人一覧 

付表 3  鎌倉幕府的始の射手一覧＜文治 4(1188)～文永 3(1266)＞ 

付表 4  鎌倉幕府的始の射手一覧＜的調及び催促の交名＞ 

付表 5  鎌倉幕府的始の射手一覧＜永仁 2(1294)～正慶 2(1333)＞ 

付表 6  得宗被官東使の活動年表 

付表 7  徳治 2年(1307)5月「相模円覚寺毎月大齋番文」一覧 

付表 8  元亨 3年(1323)10月「北条貞時十三年忌供養記」一覧 

付表 9  得宗被官金窪行親の活動一覧     

付表 10 得宗被官尾藤氏の活動一覧 

付表 11 得宗被官平・長崎氏の活動一覧 

付表 12 得宗被官諏訪氏の活動一覧 

付表 13 得宗被官工藤氏の活動一覧 

付表 14 甲斐工藤氏行光流布施氏・大瀬氏活動一覧 

付表 15 得宗被官南条氏の活動一覧 

付表 16 得宗被官平姓安東氏の活動一覧 

付表 17 得宗被官藤姓安東氏の活動一覧 

付表 18 得宗被官万年氏の活動一覧 

                                                

＜凡 例＞ 

①年号が灰色になっているものは文書に年号記載のないもので、記載の年号は推定したものである。 
②年号については元徳 3 年・元弘元年（1330）以前は基本的に改元後の年号に統一し、元徳 3 年・元弘元年以降は文書

記載の年号を表記している。   
③典拠史料については一部下記の略称を用いた。 
・『吾』…『吾妻鏡』 
・『永記』…『永仁三年記』 
・「過去帳」…「近江番場宿蓮華寺過去帳」 
・『鎌』…『鎌倉遺文』 
・『鎌記』…『鎌倉年代記』 
・『鎌裏』…『鎌倉年代記裏書』 
・『鎌大』…『鎌倉大日記』 
・「供僧次第」…「鶴岡八幡宮寺供僧次第」 
・『建記』…『建治三年記』 
・「建治帳」…「六条八幡宮造営注文」 
・「社務記録」…「鶴岡社務記録」 
・「社務次第」…「鶴岡八幡宮寺社務職次第」 
・『守護制度』…佐藤進一『増訂鎌倉幕府守護制度の研究』（東京大学出版会、1971 年） 
・「所職次第」…「鶴岡八幡宮寺諸職次第」 
・『親』…『親玄僧正日記』 
・「当社記録」…「当社記録鶴岡八幡宮」 
・『武記』…「武家年代記」 
・『武裏』…「武家年代記裏書」 
・『太』…『太平記』※「新潮日本古典集成」の頁数を記載。丸数字は巻数を示す。 
・｢大斉番文｣…「相模円覚寺毎月大齋番文」 

・『大史』…『大日本史料』 
・『大古』…『大日本古文書』 
・「鳥餅日記」…「鳥ノ餅ノ日記」 
・『南』…『南北朝遺文』 
・「分与帳」…「白蓮本尊曼荼羅分与帳」 
・『保』…『保暦間記』 
・「問答記録」…「鎌倉殿中問答記録」 

 



付表1

年　号 1日 2日 3日 ４日以降の垸飯

養和1(1181) 千葉常胤

文治2(1186) ○

文治4(1188) 6日（足利義兼）

文治5(1189) ○

建久1(1190) ○

建久2(1191) 千葉常胤 三浦義澄 小山朝政 5日（宇都宮朝綱）

建久3(1192) ○

建久4(1193) 千葉常胤

建久5(1194) 足利義兼

建久6(1195) 足利義兼 千葉常胤 小山朝政

正治2(1200) 北条時政 千葉常胤 三浦義澄
4日（大江広元）、5日（八田知家）、6日（大内惟義）、7日（小山朝政）、8日（結城
朝光）、13日（土肥遠平）、15日（佐々木定綱）、18日（畠山重忠）

建仁1(1201) 12日

元久2(1205) 北条時政 千葉胤正

建暦1(1211) 北条義時 大江広元 小山朝政

建暦2(1212) 北条義時 大江広元 小山朝政

建保1(1213) 大江広元 北条義時 北条時房 4日（和田義盛）

貞応1(1222) 北条義時 足利義氏 大江広元 7日（結城朝光）、8日（中条家長）

貞応2(1223) 北条義時 ○ 5日

元仁1(1224) 北条義時 ○ 4日

嘉禄1(1225) 北条時房

嘉禄2(1226) 北条泰時 北条朝時 三浦義村

安貞1(1227) 北条泰時 北条時房 三浦義村

安貞2(1228) 北条時房 北条泰時 北条朝時 8日

寛喜1(1229) 北条時房 北条泰時 北条朝時

寛喜2(1230) ○ 10日

寛喜3(1231) 北条時房

貞永1(1232) 北条時房

天福1(1233) 北条時房 北条泰時 北条朝時

文暦1(1234) 北条時房 北条泰時 ○

嘉禎1(1235) 北条時房 北条泰時 北条朝時

嘉禎2(1236) 北条時房 北条泰時 北条朝時

嘉禎3(1237) 北条時房 北条泰時 北条朝時 6日、11日

暦仁1(1238) 北条時房 北条泰時 北条朝時

延応1(1239) 北条時房 北条泰時 北条朝時

仁治1(1240) 北条時房 北条泰時 北条朝時

仁治2(1241) 北条泰時 足利義氏 北条朝時 11日

寛元1(1243) 足利義氏

寛元2(1244) 北条経時 北条時定 北条朝時 27日

寛元3(1245) 北条経時

寛元4(1246) 北条経時

宝治1(1247) 北条時頼

宝治2(1248) 北条時頼 北条重時 15日

建長2(1250) 北条時頼 足利義氏 北条重時

建長3(1251) 北条時頼 北条重時 足利義氏

建長4(1252) 北条時頼 北条重時 足利義氏

建長5(1253) 北条時頼 足利義氏 北条重時

建長6(1254) 北条時頼 足利義氏 北条重時

康元1(1256) 北条時頼 北条重時 足利利氏

正嘉1(1257) 北条時頼 北条重時 北条時定

正嘉2(1258) 北条時頼 北条重時 北条政村

文応1(1260) 北条時頼 北条重時 北条政村

弘長1(1261) 北条時頼 北条重時 北条政村

弘長3(1263) 北条時頼 北条政村 北条長時

文永2(1265) 北条時宗 北条政村 北条時盛 7日、15日、24日

文永3(1266) 北条時宗 北条政村 北条義宗

永仁3(1295) 北条貞時 北条宣時 北条時村

付表1　鎌倉幕府正月垸飯の沙汰人一覧



付表2①

5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣

寺
尾
大
夫
業
遠

千
葉
五
郎
胤
道

臼
井
太
郎
常
忠

千
葉
四
郎
胤
信

三
浦
平
六
義
村

相
馬
五
郎

長
沼
五
郎

足
立
八
郎

筑
後
六
郎

佐
原
太
郎

天
羽
二
郎
真
（

直
）

常

平
次
兵
衛
尉
常
秀

太
郎
景
連

東
平
太

結
城
七
郎

春
日
部
二
郎

同
九
郎

長
井
太
郎

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣

結
城
左
衛
門
尉
朝
光

遠
江
大
夫
将
監
親
広

武
州

賀
茂
冠
者

遠
江
守

武
州

5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

結
城
左
衛
門
尉
朝
光

和
田
左
衛
門
尉
義
盛

兵
衛
大
夫
季
忠

南
条
七
郎
（

時
員
）

藤
内
左
衛
門
尉

佐
々
木
左
近
将
監

三
浦
九
郎
左
衛
門
尉

伊
賀
次
郎
兵
衛
尉

民
部
大
夫
康
俊

左
近
大
夫
朝
親

武
蔵
守

大
和
判
官
代

豊
嶋
小
太
郎

吉
良
次
郎

足
立
八
郎
兵
衛
尉

武
蔵
太
郎

曽
我
小
太
郎

加
藤
兵
衛
尉

加
地
六
郎

佐
原
又
太
郎

同
三
郎

同
進
士

同
又
太
郎

同
三
郎

同
九
郎

肥
田
八
郎

御
馬
五
疋

御
馬
五
疋

和
田
新
左
衛
門
尉
常
盛

伊
賀
守
朝
光

三
浦
左
衛
門
尉
義
村

三
浦
九
郎
左
衛
門
尉
胤
義

山
城
判
官
行
村

小
山
左
衛
門
尉
朝
政

小
山
五
郎
宗
政

下
河
辺
庄
司
行
平

砂金…小山朝政

(1)建久2(1191).1.1【千葉常胤】 (2)建久2(1191).1.2【三浦義澄】 (5)元久2(1205).1.1【北条時政】

足
立
左
衛
門
尉

三
浦
兵
衛
尉

小
山
左
衛
門
尉

(6)建暦1(1211).1.1【北条義時】 (7)建暦1(1211).1.2【大江広元】

(4)建久4(1193).1.1【千葉常胤】

（

常
胤
子
息
三
人
・
孫
二
人
が
引

く
）

※
師
常
・
胤
信
・
胤
道
・
胤

秀
等
。

御
馬
五
疋

梶
原
左
衛
門
尉
景
季

八
田
右
衛
門
尉
知
家

相
模
守
惟
義

砂金…千葉常胤

(3)建久2(1191).1.3【小山朝政】

御
馬
五
疋

同
（

小
山
）

七
郎
朝
光

(11)建保1(1213).1.1【大江広元】 (14)建保1(1213).1.4【和田義盛】

(8)建暦1(1211).1.3【小山朝政】

結
城
左
衛
門
尉
朝
光

(9)建暦2(1212).1.1【北条義時】

御
馬
五
疋

(12)建保1(1213).1.2【北条義時】 (13)建保1(1213).1.3【北条時房】

親
広

(10)建暦2(1212).1.3【小山朝政】

結
城
左
衛
門
尉
朝
光

付表2①　鎌倉幕府正月垸飯の役人一覧＜建久2(1191)～建保1(1213)＞



付表2②1

5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

駿
河
小
太
郎
兵
衛
尉
朝
村

小
山
新
左
衛
門
尉
朝
長

駿
河
前
司
義
村

足
利
武
蔵
前
司
義
氏

中
条
右
衛
門
尉
家
長

後
藤
左
衛
門
尉
基
綱

駿
河
前
司
義
村

結
城
左
衛
門
尉
朝
光

陸
奥
修
理
亮

蒲
判
官
代
佐
房

陸
奥
修
理
亮

同
三
郎
光
村

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

駿
河
前
司
義
村

陸
奥
修
理
亮
重
時

三
浦
平
六
光
村

加
藤
六
郎
兵
衛
尉
景
長

中
条
出
羽
二
郎
家
平

佐
々
木
右
衛
門
二
郎
信
高

三
浦
駿
河
二
郎
義
村

三
浦
駿
河
前
司
義
村

駿
河
守
重
時

三
浦
駿
河
前
司

結
城
左
衛
門
尉
朝
光

同
又
太
郎
氏
村

同
左
衛
門
三
郎
景
俊

苅
田
右
衛
門
三
郎
義
行

同
三
郎
泰
綱

同
四
郎
家
村

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

駿
河
前
司
義
村

相
模
四
郎

前
大
炊
助
有
時

駿
河
前
司
義
村

駿
河
守
重
時

大
炊
助

駿
河
守
重
時

民
部
丞
範
重

付表2②　鎌倉幕府正月垸飯の役人一覧＜貞応1(1222)～文永3(1266)＞

(1)貞応1(1222).1.1【北条義時】 (2)貞応1(1222).1.2【足利義氏】 (3)貞応1(1222).1.3【大江広元】 (4)貞応1(1222).1.7【結城朝光】 (5)貞応1(1222).1.8【中条家長】

(6)貞応2(1223).1.1【北条義時】 (7)貞応2(1223).1.2【不明】 (8)元仁1(1224).1.1【北条義時】 (9)元仁1(1224).1.2【不明】 (10)元仁1(1224).1.4【不明】

御
馬
五
疋

伊
賀
次
郎
左
衛
門
尉
光
宗

出
羽
前
司
家
長

(11)嘉禄1(1225).1.1【北条時房】 (12)嘉禄2(1226).1.1【北条泰時】 (13)嘉禄2(1226).1.2【北条朝時】 (14)嘉禄2(1226).1.3【三浦義村】 (15)安貞1(1227).1.3【三浦義村】

御
馬
五
疋

出
羽
守
家
長



付表2②2

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

前
大
炊
助
有
時

駿
河
前
司
義
村

大
須
賀
左
衛
門
尉

出
羽
守
家
長

陸
奥
四
郎
政
村

駿
河
守
重
時

肥
田
三
郎
兵
衛
尉

吉
良
次
郎

佐
原
四
郎

相
模
四
郎

陸
奥
四
郎
政
村

大
炊
助

駿
河
守

駿
河
次
郎

梶
原
三
郎

越
後
太
郎

相
模
四
郎

陸
奥
四
郎

大
炊
助

駿
河
守

同
八
郎

同
三
郎

同
十
郎

同
五
郎

同
五
郎

同
四
郎

同
五
郎

同
五
郎

同
五
郎

同
五
郎

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

小
井
弖
太
郎
兵
衛
尉

河
原
口
次
郎
兵
衛
尉

越
後
四
郎

越
後
三
郎

越
後
太
郎

大
炊
助

駿
河
守

駿
河
前
司

陸
奥
式
部
大
夫

本
間
太
郎
左
衛
門
尉

上
野
七
郎

相
模
四
郎

式
部
大
夫

近
江
前
司
信
綱

民
部
権
少
輔

越
後
太
郎

近
江
太
郎
左
衛
門
尉

信
濃
左
衛
門
尉

隠
岐
三
郎
左
衛
門
尉

相
模
五
郎

上
野
介
朝
光

式
部
大
夫

同
五
郎

同
三
郎
兵
衛
尉

広
河
五
郎

山
家
次
郎

本
庄
左
衛
門
尉

同
三
郎
左
衛
門
尉

同
五
郎

同
六
郎

陸
奥
五
郎

同
四
郎

同
三
郎
兵
衛
尉

同
左
近
将
監

同
四
郎
左
衛
門
尉

同
六
郎

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

久
下
掾
源
内

越
後
四
郎

越
後
三
郎

越
後
次
郎

越
後
太
郎

近
江
前
司

式
部
大
夫

本
間
左
衛
門
尉

佐
原
四
郎

掃
部
助
太
郎

相
模
六
郎

越
後
太
郎

佐
原
三
郎
左
衛
門
尉

出
羽
前
司
家
長

越
後
太
郎

陸
奥
式
部
大
夫

相
模
六
郎

原
右
衛
門
尉

相
模
五
郎

佐
原
新
左
衛
門
尉

隠
岐
三
郎
左
衛
門
尉

越
後
太
郎
光
時

陸
奥
式
部
大
夫
政
村

上
野
七
郎
左
衛
門
尉

南
条
七
郎
左
衛
門
尉
（

時
員
）

弥
次
郎
左
衛
門
尉

信
濃
次
郎
左
衛
門
尉

出
羽
三
郎
左
衛
門
尉

駿
河
次
郎
泰
村

相
模
式
部
大
夫

同
三
郎

小
伊
手
太
郎
左
衛
門
尉

河
原
田
藤
内
左
衛
門
尉

河
原
田
太
郎
左
衛
門
尉

本
庄
左
衛
門
尉

同
四
郎
左
衛
門
尉

同
六
郎
兵
衛
尉

本
間
次
郎
左
衛
門
尉

本
間
三
郎
左
衛
門
尉

同
次
郎

吉
良
次
郎

同
五
郎

本
間
三
郎
左
衛
門
尉

同
十
郎

同
五
郎
左
衛
門
尉

同
五
郎

同
（

南
条
）

兵
衛
尉

夜
叉
左
衛
門
尉

同
三
郎
左
衛
門
尉

同
四
郎
左
衛
門
尉

陸
奥
五
郎
実
泰

佐
原
三
郎
左
衛
門
尉

大
須
賀
左
衛
門
尉

(21)寛喜1(1229).1.3【北条朝時】 (22)寛喜3(1231).1.1【北条時房】 (23)貞永1(1232).1.1【北条時房】 (24)天福1(1233).1.1【北条時房】 (25)天福1(1233).1.2【北条泰時】

(16)安貞2(1228).1.1【北条時房】 (17)安貞2(1228).1.2【北条泰時】 (18)嘉禄2(1226).1.3【北条朝時】 (19)寛喜1(1229).1.1【北条時房】 (20)寛喜1(1229).1.2【北条泰時】

御
馬
五
疋

結
城
左
衛
門
尉
朝
光

御
馬
五
疋

土
屋
左
衛
門
尉

御
馬
五
疋

摂
津
左
衛
門
尉
為
光

式
部
丞
朝
直

駿
河
次
郎

相
模
式
部
大
夫
朝
直

城
太
郎
義
景

出
羽
前
司
家
長

(26)天福1(1233).1.3【北条朝時】 (27)文暦1(1234).1.1【北条時房】 (28)文暦1(1234).1.2【北条泰時】 (29)嘉禎2(1236).1.1【北条時房】 (30)嘉禎2(1236).1.2【北条泰時】

出
羽
左
衛
門
尉
家
平

佐
原
三
郎
左
衛
門
尉
家
連



付表2②3

※弥四郎経時が沙汰

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

越
後
太
郎

平
左
衛
門
次
郎

南
条
七
郎
左
衛
門
尉
（

時
員
）

信
濃
左
衛
門
尉

隠
岐
四
郎
左
衛
門
尉

大
須
賀
左
衛
門
尉

陸
奥
式
部
大
夫

相
模
六
郎

駿
河
太
郎

信
濃
次
郎
左
衛
門
尉

佐
原
新
左
衛
門
尉

相
模
五
郎

駿
河
前
司
義
村

陸
奥
七
郎

陸
奥
太
郎

隠
岐
三
郎
左
衛
門
尉

駿
河
四
郎
左
衛
門
尉

遠
江
式
部
丞

丹
後
守
泰
氏

佐
原
新
左
衛
門
尉

信
濃
三
郎
左
衛
門
尉

伊
賀
六
郎
左
衛
門
尉

上
総
介
太
郎

遠
江
式
部
丞

城
太
郎
義
景

右
馬
権
守

越
後
太
郎

本
間
次
郎
左
衛
門
尉

上
総
介
太
郎

相
模
六
相

相
模
式
部
大
夫

若
狭
守
泰
村

宮
内
少
輔
泰
氏

海
老
名
左
衛
門
尉

同
（

平
）

三
郎

同
（

南
条
）

太
郎
兵
衛
尉

同
三
郎
左
衛
門
尉

同
四
郎
左
衛
門
尉

出
羽
左
衛
門
尉

本
間
次
郎
左
衛
門
尉

同
三
郎
左
衛
門
尉

同
次
郎
左
衛
門
尉

本
間
式
部
丞

平
左
衛
門
三
郎

原
左
衛
門
四
郎

同
四
郎
左
衛
門
尉

同
五
郎

南
条
七
郎
左
衛
門
尉

同
次
郎
左
衛
門
尉

隠
岐
四
郎
左
衛
門
尉

同
太
郎
兵
衛
尉

同
次
郎

小
井
弖
兵
衛
尉

吉
良
次
郎

同
四
郎

同
次
郎

橘
右
馬
允

本
間
式
部
丞

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

北
条
五
郎

近
江
四
郎
左
衛
門
尉

上
野
七
郎
左
衛
門
尉

駿
河
五
郎
左
衛
門
尉

北
条
左
近
大
夫
将
監

玄
番
頭
基
綱

駿
河
前
司
義
村

豊
田
太
郎
兵
衛
尉

小
野
寺
小
次
郎
左
衛
門
尉

信
濃
三
郎
左
衛
門
尉

陸
奥
七
郎

遠
江
三
郎

右
馬
権
頭
政
村

相
模
七
郎
時
弘

佐
原
七
郎
左
衛
門
尉
政
連

佐
原
太
郎
左
衛
門
尉
家
胤

相
模
右
近
大
夫
将
監
時
定

相
模
式
部
大
夫
時
直

周
防
右
馬
助
光
時

北
条
五
郎
兵
衛
尉
時
頼

大
曽
祢
太
郎
兵
衛
尉
長
経

陸
奥
掃
部
助
実
時

北
条
左
近
大
夫
将
監
経
時

周
防
右
馬
助
光
時

若
狭
守
泰
村

右
馬
権
頭
政
村

遠
江
五
郎
時
兼

平
新
左
衛
門
尉
盛
時

陸
奥
掃
部
助
実
時

南
条
八
郎
兵
衛
尉
（

忠
時
）

遠
江
式
部
大
夫
時
章

周
防
右
馬
助
光
時

右
馬
権
頭

南
条
七
郎
左
衛
門
尉
（

時
員
）

佐
々
木
六
郎

同
弥
四
郎

同
八
郎
左
衛
門
尉

信
濃
三
郎
左
衛
門
尉

同
次
郎
兵
衛
尉

同
四
郎
左
衛
門
尉

隠
岐
四
郎
左
衛
門
尉

広
河
五
郎

小
井
弖
左
衛
門
尉

橘
右
馬
允
公
高

同
六
郎
助
連

同
四
郎
左
衛
門
尉
光
連

横
地
太
郎
兵
衛
長
直

本
間
次
郎
左
衛
門
尉
信
忠

弥
次
郎
左
衛
門
尉
親
盛

同
次
郎
兵
衛
尉
盛
経

原
左
衛
門
尉
忠
康

梶
原
右
衛
門
尉
景
俊

同
修
理
亮
時
幸

飯
田
五
郎
家
重

同
（

平
）

四
郎
（

光
盛
）

梶
原
右
衛
門
尉
景
俊

同
（

南
条
）

平
四
郎

小
見
左
衛
門
尉
親
家

5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

相
模
右
近
大
夫
将
監
時
定

吉
良
大
舎
人
介
政
衡

佐
原
太
郎
左
衛
門
尉
胤
家

相
模
七
郎
時
弘

相
模
式
部
大
夫
時
直

武
蔵
守
朝
直

右
馬
権
頭
政
村

陸
奥
七
郎
時
尚

平
新
左
衛
門
尉
盛
時

陸
奥
掃
部
助
実
時

北
条
五
郎
兵
衛
尉
時
頼

北
条
左
近
大
夫
将
監
経
時

駿
河
守
有
村

相
模
左
近
将
監

陸
奥
七
郎
時
尚

信
濃
三
郎
左
衛
門
尉
行
綱

笠
間
左
衛
門
尉
時
朝

遠
江
五
郎
時
兼

備
前
守
時
長

北
条
五
郎
兵
衛
尉

佐
原
五
郎
左
衛
門
尉

信
濃
三
郎
左
衛
門
尉

上
野
五
郎
兵
衛
尉

北
条
左
近
大
夫
将
監
経
時

甲
斐
前
司
泰
秀

右
馬
権
頭
政
村

畠
山
三
郎

武
小
次
郎
兵
衛
尉

多
々
良
小
太
郎

新
田
太
郎

足
利
五
郎

秋
田
城
介
義
景

宮
内
少
輔
泰
氏

山
城
前
司
元
忠

原
四
郎
左
衛
門
尉
泰
綱

同
四
郎
左
衛
門
尉
光
連

本
間
源
内
左
衛
門
尉
忠
直

佐
原
六
郎
兵
衛
尉
時
連

南
条
八
郎
兵
衛
尉
忠
時

同
（

平
）

四
郎
（

光
盛
）

伊
東
六
郎
左
衛
門
尉
祐
盛

近
江
四
郎
左
衛
門
尉
氏
信

信
濃
三
郎
左
衛
門
尉
行
綱

同
七
郎

大
和
判
官
代
次
郎
宗
綱

同
四
郎
左
衛
門
尉
行
忠

宇
都
宮
五
郎
左
衛
門
尉
宗
朝

小
井
弖
左
衛
門
尉

平
新
左
衛
門
尉
（

盛
時
）

同
六
郎
兵
衛
尉

同
四
郎
左
衛
門
尉

同
十
郎

駿
河
又
太
郎
左
衛
門
尉

大
井
田
十
郎

同
三
郎

同
次
郎

阿
保
弥
次
郎

高
弥
太
郎

筑
後
図
書
助
時
家

大
和
守
祐
時

(36)暦仁1(1238).1.2【北条泰時】 (37)暦仁1(1238).1.3【北条朝時】 (38)延応1(1239).1.1【北条時房】 (39)延応1(1239).1.2【北条泰時】 (40)延応1(1239).1.3【北条朝時】

(31)嘉禎2(1236).1.3【北条朝時】 (32)嘉禎3(1237).1.1【北条時房】 (33)嘉禎3(1237).1.2【北条泰時】※ (34)嘉禎3(1237).1.3【北条朝時】 (35)暦仁1(1238).1.1【北条時房】

摂
津
四
郎
左
衛
門
尉

佐
原
三
郎
左
衛
門
尉
家
連

相
模
式
部
大
夫
朝
直

上
野
七
郎
左
衛
門
尉
朝
広

左
衛
門
大
夫
泰
秀

内
藤
七
郎
左
衛
門
尉
盛
継

(41)仁治1(1240).1.1【北条時房】 (42)仁治1(1240).1.2【北条泰時】 (43)仁治1(1240).1.3【北条朝時】 (44)仁治2(1241).1.1【北条泰時】 (45)仁治2(1241).1.2【足利義氏】

肥
後
守
為
佐

壱
岐
守
光
村

遠
江
式
部
大
夫
光
時

肥
前
守
家
連

武
蔵
守
朝
直

秋
田
城
介
義
景

太
宰
少
弐
為
佐

佐
渡
前
司
基
綱

秋
田
城
介
義
景

甲
斐
守
泰
秀

出
羽
前
司
行
義

伊
豆
守
頼
定

佐
渡
前
司
基
綱



付表2②4

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

陸
奥
七
郎
景
時

遠
江
五
郎

遠
江
修
理
亮
時
幸

遠
江
式
部
大
夫
時
章

周
防
左
馬
助

若
狭
前
司
泰
村

備
前
守
時
長

若
狭
前
司
泰
村

右
馬
権
頭
政
村

北
条
六
郎

平
新
左
衛
門
尉

武
藤
左
衛
門
尉

遠
江
次
郎
左
衛
門
尉

北
条
左
近
大
夫
将
監

前
右
馬
権
頭

越
後
次
郎

本
間
山
城
前
司

但
馬
左
衛
門
尉

駿
河
式
部
大
夫

相
模
七
郎

但
馬
前
司
定
員

北
条
左
近
大
夫
将
監

遠
江
三
郎
左
衛
門
尉

佐
原
七
郎
左
衛
門
尉

広
河
五
郎
左
衛
門
尉

平
新
左
衛
門
尉

遠
江
修
理
亮

遠
江
式
部
大
夫
時
章

毛
利
兵
衛
大
夫
広
光

平
左
衛
門
四
郎
（

光
盛
）

広
河
八
郎

広
河
五
郎
左
衛
門
尉

小
井
弖
左
衛
門
尉

遠
藤
五
郎
左
衛
門
尉

弥
次
郎
左
衛
門
尉

同
（

平
）

四
郎
（

光
盛
）

同
左
近
将
監

同
五
郎
左
衛
門
尉

梶
原
右
衛
門
尉

同
三
郎

対
馬
太
郎

斎
藤
左
近
将
監

同
八
郎
左
衛
門
尉

小
河
右
衛
門
尉

飯
田
五
郎

同
兵
衛
尉

同
八
郎

同
（

平
）

四
郎
（

光
盛
）

大
見
左
衛
門
尉

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

能
登
前
司
光
村

北
条
左
近
大
夫
将
監

能
登
前
司

前
右
馬
権
頭

出
羽
次
郎
左
衛
門
尉

遠
江
次
郎
左
衛
門
尉

足
利
三
郎

武
藤
四
郎

北
条
六
郎

前
右
馬
権
頭

城
九
郎
泰
盛

遠
江
次
郎
左
衛
門
尉
光
盛

大
曽
祢
太
郎
左
衛
門
尉
長
泰

武
蔵
四
郎
時
仲

北
条
六
郎
時
定

前
右
馬
権
頭

足
利
太
郎
家
氏

出
羽
次
郎
左
衛
門
尉
行
有

信
濃
四
郎
左
衛
門
尉
行
忠

弥
次
郎
左
衛
門
尉
親
盛

上
野
三
郎
国
氏

宮
内
少
輔
泰
氏

武
蔵
守
朝
直

同
三
郎

同
六
郎
兵
衛
尉

同
次
郎

工
藤
六
郎
左
衛
門
尉

平
左
衛
門
次
郎

同
四
郎
時
盛

同
六
郎
左
衛
門
尉
時
連

同
次
郎
左
衛
門
尉
盛
経

尾
藤
兵
衛
尉

諏
方
兵
衛
四
郎
盛
頼

同
次
郎
兼
氏

同
三
郎
行
資

筑
前
次
郎
左
衛
門
尉
行
頼

刑
部
次
郎
兵
衛
尉

大
平
太
郎
左
衛
門
尉

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

遠
江
六
郎
教
時

上
野
弥
四
郎
左
衛
門
尉
時
光

出
雲
五
郎
左
衛
門
尉
宣
時

越
後
五
郎
時
家

陸
奥
弥
四
郎
時
茂

陸
奥
掃
部
助
実
時

尾
張
前
司
時
章

和
泉
次
郎
左
衛
門
尉
行
章

上
野
弥
四
郎
右
衛
門
尉
時
光

遠
江
六
郎
左
衛
門
尉
時
連

武
蔵
四
郎
時
仲

相
模
式
部
大
夫
時
弘

陸
奥
掃
部
助

前
右
馬
権
頭

遠
江
六
郎
教
時

出
雲
五
郎
左
衛
門
尉
宣
時

上
野
五
郎
左
衛
門
尉
重
光

下
野
七
郎
経
綱

陸
奥
弥
四
郎
時
茂

武
蔵
守
朝
直

三
村
新
左
衛
門
時
親

出
羽
次
郎
左
衛
門
行
有

遠
江
六
郎
左
衛
門
尉
時
連

上
野
三
郎
国
氏

足
利
太
郎
家
氏

宮
内
少
輔
泰
氏

北
条
六
郎

肥
後
次
郎
左
衛
門
尉

加
地
太
郎
左
衛
門
尉

遠
江
六
郎

武
蔵
四
郎

尾
張
前
司

前
右
馬
権
頭

尾
張
次
郎
公
時

同
十
郎
朝
村

波
多
野
五
郎
秀
頼

浅
羽
次
郎
兵
衛
尉

宿
屋
次
郎
忠
義

出
羽
三
郎
行
資

同
十
郎
朝
村

同
新
左
衛
門
尉
経
光

同
五
郎
時
忠

相
模
八
郎
時
隆

遠
江
六
郎
教
時

同
次
郎
光
時

同
三
郎
兵
衛
尉
広
綱

浅
羽
左
衛
門
次
郎

村
櫛
三
郎
兵
衛
尉

同
二
郎

同
三
郎
行
資

同
新
左
衛
門
尉
経
光

太
平
左
衛
門
尉

同
次
郎
顕
氏

尾
藤
二
郎

同
四
郎
左
衛
門
尉

壱
岐
三
郎

尾
張
二
郎

同
五
郎

(46)仁治2(1241).1.3【北条朝時】 (47)寛元1(1243).1.1【足利義氏】 (48)寛元2(1244).1.1【北条経時】 (49)寛元2(1244).1.2【北条時定】 (50)寛元2(1244).1.3【北条朝時】

備
前
守
時
長

(51)寛元3(1245).1.1【北条経時】 (52)宝治1(1247).1.1【北条時頼】 (53)宝治2(1248).1.1【北条時頼】 (54)建長2(1250).1.1【北条時頼】 (55)建長2(1250).1.2【足利義氏】

遠
山
大
蔵
少
輔
景
朝

佐
々
木
壱
岐
前
司
泰
綱

秋
田
城
介
義
景

若
狭
前
司
泰
村

石
見
前
司
能
行

出
羽
前
司
行
義

秋
田
城
介

佐
渡
前
司
基
綱

(56)建長2(1250).1.3【北条重時】 (57)建長3(1251).1.1【北条時頼】 (58)建長3(1251).1.2【北条重時】 (59)建長3(1251).1.3【足利義氏】 (60)建長4(1252).1.1【北条時頼】

三
浦
五
郎
左
衛
門
尉
資
村

大
隅
前
司

秋
田
城
介

尾
張
前
司

秋
田
城
介

小
山
出
羽
前
司
長
村

佐
渡
前
司

下
野
前
司
泰
綱

相
模
式
部
大
輔
時
弘

新
田
三
河
前
司
頼
氏

秋
田
城
介
義
景



付表2②5

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

備
前
前
司

武
蔵
守

秋
田
城
介

尾
張
前
司

北
条
六
郎
時
定

大
曽
祢
太
郎
左
衛
門
尉
長
泰

薩
摩
七
郎
左
衛
門
尉
祐
能

遠
江
次
郎
左
衛
門
尉
光
時

遠
江
六
郎
教
時

前
右
馬
頭
政
村

足
利
太
郎
家
氏

三
村
新
左
衛
門
尉
時
親

平
新
左
衛
門
尉
盛
時

筑
前
次
郎
左
衛
門
尉
行
頼

上
野
三
郎
国
氏

陸
奥
弥
四
郎
時
茂

城
九
郎
泰
盛

遠
江
太
郎
清
時

武
蔵
四
郎
時
仲

遠
江
六
郎
教
時

尾
張
守
時
章

前
右
馬
権
頭
政
村

工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
頼
光

同
次
郎
左
衛
門
尉
盛
経

同
十
郎
祐
広

同
十
郎
頼
連

同
七
郎
時
基

同
次
郎
兼
氏

同
三
郎
兵
衛
尉
親
泰

同
（

平
）

四
郎
兵
衛
尉

伊
勢
次
郎
行
経

刑
部
次
郎
左
衛
門
尉
国
俊

同
七
郎
業
時

同
四
郎
時
盛

同
次
郎
時
通

同
五
郎
時
忠

同
七
郎
時
基

3 2 1 羽 砂金 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣

城
九
郎
泰
盛

尾
張
次
郎
公
時

陸
奥
四
郎
時
茂

足
利
太
郎
家
氏

北
条
六
郎
時
定

三
村
新
左
衛
門
尉
時
親

遠
江
次
郎
左
衛
門
尉
泰
盛

薩
摩
七
郎
左
衛
門
尉
祐
能

遠
江
六
郎
教
時

尾
張
前
司
時
章

武
蔵
守
朝
直

前
右
馬
権
頭

上
野
三
郎
国
氏

遠
江
十
郎
頼
連

筑
前
次
郎
左
衛
門
尉
行
頼

梶
原
右
衛
門
太
郎
景
綱

上
総
三
郎
満
氏

尾
張
前
司
時
章

陸
奥
弥
四
郎
時
茂

筑
前
次
郎
太
郎
重
家

波
多
野
小
次
郎
定
経

出
雲
五
郎
左
衛
門
尉
宣
時

遠
江
六
郎
教
時

尾
張
前
司
時
章

足
利
次
郎
兼
氏

薩
摩
七
郎
左
衛
門
尉
祐
能

三
浦
三
郎
左
衛
門
尉
泰
盛

大
曽
祢
次
郎
左
衛
門
尉
盛
経

陸
奥
弥
四
郎
時
茂

前
右
馬
権
頭

同
四
郎
時
盛

諏
訪
三
郎
左
衛
門
尉
盛
経

同
七
郎
業
時

工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
光

同
三
郎
兵
衛
尉

同
十
郎
頼
連

同
九
郎
祐
朝

同
七
郎
時
基

下
野
前
司
泰
綱

日
記
三
郎

同
七
郎
泰
連

同
三
郎
行
実

同
三
郎
景
茂

太
平
太
郎
左
衛
門
尉

鹿
嶋
田
左
衛
門
尉
惟
光

同
小
次
郎
知
家

同
兵
衛
次
郎
定
康

同
次
郎
時
光

同
七
郎
時
基

工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
光

同
八
郎
祐
氏

同
十
郎
左
衛
門
尉
頼
連

同
五
郎
兵
衛
尉

同
六
郎
義
政

5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 3 2 1 羽 砂金 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 3 2 1 羽 砂金 剣

陸
奥
弥
四
郎
時
茂

上
野
太
郎
景
綱

遠
江
三
郎
左
衛
門
尉
泰
盛

肥
後
次
郎
左
衛
門
尉
為
時

尾
張
次
郎
公
時

刑
部
少
輔
教
時

武
蔵
守
朝
直

足
利
次
郎
兼
氏

尾
藤
次
郎
兵
衛
尉

梶
原
上
野
太
郎
景
綱

遠
江
三
郎
左
衛
門
尉
泰
盛

越
後
又
太
郎

下
野
前
司
泰
綱

越
後
守
実
時

筑
前
次
郎
左
衛
門
尉
行
頼

遠
江
太
郎
清
時

尾
張
次
郎
公
時

足
利
太
郎
家
氏

長
井
太
郎
時
秀

武
藤
右
近
将
監
頼
村

城
六
郎
頼
盛

下
野
四
郎
景
綱

陸
奥
六
郎
義
政

尾
張
前
司
時
章

武
蔵
前
司
朝
直

相
模
三
郎
時
利

(

輔

)

陸
奥
三
郎
時
村

陸
奥
七
郎
業
時

刑
部
少
輔
教
時

同
七
郎
業
時

梶
原
左
衛
門
太
郎
景
基

同
五
郎
左
衛
門
尉

伊
東
三
郎

同
三
郎
頼
章

新
田
次
郎

備
前
左
衛
門
三
郎

同
左
衛
門
三
郎
景
氏

同
十
郎
左
衛
門
尉
頼
連

太
平
左
衛
門
太
郎

同
三
郎
行
実

同
次
郎
時
通

諏
訪
三
郎
左
衛
門
尉
盛
経

平
新
左
衛
門
尉
盛
時

同
次
郎
兵
衛
尉
頼
泰

大
曽
祢
上
総
三
郎
義
泰

長
門
三
郎
朝
景

工
藤
二
郎
左
衛
門
尉
高
光

南
条
新
左
衛
門
尉
（

頼
員
）

安
保
左
衛
門
太
郎

安
東
藤
内

(61)建長4(1252).1.2【北条重時】 (62)建長4(1252).1.3【足利義氏】 (63)建長5(1253).1.1【北条時頼】 (64)建長5(1253).1.2【足利義氏】 (65-1)建長5(1253).1.3【北条重時】

和
泉
前
司
行
方

陸
奥
掃
部
助
実
時

武
蔵
守
朝
直

下
野
前
司
泰
綱

(65-2)建長5(1253).1.3【北条時頼】 (66)建長6(1254).1.1【北条時頼】 (67)建長6(1254).1.2【足利義氏】 (68)建長6(1254).1.3【北条重時】 (69)康元1(1256).1.1【北条時頼】

出
羽
前
司

和
泉
前
司

秋
田
城
介
義
景

武
蔵
守
朝
直

掃
部
助
実
時

出
羽
前
司
行
義

武
州
朝
直

(70)康元1(1256).1.2【北条重時】 (71)康元1(1256).13【足利利氏】 ※建長5(1253).1.5【北条時頼】 (72-1)正嘉1(1257).1.1【北条時頼】(72-2)正嘉1(1257).1.1【北条時頼】

※
御
行
始
の
引
出
物

伊
勢
前
司
行
綱

相
模
八
郎
時
隆

和
泉
前
司
行
方

武
蔵
守
朝
直

下
野
前
司
泰
綱

※
御
行
始
の
引
出
物

秋
田
城
介
泰
盛

左
近
大
夫
将
監
公
時

秋
田
城
介
泰
盛

和
泉
前
司
行
方

※
御
行
始
の
引
出
物

伊
勢
前
司
行
綱

相
模
八
郎
時
隆

出
羽
前
司
行
義



付表2②6

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 3 2 1 羽 砂金 剣

陸
奥
七
郎
業
時

梶
原
上
野
太
郎
左
衛
門
尉
景
綱

肥
後
次
郎
左
衛
門
尉
為
時

遠
江
七
郎
時
基

遠
江
太
郎
清
時

尾
張
前
司
時
章

相
模
八
郎
時
隆

刑
部
少
輔
次
郎

遠
江
次
郎
時
道

越
後
又
太
郎

武
蔵
五
郎
時
忠
（

宣
時
）

遠
江
前
司
時
直

出
羽
三
郎
左
衛
門
尉
行
資

城
四
郎
左
衛
門
尉
時
盛

新
相
模
三
郎
時
村

陸
奥
七
郎
業
時

遠
江
七
郎
時
基

尾
張
前
司
時
章

武
蔵
前
司
朝
直

陸
奥
七
郎
業
時

梶
原
太
郎
左
衛
門
尉
景
綱

肥
後
次
郎
左
衛
門
尉
為
時

武
蔵
五
郎
時
忠
（

宣
時
）

新
相
模
三
郎
時
村

尾
張
前
司
時
章

筑
前
次
郎
左
衛
門
尉
行
頼

備
前
三
郎
長
頼

相
模
三
郎
時
利

(

輔

)

刑
部
少
輔
教
時

原
田
藤
内
左
衛
門
尉

同
三
郎
景
氏

同
三
郎
左
衛
門
尉

備
前
三
郎
長
頼

同
次
郎
時
通

山
内
左
衛
門
四
郎

同
三
郎

出
羽
左
衛
門
三
郎

肥
田
次
郎
左
衛
門
尉

本
間
木
工
左
衛
門
尉
佐
久

同
七
郎
行
頼

同
五
郎
重
景

安
東
刑
部
左
衛
門
尉

南
条
新
左
衛
門
尉
（

頼
員
）

工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
光

原
田
藤
内
左
衛
門
尉

同
三
郎
景
氏

同
三
郎
左
衛
門
尉

同
八
郎
頼
直

式
部
太
郎
左
衛
門
尉
光
政

同
五
郎
行
重

工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
光

工
藤
三
郎
左
衛
門
尉
光
泰

5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 3 2 1 羽 砂金 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣

新
相
模
三
郎
時
村

式
部
太
郎
左
衛
門
尉
光
政

越
後
四
郎
時
方

備
前
三
郎
長
頼

陸
奥
七
郎
業
時

左
近
大
夫
将
監
公
時

伊
勢
次
郎
左
衛
門
尉
行
経

城
四
郎
左
衛
門
尉
時
盛

出
羽
七
郎
左
衛
門
尉
行
頼

武
蔵
五
郎
時
忠
（

宣
時
）

遠
江
七
郎
時
基

尾
張
前
司
時
章

武
蔵
前
司
朝
直

相
模
三
郎
時
輔

筑
前
三
郎
左
衛
門
尉
行
実

新
相
模
三
郎
時
村

刑
部
少
輔
教
時

周
防
五
郎
左
衛
門
尉
忠
景

信
濃
次
郎
左
衛
門
尉
時
清

薩
摩
七
郎
左
衛
門
尉
祐
能

備
前
三
郎
頼
長

新
相
模
三
郎
時
村

尾
張
前
司
時
章

新
相
模
三
郎
時
村

城
六
郎
顕
盛

出
羽
九
郎
宗
行

式
部
太
郎
左
衛
門
尉
光
政

遠
江
七
郎
時
基

左
近
大
夫
将
監
公
時

越
後
守
実
時

糟
屋
左
衛
門
三
郎
行
村

伊
賀
左
衛
門
三
郎
朝
房

伊
賀
三
郎
左
衛
門
尉
実
清

広
河
五
郎
左
衛
門
尉

稲
津
左
衛
門
尉

同
三
郎
左
衛
門
尉
頼
綱

同
六
郎
顕
盛

同
九
郎
宗
行

安
東
新
左
衛
門
尉

工
藤
次
郎
左
衛
門
尉
高
光

南
条
新
左
衛
門
尉
（

頼
員
）

同
四
郎
左
衛
門
尉
行
佐

安
保
次
郎
左
衛
門
尉

同
十
郎
左
衛
門
尉
祐
広

式
部
次
郎
左
衛
門
尉

式
部
次
郎
左
衛
門
尉
光
長

同
九
郎
長
景

同
次
郎
兵
衛
尉
行
藤

同
右
衛
門
次
郎

糟
屋
左
衛
門
三
郎
行
村

5 4 3 2 1 行 調 剣 3 2 1 羽 砂金 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

遠
江
七
郎
時
基

城
四
郎
左
衛
門
尉
時
盛

越
後
四
郎
顕
時

相
模
三
郎
時
輔

新
相
模
三
郎
時
村

武
蔵
前
司
朝
直

薩
摩
七
郎
左
衛
門
尉
祐
能

常
陸
左
衛
門
尉
行
清

武
蔵
五
郎
時
忠
（

宣
時
）

治
部
権
大
輔
頼
氏

出
雲
次
郎
左
衛
門
尉
時
光

周
防
五
郎
左
衛
門
尉
忠
景

梶
原
太
郎
左
衛
門
尉
景
綱

武
蔵
五
郎
時
忠
（

宣
時
）

相
模
三
郎
時
輔

左
近
大
夫
将
監
公
時

新
相
模
三
郎
時
村

城
六
郎
顕
盛

出
羽
七
郎
左
衛
門
尉
行
頼

越
後
四
郎
顕
時

遠
江
七
郎
時
基

左
近
大
夫
将
監
公
時

越
後
守
実
時

相
模
三
郎
時
輔

佐
々
木
壱
岐
三
郎
左
衛
門
尉
頼
綱

出
羽
八
郎
左
衛
門
尉
行
世

城
六
郎
兵
衛
尉
顕
盛

武
蔵
五
郎
時
忠
（

宣
時
）

武
蔵
前
司
朝
直

大
倉
二
郎
左
衛
門
尉

同
五
郎
左
衛
門
尉
重
景

安
東
宮
内
左
衛
門
尉

諏
方
四
郎
兵
衛
尉

粟
飯
原
右
衛
門
尉

同
十
郎
左
衛
門
尉
祐
広

和
泉
三
郎
左
衛
門
尉
行
章

大
瀬
三
郎
左
衛
門
尉
惟
忠

同
六
郎
義
泰

同
六
郎
左
衛
門
尉
忠
頼

同
五
郎
景
方

対
馬
二
郎
兵
衛
尉
本

工
藤
三
郎
左
衛
門
尉
光
泰

伊
賀
右
衛
門
三
郎
朝
房

同
九
郎
長
景

同
八
郎
左
衛
門
尉
行
世

糟
屋
左
衛
門
三
郎
行
村

式
部
二
郎
左
衛
門
尉
光
長

諏
方
四
郎
左
衛
門
尉

同
四
郎
左
衛
門
尉
長
綱

同
九
郎
宗
行

同
九
郎
長
景

岡
村
三
郎
兵
衛
尉

(73)正嘉1(1257).1.2【北条重時】 (74)正嘉1(1257).1.3【北条時定】 (75)正嘉2(1258).1.1【北条時頼】 (76-1)正嘉2(1258).1.2【北条重時】(76-2)正嘉2(1258).1.2【北条時頼】

下
野
前
司
泰
綱

※
御
行
始
の
引
出
物

秋
田
城
介
泰
盛

出
羽
前
司
行
義

(77)正嘉2(1258).1.3【北条政村】 (78-1)文応1(1260).1.1【北条時頼】(78-2)文応1(1260).1.1【北条時頼】 (79)文応1(1260).1.2【北条重時】 (80)文応1(1260).1.3【北条政村】

秋
田
城
介
泰
盛

下
野
前
司
泰
綱

権
少
弐
景
頼

式
部
大
夫
時
弘

越
後
守
実
時

太
宰
権
少
弐
景
頼

秋
田
城
介
泰
盛

越
前
前
司
時
広

和
泉
前
司
行
方

(81-1)弘長1(1261).1.1【北条時頼】(81-2)弘長1(1261).1.1【北条時頼】 (82)弘長1(1261).1.2【北条重時】 (83)弘長1(1261).1.3【北条政村】 (84-1)弘長3(1263).1.1【北条時頼】

和
泉
前
司
行
方

越
後
守
実
時

越
後
守
実
時

※
御
行
始
の
引
出
物

宮
内
権
大
輔
時
秀

左
近
大
夫
将
監
義
政

刑
部
少
輔
教
時

和
泉
前
司
行
方

宮
内
権
大
輔
時
秀

中
務
大
輔
教
時

秋
田
城
介
泰
盛

越
後
守
実
時

※
御
行
始
の
引
出
物

左
近
大
夫
将
監
公
時

左
近
大
夫
将
監
義
政

太
宰
権
少
弐
景
頼



付表2②7

2 1 羽 砂金 剣 5 4 3 2 1 行 弓 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣

筑
前
左
衛
門
尉
行
実

相
模
七
郎
宗
頼

尾
張
前
司
時
章

越
後
六
郎
実
政

出
羽
八
郎
左
衛
門
尉
行
世

城
六
郎
兵
衛
尉
顕
盛

越
後
四
郎
顕
時

相
模
左
近
大
夫
将
監
時
村

越
前
前
司
時
広

尾
張
前
司
時
章

陸
奥
十
郎
忠
時

上
野
三
郎
左
衛
門
尉
重
義

甲
斐
三
郎
左
衛
門
尉
為
成

梶
原
太
郎
左
衛
門
尉
景
綱

相
模
七
郎
宗
頼

左
近
大
夫
将
監
公
時

中
務
大
輔
教
時

相
模
七
郎
宗
頼

筑
前
四
郎
左
衛
門
尉
行
佐

城
六
郎
兵
衛
尉
顕
盛

越
後
四
郎
顕
時

陸
奥
十
郎
忠
時

越
前
前
司
時
広

越
後
六
郎
実
政

出
羽
七
郎
左
衛
門
尉
行
頼

城
六
郎
兵
衛
尉
顕
盛

式
部
太
郎
左
衛
門
尉
光
政

越
後
四
郎
顕
時

左
近
大
夫
将
監
公
時

越
後
守
実
時

同
五
郎
左
衛
門
尉
行
重

平
新
左
衛
門
尉
頼
綱

伊
賀
右
衛
門
次
郎

同
九
郎
宗
行

同
九
郎
長
景

糟
屋
左
衛
門
三
郎
行
村

四
方
田
新
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三
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5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣 5 4 3 2 1 行 調 剣
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前
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時
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前
司
時
広
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顕
時

左
近
大
夫
将
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公
時

刑
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少
輔
時
基

(84-2)弘長3(1263).1.1【北条時頼】 (85)弘長3(1263).1.2【北条政村】 (86)弘長3(1263).1.3【北条長時】 (87)文永2(1265).1.1【北条時宗】 (88)文永2(1265).1.2【北条政村】

越
後
守
実
時

和
泉
前
司
行
方

(89)文永2(1265).1.3【北条時盛】 (90)文永3(1266).1.1【北条時宗】 (91)文永3(1266).1.2【北条政村】 (92)文永3(1266).1.3【北条義宗】
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五
疋
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氏
信
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時
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馬
五
疋

相
模
四
郎
宗
房
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馬
助
時
親

御
馬
五
疋

秋
田
城
介
景
盛

御
馬
五
疋



付表3-1

『吾妻鏡』の記事をもとに作成

年月日 一番 二番 三番 四番 五番 六番

棒谷四郎重朝 愛甲三郎季隆

和田太郎義盛 橘次公成

下河辺庄司行平

棒谷四郎重朝

下河辺庄司行平 小山七郎朝光 藤澤次郎清近 三浦十郎義連 棒谷四郎重朝

曽我太郎祐信 和田三郎宗実 橘次公成 海野小太郎幸氏 和田小太郎義盛

下河辺庄司行平 和田左衛門尉義盛

棒谷四郎重朝 藤澤二郎清近

下河辺庄司行平 野三左衛門尉義成 棒谷四郎重朝

橘次公成 愛甲三郎季隆 藤澤次郎清近

下河辺庄司行平 結城七郎朝光 海野小太郎幸氏

和田左衛門尉義盛 棒谷四郎重朝 藤澤次郎清近

棒谷四郎重朝 小鹿嶋橘次公業 工藤小次郎行光

八田六郎知尚 藤澤次郎清近 加藤弥太郎光政

棒谷四郎重朝 海野小太郎幸氏 望月三郎重隆 渋谷次郎高重 和田平太胤長

小澤次郎重政 佐々木小三郎盛季 中野五郎能成 工藤小次郎行光 同(和田)三郎朝盛

和田平太胤長 海野小太郎幸氏 棒谷四郎重朝

市河五郎 中野四郎 糟谷太郎

海野小太郎幸氏 筑後六郎知尚 諏訪太夫盛澄

和田兵衛尉常盛 和田平太胤長 望月三郎重澄(隆)

和田左衛門尉義盛 棒谷四郎重朝 愛甲三郎季隆 工藤小次郎行光 小山七郎朝光

海野小太郎幸氏 望月三郎重隆 市河五郎行重 藤澤四郎清親 和田平太胤長

和田平太胤長 諏訪大夫盛隆 望月三郎重隆

棒谷四郎重朝 海野小太郎行氏 吾妻四郎助光

和田平太 佐々木小三郎 筑後六郎

棒谷四郎 市河五郎 萩野次郎

和田平太胤長 手(平)嶋 吾妻四郎助光

望月三郎重隆 筑後六郎

和田平太 海野小太郎(幸氏) 工藤小二郎

市河五郎 愛甲三郎 藤澤四郎

小国源兵衛三郎 海野小太郎(幸氏) 佐原又太郎兵衛尉 愛甲三郎 和田平太

工藤小次郎 藤澤四郎 市河五郎 佐々木小三郎 佐貫五郎

17 建保2(1214).1.12

駿河次郎(三浦)泰村 小笠原六郎時長 橘新左衛門尉公幸 佐々木加地八郎信朝 佐原太郎経連

伊東左衛門次郎祐朝 横溝五郎資重 横溝六郎義行 本間四郎光忠 工藤中務二郎長光

駿河次郎(三浦泰村) 下河辺左衛門次郎 嶋津三郎兵衛尉 横溝五郎(資重) 武田六郎

伊賀四郎左衛門尉 佐々木加地八郎 横溝六郎(義行) 本間四郎 原左衛門尉

20 安貞2(1228).1.10

武田六郎 佐々木八郎 本間次郎左衛門尉 南条七郎三(二)郎 駿河四郎 佐貫次郎

岡辺左衛門四郎 藤澤四郎 平左衛門三郎 渋谷六郎 神地四郎 横溝六郎(義行)

結城七郎 岡辺左衛門四郎 横溝五郎(資重)

本間太郎左衛門尉 吉良次郎 内藤左衛門六郎

23 寛喜3(1231).1.11

三浦駿河次郎(泰村) 佐々木八郎左衛門尉 武田六郎

岡辺左衛門四郎 神地四郎 横溝六郎(義行)

駿河次郎(三浦泰村) 下河辺左衛門尉 小笠原六郎

佐々木四郎左衛門尉 横溝六郎(義行) 藤澤四郎

※将軍頼経が後藤基綱の大倉亭に入御し、そこで様々な遊興の始めに「御的」
が行われた。

※新造御所の的始

詳細なし

詳細なし

詳細なし

付表3　鎌倉幕府的始の射手一覧＜文治4年（1188）～文永3年（1266）

8 建仁1(1201).1.12

建仁2(1202).1.3

建仁3(1203).1.3

承元3(1209).1.6

建暦1(1211).1.9

建暦2(1212).1.11

11 建仁3(1203).10.9

14

1 文治4(1188).1.6

19

15

16

25

貞応1(1222).1.7

寛喜1(1229).1.15

寛喜2(1230).1.10

貞応2(1223).1.5

嘉禎1(1235).2.9

嘉禎2(1236).8.6

2

4

5

6

7

3

元久2(1205).1.3

文治5(1189).1.3

建久2(1191).1.5

建久3(1192).1.5

建久5(1194).1.9

正治2(1200).1.7

文治5(1189).19

9

10

18

21

22

24

12

13

元久1(1204).1.10



付表3-2

年月日 一番 二番 三番 四番 五番 六番

駿河次郎(三浦泰村) 下河辺左衛門尉 本間次郎左衛門尉 横溝六郎(義行) 小笠原六郎

佐原次郎兵衛尉 伊賀太郎兵衛尉 廣河五郎 原三郎 松岡四郎

小笠原六郎 横溝六郎(義行) 岡辺左衛門四郎 三浦又太郎左衛門尉 下河辺右(左)衛門尉

藤澤四郎 松岡四郎 本間次郎左衛門尉 秋葉小三郎 山田五郎

駿河五郎左衛門尉 佐原四郎左衛門尉 南条八郎兵衛尉(忠時) 藤澤四郎 横溝六郎(義行) 小笠原三郎

佐貫左衛門次郎 大河戸太郎兵衛尉 平左衛門四郎(光盛) 本間源内左衛門尉 原三郎 神地四郎

佐々木八郎左衛門尉 神地四郎 本間源内左衛門尉 下河辺左衛門次郎 横溝六郎(義行)

橘次右衛門尉 小諸左衛門尉 廣河五郎 秋庭小次郎 藤澤四郎

下河辺左衛門尉 信濃(二階堂)三郎左衛門尉 渋谷六郎 横溝六郎(義行) 小笠原六郎

佐原六郎兵衛尉 海老名左衛門三郎 工藤三郎 古庄四郎 岡辺左衛門四郎

佐原七郎左衛門尉 伊達(中村)太郎 真板五郎次郎(経朝) 神地四郎 岡辺左衛門四郎

渋谷六郎 山内左衛門次郎 小河左衛門尉 対馬(佐々木)太郎(頼氏) 肥田四郎左衛門尉

武田七郎(政平) 桑原平内(盛時) 真板五郎次郎(経朝) 肥田四郎左衛門尉 小野澤次郎

岡辺左衛門四郎 早河太郎 対馬(佐々木)太郎(頼氏) 工藤三郎 山内左衛門次郎

駿河三郎 工藤八郎 井伊介 真板次郎(経朝) 小笠原七郎

印東次郎 横溝七郎 小河左衛門尉 棗源太 山内兵衛三郎

大井太郎 小笠原六郎 波多野小次郎 佐貫次郎兵衛尉 佐原七郎

平井七郎 長井弥太郎 工藤六郎 真板五郎次郎(経朝) 春日部次郎

伊東次郎左衛門尉 小野澤次郎 桑原平内(盛時) 工藤右近五(次)郎 武田五郎三郎(太郎)

早河次郎太郎(祐泰) 横溝七郎五郎(忠光) 布施三郎(行忠) 池田五郎 平井八郎(清頼)

武田五郎七郎政平 横溝七郎五郎忠光 多賀谷弥五郎重茂 布施三郎行忠 棗右近三郎

早河二郎太郎祐泰 桑原平内盛時 諏訪兵衛四郎盛頼 真板五郎二郎経朝 平井八郎清頼

二宮弥次郎時光(元) 桑原平内盛時 棗右近三郎 横溝七郎五郎忠光 武田五郎七郎政平 ※多賀谷五郎景茂

平井八郎清頼 山城三郎左衛門尉忠氏 真板五郎二郎経朝 布施三郎行忠 早河次郎太郎祐泰 ※海野四郎助氏

二宮弥次郎時元 河野左衛門四郎通時 武田五郎七郎政平

早河二郎太郎祐泰 桑原平内盛時 真板五郎次郎経朝

武田五郎七郎源政平 真板五郎次郎大中臣経朝 平井八郎源清頼 山城三郎左衛門尉源忠氏 布施三郎藤原行忠

早河次郎太郎藤原祐泰 薩摩十郎藤原祐廣 佐貫弥四郎藤原廣信 桑原平内平盛時 佐貫七郎藤原廣胤

平井八郎(清頼) 佐貫弥四郎(廣信) 佐々宇左衛門五郎 佐貫七郎(廣胤) 多賀谷弥五郎

早河次郎太郎(祐泰) 真板五郎次郎(経朝) 海野矢四郎(助氏) 須(周)枳兵衛四郎 山城三郎左衛門尉

武田五郎七郎政平 海野矢四郎助氏 布施三郎行忠 佐々木左衛門三郎光高 多賀谷弥五郎重茂

渋谷六郎盛重 平嶋弥五郎助経 周枳兵衛四郎頼泰 佐貫七郎廣胤 横溝七郎五郎忠光

早河次郎太郎祐泰 横溝七郎五郎忠光 河野五郎兵衛尉行真 藤澤左近将監時親 海野矢四郎助氏

平嶋弥五郎助経 多賀谷弥五郎景茂(義) 工藤八郎四郎朝高 渋谷左衛門太郎朝重 岡本新兵衛尉重方

二宮弥次郎時光(元) 山城三郎左衛門尉近忠 藤澤左近将監時親 周枳兵衛四郎頼泰 岡本新兵衛尉重方

横路左衛門次郎長重 知久左衛門五郎信貞 多賀谷弥五郎重茂 横溝弥七忠景 小嶋弥次郎家範

早河次郎太郎祐泰 平嶋弥五郎助経 佐貫七郎廣胤 藤澤左近将監時親 桑原平内盛時 本間弥四郎左衛門尉忠時

渋谷左衛門太郎朝重 岡本新兵衛尉重方 藤澤左衛門五郎光朝 海野矢四郎助氏 工藤弥三郎清光 柏間左衛門次郎季忠

二宮弥次郎時光(元) 本間弥四郎左衛門尉忠時 望月余一師重 平井又次郎有家 渋谷新左衛門尉朝重

横地左衛門次郎長重 小嶋弥次郎家範 周枳兵衛四郎頼泰 木曽六郎隆俊 平嶋弥五郎助経

山城三郎左衛門尉親忠 横地左衛門次郎師重 渋谷右衛門四郎清重 小沼五郎兵衛尉孝幸 松岡左衛門四郎時家 渋谷新左衛門尉朝重

早河次郎太郎祐泰 (本間)対馬次郎兵衛尉忠泰 伊東余一祐頼 早河六郎祐頼 冨士三郎五郎員時 平嶋弥五郎助経

二宮弥次郎時元(光) 波多野八郎朝義 松岡左衛門次郎時家 小沼五郎兵衛尉孝幸 渋谷左衛門尉朝重

横地左衛門次郎師重 早河六郎祐頼 柏間左衛門次郎行泰 海野弥六泰信 平嶋弥五郎助経

伊東刑部左衛門尉(祐頼) 横地左衛門次郎 早河次郎太郎(祐泰) 海野弥六(泰信) 山城三郎左衛門尉(親忠)

渋谷新左衛門尉 小沼五郎兵衛尉 柏間左衛門次郎 堤又四郎 平嶋弥五郎(助経)

(筆者作成)

38

39

※宗尊親王の始めての鶴ヶ岡八幡宮参拝に伴う的始

28

29

30 仁治2(1241).1.5

44

37

40

41

42

43

45

46

47

48

弘長1(1261).1.14

弘長3(1263).1.12

文永2(1265).1.12

文永3(1266).1.11

文応1(1260).1.14

32

33

34

35

36

寛元2(1244).1.5

寛元3(1245).1.9

寛元4(1246).1.6

宝治2(1248).1.15

建長3(1251).1.10

建長4(1252).1.14

建長5(1253).1.14

延応1(1239).1.5

寛元1(1243).1.1031

嘉禎3(1237).1.11

暦仁1(1238).1.20

26

27

仁治1(1240).1.6

建長6(1254).1.16

康元1(1256).1.13

正嘉2(1258).1.15

建長4(1252).4.14

建長4(1252).11.21

※当日朝、景

茂がふさわし

い射手ではな

いとして、止

められたため、

合手の助氏も

止められ、

10人で行わ

れた。



付表4

付表4　鎌倉幕府的始の射手一覧＜的調及び催促の交名＞ 『吾妻鏡』の記事をもとに作成

年月日 一番／七番 二番／八番 三番／九番 四番 五番 六番

建長3(1251).1.8 武田五郎七郎(政平) 横溝七郎五郎(忠光) 布施三郎(行忠) 平井八郎(清頼) 真板五郎二郎(経朝) 佐貫弥四郎

的調 早河次郎太郎(祐泰) 桑原平内(盛時) 小野澤二郎 薩摩(伊東)九郎 池田五郎 諏訪兵衛四郎(盛頼)

多賀谷弥五郎(重茂) 河野右衛門四郎 棗右近三郎　独弓

工藤右近三郎 一色四郎左衛門尉

建長4(1252).11.18 武田五郎七郎(政平) 早河次郎太郎(祐泰) 桑原平内(盛時) 土肥左衛門四郎 二宮弥次郎 同(佐貫)七郎(廣胤)

催促 真板五郎次郎(経朝) 佐々木左衛門四郎 山城三郎左衛門尉(忠氏) 工藤右近三郎 佐貫弥四郎(廣信) 藤澤小四郎

薩摩十郎(祐廣) 布施三郎(行忠) 21日に行われる新造御所における的始(御弓馬始)の射手を催促

平井八郎(清頼)

建長5(1253).1.9 早河二郎太郎(祐泰) 佐々宇左衛門五郎 佐貫弥四郎 佐貫七郎(廣胤) 多賀谷弥五郎(重茂)

的調 山城<三>郎左衛門尉(近忠) 海野矢四郎(助氏) 真板五郎次郎(経朝) 須(周)枳兵衛四郎(頼泰)

　※辞退理由 【辞退者】 武田五郎七郎(政平)◇ 桑原平内(盛時)■ 薩摩(伊東)十郎■ 横溝七郎五郎(忠光)●

二宮弥次郎(時光)◆ (工藤)右近三郎■ 佐々宇左衛門三郎● 平井八郎(清頼)●○

建長6(1254).1.4 渋谷六郎(盛重) 佐貫七郎(廣胤) 諏訪兵衛四郎(盛頼) 周枳兵衛四郎(頼泰) 南条左衛門四<次>郎 秩父弥五郎

的調 佐々宇左衛門三郎(光高) 松岡小三郎 海野矢四郎(助氏) 勅使河原小三郎　　 布施三郎(行忠)

○当日は参加 【辞退者】 薩摩(伊東)十郎 武田五郎七郎(政平)○ 出羽(二階堂)七郎 桑原平内(盛時)

康元1(1256).1.4 早河次郎太郎(祐泰) 布施弥三郎(行忠カ) 平嶋弥五郎(助経) 多賀谷弥五郎景茂(義) 藤澤左近将監(時親) 平新左衛門三郎(頼綱)

催促交名 工藤八郎四郎(朝高) 岡本新兵衛尉(重方) 横溝七郎五郎(忠光) 小嶋又二郎(家範カ) 大瀬三郎左衛門尉 海野矢四郎(助氏)

(領状した者) 渋谷左衛門太郎(朝重) 【辞退者】 上野(結城)十郎朝村 出羽(二階堂)七郎 南条八郎兵衛尉(忠時) 南条左衛門二郎

南条兵衛六郎 小笠原彦次郎 河野五郎兵衛尉行真 諏訪兵衛四郎(盛頼)

康元1(1256).1.9 上野(結城)十郎朝村 岡本新兵衛尉(重方) 河野五郎兵衛尉(行真) 布施三郎(行忠) 多賀谷弥五郎景茂(義) 大瀬三郎左衛門尉

的調 早河次郎太郎(祐泰) 平嶋弥五郎(助経) 工藤八郎四郎(朝高) 横溝七郎五郎(忠光) 藤澤左近将監(時親) 平新左衛門三郎(頼綱)

小嶋弥二郎(家範) 渋谷左衛門太郎(朝重)

南条兵衛六郎 海野矢四郎(助氏)

正嘉2(1258).1.6 渋谷左衛門太郎(朝重) 平新左衛門三郎(頼綱) 諏訪四郎兵衛尉(盛頼) 周枳兵衛四郎(頼泰) 知久右(左)衛門五郎(信貞) 岡本新兵衛尉(重方)

催促交名 横路左衛門次郎(長重) 本間弥四郎左衛門尉(忠時) 工藤弥三郎(清光) 横溝弥七(忠景) 萱間左衛門二郎 小嶋弥次郎(家範)

正嘉2(1258).1.11 二宮弥次郎時元 小笠原彦次郎政氏 平新左衛門三郎頼綱 周枳兵衛四郎頼泰 多賀谷弥五郎重茂 藤澤左近将監時親

的調 知久左衛門五郎信貞 横路左衛門次郎長重 加久帳小次郎 小嶋弥次郎家範 横溝弥七郎(忠景) 横溝七郎五郎忠光

岡本新兵衛尉重方

文応1(1260).1.12 早河次郎太郎(祐泰) 平嶋弥五郎(助経) 佐貫七郎(廣胤) 藤澤左近将監(時親) 桑原平内(盛時) 本間弥四郎左衛門尉(忠時)

的調 渋谷左衛門太郎(朝重) 岡本新兵衛尉(重方) 藤澤左衛門五郎(光朝) 海野矢四郎(助氏) 工藤弥三郎(清光) 柏間左衛門次郎(季忠)

工藤八郎

弘長1(1261).1.9 二宮弥次郎(時元) 桑原平内(盛時) 渋谷新左衛門尉(朝重) 横溝弥七(忠景) 本間弥四郎左衛門尉(忠時) 平井又二郎(有家)

的調 横地左衛門二郎(長重) 周枳兵衛四郎(頼泰) 望月余一(師重) 平嶋弥五郎(助経) 小嶋又次郎(家範カ) 木曽六郎(隆俊)

弘長3(1263).1.8 山城三郎左衛門尉(親忠) 渋谷新左衛門尉(朝重) 伊東余一(祐頼) 松岡左衛門四郎(時家) 伊東新左衛門尉 小嶋弥次郎(家範)

的調 早河次郎太郎(祐泰) 横地左衛門次郎(師重) 冨士三郎五郎(員時) 平嶋弥五郎(助経) 小沼五郎兵衛尉(孝幸) 渋谷右衛門四郎(清重)

柏間左衛門次郎(季忠) 落合四郎左衛門尉 早河六郎(祐頼)

本間対馬次郎兵衛尉(忠家) 神林兵衛三郎 下山兵衛太郎

(筆者作成)

（注）

※七番以降の射手は2段目に記載。

…的始当日の射手には選ばれなかった人物

○当日は参加 ●在国 ■所労 ◆故障 ◇灸治

<　>…吉川家本によって訂正

1

3

4

2

5

遠江(佐原)十郎左衛門尉(頼連)

※今年は然るべき射手が少なく、弓箭の面目を守るために、的始当日はこの中にはいない山城三郎左衛門尉近忠が加えられている。

※的調・的始当日ともに弓の当たった回数の詳細が記されている。なお、七番の工藤八郎以外的始当日もすべて同じ順番となってい
る。

9

10

11

6

7

8



付表5-1

『御的日記』をもとに作成

年月日 一番 二番 三番 四番 五番 六番

武田弥六光副 山田五郎光胤 海野次郎 本間左衛門五郎有貞 二宮三郎左衛門尉惟忠 横溝弥六郎資貞

曽我弥次郎左衛門尉忠重 本間四郎宗貞 早川余一祐綱 海野左衛門次郎 多賀江三郎次郎 小室野左衛門尉光泰

武田弥六光副 本間四郎宗貞 二宮三郎左衛門尉惟忠 早川余一祐綱 岡本余一兵衛尉宣連 曽我次郎左衛門尉忠重

山田五郎重胤 勅使河原左衛門四郎重直 本間左衛門五郎有貞 高橋八郎久光 小串六郎兵衛尉範秀 小室野太兵衛尉光泰

武田弥六光副 本間四郎宗貞 早川余一祐綱 海野藤四郎師信 武田五郎四郎義泰 曽我次郎左衛門尉忠重

小室野太兵衛尉光泰 勅使河原左衛門四郎重直 高橋八郎久光 藍原孫三郎光泰 岡本余一兵衛尉宣連 二宮三郎左衛門尉惟忠

曽我次郎左衛門尉忠重 勅使河原左衛門四郎重直 二宮三郎左衛門尉惟忠 大瀬次郎左衛門尉忠貞 小串六郎兵衛尉範秀 武田五郎四郎義泰

小室野太兵衛尉光泰 小室野内親氏 藍原孫三郎光泰 安東又次郎成重 平子太朗泰有 横溝弥六郎資貞

曽我次郎左衛門尉忠重 大瀬次郎左衛門尉忠貞 常葉十郎次郎光宗 平子太朗泰有 海野藤四郎師信 山田三郎光胤

原左衛門三郎泰能 早川余一祐綱 本間五郎有定 知久弥六敦綱 猿渡彦五郎直信 二宮三郎左衛門尉惟忠

曽我次郎左衛門尉忠重 早川余一祐綱 藍原孫三郎光泰 猿渡彦五郎定（直カ）信 常葉十郎次郎光重 二宮三郎左衛門尉惟忠

小室野太兵衛尉光泰 小室野内親氏 本間三郎兵衛尉時基 野辺孫太朗 平子太朗泰有 本間五郎有定

海野六郎左衛門尉泰信 常葉十郎次郎光宗 足立三郎左衛門尉貞長 小室野内親氏 平子太朗泰有 二宮三郎左衛門尉惟忠

曽我次郎左衛門尉忠重 本間左衛門五郎有貞 猿渡彦五郎直信 知久孫六敷（敦）綱 海野藤四郎師信 横溝弥六資貞

曽我次郎左衛門尉忠重 小笠原彦次郎長貞 本間三郎兵衛尉時基 足立三郎左衛門尉貞長 海野藤四郎師信 常葉十郎次郎光宗

二宮三郎左衛門尉惟忠 横溝小五郎重頼 下山左衛門六郎元宗 本間七郎有時 藍原孫三郎光泰 小室野太兵衛尉光泰

曽我次郎左衛門尉忠重 小笠原彦次郎長貞 但馬新左衛門尉貞宗 本間対馬左衛門五郎有貞 常葉十郎次郎光宗 香川五郎

横溝弥六資貞 土屋五郎四郎宗久 阿原口太郎兵衛尉 岡村左衛門五郎資行 猿渡彦次郎師信 海野藤四郎師信

曽我次郎左衛門尉忠重 土屋五郎次郎 知久新左衛門尉盛幸 本間八郎時仲 常葉十郎次郎光宗 横溝弥六資貞

二宮三郎左衛門尉惟忠 本間七郎有時 阿多土八郎宗宣 知久十郎盛景 岡村左衛門五郎資行 海野藤四郎師信

武田七郎五郎時信 二宮三郎左衛門尉惟忠 知久新左衛門尉盛幸 本間左衛門五郎有忠 但馬新左衛門尉貞宗 横溝弥六資貞

曽我次郎左衛門尉忠重 土屋五郎四郎宗久 小田切小太郎盛遠 知久十郎盛景 岡村左衛門五郎資有（行）海野藤四郎師信

曽我次郎左衛門尉忠重 岡村五郎左衛門尉資行 長崎孫四郎泰光 横溝次郎景宗 横溝小五郎重頼 小笠原彦次郎長忠

横溝弥六資貞 小田切小太郎盛遠 本間九郎助頼 原田三郎忠景 本間左衛門五郎有忠 土屋五郎四郎宗久

曽我次郎左衛門尉忠重 小笠原次郎三郎貞光 小室野内親氏 溝野次郎貞重 本間九郎助頼 土屋五郎四郎宗久

岡村五郎左衛門尉資行 肥田左衛門次郎行俊 藍原六郎季高 吉良孫次郎助頼（信衡？）原田三郎忠景 横溝次郎景宗

曽我次郎左衛門尉忠重 横溝次郎景宗 本間八郎時仲 小笠原又次郎長光 本間七郎有時 横溝弥六資貞

岡村五郎左衛門尉資行 原田三郎忠宗 大槻新左衛門尉重遠 荻野次郎左衛門尉定季 横溝弥五郎時光 土屋五郎四郎宗久

曽我次郎左衛門尉忠重 小笠原次郎三郎貞光 下山六郎左衛門元宗 原新左衛門尉時忠 原田三郎忠景 本間五郎有忠

岡村五郎左衛門尉資行 本間弥三郎助義 荻野次郎太郎宣季 葛山小次郎惟資 肥田次郎兵衛尉行俊 横溝五郎重頼

曽我次郎左衛門尉忠重 小笠原彦五郎貞宗 宇佐美左衛門尉祐頼 葛山次郎兵衛尉惟資 原新左衛門尉時忠 横溝次郎景宗

岡村五郎左衛門尉資行 小笠原又次郎長光 曽我太郎重経 猿渡彦次（四カ）郎親藤 本間弥三郎助義 本間九郎助頼

土屋五郎四郎宗久 原新左衛門尉助忠 宇佐美新左衛門尉祐頼 葛山次郎兵衛尉惟資 小笠原又次郎長光 小笠原彦五郎貞宗

本間九郎助頼 横溝弥五郎時光 曽我太郎重経 肥田兵衛尉行俊 本間弥三郎助義 横溝小五郎重頼

岡村五郎左衛門尉資行 本間九郎助頼 本間八郎時仲 陶山藤三成通 小笠原次郎三郎貞光 本間三郎兵衛尉時基

横溝次郎景宗 本間孫三郎助義 原彦五郎忠益 土肥孫九郎祐義 肥田次郎兵衛尉行俊 横溝小五郎重頼

岡村五郎左衛門尉資行 小笠原又次郎長光 吉良孫次郎信衝 金子十郎忠基 葛山次郎兵衛尉惟資 横溝小五郎重頼

原新左衛門尉時忠 陶山藤三成通 勅使河原後四郎武直 横尾彦四郎幸信 原彦五郎忠益 本間孫三郎助義

岡村五郎左衛門尉資行 曽我太郎重経 小笠原六郎次郎長澄 吉良孫次郎信衝 横溝弥五郎時光 葛山次郎兵衛尉惟資

横溝次郎景宗 浅羽左衛門三郎俊光 本間対馬左衛門太郎貞久 溝野次郎貞重 勅使河原後四郎武直 横溝小五郎重頼

本間九郎助頼 肥田次郎兵衛尉行俊 吉良孫次郎信衝 石黒孫三郎助綱 金子十郎忠基 横溝弥五郎時宗

浅羽左衛門三郎俊光 本間対馬左衛門太郎貞久 横溝新五郎景重 長門左衛門五郎長貞 猿渡彦四郎親藤 勅使河原後四郎武直

曽我次郎左衛門尉忠重 本間九郎助頼 浅羽左衛門三郎俊光 土肥孫九郎祐義 葛山次郎兵衛尉惟資 常葉十郎次郎光宗

横溝次郎景宗 金子十郎忠基 立河彦太郎重行 石黒弥三郎助綱 勅使河原後四郎武直 小田切小太郎盛遠

下山六郎兵衛尉元宗 浅羽左衛門三郎俊光 猿渡彦四郎親藤 石黒弥三郎助綱 勅使河原後四郎武直

小田切小太郎盛遠 長門五郎左衛門尉長貞 本間三郎定有 立河彦太郎重行 金子十郎忠基

21 正和4(1315).1.15

22 正和5(1316).1.15

23 文保1(1317).1.15

18 応長2(1312).1.12

19 正和2(1313).1.15

20 正和3(1314).1.15

15 延慶2(1309).1.9

16 延慶3(1310).1.10

17 応長1(1311).1.10

12 徳治1(1306).1.14

13 徳治2(1307).1.15

14 延慶1(1308).1.14

9 嘉元1(1303).1.14

10 嘉元2(1304).1.14

11 嘉元3(1305).1.12

6 正安2(1300).1.11

7 正安3(1301).1.14

8 乾元1(1302).1.10

3 永仁5(1297).1.14

4 永仁6(1298).1.12

5 正安1(1299).1.15

付表5　鎌倉幕府的始の射手一覧＜永仁2（1294）～正慶2（1333）＞

1 永仁2(1294).1.14

2 永仁3(1295).1.14



付表5-2

年月日 一番 二番 三番 四番 五番 六番

横溝次郎景宗 原新左衛門尉時忠 土肥孫九郎祐義 本間三郎定有 金子十郎忠基 小田切小太郎盛遠

本間九郎助頼 勅使河原後四郎武直 立河彦太郎重行 高市三郎泰義 吉良孫次郎信衝 猿渡彦五郎親成

岡村五郎左衛門尉資行 本間三郎定有 林六郎光頼 賀嶋左衛門五郎貞季 久下彦次郎宗貞 曽我太郎重経

本間九郎助頼 高市三郎泰義 河藤海老名十郎師親 赤田源太吉 吉良孫次郎信衝 勅使河原後四郎武直

本間九郎助頼 立河彦太郎重行 高市三郎泰義 南条弥次郎景（宗） 本間三郎定有 曽我太郎重経

土肥孫九郎祐義 林六郎光頼 本間四郎有助 本間山城四郎光春 赤田源太吉 金子十郎忠基

本間九郎助頼 工藤左衛門次郎高景 南条弥三郎景宗 高市三郎泰義 吉良孫次郎信衝 陶山彦太郎成宗

曽我太郎重経 原孫六郎助頼 立河彦七頼直 石黒孫六郎遠光 河藤海老名十郎師親 立河彦太郎重行

岡村五郎左衛門尉資行 高市三郎泰義 本間五郎兵衛尉家資 本間四郎有資 石黒孫六郎遠光 工藤左衛門次郎高景

土肥孫九郎祐義 赤田源太吉 本間源太忠資 知久孫十郎頼幸 河藤海老名十郎師親 林六郎光頼

岡村五郎左衛門尉資行 本間五郎兵衛尉家資 赤田源太吉 小笠原弥太郎貞泰 海老名河藤十郎師親 横溝新五郎景重

金子十郎忠基 本間孫四郎忠季 猿渡縫殿次郎忠家 小代小次郎宗行 陶山余二盛通 高市三郎泰義

岡村五郎左衛門尉資行 原孫六郎資頼 知久孫十郎頼幸 本間孫四郎忠季 赤田源太吉 本間三郎貞有

林六郎光頼 猿渡八郎高貞 陶山余次盛通 知久神六郎左衛門尉頼敦 吉良彦次郎会衡 高市三郎泰義

横溝次郎景宗 福田庄司為貞 猿渡縫殿次郎忠家 原孫八家房 本間山城三郎元春 高市三郎泰義

勅使河原後四郎武直 本間孫四郎忠季 吉良彦次郎会衡 本間山城四郎泰忠 本間孫八光頼 海老名河藤十郎師親

本間九郎助頼 本間孫四郎忠季 横溝八郎高貞 葛山孫六頼行 福田庄司為貞 横溝新五郎景重

勅使河原後四郎武直 本間孫八為頼 本間山城四郎泰忠 本間又五郎忠貞 吉良彦次郎会衡 高市三郎泰義

本間九郎助頼 横溝八郎高貞 渋谷四郎信重 中条新兵衛尉清貞 本間山城四郎泰貞 本間左衛門太郎貞久

石黒孫三郎資綱 本間孫八為頼 立河又太郎 阿原口左衛門太郎顕光 安東平次重高 久下彦次郎宗貞

工藤次郎左衛門尉高景 猿渡縫殿次郎忠家 多賀谷弥平次光忠 津戸彦三郎為景 桑原新左衛門尉高近 立河彦太郎重行

本間五郎兵衛尉家資 野辺七郎房光 竹井七郎資有 横尾弥次郎順家 得永新五郎祐高 石黒弥六遠光

南条新左衛門尉高直 津戸彦三郎為重 得永弥三郎高経 中村左衛門次郎家時 小田切彦三郎幸遠 猿渡縫殿次郎忠家

合田余一高遠 本間余三資忠 当麻弥三郎宗重 末吉彦五郎長秀 立河左衛門次郎幸盛 横尾弥次郎順家

横溝八郎高貞 小田切彦三郎幸遠 末吉彦五郎長秀 横溝藤六清秀 中村左衛門次郎家時 渋谷四郎重棟

合田余一高遠 藍原又太郎直高 櫛田六郎助久 吉良彦三郎朝衡 墨桶三郎太郎影肥 竹井七郎資有

合田余一高遠 吉良彦三郎朝衡 本間木工左衛門三郎高義 林小太郎貞頼 本間五郎時兼 竹井七郎左衛門尉資有

中村左衛門次郎家時 浦上孫三郎祐景 本間源三郎直忠 生越小次郎有宗 本間弥三郎宗久 小田切彦三郎幸遠

渋谷四郎重棟 渋谷平三重親 海野野六道信 渋谷小五郎通重 本間十郎貞泰 中村左衛門次郎家時

本間木工左衛門三郎高義 春馬新五郎親泰 穂積孫六景教 溝(横溝ｶ)孫次郎重秀 海老名源七秀氏 溝孫太郎重俊

（筆者作成）

33 嘉暦2(1327).1.11

37 正慶1(1332).1.12

38 正慶2(1333).1.10

34 嘉暦3(1328).1.9

35 元徳2(1330).1.14

36 元徳3(1331).1.12

30 正中1(1324).1.14

31 正中2(1325).1.14

32 嘉暦1(1326).1.9

27 元亨1(1321).1.11

28 元亨2(1322).1.10

29 元亨3(1323).1.11

24 文保2(1318).1.9

25 元応1(1319).1.9

26 元応2(1320).1.10



付表6

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 承久3(1221) .6.24 安東新左衛門尉光成
前日23日に定められた承久の乱における「洛中城外謀坂之
輩」の処罰を記した「関東事書」を泰時・時房のもとに届ける
ため鎌倉を発つ。

『吾』

2 承久3(1221) .6.29 安東新左衛門尉光成 京都に到着。 『吾』

3 安貞1(1227) .5.10 尾藤左近将監
大内裏の焼失について泰時の使者として上洛。将軍家（頼経）
の使者は伊東左衛門尉祐時。

『吾』

4 安貞1(1227) .6.15 尾藤左近将監 京都から鎌倉に帰参。 『吾』

5 寛喜1(1229) 平左衛門尉盛綱 関東御使 『鎌』24550

6 天福1(1233) .1.17 南条殿（南条時員）
在京の御家人が皇居旧跡に馬場を作ることを禁じるため使者と
して上洛。

『鎌』4496

7 天福1(1233) .9.29 安東左衛門尉光成
藻壁門院藤原竴子（将軍頼経の姉）崩御のため仙洞と北白河院
のもとへ武州の御使として上洛（将軍の御使は伊賀仲能）。

『吾』

8 延応1(1239) .5.24 平左衛門尉盛時
九条道家「御不例」のため、「前武州御使」として上洛（将軍
の「使節」としては藤原定員）。

『吾』

9 寛元2(1244) .4.21 平新左衛門尉盛時
頼嗣元服の事を京都に知らせる急使として黄昏に進発。行程は
6日と定められる。

『吾』

10 寛元2(1244) .5.5 平新左衛門尉盛時
頼嗣の征夷大将軍の宣旨・右近衛少将任官・従五位上叙任の除
書を持ち京都より帰着。

『吾』

11 寛元4(1246) .10.13 安東光成
後嵯峨上皇に対し、太政大臣西園寺実氏を関東申次に奏薦し、
併せて徳政実施のことを奏話。

『葉黄記』

12 宝治2(1248) .10.6 安東光成
蓮華王院の修理費として「関東知行庄々八カ所」を献身するた
め上洛。

『葉黄記』

13 建長1(1249) .8.14 南条七郎左衛門入道
山門蜂起のことについて、尊覚親王のもとに浅間四郎左衛門尉
とともに幕府の使者として遣わされる。

「使者申詞書」大日
本史料5-31

14 建長3(1251) .11.27 諏方三郎盛綱＜経＞ 将軍頼嗣の祖母の弔問のため上洛。 『吾』

15 文永3(1266) .6.19 諏訪三郎左衛門入道 飛脚として上洛。 『吾』

16 永仁3(1295) .2.23 安東新左衛門 南都の事で上洛。 『永記』

17 永仁3(1295) .閏2.21 安東新左衛門 京都より帰着。 『永記』

18 永仁3(1295) .閏2.23 安藤左衛門尉重綱 表情の場で南都の事を報告 『永記』

万年馬允

工藤新左衛門尉

20 延慶2(1309) .7 南条左衛門尉
熊野の悪党鎮圧のため東使として上洛。15カ国の軍兵を熊野
山に差し向わす。

『武裏』

21 正和3(1314) .6.1 長崎四郎左衛門尉 東使として上洛。

22 正和3(1314) .6.3 長崎四郎左衛門尉
天台座主罷免、新日吉社喧嘩人の張本についての処置を伝え
る。

23 正和4(1315) .6.27. 長崎四郎左衛門尉 天台座主罷免のため東使として入洛。 『武裏』

24 正和4(1315) .12.29 安東左衛門尉 京極為兼を召捕ために上洛。 『鎌』25702

25 正和5(1316) .1.3 安東左衛門入道父子 京極為兼を召捕使者。 『武裏』

26 元応1(1319) .9.21 安東四郎右馬入道 上洛し、京都御成敗并六ヶ国被レ返了 『武裏』

工藤右衛門二郎

諏方三郎兵衛

長崎孫四郎左衛門尉

南条次郎左衛門尉

29 元弘1(1331) .9.5 長崎四郎左衛門尉高貞
御内御使長崎四郎左衛門尉高貞、関東両使秋田城介高景、出羽
入道々蘊、此両使者践祚立坊事

『鎌裏』

(筆者作成)

19

上洛して日野資朝・俊基両人を捕らえる。

使節として上洛、日野俊基らを捕らえる。

『吾』…『吾妻鏡』　　　『永記』…『永仁三年記』　　　『建記』…『建治三年記』
『鎌』…『鎌倉遺文』　　『鎌裏』…『鎌倉年代記裏書』　『武裏』…「武家年代記裏書」

付表6　得宗被官東使の活動年表

『鎌裏』

『鎌裏』

27 正中1(1324) .9.24

.5.5元弘1(1331)28

『花園天皇宸記』お
よび『続史愚抄』

嘉元3(1305) .4.27
北条時村が誤って誅せられたことを伝えるため、早馬として六
波羅に遣わされる。

『武裏』

年 月 日



付表7

付表7 徳治2年（1307）5月「相模円覚寺毎月大齋番文」一覧

一　番 ☆長崎左衛門尉 泉谷 長崎木工左衛門尉

周防前司 嶋田民部大夫入道（行兼）

安東四郎右衛門入道　　 足立源左衛門入道

諏方六郎左衛門尉　　　 合田四郎左衛門尉

二　番 ☆工藤次郎右衛門尉（貞祐） 粟飯原左衛門尉

葛山左衛門尉　　　　　 大瀬三郎左衛門尉（惟時）

本間太郎左衛門尉　　　 合田五郎左衛門尉（遠貞）

吉岡四郎左衛門尉　　　 高柳三郎兵衛尉

三　番 ☆大蔵五郎入道　　　　　 長崎宮内左衛門尉

越中局　　　　　　 大森右衛門入道

廣澤弾正左衛門尉　　　 大瀬次郎左衛門尉（忠貞カ）

葛山六郎兵衛尉　　　　 岡村五郎左衛門尉（資行）

四　番 ☆伊具左衛門入道　　　　 小笠原孫次郎

佐介殿　　　　　　 長崎三郎左衛門入道

土肥三郎左衛門尉　　　 下山刑部左衛門入道

塩飽三郎兵衛尉　　　　 佐野左衛門入道

五　番 ☆武田伊豆守　　　　　　 万年馬入道

武田七郎五郎　　　　　 渋谷十郎入道

粟飯原後家　　　　　　 日理四郎左衛門尉

但馬新左衛門尉　　　　 斉藤図書左衛門尉

六　番 ☆工藤三郎右衛門尉　　　 桑原新左衛門尉（高近カ）

讃岐局　　　　　　 渋谷六郎左衛門尉

萩野源内左衛門入道　　 浅羽三郎左衛門尉

蛭河四郎左衛門尉　　　 千田木工左衛門尉

七　番 ☆安東左衛門尉　　　　　 工藤右近将監

佐分越前守　　　　　　 南条中務丞

小笠原四郎　　　　　　 曽我次郎左衛門尉（忠重）

工藤左近将監　　　　　 千竈六郎

八　番 ☆諏方左衛門尉　　　　　 塩飽右近入道

主税頭　　　　　　　　 諏方三郎左衛門尉

安保五郎兵衛入道　　　 五大院太郎右衛門尉

本間五郎左衛門尉　　　 岡田十郎

九　番 ☆尾藤左衛門尉（時綱）　　 長崎四郎左衛門尉

神四郎入道　　　　　　 渋河次郎左衛門入道

安東平内右衛門入道　　 工藤治部右衛門尉

内嶋四郎左衛門尉（光長）　　　 諸岡民部五郎

十　番 ☆長崎左衛門尉　　　　　 尾藤六郎左衛門尉

長崎後家　　　　　　　 権醫博士

狩野介　　　　　　　　 尾張権守

矢野民部大夫　　　　　 粟飯原右衛門四郎

十一番 ☆南条左衛門尉　　　　　 岡村太郎右衛門尉

尾藤五郎左衛門尉（頼連）　　　 武藤後家

中三中務入道　　　　　 佐藤宮内左衛門尉

万年新馬允　　　　　　 矢田四郎左衛門尉

十二番 ☆工藤右衛門入道　　　　 五大院左衛門尉入道

出雲守　　　　　　　　 妙鑒房

武田弥五郎　　　　　　 諏方兵衛尉

内嶋後家　　　　　　　 水原図書允

☆…筆頭者

（相模円覚寺文書『鎌倉遺文』22978号をもとに作成）



付表8A-E

合田五郎左衛門尉遠貞 粟飯原五郎左衛門尉常忠 水原兵衛尉資宣

尾藤弾正左衛門尉資広 本間木工左衛門尉助茂 諏訪五郎経重

五大院右衛門太郎高繁 工藤右衛門三郎資景

水原兵衛尉資宣

桑原新左衛門尉高近 安東五郎左衛門尉泰能 安東五郎左衛門尉泰能

尾藤孫次郎資氏 工藤右衛門三郎資景

1 序品 30貫 方便品 30貫

2 譬喩品　 信解品 30貫

3 薬草喩品 授記品 30貫

4 化城喩品 30貫 弟子品 横被打枝

5 人記品　　 30貫 法師品 30貫

6 宝塔品 20貫 提婆品

7 勧持品 30貫 安楽行品 30貫

8 踊（涌）出品 30貫 分別品 20貫

9 寿量品 随喜品 20貫

10 功徳品 20貫 不軽品 30貫

11 神力品 30貫 嘱累品 10貫

12 薬王品 30貫 妙音品 10貫

13 観音品 30貫 陀羅尼品 20貫

14 厳王品 30貫 勧発品 10貫

15 徳行品 10貫 説法品 10貫

16 十功徳品 10貫 普賢経 10貫

17 心経 10貫 阿弥陀経 10貫

B　25日八講　手長①

付表8　元亨3年（1323）「北条貞時十三年忌供養記」一覧

A　21日法堂上棟儀　禄役人

※長崎孫左衛門尉師光（小侍所）が催促

岡村五郎左衛門尉資行

工藤九郎祐長

塩飽藤次高遠

※長崎三郎左衛門入道思元が催促

D　26日　手長

C　25日八講　手長②

E　25日一品経調進

『妙法蓮華経』

『無量義経』『観普賢菩薩行法経』

『般若心経』『阿弥陀経』

岡村五郎左衛門尉資行

桑原新左衛門尉高近

塩飽藤次高遠

大方殿（貞時後室・安達氏）

左近大夫将監殿（泰家）

女房御方（高時室・安達氏）

相模新左近大夫殿

阿曽普賢殿（治時）

三浦安芸守　

掃部頭入道殿（長井宗秀）女房

若宮小路殿

御分（高時）

御乳母

工藤二郎右衛門尉（貞祐）

刑部大輔入道殿（道準・摂津親鍳）

能登入道

長崎禅門（高綱・円喜）

名越殿備前入道殿（家政カ）御後室

南殿熙時御後室（貞時女）

大蔵殿（貞時女か？）

城介殿（安達時顕）

伊勢（杉谷）入道

出羽前司入道殿（二階堂貞藤・道蘊）

掃部頭入道殿（長井宗秀）

西殿大方殿（師時後室・貞時女）

兵庫入道殿（名越時家カ）

武蔵守殿（赤橋守時）

修理権大夫殿（金沢貞顕）

足利殿（貞氏）

安東左衛門入道

工藤三郎右衛門尉

山城前司入道（行暁、二階堂行貞）

尾藤二郎左衛門入道（時綱・演心）

諏訪左衛門入道（直性）

長崎下野権守入道

長崎三郎左衛門入道（思元）

普音寺入道殿（鍳念、北条基時）



付表8Ｆ・G

No. 公　卿 布　施 進上者 御　使

1 三条中納言（公雅） 馬1疋（鹿毛・置鞍）、銀剣1 石岡九郎 粟飯原宮内左衛門尉

2 近衛中納言（実香） 馬1疋（鹿毛・置鞍）、銀剣1 千葉介（貞胤） 合田四郎

3 冷泉中納言（為相） 馬1疋（黒・置鞍）、銀剣1 工藤二郎右衛門尉 足立余三左衛門尉

4 二条宰相（雅孝） 馬1疋（黒駮・置鞍）、銀剣1 小笠原信濃前司（貞宗） 工藤新三郎右衛門尉

5 平三位（雅俊） 馬1疋（黒駮・置鞍）、銀剣1 刑部大夫入道（摂津親鑒、道準） 本間九郎（助頼）

6 難波三位（宗緒） 馬1疋（糟毛・置鞍）、銀剣1 山城入道（二階堂行貞、行暁） 尾藤弾正左衛門尉（資広）

7 八条三位（実英） 馬1疋（鴾毛・置鞍）、銀剣1 長江八郎左衛門尉 本間五郎兵衛尉

8 冷泉三位 馬1疋（栗毛・置鞍）、銀剣1 諏訪三河権守（頼重） 本間木工左衛門尉（助茂）

No. 殿上人 布　施 進上者 御　使

9 阿野中将（実廉） 馬1疋（鹿毛）、銀剣1 甲斐六郎左衛門尉 塩飽弾正兵衛尉

10 持明院中将（基行） 馬1疋（鹿毛）、銀剣1 諏訪遠江権守（金刺満貞カ） 諏訪木工左衛門尉

11 堀川中将（基親） 馬1疋（栗毛）、銀剣1 小笠原三郎二郎 原田三郎

12 九条少将（為顕） 馬1疋（河原毛）、銀剣1 太宰和泉前司 原新三郎

13 近衛少将（実茂） 馬1疋（葦毛）、銀剣1 名越土佐前司殿（重村カ） 五大院右衛門太郎（高繁）

14 左少弁（平顕棟カ） 馬1疋（栗毛）、銀剣1 渋谷三郎 本間九郎（助頼）

15 冷泉侍従（為嗣） 馬1疋（栗毛）、銀剣1 出羽入道（二階堂貞藤、道蘊） 本間宮内左衛門尉

16 難波少将（宗有） 馬1疋（栗毛）、銀剣1 兵庫入道 尾藤弾正左衛門尉（資広）

17 二条少将（雅宗） 馬1疋（河原毛）、銀剣1 伊勢前司 工藤新三郎右衛門尉

18 一条侍従（宗清） 馬1疋（栗毛）、銀剣1 下総前司 新開二郎左衛門尉

19 中御門侍従（実持） 馬1疋（鹿毛）、銀剣1 工藤二郎左衛門尉 本間左衛門太郎

20 唐橋少将（通春） 馬1疋（栗毛）、銀剣1 知久右衛門入道 桑原新左衛門尉（高近）

21 一条侍従（能氏） 馬1疋（栗毛）、銀剣1 上野四郎左衛門尉 五大院七郎

22 小野宮侍従（輔定） 馬1疋（黒）、銀剣1 中条山城前司 江間平四郎

23 九条大夫（藤方） 馬1疋（猿目）、銀剣1 豊田弥四郎入道 南条小二郎

No. 諸大夫 布　施 進上者 御　使

24 内蔵権頭（邦敦） 馬1疋（栗毛） 岡村右衛門入道 石河三郎

25 宮内少輔（光遠） 馬1疋（鹿毛） 石河大炊助又太郎 江間平四郎

26 但馬権守（邦貞） 馬1疋（猿目） 石河小太郎 石川三郎

27 押立左近大夫（政茂） 馬1疋（栗毛） 武田十郎五郎入道 石川三郎

28 駿河左近大夫（常葉範貞） 馬1疋（鹿毛） 石河大寺孫太郎 五大院七郎

29 長瀬左近蔵人（範景） 馬1疋（鴾毛） 佐々木近江前司（貞氏カ） 五大院七郎

No. 御願文草進人々 布　施 進上者 御　使

30 民部卿藤原卿
馬1疋（糟毛・置鞍）、銀剣1、
砂金50両

大蔵兵衛入道 横溝二郎

31 東宮学士季範 馬1疋（鴾毛） 因幡民部大夫 横溝二郎

32 兵衛佐有範 馬1疋（栗毛） 武田弥五郎 横溝二郎

33 蔵人大夫仲範 大刀1腰

No. 御願文清書人々 布　施 進上者 御　使

34 宮内卿（世尊寺）有能朝臣 馬1疋（黒糟毛）、銀剣1 筑前下野前司 南条孫二郎

35 常陸前司輔方 馬1疋（栗毛） （大夫）土佐前司殿 塩飽右近三郎

1 馬1疋（栗毛・置鞍） 安東左衛門入道（聖秀） 馬1疋（栗毛・置鞍） 小串右衛門尉

2 馬1疋（鹿毛・置鞍） 佐々木近江前司 馬1疋（鹿毛・置鞍） 太宰少弐（少弐貞経カ）

3 馬1疋（鹿毛・置鞍） 尾藤六郎左衛門尉

F　26日　布施取

G　26日　建長寺塔供養　馬進上者

馬39疋（内鞍14）、銀剣26、砂金50両



付表8H-1

H　進物奉納者一覧
No. 到着 進物奉納者 銭（貫） 太刀 銀剣 馬 その他

1 9 合田左衛門尉 1 1置鞍・糟毛

2 78 粟飯原左衛門入道 1 1置鞍・栗毛

3 7 安芸僧正御房 50 1

4 118 足利上総前司（貞家カ） 100 1白鮫作

5 73 足利殿（貞氏） 200

6 145 足利孫三郎 50

7 165 阿曽沼下野二郎 1 1置鞍・河原毛

8 11 阿曽普賢殿（治時） 100

9 155 足立三郎左衛門入道（貞長カ） 1 1栗毛

10 131 安東左衛門入道（聖秀） 50 1 1置鞍・黒毛

11 10 安東四郎右衛門入道 30

12 30 安東平右衛門尉
被物11（錦1、綾
10）、横被、水精

念珠（打枝2）

13 20 安富大蔵大夫入道 30

14 128 伊具左衛門尉 30 1 1置鞍・鹿毛

15 150 石岡九郎 1置鞍・鹿毛

16 63 石河大炊助又太郎 1鹿毛

17 93 石河孫太郎入道 1黒毛

18 94 石河小太郎 1猿目

19 95 石河河尻六郎 1河原毛

20 96 石河大寺孫太郎 1鹿毛

21 97 石河須鎌彦太郎 1栗毛

22 98 石河牧木工助又太郎 1鹿毛

23 99 石河高貫弥五郎 1黒栗毛

24 100 石河沢井六郎入道 1鹿毛

25 101 石河大嶋六郎 1黒毛

26 121 石河沢井小六郎 1栗毛

27 127 伊勢（杉谷）入道 1 1置鞍・鴾毛

28 137 伊勢前司 1 1置鞍・河原毛

29 79 一宮民部大夫 20 1

30 153 因幡筑後前司 30 1

31 67 因幡民部大夫 50 1置鞍・鴾毛

32 33 入江新左衛門尉 10

33 160 上野式部大夫殿 30 1

34 163 上野四郎左衛門尉 1置鞍・糟毛

35 49 江馬越前前司殿 50 1

36 8 江馬兵衛入道 10 1

37 141 越後（詫間）式部大夫殿 100

38 59 越後左近大夫将監殿（北条時益） 50 1

39 69 越前前司殿（伊具宗有カ） 30 1

40 159 江馬平内 1 1黒毛

41 136 大蔵宮内左衛門入道 10

42 65 大蔵兵衛入道 1 1置鞍・糟毛

43 139 大瀬二郎左衛門尉 10

44 39 大友近江守（貞宗） 200

45 55 大森右衛門入道 1 1栗毛

46 157 小笠原三郎二郎 1 1栗毛

47 48 小笠原信濃前司（貞宗） 20 1 1置鞍・黒駁

48 19 岡村右衛門入道 1置鞍・栗毛

49 138 小串右衛門尉 1 1置鞍・栗毛

50 179 御中間孫三郎入道 1

51 109 小山下野前司（貞朝カ） 100

52 129 小山出羽前司（宗朝カ） 100

53 154 尾張（陸奥）前司殿 1

54 122 尾張犬寿殿 100

55 116 尾張左近大夫将監殿（北条公貞） 50 1

56 149 海東備前前司 小袖絹100

57 144 葛西伊豆入道 30

58 151 笠間三郎兵衛尉 20

59 46 梶原三郎左衛門入道 1

砂金（両）

※五十音順に並べ替え、元の順番は到着欄に記載



付表8H-2

No. 到着 進物奉納者 銭（貫） 太刀 銀剣 馬 その他

60 68 上総彦鶴殿 100

61 37 葛山兵衛尉（惟資カ） 1貝作 １鹿毛駮

62 83 加藤越中入道 1

63 152 加藤丹後前司 1栗毛

64 75 狩野介 30

65 123 掃部頭入道殿（長井宗秀、道雄） 200

66 43 河越三河前司 50 2匁 1

67 92 河村小四郎 10

68 56 刑部権大輔入道（摂津親鑒、道準） 50 1 1置鞍・黒駁

69 23 工藤右近将監 30 1 1鹿毛

70 4 工藤三郎右衛門尉 1 1置鞍・鹿毛

71 6 工藤二郎右衛門尉（貞祐） 50 1 1置鞍・黒毛

72 106 工藤二郎左衛門尉 1 1置鞍（黒）・鹿毛

73 126 工藤右衛門入道 20 1鹿毛

74 17 熊野別当 200

75 13 （長門）上野前司殿（金沢時直） 100

76 41 五大院左衛門入道 10

77 105 後藤信濃前司 1 五（御）衣一領

78 172 権侍医 1 1鹿毛

79 24 斉藤図書六郎 1栗毛

80 16 相模新左近大夫将監殿 50 1 1置鞍・鴾毛

81 146 佐々木近江前司（貞氏カ） 1 2置鞍・鹿毛、鴾毛

82 18 佐々木隠岐前司（清高） 100 1

83 70 佐々木三郎右衛門尉 100 4匁 1銀丸造袋入

84 21 佐々木能登四郎左衛門尉 駒2栗毛・黒鹿毛

85 47 佐々木備中前司 1 1置鞍・栗毛

86 133 佐介越前前司殿 50 1

87 173 佐渡大夫判官（佐々木高氏カ） 1左巻 1置鞍・栗毛駮

88 140 佐野左衛門太郎 1糟毛

89 15 佐野七郎 １黒毛

90 52 左馬助殿（大仏貞直） 100

91 26 塩飽右近入道（了暁） 20 1亀甲作

92 42 塩田越後守殿 50 1

93 171 式部（ﾏﾏ）伊勢前司 50 1

94 82 信濃前司（二階堂行朝） 1 1置鞍・鴾毛

95 89 （問注所）信濃前司（太田時連） 50 1

96 103 渋谷三郎 1 1栗毛

97 120 下総前司（二階堂光貞カ） 1 1置鞍・栗毛

98 166 下郷中務入道 10

99 142 下野（筑前）前司 1 1置鞍・糟毛

100 1 修理権大夫殿（金沢貞顕） 100 1 1置鞍・鹿毛

101 74 城越前前司殿（安達有時カ） 1 1置鞍・栗毛

102 117 城介殿（安達時顕） 100 1

103 60 神五左衛門尉 50

104 34 駿河守殿（金沢顕実カ） 100

105 132 駿河入道殿 50 1

106 107 白河上野前司（結城宗広カ） 100

107 167 諏訪神左衛門入道 10

108 3 諏訪左衛門入道（直性） 100

109 44 諏訪三郎左衛門入道 1 1置鞍・栗毛

110 38 諏訪遠江権守 1 1置白鞍・総鞦・鹿毛

111 147 諏訪三河権守（頼重） 50 1 1置鞍・栗毛

112 112 諏訪六郎左衛門尉 10

113 51 大夫土佐前司殿 1 1置鞍・栗毛

114 87 武田伊豆入道（宗信カ） 50 1置鞍・鹿毛

115 143 武田源太 20

116 158 武田十郎五郎入道 1栗毛

117 45 武田八郎 20

118 135 武田孫七郎 1 1置鞍・鹿毛

119 66 武田弥五郎 30 1 1置鞍・栗毛

120 176 武幸（ﾏﾏ）兵衛入道 100

121 32 太宰和泉前司 1 1置鞍・河原毛

122 170 太宰権少弐 1 1置鞍・糟毛

砂金（両）



付表8H-3

No. 到着 進物奉納者 銭（貫） 太刀 銀剣 馬 その他

123 12 太宰少弐（少弐貞経） 100

124 86 丹波前司殿 50 1

125 156 知久右衛門入道 1 1置鞍・栗毛

126 62 千葉介（貞胤） 1白太刀左巻 1置鞍・鹿毛

127 162 千葉太郎（胤貞） 1白太刀左巻 1置鞍・黒毛

128 85 中条山城前司 1黒毛

129 124 津戸兵庫入道 1

130 64 出羽前司入道（二階堂貞藤・道蘊） 1 1置鞍・栗毛

131 113 土佐新左衛門尉 1 1置鞍・栗毛

132 115 土佐前司殿（佐介時元） 30 1

133 102 土佐前司殿（名越重村） 1 1置鞍・葦毛

134 110 （六波羅）遠江左近大夫将監殿（常葉範貞） 100 50

135 84 （尾張）遠江前司殿（名越宗教カ） 100

136 104 豊田弥四郎入道 1貝造 1置鞍・鴾毛

137 35 長井縫殿頭（貞重） 100

138 125 長江八郎左衛門尉 1置鞍・鴾毛

139 14 長崎左衛門尉（高資カ） 50 1 1置鞍・青

140 2 長崎左衛門入道（高綱・円喜） 300 1置鞍・黒毛

141 22 長崎三郎左衛門入道（思元） 1 1置鞍・栗毛

142 58 長崎下野権守入道 100

143 61 中務権大輔殿 100 1

144 88 長沼淡路前司（宗秀） 100 1

145 40 名越尾張前司殿（高家） 50 1置鞍・鴾毛

146 111 名越備前前司殿 100

147 130 那須加賀入道 50 1鹿毛

148 178 那波左近大夫将監 1 1置鞍

149 36 南条左衛門入道 50 1

150 71 南条四郎左衛門入道（頼直） 30 1

151 114 能登入道 1 1置鞍・鹿毛

152 53 （佐介）備前前司殿 50 1

153 81 常陸三郎左衛門尉 1 1置鞍・葦毛

154 161 常陸前司（輔方） 50 1

155 91 備中二郎左衛門尉 50 2匁 1

156 80 尾藤五郎左衛門入道（景連） 30 1

157 27 尾藤二郎左衛門入道（時綱・演心） 50 1 1置鞍・葦毛

158 90 尾藤六郎左衛門尉（頼広） 1 1置鞍・鹿毛

159 5 兵庫頭入道道忍（薬医） 1 1置鞍・鹿毛

160 25 普恩寺入道殿（北条基時、鑒念） 100 50 1

161 29 豊前四郎 50

162 182 平五郎入道 1

163 180 平三郎入道 1

164 168 本間右近入道 1

165 119 松田近江権守 1

166 76 万年三郎右衛門入道 20

167 169 三浦甲斐六郎左衛門尉 1 1鹿毛

168 77 三浦介（時継カ） 50 2匁 1

169 54 三浦肥前五郎 1

170 174 三河前司殿（櫻田師頼カ） 100

171 148 水谷刑部大輔入道（清有） 50 1

172 28 武藤修理亮殿（北条英時） 200

173 72 武蔵守殿（赤橋守時） 200

174 175 武蔵左近大夫将監殿 50 1 1置鞍・鹿毛

175 57 陸奥守殿（大仏維貞） 200

176 108 陸奥入道殿（塩田国時、教覚カ） 100

177 181 弥四郎入道 1

178 50 山城入道（二階堂行貞、行暁） 1 1置鞍・糟毛

179 177 大和前司（宇都宮頼房カ） 100

180 134 結城七郎（親朝カ） 1青駮

181 31 若宮別当御房（顕弁） 50 1 1置鞍・糟毛

182 164 和田隠岐入道 1置鞍・葦毛

4450 2540 10匁 12腰 91腰 馬90疋（鞍58）

砂金（両）



付表9

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 建仁3(1203) .9.2 金窪太郎行親 北条政子の命により比企氏一族追討のために遣わされる。 『吾』

2 元久1(1204) .7.24 金窪太郎行親
源頼家の御家人が田舎に隠れ住んで謀叛を企てたことが発覚
し、義時は行親以下を派遣して誅戮。

『吾』

3 建保1(1213) .2.15 金窪兵衛尉行親
義時の命により、千葉成胤が捕らえた法師（阿静房安念）を叛
逆の実否を尋ねるため二階堂行村のもとへ送る。

『吾』

4 建保1(1213) .2.16 金窪兵衛尉行親
安念の白状によってわかった謀反人の一人・和田平太胤長の身
柄を安東忠家とともに預かる。

『吾』

5 建保1(1213) .3.9 行親 和田胤長を行親と安東忠家の手から二階堂行村に引き渡す。 『吾』

6 建保1(1213) .4.2 行親
義時、拝領した和田胤長邸を以前の給人を追い出して行親と忠
家に分け与える。

『吾』

7 建保1(1213) .5.3 行親
義時の命により、安東忠家とともに和田合戦の死骸を実検。仮
屋を由比浜の汀に構え、義盛以下の首を取り集める。日暮れに
なったのでそれぞれ松明を取った。

『吾』

8 建保1(1213) .5.4 行親
実朝、二階堂行村を奉行とし、和田合戦の際に負傷した軍士た
ちを集めて実検を加える。行親と安東忠家がこれを補佐。

『吾』

左衛門尉行親 義時によって侍所所司に任命される。

行親
義時、二階堂行村・行親・安東忠家に命じて和田合戦で死亡し
た者・生け捕りした者の交名を注進。

10 建保1(1213) .5.7 金窪左衛門尉行親 和田合戦の恩賞として、金窪を拝領。 『吾』

11 建保1(1213) .7.11 金窪左衛門尉行親
実朝の命により、和田合戦で生け捕りにされていた冨田三郎親
家を赦免することになり、義時はすぐにその旨を行親に命じ
る。

『吾』

12 建保1(1213) .8.3 行親
御所の上棟の最中に起こった騒動を義時の命で安東忠家ととも
に鎮圧。

『吾』

13 建保6(1218) .9.14 金窪兵衛尉行親 使者として、前日起こった鶴岡八幡宮での狼藉について糾明。 『吾』

14 承久1(1219) .2.19 金窪兵衛尉行親
義時、政子の命により阿野冠者誅殺のために行親以下の御家人
を駿河国に派遣。

『吾』『承久軍物
語』巻1

15 安貞1(1227) .3.9 金窪左衛門尉
波多野中務二郎経朝が生け捕った後鳥羽の三宮と称して陰謀を
企てた者を、泰時の命により平盛綱とともに尋問。

『吾』

16 寛喜2(1230) .5.5 金窪左衛門尉行親
御所に盗賊が入ったため、泰時の命により平盛綱らとともに大
番衆に四方を警護させ、人の出入りを止める。

『吾』

17 嘉禎3(1237) .12.12 金窪右衛門尉大夫行親 属星祭を行うために御所の巽の角を掃除。 『吾』

18 延応1(1239) .5.2 金窪左衛門大夫行親

泰時の邸宅で行われた五十嵐豊次太郎惟重と北条朝時の祗候
人・小見左衛門尉親家との越中国国吉名に関する相論の対決の
結果親家の罪科を逃れる事が出来なかった。そこで泰時は「侍
所司」の行親を呼び、敗訴した親家の身柄を預かり守護するよ
う命じる。

『吾』

19 仁治2(1241) .8.15 金窪左衛門大夫行親

鶴岡八幡宮で発生した将軍頼経の御剣が簀子の上に落ちるとい
う怪異について、頼経に尋ねられ対処を進言。行親が剣を見る
ことは神通力を持っているようだといい、多くの証拠もあった
という。

『吾』

20 永仁6(1298) .4.25 鎌倉金窪左衛門(行親)一門

永仁6年4月25日の紀伊国那智山住侶権少僧都道覚の紛失状
に「善長坊法橋長済譲于円道坊俊済状一通、載之云、十間坊地・

蔵頭忠縄一門・鎌倉鎌倉左衛門一門・讃岐国諸檀越云々、逸見一門」とある。
承久元年(1219)頃の譲状カ。

『鎌』19661

（筆者作成）

付表9　得宗被官金窪行親の活動一覧

『吾』

年 月 日

9 .5.6建保1(1213)
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木曽義仲に属していたが頼朝の内々の意向により関東へ。

頼朝が直接事情を尋ねた所、信濃国中野御牧、紀伊国田中・池
田両庄を知行したいと申し出て、認められる。

2 文治5(1189) .7.19 尾藤太知平 頼朝の奥州藤原秀衡征伐に従う。 『吾』

3 建久1(1190) .11.7 尾藤次(知景) 頼朝の入京の際の先陣の随兵(47番)。 『吾』

4 建仁3(1203) .9.2 尾藤次知景
政子の命により、比企氏追討のために派遣され、合戦の中で負
傷。

『吾』

5 建保1(1213) .5.2 景綱(尾藤次郎) 和田合戦の最中、泰時に盃を賜る。 『吾』同年.5.3条

6 承久3(1221) .5.22 尾藤左近将監(景綱) 承久の乱で北条泰時が京都に進発する際、従軍した18騎。 『吾』

7 承久3(1221) .6.13 尾藤左近将監景綱
泰時の使いとして、宇治橋上の戦いを止めるよう制止を加え
る。

『吾』

8 承久3(1221) .6.14 尾藤左近将監(景綱)
平出弥三郎に命じて民家を取り壊し、泰時・足利義氏らの乗る
筏を造らせる。

『吾』

9 元仁1(1224) .2.23 尾藤左近将監景綱
富士新宮焼失のことについて、義時の使者として平三郎兵衛尉
とともに駿河国に下向。

『吾』

10 元仁1(1224) .6.27 尾藤左近将監景綱
泰時が鎌倉の邸宅(小町通り西北)に移る。関実忠と尾藤景綱両
人の宅がこの郭内に。

『吾』

11 元仁1(1224) .6.28 尾藤左近将監(景綱)
泰時の命により、平盛綱・尾藤景綱・関実忠・安東光成・万年
右馬允・南条時員などの側近のみ泰時邸の出入りを許される。

『吾』

12 元仁1(1224) .閏7.29 尾藤左近将監景綱 泰時の後見(家令)となる。 『吾』

13 元仁1(1224) .8.28 左近将監景綱 平盛綱らとともに泰時の家務条々を定める。 『吾』

14 元仁1(1224) .11.18 左近将監景綱 泰時建立の義時一周忌追福のための伽藍の立柱を奉行。 『吾』

15 嘉禄1(1225) .9.16 尾藤某 信濃国春近領内志久見郷に関する北条重時袖判尾藤某奉書。 『鎌』3406

16 嘉禄1(1225) .10.27 尾藤左近将監景綱 泰時邸で申次。 『吾』

17 嘉禄2(1226) .10.12 尾藤左近将監(景綱)
評定所の役人として訴人が評定所に近接することを取り締まる
よう指示を受ける。

『吾』

18 嘉禄2(1226) .12.13 尾藤左近将監(景綱) 政所の前より失火し、尾藤景綱・平盛綱らの家焼亡。 『吾』

19 安貞1(1227) .5.10 尾藤左近将監
大内裏の焼失について泰時の使者として上洛。将軍家(頼経)の
使者は伊東左衛門尉祐時。

『吾』

20 安貞1(1227) .6.15 尾藤左近将監 京都から鎌倉に帰参。 『吾』

21 安貞1(1227) .6.18 尾藤左近将監景綱
乳母父となっていた泰時二男・時実(安保氏との子)が高橋二郎
によって殺害されたため出家。

『吾』

22 安貞1(1227) .11.4 尾藤左近将監入道道然 泰時、軽服により道然(景綱)邸に移る。 『吾』

23 安貞2(1228) .5.21 尾藤左近入道
泰時の命により御所の辺に競い集まった御家人たちを退散させ
る。

『吾』

24 寛喜2(1230) .1.4 尾藤太景氏
将軍家(頼経)の御行始の引出物の一の御馬を北条光時とともに
引く。

『吾』

25 寛喜2(1230) .1.26 尾藤左近入道道然
泰時の公文所で武蔵野国太田庄内の荒野を新たに開発すること
についての審議が行われ、道然(景綱)が奉行。

『吾』

26 寛喜2(1230) .2.30 尾藤左近入道 泰時の命で平盛綱、諏訪盛重とともに鎌倉中の騒動を鎮圧。 『吾』

27 寛喜2(1230) .10.16 左近入道道然
泰時御願の北条の御堂の上棟を斎藤兵衛入道浄円(長定)ととも
に奉行。

『吾』

28 寛喜3(1231) .10.16 尾藤右近入道
道然(景綱)を奉行として、泰時邸で御堂造営の日時定めが行わ
れる。

『吾』

29 貞永1(1232) .2.26 左近入道道然
武蔵国の槫国の堤が対破したので、補修するよう近隣の地頭に
命じるため、石原源八経景らとともに奉行として下向。

『吾』

30 貞永1(1232) .8.9 尾藤左近入道 泰時使者として平盛綱、諏訪盛重とともに和賀江島を巡検。 『吾』

31 文暦1(1234) .3.5 尾藤左近将監入道
泰時、尾藤道然(景綱)、諏訪盛重らを通して経時元服の儀の役
を勤めた人々にお礼を伝える。

『吾』

32 文暦1(1234) .4.5 尾藤左衛門入道道然
泰時御願として鶴岡八幡宮で大般若経一部を書写することにな
り、斎藤兵衛入道浄円(長定)とともに奉行。

『吾』

付表10　得宗被官尾藤氏の活動一覧

『吾』1 元暦1(1184) .2.21 尾藤太知宣

年 月 日
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33 文暦1(1234) .8.21 尾藤左近入道道然 病気のため家令を辞し、その後任に平盛綱が補任される。 『吾』

34 文暦1(1234) .8.22 左近将監藤原景綱法師法名道然 死去。 『吾』同年8.21条

35 嘉禎2(1236) .12.19 尾藤太郎 泰時が新築した邸宅の周りに屋敷を構える。 『吾』

36 寛元3(1245) .7.26 尾藤太景氏 将軍家室となった経時の妹・檜皮姫に扈従。 『吾』

37 寛元4(1246) .5.25 尾藤太
但馬前司定員が使いとして時頼の許を訪れるが、諏訪兵衛入
道・尾藤太・平三郎左衛門尉に命じて追い返す。

『吾』

38 寛元4(1246) .6.10 尾藤太 深秘の沙汰に参候する。 『吾』

39 建長2(1250) .1.1 尾藤兵衛尉 時頼沙汰の垸飯で、北条時仲とともに二の御馬を引く。 『吾』

40 建長4(1252) .1.1 尾藤二郎 時頼の垸飯献上の際、北条時定とともに五の御馬を引く。 『吾』

41 康元1(1256) .1.3 尾藤次郎兵衛尉
足利利氏沙汰の垸飯で備前左衛門三郎とともに四の御馬を引
く。

『吾』

42 弘長3(1263) .11.19 尾藤太法名浄心 時頼の最明寺北亭での申次。 『吾』

43 弘長3(1263) .11.20 尾藤太 時頼の枕元祗候の一人。 『吾』

44 文永9(1272) .9.5 浄心(尾藤景氏)
多田庄政所に対し、多田院修造を命じる得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』11097

45 文永10(1273) .4.24 沙弥(尾藤景氏)労
摂津国多田院造営のことについて、安東平右衛門入道(蓮聖)の
成敗に従うようにとの得宗家公文書下知状の奉者。

『鎌』11252

46 文永10(1273) .12.17 沙弥(尾藤景氏)労
摂津国多田庄両政所に対し、未払いの年貢を払うよう命じる得
宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』11502

47 建治3(1277) .12. 沙弥性円房(尾藤太郎) 実円、美濃大井庄下司職などを420貫文で尾藤太郎に売却。 『鎌』12956

48 弘安2(1279) .8. 沙弥性円(尾藤太郎) 美濃国大井庄下司職に補任される。 『鎌』13682

49 弘安4(1281) .7. 沙弥性円(尾藤太郎) 美濃国大井庄下司職への補任状。 『鎌』14375

50 弘安4(1281) .10. 沙弥性円(尾藤太郎) 美濃国大井庄下司職補任に関する預所副下文。 『鎌』14376

尾藤六郎左衛門二郎頼氏

尾藤五郎左衛門尉景連

52 弘安5(1282) .5.12 ゑちうのつほねのしそく
摂津国金心寺庄についての越中局の子息避文(『鎌』14623)
をしむしやう(諏訪真性カ)が祇園大座に送る。

『鎌』14624

「追加法」631

『鎌』17534

54 尾藤内左衛門入道

元徳4(1332)正月日付肥前国鎮守河上社雑掌家邦の重陳状
に、(正応4年か5年頃カ)尾藤内左衛門入道と小野沢次郎入道
に対して大宮司の計らいとして訴状を提出し、二人が幕府に注
進したことが記されている。「大宮司雑掌順戒房秀円、参訴関
東之時、宛于両奉行人、被成下正応五年六月十六日御下知」が
『鎌』17933文書と考えられる。

『鎌』31669

55 正応5(1293) .6.16 尾藤内左衛門入道
肥前国一宮河上神官講習等の訴えにより、造営・神事退転のこ
とについて定めた関東御教書の宛名が尾藤内左衛門入道と小野
沢次郎入道になっている。

『鎌』17933

56 正応5(1293) .8.20 沙弥(尾藤内左衛門入道)
肥前国河上宮造営に関する 「御目代沙汰人」 宛施行状の奉
書。奉者二人は尾藤内左衛門入道と小野沢次郎入道と考えられ
る。

『鎌』17986

57 正応年間 (尾藤)久時
景綱の子・時景の養子五郎左衛門尉久時に「正応配流」とあ
る。

『続群書類従』尾藤
系図

58 永仁2(1294) .5.7 沙弥(尾藤内左衛門入道)
肥前国河上宮造営に関する 「御目代沙汰人」 宛施行状の奉
書。奉者二人は尾藤内左衛門入道と小野沢次郎入道と考えられ
る。

『鎌』18543

59 永仁3(1295) .8. 尾藤兵衛六郎
碧海庄についての配分状に「五石　小針郷半分尾藤兵衛六郎
分」がある。

『鎌』18898

60 永仁6(1298) .3. 性円(尾藤太郎入道)
弘安年中に性円が買得て補任された美濃国大井庄下司職につい
ての東大寺衆徒の二度目の訴状。性円のあとは正応の頃までに
重範(侍従房)、隆実(大夫房)に渡っていたらしい。

『鎌』19635

61 永仁6(1298) .3. 性円(尾藤太郎入道) 美濃国大井庄の下司職相伝の系図に見られる。 『鎌』19637

62 正安3(1301) .12.24 尾藤左衛門尉時綱 日向臼杵郡田貫田の時綱領が正八幡宮に寄進される。 『鎌』20938

53
鎮西御家人の訴訟について定めた関東御教書の宛名が尾藤内左
衛門尉入道と小野沢亮次郎入道になっている。

尾藤内左衛門入道

年 月 日

摂津国金心寺庄は長福寺後家の後、越中局が相伝していたが、
越中の局が死去したため、子や孫(尾藤五郎左衛門尉景連・壱
岐五郎左衛門入道後家尼真蓮・三位律師玄家・尾藤六郎左衛門
二郎頼氏が「小野氏所帯の長福寺後家の九月四日書状」によっ
て小野氏に譲るため避状に判をする。

『鎌』14623弘安5(1282) .5.1251

正応4(1292) .2.3
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63 嘉元1(1303) .11.30 左衛門尉時綱
高野山金剛三昧院領筑前国粥田庄の上下諸人・運送船への過所
の得宗家執事奉書。※『鎌』では「将軍久明親王袖判御教書
案」

『鎌』21691

64 嘉元2(1304) .7.11 尾藤太子息彦太郎
禅海の起請文に紀伊国阿弖河庄田仲が尾藤太子息彦太郎の由緒
の地であることが記される。

『鎌』21892

尾藤左衛門尉(時綱) 北条時宗の忌日法要のための結番、九番筆頭。

尾藤六郎左衛門尉 北条時宗の忌日法要のための結番、十番。

尾藤五郎左衛門尉 北条時宗の忌日法要のための結番、十一番。

66 徳治2(1307) .7.26 尾藤次郎左衛門尉(時綱) 高時の矢開において餅を食手2番の小笠原孫七(次)郎に送る。 「鳥餅日記」

67 延慶1(1308) .11.7 尾藤左衛門尉(時綱)
金沢貞顕、尾藤左衛門尉に対し、円覚寺の定額化のことを伏見
上皇に申入れるよう、内々に西園寺公衡に伺ったところ、宸筆
を下された。

『鎌』23445

68 延慶2(1309) .4.9頃 尾金(時綱) 寄合の合奉行を勤める。 『鎌』23663

69 延慶3(1310) .3.8 (尾藤)時綱
異国降伏の祈祷を命じる御教書の内容を若狭国の寺社別当神主
に相触れるよう、代官に下知することを工藤四郎右衛門尉に命
じる得宗家公文書奉書。

『鎌』23932

70 延慶3(1310) .8.29 (尾藤)時綱 得宗家執事書状。『鎌』には「守邦親王執事」とある。 『鎌』24052

71 正和4(1315) .3.8 尾藤左衛門入道演心
亥刻に鎌倉の飯島より出火し、翌日の卯刻まで火災。御所・得
宗亭をはじめ多くの館が焼失した中に、長崎左衛門入道円喜・
諏訪入道真性・尾藤左衛門入道演心の屋敷がある。

『公衡公記』3.16
条

72 正和5(1316) .閏10.18 演心
工藤右近入道に対し、摂津多田院の塔供養に奉ずる馬の沙汰を
催促する得宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』26002

73 正和年間？ 尾藤左衛門入道演心
評定衆の一人であり、鶴岡八幡宮修正会の時は警固の役につい
た。

「当社記録」

74 文保1(1317) .6.9 扈(尾)藤左衛門入道子息
明王院の北斗堂において尾藤左衛門入道子息の病のため、冥道
供を修法。

『門葉記』

75 文保1(1317) 尾藤左衛門入道(演心)
金沢貞顕、材木が流出したことについて尾藤左衛門入道に申し
入れたところ、大方殿の御領なので(大方殿の)公文書に報告す
るようにと返事がある。

『鎌』26189

76 元亨3(1323) .10.21 尾藤弾正左衛門尉資広 北条貞時の十三回忌の法堂上棟儀で禄役人を勤める。

77 元亨3(1323) .10.25 尾藤孫次郎資氏 法華八講で手長役人を勤める。

78 元亨3(1323) .10.25 尾藤二郎左衛門入道(演心) 一品経を調進。

尾藤二郎左衛門入道(演心) 砂金50両、銀剣1、馬1疋を奉納。

尾藤五郎左衛門入道 砂金30両、銀剣1を奉納。

尾藤六郎左衛門尉 銀剣1、馬1疋を奉納。

80 元亨3(1323) .10.27 尾藤弾正左衛門尉(資広) 布施取の役人を勤める。

81 元亨3(1323) .11.26 故尾藤内
尾張国室生院文書。尾張国長岡庄河東西方郷則家荒名320歩
を故尾藤内の墓所として寄進される。

『鎌』28597

82 正中2(1325) .8.3 円性(性円)、尾藤
「初若丸美濃大井荘下司職文書渡状案」に、性円より買い得た
「本下司代々譲状手継等正文」が「一結九通一巻」、「代々御寺
務宛文并尾藤譲状」が「一巻」見える。

『鎌』29173

83 嘉暦1(1326) .12.17 扈(尾)藤左衛門入道室家
瑠璃光院において尾藤左衛門入道室家の産余気の祈祷に冥道供
が修される。

『門葉記』

84 元弘? .1.10 尾藤左衛門入道(演心)
長崎三郎左衛門尉の宿所が放火され、宿所が炎上した。得宗高
時邸には及ばず。

『鎌』32185

85 正慶1(1332) .12.5 尾藤弾正左衛門尉(資広) 東使として上洛。 『鎌』31911

こ尾藤さ衛門入道 『鎌』9018

(尾藤)余次 ※弘長3年に所収

87 元弘3(1333) .8.12 尾藤助法眼 尾藤氏一族カ 『鎌』32468

(筆者作成)

79

徳治2(1307) .5. 「大斉番文」

「供養記」

故尾藤左衛門入道相伝の相模国山内の尾藤谷の一部を悟正寺に
寄進する尾藤某の寄進状。余次のもとに書状で寄進の旨を問い
合わせたところ、問題ないとして寄進されることになったとい
う。

86 年次未祥

元亨3(1323) .10.27

65

年 月 日
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1 承久3(1221) .5.22 平三郎兵衛尉(盛綱) 北条泰時とともに出陣した18騎。 『吾』

2 元仁1(1224) .2.23 平三郎兵衛尉盛綱
義時の使者として尾藤景綱等とともに駿河国へ下向。※前日に
同国から使者がきて富士新宮等が消失したとの知らせがあった
ことによる。

『吾』

3 元仁1(1224) .6.28 平三郎左衛門尉(盛綱)
泰時の命により、平盛綱・尾藤景綱・関実忠・安東光成・万年
右馬允・南条時員などの側近のみ泰時邸の出入りを許される。

『吾』

4 元仁1(1224) .8.28 平三郎兵衛尉盛綱 尾藤景綱とともに泰時の家務条々を定める。 『吾』

5 元仁1(1224) .9.21 左兵衛尉盛綱 曽我次郎(惟重)への代替わり安堵の北条泰時袖判奉書の奉者。 『鎌』3285

6 嘉禄2(1226) .10.12 平三郎左衛門尉盛綱
評定所の役人として訴人が評定所に近接することを取り締まる
よう指示を受ける。

『吾』

7 嘉禄2(1226) .12.13 平三郎左衛門尉(盛綱) 政所の前より失火し、盛綱・尾藤景綱らの家とともに焼亡。 『吾』

8 安貞1(1227) .1.4 平左衛門尉盛綱 泰時に走湯山御在所以下の火事を披露。 『吾』

9 安貞1(1227) .3.9 平三郎左衛門尉(盛綱)
波多野中務二郎経朝が生け捕った後鳥羽の三宮と称して陰謀を
企てた者を、泰時の命により金窪行親とともに尋問。

『吾』

10 安貞2(1228) .5.21 平三郎左衛門尉(盛綱)
泰時の命により御所の辺に競い集まった御家人たちを退散させ
る。

『吾』

11 安貞2(1228) .10.15 平左衛門三郎盛時 将軍頼経に献上の馬を引く。 『吾』

12 安貞2(1228) .11.25 平左衛門尉盛綱 馬場殿御所移転の決定を受け、奉行する。 『吾』

13 寛喜1(1229) .1.15 平左衛門三郎(盛時) 鶴岡八幡宮の的始で本間次郎左衛門尉とともに3番の射手。 『吾』

14 寛喜1(1229) .2.11 盛綱 走湯山の造営を奉行。 『吾』

15 寛喜1(1229) .2.13 左兵衛尉盛治(綱) 興津虎石への所領安殿北条泰時袖判執事奉書の奉者。 『鎌』3808

16 寛喜1(1229) 平左衛門入道盛阿(盛綱)
応長2年3月日付「播磨福井荘東保宿院村地頭代澄心陳状」に
寛喜1年に盛綱が関東御使であったことが記される。

『鎌』24550

17 寛喜2(1230) .1.4 平三郎左衛門尉盛綱 引出物の二の御馬を陸奥五郎実泰とともに引く。 『吾』

18 寛喜2(1230) .2.30 平三郎左衛門尉(盛綱) 泰時の命で鎌倉中の騒動を鎮圧。 『吾』

19 寛喜2(1230) .5.5 平三郎左衛門尉盛綱
常御所に盗賊が入ったため、泰時の命により金窪行親らととも
に大番衆に四方を警護させ、人の出入りを止める。

『吾』

20 寛喜3(1231) .9.27 盛綱 泰時が朝時の救援に駆けつけたことに対して泰時を諌め申す。 『吾』

21 貞永1(1232) .7.15 平三郎左衛門尉盛綱 和賀江島の築造の奉行として向かう。 『吾』

22 貞永1(1232) .8.9 平三郎左衛門尉(盛綱) 尾藤景綱、諏訪盛重とともに和賀江島を巡検。 『吾』

23 文暦1(1234) .3.5 平左衛門尉盛綱 経時元服の際、時房に龍蹄を引き進らす。 『吾』

24 文暦1(1234) .7.1 平左衛門尉(盛綱)
深堀五郎が六カ月の京都大番役を勤めたことを注進する北条重
時の書状の宛名。

『鎌』4679

25 文暦1(1234) .8.21 平左衛門尉盛綱 尾藤景綱の後任の家令となる。 『吾』

26 嘉禎1(1235) .12.18 平左衛門尉盛綱 頼経の病気のため泰時の使者として御所に参上。 『吾』

平左衛門次郎(時綱)

同三郎(盛時)

28 嘉禎2(1236) .8.4 平左衛門三郎(盛時) 将軍頼経が若宮大路の新造御所に移徙する際に供奉。 『吾』

29 嘉禎2(1236) .12.19 平左衛門尉(盛綱) 泰時が新築した邸宅の周りに側近たちと共に屋敷を構える。 『吾』

30 嘉禎2(1236) .12.23 平左衛門尉(盛綱)
三浦泰村の妻(泰時妹)死去により、服喪のため泰時が盛綱の小
町宅に移る。

『吾』

31 嘉禎3(1237) .1.2 平左衛門三郎(盛時) 経時沙汰の垸飯で五の御馬を陸奥七郎時尚とともに引く。 『吾』

32 嘉禎3(1237) .3.28 左衛門尉盛綱
摂津国多田院御家人六瀬右近将監行弘が夜討をしたとして領家
から勘気を蒙ったことを歎き申したことについて、秦泰綱宛得
宗家執事書状。

『鎌』5121

33 嘉禎3(1237) .4.22 平左衛門三郎盛時 時頼の元服の儀、引出物の二の御馬を北条時定とともに引く。 『吾』

34 暦仁1(1238) .2.17 平左衛門三郎(盛時) 頼経の入洛に付き従う随兵の一騎。 『吾』

35 暦仁1(1238) .2.22 平左衛門三郎盛時 頼経の御車の左右に候じる。 『吾』

『吾』27
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36 暦仁1(1238) .2.23 平左衛門三郎(盛時) 頼経参内の際御車の左右に候じる。 『吾』

37 暦仁1(1238) .2.28 平左衛門三郎(盛時) 頼経の御車の左右に候じる。 『吾』

38 暦仁1(1238) .6.5 平左衛門三郎盛時 頼経の御輿の左右を歩く。 『吾』

39 暦仁1(1238) .6.24 左衛門尉(盛綱)
右近将監国守と刑部丞仲義の相論について、仲義無罪の判決を
記した得宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』5260

平新左衛門尉盛時

同四郎(光盛)

41 延応1(1239) .1.5 平左衛門四郎(光盛) 的始の射手、3番。 『吾』

42 延応1(1239) .5.24 平左衛門尉盛時(ﾏﾏ)
九条道家「御不例」のため、「前武州御使」として上洛(将軍
の「使節」としては藤原定員)。

『吾』

43 延応1(1239) .5.26 左衛門尉盛綱 泰時が新造南法華堂浴室についての置文を定め、盛綱が記す。
『吾』及び『鎌』

5436

44 延応1(1239) .12.13 平左衛門尉盛綱

安部維範が若宮(九条頼嗣)の御行始のために御産所の丹波良基
の大倉の亭より坤の方角に当たるふさわしい家を見定めること
を奉行する。町野康持と武田光信の名越の家がその方角だと報
告。

『吾』

平新左衛門尉盛時

同四郎(光盛)

46 仁治1(1240) .3.7 盛綱 侍所での盃酒の儀を奉行。 『吾』

47 仁治1(1240) .7.9 平左衛門尉盛綱 泰時の命で越後守盛時に催促。 『吾』

左衛門尉盛綱

左近将監貞綱

49 仁治2(1241) .1.1 平新左衛門尉(盛時) 泰時沙汰の垸飯で時頼とともに五の御馬を引く。 『吾』

50 仁治2(1241) .1.3 平左衛門四郎(光盛) 朝時沙汰の垸飯で陸奥七郎景時とともに五の御馬を引く。 『吾』

51 仁治2(1241) .3.18 左衛門尉盛治(綱カ) 津軽国岩楯村に関する政所綿貫入道宛得宗家執事奉書の奉者。 『鎌』5782

52 仁治2(1241) .4.16 平左衛門尉盛綱 武田光蓮の請文を泰時に取り次ぐ。 『吾』

53 仁治2(1241) .11.29 平左衛門尉盛綱
三浦氏と小山氏の喧嘩を鎮圧しに後藤基綱とともに遣わされ
る。

『吾』

54 仁治3(1242) .10.1 沙弥成阿(盛阿＝盛綱)
北条時頼の曽我五郎二郎(惟重)への陸奥国平賀郡内大平賀村に
ついての代替わり安堵の袖判奉書の奉者。

『鎌』6111

55 仁治3(1242) .10.1 沙弥盛阿(盛綱)
北条時頼の毘沙鶴ならびに女子鶴後家に対する陸奥国平賀郡内
乳井郷阿弥陀堂別当識についての代替わり安堵の袖判奉書の奉
者。

『鎌』6112

平新左衛門尉(盛時)

同四郎(光盛)

平新左衛門尉(盛時)

同四郎(光盛)

58 寛元2(1244) .3.28 平左衛門四郎(光盛) 経時の使者として、訴人を送り遣わす。 『吾』

59 寛元2(1244) .4.21 平新左衛門尉盛時 頼嗣元服の事を京都に知らせる急使として黄昏に進発。 『吾』

60
頼嗣の征夷大将軍の宣旨・右近衛少将任官・従五位上叙任の除
書を持ち京都より帰着。

『吾』

61
北条経時に伴われ、御所で頼経と対面。祝いの儀で召し出さ
れ、御剣を賜る。

『吾』

62 寛元2(1244) .8.15 平新左衛門尉盛時 将軍家の御車の左右に候じる。 『吾』

63 寛元3(1245) .5.22 平左衛門入道盛阿(盛綱) 祈祷を奉行。 『吾』

64 寛元4(1246) .5.25 平三郎左衛門尉(盛時)
但馬前司定員が使いとして時頼の許を訪れるが、諏訪兵衛入
道・尾藤太・平三郎左衛門尉に命じて追い返す。

『吾』

65 寛元4(1246) .6.10 平三郎左衛門尉(盛時) 深秘の沙汰に参候する。 『吾』

66 寛元4(1246) .12.5 左衛門尉平盛時 北条時頼によって陸奥糠部五戸地頭代職に補任される。 『鎌』6768

67 寛元4(1246) .12.28 平衛門尉(盛時) 時頼の命により御所に乱入の者を諏訪兵衛入道とともに尋問。 『吾』

『吾』

『鎌』5652仁治1(1240) .閏10.18

延応1(1239) .1.3 北条朝時沙汰の垸飯で四の御馬を引く。 『吾』

寛元2(1244)

北条朝時沙汰の垸飯で四郎とともに二の御馬を引く。寛元2(1244) .1.3

泰時沙汰の垸飯で四の御馬を引く。.1.2仁治1(1240)45

48

小早川茂平宛盛綱書状。盛綱の子・左近将監貞綱死去の禁忌の
ためしばらく出仕していなかったことを詫び、近日中に出仕す
ること、そして都宇・竹原のことについて、元のように知行す
るようにとの仰せが出たことを伝えている。

40

『吾』

『吾』

年 月 日

56

57

平新左衛門尉盛時.5.5寛元2(1244)

経時沙汰の垸飯で四の御馬を引く。.1.1



付表11①-3

史料上の表記 事　　　項 典　拠

68 宝治1(1247) .6.5 平左衛門入道盛阿(盛綱) 三浦泰村のもとに時頼の御書を遣わす。 『吾』

69 宝治1(1247) .6.8 平左衛門尉盛時 常陸国での関政泰郎従と小栗重信との合戦の子細を尋ね記す。 『吾』

70 宝治1(1247) .6.12 平左衛門尉(盛時) 筑後知定を召決。 『吾』

71 宝治1(1247) .6.15 平左衛門入道盛阿(盛綱)
時頼の使者として6.5に泰村に届けた時頼の書状を泰村後家が
返し参らす。

『吾』

72 宝治1(1247) .6.25 平左衛門尉盛時 三浦泰村等の亡卒の後家の活命などを奉行。 『吾』

73 宝治1(1247) .6.27 平左衛門尉盛時 鶴ヶ岡八幡宮の別当職任命の御教書を隆弁のもと届ける。 『吾』

74 宝治2(1248) .1.1 平左衛門次郎(時綱) 時頼沙汰の垸飯で北条六郎とともに一の御馬を引く。 『吾』

75 建長1(1249) .9.2 沙弥盛阿(盛綱)
砥用(ともち)の給人・山田五郎四郎の甲佐社領佐俣・中山・久
木山三ヵ所の押領停止を命ずる執事奉書の奉者。

『鎌』7119

76 建長2(1250) .3.1 平右(左カ)衛門入道跡 「建長帳」、盛綱跡カ。 『吾』

平新左衛門尉盛時

同四郎兵衛尉(光盛)

78 建長5(1253) .8.3 平新左衛門盛時
「法隆寺牒」に法隆寺領播洲鵤庄新補下司職を桑原貞久の後家
浄心が平新左衛門盛時に譲ったとある。

『鎌』7605

79 康元1(1256) .1.4 平新左衛門三郎(頼綱) 的始の射手候補の名簿に見られる。 『吾』

80 康元1(1256) .1.9 平新左衛門三郎(頼綱) 的調の射手、6番。 『吾』

81 正嘉1(1257) .1.1 平新左衛門尉盛時 年始の儀式に北条時輔とともに三の御馬を引く。 『吾』

82 正嘉2(1258) .1.6 平新左衛門三郎(頼綱) 的始の射手候補の交名に名を連ねる。 『吾』

83 正嘉2(1258) .1.11 平新左衛門三郎頼綱 的調の射手、3番。 『吾』

84 正嘉2(1258) .3.1 平三郎左衛門尉盛時 侍所所司として将軍家の二所進発の随兵を奉行。 『吾』

85 弘長1(1261) .4.25 長崎左衛門尉(光盛カ) 小笠懸を行う時宗の騎馬する馬に祗候。 『吾』

86 弘長1(1261) .6.6 左衛門尉(平盛時カ)
伊豆国三嶋宮経所国分寺の供僧が訴える安居の上分米につい
て、「北条公文所」に対して先例に任せて下行するよう命じる
得宗家公文書奉書。

『鎌』8656

87 弘長1(1261) .6.12 平左衛門盛時 諏方入道蓮仏とともに三浦義村息・良賢を捕える。 『鎌裏』

88 弘長1(1261) .6.22 平左衛門尉盛時 諏訪蓮仏とともに三浦義村の子息・良賢を生け捕る。 『吾』

89 弘長1(1261) .8.13 平三郎左衛門尉(盛時) 放生会の座席のことについて時宗より遣わされる。 『吾』

90 弘長1(1261) .8.14 平三郎左衛門尉(盛時) 放生会の供奉人を奉行する。 『吾』

91 弘長3(1263) .1.1 平新左衛門尉頼綱 将軍御行始の引出物の一の御馬を北条宗頼とともに引く。 『吾』

92 弘長3(1263) .8.9 平左衛門入道子息一人
将軍家の10.13の上洛の際に随兵する者の名簿の中に見られ
る。→この上洛は大風により延期(同月25日条)

『吾』

93 弘長3(1263) .11.20 長崎次郎左衛門尉(光綱) 時頼看病の祗候人。 『吾』

(筆者作成)

『吾』足利義氏沙汰の垸飯で三の御馬を引く。建長5(1253) .1.277

年 月 日
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1 文永5(1268) .10.11 平左衛門尉（頼綱） 平左衛門尉宛日蓮書状。 『鎌』10309

2 文永5(1268) .10.11 平左衛門尉（頼綱） 建長寺道隆宛日蓮書状。 『鎌』10311

3 文永5(1268) .10.11 平左衛門尉（頼綱）
弟子檀那宛日蓮書状に十一カ所(鎌倉殿・宿屋入道・平左衛門
尉・弥源太・建長寺・寿福寺・極楽寺・多宝寺・浄光明寺・大
仏殿・長楽寺)に書状を送った旨が記されている。

『鎌』10318

4 文永8(1271) .9.12 平左衛門尉（頼綱） 佐渡流罪当日の平左衛門尉(頼綱)宛日蓮書状。 『鎌』10872

5 文永8(1271) .9.12 平左衛門尉頼綱 頼綱、日蓮を逮捕(「種種御振舞御書」)。 『鎌』13774

6 文永8(1271) .9.14 左衛門尉頼綱
次郎兵衛尉に日蓮の佐渡流罪を二、三年で許すことを伝える。
※要検討

『鎌』10877

7 文永9(1272) .9.5 時綱(長崎時綱)
多田庄政所に対し、多田院修造を命じる得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』11097

8 文永9(1272) .11.3 左衛門尉頼綱 渋谷十郎宛得宗(時宗)袖判執事奉書の奉者。 『鎌』11142

9 文永10(1273) .4.24 左兵衛尉平(長崎時綱)
摂津国多田院造営のことについて、安東平右衛門入道(蓮聖)の
成敗に従うようにとの得宗家公文書下知状の奉者。

『鎌』11252

10 文永10(1273) .12.17 左兵衛尉(長崎時綱)
摂津国多田庄両政所に対し、未払いの年貢を払うよう命じる得
宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』11502

11 文永11(1274) .2.14 光綱 日蓮の佐渡流罪を許す旨の得宗家公文書奉書の奉者。※要検討 『鎌』11541

12 文永11(1274) .2.14 光綱 日蓮の佐渡流罪を許す旨の得宗家公文書奉書の奉者。※要検討 『鎌』11542

日蓮、佐渡流罪から鎌倉に戻り頼綱と対面。 『鎌』11956

『鎌』12285

『鎌』12768

14 文永11(1274) .12.28 平内左衛門 日蓮書状。※要検討 『鎌』11783

15 建治1(1275) .4.16 平左衛門尉（頼綱） 日蓮書状「兄弟抄」(1079頁)。 『鎌』11871

16 建治1(1275) .5. 平左衛門入道跡(盛時跡カ)
前年に消失した六条八幡宮の再建費用として、「平左衛門入道
跡」に八貫が配当される。

「建治帳」

17 建治1(1275) .10.15 左兵衛尉(長崎時綱) 摂津国多田院に関する得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』12055

故平左衛門入道殿(盛時カ)

故長崎殿(光盛カ)

19 建治2(1276) .閏3.11 平左衛門尉（頼綱カ） 肥後国甲佐社内阿蘇殿造営に関する得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』12301

20 建治3(1277) .7.25 平金吾(頼綱) 時宗の申次。 『建記』

21 建治3(1277) .9.4 平金吾(頼綱) 山内亭において時宗の申次。 『建記』

22 建治3(1277) .9.9 平左衛門殿(頼綱) 日蓮書状「兵衛志殿御書」(1095頁)。 『鎌』12850

23 建治3(1277) .10.20 頼綱 寄合に出仕。 『建記』

24 建治3(1277) .10.25 頼綱 寄合に出仕。 『建記』

25 建治3(1277) .10.29 平金吾(頼綱) 院宣を三善康有のもとへ届ける。 『建記』

26 建治3(1277) .10.30 頼綱 時宗亭に祗候する。 『建記』

27 建治3(1277) .12.2 長崎四郎左衛門尉(高泰カ) 北条貞時元服の儀において相模右馬助と1の御馬を引く。 『建記』

28 建治3(1277) .12.25 頼綱 寄合に出仕。 『建記』

29 建治3(1277) .12.27 頼綱 時宗、方違えのため、頼綱の山内の館へ入御。 『建記』

30 弘安2(1280) .9. 平左衛門入道（頼綱）
弥藤次入道訴訟の訴えにより日蓮の門下で富士下方熱原郷の住
人神四郎・弥五郎・弥六郎の頚を切る。

「分与帳」

31 弘安2(1280) .9. 飯沼判官(助宗)
熱原の法難の際に13歳。蟇目を射て念仏を唱えるよう農民信
徒たちを責める。

「分与帳」

32 弘安2(1280) .10.5 長崎次郎兵衛の尉時綱 日蓮書状「聖人御難事」に見られる。落馬したという。 『鎌』13727

33 弘安4(1281) .2.8 左兵衛尉(長崎時綱) 摂津国多田院本堂供養についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』14248

34 弘安4(1281) .2.20 左兵衛尉(長崎時綱)
摂津国多田院の山河殺生禁断についての得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』14252

『鎌』12258建治2(1276) .3.9

年 月 日

文永11(1274) .4.8

付表11②　得宗被官平・長崎氏の活動一覧＜文永5年～永仁5年＞

平さえもの尉、平左衛門、平
左衛門尉、平金吾（頼綱） 「高橋入道殿御返事」(1458頁)「光日房御書」(926頁)「下

山御消息」(343頁)「種種御振舞御書」(909頁)

周防国西方寺の違乱を停止して故平左衛門入道・故長崎の菩提
を訪うよう命じる周防国司下文案。

13

18
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35 弘安4(1281) .5.17 左兵衛尉(長崎時綱)
摂津国多田院灯油のことについて、百姓が訴える土左尼の非法
を多田院両政所に調査するよう命じる得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』14319

36 弘安5(1282) .2.12 左兵衛尉(長崎時綱) 摂津国多田院本堂についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』14564

37 弘安5(1282) .10.7 平左衛門尉
日蓮書状に見えるが、本文書は文永5年当時はまだ出家してい
ない時宗のことを「宝光寺殿」と記しており、検討を要する。

『鎌』14715

38 弘安6(1283) .3.8 平左衛門尉(頼綱カ)

大友左近蔵人泰広が去々年の合戦での軍忠について、鎌倉に訴
訟のために参上したいと歎き申しているが、この一、二か月は
異国警固のため、使者をもって子細を述べるよう口入したとの
平左衛門尉宛北条兼時書状。

『鎌』14802

39 弘安7(1284) .1.4 右(左)衛門尉(頼綱カ)
異賊降伏の祈祷を若狭国の別当・神主に命じるようにとの若狭
国守護代宛得宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』15051

40 弘安7(1284) .3.26 頼綱 円覚寺の斉料に関する得宗(時宗)袖判執事奉書の奉者。 『鎌』15125

41 弘安7(1284) 平左衛門尉頼綱
「貞時カ内管領、平左衛門尉頼綱不知先祖法名果(杲)円」「権
政ノ者ニテ有ケル上二、驕ヲタクマシクスル事、泰盛ニモ不
劣」

『保』92頁

42 弘安7(1284) .9.9 頼綱 円覚寺菜薗についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』15301

43 弘安8(1285) 頼綱
4月に貞時が相模守となったことで安達泰盛と頼綱は「中悪シ
テ、互二失ハン」として互いに種々の讒言をする。

『保』92頁

44 弘安8(1285) .11.17 頼綱
頼綱、泰盛嫡男・宗景が謀叛を企て将軍になろうと源氏に改姓
したと訴え、泰盛・宗景が誅せられる(霜月騒動)。

『保』93頁

45 弘安8(1285) .12.27 平左衛門尉頼綱 出家、法名杲円。 『北条九代記』

46 弘安8(1285) 平左衛門尉入道頼綱法師 「今者争方モ無テ、一人シテ天下ノ事ヲノツトリケリ」 『保』93頁

47 弘安9(1286) .1.23 左衛門尉 上野国北玉村についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』15788

48 弘安9(1286) .閏12.23 果(杲)円
大慈禅寺・大渡橋の事について、薩摩入道(宇都宮)尊覚の注進
状を矢野豊後権守に伝える。

『鎌』16126

49 弘安10(1287 .7.18 頼綱入道 東使が上洛し、「頼綱入道」の奉書を届ける。 『勘仲記』

50 弘安10(1287 .11.11 平左衛門入道（頼綱）
北条為時、肥後国御家人松浦一族が禁止されているにも関わら
ず、訴訟のために、参上した旨を頼綱に伝える。

『鎌』16388

51 正応頃 平左衛門入道杲圓 杲圓の従者、諏訪で権勢をふるう。 「諏訪大明神絵詞」

52 正応1(1288) .8.5 長崎左衛門尉(光綱) 摂津国守護代
「勝尾寺文書」
321、『守護制

度』

53 正応2(1289) .8.15 平二郎左衛門（宗綱） 侍所所司として放生会に参列(平左衛門入道の嫡子)。 『とはずかたり』

54 正応2(1289) .9. 平二郎左衛門（宗綱）
貞時の使者として惟康親王が佐介亭に向かう際に乗る輿を先例
によって逆さまにするよう伝える。

『とはずかたり』

55 正応2(1289) 8月頃 飯沼判官(助宗)
「平左衛門入道が二郎、飯沼の判官」、久明親王を迎えるため
上洛。宣旨なく新左衛門を称す。

『とはずかたり』

56 正応2(1289) .9. 飯沼判官(助宗) 貞時の使いとして久明親王を迎えるため上洛。 『鎌大』210頁

57 正応2(1289) .10.10 飯沼判官助宗 久明親王の関東下向の御迎の使い。 『勘仲記』

58 正応2(1289) .10. 平入道（頼綱）
後深草院二条、小町殿の手紙によって相模守宿所内の頼綱の角
殿を訪問し、頼綱夫妻と対面。

『とはずかたり』

59 正応2(1289) .11頃？ 飯沼の新左衛門 後深草院二条を呼び続歌などをする。 『とはずかたり』

60 正応3(1290) .12.4 飯沼判官(助宗) 伏見天皇の石清水八幡宮行幸の警護番。 『帝王編年記』

61 正応4(1291) .2.21 長崎左衛門尉(光綱) 摂津国守護代 『帝王編年記』

長崎新左衛門入道性杲

平七郎左衛門尉

飯沼大夫判官助宗

長崎左衛門尉光綱

平左衛門尉宗綱

64 正応5(1292) .2.27 飯沼(助宗) 親玄、助宗に備州のことについての申状を渡す。 『親』

65 正応5(1292) .3.30 飯沼(助宗) 上洛。 『親』

66 正応5(1292) .4.23 飯沼判官助宗 賀茂祭に供奉。 『実躬卿記』

「追加法」632

僧禅空が関与して昇進した人物の解官に関しての記事に、東使
として「長崎新左衛門入道性杲・平七郎左衛門尉」が見られ
る。

『実躬卿記』

63

62

正応4(1291) .8.20
寺社京下訴訟延引の際についてこれ以上延引すれば飯沼大夫判
官助宗、大瀬左衛門尉惟忠、長崎左衛門尉光綱、工藤右衛門入
道杲禅、平左衛門尉宗綱に触れて訴えると決められる。

年 月 日

正応4(1291) .6.1
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67 正応5(1292) .5.20 飯沼(助宗)
親玄、佐伯の申状を助宗に渡す。ただし対面はなく、伯耆房が
受け取る。

『親』

68 正応5(1292) .閏6.24 禅門（頼綱） 仲寛が頼綱の宿所を訪問するも、物忌のため問答に及ばず。 『親』

69 正応5(1292) .閏6.25 禅門（頼綱） 仲寛が頼綱の宿所を訪問するも、(書状を)受け取らず。 『親』

70 正応5(1292) .閏6.26 禅門（頼綱） 仲寛が頼綱の宿所を訪問し、書状を渡し終わる。 『親』

71 正応5(1292) .9.13 長崎ムク（木工）左衛門尉
北条貞時の使者として南条二郎左衛門尉とともに親玄僧正のも
とへ。衰日のため北斗護摩七日間を依頼。

『親』

72 正応5(1292) .9.20 長崎木工左衛門尉
北斗護摩結願を終えた親玄僧正のもとに、南条二郎左衛門尉と
ともに訪問。

『親』

73 正応5(1292) .10.13 左衛門尉(宗綱カ)
異国降伏の祈祷を命じる御教書の内容を若狭国中に相触れ、巻
数を献じるよう工藤右衛門入道に命じる得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』18030

74 正応5(1292) .11.20 長崎木工左衛門尉 孔雀経護摩祈祷の奉行。※25日条のあとに記されている。 『親』

75 正応5(1292) .11.25 平左衛門尉(宗綱) 親玄、平左衛門尉に書状を送る。 『親』

76 永仁1(1293) .1.12 禅門（頼綱） 貞時とともに鶴岡社参。 『親』

平左衛門入道果(杲)円

飯沼殿(助宗)

78 永仁1(1293) .4.10 禅門（頼綱）
夕方に頼助が頼綱のもとを訪問するが都合が悪いとのことで対
面なし。

『親』

79 永仁1(1293) .4.22 平左衛門宗綱 頼綱嫡子・宗綱、父の悪行を貞時に密告。 『保』94頁

平禅門(頼綱)
寅始に頼綱を討つため貞時亭が騒動、寅刻に討手の武蔵七郎等
が押し寄せ合戦。

『親』

平左衛門宗綱
宗綱は合戦以前に貞時のもとに参り、安東新左衛門尉重綱を
もって尋問の後宇都宮入道に預けられる。

『親』

平禅門（頼綱）

飯沼(助宗)

平左衛門尉頼綱法師

平資宗（助宗）

平左衛門入道杲円

子息安房守助宗

84 永仁1(1293) .4.22 平左衛門入道果(杲)円父子 誅殺される。 『保』95頁

85 永仁1(1293) .4.22 平禅門父子 誅殺される。 『見分私記』

86 永仁1(1293) .4.22 平左衛門宗俊(綱) 平禅門の乱により配流される。 『見分私記』

87 永仁1(1293) .4.22 宗綱 平禅門の乱により佐渡へ配流される。 『鎌裏』

88 永仁1(1293) .4.22 宗綱
佐渡に流罪される。後に召し帰されて「管領」になり、また上
総国に流罪される。

『保』95頁

89 永仁1(1293) .4.28 平左衛門入道杲圓 誅殺される(4.22の誤りであろう)。 『諏訪大明神絵詞』

90 永仁1(1293) 平入道判官父子
永仁6年の「分与帳」に弘安2年の熱原の法難から14年を経て
頼綱・助宗父子が謀叛を起こして誅されたことについて「父子
コレタヽ事ニアラズ、法華現罰ヲ蒙レリ」と記されている。

「分与帳」

91 永仁1(1293) .5.11 沙弥性杲
阿蘇社に大般若経転読・御神楽の用途合計12貫文を北条兼時
の沙汰として送るとの沙弥性杲・法橋覚生連署の御教書。

『鎌』18196

92 永仁1(1293) .6.4 沙弥性杲
阿蘇社に送った大般若経転読・御神楽の用途の請取状を6社に
送ったところ、阿蘇社の代官が別の5社のものと違えて受け
取ったことについての性杲書状。

『鎌』18220

93 永仁1(1293) .6.14 飯沼縁者 召し捕えられる。 『親』

94 永仁1(1293) .7.30 （長崎）光綱 山内新阿弥堂の供僧二口について三位僧都に書状。 『鎌』18268

95 永仁1(1293) .8.6 長崎木工左衛門尉 大風のため、貞時の使者として親玄に祈祷を依頼。 『親』

96 永仁1(1293) .9.6 長崎木工左衛門尉
親玄が27日より行っていた六字護摩が結願。奉行は長崎木工
左衛門尉であった。

『親』

97 永仁1(1293) .12.18 平
多田院本堂の修造のための材木持人夫について定めた得宗家公
文書奉書の奉者。

『鎌』18426

頼綱の子息、助宗、検非違使・安房守となり、父子(頼綱・助
宗)は助宗を将軍にしようとする。

誅殺される。 『帝王編年記』

『保』94頁永仁1(1293) 4月頃

『実躬卿記』4.26
条

22日の卯刻に誅せられる。

.4.22永仁1(1293)

永仁1(1293) .4.22
頼綱・助宗・佐野左衛門入道、同じ場所で自害。頼綱の経師
谷・小町大路・葛西の屋敷は放火される。

『親』

永仁1(1293) .4.22

80

81

77

年 月 日

82

83 永仁1(1293) .4.22



付表11②-4

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

98 永仁2(1294) .2.16 長崎新左衛門尉(盛宗・円喜)
大方(守)使節として親玄のもとを訪問、仁王経護摩を七日間行
うよう依頼。

『親』

99 永仁2(1294) .3.23 長崎木工左衛門尉
鴨がある屋敷の屋根に住み着いたことについて、午刻に貞時の
使者として親玄のもとを訪問し、吉凶を尋ねる。

『親』

100 永仁2(1294) .3.24 （長崎）木工左衛門尉 親玄、日色改変のことを示し、長崎木工左衛門尉が報告。 『親』

101 永仁2(1294) .3.25 （長崎）木工左衛門尉
使者として親玄のもとを訪問し、日食のことでより祈祷をする
よう依頼。

『親』

102 永仁2(1294) .4.19 （長崎）木工左衛門尉 親玄、貞時と対面したのち木工左衛門尉と数刻対面。 『親』

103 永仁2(1294) .4.21 平入道（頼綱）
親玄、貞時の依頼により頼綱の一周忌を修す。ただし追善の祈
祷ではないという。

『親』

104 永仁2(1294) .4.23 長崎左衛門父子 貞時妾播磨局着帯の儀において外陣に祗候する。 『親』

105 永仁2(1294) .4.23 長崎木工左衛門尉 貞時妾播磨局着帯の儀を奉行する。 『親』

106 永仁2(1294) .6.13 （長崎）木工左衛門尉 使者として丹三郎とともに親玄のもとを訪問。 『親』

107 永仁2(1294) .6.18 （長崎）木工左衛門尉 親玄のもとへ丹三郎を随身として布施を持参。 『親』

108 永仁2(1294) .10.17 （長崎）木工左衛門尉 親玄のもとを訪問。 『親』

109 永仁2(1294) .10.21 （長崎）木工左衛門尉 貞時妾播磨局御産奉行。辰初に親玄を呼ぶ。 『親』

110 永仁3(1295) .1.11 長崎金吾 評定衆を催促。 『永記』

111 永仁3(1295) .閏2.2 長崎左衛門尉 二所へ参着。 『永記』

112 永仁3(1295) .閏2.25 （長崎）光綱
出羽国寒河江庄内の工藤刑部左衛門入道知行分五カ郷を円覚寺
仏日庵に寄附する旨を伝える得宗家執事書状。

『鎌』18759

113 永仁3(1295) .6.13 長崎木工左衛門尉 関東御使として神馬をあつらえる。 『鎌』18847

114 永仁3(1295) .7.9 長崎金吾 貞時の命により鳥取式部房の件について沙汰。 『永記』

115 永仁5(1297) .8.6 長崎金吾光綱 死去。同日に貞時の娘も死去している。 「社務記録」

(筆者作成)

年 月 日



付表11③-1

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 正安3(1301) .3.3 新平三郎左衛門尉盛貞

鹿嶋社権禰宜実則子息大禰宜則氏が常陸国大窪郷内塩行倉村田
五町・在家五宇について、大夫僧正坊忠源が新平三郎左衛門尉
盛貞跡として拝領したことに対し、盛貞は地頭ではなく、名主
の儀なしとして訴えたことに関する関東下知状。

『鎌』20723

2 嘉元3(1305) .5.2 長崎次郎兵衛尉
嘉元の乱の下手人・白井小次郎胤資を尾張左近大夫将監のもと
へ預ける使者。

『鎌裏』

3 徳治1(1306) .1.14 長崎孫四郎泰光 的始で3番の射手を務める。 『御的日記』

長崎左衛門尉泉谷 北条時宗の忌日法要のための結番、1番筆頭。

長崎木工左衛門尉 北条時宗の忌日法要のための結番、1番。

長崎宮内左衛門尉 北条時宗の忌日法要のための結番、3番。

長崎三郎左衛門入道(思元) 北条時宗の忌日法要のための結番、4番。

長崎四郎左衛門尉(高泰カ) 北条時宗の忌日法要のための結番、9番。

長崎左衛門尉(盛宗) 北条時宗の忌日法要のための結番、10番筆頭。

長崎後家 北条時宗の忌日法要のための結番、10番。

5 徳治2(1307) .6.18 長崎左衛門尉(盛宗)
盛宗、問注所より和賀江の住人らの狼藉について尋問し、成敗
するよう命じられる。

『鎌』22986

6 徳治2(1307) .7.12 長崎木工左衛門尉 高時の矢開において鳥の切手をつとめる。 「鳥餅日記」

長崎左衛門尉盛宗 高時の矢開において御剣を高時に献じる。

同木工左衛門尉 高時の矢開において御馬を高時に献じる。

長崎宮内左衛門尉 食手2番の小笠原孫七(次)郎に太刀を送る。

長崎弥四郎左衛門尉 食手3番の武田伊豆守に太刀を送る。

8 徳治3(1308) .8.1 長崎左衛門尉 平政連、長崎左衛門尉(盛宗)に対し諌草を提出。 『鎌』23363

9 延慶1(1308) .11.7 長崎三郎左衛門入道(思元)
金沢貞顕、尾藤左衛門尉に対し、円覚寺の額のことを伏見上皇
に申入れるよう、内々に西園寺公衡に伺ったところ、宸筆を下
された。子細は思元が言上するであろうとのこと。

『鎌』23445

なかさきの四郎さへもん 高時元服に太刀を献上。

なかさきのしんひやうへ 高時元服に金を献上。

なかさきのまこ四郎さゑもん 高時元服に馬を献上。

長崎左衛門
長崎左衛門の使者、寄合の前日に金沢貞顕に寄合に参勤するよ
う伝える。

長入道 寄合の合奉行を勤める。

12 正和3(1314) .6.1 長崎四郎左衛門尉 東使として上洛。

13 正和3(1314) .6.3 長崎四郎左衛門尉 天台座主罷免、新日吉社喧嘩人の張本の処置を伝える。

14 正和4(1315) .3.8 長崎左衛門入道円喜
亥刻に鎌倉の飯島より出火し、翌日の卯刻まで火災。御所・得
宗亭をはじめ多くの館が焼失した中に、円喜・諏訪真性・尾藤
演心の屋敷がある。

『公衡公記』3.16
条

15 正和4(1315) .6.27 長崎四郎左衛門尉 天台座主罷免のため東使として入洛。 『武裏』

16 正和5(1316) .3.16 なかさきのしもつけの入道 南条時光の嫡子時忠の後見として判をする。 『鎌』25768

17 正和5(1316) .閏10.18 高資
工藤右近入道に対し、摂津多田院の塔供養に奉ずる馬の沙汰を
催促する得宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』26002

18 正和5(1316) .6. 長禅門(円喜)
金沢貞顕、寄合に出仕、その際安達時顕と円喜が高時の御判の
ことについては先例に任せて来月(7月)10日にすると伝える。
その後円喜と対面。

『鎌』25881

長崎左衛門入道円喜

長崎三郎左衛門入道思元

長崎四郎左衛門尉時元

20 文保1(1317) 長崎入道円喜
「彼内管領長崎入道円喜ト申ハ、正応ニ打レシ平左衛門入道カ
甥光綱子」

『保』97頁

長崎左衛門尉高資

長崎左衛門尉高資、高資

22 文保2(1318) .7.5 長崎治部左衛門尉宗行法師
長崎治部左衛門尉宗行法師(法名道一)、肥後葦北庄佐敷・久多
良木両浦の知行を高時に安堵される。

『鎌』26727

23 文保2(1318) .12.19 円喜 丹波大山庄預所に対し奉書を出す。 『鎌』26897

評定衆であり、鶴岡八幡宮修正会の時は警固の役についた。 「当社記録」

「高時管領長崎入道」、「老耄」によって子息高資に管領職を
申し付ける。

『保』98頁

付表11③　得宗被官平・長崎氏の活動一覧＜正安3年～元亨3年＞

7 徳治2(1307) .7.26

年 月 日

4 徳治2(1307) .5.1

「鳥餅日記」

「大斉番文」

21 文保2(1318)

10 延慶2(1309) .1.21 『鎌』23567

11 延慶2(1309) .4.9頃 『鎌』23663

『花園天皇宸記』お
よび『続史愚抄』

19 正和年間？



付表11③-2

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

長崎左衛門入道,長崎入道円喜

新左衛門(高資)

四郎左衛門尉(高貞)

25 文保2(1318) .12.30 円喜 丹波大山庄預所について大山庄預所宛の奉書を発給。 『鎌』26916

26 ? .8.1 長崎新兵衛尉 金沢貞将御恩拝領の使者となる。 『鎌』27142

27 元応1(1319) .7.20 長禅門(円喜) 金沢貞顕に対し直に御沙汰の旨を伝える。 『鎌』27156

長崎左衛門入道

長崎新左衛門(高資)

同四郎左衛門尉(高貞)

長崎新左衛門尉高資 日蓮宗を批判。

長崎新左衛門尉執事高資

同舎弟四郎左衛門尉(高貞)

30 元応2(1320) .2.19 左衛門尉(長崎高資) 宗像第二宮造営事についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』27377

31 元応2(1320) .9.25 長崎左衛門入道性杲 

小早川美作弥四郎左衛門尉景宗の訴えていた安芸国都宇庄・阿
波国坂西下庄内小笠原十郎泰清跡並鎌倉屋地に関する関東下知
状寫に、(正応二年頃のものカ)「長崎新左衛門入道性杲・斉藤
四郎左衛門入道観意返報」「性杲之書状」が証拠文書として挙
げられている。

『鎌』27574

32 元応2(1320) .10.5 左衛門尉高資
建長寺正続庵坊主に対し、丹波国成松保の事についての得宗家
執事奉書を出す。

『鎌』27581

33 元応2(1320) .10.5 高資
建長寺正続庵坊主に対し、丹波国成松保について便宜の地を
もって立て替えるべき旨を伝える得宗家執事書状を出す。

『鎌』27582

34 元応2(1320) 10.3 左衛門尉(長崎高資) 筑前国宗像第二宮造営についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』27618

35 元亨1(1321) .12.17 長崎三郎左衛門入道思元
陸奥国行方郡高村田在家3分の1について思元の押領を停止す
るよう求める相馬重胤申状。

『鎌』27918

36 元亨2(1322) 春頃 高資
奥州の安藤五郎と安藤又太郎との相論で両方から賄賂を受け取
り、両方に下知を出す。

『保』98-99頁

37 元亨2(1322) .5.1 左衛門尉平(長崎高資)
(前欠)筑前宗像郡東郷稲本名の年貢未進についての得宗家公文
書下知状の奉者。

『鎌』28012

38 元亨2(1322) .5.4 長崎三郎左衛門入道(思元)
陸奥国行方郡北田村について相馬重胤の訴えがあり、召決に応
じるようにとの関東御教書の宛名。

『鎌』28017B

39 元亨2(1322) .7.4 長崎三郎左衛門入道思元
陸奥国行方郡北田村について思元の訴状を重胤に送り、召決に
応じるようにとの関東御教書。

『鎌』28086-2

40 元亨2(1322) .10.28 長崎次郎左衛門尉
金沢貞顕の兄・顕弁(54歳)を鶴岡社務職に補任する御教書を
遣わす使者となる。

「社務次第」

41 元亨3(1323) .10.21 長崎孫左衛門尉師光 小侍所の所司として法堂上棟の儀の禄役人を催促。

42 元亨3(1323) .10.22 長崎禅門(盛宗・円喜)
無畏堂において貞時13回忌のため、円喜の勤行により「丁寧
仏事」が行われる。※仏事は8日にも山内の宿所にて行われて
いる。

43 元亨3(1323) .10.25 長崎三郎左衛門入道思元 八講において諸大夫に布施を渡す手長を催促。

長崎禅門(盛宗・円喜) 北条貞時の十三回忌に一品経と銭30貫を供養。

長崎下野権守入道 北条貞時の十三回忌に一品経と銭10貫を供養。

長崎三郎左衛門入道(思元) 北条貞時の十三回忌に一品経と銭10貫を供養。

45 元亨3(1323) .10.25 執事長崎左衛門尉(高資)
中殿(前御台所、久明親王妃)が調進する予定であった経を「執
事」長崎左衛門尉と「執事代」広瀬四郎入道が沙汰。※ただし
どの経なのかは判然としない。

46 元亨3(1323) .10.26 長禅(円喜) 法堂供養に円喜以下御内宿老参候。

長崎左衛門尉(高資カ) 北条貞時の十三回忌に砂金50両、太刀1振、馬1頭を供養。

長崎左衛門入道(盛宗・円喜) 北条貞時の十三回忌に銭300貫、馬1頭を供養。

長崎三郎左衛門入道(思元) 北条貞時の十三回忌に銀剣1振、馬1頭を供養。

長崎下野権守入道 北条貞時の十三回忌に銭100貫を供養。

(筆者作成)

47

28

29

44 元亨3(1323)

.10.27元亨3(1323)

円喜の息所において日蓮宗と他宗の法論を傍聴。

｢供養記｣

御乳父息所にて日蓮宗と他宗の法論を傍聴。 「問答記録」元応1(1319) .9.15

.10.25

.9.4元応1(1319) 「問答記録」

年 月 日

24 文保2(1318) .12.20 円喜の息所において日蓮宗と他宗の法論を傍聴。 「問答記録」



付表11④-1

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 正中1(1324) .3.9 (長崎)左衛門尉高資
高野山金剛三昧院領筑前国粥田庄の住人・運送船への過所の得
宗家執事奉書。※『鎌』では「将軍守邦王袖判過書案」

『鎌』28695

2 正中1(1324) .5.10 長崎四郎左衛門尉泰光
東使として南条次郎左衛門宗直とともに上洛、日野資朝・俊基
両人を捕らえる。※史実では工藤右衛門二郎と諏訪三郎兵衛

『太』①44-45

3 正中1(1324) .5.27 東使両人(泰光・南条高直)
東使両人、資朝・俊基両人を連れて鎌倉に下着。※史実では工
藤右衛門二郎と諏訪三郎兵衛

『太』①44-45

4 正中1(1324) .7.4 長崎宮内左衛門入道 死去。 『常楽記』

5 正中2(1325) .2.12 長崎入道女 城讃岐権守妻(長崎入道息女)死去。 『常楽記』

6 正中2(1325) .3.9 長崎新兵衛子息 死去。 『常楽記』

7 正中2(1325) 長禅門(円喜)
金沢貞顕書状。円喜、禁忌にあったがこの日より出仕。年次不
明だが、『鎌』は同年2月の城讃岐権守妻(円喜女)の死に関連
付けて正中2年としている。

『鎌』28999

長崎新左衛門尉(高資)
貞顕が若御前のもとを訪れた際に若御前の傍らにあった太刀
5、6振は円喜の進上したものかと推測する。

三郎左衛門入道妻 邦時の乳母の一人に思元の妻(深沢殿)。

9 正中2(1325) 長崎入道父子、禅門
金沢貞顕書状。「御領御辞退事」について、長禅門父子が成久
に話したことを記す。

『鎌』29257

10 嘉暦1(1326) .1.17 長崎新左衛門尉(高資)
金沢貞顕の孫・忠時が1月11日に高時のもとに参候した際、
高資がかねてより内々に申していたらしく、高時の御前にて三
献、引出物を賜る。

『鎌』29313

11 嘉暦1(1326) 長禅門(円喜) 金沢貞顕書状。円喜、高時の病状を語る。 『鎌』29388

南条・長崎両人

長崎新兵衛

長崎入道(円喜)

長崎新左衛門尉(高資)

14 嘉暦1(1326) .3. 高資 貞顕を執権とする。 『保』100頁

長崎新兵衛尉

長崎新左衛門尉(高資)

16 嘉暦1(1326) .4. 高資 貞顕が出家したため、守時を執権とする。 『保』100頁

17 嘉暦2(1327) .5.2 左衛門尉高資 向山刑部左衛門尉への書状。 『鎌』29834

長崎左衛門入道(円喜)

(長崎)新左衛門尉(高資)

19 元徳1(1329) .3.13 長崎新左衛門尉(高資)
金沢貞顕書状。崇顕、宗正の与党を拷問し白状した内容の注進
状を長崎新左衛門尉に付ける。

『鎌』30531

20 元徳1(1329) .3.21 長崎左衛門入道(円喜)
3月23日付金沢崇顕(貞顕)書状。崇顕、兼冬の使節のことにつ
いて、21日に円喜に謁し再三申し入れる。

『鎌』30580

21 元徳1(1329) .4.29 長崎左衛門入道(円喜)
金沢崇顕(貞顕)書状。崇顕が申し入れた常葉範貞の出家につい
て、円喜の返状に「かなふましきよし」とあったという。

『鎌』30598

22 元徳1(1329) .7.26 長崎入道(円喜) 金沢崇顕(貞顕)書状に見える。 『鎌』30677

23 元徳1(1329) .9.9 長崎入道父子(高綱・高資)
金沢崇顕(貞顕)書状。崇顕、常葉範貞の出家について、盛久を
もって円喜・高資・安達時顕に内々に申し入れる。

『鎌』30729

24 元徳1(1329) 長崎左衛門入道(円喜) 金沢崇顕(貞顕)書状。「同人長崎左衛門入道招請事」 『鎌』30702

25 元徳1(1329) 長崎入道(円喜) 金沢崇顕(貞顕)書状。能登大夫判官入道息女(円喜孫女)死去。 『鎌』30730

26 元徳1(1329) 長崎左衛門入道(円喜)
金沢崇顕(貞顕)書状。崇顕、9月24日に死去した金沢谷殿の禁
忌を盛久を使者として円喜に申し入れるも、禁忌はないとの返
答。

『鎌』30737

27 元徳1(1329) .12.29 長崎三郎左衛門尉(高頼)
金沢崇顕(貞顕)書状。前欠のため内容は不明だが、二階堂兼藤
とともに奉行人として長崎三郎左衛門尉が見える。

『鎌』30846

『鎌』29255

金沢貞顕、高時の愛妾常葉御前が寅刻に男子(邦時)を産んだこ
とについて、長崎高資を通じて喜びを伝える。高資とともに若
御前を見た後、円喜に対面し喜びを伝える。

『鎌』29433

『鎌』29390嘉暦1(1326)

13

嘉暦3(1328)18
金沢崇顕(貞顕)書状。宛先は不明だが、御下向のことについて
盛久をもって重ねて円喜に申し入れ、高資は出仕していたため
対面できず、夕方に申し入れたという。

嘉暦1(1326)
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長禅門(円喜)

嘉暦1(1326)12
金沢貞顕書状。前欠なため内容は不明だが、「南条・長崎両
人、各月令管領候之処ニ」、「長崎新兵衛方」とある。

年 月 日

8 正中2(1325) .11.22

15 .3.
金沢貞顕書状。3月16日の朝に長崎新兵衛尉を使者として貞
顕が執権となることが伝えられる。当日行われた評定に長崎高
資が見られる。

『鎌』30303

『鎌』29389
金沢貞顕書状。貞顕、3月13日夜に高資を通して出家の暇を
申し入れるが、2、3度申しても許可されず、翌日も円喜が
直々に引きとどめる。

.3.



付表11④-2

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

28 元徳1(1329) .？.24 長崎入道父子(高綱・高資)
金沢崇顕(貞顕)書状(年月日は記されていないが、25日のも
の)。崇顕、忠伊法印父子三人が殺害されたことについて、円
喜・高資に申し入れる。

『鎌』30832

29 元徳2(1330) .2.7 長崎左衛門入道(円喜)

金沢崇顕(貞顕)書状。(御所火災に関してカ)崇顕、申刻に高時
亭で円喜に謁す。※『鎌』30895の崇顕書状に「むま(午)の
時はかりに」「やすみ所(休所)よと火出きて」「御所ゝゝへふ
きつけ候てやけ候ぬ」とある。

『鎌』30894

30 元徳2(1330) .2.19 長崎左衛門入道(円喜) 金沢崇顕(貞顕)書状。崇顕、官途所望の注文を円喜に見せる。 『鎌』30909

31 元徳2(1330) .3.4 長崎禅門(円喜)
金沢崇顕(貞顕)書状。周防前司の使節のことについて、27日
に出仕した際に円喜に直接申し入れる。

『鎌』30949

長崎入道(円喜)

新左衛門尉(高資)

33 元徳2(1330) .3.24 長崎入道(円喜)
金沢崇顕(貞顕)書状。崇顕、出仕した際に重ねて円喜に直接愁
訴。

『鎌』30982

34 元徳2(1330) .10.22 左衛門尉(長崎高資)
筑前国宗像第二社遷宮のことについての得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』31244

長崎入道(円喜)

同四郎左衛門尉(高貞)

同三郎左衛門入道(思元)

同三郎左衛門尉(高頼)

36 元弘1(1331) .5.5 長崎孫四郎左衛門尉(泰光) 東使として南条次郎左衛門尉とともに上洛。 『鎌裏』

37 元徳3(1331) 長崎新左衛門尉高資
執事長崎円喜の子息・長崎新左衛門尉高資、二階堂出羽入道道
蘊と議論。

『太』①70-73

38 元弘1(1331) .8.6 長崎三郎左衛門尉高頼
陰謀露見のため典薬頭長朝・前宮内少輔忠時・長崎三郎左衛門
尉高頼・工藤七郎右衛門入道・原新左衛門入道等逮捕され配
流。

『鎌裏』『武裏』

高資

長崎三郎左衛門尉高頼

40 元弘1(1331) .9.5 長崎四郎左衛門尉高貞 御内御使として笠置山へ進発。 『鎌裏』

41 元徳3(1331) .9. 長崎四郎左衛門尉(高貞)
高時、20万７千6百余騎の大軍を笠置城に向かわせる(侍大
将・長崎四郎左衛門尉高貞)。

『太』①124

長崎四郎左衛門尉(高貞)

長崎九郎左衛門尉(師宗)

43 元弘3(1333) 長崎四郎左衛門(高貞) 楠木城へ発向。 「光明寺残編」

44 元弘3(1333) .1. 長崎四郎左衛門尉高真(貞) 千早城攻めの軍奉行 「正慶乱離志」

45 正慶2(1333) .1末日 長崎悪四郎左衛門尉(高貞) 侍大将・悪四郎左衛門尉の行装78、人の目を驚かす。 『太』①269

46 元弘3(1333) .2. 長崎九郎左衛門尉(師宗) 捕虜を六波羅へ送る。 『太』①283-284

47 元弘3(1333) .2. 長崎四郎左衛門尉(高貞) 軍奉行として手負・死人の実験をする。 『太』①296

48 元弘3(1333) 長崎四郎左衛門尉(高貞) 兵糧攻めの指示を出す。 『太』①302

49 元弘3(1333) 長崎九郎左衛門師宗 工藤二郎右衛門尉とともに連歌に興じる。 『太』①302-302

50 元弘3(1333) .3. 長崎入道円喜
足利一族が一族・郎従・女性・幼子とともに上洛することを怪
しみ、高時に尊氏に祈請文の提出を進言する。

『太』②16-17

51 元弘3(1333) .5.2
長崎勘解由左衛門入道
※入道は誤記カ

両使として諏訪木工左衛門入道とともに上洛するも、尊氏が敵
になったとの六波羅の早馬に会い、鎌倉に引き返す。途中尊氏
の長男竹若に会い、竹若を殺害。

『太』②77-78

52 元弘3(1333) .5.7 長崎与三種長 蓮華寺にて自害。 「過去帳」

長崎二郎高重

(長崎)孫四郎左衛門(泰光)

54 元弘3(1333) .5.12 長崎(高重・泰光) 久米川での合戦に敗れる。 『太』②88

55 元弘3(1333) .5.15 長崎駿河守時光 高時、重ねて大軍を送り、新田義貞を討つ。 『太』②88

畿内西国凶徒のため上洛。

元弘1(1331)

正慶1(1332)42 .9.20

53
高時、桜田治部大夫貞国を大将とする武蔵・上野の勢6万余騎
を送る。

元弘年中
(元弘1)

長崎三郎左衛門尉の宿所が放火され、宿所が炎上した。得宗高
時邸には及ばず。

元弘3(1333)

年 月 日

.5.9

高資が驕り高時の命に従わないので、高頼以下の者に命じて高
資を討とうとするが、露顕したため高頼は奥州に流罪される。

39

35

32 元徳2(1330)
金沢崇顕(貞顕)書状。崇顕、酉刻に出仕した際、円喜に再三愁
訴、重ねて披露することを高資に伝えると返答をもらう。

.1.10

『鎌』30950

『保』101頁

『鎌』32185

『太』①267-268

『太』②85



付表11④-3

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

長崎次郎高重

(長崎)入道

57 元弘3(1333) .5.21 執事長崎入道(円喜) 円喜の烏帽子子である島津四郎、新田義貞の軍に降る。 『太』②106-107

長崎三郎左衛門入道思元(頼元)

子息長崎勘解由左為基

59 元弘3(1333) 長崎二郎高重
武蔵野の合戦より夜昼八十余箇所の戦いに毎回先を懸け、手の
者・若党は150騎に。

『太』②131

60 元弘3(1333) .5.22 長崎二郎高重 高重、高時に面会した後新田義貞を討つべく合戦へ。 『太』②131-133

61 元弘3(1333) .5.22 長崎二郎高重 高重、南山和尚に会った後、敵陣に紛れ込む。 『太』②133-135

62 元弘3(1333) .5.22 長崎二郎高重
「桓武第五の皇子葛原親王に三代の孫、平将軍貞盛より十三
代、前相模守高時の管領に、長崎入道円喜が嫡孫、次郎高重」
と名乗って最後の合戦。

『太』②136

63 元弘3(1333) .5.22 長崎二郎高重 高重、自らの家臣の勧めで高時の様子を見に葛西カ谷に帰る。 『太』②137

(長崎次郎)高重

(長崎)新右(左カ)衛門

長崎入道円喜

長崎新右(左カ)衛門尉

長崎三郎左衛門入道思元

66 元弘3(1333) 長崎四郎左衛門(高貞) 長崎四郎左衛門尉(高貞＝円喜の子で高資弟)南都にて出家。 『保』103頁

67 元弘3(1333) .5. 高資
諸国の侍、皆高資の無道の振る舞いと高時の「亡気ノ憑ナサ」
ニ鎌倉を恨み、高氏に心を寄せて高時を捨てる。

『保』104頁

68 元弘3(1333) 長崎四郎左衛門(高貞) 般若寺にて出家。 『太』②179

69 元弘3(1333) .7.9 長崎四郎左衛門(高貞) 阿弥陀峯にて誅殺される。 『太』②181

長崎高資 上総国市原庄八幡宮別当職の安堵を伝える高資書状。

長崎弥次郎
高資書状の宛名。上総市原庄八幡宮別当識安堵を伝える使者
か。

四郎左衛門尉高貞

長崎三郎左衛門入道思元

72 元弘3(1333) 長崎孫四郎左衛門尉(泰光) 上野守護代 『梅松論』

73 建武1(1334) 長崎四郎左衛門(高貞)
去年出家して大衣を着ていたところを召し出され、阿弥陀峯に
て誅殺される。

『保』106頁

74 建武1(1334) .3.21 長嶋(崎)四郎左衛門入道 阿弥陀峯にて誅殺される。 ｢過去帳」

75 文和2(1335) .5.20 長崎駿河四郎 滝口において誅される。 「社務記録」

76 建武4(1337) .8.3 長崎左衛門入道 越前国主計保半分・長崎左衛門入道跡。
『南』中国四国

643

(筆者作成)

高重、走り回り人々に自害を勧め、高時の前に置いてあった盃
を持ち、弟の新右衛門に酌をさせ、三度傾けた後摂津刑部大夫
入道道準の前に置き、切腹。

南部時長目安状に武行は思元の婿として高貞に属し、河内国茅
屋城合戦に向かったことが記されている。

.5.21

64 元弘3(1333)

元弘3(1333)

元弘3(1333)

58 長崎思元・為基父子、奮戦。為基の生死は不明。

56
長崎高重、久米川の合戦で討ち取った首を家来にもたせ高時の
館へ。祖父の円喜喜び賞賛。

年 月 日

.5.22 『太』②138-139

円喜、高時が気がかりで切腹せずにいたところ、15歳になっ
た新右衛門尉が祖父の円喜を刺し、その刀で自らも切腹。高時
も切腹し、北条一門をはじめ人々もあとに続いて自害。

『太』②139-141

『太』②109-112

『鎌』32200

『太』②94-95

70

71

65 元弘3(1333) .5.22

『鎌』32810元弘3(1333) .12.

.12.13

.5.



付表12①-1

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 文治3(1187) .8.15 諏方大夫盛澄
鶴岡放生会において流鏑馬があり、頼朝は関東に参上するのが
遅れて囚人となっていた盛澄(盛隆)を召し出し、悪馬を与え的
を射させた。盛澄はすべて命中させ、許された。

『吾』

2 文治4(1188) .2.28 盛澄 鶴岡八幡宮臨時祭で海野幸氏とともに流鏑馬の射手を務める。 『吾』

3 文治4(1188) .8.15 盛澄 鶴岡八幡宮放生会で海野幸氏とともに流鏑馬の射手を務める。 『吾』

4 建久1(1190) .4.3 盛澄
鶴岡八幡宮の祭において海野幸氏・藤沢清近とともに流鏑馬の
射手を務める。

『吾』

5 建久4(1193) .3.21 諏方太郎＜大夫＞(盛澄)
頼朝が下野国那須野・信濃国三原などの狩倉を見るため出発。
弓馬に練達し、御隔心のない御家人22人選ばれる。

『吾』

6 建久4(1193) .9.11 諏方祝盛澄
泰時が七日に伊豆で射とめた鹿を携え御所に参入。義時が矢祭
の餅を準備。頼朝に十字餅の三の口として召された盛澄は遅く
参上して三の口を賜る。

『吾』

7 建久5(1194) .10.9 諏方大夫盛澄
小山朝政亭において頼朝の御前で流鏑馬以下の作物の射法につ
いて議論。※吉本では盛隆となっている。

『吾』

8 建仁3(1203) .1.3 諏訪大夫盛澄 的始の射手、3番。 『吾』

9 元久1(1204) .1.10 諏方大夫盛隆(盛澄) 的始の射手、2番。 『吾』

10 元久1(1204) .2.12 諏訪大夫(盛澄) 実朝に供奉し、由比ヶ浜において小笠懸・遠笠懸の的を射る。 『吾』

11 建保1(1213) .5.3 伊具(諏訪)馬大郎盛重 和田合戦において和田四郎左衛門尉義直を討つ。 『吾』

12 承久3(1221) .5.22 伊具太郎(盛重) 承久の乱で北条泰時が京都に進発する際、従軍した18騎。 『吾』

13 承久3(1221) .6.14 伊具六郎
宇治川の合戦において敵を郎党の深草六郎が一人、染屋刑部七
郎が一人を討つ。

『吾』同月18日条

14 貞応1(1222) .7.3 伊具右馬太郎盛重
条実雅の「百日小笠懸」の射手として毎日日の出前もしくは夕
方に集まることを約諾した13人の武士。

『吾』

15 元仁1(1224) .閏7.23 伊具馬太郎盛重
式部大夫(源)親行とともに、京都に送還されることになった一
条実雅に特に命令もなく私的につき従う。

『吾』

16 元仁1(1224) .11.14 伊具馬太郎盛重
一条実雅につき従ったため 、親行とともに出仕を止められ所
領を没収される。

『吾』

17 寛喜2(1230) .2.30 諏方兵衛尉(盛重)
鎌倉で起きた騒動を鎮めるために尾藤左近入道、平三郎左衛門
尉とともに郎従を引率して向かう。

『吾』

18 貞永1(1232) .8.9 諏方兵衛尉(盛重) 泰時の使者として尾藤景綱、平盛綱とともに和賀江島を巡検。 『吾』

19 文暦1(1234) .3.5 諏方兵衛尉(盛重)
泰時の孫(時氏嫡子・経時)元服の儀の後、役員の面々に尾藤左
近将監入道とともに喜びを伝える。

『吾』

20 嘉禎1(1235) .9.1 諏方兵衛尉盛重
頼朝の法華堂の湯屋から出火し、風であやうく法華堂まで火が
及ぼうとしたところ、盛重が一人向かい、中間の民屋敷を壊し
て火を止めた。

『吾』

21 嘉禎1(1235) .9.2 諏方 前日の働きにより、泰時が感嘆し、御恩に浴す。 『吾』

22 嘉禎2(1236) .12.19 諏方兵衛入道 泰時が新築した邸宅の周りに屋敷を構える。 『吾』

23 嘉禎3(1237) .7.19 諏方大夫盛隆＜澄＞ 流鏑馬の故実で、頼朝の時代の盛澄の話が出てくる。 『吾』

24 寛元4(1246) .5.25 諏方兵衛入道
但馬前司定員が使いとして時頼の許を訪れるが、諏訪兵衛入
道・尾藤太・平三郎左衛門尉に命じて追い返す。

『吾』

25 寛元4(1246) .6.6 諏方兵衛入道蓮仏
三浦家村がひそかに蓮仏のもとに相談事があるとしてやってき
たため、すぐに時頼に報告。

『吾』

26 寛元4(1246) .6.10 諏方入道 深秘の沙汰に参候する。 『吾』

27 寛元4(1246) .12.28 諏方兵衛入道 時頼の命により御所に乱入の者を平盛時とともに尋問。 『吾』

28 宝治1(1247) .6.2 諏方兵衛入道蓮仏 蓮仏、時頼のもとに集まった御家人たちに喜びを伝える。 『吾』

29 宝治1(1247) .6.4 諏方兵衛入道
時頼の使いとして、群参した御家人や被官に対し、今日退散す
るよう万年馬入道とともに厳しく制裁を加える。

『吾』

30 宝治1(1247) .6.5 諏方兵衛入道蓮仏 宝治合戦において無変の勲功を抽ず。 『吾』

31 宝治1(1247) .6.18 諏方兵衛入道蓮仏
鶴岡別当法印定親が三浦泰村の縁座により籠居を命じる。蓮仏
が仰せを伝える。

『吾』

付表12①　得宗被官諏訪氏の活動一覧＜文治3年～文永4年＞
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32 宝治1(1247) .6.26 諏方兵衛入道 寄合の奉行。 『吾』

33 宝治1(1247) .6.5 諏方兵衛入道蓮仏 宝治合戦において無変の勲功を抽ず。 『吾』

34 宝治1(1247) .6.18 諏方兵衛入道蓮仏
鶴岡別当法印定親が三浦泰村の縁座により籠居を命じる。蓮仏
が仰せを伝える。

『吾』

35 宝治1(1247) .6.26 諏方兵衛入道 寄合の奉行。 『吾』

36 宝治1(1247) .9.11 諏方兵衛入道
合戦の賞に漏れたことを訴える筑後左衛門次郎知定について、
勲功の奉行人等に命じて淵源を調べて評定のついでに披露する
よう時頼から直に命じられる。

『吾』

37 宝治2(1248) .6.10 諏方入道蓮仏 宝寿丸(時輔)の乳母夫に命じられる。 『吾』

38 宝治2(1248) .7.9 諏方兵衛入道蓮仏
日頃断り続けていた宝寿丸(時輔)の後見としての雑事を始めて
行う。

『吾』

39 建長2(1250) .1.1 諏訪兵衛四郎盛頼 時頼の垸飯献上の際、北条時定とともに一の御馬を引く。 『吾』

40 建長3(1251) .1.8 諏訪兵衛四郎 由比ヶ浜における的調の射手、6番。 『吾』

41 建長3(1251) .1.10 諏訪兵衛四郎盛頼 的始の射手、3番。 『吾』

42 建長3(1251) .7.30 諏方兵衛入道蓮仏 風伯祭を奉行。 『吾』

43 建長3(1251) .12.5 諏方兵衛入道
諏訪兵衛入道の辺いささか物騒により人々が集まるが、何事も
なかった。

『吾』

44 建長3(1251) .12.26 諏方兵衛入道蓮仏
謀叛の企てありとして捕えられた了行法師・矢作左衛門尉・長
次郎左衛門尉久連を尋問。

『吾』

45 建長3(1251) .11.27 諏方三郎盛綱＜経＞ 将軍頼嗣の祖母の弔問のため上洛。 『吾』

46 建長5(1253) .1.3 諏方三郎左衛門尉盛経 垸飯の引き出物の二の御馬を尾張次郎公時とともに引く。 『吾』

47 建長5(1253) .11.29 諏方兵衛入道蓮仏 山内に一堂を建立。 『吾』

48 建長6(1254) .1.4 諏訪四郎兵衛尉 的調の射手、3番。 『吾』

49 建長6(1254) .7.28 諏方入道
富木常忍宛法橋長専書状に「可有沙汰之由、諏方入道殿御返事
をハ申され候ながら」とある。

『鎌』7759

50 康元1(1256) .1.4 諏訪四郎兵衛尉 的始の射手候補の交名に名を連ねるも、障りを申す。 『吾』

51 康元1(1256) .1.5 諏方三郎左衛門尉盛経
将軍家の御行始の引出物の一御馬を尾張次郎公時とともに引
く。

『吾』

諏方兵衛入道蓮仏
飛脚を信濃国に遣わし、知久右衛門尉五郎に射手を務めるよう
命じる。

『吾』

諏訪四郎兵衛尉 的始の射手候補の交名に名を連ねる。 『吾』

53 正嘉2(1258) .8.16 伊具(諏訪)四郎入道
建長寺前において射殺される。※『吾』『武家裏書』では「伊
具四郎入道」、『鎌裏』では「諏訪四郎入道」と記す。

『吾』『鎌裏』『武
家裏書』

54 正嘉2(1258) .8.16 諏訪刑部左衛門入道
伊具(諏訪)四郎入道殺害容疑で捕えられ、佐々木氏信に預けら
れる。平内左衛門尉俊基(康頼孫)と牧左衛門入道の同意も露
顕。※『鎌裏』の「諏訪刑部左衛門康頼法師」は誤り。

『吾』『鎌裏』

55 正嘉2(1258) .8.17 諏訪刑部左衛門入道 伊具四郎入道殺害容疑で捕えられる。 『吾』

56 正嘉2(1258) .8.18 諏訪刑部左衛門入道 伊具四郎入道殺害容疑で尋問される。 『吾』

57 正嘉2(1258) .9.2 諏訪刑部左衛門入道 伊具四郎入道殺害容疑で鳩首される。 『吾』『鎌裏』

58 弘長1(1261) .1.1 諏訪四郎兵衛尉
時頼献上の垸飯の儀式において北条時輔とともに二の御馬を引
く。

『吾』

59 弘長1(1261) .6.12 諏方入道蓮仏 平盛時とともに三浦義村息・良賢を捕える。 『鎌裏』

60 弘長1(1261) .6.22 諏方兵衛入道蓮仏 平盛時とともに三浦義村の子息・良賢を生け捕る。 『吾』

61 弘長3(1263) .1.1 諏訪四郎左衛門尉 時頼献上の垸飯の儀式において時輔とともに五の御馬を引く。 『吾』

62 文永2(1265) 地頭諏方三郎左衛門入道真性 
下総香取社(女＋盛)御殿遷宮用途注文に三鳥居「大方郷本役也
仍地頭諏訪三郎左衛門入道真性造進之」とある。

『鎌』9257

63 文永3(1266) .6.19 諏訪三郎左衛門入道 飛脚として上洛。 『吾』

64 文永4(1267) .4.27 諏方兵衛入道 関東の諏方兵衛入道、去る比、死去。
「外記日記」

『信濃史料』補遺上

 (筆者作成) 

52 正嘉2(1258) .1.6
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1 建治1(1275) .5. 諏訪兵衛入道(蓮仏)跡
前年に焼失した六条八幡宮の再建費用として、「諏訪兵衛入道
跡」に六貫が配当される。

「建治帳」

2 建治3(1277) .4.5 諏方入道(真性)
諏方入道宛渋谷定仏書状。定仏、子息二人が他の御方(北条義
政)に仕えたため、勘当したことを真性を通じて時宗に報告。

『鎌』12699

3 建治3(1277) .6.13 諏訪左衛門入道(真性) 時宗の山内亭において申次を務める。 『建記』

4 建治3(1277) .6.17 諏訪左衛門入道(真性) 時宗の申次を務める 『建記』

5 建治3(1277) .6.24 すわとの(真性)
定仏、子息二人が他の御方(北条義政)に仕えたため、勘当した
ことを真性を通じて時宗に報告したがまだ返事なし。

『鎌』12763

6 建治3(1277) .7.8 諏訪左衛門入道(真性) 時宗の申次を務める 『建記』

7 建治3(1277) .7.23 諏訪左衛門入道(真性) 時宗の申次を務める 『建記』

8 .12.10 諏方左入(真性) 山門座主御文奉行 『建記』

9 建治3(1277) .12.16 諏訪(真性) 時宗の申次を務める 『建記』

10 建治3(1277) .12.25 諏訪入道真性 寄合に参加。 『建記』

11 弘安1(1278) 諏訪入道真性
渋谷入道定仏後家尼の訴状に、定仏の諏訪入道真性宛の書状の
案(『鎌』12763)が添付される。

『鎌』13076

12 弘安5(1282) .5.12 しむしやう(真性カ)
摂津国金心寺庄についての越中局の子息(尾藤五郎左衛門尉景
連・壱岐五郎左衛門入道後家尼真蓮・三位律師玄家・尾藤六郎
左衛門二郎頼氏)の避文(『鎌』14623)を祇園大座に送る。

『鎌』14624

13 弘安7(1284) .1.4 沙弥(真性)
異賊降伏の祈祷を若狭国の別当・神主に命じるようにとの若狭
国守護代宛得宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』15051

14 弘安7(1284) .9.9 諏訪真性 円覚寺菜薗についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』15301

15 弘安10(1287 .10.3 諏方入道(真性)
薩摩国御家人谷山郡司五郎資忠と山田・別府両村の地頭大隅式
部太郎子息二郎丸代養父大隅五郎太郎久親法師の相論に関する
関東下知状。諏方入道、奉行。

『鎌』16353

16 正応5(1292) .10.13 沙弥(真性カ)
異国降伏の祈祷を命じる御教書の内容を若狭国中に相触れ、巻
数を献じるよう工藤右衛門入道に命じる得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』18030

17 永仁1(1293) .12.29 宗秀
六条八幡宮別当運雅の扶持を憲淳に命じる同年12月28日付矢
野倫景の奉書(『鎌』18439)を、憲淳に伝える。

『鎌』18440

18 正安2(1300) .10.9 相州家人五人(宗秀) 越訴奉行に相州家人5人が命ぜられる。 『鎌倉年代記』

19 正安3(1301) .1.22 宗経 北条貞時女(北条時基室、宗経養君)が死去。 『武家裏書』

20 嘉元3(1305) .5.2 諏訪三郎左衛門尉 嘉元の乱で工藤中務丞有清を預ける御使。 『鎌裏』

21 徳治2(1307) .2.17 左衛門尉(宗秀)
南条七郎二郎(時光)が富士上方上野郷一分給主新田五郎後家尼
蓮阿に所当米以下公事の事で訴えられたことについて、弁済す
るようにとの得宗家公文書奉書の奉者。

『鎌』22860

諏方六郎左衛門尉　 北条時宗の忌日法要のための結番、1番。

伊具左衛門入道 北条時宗の忌日法要のための結番、4番。

諏方左衛門尉(宗秀)　 北条時宗の忌日法要のための結番、8番筆頭。

諏方三郎左衛門尉 北条時宗の忌日法要のための結番、8番。

諏方兵衛尉 北条時宗の忌日法要のための結番、12番筆頭。

23 徳治2(1307) .7.26 諏訪左衛門尉宗秀 高時の矢開において御剣を宗宣に献じる。 「鳥餅日記」

24 徳治3(1308) .4.19 諏方左衛門尉 諏方左衛門尉宛憲淳挙状。 『鎌』23234

25 延慶2(1309) .4.7 諏方左衛門尉 諏方左衛門尉宛隆勝挙状。 『大古』醍⑦1382

26 延慶2(1309) .6.4 諏方左衛門尉 諏方左衛門尉宛隆勝書状。 『鎌』23695

27 延慶2(1309) .6. 諏訪左衛門尉経宗 貞時の申し入れによって貞弁の還補を奉行。 『諸職次第』

28 延慶3(1310) .4.15 諏方弥四郎入道
西忍、金剛峯寺領荒河庄内藤木の田地を毛利丹後守殿御代官の
諏方弥四郎に売り渡す。

『鎌』23964

29 延慶3(1310) .9.1 諏訪入道蓮件(仏) 大祝盛久覚書。 『鎌』24054

30 正和3(1314) .10.24 諏方左衛門入道(直性) 諏方左衛門入道宛隆勝挙状。 『鎌』25273

31 正和4(1315) .3.8 諏訪入道直性
亥刻に鎌倉の飯島より出火し、翌日の卯刻まで火災。御所・得
宗亭をはじめ多くの館が焼失した中に、長崎左衛門入道円喜・
諏訪入道真性・尾藤左衛門入道演心の屋敷がある。

『公衡公記』3.16
条
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32 正和年間？ 諏訪左衛門入道直性 評定衆であり、鶴岡八幡宮修正会の時は警固の役についた。 「当社記録」

33 元応2(1320) .2.19 沙弥(直性) 筑前国宗像第二宮造営事についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』27377

34 元応2(1320) 10.3 沙弥(直性) 筑前国宗像第二宮造営事についての得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』27618

35 元亨3(1323) .10.25 諏方五郎経重 北条貞時の十三回忌にて手長役を務める。

36 元亨3(1323) .10.25 諏訪左衛門入道(直性) 北条貞時の十三回忌に一品経と銭10貫を調進。

37 元亨3(1323) .10.27 諏訪木工左衛門尉 布施取の御使を務める。

伊具左衛門尉 北条貞時の十三回忌に銭30貫、銀剣1振、馬1頭を供養。

諏訪左衛門入道(直性) 北条貞時の十三回忌に銭100貫を供養。

諏訪三郎左衛門入道 北条貞時の十三回忌に銀剣1振、馬1頭を供養。

諏訪六郎左衛門尉 北条貞時の十三回忌に銭10貫を供養。

39 正中1(1324) .9.24 諏訪三郎兵衛
御使として工藤右衛門二郎とともに上洛して日野資朝・俊基両
人を捕らえる。

『武家裏書』

40 正中1(1324) .9.26 諏方三郎兵衛尉
上野七郎兵衛尉宛結城宗広書状。諏方三郎兵衛尉(諏方全禅の
子、諏方養子)と工藤右衛門二郎が京都に出発。

『鎌』28835

41 正中1(1324) .9.23 諏方入道 正中の変の逮捕者の尋問を安東入道とともに奉行。 『鎌裏』

43 嘉暦2(1327) .9.12 諏訪新左衛門尉 諏訪新左衛門尉の病のため冥道供を修法。 『門葉記』

44 嘉暦4(1329) .11.11 諏方左衛門入道(直性？)
諏訪上宮五月流鏑馬番役五番に「志賀郡(ﾏﾏ)諏訪左衛門入
道」。

『鎌』30552

45 諏訪杏(木工カ)左衛門入道
諏訪上宮五月流鏑馬番役十番に「本柄地頭等、除諏訪杏左衛門
入道」。

『鎌』30552

46 真性
金沢貞顕の書状に「真性奉行日記」の校合について記されてい
る。

『鎌』30782

47 元徳1(1329) .11.10 諏方六郎左衛門入道
11.11付け金沢貞顕書状に、去夜(10日)亥刻ばかりに扇谷の
大仏家時亭門前から出火し、諏訪六郎左衛門入道の家が焼失し
たと記されている。

『鎌』30775

『鎌』30853

『鎌』補2104

49 元徳2(1330) .10.22 左衛門尉(諏訪)
筑前国宗像第二社遷宮のことについての得宗家公文書奉書の奉
者。

『鎌』31244

50 元徳3(1331) .7.26 諏訪左衛門尉
南条高直、六波羅で捕らえられ関東に再び送られてきた日野俊
基を受け取り、諏訪左衛門尉に預ける。

『太』②68-69

51 元徳3(1331) .5.2 諏訪木工左衛門入道
東使として長崎勘解由左衛門とともに上洛するも、尊氏が敵に
なったとの六波羅の早馬に会い、鎌倉に引き返す。途中尊氏の
長男竹若に会い、竹若を殺害。

『太』②77-78

52 元弘3(1333) 諏訪三郎盛高 亀寿丸を鎌倉より落ち延びさせる。 『太』②124-

53 元弘3(1333) .5.22 諏訪入道直性
高重の置いた盃を口にして切腹した道準に続き、盃を手にして
三度傾け、高時の前に置き、切腹し、その刀を抜いて高時の前
に置く。

『太』②139

諏訪木工左衛門入道

真(直)性

同息三郎盛高

(筆者作成)

54

年 月 日

38

高時の5歳になった若君が、19日より諏訪入道の宿所に滞在
し、21日に鶴岡に参詣(金沢貞顕書状)。

諏訪入道(直性)元徳1(1329)48

「供養記」

「神氏系図」大祝時
継注記

「相模入道崇鑒於相州葛西東勝寺失生涯之後諏方木工左衛門入
道真(直)性相共自害同息三郎盛高相具崇鑒息亀寿相模二郎時行
落下信州」と記されている。

元弘3(1333) .5.22



付表12③

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

当宮大祝篤光

篤光 『吾』

2 治承4(1180) .10.18 篤光
頼朝が甲斐源氏・信濃源氏・時政に対面すると、彼らは各々篤
光の夢想により菅冠者たちを討ち、田園を諏訪上下社に寄進し
たと言上。

諏方大祝盛重(敦信) 盛重(敦信)が8日に記した文書が鎌倉に到着。巻数を献上。

子息太郎信重 小笠原長清に従って上洛。

4 延応1(1239) .11.1 大祝信濃権守信重 信濃国司初任検注、泰時に先例を尋ねられる。 『吾』

5 延応1(1239) .11.9 諏方大祝信重 信濃国司初任検注について請文を提出。 『吾』

大祝信濃守信重 信濃国諏方上宮大祝信濃守信重解状。

下宮祝盛基 去年の御造営で新儀の濫訴。

前遠江宮寺(ﾏﾏ)盛久

すわの十郎盛清

すわの七郎入道俗名盛綱

すわの遊四郎

盛基大祝

故入道殿

8 元亨3(1323) .7.27 諏方下宮大祝時澄
諏方下宮大祝(金刺)時澄代久政が訴えていた、塩尻郷東条の地
頭・塩尻次郎重光の神役用途抑留のことについての関東下知状
が出される。

『鎌』28463

諏訪神左衛門入道 北条貞時の十三回忌に銭10貫を供養。

諏訪遠江権守 北条貞時の十三回忌に銀剣1振、馬2頭を供養。

諏訪三河権守(頼重) 北条貞時の十三回忌に銭50貫、銀剣1振、馬1頭を供養。

諏訪三河権守(頼重) 頼重の供養した銀剣と馬が冷泉三位に送られる。

諏訪遠江権守
諏訪遠江権守の供養した銀剣と馬が持明院中将(基行)に送られ
る。

11 元徳2(1330) .11.9 諏訪遠江入道 死去。 『常楽記』

12 元弘2(1332) .1.11 安芸権守時継
諏訪上社の毎月1日・15日の幣料として信濃筑摩郡吉田・赤
木を寄附。

『鎌』31656

13 元弘2(1332) .2.11 時継 諏訪社神長宛の時継書状。 『鎌』31657

14 元弘2(1332) .4.5 時継 諏訪社神長宛の時継書状。 『鎌』31658

15 元弘3(1333) 諏訪祝 楠木城へ発向。 「光明寺残編」

16 建武2(1335) .7.28 諏訪時継 北条時行とともに鎌倉に攻め入る。 『梅松論』

17 建武2(1335) .7.28 諏訪頼重 北条時行とともに鎌倉に攻め入る。 『梅松論』

18 建武2(1335) .8.19 諏訪時継 足利軍に破れ、自害する。 『梅松論』

19 建武2(1335) .8.19 諏訪頼重 足利軍に破れ、自害する。 『梅松論』

(筆者作成)

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 寛元3(1245) .9.12 金刺左衛門尉盛重 左衛門尉に任官。 『平戸記』

2 元亨2(1322) .5.1 左衛門尉金刺
(前欠)筑前宗像郡東郷稲本名の年貢未進についての得宗家公文
書下知状の奉者。

『鎌』28012

『鎌』7061.3.宝治3(1249)

『吾』

付表12③　諏訪大祝家の活動一覧

年 月 日

3 承久3(1221) .6.11

治承4(1180) .9.101

【金刺姓の人物】

年 月 日

諏訪上宮の大祝篤光の妻が夫の使いとして一条忠頼の陣にやっ
てきた。

元亨3(1323)10

｢供養記｣

元亨3(1323) .10.9

.10.27

6

7 延慶3(1310) .9.1 大祝盛久覚書。 『鎌』24054
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※典拠はすべて『吾妻鏡』

史料上の表記 事　　　項

工藤庄司景光

同子息小次郎行光

2 治承4(1180) .10.18 工藤庄司景光 波志太山で俣野景久と合戦に及び、忠節を尽くしたことを頼朝に言上。

3 治承4(1180) .10.23 景光
相模の国府に到着し、勲功に対しての恩賞が行われ、御家人たちは本領安堵及び新
恩を賜る。

4 治承4(1180) .12.12 工藤庄司景光 頼朝の新造御亭への移徙の儀に供奉。

5 治承4(1180) .12.20 工藤小二郎行光 三浦義澄献上の垸飯の儀の後的始。3番の射手を務める。

6 養和1(1181) .1.6 工藤庄司景光 北条宗時を殺害した平井紀六を生け捕り、時政のもとへ連行。

7 養和1(1181) .7.20 工藤庄司景光 鶴岡若宮宝殿上棟式において大工に与える馬を引く。

8 文治1(1185) .5.15 工藤小次郎行光
平宗盛・清宗父子の身柄を迎え取るため、頼朝は時政を御使として酒匂宿に派遣。
武者所牧宗親・工藤行光らも同道。

9 文治1(1185) .10.24 工藤庄司景光 勝長壽院供養の儀に随兵(弓馬に優れた者から選ばれた)として東方に祗候。

10 文治1(1185) .10.24 工藤小次郎(行光) 勝長壽院供養の儀において布施の七の御馬を宇佐美祐茂とともに引く。

11 文治1(1185) .10.27 工藤庄司(景光) 頼朝の命により、箱根権現に御使として遣わされ、馬一頭を奉納。

12 文治2(1186) .1.3 工藤庄司景光 頼朝の直衣始の儀において随兵を務める。

13 文治4(1188) .3.15 工藤小次郎(行光) 鶴岡八幡宮で行われた大法会に頼朝の随兵として郎従三人を従え供奉。

14 文治5(1189) .4.18 工藤庄司景光 北条時連(時房)元服の儀に参列。

15 文治5(1189) .6.9 工藤庄司景光 鶴岡八幡宮御塔供養において布施の二の御馬を宇佐美祐茂とともに引く。

公(工)藤庄司景光

同(工藤)次郎行光

同(工藤)三郎助光

工藤小次郎行光

同(工藤)三郎祐(助)光

工藤小次郎行光

同(工藤)三郎祐(助)光

19 文治5(1189) .8.10 工藤小次郎行光 阿津賀志山にて合戦。郎従の藤五男(郎)下須房秀方と組み合い、討ち取る。

20 文治5(1189) .9.12 工藤小次郎行光
岩井郡厨河に定められた宿所において盃酒と垸飯を献上。当郡を行光が拝領するこ
とになったことによる。

21 文治5(1189) .12.24 工藤小次郎行光 由利維平・宮六国平らとともに奥州に向け出陣。

22 建久1(1190) .11.7 工藤庄司(景光) 頼朝の上洛に後陣の随兵6番として供奉。

23 建久1(1190) .11.7 工藤小次郎(行光) 頼朝の上洛に先陣の随兵32番として供奉。

24 建久2(1191) .2.4 工藤小次郎(行光) 頼朝の二所参詣に先陣の随兵として供奉。

25 建久2(1191) .3.4 工藤小次郎(行光)
小町大路の辺りで失火があり、義時・大内惟義・村上高国・比企能員・比企朝宗・
佐々木盛綱・昌寛法橋・新田忠常・行光・佐貫広綱以下の家屋焼亡。

26 建久2(1191) .8.1 工藤庄司(景光) 新造の頼朝亭において大庭景能が盃酒を献上。その場に祗候。

27 建久2(1191) .8.18 工藤小次郎行光
御家人たちが進上した馬が新造の厩に立てられ、下河辺政義・梶原景茂・狩野宣
安・佐々木義清らとともに騎乗。

28 建久3(1192) .6.13 工藤小次郎(行光) 畠山重忠・安達長茂・下河辺政義らとともに永福寺造営の梁や棟を引く。

29 建久3(1192) .11.25 工藤庄司景光 永福寺供養に頼朝の御後の供奉人として供奉。

30 建久3(1192) .11.29 景光 実朝の五十日・百日の儀式において十字餅を送られる。

31 建久4(1193) .3.21 工藤小次郎(行光)
頼朝が下野国那須野・信濃国三原などの狩倉を見るため出発。弓馬に練達し、御隔
心のない御家人22人選ばれる。

工藤庄司(景光)

同小次郎(行光)

33 建久4(1193) .5.16 工藤庄司景光 富士野で行われた狩の晩に優れた射手として矢口餅を賜る。景光は一の口。

34 建久4(1193) .5.27 工藤庄司景光 比類なき大鹿一頭を射損じ、その晩に発病。

35 建久4(1193) .11.27 工藤小太<次>郎行光 永福寺薬師堂の供養に後陣の随兵として供奉。

36 建久5(1194) .閏8.1 工藤小次郎行光 三浦に渡る政子・頼家・大姫に供奉。

付表13①　得宗被官工藤氏の活動一覧＜治承4年～建保元年＞

建久4(1193) .5.832

.8.8文治5(1189)17

文治5(1189) .8.9

年 月 日

阿津賀志山前に陣取った金剛別当秀綱の率いる数千騎に対し、畠山重忠・小山朝
光・加藤景廉とともに遣わされ矢合わせ。

三浦義村・葛西清重・行光・祐光・狩野親光・藤沢清近・河村千鶴丸の7騎馬、先
陣の畠山重忠の陣を追い越し阿津賀志山を越えて先に進む。行光、先駆けを果た
す。伴藤八と戦い、討ち取った後頸を鳥付に付け木戸に向かう。

富士野・藍沢の夏狩を見るため駿河国に赴く頼朝に祗候。

石橋で合戦が行われたことを聞き、甲斐の国を出発し、波志太山で俣野景久らに遭
遇し合戦。※「小次郎」の部分は吉本では「工藤小三郎」となっている。

頼朝の奥州藤原秀衡征伐に従う。

18

.8.25治承4(1180)1

16 文治5(1189) .7.19
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史料上の表記 事　　　項

37 建久5(1194) .10.9 工藤小次郎行光 小山朝政亭において頼朝の御前で流鏑馬以下の作物の射法について議論。

38 建久5(1194) .11.21 工藤小次郎行光 御霊社の前浜における千番の小笠懸の射手を務める。

39 建久6(1195) .3.10 工藤小次郎(行光) 頼朝の東大寺供養に先陣の随兵の一人として供奉。

40 建久6(1195) .3.10 工藤三郎(祐光) 頼朝の東大寺供養に後陣の随兵の一人として供奉。

41 正治1(1199) .10.28 工藤小次郎行光 梶原景時指弾の一味同心を改めない旨を誓うため、鶴岡八幡宮の回廊に群集。

42 正治2(1200) .1.7 工藤小次郎行光 的始での射手、3番。

43 正治2(1200) .1.18 工藤小次郎行光 一矢で二羽の鳥を射る。

44 正治2(1200) .1.20 工藤小次郎
梶原景時追罰のため三浦義村・比企兵衛尉・粕谷有季・行光以下の軍兵が使わされ
る。

45 正治2(1200) .1.20 工藤八(茂光カ)
梶原景時父子に遭遇し、廬原小次郎・三沢小次郎・飯田家義とともに景時を追う。
※「北条九代記」では「工藤八三。澤小次郎」となっているが「工藤八。三澤小次
郎」の誤り。

工藤八(茂光カ)

工藤六(重光カ)

47 正治2(1200) .1.25 工藤小次郎行光 梶原景時の弟・友景が降任として時政亭に参り、行光を通じ武具を献じる。

48 正治2(1200) .7.8 工藤小次郎行光
頼家が相模河から帰る途中、行光は悪馬に乗り、険悪な道を馳せたことにより禄を
賜る。

49 正治2(1200) .10.13 工藤小次郎行光
頼家、行光の郎従である藤五郎・藤三郎兄弟の奥州での芝田次郎との合戦での活躍
に感心する。

50 正治2(1200) .10.21 工藤小次郎行光
頼家、浜御所に入御。行光は陪膳に祗候。頼家の命により、若宮大路の宅より三人
の郎従(藤五郎・藤三郎・美源二)を連れて戻る。頼家はこのうち一人を御家人に加
えようとするが行光は固辞。

51 正治2(1200) .10.21 景光 行光の話の中に「亡父景光」とある。

52 建仁1(1201) .1.12 工藤小次郎行光 的始での射手、4番。

53 建仁1(1201) .9.18 工藤十郎 頼家の犬の世話をする者に選ばれる。

54 建仁2(1202) .9.21 工藤小次郎行光 頼家の伊豆・駿河の狩倉下向に従う射手。

55 建仁2(1202) .9.29 行光 小笠懸で命中した矢の数に応じて懸物を賜る。

56 建仁3(1203) .9.2 工藤五郎(朝光カ) 時政の使者として比企能員のもとへ遣わされる。

57 建仁3(1203) .9.2 工藤小次郎行光 政子の命により、比企氏追討のために派遣される。

58 建仁3(1203) .9.5 工藤小次郎行光 時政の命により堀親家を誅殺。

59 建仁3(1203) .10.9 工藤小次郎行光 的始での射手、4番。

60 建暦1(1211) .1.9 工藤小次郎行光 的始での射手、3番。

61 建暦2(1212) .1.11 工藤小次郎(行光) 的始の射手、1番。

62 建保1(1213) .2.26 工藤藤三祐高
前日の夜に荏柄社に参籠し、朝退出するときになって渋河刑部六郎兼守の和歌を見
つけ、御所に持参。

63 建保1(1213) .3.2 工藤十郎 泉親平を捕えるために遣わされ、親平と合戦になり郎従数人とともに殺害される。

(筆者作成)

※得宗被官化以前の甲斐工藤氏の活動も含む。

年 月 日

.1.23正治2(1200)46 20日の合戦で工藤八の手勢と工藤六が梶原景連を討ち取った。



付表13②-1

※典拠はすべて『吾妻鏡』

史料上の表記 事　　　項

1 承久2(1220) .1.29 工藤右衛門尉(重光) 窟堂の辺りが焼失。橘隆邦・重光らの家が被災。

2 承久2(1220) .9.25 工藤八郎左衛門尉(茂光)
大野右近入道と工藤八郎左衛門尉らの宅が失火により焼失。義時の館は類焼を免れ
る。

3 承久3(1221) .12.3 工藤右馬允(朝光カ)
一条実雅の妻室(義時の娘)が懐妊したことにより、大倉の邸宅の廊において千度祓
が行われ、陪膳を奉行。

4 貞応1(1222) .1.7 工藤中務次郎長光 的始の射手、5番。

5 貞応1(1222) .9.22 工藤右馬允(朝光カ) 義時の邸宅の寝殿の坤の角で放火があり、工藤右馬允の郎従がかけつけて消火。

6 嘉禎3(1237) .7.19 工藤景光
時頼、初めて放生会の流鏑馬を射るため、鶴岡八幡宮の馬場で練習。海野左衛門尉
幸氏の話の中に下河辺行平・工藤景光ら優れた八人の射手の人々の名が出てくる。

7 仁治2(1241) .1.5 工藤三郎(光泰) 的始の射手、3番。

8 寛元2(1244) .1.5 工藤三郎(光泰) 的始の射手、4番。

9 寛元3(1245) .1.8 工藤八郎 的始の射手、2番。

10 寛元3(1245) .8.16 工藤右衛門次郎 競馬の射手、1番左。

11 寛元4(1246) .1.6 工藤六郎(祐光) 的始の射手、3番。

12 寛元4(1246) .10.16 工藤六郎祐光 馬場殿における笠懸の射手を務める。横溝五郎とともに時頼に推薦されての参加。

13 宝治2(1248) .1.1 工藤六郎左衛門尉(祐光) 時頼沙汰の垸飯の儀において武藤四郎とともに二の御馬を引く。

14 宝治2(1248) .1.15 工藤右近五(次)郎 的始の射手、4番。

15 建長2(1250) .3.1 工藤中務丞(行光) 閑院造営のために築地2本を課せられる。

16 建長2(1250) .5.10 工藤六郎左衛門尉(祐光) 笠懸の射手。

17 建長3(1251) .1.8 工藤三郎左衛門尉光泰 時頼の命で鋳された金銅薬師如来像を供養。

18 建長3(1251) .1.8 工藤右近三郎(光頼カ) 由比ヶ浜における的調の射手、7番。※当日の射手には選ばれず。

19 建長3(1251) .5.27 工藤三郎左衛門尉光泰 時頼の使いで隆弁法印に祈祷の賞のことを伝える。

20 建長3(1251) .8.24 工藤六郎左衛門尉(祐光) 犬追物の射手、3番。

21 建長4(1252) .1.13 工藤三郎右衛門尉光泰 頼朝の法華堂での恒例の仏事を奉行。天狗の霊託を時頼に伝える。

22 建長4(1252) .4.1 工藤左衛門尉高光
宗尊親王の鎌倉帰参にともなう重時沙汰の垸飯の儀において北条時定とともに五の
御馬を引く。

23 建長4(1252) .4.17
工藤次(二)郎右(左)衛門尉光
泰

御所での御鞠始に参加。※北条本は「元泰」になっている。

24 建長4(1252) .4.24 工藤三郎右衛門尉光泰 御所での御鞠に参加。

25 建長4(1252) .11.18 工藤右近三郎(光頼カ) 21日に行われる新造御所における的始(御弓馬始)の射手候補に選ばれる。

26 建長5(1253) .1.1 工藤次郎左衛門尉頼光 時頼沙汰の垸飯の儀において北条時定とともに五の御馬を引く。

27 建長6(1254) .1.1 工藤次郎左衛門尉高光 時頼沙汰の垸飯の儀において北条時定とともに五の御馬を引く。

28 康元1(1256) .1.1 工藤次郎左衛門尉高光 時頼沙汰の垸飯の儀において足利兼氏とともに五の御馬を引く。

29 康元1(1256) .1.4 工藤八郎四郎(朝高) 的始の射手候補の交名に名を連ねる。

30 康元1(1256) .1.9 工藤八郎四郎(朝高) 由比ヶ浜における的調の射手、3番。

31 康元1(1256) .1.13 工藤八郎四郎朝高 的始の射手、3番。

32 正嘉1(1257) .1.1 工藤次(二)郎左衛門尉高光 時頼沙汰の垸飯の儀に北条義政とともに一の御馬を引く。

33 正嘉1(1257) .2.26 工藤左衛門尉高光 北条時宗の元服の儀式に北条時村とともに二の御馬を引く。

34 正嘉1(1257) .9.18 工藤三郎右(左)衛門尉光泰
勝長壽院造営始めの安東光成・工藤光泰(相州禅室御方)、藤民部大夫入道道仏(奥州
禅門御方)・四方田景綱(相州御方)とともに諸堂雑掌をつとめる。

35 正嘉2(1258) .1.1 工藤次郎左衛門尉高光 時頼沙汰の垸飯の儀式において陸奥七郎時基とともに一の馬の御馬を引く。

工藤三郎左衛門尉光泰 将軍御行始の引き出物の一の御馬を北条時輔とともに引く。

工藤次郎左衛門尉高光 将軍御行始の引き出物の二の御馬を備前長頼とともに引く。

37 正嘉2(1258) .1.6 工藤弥三郎(清光) 的調の催促交名に見られるが、的調には見られない。

38 文応1(1260) .1.1 工藤次郎左衛門尉高光 時頼沙汰の垸飯において陸奥七郎時基とともに一の馬の御馬を引く。

39 文応1(1260) .1.1 工藤三郎右衛門尉光泰 小侍所所司平岡左衛門尉実俊故障のため、かわりに御行始を奉行。

工藤弥三郎(清光) 的調の射手、5番。

工藤八郎 的調の射手、6番。

付表13②　得宗被官工藤氏の活動一覧＜承久2年～文永2年＞

文応1(1260) .1.1240

正嘉2(1258) .1.236

年 月 日



付表13②-2

史料上の表記 事　　　項

41 文応1(1260) .1.14 工藤弥三郎清光 的始の射手、5番。

42 文応1(1260) .1.20 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 昼番衆結番を奉行

43 文応1(1260) .2.2 工藤三郎右衛門尉光泰 小侍御簡集に新たに四人が加わり、平岡実俊とともに奉行。

44 文応1(1260) .4.18 工藤三郎右(左)衛門尉光泰 小侍所所司として、平岡実俊とともに小台所挌勤の侍5人について奉行。

45 文応1(1260) .7.6 工藤三郎右(左)衛門尉光泰
平岡実俊とともに昨年の鶴岡八幡宮社参の供奉人に参加しなかった大須賀朝氏と阿
曽沼光綱に関して時頼に詳細を報告。

46 文応1(1260) .7.7 光泰 大須賀朝氏と阿曽沼光綱に関しての詳細を二階堂行方に報告。

47 文応1(1260) .7.29 工藤三郎右衛門尉光泰 中御所番衆は廂御所に着到する旨、二階堂行方より光泰と平岡実俊に伝えられる。

48 文応1(1260) .12.29 光泰 平岡実俊とともに正月の御行始の供奉人交名を作成し、進上。

49 弘長1(1261) .1.2 工藤三郎右衛左尉光泰 北条重時沙汰の垸飯の儀において相模三郎時輔とともに一の御馬を引く。

50 弘長1(1261) .1.4 工藤三郎右衛門尉光泰 鶴岡供奉の散状について、時頼の嫡庶の順に関する意を実時に伝える。

51 弘長1(1261) .1.9 工藤三郎右衛門尉光泰 的始の射手の選定。時宗の供。

52 弘長1(1261) .4.25 工藤二(三カ)郎右衛門尉(光泰) 小笠懸を行う時宗のために武田五郎三郎が造進らせた的を立てる。

53 弘長1(1261) .7.10 工藤三郎右衛門尉(光泰)
左大臣法印の壇所として、御所近辺の人々の宿所を充てる。平岡実俊とともに奉
行。

54 弘長1(1261) .7.13 工藤三郎右衛門尉(光泰) 光泰故障により、放生会の供奉人の散状は平岡実俊一人で担当。

55 弘長1(1261) .7.29 光泰 放生会の供奉人について平岡実俊とともに披露。

56 弘長1(1261) .8.13 工藤三郎右衛門尉光泰
放生会の供奉人の座席のことについて、光泰が軽服のため平岡実俊が一人奉行に当
たっていたが、実俊の申し出により時宗より平盛時が遣わされ、ともに奉行。

工藤三郎右衛門尉光泰

同木工左衛門尉

58 弘長1(1261) .9.19 工藤三郎右衛門尉光泰
光泰が二所参詣の間の着到等のことについてはしばらく小野澤次郎時仲を奉行とす
ると定められる。

59 弘長3(1263) .1.11 工藤三郎右(左)衛門尉光泰
的始の射手の一人・小嶋家範が故障のため、その合手である小沼孝幸についても止
め5番に縮小されることになったが、光泰の提案により射手を補充し、予定通り六
番で編成されることになった。

60 弘長3(1263) .6.28 光泰 平岡実俊とともに、放生会供奉人の散状を廻らす。

61 弘長3(1263) .11.20 工藤三郎右(左)衛門尉光泰
長崎次郎左衛門尉、尾藤太景氏、宿屋左衛門尉・安東左衛門尉らとともに臨終の時
頼の枕許に祗候。

工藤次郎左衛門尉(高光) 時宗沙汰の垸飯の儀において陸奥十郎忠時とともに一の御馬を引く。

工藤三郎左衛門尉(光泰) 時宗沙汰の垸飯の儀において相模七郎宗頼(7歳)とともに五の御馬を引く。

(筆者作成)

年 月 日

57 弘長1(1261) .9.3
時頼に扈従し、武田七郎・南部又次郎らとともに危篤の鶴岡八幡宮供僧弁法印審範
の坊を訪問。

文永2(1265) .1.162



付表13③-1

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

工藤中務丞(行光)跡

工藤右衛門尉跡

2 建治3(1277) .6.5 工藤三郎右衛門入道道恵 出家・遁世した塩田義政慰留のために遣わされる。 『建記』

3 建治3(1277) .12.2 工藤二郎右衛門尉(時光カ) 北条貞時元服の儀に刑部少輔七郎と二の御馬を引く。 『建記』

4 弘安7(1284) .6.28 公(工)藤木工左衛門入道
(北条師時カ)袖判沙弥性如奉書によって惣検校とともに蒲御厨
の新神宮の造営を命じられる。

『鎌』15228

5 弘安8(1285) 工藤右衛門入道果(杲)禅 貞時御分国の若狭国守護代。 「若狭国守護職次第」

6 工藤九郎有清 若狭国守護又代官。 「若狭国守護職次第」

7 弘安8(1285) .4.1 工藤右衛門入道果(杲)禅 若狭国税所今富名領主代。正安3年3月9日まで。 「今富名領主次第」

8 弘安9(1286) .12.5 工藤右衛門入道杲禅
安達泰盛所持の頼朝の御剣(鬚剪)を霜月騒動後に探し出し、装
束を加え、杲禅を使者として法華堂御厨子に送ったので、随身
して御堂に奉納するようにとの公朝宛貞時寄進状。

『鎌』16066

9 正応1(1288) .1. 工藤右衛門入道(杲禅)
若狭国税所谷田寺院主・僧重厳訴状。若狭国税所の代官工藤右
衛門入道が田寺院の免田一町余について、前代官伊賀光政と同
様に押領しているという。

『鎌』16497

10 正応3(1290) .6. 工藤右衛門入道果(杲)禅 若狭国税所今富名領主代。正安3年9月まで。 「今富名領主次第」

11 正応4(1291) .8.20 工藤右衛門入道杲禅
寺社京下訴訟延引の際についてこれ以上延引すれば飯沼大夫判
官助宗、大瀬左衛門尉惟忠、長崎左衛門尉光綱、工藤右衛門入
道杲禅、平左衛門尉宗綱に触れて訴えると決められる。

「追加法」632

12 正応5(1292) .10.13 工藤右衛門入道殿(杲禅)
異国降伏の祈祷を命じる御教書の内容を若狭国中に相触れ、巻
数を献じるよう工藤右衛門入道に命じる得宗家公文書奉書。

『鎌』18030

13 永仁1(1293) .9.30 工藤右近(宗光) 親玄と対面。 『親』

14 永仁1(1293) .10.1 工藤右近(宗光) 貞時の女の乳母子。 『親』

15 永仁3(1295) .1.9 工藤(右衛門尉) 寄合に参加。 『永記』

16 永仁3(1295) .1.19 工藤(右衛門尉) 寄合に参加。 『永記』

17 永仁3(1295) .2.9 工藤(右衛門尉) 寄合に参加。 『永記』

18 永仁3(1295) .2.13 工藤右衛門尉(貞祐カ) 出仕を止められる。 『永記』

19 永仁3(1295) .閏2.25 工藤刑部左衛門入道
出羽国寒河江庄内の工藤刑部左衛門入道知行分五カ郷が円覚寺
仏日庵に寄附される。

『鎌』18759

20 永仁4(1296) .3. 工藤右衛門入道(杲禅カ) 若狭国汲部・多烏浦刀禰の百姓等の相論の和与状に判をする。 『鎌』19035

21 永仁6(1298) .1.13 果(杲)暁
但馬国鎌田庄を建長寺の造営の料所として沙汰するようにとの
建長寺沙汰人宛得宗袖判執事(杲暁)奉書(『鎌』の文書名は「北
条長時下文」)。

『鎌』19578

22 永仁6(1298) .4.20 沙弥(杲暁) 摂津国多田院修造料に関する得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』19657

23 正安1(1299) .7.11 工藤右衛門入道(杲禅カ)
相模国北法華堂の坊地の替地について、沙汰をするようにとの
隠岐前司(二階堂泰行)と工藤右衛門入道宛貞時書状。

『鎌』20164

24 正安3(1301) .3.9 果勝(杲暁カ) 摂津国多田院修造料に関する得宗家公文書奉書の奉者。 『鎌』20726

25 正安3(1301) .10. 工藤次郎右衛門尉貞祐
若狭国税所今富名領主代。正中元年9月まで。※「果(杲)暁の
子そく」と記されている。

「今富名領主次第」

26 乾元1(1302) .10.24 工藤木工左衛門尉
執権北条師時の袖判御教書によって、「惣検校」とともに遠江
国蒲御厨の神寺社の造営を命ぜられる(遠江蒲神明宮文書)。

『鎌』21266

27 乾元2(1303) .8.17 工藤木工左衛門尉
工藤木工左衛門尉・惣検校宛の蒲御厨神寺社の造営について沙
汰をするようにとの内容の北条師時公文書奉書。

『鎌』21594

28 嘉元2(1304) .4.2 工藤六郎、貞景
若狭国太良保についての塩飽入道宛工藤貞景書状。追而書に貞
景が幼稚の為花押が書けない旨が記されている。

『鎌』21782

29 嘉元2(1304) .4.
工藤殿
(工藤右衛門入道、杲禅)

若狭国多烏浦刀禰の百姓等が同国汲部浦の百姓の訴えが偽訴で
あるとして陳状を提出。「前御代工藤殿御時、付両方和与御下
知時」とある。

『鎌』21813

30 嘉元2(1304) .9.3 工藤右衛門入道(杲禅)
若狭国汲部・多烏浦刀禰の百姓等の相論について、永仁4年の
工藤右衛門入道判の和与状の旨に任せて沙汰をするようにとの
左衛門尉某書状写。

『鎌』21975

31 嘉元2(1304) .12.2 地頭工藤右衛門入道(杲禅)
若狭国汲部・多烏浦刀禰の百姓等の相論についての小槻国親書
状。「地頭工藤右衛門入道代官弥五郎入道時も為訴訟」とあ
る。

『鎌』22044

弘安8(1285)以降

付表13③　得宗被官工藤氏の活動一覧＜建治元年～興国５年＞

1 建治1(1275) 「建治帳」.5.
前年に焼失した六条八幡宮の再建費用として、「工藤中務丞
跡」・「工藤右衛門入道跡」にそれぞれ五貫が配当される。

年 月 日



付表13③-2

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

32 嘉元3(1305) .5.2 工藤中務丞有清 北条時村誅殺の討手として頸を刎ねられる。 『武裏』

工藤右衛門入道(杲暁) 和田茂明処刑のため、三浦介入道のもとに使いとして赴く。 『鎌裏』

工藤左近将監 嘉元の乱の下手人を預ける使い。 『鎌裏』

34 嘉元3(1305) 工藤新左衛門尉 東の早馬として六波羅に遣わされる。 『武裏』

工藤次郎右衛門尉(貞祐) 北条時宗の忌日法要のための結番、2番筆頭。

工藤三郎右衛門尉(祐貞) 北条時宗の忌日法要のための結番、6番筆頭。

工藤左近将監 北条時宗の忌日法要のための結番、7番。

工藤右近将監(宗光) 北条時宗の忌日法要のための結番、8番。

工藤治部右衛門尉 北条時宗の忌日法要のための結番、9番。

工藤右衛門入道(杲暁) 北条時宗の忌日法要のための結番、12番筆頭。

36 徳治2(1307) .5. 工藤次郎左衛門入道理覚(頼光カ)
常陸大丞平経幹申状。舎弟時幹が外祖父工藤次郎左衛門入道理
覚の権威を笠に経幹の所領を押領。

『鎌』22977

37 徳治2(1307) .7.12 工藤七郎左(右)衛門尉 高時(6歳)の矢開にて鳥を取る。 「鳥餅日記」

38 徳治2(1307) .7.26 工藤次郎左衛門尉 高時の矢開において鳥を給仕。 「鳥餅日記」

39 延慶2(1309) 工藤二郎右衛門尉貞祐 延慶2年より貞時御分国の若狭国守護代。 「若狭国守護職次第」

40 延慶2(1309)以降 貞祐子工藤九郎祐景 若狭国守護又代官。※通称は「右衛門三郎」の間違い。 「若狭国守護職次第」

41 延慶3(1310) .3.8 工藤四(次カ)郎右衛門尉
異国降伏の祈祷を命じる御教書の内容を若狭国の寺社別当神主
に相触れるよう、代官に下知することを工藤四郎右衛門尉に命
じる得宗家公文書奉書。

『鎌』23932

42 応長1(1311) .4. 故工藤殿(右衛門入道)
長有の若狭国多烏浦百姓等への宛行状に「故工藤殿在御下知」
とある。

『鎌』24230

43 正和2(1313) .7.24 (工藤)貞祐

摂津国多田庄満願寺の寺僧が訴えている多田院の僧十乗房等が
競望して導師を請けず、仏事の障碍となっていることについ
て、今後このような違乱があれば注進するようにとの土肥九郎
宛工藤貞祐書状。

『鎌』24933

44 正和5(1316) .3.16 くどうえもん入道 南条時光の嫡子時忠の後見として判をする。 『鎌』25768

45 正和5(1316) .閏10.18 工藤右近入道(宗光)
摂津国多田院の塔供養に奉ずる馬を沙汰していなかったため、
得宗家公文所より速く沙汰するよう催促される。

『鎌』26002

46 文保1(1317) .5.10 工藤次郎右衛門尉(貞祐)
得宗家公文書奉書の宛先。摂津国多田院の僧・百姓の訴訟につ
いて、政所において訴陳の旨を執進するように命じられる。

『鎌』26172

47 元応1(1319) .1.11 工藤七郎右衛門尉 貞時の使いとして北条貞顕に御剣を届ける。 『鎌』27124

48 元応1(1319) .7.25 貞祐(工藤次郎右衛門尉)
摂津多田院両政所に対し、永仁六年の下知に任せて地頭・御家
人以下の甲乙人等による自然濫妨狼藉があった場合制禁を加え
るようにとの書状。

『鎌』27103

49 元応3(1321) .1.11 工藤左衛門次郎高景 的始の射手、2番。 『御的日記』

50 元亨2(1322) .1.10 工藤左衛門次郎高景 的始の射手、5番。 『御的日記』

工藤九郎祐長 北条貞時の十三回忌にて手長役を務める。

工藤右衛門三郎資景 北条貞時の十三回忌にて手長役を務める。

工藤二郎右衛門尉(貞祐) 北条貞時の十三回忌に一品経と銭10貫を供養。

工藤三郎右衛門尉(祐貞) 北条貞時の十三回忌に一品経と銭10貫を供養。

53 元亨3(1323) .10.26 工藤右衛門三郎資景 北条貞時の十三回忌にて手長役を務める。

工藤二郎右衛門尉(貞祐) 冷泉中納言に工藤二郎右衛門尉進上の馬と剣が贈られる。

工藤二郎左衛門尉(高景カ) 中御門侍従に工藤二郎左衛門尉進上の馬と剣が贈られる。

55 元亨3(1323) .10.27 工藤新三郎右衛門尉 北条貞時の十三回忌にて御使を務める。

工藤右衛門入道 北条貞時の十三回忌に銭20貫、馬1頭を供養。

工藤右近将監(貞光) 北条貞時の十三回忌に砂金30両、銀剣1振、馬1頭を供養。

工藤三郎右衛門尉(祐貞) 北条貞時の十三回忌に銀剣1振、馬1頭を供養。

工藤二郎右衛門尉(貞祐) 北条貞時の十三回忌に砂金50両、銀剣1振、馬1頭を供養。

工藤二郎左衛門尉(高景カ) 北条貞時の十三回忌に銀剣1振、馬1頭を供養。

56

.10.27

「大斉番文」

「供養記」

元亨3(1323) .10.

元亨3(1323) .10.25

.10.25元亨3(1323)

元亨3(1323)

徳治2(1307)

54

51

52

.5.135

.5.2嘉元3(1305)33

年 月 日
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57 元亨3(1323) .11.3 (工藤)右衛門尉貞行

工藤貞行譲状。「ひたちの国田むらの村・みち(陸奥)の国いく
の(伊具)庄・かなはらの保のうち　かた山のむらの御たいかん
しき　ならひにかまくらの西御門の地」を娘「かいす御前」に
譲る。

『鎌』28573

58 元亨3(1323) 貞景、工藤六郎左衛門尉貞景

元亨3年(1323)の「東寺供僧申状案」に、貞景の代官が所務
の先例を存知していないために我意に任せて下地以下の庶務を
押妨したとして嘉元2年(1304)～延慶3年(1310)まで六波羅
において訴陳状をやり取りしたが、得宗領であるため、延慶3
年に関東に注進したところ、貞景は権威を募り出頭しなかった
ため裁判は進まなかったとある。そして元亨3年に至っていま
だ問答を一度も遂げていないという。

『鎌』補2031

59 正中1(1324) .9.24 工藤右衛門二郎
御使として諏訪三郎兵衛とともに上洛して日野資朝・俊基両人
を捕らえる。

『武裏』

60 正中1(1324) .9.23 工藤右衛門二郎

諏方三郎兵衛尉(諏方全禅の子、諏方入道養子)と工藤右衛門二
郎が23日丑刻に京都に出発したことが「九月廿三日丑刻」の
結城宗朝書状に書かれていたことが、9月26日子刻付結城宗
広書状によってわかる。

『鎌』28835※
31512にも元亨4

年として所収

61 正中2(1325) .11.22 工藤大膳大夫入道妻 高時息の乳母の一人。 『鎌』29255

62 嘉暦1(1326) .3.29 工藤右衛門尉祐貞 蝦夷に進発。 『鎌裏』

63 嘉暦1(1326) .7.26 祐貞 工藤右衛門尉祐貞、安藤季長を捕え鎌倉に帰参。 『鎌裏』

64 嘉暦2(1327) 閏9.3 貞祐(工藤次郎右衛門尉)
多田院南大門の造営料の米銭・人夫等について沙汰をするよう
にとの得宗家公文書奉書の内容を伝える佐々布又太郎・浦上左
衛門入道宛貞祐書状。

『鎌』30026

65 嘉暦2(1327) 工藤右衛門貞祐母 駿河国で死去。 『鎌』30036

66 嘉暦3(1328) .1.9 工藤次郎左衛門尉高景 的始の射手、1番筆頭。 『御的日記』

67 元徳1(1329) .3.13 工藤右近将監(貞光カ)

金沢貞顕書状。宗正の与党等が13日の申刻に鎌倉に到着する
ので、御内侍所工藤右近将監の沙汰として、「御内之仁等」に
預けられることになる。※文書では改元前のため「嘉暦4年」
と記されている。

『鎌』30531

68 元徳1(1329) . .25 工藤三郎右衛門入道

金沢貞顕書状の追而書に(24日)巳刻に若宮神主のもとに侍所
代官が押し寄せ、神主弟と同宿していた桑原太郎が召し捕られ
た。貞顕は桑原太郎を工藤三郎右衛門入道子息としている。※
桑原氏は平姓のため、養子であろうか。

『鎌』30832

69 元徳3(1331) .6.30 (工藤)右衛門尉貞祐 十乗以後の管領についての工藤貞祐書状。(摂津多田神社文書) 『鎌』31546

70 元徳3(1331) .11.21 貞祐(工藤次郎右衛門尉)
摂津国多田院南大門供養のことについての得宗家公文所奉書の
内容を土肥孫九郎に伝える貞祐の施行状。

『鎌』31545

71 元弘1(1331) .8.6 工藤七郎右衛門入道
陰謀露見のため典薬頭長朝・前宮内少輔忠時・長崎三郎左衛門
尉高頼・工藤七郎右衛門入道・原新左衛門入道等逮捕され配
流。

『鎌裏』

72 元弘2(1332) .9.21 工藤右衛門尉貞祐 若狭国税所今富名領主代。 「今富名領主次第」

73 元弘2(1332) .10. 工藤殿(杲禅)
若狭国汲部・多烏浦地頭方年貢銭諸公事代銭請文に「応長年中
工藤殿(杲禅)御代山崎大進」とある。

『鎌』31878

74 元弘2(1332) .10. 工藤殿(杲禅) 『鎌』31879文書の案文。 『鎌』31879

76 正慶1(1332) 工藤次郎右衛門(貞祐) 正慶元年より若狭国守護代。 「若狭国守護職次第」

77 正慶1(1332) .1. 工藤次郎左衛門尉(高景)
東使として二階堂信濃入道行珍とともに上洛。人々に対する処
刑を定める。※工藤高景は安達高景の間違いであろう。

『太』①153

78 正慶1(1332) .6.3 工藤二郎左衛門尉(高景)
相模国葛原岡にて俊基の祗候人である助光が俊基に会うのを許
可する。※『太』では元徳3＝元弘元年のこととして描かれて
いる。

『太』①85-87

79 正慶1(1332) .9.20 工藤次郎左衛門尉高景 畿内西国凶徒のために上洛する軍勢の一人。 『太』①267-268

80 元弘3(1333) .1.1 工藤二郎右(左)衛門尉高景 千早城攻めの戦奉行。 「正慶乱離志」

81 元弘3(1333) 工藤二郎右衛門尉(貞祐カ) 長崎九郎左衛門師宗とともに連歌に興じる。 『太』①302

82 正慶1(1332) 工藤左衛門尉(高景) 高時の使いとして足利尊氏に上洛を促す。 『太』②16

83 元弘3(1333) .9.24 工藤治部右門二郎(貞景)

工藤治部右衛門二郎宛の津軽四郡田数・得分員数・給主の交名
について、文書を帯びているならば、これを写して提出するよ
うにとの沙弥・前加賀守・掃部助連署の奉書。※実名は「津軽
降人交名」による。

『鎌』32575

年 月 日



付表13③-4

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

84 元弘4(1334) .2.30 工藤右近入道跡(貞光カ)
陸奥国二迫栗原郷内外栗原・竹子澤内工藤右近入道跡を合戦の
勲功の賞として留守彦次郎(家任)に宛行うとの陸奥国宣。

『鎌』32855

工藤四郎左衛門入道跡 陸奥国糠部郡一戸の闕所地。

同子息左衛門尉次郎(義村)跡 陸奥国糠部郡一戸の闕所地。

工藤三郎兵衛尉跡 陸奥国糠部郡八戸の闕所地。

工藤三郎兵衛尉 捕虜となった工藤三郎兵衛尉の処分について検討される。 『大史』⑥ 1-616

工藤三郎(景資)
陸奥国糠部郡三戸(今田四郎三郎跡)の新給人工藤三郎が味方の
注進に漏れているため加えるように指示がある。

『大史』⑥ 1-617

工藤孫四郎

同孫次郎

86 建武1(1334) .8.21 貞行
女子加伊寿御前分として津軽山邊郡二想志郷内下方(大光寺合
戦の勲功として拝領)・田舎郡上冬居郷10分の3を譲る。

『青森県史』中世1
65号

87 建武1(1334) .9.6 工藤三郎景資
陸奥国衙、会田氏の闕所地(陸奥国糠部郡三戸)を工藤景資に給
付。

『大史』⑥ 1-775

建武1(1334) .12.4 公(工)藤次郎 六条河原にて誅される。

建武1(1334) .12.4 同次郎右衛門尉(貞祐) 六条河原にて誅される。51歳。

工藤左近二郎子息孫二郎義継 降伏し、安藤又太郎に預けられる。

同孫三郎祐継 降伏し、安藤又太郎に預けられる。

工藤治部右衛門二郎貞景 降伏し、安保弥五郎入道に預けられるが死去。

同舎弟孫次郎経光 降伏し、安藤五郎二郎に預けられる。

工藤左衛門次郎義村 降伏し、和賀右衛門五郎に預けられる。

工藤六郎入道道光 降伏し、中務右衛門尉に預けられる。

同三郎二郎維資 降伏し、中務右衛門尉に預けられる。

工藤四郎二郎 降伏し、二宮治部左衛門太郎に預けられる。

工藤又太郎

工藤六郎

工藤中務右衛門尉貞行 『青森県史』中世1

工藤右衛門尉貞祐法師跡 397号

91 建武2(1335) 工藤六郎左衛門尉貞景
「若狭太良荘雑掌申状案」に鎌倉時代の太良庄は正安4年
(1302)以降竹向方(貞時室カ)が給主となり、竹向方が辞退し
た後に工藤六郎左衛門尉貞景が二十余カ年知行したとある。

『大日本』①123

92 工藤六郎左衛門尉(貞景)

文書は文永5年7月のものだが、付箋に「関東領之時、給主塩
飽三郎□□(兵衛)入道給之」「同時給主北斗堂珍忍法印給□
之」「同時給主工藤六郎左衛門尉□□(給之)」とある。この付
箋は「関東領之時」とあるように鎌倉幕府滅亡後に付けられた
ものあろう。貞景は嘉暦2年に太良庄の給主となっている
(『鎌』21782、補2031、『大日本』1-123)。

『鎌』10284

93 文和2(1335) .5.20 工藤二郎 滝口において誅される。 「社務記録」

94 興国4(1343) .6.20 さたゆき
貞行後家尼しれんの譲状。娘の加伊寿御前は南部氏に嫁してい
た。

『青森県史』中世1
108号

95 興国5(1344) .2.23
こくとうゑもんのせうさたゆ
き

貞行後家尼しれんの譲状。信光(幼名力寿丸、加伊寿御前の子)
に津軽田舎郡黒石郷・同政所職を譲る。

『青森県史』中世1
109号

(筆者作成)

建武2(1335) .1.2690
津軽鼻和郡目谷郷(貞祐法師跡)・外濱野尻郷等を領知するよう
にとの北畠顕家下文。

年 月 日

「津軽降人交名」建武1(1334) .12.1489

『大史』⑥ 1-521.4.30建武1(1334)85

陸奥国糠部郡八戸の給人工藤孫四郎・孫次郎が味方の注進に漏
れているため加えるように指示がある。

降伏し、工藤六郎に預けられる。

『大史』⑥ 1-617

.6.12建武1(1334)85

88 「過去帳」
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1 宝治2(1248) .1.15 布施三郎(行忠) 的始で三番の射手を務める。 『吾』

2 建長3(1251) .1.8 布施三郎(行忠) 的調で三番の射手。 『吾』

3 建長3(1251) .1.10 布施三郎行忠 的始で四番の射手を務める。 『吾』

4 建長4(1252) .1.14 布施三郎行忠 的始で四番の射手を務める。 『吾』

5 建長4(1252) .11.18 布施三郎(行忠)
宗尊親王の始めての鶴ヶ岡八幡宮参拝に伴う的始の射手を務め
るよう催促を受ける。

『吾』

6 建長4(1252) .11.21 布施三郎藤原行忠 宗尊親王の鶴ヶ岡八幡宮参拝に伴う的始の射手を務める。 『吾』

7 建長6(1254) .1.4 布施三郎(行忠) 的調で五番の射手。 『吾』

8 建長6(1254) .1.16 布施三郎行忠 的始で三番の射手を務める。 『吾』

9 康元1(1256) .1.4 布施弥三郎(行忠) 的始の射手候補の交名に名を連ねる。 『吾』

10 康元1(1256) .1.9 布施三郎(行忠) 的調で四番の射手。 『吾』

11 嘉暦1(1226) 布施兵庫允 金澤貞顕執権就任の日の評定において孔子(くじ)役となる。 『鎌』29390

12 建武1(1334) .7.3 布施四郎(兄弟)
島津庄日向方南号乱暴狼藉謀叛人の中に、北条(名越)高家被官
として布施四郎兄弟が見える。

『南』九州101

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 康元1(1256) .1.4 大瀬三郎左衛門尉 的始の射手候補の交名に名を連ねる。 『吾』

2 康元1(1256) .1.9 大瀬三郎左衛門尉 由比ヶ浜における的始の射手選びの儀で、五番を務める。 『吾』

3 弘長1(1261) .1.1 大瀬三郎左衛門尉惟忠
将軍御行始の引出物の一の御馬を武蔵五郎時忠(宣時)とともに
引く。

『吾』

4 弘安5(1282) .2.1 大瀬藤内兵衛友国

春日神木に狼藉を働いたため流罪となった四人の武士の一人。
内訳は六波羅探題北方被官の阿原口次郎兵衛政保・伊藤左衛門
祐兼、南方(北条時国)被官の大瀬藤内兵衛友国・津尾新左衛門
清継。

『勘仲記』

5 弘安10〈1287.8.18 大瀬右衛門尉惟忠 大仏宣時に連署就任を伝える使者。 『武裏』

6 正応4(1291) .8.20 大瀬左衛門尉惟忠
寺社京下訴訟延引の際についてこれ以上延引すれば飯沼大夫判
官助宗、大瀬左衛門尉惟忠、長崎左衛門尉光綱、工藤右衛門入
道杲禅、平左衛門尉宗綱に触れて訴えると決められる。

「追加法」632

7 永仁2(1294) .4.23 大瀬左衛門入道(惟忠)
貞時の女房・播磨局の着帯の儀の祈祷の験者となることを所望
し、叶えられなければ死ぬと言った良基僧正を召し預かる。

『親記』

8 永仁2(1294) .10.5 大瀬三郎左衛門尉(惟時カ) 馬とともに河に落ちる。 『親記』

9 永仁6(1298) .1.12 大瀬次郎左衛門尉忠貞 的始で4番の射手を務める。 『御的日記』

10 正安1(1299) .1.15 大瀬次郎左衛門尉忠貞 的始で２番の射手を務める。 『御的日記』

大瀬三郎左衛門尉(惟時カ) 北条時宗の忌日法要のための結番、二番。

大瀬次郎左衛門尉(忠貞カ) 北条時宗の忌日法要のための結番、三番。

12 延慶2(1309) .6.29 大瀬三郎左衛門尉惟時
高野山金剛三昧院雑掌が訴えた河内国讃良庄について、給人惟
時に替地を充て行い、寺家に返し付けるようにとの内容の宗
宣・師時連署の関東御教書。

『鎌』23720

13 元亨3(1323) .10.27 大瀬二郎左衛門尉(忠貞カ) 北条貞時の十三回忌に銭10貫を供養。 ｢供養記｣

14 正中2(1325) .6.6 大瀬次郎左衛門尉(忠貞カ)

常陸国大枝郷給主中臣能親と地頭野本四郎左衛門尉貞光・和泉
三郎左衛門尉顕助等の鹿嶋社不開御殿仁慈門の造営に関する相
論について、給主・地頭ともに造営をするよう催促するよう、
山河判官入道・小田常陸太郎左衛門尉(貞宗)・大瀬次郎左衛門
尉・下郷掃部丞に命じられる。

『鎌』29132

15 正中2(1325) .5.9 大瀬次郎左衛門尉(忠貞カ) 関東御使として豊前国宇佐宮に神馬を送る。 『鎌』28671

16 建武1(1334) .6.12 大瀬二郎跡
陸奥国糠部郡三戸(大瀬二郎跡)の新給人岩崎大炊六郎入道が津
軽の凶徒に与同。

『大史』⑥ 1-617

17 暦応3(1340) .11. 大瀬次郎左衛門尉(忠貞カ)
「益永宇輔神馬管領文書目録写」に(元亨4年カ)5月9日付の道
意(豊前国守護代)の宇佐宮への神馬の送状(『鎌』28671)が
見える。

『南』九州1606

(筆者作成)

付表14①　甲斐工藤氏行光流布施氏・大瀬氏の活動一覧＜布施氏＞

付表14②　甲斐工藤氏行光流布施氏・大瀬氏の活動一覧＜大瀬氏＞

「大斉番文」

年 月 日

徳治2(1307) .5.111

年 月 日



付表15①

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 建久6(1195) .3.10 南条次郎 頼朝の東大寺供養に後陣の随兵の一人として供奉。 『吾』

2 元久1(1204) .10.14 南条平次（次郎） 実朝の室となる坊門信清の息女を迎えるため上洛。 『吾』

3 元久1(1204) .12.10 〔南条平次〕 実朝の室鎌倉に下着。 『吾』

4 建保1(1213) .1.2　 南条七郎(時員) 義時の沙汰の垸飯で五の御馬を曽我小太郎とともに引く。 『吾』

5 建保4(1216) ？ 南条次郎 実朝が渡宋を企てた折、宋に使わされた12人。 『善隣国宝記』74頁

6 承久3(1221) .5.22 南条七郎(時員)
承久の乱で北条泰時が京都に進発する際、従軍した側近18騎
の1騎となる。

『吾』

7 承久3(1221) .6.14 南条七郎(時員)
宇治川の浅瀬を調べるため芝田兼義が検者を求め、南条七郎が
ともに眞木嶋へ。北条時氏、南条七郎ら6騎を相具して進発。
前右大将家司主税頭長衡と幕下の下に遣わされる。

『吾』

8 承久3(1221) .6.19 〔南条七郎〕 時氏、14日に相従った者6人を酒席に呼ぶ。 『吾』

9 元仁1(1224) .6.28 南条七郎(時員)
泰時の命により、平盛綱・尾藤景綱・関実忠・安東光成・万年
右馬允・南条時員などの側近のみ泰時邸の出入りを許される。

『吾』

10 嘉禄2(1226) .10.12 南条七郎(時員)
評定所の役人として訴人が評定所に近接することを取り締まる
よう指示を受ける。

『吾』

11 寛喜1(1229) .1.15 南条七郎二郎 的始の射手、4番。 『吾』

12 寛喜1(1229) .9.9 南条七郎次郎
泰時の命により、京都の右近将監多好方のもとに和琴の秘曲を
授けてもらうため派遣される。

『吾』

13 寛喜1(1229) .12.17 南条七郎次郎
母が病気のため京都より帰参。代わりに美濃澤右近二郎が和琴
の秘曲を授けられることに。

『吾』

14 天福1(1233) .1.17 南条殿(時員)
在京の御家人が皇居旧跡に馬場を作ることを禁じるため使者と
して上洛。

『鎌』4496

南条七郎左衛門尉(時員)

南条兵衛尉

南条七郎左衛門尉(時員)

南条太郎兵衛尉

17 嘉禎2(1236) .8.4 南条七郎左衛門尉(時員) 将軍頼経が若宮大路の新造御所に移徙する際に供奉。 『吾』

18 嘉禎2(1236) .12.19 南条左衛門尉(時員) 泰時が新築した邸宅の周りに屋敷を構える。 『吾』

19 嘉禎3(1237) .1.2 南条七郎左衛門尉(時員) 時氏の沙汰の垸飯で一の御馬を北条光時とともに引く。 『吾』

南条七郎左衛門尉時〈員〉

南条兵衛次郎経忠

21 暦仁1(1238) .1.2 南条七郎左衛門尉(時員) 泰時の沙汰の垸飯で北条時頼とともに五の御馬を引く。 『吾』

南条八郎兵衛尉忠時

南条平四郎

23 延応1(1239) .1.5 南条八郎兵衛尉(忠時) 的始の射手、3番。 『吾』

24 仁治1(1240) .1.2 南条八郎兵衛尉忠時 泰時沙汰の垸飯で陸奥七郎とともに五の御馬を引く。 『吾』

25 建長1(1249) .8.14 南条七郎左衛門入道(時員) 山門の尊覚親王のもとに東使として遣わされる。 『大日本史料』5-31

26 建長6(1254) .1.4 南条左衛門〈次〉郎 的調の射手、5番。 『吾』

南条左衛門次郎

兵衛六郎

八郎兵衛尉(忠時)

28 康元1(1256) .1.9 南条兵衛六郎 由比ヶ浜での的調の射手、7番。 『吾』

29 正嘉1(1257) .1.1 南条新左衛門尉(頼員) 将軍御行始の引出物の三の御馬を北条時輔とともにを引く。 『吾』

30 正嘉1(1257) .2.26 南条新左衛門尉頼員 北条時宗の元服の儀式で時輔とともに三の御馬を引く。 『吾』

31 正嘉2(1258) .1.1 南条新左衛門尉(頼員) 時頼沙汰の垸飯で陸奥七郎業時とともに二の馬の御馬を引く。 『吾』

32 文応1(1260) .1.1 南条新左衛門尉(頼員) 将軍御行始の引出物の三の御馬を北条時輔とともに引く。 『吾』

（筆者作成）

『吾』

.1.3嘉禎2(1236)

嘉禎2(1236)

27

『吾』

16 北条朝時沙汰の垸飯で三の御馬を引く。 『吾』

的調の催促交名に3人の名前が見られるが、八郎兵衛尉と左衛
門次郎は都合が悪く、兵衛六郎のみ了承。

『吾』康元1(1256)

『吾』北条時頼の元服の儀に引き出物の馬を引いて参加。

泰時沙汰の垸飯で四の御馬を引く。

北条朝時沙汰の垸飯で二の御馬を引く。

※〔　〕内の人名は『吾妻鏡』に名前は出ていないが、記事の中に含まれていることが確実なもの。

※〈　〉内は吉川家本『吾妻鏡』での表記によって訂正したもの。

付表15①　得宗被官南条氏の活動一覧＜建久6年～文応元年＞

年 月 日

.1.3延応1(1239)

15 .1.2

.1.4

22

20 嘉禎3(1237) .4.22



付表15②

史料上の表記 事　　　項 典　拠

1 文永4(1267) .4.29 南条左衛門尉頼員
園城寺鐘楼交替につき高左衛門尉実重と園城寺に赴く。文永元
年5月2日寺門発向の時に山徒らが取った鐘を返還してきたこ
とによる。

『天台座主記』澄覚
の項

2 文永6(1269) .7.5 南条左衛門尉(頼員)
若狭国太良庄の雑掌より大番役について訴えがあり、その訴状
の裏書に河合右衛門尉・高橋右衛門尉・島田兵衛尉とともに署
判を加えている。

『鎌』10454

3 文永（年脱) .8.20 南条左衛門尉(頼員)
播磨国の御家人広峰兵衛尉代・子息治部大夫が7月9日から8
月19日までの宿直勤仕完了の注進する長祐注進状の宛名。

『鎌』11890

4 建治1(1275) .5. 南条七郎左衛門入道跡(時員)
前年に焼失した六条八幡宮の再建費用として、「南条七郎左衛
門入道跡」に三貫が配当される。

「建治帳」

5 建治1(1275) .8.7 南条新左衛門尉頼員
阿弖河庄の新雑掌従蓮が「相模式部大夫後見南条新左衛門尉頼
員舅」であった。

『鎌』11988

6 建治3(1277) .12.2 南条二郎左衛門尉(性延) 北条貞時の元服の儀に陸奥十郎と三の御馬を献じる。 『建記』

7 正応5(1292) .9.13 何(南)条二郎左衛(門)尉(性延)
北条貞時の使者として長崎木工左衛門尉とともに親玄僧正のも
とへ。衰日のため北斗護摩七日間を依頼。

『親記』

8 正応5(1292) .9.20 南条二郎左衛門尉(性延)
北斗護摩結願を終えた親玄僧正のもとに、長崎木工左衛門尉と
ともに訪問。親玄僧正、南条二郎左衛門尉は上野阿闍梨のイト
コであると記す。

『親記』

9 正応6(1293) .5.19 南条次郎左衛門尉(性延) 身固の祈祷依頼のため、使者として親玄を訪問。 『親記』

10 永仁2(1294) .1.4 南条八郎兵衛 殿中よりの使者として親玄を訪問。 『親記』

11 嘉元3(1305) .5.2 南条中務丞
北条時村斬殺の手先12名を斬首するにあたり、岩田四郎左衛
門尉宗家の身柄を相模守北条師時に預けるための使いとなる。

『鎌裏』

南条中務丞 北条時宗の忌日法要のための結番、７番。

南条左衛門尉(性延) 北条時宗の忌日法要のための結番、11番筆頭。

13 徳治2(1307) .7.12 南条左衛門尉(性延) 高時の矢開において太刀を食手1番の三浦安芸守に送る。 「鳥餅日記」

14 延慶2(1309) .7. 南条左衛門尉(性延) 熊野の悪党鎮圧のため東使として上洛。 『武裏』

15 延慶3(1310) .7.21 南条四郎左衛門尉頼直 一番引付奉行人として名を連ねる。 『鎌』24024

16 正和5(1316) .8.13 南条左衛門尉貞直 信忠を鶴岡社務職に補任するための使者として派遣される。 「社務次第」

「所職次第」

「供僧次第」

18 正和年間？ 南条左衛門入道性延
評定衆の一人であり、鶴岡八幡宮修正会の時は警固の役につい
た。

「当社記録」

19 元応2(1320) .1.10 南条弥次郎景(宗) 的始の射手、4番。 『御的日記』

20 元応3(1321) .1.10 南条弥三(次)郎景宗 的始の射手、3番。 『御的日記』

南条小二郎 北条貞時の十三回忌において御使となる。

南条孫次郎 北条貞時の十三回忌において御使となる。

南条左衛門入道(性延) 北条貞時の十三回忌に砂金50両、銀剣1振を供養。

南条四郎左衛門入道(頼直) 北条貞時の十三回忌に砂金30両、銀剣1振を供養。

22 正中1(1324) .5.10 南条次郎左衛門宗直
正中の変において長崎四郎左衛門とともに東使として上洛、日
野資朝・俊基両人を捕らえる。※史実では東使は工藤右衛門二
郎と諏訪三郎兵衛

『太』①44-45

23 正中2(1325) .12.22 南条左衛門入道(性延) 78歳で死去。 『常楽記』

24 正中3(1326) .7.27 南条左衛門尉高直
六波羅からの使者から日野俊基を受け取り、諏訪左衛門尉に預
ける。

『太』①70頁

25 年次未詳 南条
金沢貞顕書状。前欠なため内容は不明だが、「南条・長崎両
人、各月令管領候之処ニ」とある。

『鎌』29433

26 元徳2(1330) .1.14 南条新左衛門尉高直 的始の射手、1番筆頭。 『御的日記』

27 元弘年中 .1.10 南条新左衛門尉(高直)
長崎三郎左衛門尉の宿所が放火され、南条新左衛門尉らの宿所
も炎上した。得宗高時邸には及ばず。

『鎌』32185

28 元弘1(1331) .5.5 南条次郎左衛門尉(高直カ) 長崎孫四郎左衛門尉と上洛、日野俊基らを捕らえる。 『鎌裏』

29 元弘3(1333) .5.17 南条左衛門尉高直 北条守時に続き自害。 『太』①333-334

（筆者作成）

付表15②　得宗被官南条氏の活動一覧＜文永4年～元弘3年＞

摂津刑部大輔入道子息・鑑厳の鶴岡八幡宮供僧職補任にあたっ
て高時の使者として派遣される。

南条左衛門尉貞直.8.22正和5(1316)17

.5.

年 月 日

12 徳治2(1307)

「供養記」

「大斉番文」

元亨3(1323) .10.2721



付表15③-1

史料上の表記 事　　　項 『鎌』 『御書』

1 文永1(1264) .12.13 なんてうの七郎 兵衛七郎の病を聞いた日蓮が見舞いの書状を記す。 1493-98

2 文永7(1270) .12.22 上野殿母尼御前 上野殿母尼御前宛日蓮書状。 10758 1515

3 文永11(1274 .7.11 上野殿後家尼御前、上野殿 兵衛七郎の妻が供養の品を届けたことに対する日蓮書状。 1504-06

4 文永11(1274) .7.26 故上野殿(兵衛七郎)
時光が日蓮に「鵞目十連・かわのり二帖・しやうかう二十
束」を供養したことに対するお礼の手紙。

11698 1507

5 文永11(1274) .11.11 南条七郎次郎(時光)
時光が「聖人二管・柑子一篭・こんにゃく十枚・薯蕷一
篭・牛房一束」を供養したことに対する日蓮書状。

11748 1508-11

故なんてう殿(兵衛七郎)

殿(時光)

7 建治1(1275) .5.3 上野殿(時光)
時光が5月2日に「いものかしら一駄」を身延の日蓮に供
養したことに対する日蓮書状。

11897 1511-12

8 建治1(1275) .7.2 上野殿(時光)
時光が「白麦一俵・小白麦一俵・河のり五でふ」を供養し
たことに対する日蓮書状。

11942 1542

9 建治1(1275) 上野殿(時光) 時光宛日蓮書状。 12187 1526-28

南条の七郎次郎殿(時光)

南条殿(時光)

11 建治2(1276) .3.18 南条殿(時光)
時光が「いものかしら・河のり・わさび」を供養したこと
に対する日蓮書状。

12266 1530

12 建治2(1276) .閏3.24
南条殿(時光)
故殿(兵衛七郎)

時光が「かたびら一つ・しをいちだ・あぶら五そう」を供
養したことに対する日蓮書状。

12311 1531-32

13 建治2(1276) .9.15 (南条)九郎太郎
南条九郎太郎が「いゑの芋一駄」を供養したことに対する
日蓮書状。

12963 1535-36

14 建治2(1276) .12. 南条平七郎
南条平七郎が「法華経御本尊御供養の御僧膳料の米一駄・
蹲鴟一駄」を供養したことに対する日蓮書状。

12616 1536

15 建治3(1277) .5.15 上野殿(時光)
時光が5月14日に「いものかしら一駄」を供養したこと
に対する日蓮書状。

12735 1537-40

16 建治3(1277) .7.16 上野殿(時光)
時光が「むぎひとひつ・かわのり五条・はじかみ六十」を
供養したことに対する日蓮書状。※『御書』では建治元年
7月12日となっている。

12775 1512

17 建治3(1277) 上野殿(時光)
日蓮が文永11年の6月17日に身延に建てた庵室が4年経
ち朽ちているような状況の中、時光より「いも二駄」の供
養があったと記されている。

12963 1542

18 弘安1(1278) .2.25 上野殿(時光)
時光が「蹲鴟・くしがき・焼米・栗・たかんな・すづつ」
を供養したことに対する日蓮書状。

12987 1544

19 弘安1(1278) .4.1 上野殿(時光)
時光が「白米一斗・いも一駄・こんにやく五枚」を供養し
たことに対する礼と、時光の姪(石川兵衛入道と時光姉と
の娘)の死の知らせを聞いたことに対する日蓮書状。

13015 1545-46

20 弘安1(1278) .5.24 南条殿女房 南条殿女房(時光妻カ)宛日蓮書状カ。 13055 1547

21 弘安1(1278) .7.7 南条平七郎？
日蓮に供養の品を届けたことに対するお礼の手紙。南条平
七郎宛カ。

1547-49

時光が故親父(兵衛七郎)

上野殿、時光

23 弘安1(1278) .9.19 上野殿(時光)
時光が「塩一駄はじかみ」を供養したことに対する日蓮書
状。

13179 1551

24 弘安1(1278) .閏10.13 上野殿(時光)
時光が「いゑのいも一駄・かうじ一こ・ぜに六百のかわり
御ざのむしろ十枚」を供養したことに対する日蓮書状。※
『御書』では10月12日となっている。

13227 1552

故上野殿(兵衛七郎)

九郎太郎

上野殿(時光)

故上野殿(兵衛七郎)

27 弘安2(1279) .4.20 上野殿(時光) 時光宛日蓮書状。 13559 1555-58

22

時光が「餅九十枚・薯蕷五十本」を供養したことに対する
日蓮書状。

13355 1554-55.1.3弘安2(1279)26

弘安1(1278) .7.8
時光が「むぎのしろきこめ一駄・はじかみ」を供養したこ
とに対する日蓮書状。

13108

弘安1(1278)25 13244南条九郎太郎宛日蓮書状。 1553-54

付表15③　得宗被官南条氏の活動一覧＜南条時光を中心とする一族(1)＞

 月 日

10 建治2(1276) .1.19
時光が「もちゐ・七十まい・さけひとつつ・いもいちだ・
河のりひとかみぶくろ・だいこんふたつ・やまのいも七ほ
ん等」を供養したことに対する日蓮書状。

文永12(1275)6 時光宛日蓮書状。

※日蓮の書状については『鎌倉遺文』の史料番号と『御書』のページ数のみ記した。

.11.1

12205 1529-30

11808 1510

1549-50



付表15③-2

史料上の表記 事　　　項 『鎌』 『御書』

28 弘安2(1279) .8.8 上野殿(時光)
時光が「鵞目一貫・しほ一たわら・蹲鴟一俵・はじかみ少
少」を供養したことに対する日蓮書状。

13668 1559

29 弘安2(1279) .11.6 上野賢人殿(時光) 熱原の法難に関しての日蓮の返事。 13761 1560-61

30 弘安2(1279) .12.27 上野殿(時光) 時光が「白米一だ」を供養したことに対する日蓮書状。 13813 1561-62

31 弘安3(1280) .1.11 上野殿(時光)
時光が「十字六十枚・清酒一筒・薯蕷五十本・柑子二十・
串柿一連」を供養したことに対する日蓮書状。

13834 1562

故上野殿(兵衛七郎)

上野殿(時光)

33 弘安3(1280) .7.2 上野殿(時光)
時光が6月15日に日蓮のもとを訪れたことに対する日蓮
書状。

14011 1564-65

上野殿(時光)

日若御前

南条七郎五郎殿

上野殿(時光)

36 弘安3(1280) 故なんてうの七らうこらう
「はくまいひとふくろ・いも一だ」を供養したこと、時光
の弟・七郎五郎の死についての日蓮書状。

14085 1566

南条故七郎五郎殿

故上野殿(兵衛七郎)

上野殿母尼御前

上野殿(時光)

故五郎殿

故五郎殿

上野尼御前

上野殿(時光)

故五郎殿

41 弘安4(1281) 故五郎殿 時光の弟・七郎五郎の死についての日蓮書状。 14347 1567

42 弘安4(1281) .9.20 上野殿(時光)
時光が「いゑのいも一駄・ごばう一つと・大根六本」を供
養したことに対する日蓮書状。

14462 1579

故五郎殿

上野尼御前

こ五郎殿

上野殿母御前

上野殿(時光)

故五郎殿、故殿(兵衛七郎)

46 弘安5(1282) .2.25 なんてうの七郎次郎時光
伯耆房宛日朗書状に「なんてうの七郎次郎時光は身はちい
さきものなれとも、日蓮に御こゝろさしふかきもの也」と
ある。

14580 -

47 弘安5(1282) .2.28 故上野(兵衛七郎)
日蓮書状。「はは故上野は信じまいらせ候いぬ、又此の者
敵子となりて人もすすめぬに心中より信じまいらせて」と
あるので、「此の者」は時光と考えられる。

14582 1586-87

48 弘安5(1282) .3上旬 南条氏
日蓮書状。「昭和定本」の脚注に「弘安五年三月上旬南条
氏へ」とある。

14591 なし

49 弘安5(1282) .8.18 上野殿(時光)
時光の館の棟札を書いて伯耆公を遣わすとの日蓮書状。※
『御書』では建治元年となっている。

14690 1513

50 弘安5(1282) .10.16 南条七郎次郎(時光) 日蓮の葬儀に散華の役として参列。 14722 -

（筆者作成）

 月 日

44

弘安5(1282)45 .1.20

.12.8弘安4(1281)

40

43

.10.24弘安3(1280)37

弘安3(1280)34

弘安3(1280) .9.6

14268

.11.15弘安4(1281)

14543 1585
時光が「八木一俵・白塩一俵・十字三十枚・いも一俵」を
供養したことに対する日蓮書状。

14516 1583-84

時光の母が「乃米一だ・聖人一つつ・二十ひさげか・かつ
かう・ひとかうぶくろ」を日蓮に送ったことに対する日蓮
書状。七郎五郎の死から「二ケ年十六月四百余日にすぎ
候」とある。

1577

1580-82
時光の母が「しら牙一駄四斗定あらひいも一俵」を日蓮に
送ったことに対する日蓮書状。時光母の父・故松野六郎左
衛門入道の忌日や七郎五郎について触れられている。

14505

弘安4(1281) .3.18
時光が「蹲鴟一俵」を供養したことに対する日蓮書状。七
郎五郎のことについても触れられている。

弘安3(1280)38

時光の母が「聖人ひとつつ・ひさげ十か・十字百・あめひ
とをけ・二升か・柑子ひとこ・串柿十くし」を日蓮に送っ
たことに対する日蓮書状。七郎五郎について「故五郎殿は
とし十六歳・心ね・みめかたち人にすぐれて候いし上・男
ののうそなわりて万人に・ほめられ候いしのみならず、を
やの心に随うこと・水のうつわものに・したがい・かげの
身に・したがうがごとし」とある。

14234 1575-76弘安4(1281) .1.1339

.12.27
時光が「しら牙二石並びにいもの鵄一だ」を供養したこ
と、七郎五郎の死から百ヶ日経ったことについての日蓮書
状。

時光の母が七郎五郎の四十九日の菩提を弔うために「鵞目
両ゆひ・白米一駄・芋一駄・すりだうふ・こんにやく・柿
一篭・ゆ五十等」を日蓮に送ったことに対する日蓮書状。
兵衛七郎が死去した際母は七郎五郎を懐妊中だったとあ
る。

14153 1568-73

14223 1573-75

35

1563-64

時光の男子に「日若御前」と名乗らせるようにとの日蓮書
状。

14062 1566.8.26

時光が「故上野殿・御忌日の僧ぜん料米一たはら」を供養
したことに対する日蓮書状。

弘安3(1280) .3.832 13875

時光の弟・七郎五郎の死についての日蓮書状。七郎五郎は
6月15日には時光とともに日蓮のもとを訪れていた。

14084 1567-68



付表15④-1

史料上の表記 事　　　項 典　拠

1 永仁6(1298) .2.15 南条七郎次郎平時光
駿河北山本門寺棟札に「大施主地頭石川孫三郎源能忠」と並ん
で「大施主南条七郎次郎平時光」とある。

『鎌』19605

南条兵衛七郎子息七郎次郎平
時光

「日興第一弟子也」と記される。なお、文書の最後に「南条七
郎次郎後次郎左衛門尉後出家沙弥大行親父給也」と記されてい
る。

南条平七郎
駿河国富士上方成出郷給主南条平七郎の母は越後坊の弟子で
あったと記される。

上野殿家人
富士上野弥三郎重光が「上野殿家人」であったと記されてい
る。

南条兵衛七郎女子
本尊を授与された女子の中に「南条兵衛七郎女子、石川新兵衛
入道後家尼」の名がある。

3 正安1(1299) .6.30 南条兵衛入道行増孫子
忠識の注進状に日目について「文応元年ｶﾉﾍｻﾙ御誕生也、（中
略）豆州仁田郡畠郷人也、（中略）奥州新田太郎重房嫡子五郎
重綱ノ五男ナリ、母方南條兵衛入道行増孫子也」とある。

『鎌』20150

4 嘉元3(1305) .11.13 上野殿(時光) 卿御房宛日興書状の中に「上野殿の御文」とある。 22463

5 徳治2(1307) .2.17 南条七郎二郎(時光)
富士上方上野郷一分給主新田五郎後家尼蓮阿に所当米以下公事
の事で訴えられたことについて弁済の命が出される。

『鎌』22860

南条左衛門三郎 『鎌』23601

南条左衛門二郎時忠

左衛門尉時光 『鎌』23602

大行(時光) 『鎌』25767

二郎(時忠) 『鎌』25768

8 文保1(1317) .7.13 南条殿（時光カ） 「故尼御前」（時光母カ）の供養についての時光宛日興書状。 『鎌』26269

大行(時光) 『静岡県史』

南条左衛門二郎(時忠) 資料編5-1691

10 正中1(1324) .2.13 大行(時光) 上野郷の屋敷を売却。 『鎌』28665

11 正中2(1325) .12.30 南条□□五郎時綱 時綱、日興より本尊を賜る。
『日興上人御本尊

集』225号

沙弥大行(時光)

南条左衛門三郎

13 元弘1(1331) .11.18 南条二郎左衛門入道大行
時光、娘が死去したため、娘に譲るはずであった駿河国蒲原庄
関島の半分を孫の鬼鶴に譲る。

『鎌』31543

14 元徳4(1332) .4.28
なんてう二郎さゑもん入たう
大きやう

尼(鬼鶴)、時光より譲り得た駿河国蒲原庄関島の田・在家を日
道に譲る。

『鎌』31743

15 正慶１(1332) .5.1 大行尊霊 時光74歳で死去。 「妙蓮寺過去帳」

平(南条)時綱

節房丸

南条左衛門太郎 日興の葬儀に参列。花。

南条左衛門三郎 日興の葬儀に参列。花。※『県史』にはなし

南条左衛門四郎 日興の葬儀に参列。花。

南条左衛門五郎 日興の葬儀に参列。御影。

南条左衛門七郎 日興の葬儀に参列。花。

南条七郎若宮 日興の葬儀に参列。花。

南条彦太郎 日興の葬儀に参列。花。

18 元弘3(1333) .8.10 南条左衛門四郎時綱
「伊豆国御家人南条四郎左衛門尉時綱」着到状。※検討の余地
あり

『鎌』32463

19 建武1(1334) .7.21 南条太郎兵衛尉高光母儀
高光の母、駿河国富土(士)上方上野郷内左近入道在家一宇をめ
ぐり由井四郎入道妻女と相論。高光母に知行が認められる。

『南』関東編113

20 建武5(1338) .5.5 平(南条)時綱 時綱、大石寺の東方の時綱所領を宰相阿闍梨に寄進。 『南』関東編826

16 元弘2(1332) .12.26

17
『静岡県史』

資料編5-1801

「分与帳」

次男時忠の死去に伴い、三男への譲りを再度確認。 『鎌』29348

時綱、節房丸に上野郷の在家一宇を譲る。 『鎌』31938

正中3(1326) .2.8

年 月 日

6 延慶2(1309) .2.23
時光、三男に伊豆南条のうち武正名を譲る。次男時忠に鎌倉の
屋敷、上野郷などを譲る。

2 永仁6(1298)

7 正和5(1316) .3.16 時光、時忠に置文、後見人等の判の注文を残す。

9 元亨1(1321) .7.25

付表15④　得宗被官南条氏の活動一覧＜南条時光を中心とする一族(2)＞

時光、時忠に丹波国守利名の在家一宇を譲る。

元弘3(1333) .2.8

12



付表15④-2

史料上の表記 事　　　項 典　拠

南条節丸

南条太郎兵衛尉(高光)

南条節丸

南条太郎兵衛尉(高光)

なんてうの四郎さへもんのせ
う(時長)

平時綱

24 暦応4(1341) .3.18 南条四郎左衛門尉時長
大石寺の東大門に関しては「殿入道」の寄進に相違があっては
ならないとの安房坊主への返事。

『南』関東編1196

25 貞和2(1346) .6.3 南条太郎兵衛尉高光
高光が丹波国小椋庄内田畠在家並山林等を久下次郎入道仙阿が
押領したとして訴えたことに対して、仙阿の代理人である菅原
義成が請文を提出。

『南』関東編1625

26 貞和2(1346) .7.3 南条太郎兵衛尉高光
高光と久下仙阿の相論について、守護代国範の手を経て山名時
氏のもとに届いた義成の請文を、時氏が室町幕府に送る。

『南』関東編1632

南条左衛門次郎時忠後家平氏

南条次郎左衛門入道大行女子
乙松・乙一女等

南条太郎兵衛尉高光

南条左衛門次郎時忠(忠時)

（筆者作成）

『南』関東編905暦応1(1338) .12.4

21 暦応1(1338) .10.9
高光の節丸の相論について、節丸の異議申し立てを心玄が伊達
蔵人五郎に報告。

『南』関東編885

貞和2(1346) .11.
丹波国小椋庄内田畠在家並山林等について、高光が南条左衛門
次郎忠時を訴える。

『南』関東編166728

27 貞和2(1346) .7.18
時忠後家平氏代時直と時光の娘乙松・乙一等との間で起きた、
上野郷内田在家を巡っての相論について、道恵が論人の時光娘
たちの請文を取り次ぐ。

『南』関東編1637

『南』関東編924
時綱が大石寺の東方の時綱所領を宰相阿闍梨(日郷)に寄進した
ことを伝える時長と宰相阿闍梨宛置文。

暦応2(1339) .2.1523

22

年 月 日

家綱と心玄、高光に対し、高光と節丸の相論について、浅羽三
郎入道を奉行として再度判決が行われること、そして証文や今
までの訴陳状を調え、来る十五日までに判決の時を遂げると伝
える。



付表16①

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 建保1(1213) .2.16 安東次郎忠家
安念の白状によってわかった謀反人の一人・和田平太胤長の身
柄を金窪行親とともに預かる。

『吾』

2 建保1(1213) .3.9 忠家 和田胤長を金窪行親と忠家の手から二階堂行村に引き渡す。 『吾』

3 建保1(1213) .4.2 忠家
義時、拝領した和田胤長邸を以前の給人を追い出して行親と忠
家に分け与える。

『吾』5.3条

4 建保1(1213) .5.3 忠家
義時の命により、金窪行親とともに和田合戦の死骸を実験。仮
屋を由比浜の汀に構え、義盛以下の首を取り集める。日暮れに
なったのでそれぞれ松明を取った。

『吾』

5 建保1(1213) .5.4 忠家
実朝、二階堂行村を奉行とし、和田合戦の際に負傷した軍士た
ちを集めて実検を加える。金窪行親と忠家がこれを補佐。

『吾』

6 建保1(1213) .5.6 忠家
義時、二階堂行村・金窪行親・忠家に命じて和田合戦で死亡し
た者・生け捕りした者の交名を注進。

『吾』

7 建保1(1213) .5.6 安東四郎兵衛
和田合戦において義時側の武士で討たれた人々の交名の中に名
前がある。

『吾』

8 建保1(1213) .8.3 忠家
御所の上棟の最中に起こった騒動を義時の命で金窪行親ととも
に鎮圧。

『吾』

9 承久1(1219) .1.27 安東次郎忠家
長尾新六定景が討ち取った公暁の首を義時が見る際に指燭を取
る。

『吾』

10 <年次未祥> .6.4 忠家
阿蘇大宮司惟次の訴えにより、四か所の狩倉の新儀を停止する
よう野呂次郎に命じる義時袖判奉書を発給。

『大古』13①22

11 <年次未祥> .6.26 忠家
甲佐の社司の訴えにより、神田の違乱を停止するよう平田某に
命じる義時袖判奉書を発給。

『大古』13①23

12 承久3(1221) .5.25 安東兵衛尉忠家
義時の命に背いて蟄居していたのが、承久の乱の際に泰時上洛
を聞き、泰時のもとに駆けつけ付き従う。

『吾』

13 承久3(1221) .6.14 安東兵衛尉忠家
宇治川の合戦で芝田義兼・春日貞幸に続き、佐々木信綱・中山
重継らとともに宇治川を渡ろうとする。

『吾』

14 承久3(1221) .6.14 安東平次兵衛尉 宇治川の合戦で死亡。 『吾』6.18条

15 承久3(1221) .6.14 安東兵衛尉
忠家の手の者・肥前房の小舎人童が敵の山口兵衛尉を生け捕り
にする。

『吾』6.18条

16 建長7(1255) .10.24 安東兵衛尉

越後国小泉庄内牛屋条地頭色部右衛門尉公長と同国荒河保地頭
荒河四郎景秀の相論に関する関東下知状案。証拠として挙げら
れている文書の中に「九月六日不記年号、安東兵衛尉忠―家字有

憚、奉書」がある。

『鎌』7911

（筆者作成）

年 月 日

付表16①　得宗被官平姓安東氏の活動一覧＜建保元年～建長7年＞



付表16②-1

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 文永6(1269) .6.10 蓮聖 大輔律師(祐遍)宛安東蓮聖書状。 『鎌』10449

2 文永8(1271) .3.12 蓮聖 菩提院故僧正御房の御借物の事についての蓮聖書状。 『鎌』10798

3 文永8(1271) .4.
安東平右衛門入道蓮聖
蓮聖

蓮聖が悪僧暹尋僧都を相語らい、関東の式目に違背していると
して年貢運上船から若干の勝載物を移し取ったとして、越中国
石黒庄内山田郷の雑掌が訴える。

『鎌』10825

4 文永10(1273) .4.24 安東平右衛門入道
摂津国多田院造営について、聖・政所は蓮聖の成敗に従うよう
命ぜられる。

『鎌』11252

5 文永10(1273) .12.17 平右衛門
摂津国多田院の年貢・御堂造営分について、未進の者は蓮聖の
前においてすぐに支払うよう命じられる。

『鎌』11502

6 文永11(1274) .5.29 安東平次郎左衛門入道尊心
甲佐社中司・安東平次郎左衛門入道尊心の訴えによる甲佐社内
阿蘇殿造営の事についての北条宗頼書状。

『鎌』11662

7 建治1(1275) .5.9 安東平右衛門入道
日吉社彼岸用途として、預所の得分については安東平右衛門入
道の知行の例に任せて取るようにと定められる。

『鎌』11907

8 弘安4(1271) .3.23 安東二郎入道殿
摂津国多田院金剛堂注進状に「安東二郎入道殿本田政所」とあ
る。

『鎌』14271

9 弘安7(1284) .1.29 安東平右衛門入道
摂津の国中の寺社別当・神主等に相触れ、異国降伏の祈祷を行
うようにとの安東平右衛門入道宛六波羅施行状案。

『鎌』15059

10 弘安8(1286) .閏.12.13 安東平右衛門入道 安東平右衛門宛逸見有綱書状。 『鎌』16099

11 正応5(1292) .7.10 安東平右衛門 使者として親玄を訪問。 『親』

12 永仁1(1293) .3.6 安東平右門 使者として親玄を訪問。 『親』

13 永仁2(1294) .1.10 平右衛門尉 貞時の申次として見える。 『親』

安東(？)実舜

安東(？)実憲

右衛門尉助泰

沙弥蓮聖

16 乾元1(1302) 安東平右衛門入道蓮聖 福泊嶋を築く。 「峯相記」

17 徳治1(1306) .6.12 安東平右衛門入道
「昭慶門院御領目録」の「浄金剛院領」として「摂津国生魂新
庄并福嶋庄安東平右衛門入道御油一石、大宮院御時、依申子細被減五斗、」と
ある。

『鎌』22661

18 徳治2(1307) .5. 安東四郎右衛門入道 北条時宗の忌日法要のための結番、1番。 「大斉番文」

19 徳治2(1307) .5. 安東平内右衛門入道 北条時宗の忌日法要のための結番、9番。 「大斉番文」

20 正和4(1315) .2.22 (安東)助泰 助泰書状。 『鎌』25411

(安東)右衛門尉助泰

安東平内右衛門入道

22 正和4(1315) .9.11 (安東)助泰 助泰書状。 『鎌』25413

23 正和4(1315) .11.11 (安東)助泰
久米多寺長老宛助泰書状。久米多寺に鎮守上棟のための馬一疋
を進上する。

『鎌』25414

24 正和4(1315) .11.24 (安東)助泰 久米多寺侍者宛助泰書状。 『鎌』25415

25 正和4(1315) .12.3 (安東)助泰 助泰書状。 『鎌』25416

26 正和4(1315) (安東)助泰 久米多寺侍者宛助泰書状。 『鎌』25417

27 正和4(1315) .6.21 道常(安東平内右衛門入道)
御内御恩の地・播磨国五筒(箇)庄内䖣草北村を公私の追善のた
めに円覚寺に寄進。

『鎌』25551

28 正和4(1315) .6.21 道常(安東平内右衛門入道)
播磨国五筒(箇)庄内䖣草北村を円覚寺に寄進したことを記した
道常の置文。

『鎌』25552

29 元応1(1319) .9.21 安東四郎右馬入道 上洛し、京都御成敗并六ヶ国を返される。 『武裏』

30 元応2(1320) .12.25 安東平内右衛門入道
「相模円覚寺文書目録」に「一通五箇庄内䖣草北村安東平内右
衛門入道寄進状正和四年六月廿一日」とある(『鎌』25551文
書のことであろう)。

『鎌』27667

31 元亨3(1323) .10.27 安東平右衛門尉 被物十一重、念珠を供養。 ｢供養記｣

32 正中2(1325) .10.20 (安東)助泰 久米多寺知事宛助泰請文。 『鎌』29233

33 正中2(1325) .7.12 (安東)助泰 久米多寺侍者宛助泰書状。 『鎌』29234

付表16②　得宗被官平姓安東氏の活動一覧＜文永6年～建武5年＞

和泉国中村庄領主職半分の安東実舜(童名壽命丸)相伝の地を久
米多寺に寄進するとの実舜・実憲連署の寄進状。

『鎌』20932.12.21正安3(1301)14

年 月 日

安東助泰・沙弥蓮聖連署書下を発給。貼紙に「安東平右衛門助
泰」とある。

『鎌』21189乾元1(1302) .8.12

『鎌』25412
久米多寺方丈御寮宛助泰書状。文中に平右衛門入道の状を進上
する旨しるされている。

.5.28正和4(1315)21

15



付表16②-2

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

34 嘉暦2(1327) .1.11 安東平次重高 的始において五番の射手を勤める。 『御的日記』

35 元徳3(1331) .5.5 安東平二郎左衛門入道 死去。53歳。 『常楽記』

36 元弘2(1332) 安東平右衛門入道蓮聖
「豊後由原宮年中行事次第」に豊後国佐賀郷について「相模守
殿御領、給主安東平右衛門入道蓮聖」とある。

『鎌』31661

37 建武5(1338) .1.10 安東平次右衛門入道
足利尊氏、安東蓮聖領の摂津国美作庄を河内国新開庄の替とし
て備後国因島(北条泰家跡)とともに寄進。

『南』中国・四国編
704

(筆者作成)

年 月 日



付表17-1

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 承久3(1221) .5.22 安東藤内左衛門尉 承久の乱で北条泰時が京都に進発する際、従軍した18騎。 『吾』

安東藤内 宇治川の合戦で負傷。 『吾』6.18条

安東藤内左衛門尉 宇治川の合戦で死亡。 『吾』6.18条

3 承久3(1221) .6.24 安東新左衛門尉光成
前日23日に定められた承久の乱における「洛中城外謀坂之
輩」の処罰を記した「関東事書」を泰時・時房のもとに届ける
ため鎌倉を発つ。

『吾』

4 承久3(1221) .6.29 安東新左衛門尉光成 京都に到着。 『吾』

5 貞応1(1222) .12.13 安東左衛門尉(光成)
前日の義時室（伊賀氏）の安産により、験者以下に御衣・御馬
を賜ることになり、験者の分の御馬を光成が引き、医師・陰陽
師の分は原左衛門尉と大野新右近将監が引いた。

『吾』

6 元仁1(1224) .6.28 安東左衛門尉(光成)
泰時の命により、平盛綱・尾藤景綱・関実忠・安東光成・万年
右馬允・南条時員などの側近のみ泰時邸の出入りを許される。

『吾』

7 嘉禄2(1226) .10.12 安東左衛門尉(光成)
評定所の役人として訴人が評定所に近接することを取り締まる
よう指示を受ける。

『吾』

8 寛喜2(1230) 閏1.10 安東藤内 石河次郎とともに六波羅より神護寺に差し遣わされる。 『鎌』3925

9 天福1(1233) .9.29 安東左衛門尉光成
藻壁門院藤原竴子（将軍頼経の姉）崩御のため仙洞と北白河院
のもとへ武州の御使として上洛（将軍の御使は伊賀仲能）。

『吾』

10 嘉禎2(1236) .12.19 安東左衛門尉(光成) 泰時が新築した邸宅の周りに側近たちと共に屋敷を構える。 『吾』

11 仁治1(1240) .10.10 安東藤内左衛門尉(光成)
泰時邸において山内の道路を造ることについての審議があり、
光成がこれを奉行。

『吾』

12 寛元2(1244) .3.28 安東左衛門五郎
伊東もしくは安東左衛門五郎。「吉川本」により安東とする。
経時の使者として、訴人を送り遣わす。

『吾』

13 寛元4(1246) .10.13 安東左衛門光成
後嵯峨上皇に対し、太政大臣西園寺実氏を関東申次とすること
を奏薦し、併せて徳政実施のことを奏話。

『葉黄記』

14 宝治2(1248) .10.6 安東左衛門光成
蓮華王院の修理費として「関東知行庄々八カ所」を献身するた
め上洛。

『葉黄記』

15 宝治2(1248) .閏12.20 安東五郎太郎
時頼の使者として実時のもとを訪れ、的調を年内に行う事を停
止し、明春に行うようにとの命を伝える。

『吾』

16 建長3(1251) .5.15 安東五郎太郎
時頼の使者として隆弁のもとを訪れ、時頼室（重時女）の出産
について尋ねる。

『吾』

17 建長3(1251) .6. 安藤五郎入道光信
「摂津多田荘政所荒野寄進状寫」に「古目録曰、安藤五郎入道
光信」とある。

『鎌』補1487

18 建長3(1251) .8.24 光信(安東五郎左衛門入道)
寺領白草百姓等公事検断の事についての円覚坊別当僧正宛書
状。

『鎌』補1490

19 建長4(1252) .1.14 安東左衛門光成
多賀谷五郎景茂について、的始当日の朝に時頼が安東光成を使
者として「可然依不在射手。可被止」と小侍所に命じて景茂を
止める。

『吾』

20 建長4(1252) .5.26 安東藤内左衛門尉光成
飛鳥井教定の泉谷の邸宅を壊す奉行人として後藤基綱・二階堂
行義・清原満定・安東光成・安部為親・賀茂以平らがその場に
赴く。

『吾』

21 建長4(1252) .10.3 安東左衛門尉光成
時頼の室の着帯の儀。時頼の使者として御帯を隆弁の雪下の本
坊へ持参。

『吾』

22 建長6(1254) .2.4 安東藤内左衛門尉(光成)
右馬助親家の宿所の失火により、北条時定（時房の子）・光成
の家も炎上。

『吾』

23 建長6(1254) .10.6 安東左衛門尉光成
時頼の娘が誕生し、光成が禄物を奉行。万年九郎兵衛尉以下の
祗候人が所役を勤める。

『吾』

24 正嘉1(1257) .1.1 安東藤内 将軍御行始の引出物の一の御馬を北条業時とともに引く。 『吾』

25 正嘉1(1257) .8.17 安東左衛門尉光成
清原満定と光成、大慈寺供養の方違えのため、陰陽師とともに
山に登りふさわしい方角を注進するよう命じられる。

『吾』

26 正嘉1(1257) .8.18 光成 清原満定と光成、陰陽師とともに評定所において方角を注進。 『吾』

27 正嘉1(1257) .9.18 安東藤内左衛門尉光成
勝長壽院造営始めの安東光成・工藤光泰（相州禅室御方）、藤
民部大夫入道道仏（奥州禅門御方）・四方田景綱（相州御方）
とともに諸堂雑掌をつとめる。

『吾』

年 月 日

承久3(1221) .6.142

付表17　得宗被官藤姓安東氏の活動一覧



付表17-2

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

28 正嘉2(1258) .1.1 安東刑部左衛門尉 時頼沙汰の垸飯で北条時村とともに三の御馬を引く。 『吾』

29 文応1(1260) .1.1 安東新左衛門尉 時頼沙汰の垸飯で北条時忠（宣時）とともに三の御馬を引く。 『吾』

30 弘長1(1261) .1.1 安東宮内左衛門尉(景光) 時頼沙汰の垸飯で北条顕時とともに三の御馬を引く。 『吾』

31 弘長3(1263) .1.3 安東宮内左衛門尉景光 長時沙汰の垸飯で北条宗頼とともに一の御馬を引く。 『吾』

32 弘長1(1261) .1.4 安東左衛門尉光成
鶴岡供奉の散状について、時頼の嫡庶の順に関する意を実時に
伝える。

『吾』

33 弘長3(1263) .11.20 安東左衛門尉(光成)
長崎次郎左衛門尉、尾藤太景氏、宿屋左衛門尉・安東左衛門尉
らとともに臨終の時頼の枕許に祗候。

『吾』

34 文永8(1271) .11. 安東宮内左衛門尉(景光) 出雲国の相撲・舞の頭役、3番。 『鎌』10922

35 弘安4(1281) .閏7.5 安東左衛門二郎しけつな 関東の御使として博多に到着。 「竹崎季長絵詞」

36 永仁1(1293) .4.29 安東宮内左衛門 頭を切られる。 『親』

37 永仁1(1293) .5.13 安東重綱 親玄に評定に出仕するようにと伝える使者。 『親』

38 永仁1(1293) .6.27 安東新左衛門 親玄に身固を依頼。 『親』

39 永仁3(1295) .2.23 安東新左衛門 南都の事で上洛。 『永記』

40 永仁3(1295) .閏2.21 安東新左衛門 京都より帰着。 『永記』

41 永仁3(1295) .閏2.23 安東 評定の場で南都の事を報告。 『永記』

42 永仁3(1295) .閏2.25 安藤左衛門尉重綱 式の評定の場で南都の事を訓釈。 『永記』

43 永仁5(1297) .10.26 景員
肥前国水上寺に関しての平岡右衛門尉への得宗家公文書奉書の
奉者。

『鎌』19490

44 永仁6(1298) .1.12 安東又次郎成重 的始の射手、4番。 『御的日記』

45 正安3(1301) .3.3 安東左衛門尉重綱

鹿嶋社権禰宜実則子息大禰宜則氏が常陸国大窪郷内塩行倉村田
五町・在家五宇について、大夫僧正坊忠源が新平三郎左衛門尉
盛貞跡として拝領したことに対し、盛貞は地頭ではなく、名主
の儀なしとして訴えたことに関する関東下知状。由緒を重綱に
尋問し、重綱が請文を提出したらしい。

『鎌』20723

46 乾元1(1302) .10.24 （安東カ）左衛門尉重綱
執権北条師時の袖判御教書の奉者として、「惣検校」と工藤木
工左衛門尉に蒲御厨の神寺社の造営を命じる（遠江蒲神明宮文
書）。

『鎌』21266

47 徳治2(1307) .5. 安東左衛門尉 北条時宗の忌日法要のための結番、７番筆頭。 ｢大斉番文｣

48 正和1(1312) .8.22 安東四郎左衛門尉(景顕？) 安東四郎左衛門尉(景顕)宛静玄・実静連署書下案。 『鎌』24640

49 正和4(1315) .12.28 安東左衛門入道 申刻、安東左衛門入道上下三百余人、関東より上洛。 『鎌』25704

50 正和5(1316) .1.3 安東左衛門入道父子 京極為兼を召捕える使者。 『武裏』

51 正和6(1317) .2.24 安東一門
安東一門内藤左衛門入道、女房、土佐昌俊房子息をはじめとす
る旦那を直銭拾五貫文で売り渡すとの法眼覚受・藤原行春連署
の売券。

『鎌』26086

52 正和年間？ 安藤左衛門入道昌顕 評定衆であり、鶴岡八幡宮修正会の時は警固の役についた。 「当社記録」

53 文保1(1317) .5.7 (安東)左衛門尉藤原景綱
大隅国守護代景綱、大隅国台明寺衆徒が訴える大隅国目代甲斐
阿闍梨盛範の狼藉についての請文を守護・北条時直に提出。

『鎌』26169

54 文保1(1317) .5.8 守護代景綱
大隅国守護代景綱の請文を守護・北条時直が請取り、台明寺に
伝える。

『鎌』26170

55 文保1(1317) .9. 安東四郎左衛門尉景綱、景綱
大隅国台明寺雑掌長慶、大隅国守護代安東四郎左衛門尉景綱の
代官・惟村以下の在庁の御家人の狼藉を静め、盛範の狼藉を停
止せられんことを重ねて訴える。

『鎌』26381

56 元応1(1319) 安東藤内左衛門 日蓮宗と他宗の法論を傍聴。 「問答記録」

57 元亨3(1323) .4.18 沙弥（安東藤内左衛門尉） 土佐国守護領河副山内長徳寺の院主職の相論に関する書下。 『鎌』28382

58 元亨3(1323) .10.25 安東左衛門入道 北条貞時の十三回忌に一品経と銭10貫を供養。 ｢供養記｣

59 元亨3(1323) .10.25 安東五郎左衛門尉泰能 法華八講で手長役人を勤める。 ｢供養記｣

60 元亨3(1323) .10.26 安東五郎左衛門尉泰能 手長役を務める。 ｢供養記｣

61 正中1(1324) .9.23 安東入道 諏訪入道とともに資朝・俊基・三位房を尋問。 『鎌裏』

62 正中2(1325) .6.2 沙弥（安東藤内左衛門尉） 土佐国守護領河副山内長徳寺の院主職の相論に関する下知状。 『鎌』29125

年 月 日



付表17-3

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

63 正中2(1325) .6.5 沙弥(安藤藤次左衛門入道) 土佐国守護領河副山内長徳寺の院主職の相論に関する下知状。 『鎌』29130

64 (正中3＝嘉暦1) 安東左衛門尉貞忠 金澤貞顕が執権に就任された日の評定において参否役となる。 『鎌』29390

65 嘉暦1(1326) .1.17 安東左衛門尉貞忠
金沢貞顕の孫・忠時、高時のもとに参候したのち、御所に参
候。高時の御使が貞忠であったという。

『鎌』29313

66 嘉暦4(1329) 安東左衛門五郎
金沢崇顕(貞顕)書状。北条時直の使者安東左衛門五郎、今朝下
着。

『鎌』30635

67 元弘2(1332) .9.20 安藤藤内左衛門尉 高時、北条一門の他関東八カ国の軍勢を京都に遣わす。 『太』①267-268

68 元弘3(1333) .1. 安東藤内左衛門入道円光 千早城攻めの軍奉行。 「正慶乱離志」

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

安藤太郎左衛門入道(祥兼)

同孫三郎入道

同左衛門太郎(則兼)

同左衛門三郎(則満)

同十郎

同三郎(基兼)

同又次郎

同新左衛門

同七郎三郎

同藤次郎

安東太郎左衛門尉祥兼 蓮華寺において自害。52歳。

子息左衛門太郎則兼 蓮華寺において自害。29歳。

同左衛門三郎則満 蓮華寺において自害。53歳。

同三郎基兼 蓮華寺において自害。41歳。

3 元弘3(1333) .5.15 安東左衛門尉高貞 分倍河原合戦に参戦 『太』②88

4 元弘3(1333) 安東左衛門尉入道聖秀
新田義貞の室の伯父である聖秀、高時邸の焼け跡の前で義貞室
の書状に腹を立て自害。

『太』②120-124

(筆者作成)

2 元弘3(1333) .5.7 「過去帳」

年 月 日

1 元弘3(1333) .5.7

【判断がつかないもの】※参考として載せておく

年 月 日

蓮華寺において自害 『太』②66-67



付表18

史料上の表記 事　　　項 典　　拠

1 建保5(1217) .2.19 万年九郎(秀幸)
義時室(伊賀氏)が重服のため万年九郎宅に移る。※『吾妻鏡』
には実名は見られない。『承久記』の「万年九郎秀幸」と同一
人物か。

『吾』

2 承久3(1221) .6.14 万年九郎秀幸 宇治川の合戦で時氏とともに川を渡る。 『古活字本承久記』

3 元仁1(1224) .6.28 万年右馬允
泰時の命により、平盛綱・尾藤景綱・関実忠・安東光成・万年
右馬允・南条時員などの側近のみ泰時邸の出入りを許される。

『吾』

4 嘉禎2(1236) .12.19 万年右馬允 泰時が新築した邸宅の周りに屋敷を構える。 『吾』

5 寛元2(1244) .3.28 万年馬允 経時の使者として、訴人を送り遣わす。 『吾』

6 宝治1(1247) .6.4 万年馬入道
時頼の使いとして、群参した御家人や被官に対し、今日退散す
るよう諏方兵衛入道とともに厳しく制裁を加える。

『吾』

時頼の使いとして三浦泰村のもとに遣わされる。

武州亭の南庭に馳せ参じ、毛利入道が敵人に加わったことを申
す。

8 宝治1(1247) .6.8 万年馬入道 平左衛門尉盛時とともに承仕法師に事情を聞き、報告。 『吾』

9 建長6(1254) .10.6 万年九郎兵衛尉 時頼の娘誕生に万年九郎兵衛尉以下の祗候人が所役を勤める。 『吾』

10 建長6(1254) .10.10 万年九郎兵衛尉
鎌倉中の保奉行条々事について定められたことを保奉行人に伝
える。

『吾』

11 嘉元3(1305) .5.27 万年馬允 東の早馬として六波羅に遣わされる。 『武裏』

万年馬入道

万年新馬允

13 元亨3(1323) .10.26 万年三郎右衛門入道 北条貞時の十三回忌の進物として銭二十貫を供養。 「供養記」

(筆者作成)

付表18　得宗被官万年氏の活動一覧

年 月 日

北条時宗の忌日法要のための結番、五番に万年馬入道、十一番
に万年新馬允が編成される。

「大斉番文」

万年馬入道.6.5宝治1(1247)7

徳治2(1307) .5.1

『吾』

12
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渡邊晴美「寛元・宝治年間における北条政村（Ⅰ）（Ⅱ）」（『政治経済史学』232号・255号、1985年・1987年） 

渡邊晴美「北条時房の子孫について」（『政治経済史学』300号、1991年） 

渡邊晴美「北条政村の研究（Ⅰ）～（Ⅲ）」（『政治経済史学』344号・370号・387号、1995年・1997年・1998年） 

渡邊晴美「北條時房について」（『政治経済史学』500号、2008年） 

渡邊晴美「建長年間における北條時頼政権の実態分析(Ⅰ)北條重時連署就任と宗尊親王将軍推戴と執権政治の展開」 

（『政治経済史学』550号、2012年） 
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